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1. 概要 

本説明書は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第42条

並びにその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に基

づき放射線業務従事者等が放射線被ばくから十分安全に防護されるように，管理区域を

設定することについて説明するものである。 

なお，設計基準対象施設としては，要求事項に変更がないため，今回の申請において

変更は行わない。 

今回は，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽の設置に伴い新たに管理区域の境界を設

定するため説明する。 

 

2. 場所の区分 

2.1 管理区域 

外部放射線に係る線量，空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質によって汚染さ

れた物の表面の放射性物質の密度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関す

る規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（第1条）に定められた値を超える

か，又はそのおそれのある区域はすべて管理区域とする。実際には部屋，建物，その

他の施設の配置及び管理上の便宜をも考慮して，原子炉建物，タービン建物，制御室

建物の一部，廃棄物処理建物，サイトバンカ建物，個体廃棄物貯蔵所等を管理区域と

する。 

 

3. 遮蔽設計上の基準線量率 

通常運転時の遮蔽設計の基準とする線量率は，その場所での最大滞在時間を推定し，

この時間を基にし，次のようにした。 

 

区   分 基準外部放射線量率 

非管理区域 Ａ：非管理区域 1.3mSv/3か月以下＊ 

管理区域 

Ｂ：週48時間以内立入るところ 0.01mSv/h以下 

Ｃ：週10時間以内立入るところ 0.06mSv/h以下 

Ｄ：週5時間以内立入るところ 0.12mSv/h以下 

Ｅ：ごく短時間しか立入らないところ 0.5mSv/h以下 

Ｆ：通常立入らないところ 0.5mSv/h超過 

注記＊：設計基準線量率は，500h/3か月を考慮し，0.0026mSv/h以下とする。 

 

上表に基づく屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）の遮蔽設計

上の区域区分を図1－1に示す。 
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ここで示した設計基準線量率は，遮蔽設計を行う上で基準となるものであり，建物内

の生体遮蔽装置の設計方針，設計方法及び計算結果については，Ⅵ-4-2-3「屋外配管ダ

クト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）の生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱

除去についての計算書」に示す。 

 

4. 被ばく線量の管理方針 

上表に示した作業時間は，毎週必ず行われるものではなく，立ち入りに対する制限は，

線量率，作業時間及び個人の被ばく線量等を考慮して定める。 

なお，個人の被ばく線量については，我が国の現行法規に規定された限度を十分下回

るように管理する。 
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図1－1 区域区分図 

 



Ⅵ-1-1-3 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関す

る説明書 
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Ⅵ-1-1-3-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防

止に関する説明書 
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発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明書は，以下の資料に

より構成されている。 

 

Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針 

 

Ⅵ-1-1-3-1-2 防護対象の範囲 
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Ⅵ-1-1-3-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の

防止に関する基本方針 
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1. 概要 

本資料は，自然現象等の外部からの衝撃への配慮について説明するものである。「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

第 5 条及び第 50 条（地震による損傷の防止）並びにその「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）については，Ⅵ-2「耐震

性に関する説明書」にてその適合性を説明するため，本資料においては，地震を除く自然

現象等の外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計が，技術基準規則第 6 条，第 51

条（津波による損傷の防止）及び第 7 条（外部からの衝撃による損傷の防止）並びにそれ

らの解釈に適合することを説明し，技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重

大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮についても説明する。なお，

自然現象の組合せについては，全ての組合せを網羅的に確認するため，地震を含めた自然

現象について本資料で説明する。 

 

 

2. 基本方針 

2.1 自然現象 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち自然現象による損傷の防止において，

発電所敷地で想定される津波，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り・

土石流，火山の影響及び生物学的事象の自然現象（地震を除く。）又は地震を含む自然

現象の組合せに遭遇した場合において，自然現象そのものがもたらす環境条件及びその

結果として施設で生じ得る環境条件において，その安全性を損なうおそれがある場合は，

防護措置，基礎地盤の改良その他，供用中における運転管理等の運用上の適切な措置を

講じる。 

また，想定される自然現象（地震を除く。）に対する防護措置には，設計基準対象施

設が安全性を損なわないために必要な設計基準対象施設以外の施設又は設備等（重大事

故等対処設備を含む。）への措置を含める。 

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，Ⅵ-1-1-7「安

全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づき，想定される自然現象（地震を除く。）に対して，位置的分散，環境条件等を

考慮し，必要な機能が損なわれることがないよう，防護措置その他の適切な措置を講じ

る。 

設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に対して講じる防護措置として設置する

施設は，その設置状況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の

設備分類に応じた地震力に対し構造強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とす

る。 
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2.2 人為事象 

設計基準対象施設は，外部からの衝撃のうち人為による損傷の防止において，発電

所敷地又はその周辺において想定される火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆

発，航空機墜落による火災），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害により発電用原子

炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）に対してその安全性が損なわれな

いよう，防護措置その他，対象とする発生源から一定の距離を置くことによる適切な措

置を講じる。 

また，想定される人為事象に対する防護措置には，設計基準対象施設がその安全性

を損なわないために必要な設計基準対象施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設

備を含む。）への措置を含める。 

想定される人為事象のうち，航空機の墜落については，防護設計の要否を判断する

基準を超えないことを評価して設置（変更）許可を受けている。本工事計画認可申請時

に，設置（変更）許可申請時から防護設計の要否を判断する基準を超えるような航空路

及び航空機落下データの変更がないことを確認していることから，設計基準対象施設に

対して防護措置その他の適切な措置を講じる必要はない。 

なお，定期的に航空路の変更状況を確認し，防護措置の要否を判断することを保安

規定に定めて管理する。 

航空機の墜落及び爆発以外に起因する飛来物については，発電所周辺の社会環境か

らみて，発生源が設計基準対象施設から一定の距離が確保されており，設計基準対象施

設が安全性を損なうおそれがないため，防護措置その他の適切な措置を講じる必要はな

い。 

重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止において，Ⅵ-1-1-7「安

全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づき，想定される人為事象に対して，位置的分散，環境条件等を考慮し，必要な機

能が損なわれることがないよう，防護措置その他の適切な措置を講じる。 

設計基準対象施設又は重大事故等対処設備に対して講じる防護措置として設置する

施設は，その設置状況並びに防護する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の

設備分類に応じた地震力に対し構造強度を確保し，外部からの衝撃を考慮した設計とす

る。 

 

2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう，外

部からの衝撃より防護すべき施設は，設計基準対象施設のうち，「発電用軽水型原子炉

施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類のク

ラス１，クラス２及び安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及
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び機器とする。そのうえで，安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その

機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器に加え，それらを内包する建物

を外部事象から防護する対象（以下「外部事象防護対象施設」という。）とする。また，

外部事象防護対象施設の防護設計については，外部からの衝撃により外部事象防護対象

施設に波及的影響を及ぼすおそれのある外部事象防護対象施設以外の施設についても考

慮する。更に，重大事故等対処設備についても，重大事故防止設備が，設計基準事故対

処設備並びに使用済燃料貯蔵槽（燃料プール）の冷却設備及び注水設備（以下「設計基

準事故対処設備等」という。）の安全機能と同時に必要な機能が損なわれることがない

よう，外部からの衝撃より防護すべき施設に含める。 

上記以外の設計基準対象施設については，外部からの衝撃に対して機能を維持する

こと若しくは損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障の

ない期間での修復等の対応を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ

の安全性を損なわない設計とする。 

また，自然現象のうち津波からの衝撃より防護すべき施設（以下「津波防護対象設

備」という。）については，技術基準規則第 6 条の解釈を踏まえ耐震Ｓクラスの施設

（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を含める。 

外部事象防護対象施設の詳細については，Ⅵ-1-1-3-1-2「防護対象の範囲」に示す。 

 

2.4 組合せ 

地震を含む自然現象の組合せについて，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処

設備に影響を与えるおそれのある自然現象の組合せは，設置（変更）許可申請書におい

て示すとおり，地震，津波，風（台風），積雪，地滑り・土石流及び火山の影響による

荷重である。これらの組合せの中から，発電所の地学，気象学的背景を踏まえ，荷重の

組合せを考慮する。組み合わせる荷重の大きさについては，建築基準法に準じるものと

する。 

また，科学的技術的知見を踏まえ，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備

のうち，特に自然現象（地震を除く。）の影響を受けやすく，かつ，代替手段によって

その機能の維持が困難であるか，又はその修復が著しく困難な構築物，系統及び機器は，

建物内に設置すること，又は可搬型重大事故等対処設備によるバックアップが可能とな

るように位置的分散を考慮して可搬型重大事故等対処設備を複数保管すること等により，

当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象（地震を除く。）に

より作用する衝撃が設計基準事故時及び重大事故等時に生じる荷重と重なり合わない設

計とする。 
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3. 外部からの衝撃への配慮 

3.1 自然現象 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は想定される自然現象（地震を除く。）

に対して，その安全性を損なうおそれがないよう設計するとともに，必要に応じて，運

転管理等の運用上の措置を含む適切な措置を講じる。 

設計上考慮する自然現象（地震を除く。）として，設置（変更）許可を受けた９事象

に津波を含め，10 事象とする。 

・津波 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

・地滑り・土石流 

・火山の影響 

・生物学的事象 

 

3.1.1 自然現象に対する具体的な設計上の配慮 

(1) 津波 

津波防護対象設備は，基準津波に対して，安全機能又は重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれることのないよう，津波の敷地への流入防止，漏水に

よる安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止，津波防

護の多重化及び水位低下による安全機能又は重大事故等に対処するために必要な

機能への影響防止を考慮した津波防護対策を講じる設計とする。 

このため，外郭防護として，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入さ

せない設計とするため，防波壁及び防波壁通路防波扉を，また，取水路，放水路

等の経路から流入させない設計とするため，１号機取水槽に流路縮小工，屋外排

水路に屋外排水路逆止弁，２号機取水槽に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を

設置する。また，取水槽及び屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の貫通部

に対して止水処置を実施する。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建

物及び区画については，津波による影響等から隔離可能な設計とするため，内郭

防護として，タービン建物（復水器を設置するエリア）と浸水防護重点化範囲と

の境界に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施す

る。また，地震により損傷した場合に浸水防護重点化範囲へ津波が流入する可能
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性がある経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持する

ポンプ及び配管を設置する。 

地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波監

視設備として，取水槽に取水槽水位計を，２号機排気筒及び３号機北側の防波壁

上部（東側・西側）に津波監視カメラを設置する。 

詳細については，Ⅵ-1-1-3-2「津波への配慮に関する説明書」に示す。 

 

(2) 風（台風） 

外部事象防護対象施設は，設計基準風速（30m/s，地上高 10m，10 分間平均）に

よる風荷重に対して，機械的強度を有することにより，安全機能を損なわない設

計とする。 

風（台風）に対する設計は，竜巻に対する設計の中で確認する。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，環境

条件等を考慮することにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその

機能を損なわない設計とする。 

 

(3) 竜巻 

外部事象防護対象施設は，設置（変更）許可を受けた最大風速 92m/s の竜巻（以

下「設計竜巻」という。）が発生した場合においても，竜巻の風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重等に対して安全機能

を損なわないために，飛来物の発生防止対策及び竜巻防護対策を講じる設計とす

る。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置することにより，設

計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設計とする。さ

らに，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の影響及び

竜巻の随伴事象による影響について考慮した設計とする。 

詳細については，Ⅵ-1-1-3-3「竜巻への配慮に関する説明書」に示す。 

 

(4) 凍結 

外部事象防護対象施設は，設計基準温度（－8.7℃）による凍結に対して，屋内

設備については換気空調設備により環境温度を維持し，屋外設備については保温

等の凍結防止対策を必要に応じて行うことにより，安全機能を損なわない設計と

する。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機
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能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，環境

条件等を考慮することにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその

機能を損なわない設計とする。 

 

(5) 降水 

外部事象防護対象施設は，設計基準降水量（77.9mm/h）の降水による浸水に対し

て，設計基準降水量を上回る排水能力を有する構内排水路による海域への排水及

び建物止水処置を行うとともに，設計基準降水量の降水による荷重に対して，排

水口による海域への排水を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，環境

条件等を考慮することにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその

機能を損なわない設計とする。 

 

(6) 積雪 

外部事象防護対象施設は，設計基準積雪量（100cm）による積雪荷重に対して，

機械的強度を有すること，また，換気空調設備の給・排気口を閉塞させないこと

により，安全機能を損なわない設計とする。 

積雪に対する設計は，同様な堆積荷重の影響を考慮する火山事象に対する設計の

中で確認する。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，環境

条件等を考慮すること，及び除雪を実施することにより，設計基準事故対処設備

等の安全機能と同時にその機能を損なわない設計とする。 

なお，除雪を適宜実施することを保安規定に定めて管理する。 

 

(7) 落雷 

外部事象防護対象施設は，発電所の雷害防止対策として，原子炉建物等への避雷

針の設置を行うとともに，設計基準電流値（150kA）による雷サージに対して，接

地網の敷設による接地抵抗の低減等及び安全保護系への雷サージ侵入の抑制を図

る回路設計を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するとともに，必要

に応じ避雷設備又は接地設備により防護することにより，設計基準事故対処設備

等の安全機能と同時にその機能を損なわない設計とする。 
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(8) 地滑り・土石流 

外部事象防護対象施設は，地滑り・土石流に対して，斜面からの離隔距離を確保

し地滑り・土石流のおそれがない位置に設置することにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

重大事故等対処設備は，斜面からの離隔距離を確保し地滑り・土石流のおそれが

ない位置に設置すること又は設計基準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の

重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置することにより，設計基準事故対処

設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設計とする。 

 

(9) 火山の影響 

外部事象防護対象施設は，火山事象が発生した場合においても，その安全機能を

損なわない設計とする。 

将来の活動可能性が否定できない火山について，発電所の運用期間中の噴火規模

を考慮して抽出した外部事象防護対象施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事

象は降下火砕物のみであり，設計に用いる降下火砕物特性は，設置（変更）許可

を受けた層厚 56cm，粒径 4.0mm 以下，密度 0.7g/cm3（乾燥状態）～1.5g/cm3（湿

潤状態）の降下火砕物を考慮する。 

降下火砕物による直接的影響及び間接的影響のそれぞれに対し，安全性を損なう

おそれがない設計とする。 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は設計基準事故対処設備等及び同じ機

能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置することにより，設

計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設計とする。 

なお，降下火砕物を適宜除去することを保安規定に定めて管理する。 

詳細については，Ⅵ-1-1-3-4「火山への配慮に関する説明書」に示す。 

 

(10) 生物学的事象 

外部事象防護対象施設は，生物学的事象に対して，海生生物であるクラゲ等の

発生を考慮し，また小動物の侵入を防止することにより，安全機能を損なわない

設計とする。 

海生生物であるクラゲ等の発生に対しては，除じん装置を設置，除じん装置を

通過する貝等の海生生物に対しては，海水ストレーナを設置し，必要に応じて塵

芥を除去することにより，原子炉補機海水系等への侵入を防止し，安全機能を損

なわない設計とする。更に，定期的に開放点検及び清掃が可能な設計とする。 

小動物の侵入に対しては，屋内設備は建物止水処置により，屋外設備は端子箱

貫通部の閉止処置を行うことにより，安全機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は，生物学的事象に対して，小動物の侵入を防止し，海生
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生物に対して，予備を有することにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と

同時にその機能を損なわない設計とする。 

 

3.2 人為事象 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は想定される人為事象に対して，そ

の安全性を損なうおそれがないよう設計するとともに，必要に応じて，運転管理等の運

用上の措置を含む適切な措置を講じる。 

設計上考慮する人為事象として，設置（変更）許可を受けた 4 事象とする。 

・火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落による火災） 

・有毒ガス 

・船舶の衝突 

・電磁的障害 

なお，危険物を搭載した車両については，燃料輸送車両の火災・爆発として近隣工

場等の火災・爆発及び有毒ガスの中で取り扱う。 

航空機の墜落については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準に

ついて」（平成 21･06･25 原院第１号 平成 21 年 6 月 30 日原子力安全・保安院）等に基

づき評価した結果，約 8.4×10－8 回／炉・年であり，防護設計の要否を判断する基準で

ある 10－7 回／炉・年を超えないことを設置（変更）許可において確認している。また，

工事計画認可申請時において，航空路を含めた航空機落下確率評価に用いる最新データ

＊1，＊2，＊3 において，防護設計の要否を判断する基準を超える変更がないことを確認し

ている。 

したがって，航空機の墜落については，設計基準対象施設に対して，防護措置その

他の適切な措置を講じる必要はない。なお，定期的に航空路を含めた航空機落下確率評

価に用いる最新データの変更状況を確認し，防護措置の要否を判断することを保安規定

に定めて管理する。ただし，重大事故等対処設備に対しては航空機の墜落を考慮する。 

注記＊1：航空路誌（令和 2 年 12 月 3 日改訂版） 

＊2：航空機落下事故に関するデータ（平成 11～30 年）（令和 3 年 2 月 原子力

規制庁） 

＊3：令和元年（平成 31 年）空港管理状況調書 

 

3.2.1 人為事象に対する具体的な設計上の配慮 

(1) 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落による火災） 

a. 森林火災 

人為事象として想定される森林火災については，延焼防止を目的とした，（変

更）許可を受けた防火帯（約 21m）を敷地内に設ける設計とする。 

発電所周辺の植生を確認し，作成した植生データ等をもとに求めた，設置（変
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更）許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大火線強度から算出される

火炎輻射発散度（118kW/m2）を設定し，外部事象防護対象施設を内包する建物の

表面温度や建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険

距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

 

b. 近隣工場等の火災・爆発 

(a) 石油コンビナート施設の火災・爆発 

発電所敷地外 10km 以内の範囲において，石油コンビナート施設は存在しな

いため，火災・爆発による外部事象防護対象施設への影響については考慮する

必要はない。 

 

(b) 危険物貯蔵施設の火災 

発電所敷地外半径 10km 以内の危険物貯蔵施設の火災については，貯蔵量等

を勘案して外部事象防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度となる

危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる

危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

 

(c) 高圧ガス貯蔵施設の火災・爆発 

発電所敷地外半径 10km 以内の範囲において，高圧ガス貯蔵施設は存在しな

いため，火災・爆発による外部事象防護対象施設への影響については考慮する

必要はない。 

 

(d) 燃料輸送車両の火災・爆発 

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の火災については，燃料積載量

等を勘案して外部事象防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度とな

る危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度とな

る危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

爆発については，燃料積載量等を勘案してガス爆発の爆風圧が 0.01MPa とな

る危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離を確保する設計

とする。また，ガス爆発による容器破裂時の破片の最大飛散距離を算出し，そ

の最大飛散距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

 

(e) 漂流船舶の火災・爆発 

発電所敷地外で発生する漂流船舶の火災については，燃料積載量等を勘案し

て外部事象防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度となる危険距離

及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離
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を算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

爆発については，発電所港湾内に爆発する危険性のある船舶の入港は想定さ

れないため，爆発による外部事象防護対象施設への影響については考慮する必

要はない。 

 

(f) 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災 

発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク等の火災については，貯蔵量等

を勘案して火災源ごとに外部事象防護対象施設を内包する建物の表面温度及び

建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足する

設計とする。 

また，燃料補充用のタンクローリの火災については，燃料補充時は監視人が

立会を実施し，万一の火災発生時は速やかに消火活動を可能とする体制を構築

することにより，外部事象防護対象施設へ影響を与えることのない設計とする。 

 

c. 航空機墜落による火災 

航空機墜落による火災については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確

率の評価基準について」（平成 21・06・25 原院第 1 号 平成 21 年 6 月 30 日原子

力安全・保安院）により落下確率が 10－7[回／炉・年]となる面積及び離隔距離

を算出し，外部事象防護対象施設への影響が最も厳しくなる地点で起こることを

想定し，対象航空機の燃料積載量等を勘案して，対象航空機ごとに外部事象防護

対象施設を内包する建物の表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設

の温度を算出し，許容温度を満足する設計とする。 

発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災と航空機墜落による火災の重畳火

災については，敷地内の危険物タンクの火災と航空機墜落による火災の評価条件

により算出した輻射強度，燃焼継続時間等により，外部事象防護対象施設の受熱

面に対し，最も厳しい条件となる火災源と外部事象防護対象施設を選定し，外部

事象防護対象施設を内包する建物の表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護

対象施設の温度を算出し，許容温度を満足する設計とする。 

 

森林火災，石油コンビナート施設の火災，発電所敷地内に設置する危険物タンク

等の火災，航空機墜落による火災等に伴うばい煙等発生時の二次的影響について

は，外気を取り込む空調系統，外気を設備内に取り込む機器及び室内の空気を取

り込む機器に対し，ばい煙の侵入を防止するため適切な防護対策を講じることで，

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落による火災）に対

する重大事故等対処設備については，建物内への設置又は設計基準事故対処設備
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等及び同じ機能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置すると

ともに，防火帯により防護することにより，設計基準事故対処設備等の安全機能

と同時にその機能を損なわない設計とする。 

詳細については，「3.2.1(2) 有毒ガス」と合わせてⅥ-1-1-3-5「外部火災への

配慮に関する説明書」に示す。 

 

(2) 有毒ガス 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場合には，中央制御室内に滞在する人員

の環境劣化を防止するために設置した給気隔離弁及び排気隔離弁の閉止，中央制

御室内の空気を循環させる系統隔離運転モードへの切替えの実施及び必要に応じ

中央制御室以外の空調ファンの停止により，有毒ガスの侵入を防止する設計とす

る。 

なお，有毒ガスの侵入を防止するよう，給気隔離弁及び排気隔離弁の閉止，系統

隔離運転モードへの切替えの実施による外気の遮断及び空調ファンの停止による

外気流入の抑制を保安規定に定めて管理する。 

主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナート施設は，発電所から離隔距

離が確保されていることから，危険物を積載した車両及び船舶を含む事故等によ

る有毒ガスを考慮する必要はない。 

詳細については，「3.2.1(1) 火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，

航空機墜落による火災）」と合わせてⅥ-1-1-3-5「外部火災への配慮に関する説明

書」に示す。 

 

(3) 船舶の衝突 

発電所の周辺海域の船舶の航路としては，北東方向約 6km に加賀港から潜戸ま

での観光遊覧船が運航している。また，東北東方向約 21km に七類港から隠岐諸島

までの高速船及びフェリーが運航している。発電所はこれらの航路の進行上にはな

く，航路までの距離が離れていることから船舶の侵入はない。 

また，取水口前面には防波堤及び東防波堤があることから，小型船舶が漂流し，

港湾内に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水口側に侵入した場合でも，取水口

の上端高さ EL－12.5～－9.5m に対して，朔望平均干潮位（Ｌ．Ｗ．Ｌ）EL－0.02m

に小型船舶の喫水約 1.5m を考慮しても船舶の下端は EL－3m 程度であることから，

取水性を損なうことはない。 

なお，燃料輸送船等が座礁し，運搬している重油等が流出するような場合につ

いても，深層から取水することによって，取水性を損なうことはない。また，必要

に応じて，オイルフェンスを設置する措置を講じる。 

したがって，船舶の衝突によって取水路が閉塞することはなく，外部事象防護
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対象施設がその安全機能を損なうことはない。 

重大事故等対処設備は，航路からの離隔距離を確保すること，小型船舶が発電

所近傍で漂流した場合でも，深層から取水すること及び設計基準事故対処設備等と

位置的分散を図り設置することにより取水性を損なうことはない。 

 

(4) 電磁的障害 

安全機能を有する安全保護系は，電磁的障害による擾乱により機能が喪失しな

いよう，制御盤へ入線する電源受電部へのラインフィルタの設置，外部からの信号

入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置によりサージ・ノイズの侵入による

影響を防止するとともに，鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用等により，電

磁波の侵入を防止する設計としているため，外部事象防護対象施設及び重大事故等

対処設備のうち電磁的障害に対する考慮が必要な機器がその安全性を損なうことは

ない。 

 

(5) 航空機の墜落 

重大事故等対処設備は，建物内への設置又は屋外において設計基準事故対処設

備等及び同じ機能を有する他の重大事故等対処設備と位置的分散を図り設置するこ

とにより，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時にその機能を損なわない設計

とする。 

 

 

4. 組合せ 

4.1 自然現象の組合せについて 

外部事象防護対象施設の安全性が損なわれないことを広く確認する観点から，地震

を含めた自然現象の組合せについて，発電所の地学，気象学的背景を踏まえて検討する。 

 

(1) 組合せを検討する自然現象の抽出 

自然現象が外部事象防護対象施設に与える影響を考慮し，組合せを検討する自然

現象を抽出する。 

想定される自然現象のうち，外部事象防護対象施設に影響を与えるおそれのある

自然現象の組合せは，設置（変更）許可申請書において示すとおり，地震，津波，風

（台風），積雪，地滑り・土石流及び火山の影響による荷重であり，荷重以外の機能

的影響については，自然現象の組合せにより外部事象防護対象施設の安全機能が損な

われないことを確認している。なお，外部事象防護対象施設は，斜面からの離隔距離

を確保し地滑り・土石流のおそれがない位置に設置することから，地滑り・土石流に

よる荷重については組合せを考慮しない。荷重の組合せを考慮する自然現象のうち，
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地震，津波及び火山の影響による荷重は，発生頻度が低い偶発的荷重であるが，発生

すると荷重が比較的大きいことから，設計用の主荷重として扱う。 

これに対して積雪及び風（台風）による荷重は，発生頻度が主荷重と比べて高い

変動荷重であり，発生する荷重は主荷重と比べて小さいことから，従荷重として扱い，

主荷重との組合せを考慮する。 

以下，主荷重同士の組合せ及び主荷重と従荷重の組合せについて検討する。 

 

(2) 主荷重同士の組合せについて 

主荷重同士の組合せについて表 4－1 に示す。それぞれの組合せについては，従属

事象，独立事象であるかを踏まえ，以下のとおりとする。 

 

①  地震と津波 

基準地震動Ｓｓと基準津波を独立事象として扱う場合は，それぞれの発生頻度が

十分小さいことから，地震荷重と津波荷重の組合せを考慮する必要はない。 

基準地震動Ｓｓの震源（海域活断層）からの本震と当該本震に伴う津波は，伝播

速度が異なり同時に敷地に到達することはないことから，組合せを考慮する必要

はない。 

また，基準地震動Ｓｓの震源については，他の海域の活断層よりも敷地に近い位

置に存在し，仮に誘発地震に伴う津波の発生を考慮した場合においても，基準地

震動Ｓｓが敷地に到達すると同時に当該津波が敷地に到達することはないことか

ら，組合せを考慮する必要はない。 

一方，津波波源の断層の活動により基準地震動Ｓｓの震源断層が誘発される可能

性については，2011 年東北地方太平洋沖地震の震源域以外での規模の大きな地震

事例から考えても，短時間で誘発されることは考えにくいことから，基準地震動

Ｓｓによる地震力と津波荷重の組合せを考慮する必要はない。 

 

②  地震と火山の影響 

基準地震動Ｓｓの震源と火山とは十分な距離があることから，独立事象として扱

い，各々の発生頻度が十分小さいことから，組合せを考慮する必要はない。 

 

③ 津波と地震 

基準津波と組み合わせる基準地震動Ｓｓについては①のとおり。 

基準津波と組み合わせる地震動に関しては，基準津波の波源の活動に伴い発生す

る可能性がある余震及び誘発地震について，敷地への影響度を考慮して想定する。 

基準津波の波源のうち「日本海東縁部に想定される地震」については，その余震

及び誘発地震の敷地への影響が明らかに小さいことから，津波荷重に組み合わせ
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る余震荷重を設定しない。更に，当該津波については，基準地震動よりも頻度が

高く地震動レベルの小さい地震を独立事象として想定したとしても，当該津波の

発生頻度及び最大荷重継続時間（仮に 120 分と設定）を踏まえると，当該津波の

最大荷重継続時間内に基準地震動以外の地震が発生する頻度は十分小さいことか

ら，津波荷重と地震荷重の組合せを考慮しない。 

基準津波の波源のうち「海域活断層から想定される地震」については，その余震

及び誘発地震の地震動評価結果を，全ての周期帯において弾性設計用地震動Ｓｄ

－Ｄが十分に上回ることから，保守的にＳｄ－Ｄによる荷重を海域活断層から想

定される地震による津波荷重に組み合わせる余震荷重として設定する。 

なお，基準津波以外の津波は，基準津波（海域活断層）の波源の断層であるＦ－

Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層に比べて水位が低く敷地に与える影響は小さい

ため，余震荷重との組合せを考慮しない。 

 

④ 津波と火山の影響 

基準津波の波源と火山とは十分な距離があることから，独立事象として扱い，

各々の発生頻度が十分小さいことから，組合せを考慮する必要はない。 

 

⑤ 火山の影響と地震 

火山の影響と組み合わせる基準地震動Ｓｓについては②のとおり。 

火山性地震については，火山と敷地とは十分な距離があることから，火山性地震

とこれに関連する事象による影響はないと判断し，火山と地震の組合せは考慮し

ない。（設置変更許可申請書添付資料六「7.2.3.7 火山性地震及びその関連事象」

参照） 

 

⑥ 火山の影響と津波 

火山の影響と組み合わせる基準津波については④のとおり。 

敷地周辺において，火山事象に起因する津波による発電所近傍の痕跡高に関する

記録はなく，海底活火山の存在も認められないことから，火山事象に起因する津

波について，敷地への影響はないと判断し，津波と火山の組合せは考慮しない。

（設置変更許可申請書添付書類六「6.2 文献調査」及び「7.2.1.1 地理的領域

内の第四紀火山」参照） 

 

(3) 主荷重と従荷重の組合せについて 

外部事象防護対象施設の荷重評価において，主荷重と積雪荷重及び風荷重が同時に

発生する場合を考慮し，主荷重と組み合わせるべき積雪荷重及び風荷重について検討

する。 
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主荷重と組み合わせるべき積雪荷重及び風荷重については，それぞれの性質を考慮

し，建築基準法に定める荷重を設定する。 

 

a. 荷重の性質 

主荷重及び従荷重の性質を表 4－2 に示す。荷重の大きさについては，主荷重は

従荷重と比較して大きく，主荷重が支配的となる。最大荷重の継続時間については，

地震，津波及び風（台風）は最大荷重の継続時間が短い。これに対し，火山の影響

及び積雪は，一度事象が発生すると，降下物が降り積もって堆積物となり，長時間

にわたって荷重が作用するため，最大荷重の継続時間が長い。発生頻度については，

主荷重は従荷重と比較して発生頻度が非常に低い。 

上記の荷重の性質を考慮して，主荷重と積雪荷重及び風荷重の組合せについて

検討する。 

 

b. 火山の影響による荷重と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

火山の影響と積雪及び風（台風）の組合せについては，降下火砕物による荷重

の継続時間が他の主荷重と比較して長く，積雪荷重の継続時間も長いことから，3

つの荷重が同時に発生する場合を考慮し，施設の形状及び配置により適切に組み合

わせる。 

組み合わせるべき荷重について，発電所周辺は多雪区域ではないため，本来建

築基準法に積雪荷重と他の荷重の組合せは定められていないが，発電用原子炉施設

の重要性に鑑み，積雪荷重は建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の

組合せと同様に発電所敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台で観測された

観測史上 1 位の月最深積雪 100cm に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を

考慮する。また，風荷重について建築基準法の多雪区域における風荷重と積雪荷重

の組合せの基準を適用して，「Ｅの数値を算出する方法並びにＶ０及び風力係数の

数値を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第１４５４号）に定められた松

江市の基準風速 30m/s とする。 

 

c. 地震荷重と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

地震と積雪については，地震荷重の継続時間は短いが，積雪荷重の継続時間が

長いため組合せを考慮し，施設の形状及び配置により適切に組み合わせる。 

組み合わせるべき荷重について，発電所周辺は多雪区域ではないため，本来建

築基準法に積雪荷重と他の荷重の組合せは定められていないが，発電用原子炉施設

の重要性に鑑み，積雪荷重は建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の

組合せを適用して発電所敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台で観測され
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た観測史上 1 位の月最深積雪 100cm に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35

を考慮する。 

地震と風（台風）については，それぞれの最大荷重の継続時間が短く，同時に

発生する確率が低いものの，風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状

の施設については，組合せを考慮する。組み合わせる風速の大きさは，「Ｅの数値

を算出する方法並びにＶ０及び風力係数の数値を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日

建設省告示第１４５４号）に定められた松江市の基準風速 30m/s とする。 

 

d. 津波荷重と積雪荷重及び風荷重の組合せ 

津波と積雪については，津波荷重の継続時間は短いが，積雪荷重の継続時間が

長いため組合せを考慮し，施設の形状及び配置により適切に組み合わせる。 

組み合わせるべき荷重について，発電所周辺は多雪区域ではないため，本来建

築基準法に積雪荷重と他の荷重の組合せは定められていないが，発電用原子炉施設

の重要性に鑑み，積雪荷重は建築基準法の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の

組合せと同様に発電所敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台で観測された

観測史上 1 位の月最深積雪 100cm に平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を

考慮する。 

津波と風（台風）については，それぞれの最大荷重の継続時間が短く，同時に

発生する確率が低いものの，風荷重の影響が大きいと考えられるような構造や形状

の施設については，組合せを考慮する。組み合わせる風速の大きさは，「Ｅの数値

を算出する方法並びにＶ０及び風力係数の数値を定める件」（平成 12 年 5 月 31 日

建設省告示第１４５４号）に定められた松江市の基準風速 30m/s とする。 

 

以上の検討内容について整理した結果を，表 4－3 に示す。 

 

(4) 自然現象の組合せの方針 

自然現象の組合せについて，火山の影響については積雪と風（台風），基準地震動

Ｓｓについては積雪，基準津波については弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄと積雪の荷重を，

施設の形状及び配置により考慮する。 

地震，津波と風（台風）の組合せについても，風荷重の影響が大きいと考えられ

るような構造や形状の施設については組合せを考慮する。 

組み合わせる積雪深の大きさは，発電所敷地に最も近い気象官署である松江地方

気象台で観測された観測史上 1 位の月最深積雪である 100cm とし，風速の大きさは建

築基準法を準用して基準風速 30m/s とする。組み合わせる積雪深については，建築基

準法に定められた平均的な積雪荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。 
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4.2 設計基準事故時又は重大事故等時の荷重の考慮について 

外部事象防護対象施設のうち，建物内に設置される外部事象防護対象施設について

は，建物によって地震を除く自然現象の影響を防止できることから，建物内に設置され

ている外部事象防護対象施設は，地震を除く自然現象の荷重が外部事象防護対象施設に

影響を与えることはなく，設計基準事故が発生した場合でも，地震を除く自然現象によ

る影響はない。 

また，外部事象防護対象施設のうち，屋外に設置されている外部事象防護対象施設

としては，原子炉補機海水ポンプ等があるが，これらの機器については，設計基準事故

が発生した場合でも，ポンプの運転圧力や温度等が変わらないため，設計基準事故時荷

重が発生するものではなく，自然現象による衝撃と重なることはない。 

重大事故等対処設備のうち，建物内に設置される重大事故等対処設備については，

斜面からの離隔距離を確保し地滑り・土石流のおそれがない位置に設置した建物によっ

て地震を除く自然現象の影響を防止できることから，地震を除く自然現象の荷重が重大

事故等対処設備に影響を与えることはなく，重大事故等が発生した場合でも，地震を除

く自然現象による影響はない。 

また，重大事故等対処設備のうち，屋外に設置される重大事故等対処設備について，

設計上考慮する自然現象及び人為事象と重大事故等時の荷重の組合せを表 4－4 に示す。

設計上考慮する自然現象及び人為事象のうち，事象により重大事故等対処設備への荷重

による影響を考慮するものは，地震，津波，風（台風），竜巻，積雪，地滑り・土石流

及び火山の影響である。これらのうち，風（台風）及び積雪は他の自然現象の評価に包

絡されるため，単独での評価を実施しない。更に，津波に対しては津波高さを考慮した

重大事故等対処設備の配置，竜巻に対しては重大事故等対象設備の位置的分散を考慮し

た配置，地滑り・土石流に対しては地滑り・土石流影響箇所を考慮した重大事故等対処

設備の配置，火山の影響に対しては重大事故等対処設備の除灰をそれぞれ行うことによ

り，重大事故等が発生した場合でも，重大事故等時の荷重と地震を除く自然現象による

衝撃を同時に考慮する必要はない。 

したがって，地震を除く自然現象による衝撃と設計基準事故時又は重大事故等時の

荷重は重なることはない。 

 

4.3 組合せを考慮した荷重評価について 

自然現象の組合せによる荷重，設計基準事故又は重大事故等時に生じる荷重，その

他，常時作用する荷重（自重等），運転時荷重の組合せについては，表 4－5 に示す説明

書にて評価する。 
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表 4－1 主荷重同士の組合せ 

 後発事象 

地震 津波 火山の影響 

先発事象 

地震  ① ② 

津波 ③  ④ 

火山の影響 ⑤ ⑥  

注：丸数字は「4.1(2) 主荷重同士の組合せについて」の対応番号を示す。 

 

 

表 4－2 主荷重及び従荷重の性質 

荷重の種類 
荷重の 

大きさ 

最大荷重 

継続時間 
発生頻度（/年） 

主荷重 

地震 大 短（数分） 5×10－4 ＊2
 

津波 大 短（数十分） 10－4～10－5 ＊3 

火山の影響 中 長（数十日）＊1 10－4～10－5 ＊4 

従荷重 
風（台風） 小 短（数十分） 2×10－2 ＊5 

積雪 中 長（数日）＊1 2×10－2 ＊5 

注記＊1：必要に応じて緩和措置を行う 

＊2：ＪＥＡＧ４６０１に記載されている基準地震動Ｓ2の発生確率を読み替

えて適用 

＊3：ハザード評価結果 

＊4：約15,000年前の三瓶山噴火及び約130,000年前の大山噴火を考慮 

＊5：50年再現期待値 
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表 4－3 主荷重と従荷重の組合せ 

 

主荷重 

地震 津波 火山の影響 

従
荷
重 

風 

建築基準法 記載なし 記載なし 記載なし 

継続時間＊1 短×短 短×短 長×短 

荷重の大きさ＊2 大＋小 大＋小 中＋小 

組合せ ○＊3 ○＊3 ○ 

積 

雪 

建築基準法 
多雪区域は 

組合せを考慮 
記載なし 記載なし 

継続時間＊1 短×長 短×長 長×長 

荷重の大きさ＊2 大＋中 大＋中 中＋中 

組合せ ○＊4 ○＊4 ○ 

○：組合せを考慮する，×：組合せを考慮しない 

注記＊1：主荷重の時間×従荷重の時間 

＊2：主荷重の大きさ＋従荷重の大きさ 

＊3：屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，風荷重の影

響が地震荷重又は津波荷重に対して大きい構造，形状及び仕様の施設

において，組合せを考慮する。 

＊4：積雪による受圧面積が小さい施設又は常時作用している荷重に対して

積雪荷重の影響が小さい施設を除き，組合せを考慮する。 
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表 4－4 屋外に設置する重大事故等対処設備に対して，設計上考慮する自然現象及び 

人為事象と重大事故等時の荷重の組合せ 

自然現象及び 

人為事象 

荷重による

影響の考慮 
重大事故等時の荷重の考慮 

荷重の

組合せ 

地震 ○ 重大事故等時の荷重を考慮する。 ○ 

津波 ○ 

津波高さを考慮した重大事故等対処

設備の配置により，重大事故等時の

荷重を考慮する必要はない。 

× 

風（台風） ○ 
竜巻の影響による荷重の評価に包絡

される。 
× 

竜巻 ○ 

重大事故等対処設備の分散配置によ

り，重大事故等時の荷重を考慮する

必要はない。 

× 

凍結 × ― × 

降水 × ― × 

積雪 ○ 
火山の影響による荷重の評価に包絡

される。 
× 

落雷 × ― × 

地滑り・土石流 ○ 

地滑り地形及び土石流危険区域を考

慮した重大事故等対処設備の配置に

より，重大事故等時の荷重を考慮す

る必要はない。 

× 

火山の影響 ○ 

重大事故等対処設備については，必

要に応じ降下火砕物の除去を行うこ

とから，重大事故等時の荷重を考慮

する必要はない。 

× 

生物学的事象 × ― × 

火災・爆発 × ― × 

有毒ガス × ― × 

船舶の衝突 × ― × 

電磁的障害 × ― × 
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表 4－5 自然現象の組合せによる荷重，設計基準事故時又は重大事故等時に生じる荷重，

常時作用する荷重（自重等），運転時荷重の組合せ 

添付書類 

自然現象の組合せ 設
計
基
準
事
故
時
の
荷
重 

重
大
事
故
等
時
の
荷
重 

常
時
作
用
す
る
荷
重
（
自
重
等
） 

運
転
時
荷
重 

地
震 

津
波 

火
山
の
影
響 

積
雪 

風
（
台
風
） 

Ⅵ－2 

耐震性に関する説明書 
◎ ― ― ○＊2 ○＊3 ○ ○ ○ ○ 

Ⅵ-1-1-3-2 

津波への配慮に関する説明書＊4 
○＊1 ◎ ― ○＊2 ○＊3 ― ― ○ ○ 

Ⅵ-1-1-3-4 

火山への配慮に関する説明書＊4 
― ― ◎＊2 ○＊2 ○＊2 ― ― ○ ○ 

◎：荷重評価における主荷重  ○主荷重に対して組合せを考慮する荷重 

注記＊1：基準津波と基準津波の波源を震源とする余震の組合せでは，弾性設計用地震動Ｓｄ－

Ｄを考慮する。 

＊2：施設の形状及び配置により適切に考慮する。 

＊3：風荷重の影響が大きいと考えられる構造や形状の施設については，組合せを考慮する 

＊4：計算方法，計算結果については，Ⅵ-3「強度に関する説明書」に示す。 
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Ⅵ-1-1-3-1-2 防護対象の範囲 
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1. 概要 

本資料は，設計基準対象施設が自然現象等によりその安全性を損なわないという技術基準の要

求を満足させるために必要な安全機能を確認し，それらの安全機能が自然現象等により損なわれ

ないために，防護すべき施設について説明するものである。 

 

2. 防護対象の範囲 

2.1 技術基準規則の要求について 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」と

いう。）第 6 条及び第 7 条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）においては，設計基準対象施設が自然現象等によ

りその安全性を損なわないことが要求されている。この要求を満足させるためには，通常運転

時だけでなく，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても発電用原子炉施設の安

全性を確保する必要がある。 

設置（変更）許可申請書添付書類十において，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関す

る審査指針」に基づき行った運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の安全評価（以下「安

全評価」という。）では，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故として想定される事象に

対して解析を行い，いずれの事象についても判断基準を満足しており，発電用原子炉施設の安

全性が確保されることを確認している。 

したがって，安全評価において考慮する安全機能が自然現象等により損なわなければ，「運

転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」時においても発電用原子炉施設の安全性を確保

することができ，技術基準規則第 6条及び第 7条並びにそれらの解釈の要求を満足することが

できる。 

 

2.2 安全評価において考慮する安全機能 

安全評価では，表 2－1及び表 2－2に示す安全機能を考慮して解析を行った結果，発電用原

子炉施設の安全性が確保されることを確認している。 

安全評価において期待する安全機能は，原則として「発電用軽水型原子炉施設の安全機能

の重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類のＭＳ－１又はＭＳ－２に

属するものである。しかしながら，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」

の付録解説に示すとおり，ＭＳ－３に属する安全機能のうち表 2－1及び表 2－2に示す安全機

能については，信号の多重化により作動系に高い信頼性を有するものとして考慮している。 

 

2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設の範囲 

設計基準対象施設が外部からの衝撃によりその安全性を損なうことがないよう，外部から

の衝撃より防護すべき施設は，設計基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-3
-1
-2
 R
0 

 



2 

 

の重要度分類に関する審査指針」で規定されている安全重要度分類のクラス１，クラス２及び

安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。 

なお，安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器とは，表 2－1

及び表 2－2に示しているＭＳ－３の構築物，系統及び機器である。 

 

 

表 2－1 運転時の異常な過度変化の解析において考慮する安全機能 

分類 機能 構築物，系統又は機器 

ＭＳ－１ 

原子炉の緊急停止機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

（スクラム機能） 

未臨界維持機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

（未臨界維持機能） 

工学的安全施設及び原子炉停止

系への作動信号の発生機能 
安全保護系 

ＭＳ－２ ― ― 

ＭＳ－３ 

原子炉圧力の上昇の緩和機能 
逃がし安全弁（逃がし弁機能） 

タービン・バイパス系 

出力上昇の抑制機能 

原子炉再循環系（再循環ポンプ・

トリップ機能） 

原子炉中性子計装系 

（制御棒引抜監視装置） 

選択制御棒そう入機構 
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表 2－2 設計基準事故の解析において考慮する安全機能 

分類 機能 構築物，系統又は機器 

ＭＳ－１ 

原子炉の緊急停止機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

（スクラム機能） 

未臨界維持機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

（未臨界維持機能） 

原子炉冷却材圧力バウンダリの 

過圧防止機能 

逃がし安全弁 

（安全弁としての開機能） 

原子炉停止後の除熱機能 

残留熱除去系 

（原子炉停止時冷却モード） 

原子炉隔離時冷却系 

逃がし安全弁（手動逃がし機能） 

自動減圧系（手動逃がし機能） 

炉心冷却機能 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系 

（残留熱除去系低圧注水モード） 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

放射性物質の閉じ込め機能， 

放射線の遮へい及び放出低減 

機能 

原子炉格納容器 

格納容器隔離弁 

（主蒸気隔離弁を含む。） 

主蒸気流量制限器 

格納容器冷却系（残留熱除去系格納

容器冷却モード） 

原子炉建物原子炉棟 

非常用ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

排気筒（非常用ガス処理系排気管の

支持機能） 

遮蔽設備（原子炉一次遮蔽壁，原子

炉二次遮蔽壁） 

工学的安全施設及び原子炉停止系

への作動信号の発生機能 
安全保護系 

安全上特に重要な関連機能 非常用電源設備 

ＭＳ－２ 放射性物質放出の防止機能 

気体廃棄物処理系の隔離弁 

排気筒（非常用ガス処理系排気管の

支持機能以外） 

ＭＳ－３ 異常状態の把握機能 
放射線監視設備の一部 

（排気筒モニタ） 
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Ⅵ-1-1-3-2 津波への配慮に関する説明書
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津波への配慮に関する説明書は，以下の資料により構成されている。 

Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針 

Ⅵ-1-1-3-2-2 基準津波の概要 

Ⅵ-1-1-3-2-3 入力津波の設定 

Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針 
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Ⅵ-1-1-3-2-1 耐津波設計の基本方針
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1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐津波設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第６条及び第 51条（津波による損傷の防

止）並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（以下

「解釈」という。）」に適合することを説明するものである。 

 

2. 耐津波設計の基本方針 

2.1 基本方針 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設が，設置（変更）許可を受けた基準津波により，

その安全性又は重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，遡上

への影響要因及び流入経路等を考慮して，設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定す

るとともに津波防護対象設備に対する入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護対策を

講じる設計とする。 

 

2.1.1 津波防護対象設備 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い，設計基準対象施設が，基準津

波により，その安全性が損なわれるおそれがないよう，津波から防護すべき施設は，設計

基準対象施設のうち「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」で規定されているクラス１及びクラス２に該当する構築物，系統及び機器（以下「津

波防護対象設備」という。）とする。 

津波防護対象設備の防護設計においては，津波により津波防護対象設備に波及的影響を

及ぼすおそれのある津波防護対象設備以外の施設についても考慮する。また，重大事故等

対処施設についても，設計基準対象施設と同時に必要な機能が損なわれるおそれがないよ

う，津波防護対象設備に含める。 

さらに，津波が地震の随伴事象であることを踏まえ，Ｓクラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）を含めて津波防護対象設備とする。 

 

2.1.2 入力津波の設定 

各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，敷地への遡上に伴う津波（以下

「遡上波」という。）による入力津波と取水路，放水路等の経路からの流入に伴う津波

（以下「経路からの津波」という。）による入力津波を設定する。 

入力津波の設定の諸条件の変更により，評価結果が影響を受けないことを確認するため

に，評価条件変更の都度，津波評価を実施する運用とする。 

以下に，各入力津波の設定方針を示す。 
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基準津波については，Ⅵ-1-1-3-2-2「基準津波の概要」に示す。入力津波の設定方法及

び結果に関しては，Ⅵ-1-1-3-2-3「入力津波の設定」に示す。 

 

(1) 遡上波による入力津波については，遡上への影響要因として，敷地及び敷地周辺の地

形，標高及び河川等の存在，設備等の設置状況並びに地震による広域的な隆起・沈降を考

慮して，遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を評価する。遡上する場合は，基

準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される津波高さとして設定する。 

また，地震による変状又は繰返し来襲する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流

路の変化等が考えられる場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を評価する。 

 

(2) 経路からの津波による入力津波については，流入経路を特定し，基準津波の波源から

各施設・設備の設置位置において算定される時刻歴波形及び津波高さとして設定する。 

 

(3) 上記(1)及び(2)においては，水位変動として，朔望平均満潮位 EL 0.58m，朔望平均干

潮位 EL-0.02mを考慮する。上昇側の水位変動に対しては，潮位のばらつきとして朔望平

均満潮位の標準偏差 0.14mを考慮して設定する。下降側の水位変動に対しては，潮位のば

らつきとして朔望平均干潮位の標準偏差 0.17mを考慮して設定する。地殻変動について

は，津波波源となる海域活断層による地殻変動を考慮するとともに，津波が起きる前に基

準地震動Ｓｓの震源となる敷地周辺の活断層から想定される地震が発生した場合を想定

し，宍道断層及び海域活断層による地殻変動を考慮する。なお，日本海東縁部に想定され

る地震による津波については，起因となる波源が敷地から十分に離れており，敷地への地

震による地殻変動の影響は十分に小さいため，地殻変動量を考慮しない。 

敷地地盤の地殻変動量は，Mansinha and Smylie(1971)の方法により算定しており，海

域活断層による地殻変動量は 0.34mの隆起である。また，宍道断層による地殻変動量は

0.02m以下の沈降であり，敷地への影響が十分小さいことから考慮しない。広域的な余効

変動については，基準地震動Ｓｓの評価における検討用地震の震源において最近地震は発

生していないことから，広域的な余効変動は生じておらず，津波に対する安全性評価に影

響を及ぼすことはない。 

下降側の水位変動に対して安全側に評価するため，地殻変動量について，海域活断層に

よる 0.34mの隆起を考慮する。 

また，基準津波による入力津波が有する数値計算上の不確かさを考慮することを基本と

する。 

 

2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

「2.1.2 入力津波の設定」で設定した入力津波による津波防護対象設備への影響を，津

波の敷地への流入の可能性の有無，漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処する

ために必要な機能への影響の有無，地震による溢水に加えて津波の流入の重要な安全機能

及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響の有無並びに水位変動に伴う取水性
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低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能への影響の有無の観点から評価することにより，津波防護対策が必要となる箇所を

特定して必要な津波防護対策を実施する設計とする。 

具体的な影響評価の内容及び，結果については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防

護対象設備への影響評価」に示す。 

入力津波の変更が津波防護対策に影響を与えないことを確認することとし，定期的な評

価及び改善に関する手順を定める。 

(1) 敷地への流入防止（外郭防護 1） 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

遡上波による敷地周辺の遡上の状況を加味した浸水の高さ分布を基に，津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，

遡上波の地上部からの到達，流入の可能性の有無を評価する。流入の可能性に対する裕

度評価において，高潮ハザードの再現期間 100年に対する期待値と，入力津波で考慮し

た朔望平均満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度とし

て，設計上の裕度の判断の際に考慮する。 

評価の結果，遡上波が地上部から到達し流入する可能性があるため，津波防護対象設

備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画が設置された敷地に，津波によ

る遡上波の地上部から到達・流入を防止するための津波防護施設として，防波壁及び防

波壁通路防波扉を設置する。 

また，津波防護施設の防波壁通路防波扉は，遡上波の地上部からの到達，流入を防止

するため，扉の閉止運用を保安規定に定めて管理する。 

 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

津波の流入の可能性のある経路につながる循環水系，補機海水系，それ以外の屋外排

水路の標高に基づき，許容される津波高さと経路からの津波高さを比較することによ

り，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置され

た敷地への津波の流入の可能性の有無を評価する。流入の可能性に対する裕度評価にお

いて，高潮ハザードの再現期間 100年に対する期待値と，入力津波で考慮した朔望平均

満潮位及び潮位のばらつきを踏まえた水位の合計との差を参照する裕度とし，設計上の

裕度の判断の際に考慮する。 

評価の結果，流入する可能性のある経路が特定されたことから，津波防護対象設備

（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画への流入を防止するため，津波防

護施設として，流路縮小工を設置し，浸水防止設備として，防水壁，水密扉，屋外排水

路逆止弁及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施する設計とする。また，

浸水防止設備の水密扉は，経路からの津波の流入を防止するため，扉の閉止運用を保安

規定に定めて管理する。 
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上記(1)及び(2)において，外郭防護として設置する津波防護施設及び浸水防止設備に

ついては，各施設の入力津波に対し，設計上の裕度を考慮する。 

 

(2) 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止 

（外郭防護 2） 

a. 漏水対策 

経路からの津波が流入する可能性のある取水・放水設備の構造上の特徴を考慮し，取

水・放水施設，地下部等において，津波による漏水が継続することによる浸水の範囲を

想定し，当該想定される浸水範囲（以下「浸水想定範囲」という。）の境界において浸

水想定範囲外に流出する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それら

に対して，浸水防止設備を設置することにより，浸水範囲を限定する設計とする。 

さらに，浸水想定範囲及びその周辺にある津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）に対しては，浸水防止設備として，防水区画化するための設備を設置するととも

に，防水区画内への浸水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能への影響の有無を評価する。 

評価の結果，浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合は，重要な安全機

能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響がないよう，排水設備を設置す

る設計とする。 

 

(3) 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内

郭防護） 

a. 浸水防護重点化範囲の設定 

津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画を浸水防護重

点化範囲として設定する。 

 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

経路からの津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸水量を基に，浸水防護重点化範囲に

流入する可能性の有無を評価する。浸水範囲及び浸水量については，地震による溢水の

影響も含めて確認する。地震による溢水のうち，津波による影響を受けない範囲の評価

については，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に示す。 

評価の結果，浸水防護重点化範囲に流入する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口

等）が特定されたことから，地震による設備の損傷箇所からの津波の流入を防止するた

めの浸水防止設備として，防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁及び隔離弁を設置するとと

もに，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置し，貫通部止水処置を実施する

設計とする。 
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隔離弁のうち，タービン補機海水ポンプ出口弁は，浸水防護重点化範囲への津波の流

入を防止するため，タービン補機海水系配管の破損箇所からの溢水を検知し，タービン

補機海水系隔離システム（漏えい検知器，タービン補機海水ポンプ出口弁及び制御盤）

により，漏えい検知信号及び地震大信号（原子炉スクラム）発信後約 40秒で自動閉止

する設計とする。タービン補機海水ポンプ出口弁は，浸水防護重点化範囲への津波の流

入を防止する重要な設備であり，津波来襲前に確実に閉止するため，多重性を確保した

設計とする。 

浸水防止設備として設置する水密扉については，津波の流入を防止するため，扉の閉

止運用を保安規定に定めて管理する。 

内郭防護として設置及び実施する浸水防止設備については，貫通部，開口部等の一部

分のみが浸水範囲となる場合においても貫通部，開口部等の全体を浸水防護することに

より，浸水評価に対して裕度を確保する設計とする。 

 

(4) 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事

故等に対処するために必要な機能への影響防止 

a. 原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，大型送水ポンプ車及び大

量送水車の付属品である水中ポンプの取水性 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプについては，評価水位と

して，取水槽での下降側水位と同ポンプ取水可能水位を比較し，評価水位が同ポンプ取

水可能水位を下回る可能性の有無を評価する。 

評価の結果，取水槽の下降側の評価水位が原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプの取水可能水位に対して余裕がないため，大津波警報が発令された際

には，原則として，津波到達予想時刻の 5分前までに循環水ポンプを停止することで，

取水性を確保する設計とする。また，大津波警報が発令された場合に循環水ポンプを停

止する手順を保安規定に定めて管理する。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプについては，津波による

上昇側の水位変動に対しても，取水機能が保持できる設計とする。 

大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプについても，入力津波の

水位に対して，取水性を確保できるものを用いる設計とする。 

 

b. 津波の二次的な影響による原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポン

プ，大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプの機能保持確認 

基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積に対して，取水口，取水管及び取

水槽が閉塞することなく取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる設計とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，取水時に浮遊砂が軸

受に混入した場合においても，軸受部の異物逃がし溝から浮遊砂を排出することで，機
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能を保持できる設計とする。大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポン

プついても，浮遊砂の混入に対して，取水性能が保持できるものを用いる設計とする。 

漂流物に対しては，発電所構内及び構外で漂流物となる可能性のある施設・設備を抽

出し，抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備が漂流した場合に，原子炉補機

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプへの衝突並びに取水口，取水管及び取

水槽の閉塞が生じることがなく原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポ

ンプの取水性確保並びに取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる設計とする。 

また，漂流物化させない運用を行う施設・設備については，漂流物化防止対策の運用

を保安規定に定めて管理する。 

発電所敷地内及び敷地外の人工構造物については，設置状況を定期的に確認し評価す

る運用を保安規定に定めて管理する。さらに，従前の評価結果に包絡されない場合は，

漂流物となる可能性，原子炉補機海水ポンプ等の取水性及び浸水防護施設の健全性への

影響評価を行い，影響がある場合は漂流物対策を実施する。 

 

(5) 津波監視 

津波監視設備として，敷地への津波の繰返しの来襲を察知し津波防護施設及び浸水防

止設備の機能を確実に確保するため，津波監視カメラ及び取水槽水位計を設置する。 

 

2.1.4 津波防護対策に必要な浸水防護施設の設計方針 

「2.1.3 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」にて，津波防護上，津波防護

対策が必要な場合は，以下(1)及び(2)に基づき施設の設計を実施する。設計は，Ⅵ-1-1-3-

1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 

組合せ」及び「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に従い，自然現象のうち，余震，積雪

及び風の荷重を考慮する。津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備については，防波

壁，防波壁通路防波扉，屋外排水路逆止弁，流路縮小工，防水壁，水密扉，床ドレン逆止

弁，貫通部止水処置，隔離弁，ポンプ・配管，津波監視カメラ及び取水槽水位計の構造形

式があるため，これらの施設・設備の詳細な設計方針については，Ⅵ-1-1-3-2-5「津波防

護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

(1) 設計方針 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，「2.1.2 入力津波の設

定」で設定している繰返しの来襲を想定した入力津波に対して，津波防護対象設備の要

求される機能を損なうおそれがないよう以下の機能を満足する設計とする。なお，津波

防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備に関する耐震設計の基本方針は，Ⅵ-2-1「耐

震設計の基本方針」に従う。 
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a. 津波防護施設 

津波防護施設は，津波の流入及び漏水を防止する設計とする。 

津波防護施設として設置する防波壁，防波壁通路防波扉及び流路縮小工については，

津波による水位上昇に対して，敷地への津波の流入を防止する設計とする。 

防波壁の境界部には，想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し，試験等にて止水

性を確認した止水目地を設置し，止水処置を講じる設計とする。 

 

b. 浸水防止設備 

浸水防止設備は，浸水想定範囲等における津波や浸水による荷重等に対する耐性を評

価し，津波の流入による浸水及び漏水を防止する設計とする。 

また，津波防護対象設備を内包する建物及び区画に浸水時及び浸水後に津波が流入す

ることを防止するため，当該区画への流入経路となる開口部に浸水防止設備を設置し，

止水性を保持する設計とする。 

屋外排水路の浸水防止設備については，外郭防護として EL 12.6m以下の流入経路とな

る開口部に設置する設計とする。 

取水槽の浸水に対する浸水防止設備については，外郭防護として EL 11.3m以下の流入

経路となる開口部に設置する設計とし，内郭防護として EL 5.6m以下の流入経路となる

開口部に設置する設計とする。 

放水槽の浸水に対する浸水防止設備については，外郭防護として EL 8.6m以下の流入

経路となる開口部に設置する設計とし，内郭防護として EL 4.9m以下の流入経路となる

開口部に設置する設計とする。 

タービン建物（復水器を設置するエリア）の浸水に対する浸水防止設備については，

内郭防護として EL 5.3m以下の流入経路となる開口部に設置する設計とする。 

浸水防止設備は，耐性を評価又は試験等により止水性を確認した方法により止水性を

保持する設計とする。 

 

c. 津波監視設備 

津波監視設備は，津波の来襲状況を監視可能な設計とする。津波監視カメラは，波力

及び漂流物の影響を受けない位置，取水槽水位計は波力及び漂流物の影響を受けにくい

位置に設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とする。また，基準地震動Ｓｓに

対して，機能を喪失しない設計とする。設計に当たっては，自然条件（風，積雪）との

組合せを適切に考慮する。 

津波監視設備のうち津波監視カメラは，非常用電源設備から給電し，暗視機能を有し

たカメラにより，昼夜にわたり中央制御室から監視可能な設計とする。 
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津波監視設備のうち取水槽水位計は，非常用電源設備から給電し，EL-9.3 m～10.7m

を測定範囲として，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが設置

された取水槽の上昇側及び下降側の水位を中央制御室から監視可能な設計とする。 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の耐津波設計における構造強度による機

能維持は，以下に示す入力津波による荷重と津波以外の荷重の組合せを適切に考慮して構

造強度評価を行い，その結果がそれぞれ定める許容限界内にあることを確認すること（解

析による設計）により行う。なお，組み合わせる自然現象とその荷重の設定については， 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」に，地震荷重との組合せとその荷重の設定については，Ⅵ-2-1「耐震設計の基本方

針」に従う。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重は持続的に生じる荷重であり，自重又は固定荷重，積載荷重，土

圧及び海中施設に対する静水圧を考慮する。 

 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力（動水圧含む。）とする。 

 

(c) 津波荷重 

各設備の設置位置における津波の形態から波圧又は静水圧を津波荷重として設定す

る。津波による荷重の設定に当たっては，各施設・設備の機能損傷モードに対応した

荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮し，余裕の程度を検討した上で安全側の設

定を行う。 

 

(d) 余震荷重 

入力津波による津波荷重と組み合わせる余震荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力（動水圧含む。）を考慮する。 

 

 

(e) 衝突荷重 

漂流物の衝突により作用する衝突荷重を考慮する。衝突荷重の算定に当たっては，

基準津波の特徴及び発電所のサイト特性に加え，衝突評価対象物（被衝突体）の設置



 

9 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
1 
R0
 

場所並びに検討対象漂流物（衝突物）の種類及び衝突形態を考慮し，各種論文等にて

提案される漂流物の衝突荷重算定手法の中から適切なものを選定し算定する。 

 

(f) 積雪荷重 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」に従い，積雪荷重を考慮する。 

 

(g) 風荷重 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」に従い，風荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せとして

は，常時作用する荷重，津波荷重，余震荷重，衝突荷重及び自然条件として積雪荷重

及び風荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備のうち，建物内に設置されているも

のについては，津波荷重のうち波圧，漂流物による衝突荷重及び自然現象による荷重

は考慮しないこととする。 

 

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備のうち，積雪荷重の受圧面積が小さ

いもの，配置上又は形状上積雪が生じにくいもの，重量のある構造物であり積雪荷重

が占める割合がわずかであるもの及び海中に設置されているものについては積雪荷重

を考慮しないこととする。 

 

c. 許容限界 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の許容限界は，地震後，津波後の再使

用性や，津波の繰返し作用を想定し，施設・設備を構成する材料がおおむね弾性状態に

とどまることを基本とする。 

また，浸水防止設備のうち，機器・配管系に属する隔離弁，ポンプ及び配管は，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対しては，塑性ひずみが生じる場合であっても塑性ひずみが

小さなレベルにとどまることを基本とし，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳク

ラスの施設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しては，おおむね弾

性状態にとどまる範囲で耐えられることを確認する。津波荷重（余震荷重含む。）に対

しては，機器・配管系を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とする。 
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2.2 適用規格 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（令和 2年 1月 15日改

正 原規技発第 2001159号） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補－1984 

（（社）日本電気協会） 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補含む。）） ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１－2005／2007（（社）日本機械学会） 

・各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010年改定） 

・建築基準法・同施行令 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会 2005年改定） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会 1999

改定） 

・日本産業規格(ＪＩＳ) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編〕（（社）土木学会，2002年制定） 

・港湾の施設の技術上の基準・同解説（国土交通省港湾局，2007年版） 

・道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説（（社）日本道路協会，平成 14 年 3 

月） 

・道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編）（（社）日本道路協会，平成 14 年 3 月） 

・防波堤の耐津波設計ガイドライン（案）（国土交通省港湾局，2013年） 

・東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件に係

る暫定指針（国土交通省住宅局及び国土技術政策総合研究所平成 23年 11月） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会 2001） 

・アルミニウム合金製水門設計製作指針案（（社）軽金属協会昭和 54年 3月） 

・水門鉄管技術基準（（社）水門鉄管協会平成 19年 9月） 

・ダム堰施設技術基準（（社）ダム・堰施設技術協会平成 23年 7月） 

・ＪＥＭ １４２３-2017原子力発電所用バルブの検査 

・ステンレス建築構造設計基準・同解説【第 2版】（（社）ステンレス構造建築協会 2001改

定） 
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Ⅵ-1-1-3-2-2 基準津波の概要
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1. 概要 

本資料は，設置（変更）許可で設定した基準津波の概要を説明するものである。 

基準津波は，最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地震による津波，地震以外の要因による津

波及びこれらの組合せによる津波を想定し，不確かさを考慮した上で設定し，設置（変更）許可

を受けたものを用いる。 

なお，津波評価に当たっては，津波水位及び標高に係る表記を T.P.（東京湾平均海面）とする。

敷地における標高 ELは T.P.±0mを基準としているため，T.P.＝ELとなる。 

 

2. 既往津波 

宇佐美ほか(2013)(1)，渡辺(1998)(2)をはじめとする文献の調査によれば，島根半島に影響を与

えたと考えられる津波として，1983年日本海中部地震津波及び 1993年北海道南西沖地震津波が

あるが，発電所においてこれらを観測した記録はなく，敷地への影響はなかった。 

1983年日本海中部地震津波では，敷地周辺の記録として，津波の最大高さは気象庁境検潮所で

42cmが記録され，また，発電所近傍の痕跡高として，恵
え

曇
とも

で 0.90m，加賀
か か

で 1.15mが記録されて

いる。 

1993年北海道南西沖地震津波では，敷地周辺の記録として，津波の最大高さは気象庁境検潮所

で 37cmが記録され，また，発電所近傍の痕跡高として，恵曇で 1.40m，手結
た ゆ

で 1.20m，片句
か た く

で 1.70m，

御津
み つ

で 1.93m，加賀で 1.52mが記録されている。 

なお，島根半島に影響を与えたと考えられる地震以外の要因による津波について，敷地周辺に

おける記録はない。 

 

3. 地震による津波 

地震による津波の想定に当たっては，海域活断層から想定される地震による津波として，敷地

周辺の海域活断層から想定される地震による津波を検討した。 

さらに，「2. 既往津波」の文献調査の結果，敷地から遠く離れているが，島根半島に影響を

与えたと考えられること及び大和堆の影響により島根半島に向かう傾向があることから，日本海

東縁部に想定される地震による津波についても検討の対象とした。 

なお，太平洋側に想定されるプレート間地震及び海洋プレート内地震による津波については，

想定される津波の規模及び敷地との位置関係から，敷地周辺海域の活断層による地震に伴う津波

に比べ，発電所に及ぼす影響は小さいことから，検討対象波源として選定しない。 

また，行政機関が想定する波源モデルを対象とした検討を行い，比較・分析を実施した。 

 

3.1 海域活断層から想定される地震による津波 

海域活断層から想定される地震による津波については，敷地周辺の海域において，後期更新

世以降の活動を考慮する断層及び撓曲を対象として，阿部（1989)(3)の予測式により，敷地にお

ける津波の予測高を検討した。その結果，予測高が最高となったＦ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ
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－Ⅴ断層を対象として，傾斜角，すべり角（主応力軸のばらつきを考慮して傾斜角と走向に基

づき設定）及び断層上縁深さを不確かさとして考慮した数値シミュレーションによるパラメー

タスタディを実施した。 

敷地周辺の主な海域の活断層を図 3－1に示す。また，評価水位が最高又は最低となる波源モ

デルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水位下降側の評価水位を表 3－1に示す。 
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表 3－1(1) 評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ 

（海域活断層から想定される地震による津波） 

 

 

 

表 3－1(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（海域活断層から想定される地震による津波） 

 

 

 

表 3－1(3) 敷地における水位下降側の評価水位（海域活断層から想定される地震による津波） 
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3.2 日本海東縁部に想定される地震による津波 

日本海東縁部に想定される地震による津波については，土木学会（2016）(4)（以下「土木学

会」という。）及び地震調査研究推進本部（2003）(5)を参考に，日本海東縁部に想定される地

震規模に応じた波源の基準波源モデルを設定し，数値シミュレーションによるパラメータスタ

ディを実施した。 

また，地震調査研究推進本部（2003）が示す地震発生領域の連動の可能性は低いと考えるが，

2011年東北地方太平洋沖地震では，広い領域で地震が連動して発生したことを踏まえ，科学的

想像力を発揮し，不確かさとして地震発生領域の連動を考慮した数値シミュレーションを実施

した。 

日本海東縁部に想定される地震による津波の波源モデルを図 3－2に示す。また，評価水位が

最高又は最低となる波源モデルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水位下降側の

評価水位を表 3－2及び表 3－3に示す。 
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図 3－2(2) 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波（地震発生領域の 

連動を考慮した検討）の波源モデル 

 

  

地震調査研究推進本部（2003）より引用・加筆
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表 3－2(1) 評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ（土木学会に基づく検討） 

 

 

 

表 3－2(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（土木学会に基づく検討） 

 

 

 

表 3－2(3) 敷地における水位下降側の評価水位（土木学会に基づく検討） 
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表 3－3(1) 評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ 

（地震発生領域の連動を考慮した検討） 

 

 

 

表 3－3(2) 敷地における水位上昇側の評価水位 

（地震発生領域の連動を考慮した検討） 

 

 

 

表 3－3(3) 敷地における水位下降側の評価水位 

（地震発生領域の連動を考慮した検討） 
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3.3 行政機関による津波評価 

「3.1 海域活断層から想定される地震による津波」及び「3.2 日本海東縁部に想定される

地震による津波」について，安全側の評価を実施する観点から必要な科学的・技術的知見が反

映されていることを確認するため，行政機関による津波評価との比較・分析を実施した。 

行政機関による津波評価の波源モデルを図 3－3に示す。また，評価水位が最高及び最低とな

る波源モデルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水位下降側の評価水位を表 3－

4に示す。 
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図 3－3(1) 国土交通省・内閣府・文部科学省（2014）(6)に示される波源モデル（敷地周辺海域）  

 

 

 

 

 

図 3－3(2) 地方自治体独自の波源モデル（敷地周辺海域） 

 

島根県(2016)(7)より引用・加筆

凡例
当社評価済海域活断層

島根県(2016)が想定した地震

⑥ 島根原子力発電所

(Ａ)隠岐北西方の断層

⑤

④ ③

①

②

(Ｂ)大田沖断層

(Ｃ)F57断層

鳥取県(2012)(8)より引用・加筆

①

②

島根原子力発電所

(Ａ)鳥取沖西部断層
＋鳥取沖東部断層

凡例
当社評価済海域活断層

鳥取県(2012)が想定した地震
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図 3－3(3) 国土交通省・内閣府・文部科学省（2014）に示される波源モデル（日本海東縁部） 

 

 

 

 

図 3－3(4) 地方自治体独自の波源モデル（日本海東縁部） 

  

地震調査研究推進本部(2003)に加筆

秋田県(2013)(12)

鳥取県(2012)

石川県(2012)(10)・
福井県(2012)(11)

島根県(2012)(9)
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表 3－4(1) 評価水位が最高及び最低となる波源モデルのパラメータ（行政機関の津波評価） 

 

 

 

表 3－4(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（行政機関の津波評価） 

 

 

 

表 3－4(3) 敷地における水位下降側の評価水位（行政機関の津波評価） 
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4. 地震以外の要因による津波 

発電所に影響を与える可能性がある地震以外の要因による津波として，海底及び陸上での地滑

り，岩盤崩壊並びに火山現象に起因する津波を考慮した。なお，検討結果より，これらの津波に

よる敷地への影響は，「3. 地震による津波」より小さいと評価した。 

 

4.1 海底地滑りに起因する津波 

海底地滑りに起因する津波の検討を行うため，隠岐トラフ及び対馬海盆のうち島根半島に近

い大陸斜面を対象とした地滑りに関する文献調査等を行い，地滑り地形を抽出した。抽出した

地滑り地形の概略体積を算出し，地滑りの位置及び崩落方向を考慮して区分したエリアごとに，

概略体積が最大となる地滑り地形を評価対象地滑り地形として選定した。評価対象の海底地滑

り地形の位置を図 4－1に示す。 

 

4.2 陸上地滑りに起因する津波 

陸上地滑りに起因する津波の検討を行うため，防災科学技術研究所（2005(13)，2006(14)）で示

される地滑り地形を確認し，空中写真判読等により沿岸域の地滑り地形の規模や地滑り方向等

を推定することで，評価対象地滑り地形を選定した。評価対象の陸上地滑り地形の位置を図 4

－2に示す。 

 

4.3 岩盤崩壊に起因する津波 

岩盤崩壊の可能性がある地点を選定するため，航空レーザー測量結果の各メッシュ間の傾斜

角を求め，60°以上となっている地点を抽出した。抽出した地点を対象に Huber and Hager（1997）

(15)の予測式により敷地における津波高さ（全振幅）を算出した結果，陸上地滑りの津波高さ（全

振幅）を下回ることから，岩盤崩壊に起因する津波の敷地への影響は小さいと評価した。 

抽出した岩盤崩壊の可能性がある地点の位置を図 4－3に示す。 

 

4.4 火山現象に起因する津波 

火山現象に起因する津波の敷地への影響が想定される第四紀火山として，鬱
うつ

陵
りょう

島
とう

及び隠岐
お き

島後
ど う ご

が挙げられる。また，渡島
お し ま

大島
おおしま

は，1741年に山体崩壊を起こし，日本海沿岸に津波を引き

起こしたとされることから，渡島大島についても検討を実施する。 

検討対象とする第四紀火山の位置を図 4－4に示す。 

文献調査によると，鬱陵島及び隠岐島後については，いずれも山体崩壊を伴うような爆発的

噴火の可能性は低く，敷地に与える影響が大きい津波は発生することはないと評価した。また，

渡島大島の山体崩壊による津波は，羽鳥・片山（1977）(16)によると江の川河口において 1～2m

を観測したとされ，鳥取県（2012）が日本海東縁部に想定した波源モデルによる地震に伴う津

波を下回ることから，敷地においても津波高さを下回ると評価した。 
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図 4－1 海底地滑り地形位置図 

 

 

 

 

図 4－2 陸上地滑り地形位置図 
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図 4－3 岩盤崩壊位置図 

 

 

図 4－4 第四紀火山位置図 
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5.  津波起因事象の重畳の検討 

地震による津波と地震以外の要因による津波の重畳の検討として，図 5－1に示す位置関係及び

敷地への津波の到達時間を考慮して組合せを選定し，地震動の継続時間の中で，水位の足し合わ

せが最大となる時間差を考慮した数値シミュレーションを実施した。なお，検討結果より，これ

らの津波による敷地への影響は，「3. 地震による津波」より小さいと評価した。 
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6. 防波堤無し条件の津波評価 

防波堤は地震による損傷が否定できないことから，防波堤無し条件において防波堤有り条件と

同様の手順でパラメータスタディを行う。防波堤無し条件の検討に当たっては，防波堤有り条件

において敷地への影響が大きい「日本海東縁部に想定される地震による津波」及び「海域活断層

から想定される地震による津波」を対象とし，「地震以外の要因による津波」については敷地へ

の影響が小さいと判断した。 

評価水位が最高又は最低となる波源モデルのパラメータ並びに敷地における水位上昇側及び水

位下降側の評価水位を表 6－1，表 6－2及び表 6－3に示す。 
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表 6－1(1) 敷地における水位上昇側の評価水位（鳥取県（2012），防波堤無し） 

 

 

 

表 6－1(2) 敷地における水位下降側の評価水位（鳥取県（2012），防波堤無し） 
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表 6－2(1) 評価水位が最高となる波源モデルのパラメータ（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 

 

 

 

表6－2(2) 敷地における水位上昇側の評価水位（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 

 

 

 

表6－2(3) 評価水位が最低となる波源モデルのパラメータ（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 

 

 

 

表6－2(4) 敷地における水位下降側の評価水位（地震発生領域の 

連動を考慮した検討，防波堤無し） 
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表6－3 敷地における水位下降側の評価水位（海域活断層から想定 

される地震による津波の検討，防波堤無し） 
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7.  基準津波 

これまでの数値シミュレーションの結果を踏まえ，水位上昇側及び水位下降側について基準津

波の策定を行った。 

基準津波の策定位置を図 7－1に，基準津波策定位置における時刻歴波形を図 7－2に，基準津

波の波源モデルのパラメータ及び評価水位の一覧を表 7－1に示す。 

水位上昇側に関して，防波堤有り条件で施設護岸又は防波壁において最高水位を示す津波を基

準津波 1として策定した。基準津波 1（防波堤有り）による２号及び３号機取水槽における評価

水位を上回る，又はほぼ同値となる津波を基準津波 2として策定した。また，防波堤無し条件で

防波堤有り条件と異なる波源において評価水位が最高となる津波を基準津波 5として策定した。 

水位下降側に関して，防波堤有り条件で２号機取水口において最低水位を示す津波を基準津波

1として策定した。基準津波 1（防波堤有り）による２号機取水槽における評価水位とほぼ同値と

なる津波を基準津波 3及び基準津波 4として策定した。また，防波堤無し条件で防波堤有り条件

と異なる波源において評価水位が最低となる津波を基準津波 6として策定した。 
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図 7－1 基準津波策定位置 
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図 7－2(1) 基準津波策定位置における時刻歴波形 
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図 7－2(2) 基準津波策定位置における時刻歴波形 
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1. 概要 

本資料は，入力津波の設定について説明するものである。 

入力津波の設定においては，敷地及び敷地周辺における地形，施設・設備及び人工構造物の位

置等を把握し，遡上解析モデルを適切に設定した上で，遡上解析により，基準津波による敷地周

辺の遡上・浸水域を評価する。 

評価結果に基づき，各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，敷地への遡上に伴

う津波（以下「遡上波」という。）による入力津波と取水路・放水路等の経路からの流入に伴う

津波（以下「経路からの津波」という。）による入力津波を設定する。 

また，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防止設備が設置された建物・

構築物の耐震設計において基準地震動との組合せで考慮する津波高さを評価する。 

 

2. 敷地の地形及び施設・設備並びに敷地周辺の人工構造物 

2.1 敷地の地形及び施設・設備 

島根原子力発電所の敷地は，日本海に面し，島根半島中央部の松江市鹿島町に位置している。 

敷地の地形は，輪谷湾を中心とした半円状であり，敷地周辺の地形は，東西及び南側の三方

向は標高 150m程度の高さの山地からなり，北側は日本海に面している。 

敷地周辺の河川としては，敷地から南方約 2kmに人工河川の佐陀川があり，宍道湖から日本

海に注いでいる。 

敷地は，主に EL 8.5m，EL 15.0m，EL 44.0m及び EL 50.0mの高さに分かれている。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画

として，EL 15.0mの敷地に原子炉建物，廃棄物処理建物及び制御室建物を設置し，EL 8.5mの

敷地にタービン建物を設置する。 

屋外設備としては，EL 15.0mの敷地にＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置し，

EL 8.5mの敷地にＡ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機（燃料移送系）及び排気筒を，EL 8.5mの敷地地下の取水槽床面 EL 1.1mに原子炉補

機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下「非常用海水ポンプ」という。）を

設置する。 

また，非常用取水設備として，取水口及び取水管，EL 8.5mの敷地に取水槽を設置する。 

津波防護施設として，日本海及び輪谷湾に面した敷地面に天端高さ EL 15.0mの防波壁を設置

する。また，防波壁通路に天端高さ EL 15.0mの防波壁通路防波扉を設置し，1号機取水槽の取

水管端部（取水管中心：EL-4.9m）に流路縮小工を設置する。 

浸水防止設備として，屋外排水路（EL 2.3m～EL 7.3m）に屋外排水路逆止弁，取水槽（EL 1.1m

～EL 8.8m）に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。また，タービン建物（復水器を

設置するエリア）とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に防水壁，

水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。地震時に損傷した場合に津波が流入する可能性がある

経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置
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する。取水槽，屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）及びタービン建物（復水器を設置す

るエリア）の貫通部に対して止水処置を実施する。 

津波監視設備として，取水槽の高さ EL-9.3mに取水槽水位計を設置し，排気筒の EL 64.0m，

３号機北側の防波壁上部（東側・西側）EL 15.0mの位置に津波監視カメラを設置する。 

敷地内の遡上域の建物・構築物等としては，防波壁外側の EL 6.0mの荷揚場に荷揚場詰所，

デリッククレーン，キャスク取扱収納庫等がある。なお，遡上域の EL 8.5mに建物・構築物等

はない。 

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物・区画としては，設計基準対象施設

でもある原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物があり，この他に第１ベン

トフィルタ格納槽，低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，可搬型重大事故等対処設備の保管エリ

ア，可搬型重大事故等対処設備の保管エリア，ガスタービン発電機建物及び緊急時対策所があ

る。 

島根原子力発電所の敷地及び敷地周辺の地形，標高，河川を図 2－1に，また，詳細配置図を

図 2－2に示す。 
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2.2 敷地周辺の人工構造物 

港湾施設としては，発電所構内に防波堤を設置しており，その内側には荷揚場を設けている。 

発電所構外には，西方 1km程度に片句漁港，発電所西方 2km程度に手結漁港，南西 2km程度

に恵曇漁港，東方 3㎞及び 4km程度に御津漁港及び大芦漁港があり，各漁港には防波堤が設置

されている。漁港には漁船が約 230隻あり，発電所周辺では，イカ釣り漁，かご漁，サザエ網・

カナギ漁等が営まれている。また，発電所から 2km程度離れた位置に海上設置物である定置網

の設置海域がある。 

敷地周辺の状況としては，民家，工場等があり，敷地前面海域における通過船舶としては，

海上保安庁の巡視船，漁船，プレジャーボート，引き船，タンカー，貨物船及び帆船が航行し

ている。他には発電所から約 6km離れた潜戸に小型の船舶による観光遊覧船の航路がある。 

図 2－3に島根原子力発電所周辺の漁港等の位置を示す。 

漂流物の評価については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対象設備への影響評価」

に示す。 
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図 2－3 島根原子力発電所周辺の漁港等の位置（周辺航路含む。） 
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3. 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域 

3.1 考慮事項 

遡上解析に当たっては，遡上及び流下経路上の地盤並びにその周辺の地盤について，地震に

伴う液状化，流動化又は滑りによる標高変化を考慮した解析を実施し，遡上波の敷地への到達

（回り込みによるものを含む。）の可能性について確認する。 

また，敷地周辺を流れる河川として，敷地から南方約 2kmの位置に佐陀川が存在するが，発

電所とは標高 150m程度の山地で隔てられていることから，河川を経由する津波の敷地への回り

込みは考慮しない。 

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たっては，基準地震動Ｓｓに伴い地形変化及

び標高変化が生じる可能性を踏まえ，入力津波高さへの影響を確認するため，遡上解析の条件

として沈下無しの条件に加えて，埋戻土及び砂礫層に対して揺すり込み及び液状化に伴い地盤

を沈下させた条件についても考慮する。なお，防波壁両端部以外の敷地周辺斜面の崩壊による

入力津波高さへの影響については，遡上解析の条件として斜面崩壊なしの条件に加えて，敷地

周辺の地滑り地形が判読されている地山の斜面について斜面崩壊させた条件についても考慮し

て検討した結果，敷地に与える影響がないことから，斜面崩壊は影響要因として考慮しない。

また，発電所の防波堤については，基準地震動Ｓｓによる損傷の可能性があることから，遡上

解析の条件として防波堤有りの条件に加えて，防波堤無しの条件についても考慮する。これら

の条件を考慮した解析を実施し，遡上域や津波水位を保守的に想定する。 

初期潮位は，EL 0.0mとする。朔望平均満潮位 EL 0.58m及び潮位のばらつき 0.14mは，遡上

解析による津波水位に加えることで考慮する。 

遡上域となる荷揚場はアスファルト又はコンクリートで地表面を舗装するため，洗掘による

地形の変化については考慮しない。 

 

3.2 遡上解析モデル 

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価に当たっては，遡上解析に影響を及ぼす斜面

や道路等の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状況を考慮し，遡上域の格子サ

イズ（最小 6.25m）に合わせた形状にモデル化する。 

敷地沿岸域及び海底地形は，海域では財団法人 日本水路協会（2008～2011）(1)～(4)，深浅測

量等による地形データを使用し，陸域では，国土地理院（2014）(5)等による地形データを使用

する。また，取水路・放水路等の諸元及び敷地標高については，発電所の竣工図等を使用する。 

伝播経路上の人工構造物については，図面を基に遡上解析上影響を及ぼす構造物を考慮し，

遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル，解析条件が適切に設定された遡上域のモデルを作

成する。 

図 3－1に遡上解析モデルにおける水深と格子分割を示す。 
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図 3－1(1) 水深と格子分割（領域全体） 

 

 

図 3－1(2) 水深と格子分割（隠岐諸島～島根半島） 

 

 

図 3－1(3) 水深と格子分割（島根原子力発電所周辺） 
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3.3 敷地周辺の遡上・浸水域の評価 

基準津波による遡上解析結果のうち，図 3－2に最高水位分布を，図 3－3に最大浸水深分布

を示す。 

施設護岸及び防波壁で最大を示した基準津波 1（斜面崩壊なし，地盤変状なし，防波堤無し

の条件）の最高水位分布では，潮位及び潮位のばらつきを考慮して，最高水位は，敷地高さ EL 

8.5mに対して施設護岸及び防波壁で EL 11.9mとなっている。一方，海域活断層上昇側最大ケ

ース（斜面崩壊なし，地盤変状なし，防波堤有りの条件）の最高水位分布では，潮位及び潮位

のばらつきを考慮して，最高水位は，敷地高さ EL 8.5mに対して施設護岸及び防波壁で EL 4.2m

となっている。 

これらの結果より，防波壁等の津波防護施設がない場合は，基準津波 1により敷地の一部が

遡上域となるが，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画が設置された敷地は，防波壁等の津波防護施設により防護されることから，津

波は到達しない。 
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図 3－2(1) 基準津波の遡上波による最高水位分布（基準津波 1：防波堤無し） 

 

 

 
図 3－2(2) 海域活断層上昇側最大ケースの遡上波による最高水位分布（防波堤有り） 

  

防波壁津波最高地点 EL 11.13m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL 11.9m 
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図 3－3 基準津波の遡上波による最大浸水深分布（基準津波 1：防波堤無し） 
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4. 入力津波の設定 

遡上解析の結果に基づき，各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として，遡上波及び

経路からの津波を安全側に設定する。 

入力津波の設定に当たっては，津波の高さ，速度及び衝撃力に着目し，各施設・設備において

算定された数値を安全側に評価した値を入力津波高さや速度として設定することで，各施設・設

備の構造・機能の損傷に影響する浸水高及び波力・波圧について安全側に評価する。 

経路からの津波を各施設・設備の設計又は評価に用いる入力津波として設定する場合，流入経

路を特定し，同経路の水理特性を考慮した管路解析を行い，潮位，地殻変動，数値計算上の不確

かさを考慮し，安全側に設定する。 

 

4.1 考慮事項 

4.1.1 水位変動 

設計又は評価に用いる入力津波の設定においては，潮位変動として，上昇側の水位変動

に対しては朔望平均満潮位 EL 0.58m及び潮位のばらつき 0.14mを考慮し，下降側の水位変

動に対しては朔望平均干潮位 EL-0.02m及び潮位のばらつき 0.17mを考慮する。 

朔望平均潮位及び潮位のばらつきは発電所構内（輪谷湾）における潮位観測記録に基づ

き評価する。表 4－1にばらつきを考慮した潮位を示す。 

なお，発電所最寄りの気象庁潮位観測地点「境」（発電所の敷地東方約 23㎞）は，発電

所と同様に日本海に面して潮位計を設置しており，当該地点における潮位観測記録は発電

所構内（輪谷湾）における潮位観測記録と概ね同様の傾向を示している。 

潮汐以外の要因による潮位変動については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対

象設備への影響評価」の「3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価」による。 

 

  



 

13 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
3 
R0
 

 

 

 

  

表 4－1 ばらつきを考慮した潮位 
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4.1.2 地殻変動 

地震による地殻変動についても安全側の評価を実施する。津波波源となる地震による地

殻変動を考慮するとともに，津波が起きる前に基準地震動Ｓｓの震源となる敷地周辺の活

断層から想定される地震が発生した場合を想定した地殻変動を考慮する。 

敷地地盤の地殻変動量は，Mansinha and Smylie（1971）(6)の方法により算定する。 

津波波源となる地震による地殻変動としては，海域活断層及び日本海東縁部の津波波源

を想定する。海域活断層による地殻変動量は，0.34mの隆起である。日本海東縁部に想定

される地震による津波については，起因となる波源が敷地から十分に離れており，敷地へ

の地震による地殻変動の影響は十分に小さいため，地殻変動量を考慮しない。また，基準

地震動Ｓｓの震源による地殻変動としては，宍道断層及び海域活断層を想定する。宍道断

層による地殻変動量は，0.02m以下の沈降であり，敷地への影響が十分小さいことから考

慮しない。海域活断層による地殻変動量は，0.34mの隆起である。なお，津波発生前に基

準地震動Ｓｓの震源による地殻変動が発生する場合の検討においては，同一震源による繰

り返しの地殻変動は考慮しない。 

以上のことから，下降側の水位変動に対して安全機能への影響を評価する際には，0.34m

の隆起を考慮する。 

表 4－2に考慮する地殻変動量，図 4－1に地殻変動量分布を示す。 

なお，島根原子力発電所の敷地は日本海側に位置していること，及び 2011年東北地方太

平洋沖地震による影響がないことからプレート間地震の影響はない。 

また，広域的な余効変動については，基準地震動Ｓｓの評価における検討用地震の震源

において最近地震は発生していないことから，広域的な余効変動は生じておらず，津波に

対する安全性評価に影響を及ぼすことはない。 
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表 4－2 評価に考慮する地殻変動量 
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図 4－1(1) 地殻変動量分布図：海域活断層（基準津波 4） 

 

 

 

 

 

図 4－1(2) 地殻変動量分布図：宍道断層 
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4.2 遡上波 

遡上波については，設計又は評価に用いる遡上波による津波高さとして，潮位，地殻変動及

び数値計算上の不確かさを考慮する。発電所敷地に関して，その標高の分布と津波の遡上高さ

の分布を比較すると，防波壁等の津波防護施設がない場合は，遡上波が敷地に地上部から到達，

流入する可能性があるが，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の津波防護対象設備（非

常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画が設置された敷地に地上部から到達，流入す

る可能性はない。なお，敷地における遡上波については，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波

防護対象設備への影響評価」の「3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響によ

る重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価」の漂

流物の影響評価において考慮する。 

図 4－2に遡上域における時刻歴波形を，表 4－3に遡上波による設計又は評価に用いる津波

高さを示す。 
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図 4－2 遡上域における時刻歴波形 

 

 

  

最大水位上昇量 3.44m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL 4.2m 

施設護岸又は防波壁（海域活断層上昇側最大ケース，防波堤有り） 

最大水位上昇量 11.13m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL 11.9m 

施設護岸又は防波壁（入力津波 1，防波堤無し） 
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4.3 経路からの津波 

経路からの津波については，設計又は評価に用いる津波高さとして，潮位，地殻変動等を考

慮する。 

なお，管路解析においては，潮位，地殻変動の条件に加えて，管路の形状，材質及び表面の

状況に応じた摩擦損失を考慮するとともに，貝付着の有無及びポンプの稼働有無を不確かさと

して考慮した計算条件とし，評価地点に対して最も影響の大きいものを選定している。 

図 4－3に経路からの津波の時刻歴波形，表 4－4に評価箇所における設計又は評価に用いる

経路からの津波による津波高さを示す。 
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図 4－3(1) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

１号機取水槽（入力津波 1，防波堤無し） 

２号機取水槽（入力津波 1，防波堤無し） 

３号機取水槽（入力津波 1，防波堤無し） 
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図 4－3(2) 経路からの津波の時刻歴波形 

  

３号機取水路点検口（入力津波 1，防波堤無し） 

１号機放水槽（入力津波 1，防波堤有り） 

１号機冷却水排水槽（入力津波 1，防波堤有り） 

１号機マンホール（入力津波 1，防波堤有り） 
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図 4－3(3) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

３号機放水槽（入力津波 5，防波堤無し） 

２号機放水接合槽（入力津波 1，防波堤無し） 

２号機放水槽（入力津波 1，防波堤有り） 

１号機放水接合槽（入力津波 1，防波堤有り） 
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図 4－3(4) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

＊最大水位下降量-6.08m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号機取水口（入力津波 6，防波堤無し）注記＊：下降側 

３号機放水接合槽（入力津波 5，防波堤無し） 

＊最大水位下降量-7.97m-地殻変動量 0.34m≒EL-8.4m 

２号機取水槽（入力津波 6，防波堤無し）注記＊：下降側  ポンプ運転時 

＊最大水位下降量-5.67m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.1m 

２号機取水槽（入力津波 6，防波堤無し）注記＊：下降側 ポンプ停止時 
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図 4－3(5) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

３号機取水槽（入力津波 4，防波堤有り） 

１号機取水槽（入力津波 4，防波堤有り） 

２号機取水槽（入力津波 4，防波堤無し） 
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図 4－3(6) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

３号機取水路点検口（入力津波 4，防波堤有り） 

１号機マンホール（入力津波 4，防波堤無し） 

１号機放水槽（入力津波 4，防波堤無し） 

１号機冷却水排水槽（入力津波 4，防波堤無し） 
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図 4－3(7) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

  

１号機放水接合槽（入力津波 4，防波堤無し） 

２号機放水槽（入力津波 4，防波堤無し） 

３号機放水槽（入力津波 4，防波堤有り） 

２号機放水接合槽（入力津波 4，防波堤有り） 
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図 4－3(8) 経路からの津波の時刻歴波形 

 

 

  

３号機放水接合槽（入力津波 4，防波堤有り） 

＊最大水位下降量-6.08m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号機取水槽（入力津波 4，防波堤無し）注記＊：下降側 

＊最大水位下降量-3.93m-地殻変動量 0.34m≒EL-4.3m 

２号機取水口（入力津波 4，防波堤無し）注記＊：下降側 
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5. 基準地震動Ｓｓによる地震力と津波荷重の組合せについて 

基準地震動Ｓｓの震源（Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層）からの本震と当該本震に伴う

津波は，伝播速度が異なり同時に敷地に到達することはないことから，組合せを考慮する必要は

ない。 

一方，基準地震動Ｓｓの震源と津波の波源が異なる場合については，図 5－1に示すとおり，基

準地震動Ｓｓの震源である宍道断層及びＦ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層が他の海域の活断

層よりも敷地に近い位置に存在し，仮に誘発地震に伴う津波の発生を考慮した場合においても，

基準地震動Ｓｓが敷地に到達すると同時に当該津波が敷地に到達することはないことから，組合

せを考慮する必要はない。 
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［「［新編］日本の活断層」（７）に一部加筆。］ 

 

図 5－1 敷地周辺における活断層の分布 
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Ⅵ-1-1-3-2-4 入力津波による津波防護対象設備への影響評価
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1. 概要 

本資料は，津波防護対策の方針として，津波防護対象設備に対する入力津波の影響について説

明するものである。 

津波防護対象設備が，設置(変更)許可を受けた基準津波によりその安全機能又は重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう，遡上への影響要因，流入経路等を考

慮して，設計時にそれぞれの施設に対して入力津波を設定するとともに津波防護対象設備に対す

る入力津波の影響を評価し，影響に応じた津波防護対策を講じる設計とする。 

評価においては，Ⅵ-1-1-3-2-3「入力津波の設定」に示す入力津波を用いる。 

 

2. 設備及び施設の設置位置 

 (1) 津波防護対象設備  

津波防護対象設備については，Ⅵ-1-1-3-2-1「耐津波設計の基本方針」の「2.1.1 津波防

護対象設備」にて設定している設備を対象としている。ただし，津波防護対象設備のうち非常

用取水設備については，津波来襲時において津波の影響から防護するために設置する津波防護

対策そのもの又は津波の経路を形成する構築物であることから，これらの設備は津波による津

波防護対象設備の影響評価の対象となる津波防護対象設備から除く。 

 

 (2) 津波防護対象設備を内包する建物及び区画の設定 

a. 設定の方針 

津波防護対象設備を内包する建物及び区画の単位で防護することで，その中に設置してい

る津波防護対象設備を防護できることから，津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設

定する。 

 

b. 設定の方法 

耐震重要度分類及び安全機能の重要度分類に基づき，津波防護対象設備を選定し，当該設

備が設置される建物及び区画を調査し，抽出された当該建物及び区画を「津波防護対象設備

を内包する建物及び区画」として設定する。 

 

c. 結果 

発電所の主要な敷地高さは，主に EL 8.5m，EL 15.0m，EL 44.0m及び EL 50.0mに分かれ

ている。 

EL 15.0mの敷地には，原子炉建物，廃棄物処理建物及び制御室建物があり，EL 8.5mの敷

地には，タービン建物がある。また，EL 15.0mの敷地にＢ－非常用ディーゼル発電機（燃

料移送系）を設置するエリアがあり，EL 8.5mの敷地にＡ－非常用ディーゼル発電機（燃料

移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリ

アがある。また，EL 8.5mの敷地地下の取水槽床面 EL 1.1mに原子炉補機海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ補機海水ポンプを設置するエリアがある。 

このため，上記の建物及び区画を設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及

び区画として設定する。 
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また，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画に加え，EL 15.0m

の敷地に第１ベントフィルタ格納槽及び低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽，EL 44.0mの敷

地にガスタービン発電機用軽油タンクを設置するエリア及びガスタービン発電機建物，EL 

50.0mの敷地に緊急時対策所があり，可搬型重大事故等対処設備については，EL 8.5mの敷

地にある第４保管エリア，EL 13.0m～33.0mの敷地にある第３保管エリア，EL 44.0mの敷地

にある第２保管エリア及び EL 50.0mの敷地にある第１保管エリアにそれぞれに保管されて

いる。これらの建物及び区画を重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物及び

区画として設定する。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画並びに重大事故等対処施設

の津波防護対象設備を内包する建物及び区画(以下「津波防護対象設備を内包する建物及び

区画」という。)の配置を図 2－1に示す。また，島根原子力発電所第２号機の主要断面概略

図を図 2－2に示す。 

 

図 2－1 津波防護対象設備を内包する建物及び区画範囲 
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図 2－2 島根原子力発電所第２号機の主要断面概略図 
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3. 入力津波による津波防護対象設備への影響評価 

3.1 入力津波による津波防護対象設備への影響評価の基本方針 

敷地の特性（敷地の地形，敷地及び敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等)に応じた津波防護

を達成するため，敷地への浸水防止（外郭防護１)，漏水による重要な安全機能及び重大事故

等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭防護２)，重要な安全機能及び重大事故等

に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護）並びに水位変動に伴う取水性低

下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能

への影響防止の観点から，入力津波による津波防護対象設備への影響の有無の評価を実施する

ことにより，津波防護対策が必要となる箇所を特定し，津波防護対策を実施する設計とする。

また，上記の津波防護対策のほかに，津波監視設備として津波監視カメラ及び取水槽水位計を

設置する設計とする。 

津波監視設備である津波監視カメラ及び取水槽水位計の詳細な設計方針については， 

Ⅵ-1-1-3-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

3.2 敷地への流入防止（外郭防護１）に係る評価 

津波防護対象設備への影響評価のうち，敷地への浸水防止（外郭防護１）に係る評価にあた

っては，津波による敷地への浸水を防止するための評価を行うため，「(1) 評価方針」にて

評価を行う方針を定め，「(2) 評価方法」に定める評価方法を用いて評価を実施し，評価の

結果を「(3) 評価結果」に示す。 

評価において，「2. 設備及び施設の設置位置」にて設定している津波防護対象設備を内包

する建物及び区画が，津波により浸水する可能性があり，津波防護対策が必要と確認された箇

所については，「(4) 津波防護対策」に示す対策を講じることにより，津波による津波防護

対象設備を内包する建物及び区画の浸水を防止できることとし，この場合の「(3) 評価結

果」は，津波防護対策を踏まえて示すこととする。 

 

(1) 評価方針 

津波が敷地に来襲した場合，津波高さによって，敷地を遡上し地上部から津波防護対象

設備を内包する建物及び区画に到達，流入する可能性が考えられる。また，海域と連接す

る取水路，放水路等の経路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画に津波が流入す

る可能性が考えられる。 

このため，敷地への浸水防止（外郭防護１）に係る評価では，敷地への遡上に伴う津波

(以下，「遡上波」という。)による入力津波の地上部からの到達，流入並びに取水路，放

水路等の経路からの流入に伴う津波（以下「経路からの津波」という。)による入力津波

の流入に分け，各々において津波防護対象設備を内包する建物及び区画に津波が流入し，

津波防護対象設備へ影響を与えることがないことを評価する。具体的には以下のとおり。 

 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

津波防護対象設備を内包する建物及び区画が，基準津波による遡上波が到達しない十分

高い位置に設置してあることを確認する。また，基準津波による遡上波が到達する高さに
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ある場合には，津波防護施設及び浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないことを確

認する。 

 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

取水路，放水路等の経路から津波が流入する可能性について検討したうえで，流入の可

能性のある経路(扉，開口部，貫通口等)を特定する。 

特定した経路に対して，津波防護施設及び浸水防止設備の設置により津波の流入を防止

可能であることを確認する。 

 

(2) 評価方法 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

遡上波による敷地周辺の遡上の状況を加味した浸水の高さ分布と，津波防護対象設備を

内包する建物及び区画の設置された敷地の標高に基づく許容津波高さ又は津波防護対策を

実施する場合はそれを踏まえた許容津波高さとの比較を行い，遡上波の地上部からの到

達，流入の可能性の有無を評価する。 

なお，評価においては，基準津波の策定位置における最高水位の年超過確率は 10-4～

10-5程度であり，独立事象として津波と高潮が重畳する可能性は極めて低いと考えられる

ものの，高潮ハザードについては，プラント運転期間を超える再現期間 100年に対する期

待値 EL l.36mと，入力津波で考慮した朔望平均満潮位 EL 0.58mと潮位のばらつき 0.14m

の合計との差 0.64mを参照する裕度とし，設計上の裕度の判断の際に考慮する。 

高潮ハザードの再現期間 100年に対する期待値については，図 3－1に示すとおり，発

電所構内(輪谷湾)における至近 15年(1995年～2009年)の潮位観測記録に基づき求めた最

高潮位の超過発生確率を参照する。 

 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

津波が流入する可能性のある経路として，津波来襲時に海域と連接する取水路，放水路

及び屋外排水路の経路を特定する。 

特定した各々の経路の標高に基づく許容津波高さ又は津波防護対策を実施する場合はそ

れを踏まえた許容津波高さと，経路からの津波高さを比較することにより，津波防護対象

設備を内包する建物及び区画への津波の流入の可能性の有無を評価する。なお，流入の可

能性に対する設計上の裕度評価の判断の際には，「a. 遡上波の地上部からの到達，流入

の防止」と同様に裕度が確保できていることを確認する。 
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図 3－1 発電所構内(輪谷湾)における最高潮位の超過発生確率 

 

(3) 評価結果 

a. 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

遡上波による敷地周辺の遡上の状況，浸水の分布等の敷地への浸水の可能性のある経路

(以下，「遡上経路」という。)を踏まえると，津波防護対象設備を内包する建物及び区画

が設置される敷地のうち，EL 8.5mの敷地においては，遡上波が地上部から到達，流入す

る可能性があるが，津波防護施設を設置することにより，津波防護対象設備へ影響を与え

ることはない。具体的な評価結果は，以下のとおり。 

遡上波の地上部からの到達，流入の評価結果を表 3－1に示す。 

津波防護対象設備を内包する建物及び区画には原子炉建物，制御室建物，廃棄物処理建

物，第１ベントフィルタ格納槽，低圧原子炉代替注水格納槽並びに屋外設備であるＢ－非

常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア及び屋外配管ダクト（Ｂ－ディー

ゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）があり，図 2－1に示す通り，EL 15.0mの敷地に設置

している。また，その他の津波防護対象設備を内包する建物及び区画のうち，ガスタービ

ン発電機建物，緊急時対策所及び屋外設備であるガスタービン発電機用軽油タンクを設置

するエリア並びに可搬型重大事故等対処設備の保管場所である第１，２，３保管エリアは，

図 2－1に示す通り，13.0m以上の敷地に設置されており，施設護岸又は防波壁における入

力津波高さ 11.9mと比較しても，津波による遡上波は地上部から到達，流入しない十分高

い位置に設置している。これらの結果は，参照する裕度 0.64m を考慮しても余裕がある。 

津波防護対象設備を内包する建物及び区画のうち，タービン建物，取水槽海水ポンプエ

リア，取水槽循環水ポンプエリア並びに屋外設備であるＡ－非常用ディーゼル発電機（燃

料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア，排
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再現 

期間 

（年） 

期待値 

 

(EL cm) 

2年 77 

5年 91 

10年 101 

20年 112 

50年 125 

100年 136 
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気筒を設置するエリア，屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒，タービン建物～放水槽）

及び可搬型重大事故等対処設備の保管場所である第 4保管エリアは，図 2－1に示す通り，

EL 8.5m の敷地に設置しているため，遡上波が到達，流入する高さに設置している。この

ため，津波防護施設である防波壁及び防波壁通路防波扉を設置することにより，遡上波の

到達，流入を防止する。防波壁の設置位置の概要図を図 3－2，施設護岸又は防波壁位置に

おける基準津波の時刻歴波形を図 3－3 に示す。施設護岸又は防波壁位置における入力津

波高さは EL 11.9mに対して，防波壁及び防波壁通路防波扉の天端高さは EL 15.0mであり，

入力津波高さに対して参照する裕度 0.64m 以上の裕度がある。 

なお，遡上波の地上部からの到達，流入の防止として，防波壁（東端部）及び防波壁（西

端部）では，堅固な地山斜面により，遡上波の地上部からの到達，流入を防止する。 
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表 3－1 遡上波の地上部からの到達，流入評価結果 

評価対象 
①入力津 

波高さ 
状況 

②許容津 

波高さ 

裕度＊４ 

(②－①) 
評価 

津 波

防 護

対 象

設 備

を 内

包 す

る 建

物 

原子炉建物 

EL 11.9m＊１ 

EL 15.0mの敷地に設

置しており，遡上波の

地上部からの到達，流

入はない。 

EL 15.0m＊２ 3.1m ○ 

廃棄物処理建物 

制御室建物 

第１ベントフィルタ格納

槽 

低圧原子炉代替注水格納

槽 

タービン建物 

EL 8.5mの敷地に設置

しており，遡上波が地

上部から到達，流入す

る可能性があるため，

日本海及び輪谷湾に

面した敷地面に防波

壁，防波壁通路に防波

壁通路防波扉を設置

する。 

EL 15.0m＊３ 3.1m ○ 

・Ｂ－非常用ディーゼル発

電機（燃料移送系）を敷

設するエリア 

・屋外配管ダクト（Ｂ－デ

ィーゼル燃料貯蔵タン

ク～原子炉建物） 

EL 15.0mの敷地に設

置しており，遡上波の

地上部からの到達，流

入はない。 

EL 15.0m＊２ 3.1m ○ 

・取水槽海水ポンプエリア 

・取水槽循環水ポンプエリ

ア 

・Ａ－非常用ディーゼル発

電機（燃料移送系），高

圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（燃料移送

系）及び排気筒を敷設す

るエリア 

・屋外配管ダクト（タービ

ン建物～排気筒，タービ

ン建物～放水槽） 

・第４保管エリア 

EL 8.5mの敷地に設置

しており，遡上波が地

上部から到達，流入す

る可能性があるため，

施設護岸に防波壁，防

波壁通路に防波扉を

設置する。 

EL 15.0m＊３ 3.1m ○ 

上記以外 

EL 13.0m以上の敷地

に設置しており，遡上

波の地上部からの到

達，流入はない。 

EL 13.0m以

上 
1.1m以上 ○ 

注記＊１：施設護岸又は防波壁における入力津波高さ 

＊２：敷地高さ 

＊３：防波壁，防波壁通路防波扉の天端高さ 

＊４：参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある 
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図 3－2 防波壁設置位置の概要図 

 

 

図 3－3 時刻歴波形（施設護岸又は防波壁） 

 

b. 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

津波が流入する可能性のある流入経路を特定し，その経路ごとに津波防護対象設備を内

包する建物及び区画への流入の有無を評価した結果，津波防護対策として津波防護施設及

び浸水防止設備を設置することにより，経路からの津波は流入しないことから津波防護対

象設備へ影響を与えることはない。具体的な評価結果は以下のとおり。 

(a) 津波防護対象設備を内包する建物及び区画へ津波が流入する可能性のある経路(流入経

路)の特定 

津波来襲時に海域と連接し，津波防護対象設備を内包する建物及び区画への津波の流

入の可能性のある主な経路としては，表 3－2及び図 3－4に示すように，取水路，放水

路，屋外排水路がある。 

 

 

：防波壁

③

②

①
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表 3－2 流入経路特定結果 
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図 3－4 海域に接続する経路 

(b) 特定した流入経路ごとの評価 

イ. ２号機取水路からの流入経路について 

取水路のうち海水系は，取水口から取水管，取水槽を経由し，海水系配管を介しタ

ービン建物に接続している。また，取水路のうち循環水系は，取水口から取水管，取

水槽を経由し，循環水系配管を介しタービン建物に接続している。取水路からの流入

経路に係る平面図を図 3－5に示す。 

また，取水槽除じん機エリアに取水槽海水ポンプエリア及び取水槽Ｃ／Ｃケーブル

ダクトが隣接しており，取水槽Ｃ／Ｃケーブルダクトは取水槽Ｃ／Ｃ室及びタービン

建物に接続している。 

これらの取水路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津

波が流入する可能性について評価を実施する。結果を以下に，また結果の一覧を表 3

－3にまとめて示す。 

 

(イ) 取水路から敷地地上部への流入について 

取水路につながり津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に

津波が流入する可能性のある経路としては図 3－6 に示すとおり取水槽除じん機

エリアの天端開口部が挙げられる。 

取水槽除じん機エリアについては，日本海東縁部に想定される地震による津波

及び海域活断層に想定される地震による津波の入力津波高さの最大値 EL 10.6m

より，開口部に設置している取水槽除じん機エリア防水壁及び水密扉の天端高さ

EL 11.3mの方が高く，この高さは参照する裕度 0.64m を考慮しても余裕がある。

取水槽の浸水対策の概要を図 3－7,8に示す。 

また，取水路につながり津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する

敷地に津波が流入する可能性のある経路として，図 3－8に示すとおり，取水槽Ｃ

／Ｃケーブルダクトがあるが，取水槽除じん機エリアと取水槽Ｃ／Ｃケーブルダ
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クトの境界にある貫通部には貫通部止水処置を実施している。 

以上より，これらの経路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置

する敷地に津波が流入することはない。 

 

(ロ) 取水路から建物への流入について 

取水路につながり津波防護対象設備を内包する建物に津波が流入する可能性の

ある経路としては，取水槽からタービン建物及び原子炉建物に海水を送水する海

水系配管及び循環水系配管が挙げられるが，これらの配管は，建物内に開口部は

ないため津波が直接流入する経路とはならない。 

海水系配管，循環水配管の経路及び耐震クラス（浸水防止機能を除く）を図 3

－9に示す。 

 

(ハ) 取水路から区画への流入について 

取水路につながり津波防護対象設備を内包する区画である取水槽海水ポンプエ

リア及び取水槽循環水ポンプエリアに流入する可能性のある経路としては，取水

槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床面及び壁面開口部が挙げ

られる。また，取水槽からタービン建物及び原子炉建物に海水を送水する海水系

ポンプ及び配管並びに循環水系ポンプ及び配管が挙げられるが，これらのポンプ

及び配管は，区画内に開口部はないため津波が直接流入する経路とはならない。 

取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床面及び壁面開口部

に対しては，図 3－7，図 3－8 に示すとおり，浸水防止設備として取水槽床ドレ

ン逆止弁を設置するとともに，貫通部止水処置を実施することにより，取水槽海

水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアへの津波の流入を防止する。 

 

 

図 3－5 ２号機 取水施設の配置図 

  

取水口

取水管

取水槽
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図 3－6 ２号機 取水施設断面図 

 

 

図 3－7 取水槽の浸水対策の概要（断面図） 

 

 

図 3－8 取水槽の浸水対策の概要（平面図） 

循環水ポンプ
EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：取水槽除じん機エリア防水壁

：取水槽除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：津波の浸水範囲
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図 3－9 海水系配管及び循環水系配管経路概要図 

 

ロ. 放水路からの流入経路について 

放水路のうち海水系は，タービン建物から海水系配管を介して，放水槽に接続して

いる。また，循環水系は，タービン建物から循環水系配管及びダクトを介して，放水

槽に接続している。放水槽からは，放水路及び放水接合槽を経由して放水口から海域

に放水する。放水路からの流入経路に係る平面図を図 3－10に示す 

これらの放水路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津

波が流入する可能性について評価を行った。結果を以下に，また結果の一覧を表 3－

4にまとめて示す。 

 

(イ) 放水路から敷地地上部への流入について 

放水路につながり津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に

津波が流入する可能性のある経路としては放水槽及び放水接合槽の天端開口部が

挙げられる。放水槽については，開口部の天端高さ（放水槽位置：EL 8.8m）

は，入力津波高さ（放水槽位置：EL 7.9m）よりも高い。 

また，放水接合槽については，開口部の天端高さ（放水接合槽位置：EL 

8.0m）は，入力津波高さ（放水接合槽位置：EL 6.1m）よりも高い。 

この高さは参照する裕度 0.64mを考慮しても余裕がある。したがって，これら

の経路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流

入することはない。放水路からの流入経路に係る断面図を図 3－11に示す。 

 

(ロ) 放水路から建物への流入について 

放水路につながり津波防護対象設備を内包する建物に津波が流入する可能性の

ある経路としては，原子炉建物及びタービン建物から放水路に海水を送水する海

水系配管及び循環水系配管並びに排水管として液体廃棄物処理系配管の貫通部が

挙げられる。 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

【凡例】
：原子炉補機海水系配管（Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（Ｃクラス）
：循環水系配管（Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（Ｃクラス）
：循環水ポンプ（Ｃクラス）
：除じんポンプ（Ｃクラス）
（注）浸水防護機能を除く耐震クラスを記載
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海水系配管は，屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）を通って放水槽に接

続しており，原子炉建物及びタービン建物内に開口部はなく，貫通部には止水処

置を実施しているため，この経路から津波の流入はない。循環水系配管は，ター

ビン建物から循環水排水路を介して放水槽に接続しており，タービン建物内に開

口部はなく，循環水系配管の貫通部はコンクリート巻立てによる密着構造となっ

ていることから津波が流入することはない。循環水排水路平面図を図 3－12，図

3－13に示す。液体廃棄物処理系配管からの流入の可能性については，「ニ. 

その他排水管からの流入について」に示す。 

 

(ハ) 放水路から区画への流入について 

図 3－10に示す通り，放水路につながり津波防護対象設備を内包する区画に流

入する可能性のある経路はない。 

 

 

 

図 3－10 ２号機 放水施設の配置図 

  

取水口

放水接合槽

放水槽放水路
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図 3－11 ２号機 放水施設の断面図 

 

 

図 3－12 屋外配管ダクト平面図 

 

 

図 3－13 循環水排水路平面図(1/2) 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

放水槽

：逆止弁
：原子炉補機海水系放水配管
：タービン補機海水系配管
：液体廃棄物処理系配管
：貫通部止水処置

タービン建物
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図 3－13 循環水排水路断面図(2/2)（①－①断面） 

 

ハ. 屋外排水路からの流入について 

海域から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地につながる屋外

排水路としては，３号機北岸に 6箇所（①～⑥），３号機東岸に 3箇所（⑦～⑨）及

び１，２号機北岸に 4箇所（⑩～⑬）計 13箇所あり，排水路上には敷地面に開口す

る形で集水桝が設置されている。屋外排水路の全体配置図を図 3－14に示す。 

 

 

図 3－14 屋外排水路の全体配置図 

 

屋外排水路につながり津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に

津波が流入する可能性のある経路としては集水桝の開口部が挙げられ，これらは敷地

面上(EL 8.5m)で開口しているが，浸水防止設備として屋外排水路逆止弁を設置して

いる。屋外排水路逆止弁は津波高さに対して浸水防止機能を十分に保持する設計とす

ることから，屋外排水路から流入する津波は，敷地に到達しないことを確認してい

る。以上の結果を表 3－5にまとめて示す。 

 

 

 

 

 
EL 8.5m 
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表 3－5 屋外排水路からの津波の流入評価結果 

 

 

ニ. その他排水管からの流入について 

放水路につながり津波防護対象設備を内包する建物に津波が流入する可能性のある

経路としては，廃棄物処理建物からタービン建物，屋外配管ダクト（タービン建物～

放水槽）を経由し，放水槽へ排水を送水する液体廃棄物処理系（ランドリドレン系）

配管が挙げられる。その他排水管の経路概要図を図 3－15 に示す。 

液体廃棄物処理系（ランドリドレン系）配管は，内包水に対するバウンダリが形成

されているため，津波が配管に流入した場合においても建物内に流入はない。 

 

エリア 

接

続 

場

所 

開口 

寸法

(mm) 

①入力津

波 

高さ(EL) 

状況 
②許容津波 

高さ(EL)  

裕度＊３ 

（②－

①） 

評価 

３号機 

北側施設 

護岸 

① φ2,000 

11.9m＊1 

集水桝背後の敷地

高さは EL 8.5m で

あり，津波が敷地

に流入する可能性

があることから，

屋外排水路逆止弁

を設置する。 

15.0m＊２ 3.1m ○ 

② φ1,500 

③ φ1,500 

④ φ1,500 

⑤ φ1,500 

⑥ φ1,500 

３号機 

東側施設 

護岸 

⑦ φ800 

集水桝周辺の敷地

高さは EL 8.5m で

あるため，津波が

敷地に流入する可

能性があることか

ら，屋外排水路逆

止弁を設置する。 

⑧ φ800 

⑨ 
□2,000

×2,000 

1,2号機 

北側施設 

護岸 

⑩ φ800 

⑪ φ800 

⑫ φ800 

⑬ φ1,500 

注記 ＊１：施設護岸における入力津波高さ 

＊２：屋外排水路逆止弁を考慮した許容津波高さ 

＊３：参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある 
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図3－15 その他排水管の経路概要図 

 

ホ. 他号機(１，３号機)の取水路・放水路等の経路からの流入について 

海域に接続する他号機（１，３号機）の取水路，放水路等の経路から津波防護対象

設備を設置する敷地に津波が流入する可能性について評価を行った。他号機（１，３

号機）から海域に接続する経路を表 3－6に示す。 

 

表 3－6 海域に接続する経路（他号機（１，３号機）） 

 

(イ) 他号機（１，３号機）の取水路からの流入について 

１，３号機の取水路につながり，津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設

置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては，取水槽等の天端開口部が

挙げられる。１，３号機の取水施設の配置図を図 3－16に，１，３号機の取水施設

の断面図を図 3－17，図 3－18に示す。 

１号機取水槽については，流路縮小工を設置することにより，敷地への津波の流

入を防止する。 

３号機取水槽及び取水路点検口については，これらの開口部の天端高さは，いず

れも取水槽等における入力津波高さよりも高い。また，この高さは参照する裕度

0.64mを考慮しても余裕がある 

 

N
配管貫通部下端EL．＋4.36m

液体廃棄物処理系（ランドリドレン系）配管

配管貫通部下端EL．＋4.45m

屋外配管ダクト（タービン建物

～放水槽）

EL．＋1.9m

R

R

取水槽 T

タービン建物 T
EL．＋2.0m

EL． R

R

T

H

プロセス放射線モニタ

原子炉

廃棄物
処理建物

放水槽

建物

＋1.1m

Ｃ

Ｃ

Ｃ

経路 号機 経路の構成 

取水路 
１ 取水口，取水管，取水槽 

３ 取水口，取水路，取水槽 

放水路 
１ 放水口，放水路，放水槽 

３ 放水口，放水路，放水槽 

 



 

22 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
4 
R0
 

以上より，これらの経路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置す

る敷地に津波が流入することはない。評価結果を表 3－7に示す。 

 

  

図 3－16 １，３号機 取水施設の配置図 

 

 

図 3－17 １号機 取水施設の断面図 

 

 

図3－18 ３号機 取水施設の断面図 

 

３号機取水槽

３号機取水路点検口

３号機取水路

３号機取水口

１号機取水管

１号機取水口

１号機取水槽
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(ロ) 他号機（１，３号機）の放水路からの流入について 

１，３号機の放水路につながり，津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設

置する敷地に津波が流入する可能性のある経路としては，放水槽等の天端開口部が

挙げられるが，これらの開口部天端高さは，いずれも放水槽等における入力津波高

さよりも高い。また，この高さは参照する裕度 0.64mを考慮しても余裕がある。し

たがって，これらの経路から津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する

敷地に津波が流入することはない。１，３号機の放水施設の配置図を図 3－19に，

１，３号機の放水施設の断面図を図 3－20，図 3－21に示す。評価結果を表 3－8

に示す。 

 

 

図 3－19 １，３号機 放水施設の配置図 

 

 

図 3－20 １号機 放水施設の断面図 

 

 

図 3－21 ３号機 放水施設の断面図 

３号機放水接合槽

３号機放水槽

３号機放水口
３号機放水路

１号機放水口

１号機放水路

１号機放水接合槽

１号機放水槽
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(c) 各経路からの流入評価まとめ 

各経路からの流入評価の結果一覧を表 3－9に示す。各経路における裕度は，参照する

裕度である 0.64mと比較して十分な裕度があることを確認している。 
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 (4) 津波防護対策 

「(3) 評価結果」にて示すとおり，敷地への浸水防止（外郭防護１）を実施するた

め，津波防護施設として，防波壁及び防波壁通路防波扉を設置し，１号機取水槽に流路

縮小工を設置する。また，浸水防止設備として，屋外排水路に屋外排水路逆止弁，２号

機取水槽に取水槽除じん機エリア防水壁，取水槽除じん機エリア水密扉及び取水槽床ド

レン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。外郭防護として津波防護施設及び浸

水防止設備を設置する際には，設計上の裕度を考慮することとする。 

これらの設備の設置位置の概要を図 3－22に示す。また，詳細な設計方針について

は，Ⅵ-1-1-3-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

 

図 3－22 津波防護対象施設の配置図 
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3.3 漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止（外郭

防護２）に係る評価 

津波防護対象設備への影響評価のうち，漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処す

るために必要な機能への影響防止(外郭防護 2)に係る評価に当たっては，漏水による津波防護

対象設備が有する重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響を防止

するための評価を行うため，「(1) 評価方針」にて評価を行う方針を定め，「(2) 評価方

法」に定める評価方法を用いて評価を実施し，評価の結果を「(3) 評価結果」に示す。 

評価において，漏水する可能性があると確認された箇所については，「(4) 津波防護対

策」に示す対策を実施することにより，漏水によって津波防護対象設備が有する重要な安全機

能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないこととし，この場合の「(3) 評

価結果」は，津波防護対策を踏まえて示すこととする。 

 

(1) 評価方針 

津波が敷地に来襲した場合，「3.2 敷地への浸水防止（外郭防護１)」に係る評価」の

「(4) 津波防護対策」に示す津波防護対策を講じたうえでもなお漏れる水及び取水・放

水設備の構造上，津波による圧力上昇により漏れる水を漏水と位置付け，ここでは，漏水

による浸水範囲を想定し，当該想定される浸水範囲（以下「浸水想定範囲」という。）の

境界において浸水想定範囲外に流出する可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特

定し，それらに対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

また，浸水想定範囲及びその周辺に津波防護対象設備がある場合は，防水区画化を行

い，漏水による津波防護対象設備が有する重要な安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能への影響がないことを評価する。さらに，浸水想定範囲における長期間の浸

水が想定される場合は，排水設備を設置する必要性を評価する。具体的には以下のとお

り。 

 

a. 漏水対策（浸水想定範囲の設定） 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設，地下部等における漏水

の可能性ある箇所の有無を確認する。 

漏水の可能性のある箇所がある場合は，当該箇所からの漏水による浸水想定範囲を確認

する。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定

し，それらに対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

 

b. 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響確認 

浸水想定範囲及びその周辺に津波防護対象設備がある場合は，浸水防止設備を設置する

等により防水区画化することを確認する。必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施
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し，重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響がないことを確

認する。 

 

(2) 評価方法 

a. 漏水対策（浸水想定範囲の設定） 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設，地下部等における漏水

の可能性がある箇所の有無を確認するために，入力津波の流入範囲と津波防護対象設備を

内包する建物及び区画に着目し，当該範囲のうち津波防護対策を講じたうえでもなお漏水

の可能性がある箇所並びに構造上，津波による圧力上昇により漏水の可能性のある箇所に

ついて確認する。 

漏水の可能性のある箇所がある場合は，当該箇所からの漏水による浸水想定範囲を確認

し，同範囲の境界において浸水想定範囲外に流出する可能性のある経路（扉，開口部，貫

通口等）について，浸水防止設備として浸水範囲を限定するための設備を設置する。 

 

b. 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響確認 

上記 a.において浸水想定範囲が存在する場合，浸水想定範囲及びその周辺にある津波

防護対象設備に対しては，浸水防止設備として防水区画化するための設備を設置するとと

もに，浸水量評価を行い防水区画内への浸水による重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能への影響の有無を評価する。 

浸水量評価における浸水量の算出については，安全側の評価とするため，許容浸水量と

同等の浸水が発生すると想定し，浸水量を設定する。 

 

c. 排水設備の検討 

上記 b.の浸水量評価の結果，浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合

は，浸水水位と津波防護対象設備の重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能が喪失する高さを比較し，機能への影響の有無を確認することにより，排水設備の

必要性について確認する。 

排水設備を設置する場合は，設置する排水設備の仕様が，浸水想定範囲における浸水量

を排水するために十分なものであることをあわせて確認する。また，排水設備及びその運

転に必要な燃料又は電源とそれを供給する設備については，保管時及び動作時において津

波による影響を受け難いものであることを確認する。 

 

(3) 評価結果 

a. 漏水対策（浸水想定範囲の設定） 

(a) 漏水可能性の検討結果 
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津波の流入する可能性のある取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放

水施設及び地下部等において津波による漏水の可能性のある箇所を確認した結果，津波

防護対象設備を内包する建物及び区画のうち取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水

ポンプエリアの床面については，その境界に入力津波が到達する可能性があるが，「3.2 

敷地への浸水防止（外郭防護１）に係る評価」の「(3) 評価結果」を踏まえて「(4) 

津波防護対策」に示すよう津波防護対策を実施することとしている。各床面には有意な

漏水が生じ得る隙間部としてポンプグランド部及び床ドレン逆止弁が存在するが，ポン

プグランド部にはグランドパッキンが挿入されており，適宜，日常点検及びパトロール

を実施し，必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしていることから，有意な漏水

が発生することはない。床ドレン逆止弁にはその止水部にシール材等の浸水対策を施す

とともに，適宜，日常点検及びパトロールを実施することから有意な漏水が発生するこ

とはない。 

以上より，津波防護対象設備を内包する建物及び区画への漏水による浸水の可能性は

ないが，安全側の想定として，取水槽床ドレン逆止弁に津波が到達した場合に漏水が発

生することを考慮し，逆止弁からの漏水による浸水を想定する。 

 

(b) 浸水想定範囲の設定 

「(a) 浸水可能性の検討結果」を踏まえ，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水

ポンプエリアを浸水想定範囲として設定する。漏水の発生を想定する床面と浸水想定範

囲を整理し，表 3－10及び図 3－23に示す。 

 

表 3－10 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲 
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図 3－23 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲 

 

b. 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響確認 

(a) 取水槽海水ポンプエリアを浸水想定範囲とした場合の影響評価 

 

イ． 安全側に想定する漏水及び浸水深 

取水槽海水ポンプエリアには，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプを設置している。ここでは，取水槽海水ポンプエリアに浸水防止対策と

して設置した取水槽床ドレン逆止弁から許容漏水量の漏水が発生することを考慮

し，発生する漏水量の算出を行う。 

なお，取水槽床ドレン逆止弁の水密性試験では，試験時の許容漏水量を 0.13L/ 

min（水圧 0.3MPa時）と設定しているが，試験において漏えいは確認されていな

い。 

算出の手法，条件（入力津波）等は図 3－24に示すとおりであり，漏水による浸

水量評価結果を表 3－11に示す。評価の結果，浸水想定範囲である取水槽海水ポン

プエリアの浸水深は 3mm程度となる。 

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁

分離壁

原子炉補機海水ポンプ

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

タービン補機海水ポンプ

循環水ポンプ

除じんポンプ

（ 津波が到達する範囲）

R

R

R

R

T

T

T

H

Ｃ

Ｃ

Ｃ

R

H

T

C

取水槽循環水ポンプエリア 取水槽海水ポンプエリア

循環水ポンプを設置する床面で

漏水が継続した場合の浸水想定範囲

原子炉補機海水ポンプ及びタービン補機海水ポンプ

を設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲

取水槽除じん機エリア

J

J

J

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m
海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

取水槽循環水ポンプエリア 取水槽海水ポンプエリ
ア

取水槽除じん機エリア
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ここで，床面積の算出にあたっては，当該区域内に設置されている各機器により

占有されている領域等を考慮し，安全側に滞留面積を算出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－24 漏水による浸水量評価 

 

表 3－11 漏水による浸水量評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉補機海水 

ポンプ(Ⅱ系) 

エリア 

原子炉補機海水 

ポンプ(Ⅰ系) 

エリア 

高圧炉心スプレイ 

補機海水ポンプ 

エリア 

滞留面積(m2) ① 54 38 20 

モータ下端高さ(EL m) 

[( )書きは床面からの高さを示す] 

2.7 

(1.6m) 

2.3 

(1.2m) 

床高さ(EL m) 1.1 

取水槽床

ドレン逆

止弁 

個数 3 3 2 

１個の漏水量(m3/h) 0.008 0.008 0.008 

漏水量(m3/h) ② 0.024 0.024 0.016 

１時間あたりの溢水水位（m） 

（②／①） 
4.5×10-4 6.4×10-4 8.0×10-4 

津波継続時間(時間) 3 

浸水水位(m) 2×10-3 2×10-3 3×10-3 
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ロ． 防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価 

浸水想定範囲である取水槽海水ポンプエリアに隣接する取水槽循環水ポンプエリ

アには，津波防護対象設備である非常用海水系の配管等が敷設されているため，取水

槽循環水ポンプエリアを防水区画化範囲と設定するが，取水槽循環水ポンプエリア

の浸水深を，安全側に浸水想定範囲である取水槽海水ポンプエリアと同様（3mm）と

設定した場合においても，非常用海水系の配管等の設置高さ（EL 1.3m以上）に到達

しないため，非常用海水系の配管等は，漏水により機能喪失しない。取水槽海水ポン

プエリアを浸水想定範囲とした場合の防水区画の境界について，図 3－25に示す。 

一方，取水槽海水ポンプエリアはエリア内に津波防護対象設備である原子炉補機

海水ポンプ等がある。これらについては，「(イ） 安全側に想定する漏水及び浸水深」

に記載する浸水深と，当該エリア内に設置する津波防護対象設備の機能喪失高さと

の比較を行うことにより，上記設備が漏水により機能喪失しないことを確認した。 

具体的には，最も機能喪失高さが低くなる高圧炉心スプレイ補機海水ポンプモー

タの場合でも，機能喪失高さは 1.2mであり，取水槽海水ポンプエリアの最大浸水深

3mm程度に対して十分な余裕を有していることを確認した（図 3－26）。 

以上より，取水槽海水ポンプエリアに設置する津波防護対象設備は，漏水により機

能喪失することはないものと評価する。 
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図 3－25 浸水想定範囲（取水槽海水ポンプエリア）に対する防水区画の境界  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－26 取水槽海水ポンプエリアに設置する津波防護対象設備の機能喪失高さ 
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(b) 取水槽循環水ポンプエリアを浸水想定範囲とした場合の影響評価 

取水槽循環水ポンプエリアには非常用海水配管等が敷設されているが，当該エリアには

静的なＳクラス設備のみ設置しており，地震によりタービン補機海水系配管が破損すると

想定した際の溢水に対して，機能喪失する機器はない。 

一方，取水槽循環水ポンプエリアに隣接する取水槽海水ポンプエリアには津波防護対象

設備である原子炉補機海水ポンプがあるため，取水槽海水ポンプエリアを防水区画化範囲

と設定するが，取水槽循環水ポンプエリアにおいて地震によりタービン補機海水系配管が

破損すると想定した際の溢水に対して，水密扉及び貫通部止水処置を設置することによ

り，浸水防護重点化範囲である取水槽海水ポンプエリアが浸水しない設計としている。こ

れより，取水槽循環水ポンプエリアにおいて漏水が発生した場合でも，防水区画化範囲が

浸水することはなく，安全機能に影響が及ぶことはないものと評価する。 

取水槽循環水ポンプエリアを浸水想定範囲とした場合の防水区画の境界について，図 3-

27に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－27 浸水想定範囲（取水槽循環水ポンプエリア）に対する防水区画の境界 
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c. 排水設備の検討 

「a. 漏水対策（浸水想定範囲の設定）」で示したとおり，津波防護対象設備を内包する

区画への漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に影響を

与えることはないことから，排水設備は不要である。 

 

(4) 津波防護対策 

防水区画である取水槽循環水ポンプエリアには津波防護対象設備が設置されているが，

「(3) 評価結果」に示すとおり，漏水による重要な安全機能及び重大事故等に対処するた

めに必要な機能への影響はないため，これらに対する影響防止（外郭防護２）は実施しな

い。 

 

3.4 重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離(内郭防護)

に係る評価 

津波防護対象設備への影響評価のうち，重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必

要な機能を有する施設の隔離（内郭防護）に係る評価に当たっては，地震による溢水に加えて津

波の流入を考慮した浸水による津波防護対象設備が有する重要な安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能への影響を防止するための評価を行うため，「(1) 評価方針」にて評

価を行う方針を定め，「(2) 評価方法」に定める評価方法を用いて評価を実施し，評価の結果

を「(3) 評価結果」に示す。 

評価において，浸水防護重点化範囲が浸水する可能性があることが確認された箇所について

は，「(4) 津波防護対策」に示す対策を講じることにより，地震による溢水に加えて津波の流

入を考慮した浸水によって，津波防護対象設備が有する重要な安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわないこととし，この場合の「(3) 評価結果」は，津波防護対策

を踏まえて示すこととする。 

なお,２号機の浸水防護重点化範囲であるタービン建物，制御室建物，廃棄物処理建物（それ

ぞれＳクラスの設備を設置するエリア）は１号機タービン建物等と隣接しているため,１号機に

て発生した溢水による２号機の浸水防護重点化範囲への浸水が考えられるが,２号機と１号機の

建物境界に対しては，溢水防護の観点から止水対策を実施することから,２号機へ浸水すること

はない。 

 

(1) 評価方針 

重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭

防護）に係る評価では，津波防護対象設備に対して，内郭防護を実施することにより，地震・

津波の相乗的な影響や津波以外の溢水要因も考慮したうえで，津波防護対象設備が有する

重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を津波による影響から隔離し，
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津波に対する浸水防護の多重化が達成されることを確認する。具体的な評価方針は以下の

とおり。 

 

a. 浸水防護重点化範囲の設定 

津波防護対象設備を内包する建物及び区画については，浸水防護重点化範囲として明確

化する。 

 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水評価 

地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する。浸

水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路

(扉，開口部，貫通口等)を特定し，それらに対して浸水対策を実施することにより，浸水を

防止可能であることを確認する。 

 

(2) 評価方法 

a. 浸水防護重点化範囲の設定 

浸水防護重点化範囲を明確化するために，敷地における津波防護対象設備を内包する建

物及び区画について，その配置及び周辺敷地高さを整理し，浸水防護重点化範囲として設定

する。 

 

b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水評価 

地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水範囲及び浸水量を算出し，「a.浸水防

護重点化範囲の設定」にて設定している浸水防護重点化範囲へ浸水する可能性の有無を評

価する。浸水範囲及び浸水量については，地震・津波の相乗的な影響や津波以外の溢水要因

も含めて確認する。 

具体的には，タービン建物（復水器を設置するエリア），タービン建物（Ｓクラスの設備

を設置するエリア），取水槽循環水ポンプエリア及び取水槽海水ポンプエリアにおける溢水，

屋外タンク等による溢水，建物外周辺地下部における地下水位の上昇による溢水を想定し，

溢水が発生する可能性がある場合にはその浸水量を評価したうえで，浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性を評価する。なお，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路（扉，

開口部，貫通口等)があり，津波防護対策を実施する場合は，それを踏まえて浸水防護重点

化範囲への浸水の可能性を評価する。 

 

(a) タービン建物（復水器を設置エリア）における溢水の影響 

タービン建物（復水器を設置するエリア）の溢水の影響評価においては，地震に起因す

るタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷設する循環水系配管，タービン補機海水

系配管及びＢ，Ｃクラスの機器・配管の破損を想定すると，保有水が溢水するとともに，
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津波が循環水系配管及びタービン補機海水系配管に流れ込み，破損箇所を介して，タービ

ン建物（復水器を設置するエリア）内に流入することが考えられる。 

このため，タービン補機海水ポンプ出口弁に弁閉止インターロック（地震大信号（原子

炉スクラム）及び漏えい検知信号で作動）を設置するとともに，タービン建物（復水器を

設置するエリア）と隣接する浸水防護重点化範囲の境界に，復水器エリア防水壁，復水器

エリア水密扉，タービン建物床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。 

これを踏まえて，循環水系配管，タービン補機海水系配管及びＢ，Ｃクラス機器・配管

からタービン建物（復水器を設置するエリア）に流入する溢水量を求め，タービン建物（復

水器を設置するエリア）の浸水水位を評価する。 

溢水量の算出に当たっては，以下の条件を考慮する。 

イ． 循環水系配管の損傷は，伸縮継手の全円周状の破損を想定し，以下の式により算出

する。 

Q = AC√2𝑔ℎ × 3600 

= πDwC√2𝑔ℎ × 3600 

ここで， 

Q：流出流量（m3/h） 

A：破損箇所の面積（m2） 

C：損失係数 0.82（-） 

g：重力加速度 9.80665（m/s2） 

h：水頭（m） 

D：内径（m） 

w：継手幅（m） 

 

ロ． タービン補機海水系配管の損傷は，完全全周破断を想定し，損傷箇所からの流出流

量は定格流量とする。 

ハ． 破損箇所からの漏えいを検知し，復水器水室出入口弁及び循環水ポンプ出口弁並び

にタービン補機海水ポンプ出口弁が閉止することを考慮し，浸水量を算出する。 

ニ． 循環水系及びタービン補機海水系からの漏えい量は，循環水系配管伸縮継手及びタ

ービン補機海水系配管の損傷箇所からの漏えい量と系統保有水量を考慮する。 

ホ． 循環水系配管伸縮継手及びタービン補機海水系配管の損傷箇所は海水面より高い

ためサイフォン効果による流入はない。 

ヘ． Ｂ，Ｃクラス機器・配管が損傷した場合に流出する保有水は，全量がタービン建物

（復水器を設置するエリア）に滞留するものとする。 

 

(b) 浸水防護重点化範囲のうちタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））に

おける溢水の影響 
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浸水防護重点化範囲のうちタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））の

溢水の影響評価においては，地震に起因するタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエ

リア（西））に敷設するタービン補機海水系，原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧

炉心スプレイ補機海水系配管（放水配管）及び液体廃棄物処理系配管の破損を想定すると，

津波がタービン補機海水系，原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機

海水系配管（放水配管）及び液体廃棄物処理系配管に流れ込み，破損箇所を介して，ター

ビン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））に流入することが考えられる。 

このため，原子炉補機海水系配管（放水配管）及び高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）について，基準地震動Ｓｓによる地震力に対しバウンダリ機能を保持させるとと

もに，タービン補機海水ポンプ出口弁に弁閉止インターロック（地震大（原子炉スクラム

信号）漏えい検知信号で作動）を，タービン補機海水系配管及び液体廃棄物処理系配管へ

逆止弁を設置する。 

これを踏まえて，タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックにより，ター

ビン補機海水系が地震発生から津波到達までに隔離可能であり津波による流入がないこ

とを評価する。 

タービン補機海水系配管の破損は，完全全周破断を想定し，破損箇所からの流出流量は

定格流量とする。 

なお，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（東））には海域と接続する配

管は設置されておらず，津波が流入することはない。 

 

（c） 浸水防護重点化範囲のうち取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水の影響 

浸水防護重点化範囲のうち取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水の影響評価にお

いては，地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水系の機器・配管及

びタービン補機海水系配管の破損を想定すると，津波が循環水系の機器・配管及びター

ビン補機海水系配管に流れ込み，破損箇所を介して，取水槽循環水ポンプエリアに流入

することが考えられる。 

このため，循環水系の機器・配管について基準地震動 Ssによる地震力に対しバウン

ダリ機能を保持させるとともに，タービン補機海水ポンプ出口弁に弁閉止インターロ

ック（地震大信号（原子炉スクラム）及び漏えい検知信号で作動）を設置する。 

これを踏まえて，タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックにより，タ

ービン補機海水系が，地震発生から津波到達までに隔離可能であることを評価する。 

タービン補機海水系配管の破損は，完全全周破断を想定し，破損箇所からの流出流量

は定格流量とする。 
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（d） 浸水防護重点化範囲のうち取水槽海水ポンプエリアにおける溢水の影響 

浸水防護重点化範囲のうち取水槽海水ポンプエリアにおける溢水の影響評価におい

ては，地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系及び除

じん系の機器・配管の破損を想定すると，津波がタービン補機海水系及び除じん系の機

器・配管に流れ込み，損傷箇所を介して，取水槽海水ポンプエリアに流入することが考

えられる。 

このため，タービン補機海水系及び除じん系の機器・配管について基準地震動 Ssに

よる地震力に対しバウンダリ機能を保持させる。 

これを踏まえると，取水槽海水ポンプエリアに津波の流入はない。 

 

（e） 屋外タンク等による屋外における溢水の浸水防護重点化範囲への影響 

屋外タンク等による屋外における溢水の浸水防護重点化範囲への影響評価について

は，津波の影響がないことから，地震起因により発生する溢水としてⅥ-1-1-9「発電用

原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に示す。 

 

（f） 建物外周地下部における地下水位の上昇による浸水防護重点化範囲への影響 

地下水による影響については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与え

る影響を評価する。 

 

(3) 評価結果 

a. 浸水防護重点化範囲の設定 

津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。)を内包する建物及び区画は，原子炉建物，タ

ービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア），廃棄物処理建物（Ｓクラスの設備を設置

するエリア），制御室建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水槽海水ポンプエリア，

取水槽循環水ポンプエリア，屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，

タービン建物～排気筒及びタービン建物～放水槽），Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移

送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリア，

Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア，緊急時対策所，低圧原子炉

代替注水ポンプ格納槽，第１ベントフィルタ格納槽，ガスタービン建物，ガスタービン発電

機用軽油タンクを設置するエリア，可搬型重大事故等対処設備保管場所である第１保管エ

リア，第２保管エリア，第３保管エリア及び第４保管エリアであり，浸水防護重点化範囲と

して設定する。(表 3－12，図 3－28，図 3－29) 
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表 3－12 浸水防護重点化範囲の設定 

 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する 

建物及び区画 

周辺敷地 

高さ 

・タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリア 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリア 

・屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒，タービン建物～放水槽） 

・第４保管エリア 

EL 8.5m 

・原子炉建物 

・制御室建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・廃棄物処理建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア 

・屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物） 

・第１ベントフィルタ格納槽 

・低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

EL 15.0m 

・第３保管エリア EL 13.0～33.0m 

・ガスタービン建物 

・ガスタービン発電機用軽油タンクを設置するエリア 

・第２保管エリア 

EL 44.0m 

・緊急時対策所 

・第１保管エリア 
EL 50.0m 

 

  

 

  



 

44 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
4 
R0
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－28 重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物・区画 
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図 3－29 浸水防護重点化範囲（平面図）（1/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL 1.6m 

タービン建物 EL 2.6m 

原子炉建物 EL 1.3m 廃棄物処理建物 EL 3.0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL 8.8m 

原子炉建物 EL 8.8m 廃棄物処理建物 EL 8.8m 

タービン建物 EL 5.5m 
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図 3－29 浸水防護重点化範囲（平面図）（2/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL 16.9m 

制御室建物 EL 12.8m 

タービン建物 EL 12.5m 

原子炉建物 EL 15.3m 
廃棄物処理建物 EL 15.3m 

廃棄物処理建物 EL 12.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL 20.6m 

原子炉建物 EL 23.8m 廃棄物処理建物 EL 22.1m 
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図 3－29 浸水防護重点化範囲（平面図）（3/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL 20.6m 

原子炉建物 EL 30.5m 廃棄物処理建物 EL 26.7m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL 32.0m 

原子炉建物 EL 34.8m 廃棄物処理建物 EL 32.0m 
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図 3－29 浸水防護重点化範囲（平面図）（4/4） 

 

 

 

図 3－29 浸水防護重点化範囲（断面図） 
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原子炉建物 EL 42.8m 廃棄物処理建物 EL 37.5m 
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b. 浸水防護重点化範囲の境界における浸水評価 

(a) タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水の評価 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水の影響については，タービン補機

海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックにより，タービン建物（復水器を設置するエリア）

における溢水による浸水水位が復水器エリア防水壁の高さを超えないことを評価する。 

イ. タービン補機海水系配管の損傷箇所からの津波の流入量 

タービン補機海水系配管の損傷箇所からの溢水の漏えい検知時間は，溢水流量，漏えい

検知器設置高さ及びタービン建物（復水器を設置するエリア）の床面積から算出する。溢

水流量 2,100m3/h×2 台（タービン補機海水系の定格流量），漏えい検知器設置高さ 50mm

及びタービン建物（復水器を設置するエリア）の床面積（表 3－13）より，漏えい検知時

間は約 45秒となる。 

タービン補機海水ポンプ出口弁の閉止時間約 40 秒を考慮すると，地震発生から破損箇

所隔離までの時間は約 85秒となり，海域活断層から想定される地震による津波の到達（約

３分）前にタービン補機海水ポンプ出口弁を閉止できるため，津波の流入はない。 

 

表 3－13 タービン建物（復水器を設置するエリア）の床面積及び容積＊ 

高さ(m) 面積(m2) 容積(m3) 

EL 0.25～EL 2.0 約 1,027 約 1,798 

EL 2.0～EL 5.3 約 1,535 約 5,066 

注記 ＊：表の値は，算出結果に対して小数点以下を切り捨てた値を示す。 

 

ロ． 循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所からの津波の流入量 

循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所からの溢水の漏えい検知時間は，溢水流量，漏え

い検知器設置高さ及びタービン建物（復水器を設置するエリア）の床面積から算出する。

溢水流量約 233,534m3/h（表 3-14），漏えい検知器設置高さ 50mm及びタービン建物（復

水器を設置するエリア）の床面積（表 3－13）より，漏えい検知時間は約 1秒となる。 

循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出入口弁の閉止時間約 55 秒を考慮すると，地震

発生から破損箇所隔離までの時間は約 56 秒となり，海域活断層から想定される地震に

よる津波の到達（約３分）前に循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出入口弁を閉止でき

るため，津波の流入はない。 
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表 3－14 循環水系配管伸縮継手からの溢水流量 

 

 

ハ． タービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水量 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における地震による浸水量評価を以下に示

す。 

 

（イ） 循環水系配管の伸縮継手及びタービン補機海水系配管の損傷箇所からの溢水量 

循環水系配管の伸縮継手及びタービン補機海水系配管の損傷箇所からの溢水量

は，溢水流量及び溢水時間から算出する。 

循環水系配管の伸縮継手の損傷箇所からの溢水量については，溢水流量，漏えい

検知時間及び弁閉止時間から，約 1,849m3となり，系統保有水量約 1,083m3と合計を

算出すると 2,932m3となる。 

タービン補機海水系配管の損傷箇所からの溢水量については，溢水流量，漏えい

検知時間及び弁閉止時間から，約 76m3 となり，系統保有水量約 129m3 と合計を算出

すると 205m3となる。 

 

（ロ） Ｂ，Ｃクラスの機器・配管の保有水から算出した溢水量 

Ｂ，Ｃクラスの機器・配管（イ．を除く）の損傷による溢水量は 2,764m3となる。 

 

以上より，タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水量の合計は約 5,901m3

となる。表 3－13に示すタービン建物（復水器を設置するエリア）の容積から，地震に起因

する溢水によるタービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水水位は，EL 4.8mと

なり，復水器エリア防水壁の高さ（EL 5.3m）を超えることはなく，タービン建物（復水器

を設置するエリア）における溢水が隣接する浸水防護重点化範囲へ流入することはない。評

価結果を表 3－15に示す。 

 

表 3－15 タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水量及び浸水水位 

区画 溢水量(m3) 

① 

床面積(m2) 

② 

浸水水位 

①/② 名称 基準床レベル 

タービン建物（復水器を

設置するエリア） 

EL 2.0m 約 4,103 約 1,535 EL 4.8m＊ 

     注記 ＊：床勾配 0.075mを考慮した値 

 

部位 部位数 内径（mm） 破損幅（mm） 溢水流量（m3/h） 

復水器水室出入口部 12 2,200 50 
約 233,534 

復水器室連絡管部 6 2,100 50 
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(b) 浸水防護重点化範囲のうちタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））に

おける溢水の影響 

浸水防護重点化範囲のうちタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））に

おける溢水の影響については，タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロック

により，タービン補機海水系が，地震発生から津波到達までに隔離可能であり津波の流入

がないことを評価する。 

タービン補機海水系配管の損傷箇所からの溢水の漏えい検知時間は，溢水流量，漏えい

検知器設置高さ及びタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））の床面積か

ら算出する。溢水流量 2,100m3/h×2 台（タービン補機海水系の定格流量），漏えい検知

器設置高さ 50mm及びタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））の床面積

（約 352m2（管理区域），約 779m2（非管理区域））より，漏えい検知時間は各々，約 16

秒（管理区域），約 34秒（非管理区域）となる。 

タービン補機海水ポンプ出口弁の閉止時間約 40秒を考慮すると，地震発生から破損箇

所隔離までの時間は最大で約 74秒となり，海域活断層から想定される地震による津波の

到達（約３分）前にタービン補機海水ポンプ出口弁を閉止できるため，津波の流入はない。 

 

(c) 浸水防護重点化範囲のうち取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水の影響 

浸水防護重点化範囲のうち取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水の影響については，

タービン補機海水ポンプ出口弁の弁閉止インターロックにより，タービン補機海水系が，

地震発生から津波到達までに隔離可能であり津波の流入がないことを評価する。 

タービン補機海水系配管の損傷箇所からの溢水に対する漏えい検知時間は，溢水流量

2,100m3/h×2台（タービン補機海水系の定格流量），漏えい検知器設置高さ 50mm及び取

水槽循環水ポンプエリアの床面積約 265m2より，漏えい検知時間は約 12秒となる。 

タービン補機海水ポンプ出口弁の閉止時間約 40秒を考慮すると，地震発生から破損箇

所隔離までの時間は約 52秒となり，海域活断層から想定される地震による津波の到達（約

３分）前にタービン補機海水ポンプ出口弁を閉止できるため，津波の流入はない。 

 

(d) 浸水防護重点化範囲のうち取水槽海水ポンプエリアにおける溢水の影響 

浸水防護重点化範囲のうち取水槽海水ポンプエリアにおける溢水の影響については，

取水槽海水ポンプエリアのタービン補機海水系，除じん系の機器・配管について，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対しバウンダリ機能を保持する設計のため，評価方法に示す

とおり本事象による津波の流入はない。 

 

(e) 屋外タンク等による屋外における溢水の浸水防護重点化範囲への影響 

屋外タンク等による屋外における溢水の影響については，別途実施する内部溢水の影

響評価において，屋外タンクの破損により生じる溢水が，原子炉建物，廃棄物処理建物
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及びＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア，タービン建物（Ｓ

クラスの設備を設置するエリア），Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリアに影響を

及ぼさないことを評価している。 

 

(f) 建物外周地下部における地下水位の上昇による浸水防護重点化範囲への影響 

地下水の流入については，地下水位低下設備の停止により建物周囲の水位が周辺の地

下水位まで上昇することを想定し，建物外周部における壁，扉，堰等により建物内への

流入を防止する設計とし，地震による建物外周部からの地下水の流入の可能性を安全側

に考慮しても安全機能を損なわない設計とすること，さらに，耐震性を有する地下水位

低下設備により地下水の水位上昇を抑制する設計とすることから，地下水による浸水防

護重点化範囲への影響はない。 

地下水位低下設備に関する設計方針については，Ⅵ-1-9「発電用原子炉施設の溢水防

護に関する説明書」のⅥ-1-1-9-5「溢水防護に関する施設の詳細設計」に示す。 

 

(4) 津波防護対策 

「(3) 評価結果」にて示すとおり，浸水防護重点化範囲への浸水を防護するため，浸水

防止設備として浸水防護重点化範囲との境界に防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁及び隔離弁

を設置するとともに，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置する。 

また，浸水防護重点化範囲の境界の床面及び壁面に存在する配管，電線管並びにケーブル

トレイの貫通部には貫通部止水処置を実施する。 

内郭防護として浸水設備を設置する範囲は，図 3－30 及び図 3－31 に示す範囲とし，取

水槽との境界については入力津波高さ EL 4.9mに対し EL 5.6m 以下，放水槽との境界につ

いては入力津波高さ EL 4.2mに対し EL 4.9m以下，タービン建物（復水器を設置するエリ

ア）との境界については循環水系配管の伸縮継手等の破損による浸水水位 EL 4.8m に対し

EL 5.3m以下とする。 

上記の内郭防護として浸水防止設備を設置する範囲は，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢

水防護に関する説明書」における溢水の対策範囲も含む形になっているが，これらの範囲に

設置する溢水の対策設備についても，耐津波設計と同等の耐震設計を行う。 

溢水量の低減を図っている復水器水室出入口弁及び循環水ポンプ出口弁については，基

準津波到達前に漏えいを検知し自動閉止している弁であるため，溢水の対策設備としたう

えで，津波到達時においても弁の閉止状態の維持が可能な設計とする。なお，当該弁の仕様

確認で行った水圧試験圧力が，津波波力の圧力を上回っており、閉止状態が維持されること

を確認した。 

また，浸水防護重点化範囲のうちタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア），取

水槽循環水ポンプエリアには，地震による溢水が想定されるが，静的なＳクラス設備（配管，
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電路等）のみ設置するエリアであるため，Ｓクラス設備（配管，電路等）の浸水による影響

を評価し，機能喪失しないことを確認している。 

これらの設備の設置位置の概要を図 3－32～図 3－35に示す。また，これらの設備の詳細

の設計方針については，Ⅵ-1-1-3-2-5「津波防護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

 

 

図 3－30 タービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水対策 

EL.+4.8m EL.+5.3m

EL.+0.25

EL.+5.5m

EL.+4.9m

凡例

：復水器エリア防水

壁

EL.+4.8m EL.+5.3m

EL.+0.25

EL.+5.5m

EL.+4.9m

凡例

：復水器エリア防水

壁

復水
EL.+4.8m EL.+5.3m

EL.+0.25

EL.+5.5m

EL.+4.9m

凡例

：復水器エリア防水

壁

EL 4.8m EL 5.3m

EL 0.25m

EL 5.5m

EL 4.9m

凡例

：復水器エリア防水壁

：流入範囲

復水
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図 3－31 海域と接続する低耐震クラス機器・配管への浸水対策概要図（EL 8.8mまで） 

 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

循環水排水路

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

，

：Ｓクラスとする範囲
：隔離弁（電動弁，逆止弁）
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（Ｃクラス）
：循環水系配管（Ｃクラス ）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん系配管（Ｃクラス ）
：液体廃棄物処理系配管（Ｃクラス）

【凡例】

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（Ｃクラス）
：循環水ポンプ（Ｃクラス）
：除じんポンプ（Ｃクラス）
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図 3－32 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの機器・配管への対策概

要図（屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）詳細図）（EL 2.0m） 

 

 

 

図 3－33 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの機器・配管への対策概

要図（タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア）詳細図）（EL 2.0m） 
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図 3－34 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの機器・配管への対策概

要図（取水槽廻り詳細図）（EL 1.1m） 

 

 

 

図 3－35 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの機器・配管への対策概

要図（タービン建物（復水器を設置するエリア）詳細図）（EL 2.0m） 
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3.5 水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能への影響防止に係る評価 

津波防護対象設備への影響評価のうち，水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響

による重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価に

当たっては，津波による水位低下や水位上昇といった水位変動に伴う取水性の低下並びに砂移

動や漂流物等の津波の二次的な影響による津波防護対象設備が有する重要な安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能への影響を防止するための評価を行うため，「(1) 評価方

針」にて評価を行う方針を定め，「(2) 評価方法」に定める評価方法を用いて評価を実施し，

評価の結果を「(3) 評価結果」に示す。 

評価において，水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及

び重大事故等に対処するために必要な機能への影響を与える可能性がある場合は，「(4) 津波

防護対策」に示す対策を講じることにより，水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影

響によって，津波防護対象設備が有する重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能を損なわないこととし，この場合の「(3) 評価結果」は，津波防護対策を踏まえて示す

こととする。 

 

(1) 評価方針 

水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響による重要な安全機能及び重大事故等

に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価では，海水を使用しプラントの冷却を

行うために海域と連接する系統を持ち，津波による水位変動が取水性へ影響を与える可能性

があると考えられる原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下，「非

常用海水ポンプ」という。）並びに大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポ

ンプ（以下，「水中ポンプ」という。）を対象に，水位変動に対して非常用海水ポンプ及び

水中ポンプ等の取水性が確保できることの確認を行う。 

 

a. 非常用海水ポンプ及び水中ポンプの取水性 

津波による水位の低下及び津波荷重に対して，非常用海水ポンプ及び水中ポンプが機能保

持できる設計であることを確認する。また，津波による水位の低下に対して，プラントの冷

却に必要な海水が確保できる設計であることを確認する。 

 

b. 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び水中ポンプの機能保持確認 

津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物に対して取水施設(取水口，取水

路及び取水槽)の通水性が確保できることを確認し，浮遊砂等の混入に対して非常用海水ポ

ンプ及び水中ポンプが機能保持できる設計であることを確認する。 
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(2) 評価方法 

a. 非常用海水ポンプ及び水中ポンプの取水性 

非常用海水ポンプについては，入力津波の評価水位が非常用海水ポンプの取水可能水位を

下回る可能性の有無を評価する。 

重大事故等時に使用する水中ポンプについては，取水槽の入力津波高さと送水先の高さの

差が水中ポンプの揚程を上回る可能性の有無を評価する。 

また，非常用海水ポンプは揚水管が水中にあるため，津波による波力の影響の有無を評価

する。 

 

b. 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び水中ポンプの機能保持確認 

(a) 砂移動による取水口，取水管及び取水槽の通水性への影響確認 

取水口は，取水口呑口下端が EL-12.5m であり，海底面 EL-18.0m より約 5.5m 高い位置に

あるという構造を踏まえて，砂移動に関する数値シミュレーションを実施し，基準津波の水

位変動に伴う砂の移動・堆積に対して取水口が閉塞することなく取水口，取水管，取水槽の

通水性が確保可能であるか評価する。 

 

(b) 砂混入時の非常用海水ポンプ及び水中ポンプの取水機能維持の確認 

発電所周辺の砂の粒径分布の調査結果及び砂移動に関する数値シミュレーション結果か

ら求められる基準津波の水位変動に伴う浮遊砂の濃度を基に浮遊砂の平均粒径及び平均濃

度を算出し，浮遊砂の混入に対して非常用海水ポンプ，並びに重大事故等時に使用する水中

ポンプの取水性が保持可能か評価する。 

 

(c) 漂流物による取水性への影響確認 

イ. 取水口，取水路及び取水槽の閉塞の評価 

発電所構内及び構外で漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出し，抽出された漂流

物となる可能性のある施設・設備が漂流した場合に，取水施設(取水口・取水路・取水槽)

の閉塞が生じる可能性の有無を図 3-36の漂流物評価フローに基づき評価する。 

 

ロ. 除じん装置の漂流の可能性の評価 

海水中の塵芥物を除去するために設置されている除じん装置が，基準津波の流速に対

して漂流物となる可能性の有無について評価する。評価においては，基準津波の流速によ

り生じるスクリーン前後の水位差（損失水頭）により，キャリングチェーン及びバケット

が破損し、バケットが分離して漂流物化する可能性について評価する。また，除じん装置

はＣクラスであることから津波の要因となる地震による破損の可能性，波及的影響につ

いて評価する。 
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ハ. 衝突荷重として用いる漂流物の選定 

イ.，ロ.の結果を踏まえ，発電所に対する漂流物となる可能性が否定できない施設・設

備のうち，津波防護に関する施設の設計に衝突荷重として用いる漂流物の選定を行う。選

定及び衝突荷重の算定に当たっては，図 3－36（1/2）及び（2/2）のフローに基づき評価

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－36 漂流物評価フロー(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．取水性評価

ハ．漂流物衝突荷重を考慮した津波防護施設の設計について

津波に関するサイト特性

（イ）基準津波の流向及び流速の確認

検討対象漂流物の抽出

（ロ）漂流物調査範囲の設定

（ハ）漂流物となる可能性のある施設・設備等の抽出

（ニ）（ホ）検討対象漂流物の整理

（ハ）取水性評価

衝突評価対象物（被衝突体）の選定

衝突評価対象物（被衝突体）の特性

検討対象漂流物（衝突物）の整理

漂流物の衝突荷重算定方法の選定

漂流物の衝突荷重算定における設計上の配慮

漂流物衝突荷重の算定結果
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図 3－36 漂流物評価フロー(2/2) 
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(3) 評価結果 

a. 非常用海水ポンプ及び水中ポンプの取水性 

(a) 非常用海水ポンプの取水性 

イ. 水位低下に対する評価 

引き波による水位低下時においても，非常用海水ポンプの取水可能水位を下回らない

ことを確認する。管路解析により得られた基準津波による取水槽内の水位下降側の入力

津波高さは，基準津波 6（循環水ポンプ運転時：EL-8.31m）となる。これに対して，原子

炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの取水可能水位は各々EL-8.32m，

EL-8.85m であり，水位低下に対して裕度がない。そのため，大津波警報が発令された場

合は，気象庁により発表される第一波の到達予想時刻の 5 分前までに運転員による手動

操作で循環水ポンプを停止する。以上の結果，取水槽の水位下降側の入力津波高さは EL-

6.1m となり，原子炉補機海水ポンプの取水可能水位（EL-8.32m）及び高圧炉心スプレイ

補機海水ポンプの取水可能水位（EL-8.85m）を上回ることから，水位低下に対して非常用

海水ポンプは機能保持できる。 

また，海域活断層から想定される地震による基準津波 4は，敷地までの到達時間が短い

ことから，循環水ポンプ運転条件を考慮するが，基準津波 4（循環水ポンプ運転時：EL-

6.5m）であるため，非常用海水ポンプの取水可能水位は，取水槽内の水位下降側の入力津

波高さに対し，約 1.8mの裕度がある。（図 3－37） 

なお，大津波警報が発令された場合に循環水ポンプを停止する手順を整備し，保安規定

に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－37 原子炉補機海水ポンプの取水可能水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:0.75m 

EL -9.3m 

EL -8.32m 

ベルマウス下端 

取水可能水位 

原子炉補機海水ポンプの例 

▼EL -9.8m：取水槽下端 

EL 1.1m：取水槽海水ポンプエリア床面 

 

EL -6.5m：取水槽内最低水位 

 
EL -8.32m：取水可能水位 
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ロ. 波力に対する評価 

非常用海水ポンプのコラムパイプ（揚水管）は水中にあるため，津波による波力の影響

の有無を評価する。 

非常用海水ポンプが設置されている取水槽における最大流速は 1.93m/s であるが，安

全側に 2.0m/sを設定し，非常用海水ポンプ各部位に発生する応力を算出する。算定結果

を表 3－16に示す。波力により発生する応力は，許容応力よりも十分に小さいため，非常

用海水ポンプの取水性に影響はない。 

 

表 3－16 非常用海水ポンプの強度評価結果 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等時に使用する水中ポンプの取水性 

取水槽の入力津波の下降側の水位は EL-6.5m である。また，水中ポンプの送水先高さは

EL 約 10.0m であり，差は約 16.5m 程度である。これに対して大型送水ポンプ車及び大量送

水車の付属品である水中ポンプの定格揚程はそれぞれ 20m 以上，40m 以上であることから，

津波来襲時において，取水性の確保が可能である。 

 

b. 津波の二次的な影響による非常用海水ポンプ及び水中ポンプの機能保持確認 

(a) 砂移動による取水口の堆積状況の確認 

砂移動に関する数値シミュレーションを実施した結果，取水口位置での砂の堆積は約

0.02mとほとんどなく，砂の堆積に伴って取水口が閉塞することはない。 

 

(b) 砂混入時の非常用海水ポンプ及び水中ポンプの取水機能維持の確認 

イ. 非常用海水ポンプの砂耐性 

発電所周辺の砂の平均粒径は 0.5mm で，数ミリ以上の砂はごくわずかであることに加

えて，粒径数ミリの砂は浮遊し難いものであることを踏まえると，大きな粒径の砂はほと

 評価部位 材料 項目 発生応力（定常） 

（N/mm2） 

許容応力 

（N/mm2） 

原子炉補機海

水ポンプ 

基礎ボルト SUS304 引張 0.7 153 

せん断 0.3 118 

耐震サポート

基礎ボルト 

SUS316 せん断 4.1 118 

コラムパイプ SM400B 一次応力 1.2 240 

高圧炉心スプ

レイ補機海水

ポンプ 

基礎ボルト SUS304 引張 0.3 153 

せん断 0.1 118 

耐震サポート

基礎ボルト 

SUS316 圧縮 1.7 118 

コラムパイプ STPT410 一次応力 1.2 245 
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んど混入しないと考えられるが，非常用海水ポンプ取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水

と混在して，ポンプ軸受に混入した場合でも，非常用海水ポンプの軸受に設けられた約

3.5mmの異物逃がし溝から排出される構造とする。これらのことから，砂混入に対して非

常用海水ポンプの取水機能は維持できる。図 3－38に海水ポンプの軸受の構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－38 海水ポンプ軸受構造図 

 

ロ. 重大事故等時に使用する水中ポンプの砂耐性 

大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプは，基準津波の水位変動

に伴う浮遊砂の平均濃度 0.25×10-3wt%以下，平均粒径は約 0.5mm であり，大型送水ポン

プ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプが取水する浮遊砂量はごく微量である。

一方で同設備は，一般的に災害時に海水を取水するために用いられる設備であり，取水へ

の砂混入に対しても耐性を有することから，取水への砂流入により機能を喪失すること

はない。 

 

(c) 漂流物による取水性への影響確認 

イ. 取水口，取水路，取水槽の閉塞の評価 

図 3-36のフロー図に従い実施した各項目の評価結果を以下に示し，漂流物となる可能

性のある施設・設備による取水口，取水路及び取水槽への影響評価を行った結果を表 3-

17に示す。 

 

(イ) 基準津波の流速及び流向の確認 

基準津波１である日本海東縁部に想定する地震による津波は，日本海を伝播し，発電

所の北より来襲し，地震発生後の約 110分後に敷地前面に到達する。発電所近辺におけ

る津波流速は最大でも 2.2m/s程度である。 
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(ロ) 漂流物調査範囲の設定 

津波流速及び津波の周期を考慮し，漂流物の調査範囲は発電所周辺約 5kmの範囲と

した。 

 

(ハ) 漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

発電所周辺約 5kmの範囲において，発電所構内と構外に分けて網羅的に調査を行っ

た。発電所構内については，屋外に設置している施設・設備を抽出し，発電所構外に

ついては船舶・漁船や家屋等の漂流物となる可能性のあるものについて抽出を行った。 

 

(ニ) 発電所構内と構外で抽出された施設・設備のスクリーニング 

発電所構内と構外の調査により抽出された施設・設備のうち，図 3－36(2/2)フロー

により，設置状況，構造等により漂流物とならないもの及び退避可能であり漂流物と

ならないものについては，フロー結果「Ⅰ」（漂流しないため取水性に影響しない。）

とした。 

また，施設，設備の設置状況又は構造から津波波力を受けにくいため滑動しないも

の，安定流速が最大流速を上回るため滑動しないものについては，フロー結果「Ⅱ」

（漂流及び滑動しないため取水性に影響しない。）とした。 

 

(ホ) 漂流物検討対象選定 

漂流又は滑動し，漂流物となる可能性のある施設・設備として抽出したもののうち，

図 3-36（2/2）のフローにより２号機取水口に到達しないことが確認されたものは，

「結果Ⅲ」（漂流又は滑動するが，２号機取水口に到達しないため取水性に影響しな

い。）とした。 

 

(へ) 取水性への影響評価 

漂流物となる可能性が否定できない施設・設備については，漂流した場合について

検討を行い，取水性へ影響を与えないものについてはフロー結果「Ⅳ」（漂流又は滑

動し，２号機取水口に到達するが，取水口を閉塞しないため，取水性に影響しない。）

とした。検討の結果，取水性へ影響を与えるフロー結果「対策を実施する。」となる

施設・設備はないことを確認した。 
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ロ. 除じん装置の漂流の可能性の評価 

(イ) 津波による破損に対する評価 

海水中の塵芥を除去するために設置されている除じん装置については，異物の混入を

防止する効果が期待できるが，津波時に破損して，それ自体が漂流物となる可能性がある。

この場合には，破損・分離し漂流物化した構成部材等が取水路を閉塞させることにより，

取水路の通水性に影響を与えることが考えられるため，その可能性について確認する。ま

た，除じん装置は，Ｃクラスであることから地震により破損した後に，津波により移動し

た場合，長尺化を実施した非常用海水ポンプへの波及的影響が考えられることから，これ

らの影響についても合わせて確認する。 

 

〈確認条件〉 

・津波流速： 2.4m/s（最大流速 1.93m/sを上回る値として設定） 

・対象設備：キャリングチェーン及びバケット 

・確認方法：除じん装置の概要は図 3－39に示すとおりであり，除じん装置は多数のバケ

ットがキャリングチェーンにより接合される構造となっている。このため入

力津波の流速により生じるスクリーン部の水位差により発生する応力が，各

部材の許容応力以下であることを確認する。確認結果を表 3－18に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－39 除じん装置の概要 
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表 3－18 除じん装置の取水性影響確認結果 

設備 部材 
2.4m/s時の 

発生水位差 

発生水位差における 

発生値／許容値 

除じん機 

キャリング 

チェーン 
5.8m 

142,739（N）／617,000（N） 

（最大荷重／許容荷重） 

バケット 
225（MPa）／246（MPa） 

（最大応力／許容応力） 

 

（ロ） 地震による破損に対する評価 

除じん装置は，Ｃクラスであり，地震により破損した後に，津波により移動した場

合，長尺化を実施した非常用海水ポンプへの波及的影響が考えられることから，基準

地震動Ｓｓに対して，機器が破損し，漂流しない設計とする。 

地震による破損に対する評価は，Ⅵ-2-11-2-7-15「除じん機の耐震性についての計

算書」に示す。 

 

以上より，除じん装置は津波又は地震により漂流物とならないことを確認した。 

 

ハ. 衝突荷重として用いる漂流物の選定 

衝突荷重の算定に当たっては，基準津波の特徴及び発電所のサイト特性に加え，衝突評

価対象物（被衝突体）の設置場所並びに検討対象漂流物（衝突物）の種類及び衝突形態を

考慮し，各種論文等にて提案される漂流物の衝突荷重算定式の中から適切なものを選定

し算定することとし，イ.，ロ.の結果を踏まえ，衝突荷重を算定する漂流物として，最も

重量の大きいものを基本とする設計条件として設定する（表 3－19）。基本とする設計条

件として設定する対象漂流物のうち漁船については，表 3－20 に示す通り，操業区域及び

航行の不確かさがあり，不確かさを考慮した設計を行うため，総トン数 19ｔの漁船を選

定し，衝突荷重算定の際に考慮する。 

 

表 3－19 基本とする設計条件として設定する対象漂流物 

津波防護施設 
対象漂流物 

日本海東縁 海域活断層 

輪谷湾内に面する津波
防護施設 

キャスク取扱収納庫＊1 
及び漁船＊2 

（総トン数 3トン） 

作業船（総トン数 10トン）
 

及び漁船＊2 
（総トン数 3トン） 

外海に面する津波防護
施設 

漁船＊3 
（総トン数 10トン） 

作業船（総トン数 10トン） 
及び漁船＊3（総トン数 10トン） 

注記＊1：2基が隣接して設置されているため，2基分の衝突を考慮。 
＊2：輪谷湾に面する津波防護施設から500m以内にかご漁漁船（総トン数3トン）の操業エ

リアがあることを踏まえ設定。 
＊3：施設護岸から 500m付近にイカ釣り漁漁船（総トン数 10トン）の操業エリアがあるこ

とを踏まえ設定。
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表 3－20 対象漂流物（漁船）の設計条件 

津波防護施設 
基本とする 
設計条件 

対象漂流物の不確かさ 
不確かさを考慮
した設計条件 

輪谷湾内に
面する津波
防護施設 

総トン数３トンの
漁船 

・漁船の操業区域の不確かさ： 
発電所周辺において操業制限はないた
め，総トン数10トンのイカ釣り漁漁船が
施設護岸から500m以内で操業する可能
性は否定できない 

・漁船の航行の不確かさ： 
漁船の航行については制限がないため，
周辺漁港の漁船の最大の総トン数19ト
ンの漁船が施設護岸から500m以内を航
行する可能性は否定できない 

総トン数19トン
の漁船 

外海に面する
津波防護施設 

総トン数10トンの
漁船 

 

 (4) 津波防護対策 

「(3) 評価結果」に示すとおり，水位変動に伴う取水性低下及び津波の二次的な影響によ

る重要な安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止に係る評価を行

った結果，引き波時の非常用海水ポンプの取水可能水位を下回ることはないことが確認され

たため，水位変動に伴う取水性低下に対する津波防護対策は必要ない。 

津波の二次的な影響である浮遊砂の混入に対して非常用海水ポンプの機能が保持できるよ

う，海水ポンプ軸受に異物逃がし溝（約 3.5mm）を設ける設計とする。また，重大事故等時に

使用する大型送水ポンプ車及び大量送水車の付属品である水中ポンプについては，入力津波

の水位変動に伴う浮遊砂の平均濃度 0.25×10-3wt%以下に対して，多少の泥や砂を含んだ水を

使用しても支障がない遠心ポンプを用いる設計とする。 
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Ⅵ-1-1-3-2-5 津波防護に関する施設の設計方針
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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-2-1「耐津波設計の基本方針」に基づき，津波防護に関する施設の施設分

類，要求機能及び性能目標を明確にし，各施設の機能設計及び構造強度設計に関する設計方針に

ついて説明するものである。 

 

2. 設計の基本方針 

発電所に影響を与える可能性がある基準津波の発生により，Ⅵ-1-1-3-2-1「耐津波設計の基本

方針」にて設定している津波防護対象設備が，その安全機能又は重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないようにするため，津波防護に関する施設を設置する。津波防

護に関する施設は，Ⅵ-1-1-3-2-3「入力津波の設定」で設定している入力津波に対して，その機

能が保持できる設計とする。 

津波防護に関する施設の設計に当たっては，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対象設備

への影響評価」にて設定している津波防護対策を実施する目的や施設の分類を踏まえて，施設分

類ごとの要求機能を整理するとともに，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の

性能目標を定める。 

津波防護に関する施設の構造強度設計上の性能目標を達成するため，施設ごとに各機能の設計

方針を示す。 

津波防護に関する施設の構造強度設計上の性能目標を達成するための構造強度の設計方針等に

ついては，Ⅵ-3-別添 3-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針」に示す。 

津波防護に関する施設の設計フローを図 2－1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：フロー中の番号は本資料での記載箇所の章を示す。 

注記＊：Ⅵ-3-別添 3-1「津波への配慮が必要な施設の強度計算の基本方針」 

図 2－1 施設の設計フロー 

 

  

Ⅵ-1-1-3-2-4 

「入力津波による津波防護対象設備へ

の影響評価」 

Ⅵ-1-1-3-2-3 

「入力津波の設定」 
3. 要求機能及び性能目標 

4. 機能設計 構造強度設計＊ 
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3. 要求機能及び性能目標 

津波防護対策を実施する目的として，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対象設備への影

響評価」において，津波の発生に伴い，津波防護対象設備がその安全機能又は重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないこととしている。また，施設の分類について

は，Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対象設備への影響評価」において，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備に分類している。これらを踏まえ，施設分類ごとの要求機能を整

理するとともに，施設分類ごとの要求機能を踏まえた施設ごとの機能設計上の性能目標及び構造

強度設計上の性能目標を設定する。 

津波防護に関する施設について，施設分類（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備）

ごとの配置を図 3－1に示す。 

 

図 3－1 津波防護に関する施設の配置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

m 

２号炉 

 

 

第１保管エリア（EL 50.0m） 

常設代替交流電源設備 

(ガスタービン発電機) 

緊急時対策所 

復水器エリア防水壁 

貫通部止水処置 

復水器エリア水密扉 

タービン建物床ドレン逆止弁 Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系） 

屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃

料貯蔵タンク～原子炉建物） 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

凡例 津波防護施設 

浸水防止設備 

(外郭防護) 

津波監視設備 
 

設計基準対象施設（重大事故等対処 

設備を含む）の津波防護対象設備を 

内包する建物・区画 

重大事故等対処施設の津波防護対象 

設備を内包する建物・区画  

浸水防止設備 

(内郭防護)＊ 

注記＊：基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持のみを要求する機器・配管を除く 

廃棄物処理建物 

制御室建物 

タービン建物 

１号機取水槽流路縮小工 

取水槽水位計 

取水槽除じん機エリア防水壁 

取水槽除じん機エリア水密扉 

取水槽床ドレン逆止弁 

貫通部止水処置 

隔離弁 

貫通部止水処置 

防波壁 

第４保管エリア（EL 8.5m） 

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） 

屋外排水路逆止弁 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 

隔離弁 

排気筒 

津波監視カメラ 

低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽 

第１ベントフィルタ格納槽 

原子炉建物 

防波壁通路防波扉 

取水槽海水ポンプエリア， 

取水槽循環水ポンプエリア 

第３保管エリア（EL 13.0～33.0m） 

津波監視カメラ 

津波監視カメラ 

EL 6.5m 

EL 8.5m 

EL 44.0m 

EL 15.0m Ａ-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系） 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系） 

【凡例】 

：可搬型設備の保管場所 

：防火帯 

：防波壁 

：EL 6.5m盤 
：EL 8.5m盤 
：EL 15.0m盤 

：EL 44.0m盤 
：EL 50.0m盤 

第２保管エリア（EL 44.0m） 



 

3 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
5 
R0
 

3.1 津波防護施設 

(1) 施設 

a. 防波壁 

(a) 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

(b) 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

(c) 防波壁（波返重力擁壁） 

b. 防波壁通路防波扉 

c. 流路縮小工 

 

(2) 要求機能 

津波防護施設は，繰返しの来襲を想定した入力津波に対し，余震，漂流物の衝突，風及

び積雪を考慮した場合においても，津波防護対象設備が，要求される機能を損なうおそれ

がないよう，津波の流入及び津波による漏水を防止することが要求される。 

 

(3) 性能目標 

 a. 防波壁 

(a) 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波に対し，

余震，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した場合においても，想定される津波高さに

余裕を考慮した高さまでの施工により止水性を保持することを機能設計上の性能目標

とする。 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波の浸水に

伴う津波荷重並びに余震，漂流物の衝突，風及び積雪による荷重に対し，岩盤に支持

される鋼管を多重化して鋼管内をコンクリート又はモルタルで充填した多重鋼管によ

る杭基礎構造と，鋼管及び鉄筋コンクリート造の被覆コンクリート壁による上部構造

で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の構造健全性を保持

するとともに，ずれる又は浮き上がるおそれのない設計とする。地震時に異なる挙動

を示す可能性がある構造体の境界部には止水目地を設置し，部材を有意な漏えいが生

じない変形にとどめる設計とする。 

これらの設計によって，主要な構造部材の構造健全性を保持することを構造強度設

計上の性能目標とする。 

 

(b) 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

防波壁（逆Ｔ擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波に対し，余震，漂

流物の衝突，風及び積雪を考慮した場合においても，想定される津波高さに余裕を考

慮した高さまでの施工により止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。 
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防波壁（逆Ｔ擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波の浸水に伴う津波

荷重並びに余震，漂流物の衝突，風及び積雪による荷重に対し，改良地盤を介して岩

盤に支持される鉄筋コンクリート造の逆Ｔ擁壁による直接基礎構造で構成し，地震

後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の構造健全性を保持するとともに，

グラウンドアンカを設置し，ずれる又は浮き上がるおそれのない設計とする。地震時

に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水目地を設置し，部材を有意

な漏えいが生じない変形にとどめる設計とする。 

これらの設計によって，主要な構造部材の構造健全性を保持することを構造強度設

計上の性能目標とする。 

 

(c) 防波壁（波返重力擁壁）  

防波壁（波返重力擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波に対し，余

震，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した場合においても，想定される津波高さに余

裕を考慮した高さまでの施工により止水性を保持することを機能設計上の性能目標と

する。 

防波壁（波返重力擁壁）は，岩盤部と改良地盤部により分類され,地震後の繰返し

の来襲を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重並びに余震，漂流物の衝突，風及び積

雪による荷重に対し，堅固な地山の岩盤，又はＭＭＲ（マンメイドロック）等を介し

て岩盤に支持される鉄筋コンクリート造のケーソンによる直接基礎構造と，鉄筋コン

クリート造の重力擁壁で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部

材の構造健全性を保持するとともに，ずれる又は浮き上がるおそれのない設計とす

る。地震時に異なる挙動を示す可能性がある構造体の境界部には止水目地を設置し，

部材を有意な漏えいが生じない変形にとどめる設計とする。 

これらの設計によって，主要な構造部材の構造健全性を保持することを構造強度設

計上の性能目標とする。 

 

b. 防波壁通路防波扉 

防波壁通路防波扉は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波に対し，漂流物の衝突及

び風を考慮した場合においても，想定される津波高さに余裕を考慮した高さまでの施工に

より止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

防波壁通路防波扉は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波の浸水に伴う津波荷重，

漂流物の衝突及び風による荷重に対し，岩盤上の改良地盤又は鋼管に支持される基礎スラ

ブによる基礎構造と，鋼製の防波扉で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要

な構造部材の構造健全性を保持するとともに，ずれる又は浮き上がるおそれのない設計と

する。防波扉と躯体の境界部には水密ゴムを設置する設計とし，部材を有意な漏えいを生

じない変形にとどめる設計とする。 
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これらの設計によって，主要な構造部材の健全性を保持することを構造強度設計上の性

能目標とする。 

 

c. 流路縮小工 

１号機取水槽流路縮小工は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，

余震を考慮した場合においても，1号機取水路からの津波の流入を抑制し，１号機取水槽

天端開口部から津波防護対象設備を内包する建物及び区画が設置された敷地への流入を防

止することを機能設計上の性能目標とする。 

１号機取水槽流路縮小工は，十分な支持性能を有する１号機取水槽北側壁に設置し，地

震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重及び余震による荷重

に対し，鋼製部材で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の構造

健全性を保持する設計とする。 

これらの設計によって，主要な構造部材の構造健全性を保持することを構造強度設計上

の性能目標とする。 
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3.2 浸水防止設備 

(1) 設備 

a. 屋外排水路逆止弁（外郭防護） 

b. 防水壁（外郭及び内郭防護） 

c. 水密扉（外郭及び内郭防護） 

d. 床ドレン逆止弁（外郭及び内郭防護） 

e. 隔離弁（内郭防護） 

f. ポンプ及び配管（内郭防護） 

g. 貫通部止水処置（外郭及び内郭防護） 

 

(2) 要求機能 

浸水防止設備は，繰返しの来襲を想定した入力津波，及び地震による溢水に加えて津波

の流入を考慮した浸水に対し，余震，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した場合において

も，津波防護対象設備が要求される機能を損なうおそれがないよう，浸水想定範囲等にお

ける津波や浸水による荷重等に対する耐性を評価し，津波の流入及び漏水を防止すること

が要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 屋外排水路逆止弁 

屋外排水路逆止弁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震

を考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画が設置された敷

地に屋外排水路を介して流入することを防止するため，屋外排水路逆止弁に想定される

津波高さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持することを機能設計上の性能目標

とする。 

屋外排水路逆止弁は，十分な支持性能を有する防波壁に設置された集水桝に設置し，

地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重及び余震による

荷重に対し，鋼製の逆止弁で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造

部材の構造健全性を保持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

b. 防水壁 

(a) 取水槽除じん機エリア防水壁 

取水槽除じん機エリア防水壁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波

に対し，風を考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画が

設置された敷地又は取水槽海水ポンプエリアに取水槽除じん機エリア天端開口部を介

して流入することを防止するため，取水槽に想定される入力津波高さに余裕を考慮し

た高さに対する止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。 
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取水槽除じん機エリア防水壁は，十分な支持機能を有する取水槽に設置し，地震後

の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重及び風による荷重に

対し，鋼製の防水壁で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材

の構造健全性を保持することを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(b) 復水器エリア防水壁 

復水器エリア防水壁は，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に対

し，余震を考慮した場合においてもタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリ

ア）に開口部を介して流入することを防止するため，想定される浸水高さに余裕を考

慮した高さに対する止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

復水器エリア防水壁は，十分な支持性能を有するタービン建物に設置し，地震によ

る溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震による荷重に対

し，鋼製の防水壁で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の

構造健全性を保持する設計とすることを構造強度上の性能目標とする。 

 

c. 水密扉 

(a) 取水槽除じん機エリア水密扉 

取水槽除じん機エリア水密扉は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波

に対し，風を考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画が

設置された敷地又は取水槽海水ポンプエリアに取水槽除じん機エリア天端開口部を介

して流入することを防止するため，取水槽に想定される入力津波高さに余裕を考慮し

た高さに対する止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

取水槽除じん機エリア水密扉は，十分な支持機能を有する取水槽に設置し，繰返し

の来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重及び風による荷重に対し，鋼

製の水密扉で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材が構造健

全性を保持することを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(b) 復水器エリア水密扉 

復水器エリア水密扉は，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に対

し，余震を考慮した場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリ

ア）に流入することを防止するため，想定される浸水高さに余裕を考慮した高さに対

する止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

復水器エリア水密扉は，十分な支持性能を有するタービン建物に設置し，地震によ

る溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震による荷重に対

し，鋼製の水密扉で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主要な構造部材の

構造健全性を保持する設計とすることを構造強度上の性能目標とする。 
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d. 床ドレン逆止弁 

(a) 取水槽床ドレン逆止弁 

取水槽床ドレン逆止弁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対

し，余震及び積雪を考慮した場合においても，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循

環水ポンプエリアに床ドレン開口部を介して津波が流入することを防止するため，取

水槽に想定される入力津波高さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

取水槽床ドレン逆止弁は，十分な支持機能を有する取水槽に設置し，地震後の繰返

しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重並びに余震及び積雪を考慮

した荷重に対し，鋼製の床ドレン逆止弁で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮

し，主要な構造部材が構造健全性を保持する設計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

 

(b) タービン建物床ドレン逆止弁 

タービン建物床ドレン逆止弁は，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸

水に対し，余震を考慮した場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置す

るエリア）に床ドレン配管を介して流入することを防止するため，想定される浸水高

さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

タービン建物床ドレン逆止弁は，十分な支持性能を有するタービン建物に設置し，

地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震による荷

重に対し，鋼製の床ドレン逆止弁で構成し，地震後，津波後の再使用性を考慮し，主

要な構造部材の構造健全性を保持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標と

する。 

 

e. 隔離弁 

(a) タービン補機海水系隔離システム 

タービン補機海水系隔離システムは，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの

津波に対し，余震を考慮した場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置

するエリア（西））及び取水槽循環水ポンプエリアにタービン補機海水系の機器及び

配管の損傷箇所を介して津波が流入することを防止するため，損傷箇所からの溢水を

検知し，自動隔離することを機能設計上の性能目標とする。 

タービン補機海水系隔離システムは，十分な支持性能を有する取水槽，タービン建

物及び制御室建物に設置し，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入
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に伴う津波荷重及び余震による荷重に対し，鋼製の電動弁，漏えい検知器，制御盤で

構成し，浸水防止機能を保持する設計とすることを構造強度上の性能目標とする。 

 

(b) 逆止弁 

逆止弁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震を考慮し

た場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））にター

ビン補機海水系又は液体廃棄物処理系の機器及び配管の損傷箇所を介して流入するこ

とを防止するため，想定される津波高さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持

することを機能設計上の性能目標とする。 

逆止弁は，十分な支持性能を有する屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）に設

置し，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波荷重及び余

震による荷重に対し，鋼製の逆止弁で構成し，浸水防止機能を保持する設計とするこ

とを構造強度上の性能目標とする。 

 

f. ポンプ及び配管 

ポンプ及び配管は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に対し，

余震を考慮した場合においても，原子炉建物，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置す

るエリア（西）），取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアに原子炉補

機海水系，高圧炉心スプレイ補機海水系，循環水系，タービン補機海水系，液体廃棄物

処理系及び除じん系の機器及び配管の損傷箇所を介して流入することを防止するため，

想定される津波高さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持することを機能設計上

の性能目標とする。 

ポンプ及び配管は，十分な支持性能を有する取水槽，原子炉建物，タービン建物又は

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）に設置し，地震後の繰返しの来襲を想定した

経路からの津波の流入に伴う津波荷重及び余震による荷重に対し，鋼製のポンプ及び配

管で構成し，浸水防止機能を保持する設計とすることを構造強度上の性能目標とする。 

 

g. 貫通部止水処置 

貫通部止水処置は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波，及び地震によ

る溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に対し，余震を考慮した場合においても，想

定される浸水高さに余裕を考慮した高さまでの止水処置により，止水性を保持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

貫通部止水処置は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波，及び地震によ

る溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に伴う津波荷重及び余震による荷重に対し，

取水槽除じん機エリア，放水槽及びタービン建物（復水器を設置するエリア）の貫通口

と貫通物との隙間をシール材，ブーツ又はモルタルにより塞ぐ構造とし，止水性の保持
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を考慮して主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とすることを構造強度設計上の

性能目標とする。 
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3.3 津波監視設備 

(1) 設備 

a. 津波監視カメラ 

b. 取水槽水位計 

 

(2) 要求機能 

津波監視設備は，繰返しの来襲を想定した入力津波に対し，余震，漂流物の衝突，風及

び積雪を考慮した場合においても，津波防護対象施設が要求する機能を損なうおそれがな

いよう，津波防護施設及び浸水防止設備が機能を保持できていることを監視するため，津

波の来襲状況を監視できることが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 津波監視カメラ 

津波監視カメラは，波力及び漂流物の影響を受けない位置にカメラ本体を設置し，風

及び積雪を考慮した場合においても，昼夜にわたり敷地への津波の来襲状況を監視可能

な仕様とし，非常用電源設備から給電する構成とする。また，電路は波力及び漂流物の

影響を受けない位置に設置することにより，中央制御室での監視機能を保持することを

機能設計上の性能目標とする。 

津波監視カメラは，風及び積雪を考慮した荷重に対し，監視機能が保持できる設計と

するために，カメラ本体を鋼製の架台にボルトで固定する設計とし，津波の影響を受け

ない位置に設置し，主要な構造部材が構造健全性を保持する設計とすることを構造強度

設計上の性能目標とする。 

 

b. 取水槽水位計 

取水槽水位計は，漂流物の影響を受けにくい取水槽に検出器を設置し，地震後の繰返

しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震を考慮した場合においても，取水槽の

上昇側及び下降側の水位変動を測定可能な能力を有するとともに，非常用電源設備から

給電する構成とする。また，電路は波力及び漂流物の影響を受けない位置へ設置するこ

とにより，中央制御室での監視機能を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

取水槽水位計は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波の流入に伴う津波

荷重及び余震を考慮した荷重に対し，監視機能が保持できる設計とするために，主要な

構造部材が構造健全性を保持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 
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4. 機能設計 

Ⅵ-1-1-3-2-3「入力津波の設定」で設定している入力津波に対し，「3. 要求機能及び性能目

標」で設定している津波防護に関する施設の機能設計上の性能目標を達成するために，各施設の

機能設計の方針を定める。 

 

4.1 津波防護施設 

(1) 防波壁の設計方針 

防波壁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

防波壁は，防波壁（多重鋼管杭式擁壁），防波壁（逆Ｔ擁壁）及び防波壁（波返重力擁

壁）の 3種類に分けられる。防波壁の構造形式及び基礎構造を踏まえ，以下に構造形式ご

との機能設計を示す。 

a. 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波に対し，余

震，漂流物の衝突，風及び積雪を考慮した場合においても，想定される津波高さに余裕

を考慮した高さまでの施工により止水性を保持するため，以下の措置を講じる設計とす

る。 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は，入力津波高さ EL 11.9mに対して余裕を考慮した天端

高さ EL 15.0mとし，防波壁（逆Ｔ擁壁），防波壁（波返重力擁壁）及び防波壁通路防波

扉と合わせて日本海及び輪谷湾に面した敷地面に設置する設計とする。 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は，岩盤に支持される鋼管を多重化して鋼管内をコンク

リート又はモルタルで充填した多重鋼管による杭基礎構造，上部工は鋼管及び鉄筋コン

クリート造の被覆コンクリート壁とし，被覆コンクリート壁の境界部に試験等により止

水性を確認した止水目地を設置し，境界部の止水性を保持する設計とする。 

被覆コンクリート壁の境界部に設置する止水目地は，「(a) 止水目地の耐圧試験」に

より止水性を確認したものと同じ材質の止水目地を使用する設計とする。 

耐圧試験の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

 

(a) 止水目地の耐圧試験 

イ. 試験条件 

耐圧試験については，試験機を用いて津波時に想定される水圧を作用させた場

合に，止水目地に有意な漏えいが生じないことを確認する。 

ロ. 試験結果 

試験の結果，止水目地に漏えいがないことを確認した。 
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防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は，杭基礎構造背面の改良地盤により，津波の波

力による浸食及び洗掘に対する耐性を有することで，止水性（難透水性）を保持

するとともに，地盤中からの回り込みによる浸水を防止する設計とする。 

 

b. 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

防波壁（逆Ｔ擁壁）は，地震後の繰返しの来襲を想定した遡上波に対し，余震，漂流

物の衝突,風及び積雪を考慮した場合においても，想定される津波高さに余裕を考慮した

高さまでの施工により止水性を保持するため，以下の措置を講じる設計とする。 

防波壁（逆Ｔ擁壁）は，入力津波高さ EL 11.9mに対して余裕を考慮した天端高さ EL 

15.0mとし，防波壁（多重鋼管杭式擁壁），防波壁（波返重力擁壁）及び防波壁通路防

波扉と合わせて日本海及び輪谷湾に面した敷地面に設置する設計とする。 

防波壁（逆Ｔ擁壁）は，岩盤に支持される改良地盤による直接基礎構造，上部工は鉄

筋コンクリート造の逆Ｔ擁壁とし，上部工の変形抑制のために鋼製のグラウンドアンカ

を逆Ｔ擁壁に設置し，逆Ｔ擁壁の境界部に試験等により止水性を確認した止水目地を設

置し，境界部の止水性を保持する設計とする。 

逆Ｔ擁壁の境界部に設置する止水目地は，「(a) 止水目地の耐圧試験」により止水性

を確認したものと同じ材質の止水目地を使用する設計とする。 

耐圧試験の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

 

(a) 止水目地の耐圧試験 

イ. 試験条件 

耐圧試験については，試験機を用いて津波時に想定される水圧を作用させた場

合に，止水目地に有意な漏えいが生じないことを確認する。 

ロ. 試験結果 

試験の結果，止水目地に漏えいがないことを確認した。 

防波壁（逆Ｔ擁壁）は，逆Ｔ擁壁基礎の改良地盤により，津波の波力による浸

食及び洗掘に対する耐性を有することで，止水性（難透水性）を保持するととも

に，地盤中からの回り込みによる浸水を防止する設計とする。 

 

c. 防波壁（波返重力擁壁）  

防波壁（波返重力擁壁）は，岩盤部と改良地盤部により分類され，地震後の繰返しの

来襲を想定した遡上波に対し，余震，漂流物の衝突,風及び積雪を考慮した場合において

も，想定される津波高さに余裕を考慮した高さまでの施工により止水性を保持するた

め，以下の措置を講じる設計とする。 
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防波壁（波返重力擁壁）は，入力津波高さ EL 11.9mに対して余裕を考慮した天端高さ

EL 15.0mとし，防波壁（多重鋼管杭式擁壁），防波壁（逆Ｔ擁壁）及び防波壁通路防波

扉と合わせて日本海及び輪谷湾に面した敷地面に設置する設計とする。 

防波壁（波返重力擁壁）は，堅固な地山の岩盤，又はＭＭＲ（マンメイドロック）等

を介して岩盤に支持される鉄筋コンクリート造のケーソンによる直接基礎構造，上部工

は鉄筋コンクリート造の重力擁壁とし，重力擁壁の境界部に試験等により止水性を確認

した止水目地を設置し，境界部の止水性を保持する設計とする。 

重力擁壁の境界部に設置する止水目地は，「(a) 止水目地の耐圧試験」により止水性

を確認したものと同じ材質の止水目地を使用する設計とする。 

耐圧試験の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

 

(a) 止水目地の耐圧試験 

イ. 試験条件 

耐圧試験については，試験機を用いて津波時に想定される水圧を作用させた場

合に，止水目地に有意な漏えいが生じないことを確認する。 

ロ. 試験結果 

試験の結果，止水目地に漏えいがないことを確認した。 

防波壁（波返重力擁壁）は，重力擁壁の基礎構造が鉄筋コンクリート造のケー

ソン，又は堅固な地山の岩盤であるため，津波の波力による浸食及び洗掘に対す

る耐性を有することで，止水性を保持する設計とする。 

 

(2) 防波壁通路防波扉の設計方針 

防波壁通路防波扉は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

防波壁通路防波扉は，防波壁の通路開口部に設置され，地震後の繰返しの来襲を想定し

た遡上波に対し，漂流物の衝突,及び風を考慮した場合においても，想定される津波高さ

に余裕を考慮した高さまでの施工により止水性を保持するため，以下の措置を講じる設計

とする。 

防波壁通路防波扉は，入力津波高さ EL 11.9mに対して余裕を考慮した天端高さ EL 

15.0mとし，防波壁（多重鋼管杭式擁壁），防波壁（逆Ｔ擁壁）及び防波壁（波返重力擁

壁）と合わせて日本海及び輪谷湾に面した敷地面に設置する設計とする。 

防波壁通路防波扉は，下部工が岩盤上の改良地盤又は鋼管に支持される鉄筋コンクリー

ト製の基礎スラブによる基礎構造，上部工が鋼製部材の扉体とし，扉体と扉枠の境界部に

は水密ゴムを設置して圧着構造とし，止水性を保持する設計とする。 
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 (3) 流路縮小工の設計方針 

１号機取水槽流路縮小工は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

１号機取水槽流路縮小工は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対

し，余震を考慮した場合においても，1号機取水路からの津波の流入を抑制し，１号機

取水槽天端開口部から津波防護対象設備を内包する建物及び区画が設置された敷地への

流入を防止するため，以下の措置を講じる設計とする。 

１号機取水槽流路縮小工は，入力津波高さ EL 11.9mに対して余裕を考慮した EL 

12.6mの津波高さに対して，鋼製部材で構成し，十分な支持性能を有する１号機取水槽

北側壁に設置することにより機能を保持する設計とする。 
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4.2 浸水防止設備 

(1) 屋外排水路逆止弁の設計方針 

屋外排水路逆止弁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

屋外排水路逆止弁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震を

考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画が設置された敷地に

屋外排水路を介して津波が流入することを防止し，屋外排水路逆止弁に想定される津波高

さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持するため，以下の措置を講じる設計とす

る。 

屋外排水路逆止弁は，十分な支持性能を有する防波壁に設置された集水桝に設置し，入

力津波高さ EL 11.9mに余裕を考慮した EL 12.6mの津波高さに対して，集水桝に設置し，

止水性を保持する設計とする。 

屋外排水路逆止弁は，鋼製とし，止水性を保持する設計とする。 

扉体と戸当りの境界部には水密ゴムを設置して圧着構造とし，止水性を保持する設計と

する。 

 

(2) 防水壁の設計方針 

a. 取水槽除じん機エリア防水壁 

取水槽除じん機エリア防水壁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としてい

る。 

取水槽除じん機エリア防水壁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に

対し，風を考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画が設置

された敷地又は取水槽海水ポンプエリアに取水槽除じん機エリア天端開口部を介して流

入することを防止し，取水槽に想定される津波高さに余裕を考慮した高さに対する止水

性を保持するため，以下の措置を講じる設計とする。 

取水槽除じん機エリア防水壁は，十分な支持性能を有する取水槽の躯体上部に設置

し，取水槽の入力津波高さ EL 10.6mに余裕を考慮した津波高さ EL 11.3mに対して，止

水性を保持する設計とする。 

取水槽除じん機エリア防水壁は，鋼製の防水壁とし，防水壁と取水槽躯体の境界部に

パッキンを挟んで固定することにより，止水性を保持する設計とする。 

 

b. 復水器エリア防水壁 

復水器エリア防水壁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 
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復水器エリア防水壁は，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に対し，

余震を考慮した場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア）に

流入することを防止し，想定される浸水高さに対する止水性を保持するため，以下の措

置を講じる設計とする。 

復水器エリア防水壁は，十分な支持性能を有するタービン建物に設置し，溢水による

浸水高さ EL 4.8mに余裕を考慮した EL 5.3mまでの浸水に対して機能を維持できる設計

とする。 

復水器エリア防水壁は，鋼製とし，壁及び床面にパッキンを挟んで固定することによ

り，止水性を保持する設計とする。 

 

(3) 水密扉の設計方針 

a. 取水槽除じん機エリア水密扉 

取水槽除じん機エリア水密扉は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としてい

る。 

取水槽除じん機エリア水密扉は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に

対し，風を考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画が設置

された敷地又は取水槽海水ポンプエリアに取水槽除じん機エリア天端開口部を介して流

入することを防止し，取水槽に想定される浸水高さに対する止水性を保持するため，以

下の措置を講じる設計とする。 

取水槽除じん機エリア水密扉は，十分な支持性能を有する取水槽躯体に設置し，取水

槽の入力津波高さ EL 10.6mに余裕を考慮した津波高さ EL 11.3mに対して，止水性を保

持する設計とする。 

取水槽除じん機エリア水密扉は，鋼製の水密扉とし，水密扉と扉枠との境界部にパッ

キンを挟んで固定することにより，止水性を保持する設計とする。 

 

b. 復水器エリア水密扉 

復水器エリア水密扉は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

復水器エリア水密扉は，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に対し，

余震を考慮した場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア）に

開口部を介して流入することを防止し，想定される浸水高さに対する止水性を保持する

ため，以下の措置を講じる設計とする。 

復水器エリア水密扉は，十分な支持性能を有するタービン建物に設置し，溢水による

浸水高さ EL 4.8mに余裕を考慮した EL 5.3mまでの浸水に対して機能を維持できる設計

とする。 
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復水器エリア水密扉は，鋼製とし，水密扉と扉枠との境界部にパッキンを挟んで固定

することにより，止水性を保持する設計とする。 

 

(4) 床ドレン逆止弁の設計条件 

a. 取水槽床ドレン逆止弁 

取水槽床ドレン逆止弁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

取水槽床ドレン逆止弁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，

余震及び積雪を考慮した場合においても，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポ

ンプエリアに床ドレン開口部を介して流入することを防止し，取水槽に想定される津波

高さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持するため，以下の措置を講じる設計と

する。 

取水槽床ドレン逆止弁は，十分な支持性能を有する取水槽躯体に設置し，取水槽の入

力津波高さ EL 10.6m に余裕を考慮した津波高さ EL 11.3mに対して，止水性を保持する

設計とする。 

取水槽床ドレン逆止弁は，「(a) 取水槽床ドレン逆止弁の漏えい試験」により止水性

を確認したものと同じ形状，寸法の床ドレン逆止弁を設置する設計とする。漏えい試験

の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

 

(a) 取水槽床ドレン逆止弁の漏えい試験 

イ. 試験条件 

漏えい試験は，実機で使用している形状，寸法の試験体を用いて実施し，評価水

位以上の水位を想定した水圧を作用させた場合に閉止部からの漏えいが許容漏水量

以下であることを確認する。 

図 4－1に漏えい試験概略図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－1 漏えい試験概略図 

 

ロ. 試験結果 

試験の結果，設定している許容漏水量以下であることを確認した。 
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b. タービン建物床ドレン逆止弁 

タービン建物床ドレン逆止弁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目

標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としてい

る。 

タービン建物床ドレン逆止弁は，地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水

に対し，余震を考慮した場合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエ

リア）に床ドレン配管を介して流入することを防止し，タービン建物（復水器を設置す

るエリア）に想定される溢水による浸水高さに対する止水性を保持するため，以下の措

置を講じる設計とする。 

タービン建物床ドレン逆止弁は，十分な支持性能を有するタービン建物に設置し，溢

水の浸水高さ EL 4.8mに余裕を考慮した浸水高さ EL 5.3mに対して，タービン建物（復

水器を設置するエリア）に設置し，止水性を保持する設計とする。 

タービン建物床ドレン逆止弁は，「(a) タービン建物床ドレン逆止弁の漏えい試験」

により止水性を確認したものと同じ形状，寸法の床ドレン逆止弁を設置する設計とす

る。漏えい試験の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

 

(a) タービン建物床ドレン逆止弁の漏えい試験 

イ. 試験条件 

漏えい試験は，実機で使用している形状，寸法の試験体を用いて実施し，評価水

位以上の水位を想定した水圧を作用させた場合に閉止部からの漏えいが許容漏水量

以下であることを確認する。 

図 4－2に漏えい試験概略図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4－2 漏えい試験概略図 

 

(b) 試験結果 

試験の結果，設定している許容漏水量以下であることを確認した。 
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 (5) 隔離弁の設計方針 

a. タービン補機海水系隔離システムの設計方針 

タービン補機海水系隔離システムは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(2) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としてい

る。 

タービン補機海水系隔離システムは，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波

に対し，余震を考慮した場合においても，津波防護対象設備を内包する建物及び区画であ

るタービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））及び取水槽循環水ポンプエリ

アにタービン補機海水系の機器及び配管の損傷箇所を介して津波が流入することを防止す

るため，損傷箇所からの溢水を検知し，自動隔離する設計とする。 

タービン補機海水系配管破断箇所からの溢水の検知及び自動隔離を行うため，多重化し

たタービン補機海水系隔離システムを構築する。システムを構成するものとして，漏えい

検知器，タービン補機海水ポンプ出口弁及び制御盤がある。 

タービン補機海水系の機器及び配管の損傷箇所からの溢水を検知するため，漏えい検知

器を設置し，機器及び配管の損傷の発生が想定される区画における水位上昇を検知し，制

御盤へ漏えい検知信号を送信する。地震を起因とするタービン補機海水系の機器及び配管

の損傷箇所からの溢水に対しては，漏えい検知信号及び地震大信号（原子炉スクラム）を

受け，タービン補機海水ポンプを停止させるとともにタービン補機海水ポンプ出口弁を自

動閉止させる。 

漏えい検知からタービン補機海水ポンプ出口弁が自動閉止するまでの時間は，海域活断

層から想定される地震による津波が到達する時間である約３分に余裕を考慮して，約 40秒

以内となる設計とする。 

(a) 漏えい検知・自動隔離に対する設備の概要 

イ. 漏えい検知器 

取水槽循環水ポンプエリア，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア

（西））（非管理区域及び管理区域に区画）及びタービン建物（復水器を設置するエ

リア）に設置するタービン補機海水系の機器及び配管の損傷が想定されるため，これ

らのエリア（4エリア）の床面に漏えい検知器を設置する。 

 

ロ. タービン補機海水ポンプ出口弁 

漏えいが検知された際に自動閉止するようタービン補機海水ポンプ出口弁を設置す

る。 

 

ハ. 制御盤 

漏えい検知器から漏えい検知信号による警報発信及び自動隔離を行うため，制御回

路を設置する。 
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(b) タービン補機海水系隔離システム

イ. 漏えい検知及び隔離

漏えい検知器は，4エリア毎に多重化して設置する。それぞれのエリアの漏えい検

知器が 2 out of 3の信号にて漏えい検知信号を発するものとし，各エリアに 6台，

合計 24台設置する。 

タービン補機海水ポンプ出口弁は，実作動時間を考慮し，漏えい検知信号発信後約

40秒で閉止する設計とする。 

漏えい検知信号発信後の隔離時間を表 4－1，漏えい検知器及びタービン補機海水

ポンプ出口弁の配置を図 4－3，タービン補機海水系隔離システムの概要を図 4－4に

示す。 

ロ. 設備の仕様及び精度，応答について

(イ) 漏えい検知器の仕様

・検知方法：

・耐圧：

・要求精度・セットポイントより  以内 

(ロ) 計測設備の精度

漏えい検知器から制御盤までの精度を  以内の誤差範囲に収める設計と

する。 

表 4－1 警報発信後の隔離時間の設定 
起因事象 隔離 漏えい箇所特定 漏えい箇所隔離操作 合計 

地震 自動 「取水槽循環水ポンプエリア水位
異常高」警報にてタービン補機海

水系からの漏えいを判断 

タービン補機海水ポンプ自動停止
タービン補機海水ポンプ出口弁閉止

＊１

水位異常検知時間 
＊2より， 

「タービン建物（復水器を設置す

るエリア）水位異常高」警報にて
タービン補機海水系からの漏えい
を判断

水位異常検知時間 
＊2より， 

「タービン建物（Sクラスを設置
するエリア（西））【管理区域】
水位異常高」警報にてタービン補

機海水系からの漏えいを判断 

水位異常検知時間 
＊2より， 

「タービン建物（Sクラスを設置

するエリア（西））【非管理区
域】水位異常高」警報にてタービ
ン補機海水系からの漏えいを判断

水位異常検知時間 
＊2より， 

注記＊１：弁閉止時間：

＊２：Ⅵ-1-1-3-2-4「入力津波による津波防護対象設備への影響評価」においては，水位 

異常高検知時間の小数点第一位を切り上げた時間で溢水量を算出 
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取水槽 

タービン建物

図 4－3 漏えい検知器及びタービン補機海水ポンプ出口弁配置図 

図 4－4 タービン補機海水系隔離システムの概要 

復水器を

設置する

エリア

M

タービン建物

制御室建物

中央制御室

制御盤

Ｌ

放水路海洋

P

取水槽

M Ｌ

Ｓクラスの設備を設置するエリア（西）

管理区域 非管理区域

：タービン補機海水系配管

Ｌ ：漏えい検知器

P ：タービン補機海水ポンプ

熱交換器

制御盤

：電動機M

Ｌ
Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

：Ⅰ系

：Ⅱ系

●：タービン補機海水ポンプ

出口弁

●：漏えい検知器（Ⅰ系）

●：漏えい検知器（Ⅱ系）

,   ,  ,  ：漏えいを

検知器するエリア 
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(c) 設備の特徴及び機能維持

各設備は以下のとおり信頼性を確保可能であり，加えて適切な保全計画を策定・実施

することにより，長期の機能維持を図る。 

イ. 漏えい検知器及び検出回路

漏えい検知器 は単純構造の静的機器であり，故障は起こりにくい。

＊

漏えい検知器の構造概要を図 4－5に示す。 

注記＊：

ロ. 制御回路及び出力リレー回路

制御回路はアナログリレーで構成されており，回路の信頼性は高いものとなってい

る。また，出力リレー回路は，配線設備を含め広く一般的に用いられる機器で構成さ

れており，通常使用において故障頻度は少なく，基本的に設備固有の信頼性は高いも

のである。 

ハ. タービン補機海水ポンプ出口弁

タービン補機海水ポンプ出口弁については，屋外仕様で設計することで，雨水・塵

埃等の設備の信頼性を低下させる要因による影響は小さいと考えられる。定期的な作

動により設備の健全性を確保する。なお，作動試験の実施については，系統外乱を回

避する観点から定期事業者検査期間中に実施する。 

図 4－5 漏えい検知器の概要図 
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b. 逆止弁の設計方針

逆止弁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

逆止弁は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震を考慮した場

合においても，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西））にタービン補機

海水系又は液体廃棄物処理系の機器及び配管の損傷箇所を介して流入することを防止し，

放水槽に想定される津波高さに余裕を考慮した高さに対する止水性を保持するため，以下

の措置を講じる設計とする。 

逆止弁は，タービン補機海水系又は液体廃棄物処理系の放水配管に設置し，放水槽の入

力津波高さ EL 4.2m に余裕を考慮した津波高さ EL 4.9mに対して，止水性を保持する設計

とする。 

逆止弁は，「(a) 逆止弁の漏えい試験」により止水性を確認したものと同じ形状，寸法

の逆止弁を設置する設計とする。漏えい試験の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

(a) 逆止弁の漏えい試験

イ. 試験条件

漏えい試験は，実機で使用している形状，寸法の試験体を用いて実施し，評価水位

以上の水位を想定した水圧を作用させた場合に閉止部からの漏えいが許容漏水量以下

であることを確認する。 

ロ. 試験結果

試験の結果，許容漏水量以下であることを確認した。

(6) ポンプ及び配管の設計方針

ポンプ及び配管は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

ポンプ及び配管は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震を考慮し

た場合においても，原子炉建物，タービン建物（Ｓクラスの設備を設置するエリア（西）），

取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアに原子炉補機海水系，高圧炉心スプレ

イ補機海水系，循環水系，タービン補機海水系，液体廃棄物処理系及び除じん系の機器及び配

管の損傷箇所を介して流入することを防止し，取水槽又は放水槽に想定される津波高さに余裕

を考慮した高さに対する止水性を保持するため，以下の措置を講じる設計とする。 

循環水ポンプ及び配管（循環水ポンプ出口弁含む），タービン補機海水ポンプ及び配管並び

に除じんポンプ及び配管は，取水槽における入力津波高さ EL 4.9m に余裕を考慮した津波高

さ EL 5.6mに対して，止水性を保持する設計とする。 
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原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放水配管），ター

ビン補機海水系配管及び液体廃棄物処理系配管は，放水槽の入力津波高さ EL 4.2m に余裕を

考慮した津波高さ EL 4.9mに対して，止水性を保持する設計とする。 

 

(7) 貫通部止水処置の設計方針 

貫通部止水処置は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

貫通部止水処置は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波，及び地震による溢水

に加えて津波の流入を考慮した浸水に対し，余震を考慮した場合においても，経路からの津

波，及び地震による溢水に加えて津波の流入を考慮した浸水に余裕を考慮した高さに対する止

水性を保持するために以下の設計とする。 

取水槽（除じん機エリア）の貫通部に施工する貫通部止水処置は，取水槽（除じん機エリ

ア）へ流入する可能性のある津波高さ EL 10.6mに余裕を考慮した EL 11.3m以下の貫通口と貫

通部の隙間に施工する設計とする。 

放水槽の貫通部に施工する貫通部止水処置は，放水槽へ流入する可能性のある津波高さ EL 

7.9m余裕を考慮した EL 8.6m以下の貫通口と貫通部の隙間に施工する設計とする。 

タービン建物（復水器を設置するエリア）の貫通部に施工する貫通部止水処置は，溢水によ

る浸水高さ EL 4.8mに余裕を考慮した EL 5.3m以下の貫通口と貫通部の隙間に施工する設計と

する。 

貫通部止水処置は，「a. 貫通部止水処置の漏えい試験」により止水性を確認した施工方法

にて施工する設計とする。 

漏えい試験の試験条件及び試験結果を，以下に示す。 

 

a. 貫通部止水処置の漏えい試験 

(a) 試験条件 

漏えい試験は，実機で使用する形状及び寸法を考慮した試験体を用いて実施し，評価

水位以上の水位を想定した水圧を作用させた場合にシール材と貫通口及び貫通物と境界

部若しくはブーツ取付部より漏えいが生じないことを確認する。 

図 4－6及び図 4－7に漏えい試験概要図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
2-
5 
R0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図 4－6 シール材の漏えい試験の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－7 ブーツの漏えい試験の概要 

 

(b) 試験結果 

試験の結果，有意な漏えいは認められなかった。 
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4.3 津波監視設備 

(1) 津波監視カメラの設計方針 

津波監視カメラは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.3(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

津波監視カメラは，波力及び漂流物の影響を受けない，2号機排気筒及び 3号機北側防

波壁上部にカメラ本体を設置し，風及び積雪を考慮した場合においても，昼夜にわたり監

視可能な設計とする。また，カメラ本体からの映像信号を電路により廃棄物処理建物に設

置する制御盤及び中央制御室に設置する監視モニタに伝送し，中央制御室にて監視可能な

設計とする。電路については，波力や漂流物の影響を受けない箇所に設置し，電源は，津

波の影響を受けない建物に設置する非常用電源設備から給電する設計とする。 

 

(2) 取水槽水位計 

取水槽水位計は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.3(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

取水槽水位計は，地震後の繰返しの来襲を想定した経路からの津波に対し，余震及び積

雪を考慮した場合においても，取水槽の想定される津波高さ EL 10.6mに余裕を考慮した

高さ EL 11.3mに耐えうる設計とするとともに漂流物の影響を受けにくい取水槽に設置す

る。 

取水槽水位計は，朔望平均潮位を考慮した取水槽の上昇側及び下降側の水位変動 EL-

6.5mから EL 10.6mの水位を圧力式の検出器を用いて正確な測定が可能な設計とする。 

また，検出器で測定した水位の信号を電路により中央制御室に伝送し，中央制御室にて

監視可能な設計とする。 

電路については，波力や漂流物の影響を受けない箇所に設置し，電源は津波の影響を受

けない建物に設置する非常用電源設備から給電する設計とする。 
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Ⅵ-1-1-3-3 竜巻への配慮に関する説明書 

 

 



 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
3-
3 
R0
E 

竜巻への配慮に関する説明書は，以下の資料により構成されている。 

 

Ⅵ-1-1-3-3-1 竜巻への配慮に関する基本方針 

 

Ⅵ-1-1-3-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定 

 

Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 
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1. 概要  

本資料は，発電用原子炉施設の竜巻防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第7条及びその「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明し，

技術基準規則第54条及びその解釈に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故等対

処設備への配慮についても説明するものである。 

  

2. 竜巻防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

外部事象防護対象施設が，設計竜巻によりその安全機能が損なわれないよう，設計時にそれ

ぞれの施設の設置状況等を考慮して，竜巻より防護すべき施設に対する設計竜巻からの影響を

評価し，外部事象防護対象施設が安全機能を損なうおそれがある場合は，影響に応じた防護対

策を講じる設計とする。重大事故等対処設備は設計基準事故対処設備等の安全機能と同時に重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないように，Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事

故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」の位置的分散を考慮した

設計とする。 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「3.1.1(2） 風（台風）」を踏まえ，風（台風）に対する設計についても，竜巻に対する設計

で確認する。確認結果については，本資料で示し，包絡関係を確認する。 

 

2.1.1 竜巻より防護すべき施設 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「2.3 

外部からの衝撃より防護すべき施設」に従い，竜巻より防護すべき施設は，外部事象防護対

象施設及び重大事故等対処設備とする。 

 

2.1.2 設計竜巻及び設計飛来物の設定 

設計竜巻及び設計飛来物の設定について，以下に示す。 

(1) 設計竜巻 

設計竜巻の最大風速は92m/sと設定する。設計竜巻の最大風速92m/sに対して，風（台風）

の風速は30m/sであるため，風（台風）の設計は竜巻の設計に包絡される。 

具体的な設計方針を，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」に示す。 

 

   (2) 設計飛来物 

設置（変更）許可を受けたとおり，固縛等の運用，管理を考慮して，飛来した場合に運

動エネルギ及び貫通力が最も大きくなる鋼製材（長さ4.2m×幅0.3m×奥行0.2m，質量135kg，

飛来時の水平速度51m/s，飛来時の鉛直速度34m/s）を設計飛来物として設定する。また，

評価対象物の設置状況及びその他環境状況に応じて，砂利についても，設計飛来物として

設定する。 
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なお，飛来した場合の運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物である鋼製材よりも大きな

重大事故等対処設備，発電所敷地の屋外に保管する資機材や車両（以下「資機材等」とい

う。）については，その保管場所，設置場所等を考慮し，外部事象防護対象施設及び竜巻

防護対策設備に衝突し，外部事象防護対象施設の機能に影響を及ぼす可能性がある場合に

は，固縛，固定又は外部事象防護対象施設及び竜巻防護対策設備からの離隔，撤去並びに

車両の構内管理及び退避を実施することを保安規定に定め，運用を行う。 

固縛対象物の選定に当たっては，Ⅵ-1-1-3-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対

象物の選定」に従った方針を保安規定に示す。 

 

2.1.3 竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計方針 

「2.1.1 竜巻より防護すべき施設」にて設定した施設について，「2.1.2 設計竜巻及

び設計飛来物の設定」にて設定した設計竜巻による荷重（設計竜巻の風圧力による荷重，

気圧差による荷重及び設計飛来物による衝撃荷重を組み合わせた荷重）（以下「設計竜巻

荷重」という。）及びその他考慮すべき荷重に対する竜巻防護設計を実施する。竜巻より

防護すべき施設に対し，それぞれの設置状況等を踏まえ，設計竜巻荷重に対する影響評価

を実施し，影響評価の結果を踏まえて，竜巻の影響について評価を行う施設（以下「竜巻

の影響を考慮する施設」という。）を選定する。竜巻の影響を考慮する具体的な施設につ

いては，Ⅵ-1-1-3-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に示し，選定

したそれぞれの施設に対する詳細設計について，Ⅵ-1-1-3-3-3「竜巻防護に関する施設の

設計方針」に示す。 

 

(1) 設計方針 

a. 外部事象防護対象施設 

外部事象防護対象施設は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対して，その施

設に要求される機能を保持する設計とする。外部事象防護対象施設における配置，施設

の構造等を考慮した設計方針を以下に示す。 

     (a) 屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。） 

屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。）は，設計竜巻荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，竜巻時及び竜巻通過後において，安全機能を損なわないよう，施

設に要求される機能を保持する設計とする。なお，このとき外部事象防護対象施設が

安全機能を損なうおそれがある場合は，防護措置として竜巻防護対策設備を設置する

等の防護対策を講じる設計とする。 

 

 (b) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等） 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設は，竜巻時及び竜巻通過後において，設計

竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，内包する竜巻より防護すべき施設の安全

機能を損なわないよう，設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止

可能な設計とする。 
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(c) 屋内の外部事象防護対象施設

イ. 屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，

竜巻時及び竜巻通過後において，安全機能を損なわないよう，建物等の竜巻より防

護すべき施設を内包する施設により防護する設計とする。 

ロ. 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜巻の気圧差による荷

重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜巻時及び竜巻通過後において，安全機能を

損なわないよう，施設に要求される機能を保持する設計とする。 

ハ. 建物等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設は，設計

竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜巻時及び竜巻通過後において，安全

機能を損なわないよう，施設に要求される機能を保持する設計とする。設計竜巻荷

重及びその他考慮すべき荷重により安全機能を損なうおそれがある場合には，防護

措置として竜巻防護対策設備を設置する等の防護対策を講じる設計とする。 

b. 重大事故等対処設備

(a) 屋外の重大事故等対処設備

屋外の重大事故等対処設備は，Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」に基づき，竜巻時及び竜巻通過後に

おいて，設計竜巻の風圧力による荷重に対し，重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわないよう，位置的分散を考慮した設置又は保管とともに，浮き上がり又は

横滑りによって設計基準事故対処設備等や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備

に衝突する可能性がある設備に対し，飛散させないよう固縛等の措置をとることによ

り，設計基準事故対処設備等や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備が同時に損

傷しない設計とする。 

(b) 屋内の重大事故等対処設備

屋内の重大事故等対処設備は，Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」に基づき，竜巻時及び竜巻通過後に

おいて，設計竜巻の風圧力による荷重に対し，設計基準事故対処設備等の安全機能と

同時に重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，竜巻より防護すべ

き施設を内包する施設により防護する設計とする。 

c. 竜巻防護対策設備

竜巻防護対策設備として，竜巻防護ネット（防護ネット（硬鋼線材：線径φ4mm，網目

寸法40mm）及び鋼製枠により構成する。），竜巻防護鋼板（炭素鋼：板厚20mm 以上，特

殊鋼板:板厚 ），架構及び鋼製扉（炭素鋼：板厚24mm以上）を設置し，竜巻時及

び竜巻通過後において，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，内包する外部
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事象防護対象施設が安全機能を損なわないよう，設計飛来物が外部事象防護対象施設に

衝突することを防止可能な設計とする。 

また，竜巻防護対策設備は，その他考えられる自然現象（地震等）に対して，外部事

象防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。 

 

d. 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設は，竜巻時及び竜巻通過後において，設計竜巻荷重及びその他

考慮すべき荷重に対し，機械的及び機能的な波及的影響により外部事象防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

機械的な波及的影響としては，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，外部

事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設や重大事故等対処設備，資機

材等の倒壊，損傷，飛散等により外部事象防護対象施設に与える影響を考慮する。 

機能的な波及的影響としては設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，外部事

象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の損傷等による外部事象防護対

象施設に与える影響を考慮する。 

 

f. 竜巻随伴事象を考慮する施設 

外部事象防護対象施設は，竜巻による随伴事象として過去の竜巻被害の状況及び発電

所における施設の配置から想定される屋外の燃料タンク等の火災，屋外タンク等からの

溢水及び設計竜巻又は設計竜巻と同時に発生する雷の影響による外部電源喪失によって，

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。竜巻随伴による火災に対し

ては，火災による損傷の防止における想定に包絡される又は火災を起こさない設計とす

る。なお，竜巻随伴による溢水に対しては，溢水による損傷の防止における溢水量の想

定に包絡される又は溢水を起こさない設計とする。さらに，竜巻随伴による外部電源喪

失に対しては，外部電源喪失を生じない又は代替設備による電源供給が可能な設計とす

る。 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

竜巻の影響を考慮する施設の竜巻防護設計における構造強度評価は，以下に示す設計竜

巻荷重とそれ以外の荷重の組合せを適切に考慮して，施設の構造強度評価を実施し，その

結果がそれぞれ定める許容限界内にあることを確認する。設計竜巻荷重の算出については，

Ⅵ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である自重，水頭圧及び上載荷重

を考慮する。 

 

(b) 設計竜巻荷重 
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設計竜巻荷重としては，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来

物による衝撃荷重を考慮する。飛来物による衝撃荷重としては，設計飛来物が衝突す

る場合の荷重を設定することを基本とする。これらの荷重は短期荷重とする。 

 

(c) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，配管等にかかる内圧やポンプのスラスト荷

重等の運転時荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 竜巻の影響を考慮する施設の設計における荷重の組合せとしては，常時作用する荷

重，設計竜巻荷重及び運転時の状態で作用する荷重を適切に考慮する。 

 

(b) 設計竜巻荷重については，対象とする施設の設置場所及びその他の環境条件によっ

て設定する。 

 

(c) 設計飛来物による衝突の設定においては，評価に応じて影響の大きくなる向きで衝

突するように設定する。さらに，衝突断面積についても，影響が大きくなるような形

状として設定する。 

 

(d) 常時作用する荷重及び運転時の状態で作用する荷重については，組み合わせること

で設計竜巻荷重の抗力となる場合には，保守的に組み合わせないことを基本とする。 

 

c. 許容限界 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の許容限界は「原子力発電所の竜巻影

響評価ガイド」（制定平成25年6月19日原規技発第１３０６１９１１号原子力規制委員会）

を参照し，設計竜巻荷重と地震荷重との類似性，規格等への適用性を踏まえ，「原子力発

電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会），「原子力発電所耐

震設計技術指針 重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１-補1984」（（社）日本電気協

会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１-1991追補版」（（社）日本電

気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）等の安全上適切と認められる規格及び基

準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いて，以下のことを確認する。 

(a) 外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備のうち外部事象防護対象施設（建物

等を除く。）と同一設備 

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備のうち外部事象防護対象施設（建物

等を除く。）と同一設備の許容限界は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，

構成する主要構造部材が，おおむね弾性状態に留まることとする。 

 

(b)  竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等） 
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竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等）については，設計竜巻荷重及び

その他考慮すべき荷重に対して，主要な構造部材が終局状態に至るようなひずみ又は

荷重が生じないこととする。また，竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等）

の外殻を構成する部材が，評価式に基づく貫通を生じない最小必要厚さ以上とするこ

と，及び内包する外部事象防護対象施設が波及的影響を受けないよう，竜巻より防護

すべき施設を内包する施設（建物等）の外殻を構成する部材が裏面剥離を生じない最

小必要厚さ以上とすることとし，主要な構造部材が終局状態に至るようなひずみ又は

荷重が生じないこととする。 

 

(c) 屋外の重大事故等対処設備に取り付ける固縛装置 

屋外の重大事故等対処設備に取り付ける固縛装置の許容限界は，設計竜巻の風圧力

による荷重に対し，固縛状態を保持するために，固縛装置の構成部材である連結材は

破断が生じないよう十分な強度を有していること，固定材は塑性ひずみが生じる場合

であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有するこ

ととする。 

 

(d) 竜巻防護対策設備 

竜巻防護対策設備のうち竜巻防護ネットは，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛

来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，主要な構造部材の破断が生じ

ないよう，破断荷重に対して十分な余裕を持った強度を有し，たわみを生じても，設

計飛来物が外部事象防護対象施設と衝突しないよう外部事象防護対象施設との離隔を

確保できることとする。 

竜巻防護対策設備のうち，竜巻防護鋼板は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，設計飛来物が外部事象防護対象施設へ衝突することを防止するために，設

計飛来物が竜巻防護鋼板を貫通せず，外部事象防護対象施設に波及的影響を与えない

ものとする。 

竜巻防護ネット及び竜巻防護鋼板の支持構造物である架構は，設計竜巻荷重及びそ

の他考慮すべき荷重が竜巻防護ネット及び竜巻防護鋼板に作用する場合に，主要な構

造部材に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断

延性限界に十分な余裕を有し，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないよう竜

巻防護ネット等を支持出来るようにする。また，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき

荷重が主要な構造部材に直接作用した際にも，主要な構成部材は貫通せず又構成部材

の損傷に伴う架構の崩壊に至らず，外部事象防護対象施設に波及的影響を与えないも

のとする。 

竜巻防護対策設備のうち鋼製扉は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，

扉の外殻を構成する部材が貫通を生じない最小必要厚さ以上とし，外部事象防護対象

施設が波及的影響を受けないよう，主要な構造部材が終局状態に至るような荷重及び

ひずみが生じないこととする。 
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(e) 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設は，倒壊，損傷等が

生じる場合においても，機械的影響により外部事象防護対象施設の必要な機能を損な

わないよう，十分な離隔を確保するか又は終局状態に至ることがないよう構造強度を

保持することとする。また，施設を構成する主要な構造部材に塑性ひずみが生じる場

合であっても，その量が微少なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，

外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないようにする。また，機能的影響により

外部事象防護対象施設の必要な機能を損なわないよう，機能喪失に至る可能性のある

変形を生じないこととする。 

 

2.2 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・建築基準法及び同施行令 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成 2 年 8 月 30 日

原子力安全委員会）」 

・「原子力発電耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１－補 1984」（社）

日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991追補版」（社）日本電気協会 

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（社）日本機

械学会 

・ＩＳＥＳ７６０７-３「軽水炉構造機器の衝撃苛重に関する調査 その３ ミサイルの衝突

による構造壁の損傷に関する評価式の比較検討」（高温構造安全技術研究組合） 

・「タービンミサイル評価について」（昭和 52 年 7 月 20 日原子炉安全専門審査会） 

・U.S.Nuclear Regulatory Commission:REGULATORY GUIDE 1.76,DESIGN-BASIS TORNADO AND 

TORNADO MISSILES FOR NUCLEAR POWER PLANTS,Revision1,March 2007 

・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs(Nuclear 

Energy Institute 2011 Rev8 (NEI07-13)) 

・「コンクリート標準示方書 設計編」（社）土木学会（2007改定) 

・「建築物荷重指針・同解説」（社）日本建築学会（2004改定) 

・「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」（社） 日本建築学会（2005改定) 

・「各種合成構造設計指針・同解説」（社）日本建築学会（2010改定)
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・「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」（社）日本建築学会（2010改定) 

・「鋼構造塑性設計指針」（社）日本建築学会（2010改定) 

・「鋼構造接合部設計指針」（社）日本建築学会（2012改定) 

・「小規模吊橋指針・同解説」（日本道路協会 平成 20 年 8 月） 

・日本産業規格（ＪＩＳ) 

・「高力ボルト接合設計施工ガイドブック」（社）日本建築学会（2011改定) 

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和 55年通商産業省告示第５０１号，

最終改正平成 15 年 7月 29日経済産業省告示第２７７号）に関する内容については，「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版を含む））〈第 I編軽水炉規格〉ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（日本機械学会）に従うものとする。
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Ⅵ-1-1-3-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定 
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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」に基づき，竜巻の影響を考慮する

施設及び竜巻防護のための固縛対象物の選定について説明するものである。 

 

2. 選定の基本方針 

竜巻の影響を考慮する施設の選定及び竜巻防護のための固縛対象物の選定の基本方針について

説明する。 

 

2.1 竜巻の影響を考慮する施設の選定の基本方針 

竜巻の影響を考慮する施設は，その設置場所，構造等を考慮して選定する。 

屋外に設置している外部事象防護対象施設（建物等を除く。），重大事故等対処設備及び防護

措置として設置する竜巻防護対策設備は，竜巻による荷重が作用するおそれがあるため，竜巻

の影響を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備は，建物等にて防護され

ていることから，屋内の外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備の代わりにこれらを内

包する施設を竜巻の影響を考慮する施設として選定する。ただし，外気と繋がっている屋内の

外部事象防護対象施設及び建物等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象

施設については，竜巻の影響を考慮する施設として選定する。 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設として，発電所構内の施設の

うち，機械的影響を及ぼす可能性がある施設及び機能的影響を及ぼす可能性がある施設を抽出

し，竜巻の影響を考慮する施設として選定する。 

また，竜巻随伴事象として想定される火災，溢水，外部電源喪失を考慮し，竜巻の影響を考

慮する施設として選定する。 

 

2.2 竜巻防護のための固縛対象物の選定の基本方針 

外部事象防護対象施設に対して竜巻による飛来物の影響を防止する観点から，竜巻による飛

来物として想定すべき資機材等を調査し，設計竜巻により飛来物となり外部事象防護対象施設

に波及的影響を及ぼす可能性があるものを固縛，固定，外部事象防護対象施設からの離隔及び

頑健な建物内に収納又は撤去する。 

屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻の風圧力による荷重に対して，位置的分散を考慮し

た設置又は保管により，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計に加え，浮

き上がり又は横滑りによって設計基準事故対処設備等や同じ機能を有する他の重大事故等対

処設備に衝突し，損傷させることのない設計とすること，また，外部事象防護対象施設に対し

て波及的影響を及ぼさない設計とすることから，屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻の風

圧力に対し，竜巻時及び竜巻通過後において，外部事象防護対象施設や同じ機能を有する他の

重大事故等対処設備に衝突し，損傷させる可能性のあるものについて固縛等を実施する。 
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3. 竜巻の影響を考慮する施設の選定 

選定の基本方針を踏まえ，以下のとおり竜巻の影響を考慮する施設を選定する。 

3.1 外部事象防護対象施設 

竜巻から防護すべき施設のうち外部事象防護対象施設を以下のとおり選定する。 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。） 

外部事象防護対象施設（建物等を除く。）のうち，屋外に設置している施設を竜巻の影響

を考慮する施設として以下の施設を選定する。 

・原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

・原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

・排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

・配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ並びに非常

用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り） 

・非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

・排気筒モニタ 

 

(2) 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等） 

屋内に設置している竜巻より防護すべき施設は，建物等にて防護されることから，竜巻

より防護すべき施設の代わりに竜巻より防護すべき施設を内包する施設を竜巻の影響を考

慮する施設として選定する。 

・原子炉建物（原子炉圧力容器他を内包する建物） 

・タービン建物（主蒸気系配管他を内包する建物） 

・廃棄物処理建物（中央制御室非常用再循環送風機他を内包する建物） 

・制御室建物（中央制御室他を内包する建物） 

・排気筒モニタ室（排気筒モニタを内包する建物） 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク室（非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料貯蔵タン

ク他を内包する施設） 

・Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽（非常用ディーゼル発電設備Ｂ－ディーゼル燃料

貯蔵タンク他を内包する施設） 

 

(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，外気と繋がる外部事象防護対象施設

については，竜巻の気圧差による荷重が作用するおそれがあるため，竜巻の影響を考慮す

る施設として，以下の施設を選定する。 

・換気空調設備（原子炉棟空調換気系，中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換

気系の外気と繋がるダクト・送風機・処理装置及び外気との境界になるダンパ・隔離弁） 

・非常用ガス処理系配管及び弁 
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(4) 建物等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，建物等による飛来物防護が期待でき

ない外部事象防護対象施設については，設計竜巻による荷重が作用するおそれがあるため，

竜巻の影響を考慮する施設として以下のとおり選定する。なお，建物等による防護が期待

できない外部事象防護対象施設は，損傷する可能性がある屋内の外部事象防護対象施設及

び損傷する可能性のある開口部付近の外部事象防護対象施設を竜巻の影響を考慮する施設

とする。 

a. 損傷する可能性がある屋内の外部事象防護対象施設 

原子炉建物は，竜巻による気圧低下により，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ルが開放され，外壁開口部が発生し，設計竜巻荷重が建物内の外部事象防護対象施設に

作用する可能性があるため，以下の施設を選定する。 

・使用済燃料貯蔵ラック，燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，燃料取替機，原

子炉建物天井クレーン，燃料集合体 

 

b. 損傷する可能性がある開口部付近の外部事象防護対象施設 

原子炉建物，廃棄物処理建物の建物開口部及び扉が飛来物の衝突により損傷し，飛来

物が建物内の外部事象防護対象施設に衝突する可能性があるため，以下の施設を選定す

る。 

・原子炉補機冷却水ポンプ 

・原子炉補機冷却系配管及び弁 

・原子炉補機冷却系熱交換器 

・ＨＰＣＳ電気室送風機 

・非常用ＤＧ室送風機 

・ＨＰＣＳＤＧ室送風機 

・中央制御室非常用再循環処理装置 

・中央制御室非常用再循環送風機 

外部事象防護対象施設のうち竜巻の影響を考慮する施設の選定フローを図 3－1 に

示す。 

 

3.2 重大事故等対処設備 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備は，竜巻の影響を受けることから，全ての

重大事故等対処設備を竜巻の影響を考慮する施設として選定する。屋外に設置する具体的な重

大事故等対処設備については，Ⅵ-1-1-3-別添 1「屋外に設置されている重大事故等対処設備の

抽出」に示す。また，設計竜巻の風圧力による荷重に対し，固縛対象の選定の考え方について

は，「4.2 屋外の重大事故等対処設備」に示す。 
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3.3 竜巻防護対策設備 

外部事象防護対象施設の損傷防止のために防護措置として設置する設備を，竜巻の影響を考

慮する施設として選定する。 

・取水槽海水ポンプエリア竜巻防護対策設備（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板及び架構） 

・取水槽循環水ポンプエリア竜巻防護対策設備（竜巻防護鋼板及び架構） 

・燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備（竜巻防護鋼板及び架構） 

・建物開口部竜巻防護対策設備（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板，架構及び鋼製扉） 

 

3.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設の機能に，機械的影響及び機能的影響の観点から，波及的影響を及ぼ

す可能性がある施設を抽出する。 

(1) 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設に機械的影響を及ぼす可能性がある施設として，外部事象防護対

象施設を内包する施設に隣接し，外部事象防護対象施設を内包する施設との接触により，

外部事象防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある外部事象防護対象施設を内包しない施

設及び倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設を竜巻の影響を

考慮する施設として抽出する。 

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設としては，施設高さ

が低い施設は倒壊しても外部事象防護対象施設に影響を与えないため，当該施設の高さと，

外部事象防護対象施設までの最短距離を比較することにより選定する。 

また，竜巻の風圧力により飛来物となる可能性がある屋外の重大事故等対処設備，資機

材等のその他の施設についても機械的影響を及ぼす可能性がある施設として選定する。 

 

a. 外部事象防護対象施設を内包する施設に隣接し外部事象防護対象施設を内包する施設

との接触により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設に隣接し，外部事象防護対象施設を内包する施設と接触する可

能性がある以下の施設を選定する。 

・1号機タービン建物（タービン建物及び制御室建物に隣接する施設） 

・1号機廃棄物処理建物（廃棄物処理建物及び制御室建物に隣接する施設） 

 

b. 倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼす可能性がある施設 

倒壊により外部事象防護対象施設に損傷を及ぼす可能性のある以下の施設を選定する。 

・1号機原子炉建物（制御室建物近傍の施設） 

・1号機排気筒（タービン建物近傍の施設） 

・復水貯蔵タンク遮へい壁（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽近傍の施設） 
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c. その他の施設 

その他，竜巻の風圧力により機械的影響を及ぼす可能性があるものとして，以下の施

設を選定する。 

・発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等 

飛来した場合に運動エネルギ又は貫通力が設計飛来物より大きく，外部事象防護対象

施設に衝突し，損傷させる可能性のある屋外の重大事故等対処設備，資機材等について，

固縛等の飛来物発生防止対策を実施する。また，屋外の重大事故等対処設備は，設計基

準事故対処設備等及び同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝突し，損傷させる

可能性のあるものについても，固縛等の飛来物発生防止対策を実施する。 

具体的な固縛対象物については，「4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定」に示す。 

 

(2) 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設のうち，機能的影響を及

ぼす可能性がある施設として，外部事象防護対象施設の屋外の付属設備を竜巻の影響を考

慮する施設として選定する。 

a. 外部事象防護対象施設の屋外の付属設備 

外気と繋がっており，竜巻の風圧力及び気圧差による影響を受ける可能性があり外部

事象防護対象施設の付属配管である以下の施設を選定する。 

・排気消音器（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設） 

・排気管及びベント管（非常用ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク及びディーゼル

潤滑油サンプタンクの付属設備） 

外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の選定フローを図

3-2に示す。 

 

3.5 竜巻随伴事象を考慮する施設 

火災を考慮する施設として油を内包する屋外の燃料タンク等を，溢水を考慮する施設として

屋外タンク等を選定し，外部電源喪失事象を考慮する施設として送電線を選定する。 

・屋外の燃料タンク等（火災） 

・屋外タンク等（溢水） 

・送電線（外部電源喪失） 
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図 3－1 外部事象防護対象施設のうち竜巻の影響を考慮する施設の選定フロー 
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図 3－2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設の選定フロー 
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4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定 

発電所敷地の屋外に保管する資機材及び屋外の重大事故等対処設備のうち，固縛等を実施する

ものの選定について説明する。 

4.1 発電所敷地の屋外に保管する資機材等 

4.1.1 発電所における飛来物の調査 

島根原子力発電所構内において，竜巻防護の観点から想定すべき飛来物を選定するため

に現地調査を行い，その結果を基に想定すべき飛来物となりうる資機材等を抽出した。 

調査範囲は発電所構内の建物・構築物の外回り，建物屋上，構内道路，駐車場及び資機

材等が保管可能な空き地を調査した。図 4－1に発電所における現地調査範囲を示す。 

また，調査結果について表 4－1に示す。 

 

4.1.2 固縛対象物の選定 

飛来物の調査により抽出した飛来物となり得る資機材等について，資機材等の寸法，質量

及び形状より空力パラメータ（ＣＤＡ/ｍ）を次式により算出する。 

 

Ａ：代表面積（m2） 

ｃ：係数（＝1/3） 

ＣＤ：抗力係数（－） 

ｍ：質量（kg） 

出典：東京工芸大学“平成 21～22 年度原子力安全基盤調査研究（平成 22 年度）竜巻によ

る原子力施設への影響に関する調査研究”，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報

告書，平成 23年 2月 

 

代表面積Ａ(m2)は，想定すべき飛来物の形状に応じて直方体又は円柱に置換した各面の面

積を表し，資機材等の形状に応じて適切に選定する。また，抗力係数ＣＤは，想定すべき飛

来物の形状に応じた係数として，表 4－2及び図 4－2に示すＣＤ1～ＣＤ3を用いる。 

算出した空力パラメータを用いて，竜巻による風速場の中での飛来物の軌跡を解析する解

析コードの「ＴＯＮＢＯＳ」により，飛来物の速度，飛散距離及び飛散高さを算出する。 

また，飛来物の運動エネルギ（＝1/2・ｍ・Ｖ2）は飛来物の質量と解析コード「ＴＯＮＢ

ＯＳ」により算出した速度から求める。 

さらに，飛来物の貫通力として，飛来物の衝突による貫通が発生する時の部材厚（以下「貫

通限界厚さ」という。）を算出する。貫通限界厚さは，コンクリートに対して米国 NRCの基準

類に算出式として記載されている修正 NDRC式（①）及び Degen 式（②），鋼板に対して「タ

ービンミサイル評価について（昭和 52 年 7月 20日 原子炉安全専門審査会）」の中で貫通厚

さの算出式に使用されている BRL式から求める。 
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＜修正 NDRC 式及び Degen式＞ 
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ｔｐ ：貫通限界厚さ（cm） 

Ｘｃ ：貫入深さ（cm） 

Ｆｃ ：コンクリートの設計基準強度(固縛対象物の選定では 240kgf/cm2とする。) 

ｄ ：飛来物の直径（cm） 

（飛来物の衝突面の外形の最小投影面積に等しい円の直径） 

Ｍ ：飛来物の質量（kg） 

Ｖ ：飛来物の最大水平速度（m/s） 

Ｎ ：飛来物の先端形状係数(＝1.14) 

（保守的な評価となる，非常に鋭い場合の数値を使用） 

αｃ ：飛来物の低減係数(＝1.0) 

αｐ ：飛来物の低減係数(＝1.0) 

 

＜BRL 式＞ 

 

Ｔ：貫通限界厚さ（m） 

ｄ：飛来物が衝突する衝突断面の等価直径（m） 

（最も投影面積が小さくなる衝突断面の等価直径） 

Ｋ：鋼板の材質に関する係数(＝1.0) 

ｍ：飛来物の質量（kg） 

ｖ：飛来物の飛来速度（m/s） 

 

 

 

① 

② 
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固縛対象物の選定は，設計飛来物の及ぼす影響に包含されているか否かについての観点に

より，以下の項目を満たすものを抽出する。 

［固縛対象物（設計飛来物の及ぼす影響に包含されないもの）の選定］ 

・運動エネルギが設計飛来物に設定している鋼製材の 176 kJ（水平方向）又は 79kJ（鉛

直方向） より大きいもの。 

・コンクリートに対する貫通力（貫通限界厚さ）が設計飛来物に設定している鋼製材の

27cm（水平方向）又は 19cm（鉛直方向）より大きいもの。 

・鋼板に対する貫通力（貫通限界厚さ）が設計飛来物に設定している鋼製材の 34 mm（水

平方向）又は 20mm（鉛直方向）より大きいもの。 

設計飛来物の及ぼす影響に包含されない資機材等のうち，外部事象防護対象施設及び竜巻

防護対策設備までの距離及び障害物の有無を考慮し，離隔（退避含む）の対策を講じること

ができない資機材等は外部事象防護対象施設及び竜巻防護対策設備に波及的影響を及ぼす可

能性があることから固定又は固縛を実施する。 

なお，評価に用いた解析コード「ＴＯＮＢＯＳ」の検証及び妥当性確認等の概要について

は，別紙 l「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

固縛対象物の選定フローを図 4－3に示す。 

 

4.2 屋外の重大事故等対処設備 

屋外の重大事故等対処設備のうち，固縛等を必要とする重大事故等対処設備（以下「固縛対

象設備」という。）は，設計竜巻により飛散し，外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性を

考慮して選定する。また，外部事象防護対象施設や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備

に衝突し，損傷させる可能性を考慮して固縛等の必要性を確認する。 

資機材等に対する固縛等の要否確認と同様に，解析コードの「ＴＯＮＢＯＳ」により，屋外

の重大事故等対処設備が飛散した時の速度，飛散距離及び飛散高さを算出する。算出された速

度などから設計飛来物の及ぼす影響への包含性を確認する。設計飛来物に包含されない重大事

故等対処設備のうち，外部事象防護対象施設及び竜巻防護対策設備までの距離及び障害物の有

無を考慮し，離隔（退避含む）の対策を講じることができない重大事故等対処設備は外部事象

防護対象施設に影響を及ぼす可能性があることから固縛等を実施する。 

また，外部事象防護対象設備や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備までの距離及び障

害物の有無を考慮し，離隔（退避含む）の対策を講じることができない場合は損傷させる可能

性があることから固縛等を実施する。 

固縛対象設備を表 4－3に示す。 
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図 4－1 発電所における現地調査範囲 

 

 

表 4－1 発電所における竜巻防護の観点から想定すべき主な飛来物の一覧表 
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表 4－2 飛来物の抗力係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4－2 飛来物形状と受圧面積，抗力係数の関係
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図 4－3 固縛対象物の選定フロー 

 

表 4－3 屋外の重大事故等対処設備のうち固縛等を必要とする固縛対象設備一覧 

固縛対象設備 設備区分 

タンクローリー 車両型 

高圧発電機車 車両型 

大量送水車 車両型 
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Ⅵ-1-1-3-3-3 竜巻防護に関する施設の設計方針 
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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」及びⅥ-1-1-3-3-2「竜巻の影響を

考慮する施設及び固縛対象物の選定」に基づき，竜巻防護に関する施設の施設分類，要求機能及

び性能目標を明確にし，各施設分類の機能設計及び構造強度設計に関する設計方針について説明

するものである。 

 

2. 設計の基本方針 

発電所に影響を与える可能性がある竜巻の発生により，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する

基本方針」にて設定している竜巻より防護すべき施設が，その安全機能又は重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なうおそれがないようにするため，竜巻の影響を考慮する施設の設計を

行う。竜巻の影響を考慮する施設は，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」にて設定

している設計竜巻に対して，その機能が保持できる設計とする。 

竜巻の影響を考慮する施設の設計に当たっては，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方

針」にて設定している竜巻防護設計の目的及びⅥ-1-1-3-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固

縛対象物の選定」にて選定している施設の分類を踏まえて，施設分類ごとの要求機能を整理する

とともに，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を定める。 

竜巻の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の

設計方針を示す。 

竜巻の影響を考慮する施設の設計フローを図 2-1に示す。 

竜巻の影響を考慮する施設が構造強度設計上の性能目標を達成するための施設ごとの構造強度

の設計方針等については，Ⅵ-3-別添 1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算書」に示すことと

し，竜巻防護ネット等の竜巻防護対策設備を除く竜巻の影響を考慮する施設の強度計算の方針を

Ⅵ-3-別添 1-1 「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に，竜巻防護対策設備の強度計

算の方針をⅥ-3-別添 1-2 「竜巻防護対策設備の強度計算の方針」に示す。また，屋外の重大事

故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針をⅥ-3-別添 1-3「固縛装置の強度計算の方針」に示す。 

なお，竜巻防護対策設備のうち，鋼製扉は，竜巻により防護すべき施設を内包する施設（建物

等）を構成する建具であることから，扉の強度計算の方針は原子炉建物の一部として，Ⅵ-3-別添

1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

また，竜巻防護措置として設置する竜巻防護対策設備については，外部事象防護対象施設への

地震による波及的影響を防止する設計としている。耐震計算の方針，方法及び結果については，

Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」に示す。 
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図 2－1 施設の設計フロー 

注：フロー中の番号は本資料での記載箇所の章を示す。 

注記＊：Ⅵ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

 

3. 要求機能及び性能目標 

竜巻防護対策を実施する目的として，Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」におい

て，発電所に影響を与える可能性がある竜巻の発生に伴い，外部事象防護対象施設の安全機能を

損なうおそれがないこと及び重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないこととしている。また，施設の分類については，Ⅵ-1-1-3-3-2「竜巻の影

響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」において，外部事象防護対象施設，重大事故等対処設

備，竜巻防護対策設備，外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設及び竜巻

随伴事象を考慮する施設に分類している。これらを踏まえ，施設分類ごとの要求機能を整理する

とともに，施設分類ごとの要求機能を踏まえた施設ごとの機能設計上の性能目標及び構造強度設

計上の性能目標を設定する。 

 

3.1 外部事象防護対象施設 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。） 

a. 施設 

(a) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

(b) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

(c) 配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ並びに非

常用ディーゼル発電設備Ａ―非常用ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り） 

(d) 非常用ディーゼル発電設備Ａ―非常用ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

(e) 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

(f) 排気筒モニタ 

3. 要求機能及び性能目標 

4. 機能設計 構造強度設計＊ 

Ⅵ-1-1-3-3-2 

「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」 



 

3 

S2
 補

 Ⅵ
-
1-
1
-3
-3
-3
 R
0 

b. 要求機能 

屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。）は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設

計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，施設の安全機能を損なわな

いことが要求される。 

 

c. 性能目標 

屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。）のうち，設計飛来物に対して，構造強

度により安全機能を保持できない原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプ，原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ，配管及

び弁並びに非常用ディーゼル発電設備Ａ―非常用ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，設計飛来物を外部事象

防護対象施設に衝突させないことを目的として竜巻防護対策設備である竜巻防護ネット，

竜巻防護鋼板及び架構を設置する。 

なお，非常用ディーゼル発電設備Ａ―非常用ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，竜巻防護対策設備を設置

することにより，設計飛来物（鋼製材）の衝突に加え設計竜巻の風圧力について防護さ

れ，また，鋼製のカバーを設置することにより，竜巻防護鋼板（穴あき）を通過する飛

来物の衝突についても防護されることから，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突は

考慮せず，設計竜巻の気圧差による荷重を考慮する。また，配管及び弁（非常用ディー

ゼル発電設備Ａ―非常用ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り）は，竜巻防護対策設備を設置することにより，

設計飛来物（鋼製材）の衝突に加え設計竜巻の風圧力から防護されることから，設計竜

巻の風圧力及び設計飛来物（鋼製材）の衝突は考慮せず，設計竜巻の気圧差による荷重

及び竜巻防護鋼板（穴あき）を通過する飛来物の衝突を考慮する。 

竜巻防護対策設備については，「3.3 竜巻防護対策設備」に記載する。 

 

(a) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

竜巻防護対策設備により防護されている原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプは，設計竜巻の風圧力，気圧差及び竜巻防護ネットを通過する飛来

物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，電源を確保するとともに，ポン

プの機能を保持することにより原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能

を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

竜巻防護対策設備により防護されている原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプは，設計竜巻の風圧力，気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を保持するために，

取水槽海水ポンプエリアに設けた基礎に本体をボルトで固定するとともに，ポンプの

機能保持に必要な付属品を本体にボルトで固定し，主要な構造部材が原子炉補機及び

高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を保持可能な構造強度を有する設計とすること，
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及び海水を送水するための動的機能を保持する設計とすることを構造強度設計上の性

能目標とする。 

また，竜巻防護対策設備により防護されている原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプは，竜巻防護対策設備を構成する竜巻防護ネットを通過する

飛来物による衝撃荷重に対し，海水により原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷

却する機能を保持するために，有意な変形を生じない設計とすることを構造強度設計

上の性能目標とする。 

 

(b) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

竜巻防護対策設備により防護されている原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心ス

プレイ補機海水ストレーナは，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を保持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

竜巻防護対策設備により防護されている原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心ス

プレイ補機海水ストレーナは，設計竜巻の風圧力，気圧差による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，支持脚を取水槽循環水ポンプエリアに設けた基礎にボルトで固定

し，主要な構造部材が海水中の固形物を除去する機能を保持可能な構造強度を有する

設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(c) 配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ並びに非

常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り） 

配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ周り）は，

設計竜巻の風圧力，気圧差及び竜巻防護ネットを通過する飛来物の衝突に対し，竜巻

時及び竜巻通過後においても，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能

を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ周り）は，

設計竜巻の風圧力，気圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，取水槽床面

又は壁面にサポートで支持し，主要な構造部材が原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系

補機を冷却する機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度設計上

の性能目標とする。 

配管及び弁（非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り）は，設計竜巻の気

圧差及び竜巻防護鋼板（穴あき）を通過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，非常用電源設備に燃料を供給する機能を保持することを機能設計上

の性能目標とする。 

配管及び弁（非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り）は，設計竜巻の気
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圧差による荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，燃料移送ポンプエリア及び配管ダ

クト床面又は壁面にサポートで支持し，主要な構造部材が非常用電源設備に燃料を供

給する機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度設計上の性能目

標とする。 

また，竜巻防護対策設備により防護されている配管及び弁は，竜巻防護対策設備を

構成する竜巻防護ネット等を通過する飛来物による衝撃荷重に対し，有意な変形を生

じない設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(d) 非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，電源を確保するとともに，ポンプの機能を保持すること

により非常用電源設備に燃料を供給する機能を保持することを機能設計上の性能目標

とする。 

非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，設計竜巻の気圧差による荷重に対

し，燃料移送ポンプエリアに設けた基礎に本体をボルトで固定し，主要な構造部材が

非常用電源設備に燃料を供給する機能を保持可能な構造強度を有する設計とすること

を構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(e) 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

排気筒は，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後

においても，放射性物質の放出低減機能を保持する設計とし，設計飛来物の衝突によ

る損傷に対し，閉塞することはないこと及び補修が可能な設計とすることにより，設

計基準事故時における安全機能を損なわない設計とすることを機能設計上の性能目標

とする。 

排気筒は，設計竜巻の風圧力，設計飛来物の衝突による荷重及びその他考慮すべき

荷重に対し，主要な構造部材が放射性物質の放出低減機能を保持可能な構造強度を有

することを構造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻の気圧差については，外気と通じており気圧差は発生しないことか

ら考慮しない。 

 

(f) 排気筒モニタ 

排気筒モニタは，設計竜巻に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，放射性気体

廃棄物処理施設の破損の検出機能を保持する設計としているが，竜巻を起因として放

射性廃棄物処理施設の破損が発生することはないため，安全上支障のない期間に補修

等の対応を行うことで，設計基準事故時における安全機能を損なわない設計とするこ
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とを機能設計上の性能目標とする。 

 

(2)  竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等） 

a. 施設 

(a) 原子炉建物 

(b) タービン建物 

(c) 廃棄物処理建物 

(d)  制御室建物 

(e)  排気筒モニタ室 

(f)  ディーゼル燃料貯蔵タンク室 

(g)  Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

 

b. 要求機能 

竜巻より防護すべき施設を内包する原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制

御室建物及び排気筒モニタ室並びにディーゼル燃料貯蔵タンク室及びＢ－ディーゼル燃

料貯蔵タンク格納槽は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻

時及び竜巻通過後においても，設計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを

防止し，また，竜巻より防護すべき施設に必要な機能を損なわないことが要求される。 

 

c. 性能目標 

  (a)  原子炉建物，タービン建物，廃棄物建物，制御室建物，ディーゼル燃料貯蔵タンク

室及びＢ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

原子炉建物，タービン建物，廃棄物建物，制御室建物，ディーゼル燃料貯蔵タンク

室及びＢ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計

飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，設計飛来物が竜巻より防護

すべき施設に衝突することを防止可能なものとし，竜巻より防護すべき施設として必

要な機能を損なわないよう，波及的影響を与えないものとすることを機能設計上の性

能目標とする。 

原子炉建物，タービン建物，廃棄物建物，制御室建物，ディーゼル燃料貯蔵タンク

室及びＢ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は，設計竜巻荷重及びその他考慮すべき

荷重に対し，竜巻より防護すべき施設を内包する施設の倒壊が生じない設計とし，設

計飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止するために，設計飛来物が

竜巻より防護すべき施設を内包する施設の外殻を構成する部材を貫通せず，また，竜

巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないために，竜巻より防護すべき施設を内

包する施設の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落が生じない設計とすることを，

構造強度設計上の性能目標とする。 
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(c) 排気筒モニタ室 

排気筒モニタ室は，「3.1(1)c. 性能目標」に示すとおり内包する排気筒モニタと

同様に，安全上支障のない期間に補修等の対応を行うこととして，設計基準事故時に

おける安全機能を損なわない設計とすることを機能設計上の性能目標とする。 

 

(3) 外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

a. 施設 

(a) ダンパ（換気空調設備） 

(b) 角ダクト（換気空調設備）及び丸ダクト（換気空調設備） 

(c) 隔離弁（換気空調設備） 

(d) 送風機（換気空調設備） 

(e) 処理装置（換気空調設備）  

(f) 非常用ガス処理系配管 

 

b. 要求機能 

外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び

設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，施設の安全機能を損なわ

ないことが要求される。 

 

c. 性能目標 

外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜巻の風圧力については，

建物により防護されることから考慮しない。また，設計竜巻による設計飛来物による衝

突については，外部事象防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物を外部事象

防護対象施設に衝突させないことを目的として，竜巻防護対策設備である竜巻防護ネッ

ト等を設置する。 

なお，設計竜巻による竜巻防護ネットを通過する砂利等の極小飛来物による衝突につ

いては，施設に有意な影響を及ぼす貫通は生じず，また衝突は瞬間的で衝突時間が極め

て短いため施設に有意な影響を及ぼす荷重は生じないことから考慮しない。また，砂等

の粒子状の飛来物による目詰まり及び閉塞については，外気取入口にフィルタが設置さ

れていることから施設への影響はない。 

竜巻防護対策設備については，「3.3 竜巻防護対策設備」に記載する。 

 

(a) ダンパ（換気空調設備） 

外気と繋がっている換気空調設備のダンパは，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持することを機能設計上の性能目

標とする。 

外気と繋がっている換気空調設備のダンパは，設計竜巻の気圧差による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，原子炉建物の天井面等にサポートにより固定し，開閉可
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能な機能及び閉止性の保持を考慮して主要な構造部材が構造健全性を保持する設計と

することを構造強度設計上の性能目標とする。 

 

(b) 角ダクト及び丸ダクト（換気空調設備） 

外気と繋がっている換気空調設備の角ダクト及び丸ダクトは，設計竜巻の気圧差に

対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持することを機能

設計上の性能目標とする。 

外気と繋がっている換気空調設備の角ダクト及び丸ダクトは，設計竜巻の気圧差に

よる荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，原子炉建物の天井面等にサポートで支持

し，主要な構造部材が換気空調を行う機能を保持可能な構造強度を有する設計とする

ことを構造強度設計上の性能目標とする。 

          

(c) 隔離弁（換気空調設備） 

外気と繋がっている換気空調設備の隔離弁は，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，主要な構造部材が開閉可能な機能及び閉止性を確保する機

能を保持することを機能設計上の性能目標とする。 

外気と繋がっている換気空調設備の隔離弁は，設計竜巻の気圧差による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，換気空調設備のダクトに固定し，開閉可能な機能及び閉

止性の保持を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を保持する設計とすることを構

造強度設計上の性能目標とする。 

 

(d) 送風機（換気空調設備） 

外気と繋がっている換気空調設備の送風機は，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持することを機能設計上の性能目

標とする。 

外気と繋がっている換気空調設備の送風機は，設計竜巻の気圧差による荷重及びそ

の他考慮すべき荷重に対し，原子炉建物の床面等にサポートで支持し，主要な構造部

材が必要な風量を送風する機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造

強度設計上の性能目標とする。 

 

(e) 処理装置（換気空調設備） 

外気と繋がっている換気空調設備の処理装置は，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，外気を処理する機能を保持することを機能設計上の性能

目標とする。 

外気と繋がっている換気空調設備の処理装置は，設計竜巻の気圧差による荷重及び

その他考慮すべき荷重に対し，原子炉建物の床面等にサポートで支持し，主要な構造

部材が外気を処理する機能を保持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標と

する。 
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(f) 非常用ガス処理系配管 

             外気と繋がっている屋内の非常用ガス処理系配管は，設計竜巻の気圧差に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，放射性物質の放出低減機能を保持することを機能設

計上の性能目標とする。 

             外気と繋がっている屋内の非常用ガス処理系配管は，設計竜巻の気圧差による荷重

及びその他の考慮すべき荷重に対し，配管ダクト床面又は壁面にサポートで支持し，

主要な構造部材が放射性物質の放出低減機能を保持することを構造強度上の性能目標

とする。 

     

(4) 建物等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設 

a. 施設 

(a) 原子炉補機冷却水ポンプ 

(b) 原子炉補機冷却系熱交換器 

(c) 原子炉補機冷却系配管及び弁 

(d) 燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，燃料集合体，

燃料取替機，原子炉建物天井クレーン 

(e) ＨＰＣＳ電気室送風機 

(f) 非常用ＤＧ室送風機 

(g) ＨＰＣＳＤＧ室送風機 

(h) 中央制御室非常用再循環処理装置 

(i) 中央制御室非常用再循環送風機 

 

b. 要求機能 

建物等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設は，設計竜巻

の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，施

設の安全機能を損なわないことが要求される。 

 

c. 性能目標 

原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機冷却系熱交換器，原子炉補機冷却系配管及び弁，

ＨＰＣＳ電気室送風機，非常用ＤＧ室送風機，ＨＰＣＳＤＧ室送風機，中央制御室非常

用再循環処理装置，中央制御室非常用再循環送風機，燃料プール，燃料プール冷却系配

管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック，燃料集合体，燃料取替機及び原子炉建物天井クレー

ンは，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，建物によって防護可能であるが，建物の構

造部材の一部である扉及び開口部については設計飛来物の衝突に対し，防護機能は期待

できない。これらの施設は，設計飛来物の衝突に対して構造強度により安全機能を保持

できないことから，設計飛来物を外部事象防護対象施設に衝突させないことを目的とし

て竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板，架構及び鋼製扉を設置する。 

燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラック並びに燃料集合体
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は，設計竜巻による気圧低下により，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放

され，原子炉建物の外壁に開口部が発生することにより，設計飛来物の衝突に対し，防

護機能は期待できない。燃料プール，燃料プール冷却系配管及び弁，使用済燃料貯蔵ラ

ック並びに燃料集合体は，設計飛来物の衝突に対して構造強度により安全機能を保持で

きないことから，設計飛来物を外部事象防護対象施設に衝突させないことを目的として

竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板及び架構を設置する。なお，設計竜巻の風圧力について

は構造的に風圧力の影響を受けないことから考慮せず，設計竜巻の気圧差についても，

外気と通じており気圧差は発生しないことから考慮しない。 

燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンは，設計竜巻による気圧低下により，原子炉

建物燃料取替階ブローアウトパネルが開放され，原子炉建物の外壁に開口部が発生する

ことにより，設計飛来物の衝突に対し，防護機能は期待できない。燃料取替機及び原子

炉建物天井クレーンは，設計飛来物の衝突に対して構造強度により安全機能を保持でき

ないことから，設計飛来物を外部事象防護対象施設に衝突させないことを目的として竜

巻防護ネット，竜巻防護鋼板及び架構を設置する。なお，設計竜巻の気圧差については，

外気と通じており気圧差は発生しないことから考慮しない。 

鋼製扉については，「3.1 屋外の外部事象防護対象施設」において，原子炉建物の一部

として記載する。鋼製扉以外の竜巻防護対策設備については，「3.3 竜巻防護対策設備」

に記載する。 

 

(a) 燃料取替機及び原子炉建物天井クレーン 

燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンは，設計竜巻の風圧力及び竜巻防護ネット

を通過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，燃料の落下を防

止すること及び近傍の外部事象防護対象施設に転倒による影響を及ぼさないことを機

能設計上の性能目標とする。 

 

3.2 重大事故等対処設備 

(1) 施設 

屋外に設置している重大事故等対処設備については，別添 1「屋外に設置されている重大

事故等対処設備の抽出」に示す。 

 

(2) 要求機能 

屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻の風圧力に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないこと及び設計基準事故対処設備等

や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備が同時に損傷する可能性がある場合には飛来

物とならないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻の風圧力に対し，竜巻時及び竜巻通過後において
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も，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，位置的分散を考慮した設置

又は保管とともに，外部事象防護対象施設や同じ機能を有する他の重大事故等対処設備に衝

突し，損傷する可能性がある場合には，浮き上がり又は横滑りを拘束することを機能設計上

の性能目標とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻の風圧力に対し，位置的分散を考慮した設置又は

保管とすることから，構造強度設計上の性能目標は設定しない。なお，屋外の重大事故等対

処設備の浮き上がり又は横滑りを拘束するために設置する固縛装置は，設計竜巻の風圧力に

よる荷重に対し，屋外の重大事故等対処設備が浮き上がり又は横滑りにより同じ機能を有す

る他の重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備等に衝突し，損傷することを防止する

ために保管場所又は設置場所に設置することとし，浮き上がり又は横滑りしない機能を保持

可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

具体的な位置的分散については，Ⅵ-1-1-6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」に示す。 

 

3.3 竜巻防護対策設備 

 (1) 設備 

a. 取水槽海水ポンプエリア竜巻防護対策設備 （竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板及び架構） 

b. 取水槽循環水ポンプエリア竜巻防護対策設備（竜巻防護鋼板及び架構） 

c. 燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備（竜巻防護鋼板及び架構） 

d. 建物開口部竜巻防護対策設備（竜巻防護ネット，竜巻防護鋼板及び架構） 

  

(2) 要求機能 

竜巻防護対策設備は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，外部事象防護対象施設が必要な機能を損なわないよう，外部事象

防護対象施設に設計飛来物が衝突することを防止し，また，外部事象防護対象施設に波及的

影響を与えないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

性能目標については，以下のとおり，構成要素毎に示す。 

a. 竜巻防護ネット（取水槽海水ポンプエリア，建物開口部に設置） 

竜巻防護ネットは，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通

過後においても，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護対象施設へ衝突することを防止可能

なものとし，また，外部事象防護対象施設が有する安全機能を損なわないよう，波及的影

響を与えないことを機能設計上の性能目標とする。 

竜巻防護ネットは，設計竜巻の風圧力による荷重による荷重，設計飛来物の衝撃荷重及

びその他考慮すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護対象施設へ衝突する

ことを防止するために，主要な部材が破断せず，たわみを生じても，設計飛来物の鋼製材

が外部事象防護対象施設と衝突しないよう捕捉できる設計とすることを構造強度設計上の
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性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重については，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

b. 竜巻防護鋼板（取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア，燃料移送ポンプ

エリア及び建物開口部に設置） 

竜巻防護鋼板は，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護対象施設に衝突することを防止可能な

ものとし，また，外部事象防護対象施設が有する安全機能を損なわないよう，波及的影響

を与えないものとすることを機能設計上の性能目標とする。 

竜巻防護鋼板は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物の衝撃荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護対象施設に衝突することを防止す

るために，設計飛来物が竜巻防護鋼板を構成する主要な構造部材を貫通せず，また，外部

事象防護対象施設に波及的影響を与えないために，竜巻防護鋼板を構成する部材自体の転

倒及び脱落を生じない設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重については，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

c. 架構（取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポンプエリア，建物開口部並びに燃料移送ポ

ンプエリアに設置） 

架構は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物の衝突荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，設計飛来物が外部事象防護対象施設へ衝突することを防止可能なものとし，ま

た，外部事象防護対象施設が有する安全機能を損なわないよう，波及的影響を与えないこ

とを機能設計上の性能目標とする。 

架構は，設計竜巻の風圧力による荷重，設計飛来物の衝撃荷重及びその他考慮すべき荷

重に対し，設計飛来物の鋼製材が外部事象防護対象施設へ衝突することを防止するために，

設計飛来物が架構の外殻を構成する主要な構造部材を貫通せず，竜巻防護ネット及び竜巻

防護鋼板を支持する機能を保持可能な構造強度を有する設計とし，また，外部事象防護対

象施設に波及的影響を与えないために，架構の外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落を

生じない設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

なお，設計竜巻による気圧差による荷重については，外気と通じており気圧差は発生し

ないことから考慮しない。 

 

 3.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

(1) 施設 

a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

(a) １号機原子炉建物 

(b) １号機タービン建物 
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(c) １号機廃棄物処理建物 

(d) １号機排気筒 

(e) 復水貯蔵タンク遮へい壁 

(f) 発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等 

 

b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

(a) 排気消音器（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設） 

(b) 排気管及びベント管（非常用ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク並びに潤滑油サンプ

タンクの付属設備） 

  

(2) 要求機能 

外部事象防護対象施設は，機械的及び機能的な波及的影響により，設計竜巻の風圧力，気

圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過時においても，施設の安全機能を損

なわないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

(a) 1号機タービン建物及び 1号機廃棄物処理建物  

1号機タービン建物及び 1号機廃棄物処理建物は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設

計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，機械的な波及的影響により，

竜巻より防護すべき施設の必要な機能を損なわないように，竜巻より防護すべき施設を

内包するタービン建物，廃棄物処理建物及び制御室建物へ波及的影響を及ぼさないもの

とすることを機能設計上の性能目標とする。 

1 号機タービン建物及び 1 号機廃棄物処理建物 は，設計竜巻荷重及びその他考慮す

べき荷重に対し，竜巻より防護すべき施設を内包するタービン建物，廃棄物処理建物及

び制御室建物に接触による影響を及ぼさない設計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

 

(b) 1号機原子炉建物，1号機排気筒及び復水貯蔵タンク遮へい壁 

1号機原子炉建物，1号機排気筒及び復水貯蔵タンク遮へい壁は，設計竜巻の風圧力，

気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，機械的な波

及的影響により，竜巻より防護すべき施設の必要な機能を損なわないように，竜巻よ

り防護すべき施設を内包するタービン建物及び制御室建物並びにＢ－ディーゼル燃料

貯蔵タンク格納槽へ波及的影響を及ぼさないものとすることを機能設計上の性能目標

とする。 

1号機原子炉建物，1号機排気筒及び復水貯蔵タンク遮へい壁は，設計竜巻の風圧力，



 

14 

S2
 補

 Ⅵ
-
1-
1
-3
-3
-3
 R
0 

気圧差による荷重，設計飛来物による衝撃荷重及びその他考慮すべき荷重に対し，竜

巻より防護すべき施設を内包するタービン建物及び制御室建物並びにＢ－ディーゼル

燃料貯蔵タンク格納槽に倒壊による影響を及ぼさない設計とすることを構造強度設計

上の性能目標とする。 

なお，1号機排気筒は，設計竜巻による気圧差による荷重について，外気と通じてお

り気圧差は発生しないことから考慮しない。 

 

(c) 発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等 

外部事象防護対象施設は，屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等による機

械的な波及的影響により，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないよう，屋外

に保管する重大事故等対処設備，資機材等は固縛，固定又は外部事象防護対象施設か

らの離隔対策を実施し，外部事象防護対象施設の安全機能に影響を及ぼす飛来物とな

らないことを機能設計上の性能目標とする。 

これら重大事故等対処設備，資機材等は固縛，固定又は外部事象防護対象施設から

の離隔対策により，外部事象防護対象施設の安全機能に影響を及ぼすような飛来物と

ならない運用とすることから，構造強度設計上の性能目標は設定しない。 

 

b. 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

(a) 排気消音器（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設） 

排気消音器は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻

時及び竜巻通過後においても，機能的な波及的影響により，ディーゼル発電機が

必要な機能を損なわないように，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，排気消音

器が排気機能を保持する設計とし，設計飛来物の衝突に対し，排気消音器が機能

の一部を喪失しても速やかに外部事象防護対象施設の安全機能を復旧する設計と

することを機能設計上の性能目標とする。 

排気消音器は，設計竜巻の風圧力による荷重，気圧差による荷重及びその他考

慮すべき荷重に対し，排気機能を保持するために，原子炉建物にボルトで固定し，

主要な構造部材が排気機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造

強度設計上の性能目標とする。 

また，設計竜巻による砂等の粒子状の飛来物による目詰まり及び閉塞について

は，開口部である排気口は横向き構造であるが，竜巻の通過に要する時間は短時

間であり閉塞する量の粒子状の飛来物は侵入し難いことから施設への影響はない。 

 

(b) 排気管及びベント管（非常用ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク並びに潤滑油

サンプタンクの付属設備） 

排気管及びベント管は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対
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し，竜巻時及び竜巻通過後においても，機能的な波及的影響により，排気管及び

ベント管が必要な機能を損なわないように，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，

排気管及びベント管が排気機能を保持する設計とし，設計飛来物の衝突に対し，

排気管及びベント管が機能の一部を喪失しても速やかに外部事象防護対象施設の

安全機能を復旧可能な設計とすることを機能設計上の性能目標とする。 

排気管及びベント管は，設計竜巻の風圧力，気圧差による荷重及びその他考慮

すべき荷重に対し，サポート等により建物に固定し，主要な構造部材が排気機能

を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

また，設計竜巻による砂等の粒子状の飛来物による目詰まり及び閉塞について

は，開口部である通気口は下向き構造であり侵入し難いことから施設への影響は

ない。 

 

3.5 竜巻随伴事象を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 屋外の燃料タンク等（火災） 

b. 屋外タンク等（溢水） 

c. 送電線（外部電源喪失） 

 

(2) 要求機能 

竜巻随伴事象を考慮する施設は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び飛来物の衝突に対し，竜

巻時及び竜巻通過後においても，竜巻随伴事象により外部事象防護対象施設の安全機能を損

なうおそれのないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 屋外の燃料タンク等（火災） 

屋外の燃料タンク，変圧器及び水素ガスボンベは，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計

飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，火災を発生させない又は火災が

発生しても，他の原因による火災の影響の範囲内に収まることを機能設計上の性能目標と

する。 

 

b. 屋外タンク等（溢水） 

屋外タンク等は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，溢水を発生させない又は溢水が発生しても，他の原因による溢水

の影響の範囲内に収まることを機能設計上の性能目標とする。 

 

c. 送電線（外部電源喪失） 

送電線は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通
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過後においても，外部電源喪失を発生させない又は外部電源喪失が発生しても代替設備に

よる電源供給ができることを機能設計上の性能目標とする。 

 

4. 機能設計 

Ⅵ-1-1-3-3-1「竜巻への配慮に関する基本方針」で設定している設計竜巻に対し，「3.要求機能

及び性能目標」で設定している設計竜巻の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成す

るために，各施設の機能設計の方針を定める。 

4.1 外部事象防護対象施設 

(1) 屋外の外部事象防護対象施設（建物等を除く。） 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計方針 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「3. 要求機能及び性能

目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針としている。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，設計竜巻の風圧力，気

圧差及び竜巻防護ネットを通過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，電源を確保するために，設計竜巻の影響を受けない屋内に設置する非常用所内電源か

ら，ダクト内の電路を通じて受電する構成とする。また，原子炉補機及び高圧炉心スプレ

イ補機を冷却する機能を保持するために，ポンプモータへの電源供給を行い，ポンプの回

転を保持することにより，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機に送水する設計とする。 

 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの設計方針 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，「3. 要求機能

及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針としている。 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，設計竜巻の風

圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，原子炉補機冷却系及び高圧炉

心スプレイ補機冷却系を冷却する機能を保持するため，海水中の固形物を除去する機能を

保持する設計とする。 

 

c. 配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ並びに非常用

ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り）の設計方針 

配管及び弁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

配管及び弁（原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ周り）は，設

計竜巻の風圧力，気圧差及び竜巻防護ネットを通過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，原子炉補機冷却系を冷却する機能及び高圧炉心スプレイ補機冷却

系を冷却する機能を保持するため，流路を確保する機能を保持する設計とする。 
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配管及び弁（非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ周り）は，設計竜巻の気圧差及び

竜巻防護鋼板（穴あき）を通過する飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，非常用電源設備に燃料を供給する機能を保持するため，流路を確保する機能を保持す

る設計とする。 

 

d. 非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とし

ている。 

非常用ディーゼル発電設備Ａ―ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，電源を確保するために，竜巻の影響を受けない屋内に設置する非常

用所内電源から，ダクト内の電路を通じて受電する構成とする。また，非常用電源設備に

燃料を供給する機能を保持するために，燃料を供給する機能を保持する設計とする。 

 

e. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用）の設計方針 

排気筒は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

排気筒は，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後にお

いても，放射性物質の放出低減機能を保持するため，流路を確保する機能を保持する設計

とする。 

また，排気筒は，設計飛来物の衝突に対し，貫通により高所での放射性物質放出機能を

喪失する可能性があることから，屋外の資機材等に飛来物発生防止対策を実施し，飛来物

となるものが少なくなるように運用することに加え，竜巻通過後において，補修等の対応

が取れる配置とし，運転管理等の運用の措置により速やかに機能を復帰する運用とする。 

 

f. 排気筒モニタの設計方針 

排気筒モニタは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(1)c. 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

排気筒モニタは，竜巻通過後において，補修等の対応が取れる配置とし，運転管理等の

運用の措置により速やかに機能を復帰する運用とする。 

 

 (2)  竜巻より防護すべき施設を内包する施設（建物等） 

a. 竜巻より防護すべき施設を内包する施設（排気筒モニタ室を除く）の設計方針 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設（排気筒モニタ室を除く）は，「3. 要求機能
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及び性能目標」の「3.1(2)c.性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針としている。 

竜巻より防護すべき施設を内包する施設（排気筒モニタ室を除く）は，設計竜巻の風

圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，設計飛

来物が竜巻より防護すべき施設に衝突することを防止し，また，竜巻より防護すべき施

設に波及的影響を与えないために，竜巻より防護すべき施設を建物等の内部に設置する

設計とする。 

 

b. 排気筒モニタ室 

排気筒モニタ室は竜巻通過後において，内包する排気筒モニタの補修などの対応を考

慮して，運転管理等の運用の措置により速やかに機能を復帰する運用とする。 

 

(3)  外気と繋がっている屋内の外部事象防護対象施設 

a. ダンパ（換気空調設備）の設計方針 

ダンパは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

外気と繋がっている換気空調設備のダンパは，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及び

竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持するために，開閉可能な機能及び閉

止性を保持する設計とする。 

 

b. 角ダクト及び丸ダクト（換気空調設備）の設計方針 

角ダクト及び丸ダクトは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で

設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

外気と繋がっている換気空調設備の角ダクト及び丸ダクトは，設計竜巻の気圧差に対

し，竜巻時及び竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持するために，流路を

確保する機能を保持する設計とする。 

 

c. 隔離弁（換気空調設備）の設計方針 

隔離弁は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c.性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

外気と繋がっている換気空調設備の隔離弁は設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持するために，開閉可能な機能及び閉止

性を保持する設計とする。 

 

d. 送風機（換気空調設備）の設計方針 

送風機は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

外気と繋がっている換気空調設備の送風機は，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及び
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竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持するために，冷却用空気を送風する

機能を保持する設計とする。 

 

e. 処理装置（換気空調設備） 

処理装置は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(2)c. 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

外気と繋がっている換気空調設備の処理装置は，設計竜巻の気圧差に対し，竜巻時及

び竜巻通過後においても，換気空調を行う機能を保持するために，外気を処理する機能

を保持する設計とする。 

 

(4) 建物等による飛来物の防護が期待できない屋内の外部事象防護対象施設 

a. 燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンの設計方針 

燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンは，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.1(4)c. 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針と

している。 

燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンは，設計竜巻の風圧力及び竜巻防護ネットを

通過する飛来物に対し，竜巻襲来予測時には，燃料取扱作業を中止し，外部事象防護対

象施設に影響を及ぼさない待機位置への退避措置を行う運用等により，原子炉建物燃料

取替階ブローアウトパネル開放状態においても，燃料の落下を防止し，近傍の外部事象

防護対象施設に転倒による影響を及ぼさない設計とする。 

 

4.2 重大事故等対処設備 

(1) 重大事故等対処設備の設計方針 

重大事故等対処設備は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

屋外の重大事故等対処設備は，設計竜巻の風圧力に対し，位置的分散を図るとともに，設

計基準事故対処設備等及び同じ機能を有する重大事故等対処設備に衝突し，損傷する可能性

がある場合に，浮き上がり又は横滑りを拘束するために，固縛等を実施する設計とする。 

ただし，浮き上がり又は横滑りを拘束する屋外の重大事故等対象設備のうち，地震時の移

動等を考慮して地震後の機能を保持する設備は，重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，常時たるみを有する設計とする。 

 

4.3 竜巻防護対策設備 

(1) 竜巻防護ネット（取水槽海水ポンプエリア，建物開口部）の設計方針 

竜巻防護ネットは，「3.要求機能及び性能目標」の「3.3(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

竜巻防護ネットは，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，設計飛来物が外部事象防護対象施設へ衝突することを防止可能とするために，
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竜巻より防護すべき施設を内包する施設の開口部等に設置し，設計飛来物が竜巻防護ネット

に衝突した際に破断せず，設計飛来物を受け止める設計とする。 

また，竜巻防護ネットは，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の鋼製材の衝突に対し，竜巻

防護ネットがたわんだとしても，外部事象防護対象施設の必要な機能を損なわないように，

外部事象防護対象施設に対し一定の離隔を有する設計とする。 

竜巻防護ネットについては，網目の細かい複数枚のネットを重ねて設置することにより，

設計飛来物はネットに衝突し，ネット内側に侵入させない設計とする。 

 

(2) 竜巻防護鋼板（取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポンプエリア，燃料移送ポンプエリア

並びに建物開口部）の設計方針 

竜巻防護鋼板は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

竜巻防護鋼板は，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後

においても，設計飛来物が外部事象防護対象施設に衝突することを防止するために，外部事

象防護対象施設の周辺または飛来物が侵入する可能性のある外部事象防護対象施設の周辺

の開口部に設置し，また，外部事象防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。 

 

(3) 架構の設計方針（取水槽海水ポンプエリア及び循環水ポンプエリア，燃料移送ポンプエリ

ア並びに建物開口部） 

架構は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

架構は，設計竜巻の風圧力及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後において

も，外部事象防護対象施設が必要な機能を保持するために，竜巻防護ネットもしくは竜巻防

護鋼板を支持し，また，外部事象防護対象施設に波及的影響を与えない設計とする。 

 

4.4 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼす可能性がある施設 

機械的影響を及ぼす可能性がある施設のうち，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3)a.(g)

発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等」については，それぞれ外部事象

防護対象施設に機械的影響を及ぼす可能性がある施設のため，機能設計上の設計目標を「(1)

機械的影響を及ぼす可能性がある施設」の「b. 発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設

備，資機材等の設計方針」に示す。 

(1) 機械的影響を及ぼす可能性がある施設 

a. 1号機タービン建物及び 1号機廃棄物処理建物の設計方針 

1号機タービン建物及び 1号機廃棄物処理建物は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

1 号機タービン建物及び 1 号機廃棄物処理建物は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計

飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，外部事象防護対象施設に機械的
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影響を与えないために，外部事象防護対象施設を内包するタービン建物，廃棄物処理建物

及び制御室建物に対し倒壊による影響を及ぼさない設計とする。 

 

b. 1号機原子炉建物，1号機排気筒及び復水貯蔵タンク遮へい壁の設計方針 

1号機原子炉建物， 1号機排気筒及び復水貯蔵タンク遮へい壁は，「3. 要求機能及び性

能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

1号機原子炉建物，1号機排気筒及び復水貯蔵タンク遮へい壁は，設計竜巻の風圧力，気

圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，外部事象防護対象

施設に機械的影響を与えないために，外部事象防護対象施設を内包するタービン建物，制

御室建物及びＢ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽に対し倒壊による影響を及ぼさない設

計とする。 

 

c. 発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等の設計方針 

発電所敷地の屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等は，「3. 要求機能及び性能

目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針としている。 

外部事象防護対象施設は，屋外に保管する重大事故等対処設備，資機材等による機械的

な波及的影響により，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわないよう，屋外に保管す

る重大事故等対処設備，資機材等は固縛，固定又は外部事象防護対象施設からの離隔対策

を実施し，外部事象防護対象施設の安全機能に影響を及ぼす飛来物とならない設計とする。 

これら重大事故等対処設備，資機材等は固縛，固定又は外部事象防護対象施設からの離

隔対策により，外部事象防護対象施設の安全機能に影響を及ぼすような飛来物とならない

運用とする。 

固縛又は固定が必要な重大事故等対処設備，資機材等の選定については，Ⅵ-1-1-3-3-2

「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」に基づき選定する。 

 

(2) 機能的影響を及ぼす可能性がある施設 

a. 排気消音器（非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル機関の付属施設）の設計方針 

排気消音器は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

排気消音器は，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても，

排気機能を保持するために，外部事象防護対象施設に接続し，排気を行うための流路を確

保する設計とする。また，排気消音器は，設計飛来物の衝突に対し，貫通により排気機能

の一部を喪失する可能性があることから，排気機能の一部を喪失しても速やかに外部事象

防護対象施設の安全機能を復旧するために，竜巻の通過後において，補修等の対応が取れ

る配置とし，運転管理等の運用上の措置により速やかに機能を復帰する運用とする。 
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b. 排気管及びベント管（非常用ディーゼル発電設備及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク，ディーゼル燃料デイタンク並びに潤滑油サンプタンク

の付属施設）の設計方針 

排気管及びベント管は，「3.要求機能及び性能目標」の「3.4(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

排気管及びベント管は，設計竜巻の風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び竜巻通過後に

おいても，排気機能を保持するために，外部事象防護対象施設に接続し，屋外への給排気

を行うための流路を確保する設計とする。また，排気管及びベント管は，設計飛来物の衝

突に対し，貫通により排気機能の一部を喪失する可能性があることから，排気機能の一部

を喪失しても速やかに外部事象防護対象施設の安全機能を復旧するために，竜巻の通過後

において，補修等の対応が取れる配置とし，運転管理等の運用上の措置により速やかに機

能を復帰する運用とする。 

 

4.5 竜巻随伴事象を考慮する施設 

(1) 屋外の燃料タンク等（火災）の設計方針 

屋外の燃料タンク等は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

屋外の燃料タンク等は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時

及び竜巻通過後においても，火災を発生させない又は火災が発生しても，他の原因による火

災の影響の範囲内に収まるように，火災による損傷の防止における想定に包絡される設計と

する。 

屋外の燃料タンク等に対する火災防護設計については，Ⅵ-1-1-3-5「外部火災への配慮に

関する説明書」に示す。 

 

(2) 屋外タンク等（溢水）の設計方針 

屋外タンク等（溢水）は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定し

ている機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

屋外タンク等は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜

巻通過後においても，溢水を発生させない又は溢水が発生しても，他の原因による溢水の影

響の範囲内に収まるように，溢水による損傷の防止における溢水量の想定に包絡される設計

とする。 

屋外タンク等に対する溢水防護設計については，Ⅵ-1-1-9「発電用原子炉施設の溢水防護

に関する説明書」に示す。 
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(3) 送電線（外部電源喪失）の設計方針 

送電線（外部電源喪失）は，「3. 要求機能及び性能目標」の「3.5(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針としている。 

送電線は，設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対し，竜巻時及び竜巻通過

後においても，外部電源を喪失させない又は外部電源喪失が発生しても代替設備による電源

供給ができるように，代替設備として設計竜巻の風圧力，気圧差及び設計飛来物の衝突に対

し十分な強度を有する建物等にディーゼル発電機を設置する設計とする。 
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1. はじめに 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-3-2「竜巻への影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」において使用

した計算機プログラム（解析コード）ＴＯＮＢＯＳについて説明するものである。 

本解析コードを使用した添付書類を示す使用状況一覧，解析コードの概要を以降に記載する。 
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1.1 使用状況一覧 

使用添付書類 バージョン 

(図書番号) 

Ⅵ-1-1-3-3-2 

（図書名称） 

竜巻への影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定 

(バージョン) 

Ver.3 

  



 

3 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-3
-
3-
別
紙

1 
R0
E 

2. 解析コードの概要 

 ＴＯＮＢＯＳ 

使用目的 竜巻により発生する飛来物の速度及び飛散距離等の評価 

開発機関 一般財団法人 電力中央研究所 

開発時期 2013 年 

使用したバージョン Ver.3 

コードの概要 

本解析コードは，一般財団法人電力中央研究所にて開発・保

守されているプログラムである。 

空気中の物体が受ける抗力，揚力による運動を計算すること

で，竜巻による風速場の中での飛来物の軌跡を解析することが

できる解析コードであり，飛来物の速度，飛散距離及び飛散高

さ等の算出が実施できる。 

仮定する風速場は，地面付近の風速場をよく表現できている

フジタモデル DBT-77（DBT:Design Basis Tornado）とする。 

検証（Verification） 

及び 

妥当性確認（Validation） 

ＴＯＮＢＯＳは，竜巻により発生する飛来物の速度及び飛散

距離等の評価に使用している。 

【検証（Verification）】 

本解析コードの検証内容は以下のとおりである。 

・自動車飛散解析において，フジタスケールの各スケールに

対応する被災状況と概ね合致した結果が得られた。 

・パイプ飛散解析において，Grand Gulf 原子力発電所への

竜巻襲来事例と概ね合致した結果が得られた。 

・自動車やトラックの飛散解析において，佐呂間竜巻での車

両飛散事例と概ね一致した結果を得られた。 

【妥当性確認（Validation）】 

本解析コードの妥当性確認内容は以下のとおりである。 

・本解析コードは，竜巻により発生する飛来物の速度，飛散

距離及び飛散高さ等の評価を目的に開発されたコードで

あり，使用目的が合致している。 

・今回の評価における用途及び適用範囲が上述の妥当性確認

の範囲内であることを確認している。 
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Ⅵ-1-1-3-4 火山への配慮に関する説明書 
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火山への配慮に関する説明書は，以下の資料により構成されている。 

 

Ⅵ-1-1-3-4-1 火山への配慮に関する基本方針 

 

Ⅵ-1-1-3-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

 

Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
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Ⅵ-1-1-3-4-1 火山への配慮に関する基本方針 
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1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の火山防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。)第7条及びその「実用発電用原子炉及びその

附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明し，

技術基準規則第54条及びその解釈に規定される重大事故等対処設備への配慮についても説明する

ものである。 

 

2. 火山防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の火山防護設計は，外部事象防護対象施設については想定される火山事象

により安全機能を損なうおそれがないこと，重大事故等対処設備については設計基準事故対処

設備等の安全機能と同時に重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない

ことを目的とし，技術基準規則に適合するように設計する。 

想定される火山事象は，発電所の運用期間中において発電所の安全機能に影響を及ぼし得る

として設置（変更）許可を受けた「降下火砕物」であり，直接的影響及び間接的影響について

考慮する。 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」

の「3.1.1(6) 積雪」で設定している設計に従って，火山事象と同様に施設に堆積する積雪の

影響について確認する。確認結果については，本資料に示す。 

 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」の「2.3 外部からの衝撃より防護すべき施設」に示す外部からの衝撃より防護すべき

施設を踏まえて，降下火砕物より防護すべき施設は，外部事象防護対象施設及び重大事故

等対処設備とする。 

 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

敷地において考慮する火山事象として，設置（変更）許可を受けた層厚56cm，粒径4.0mm

以下，密度0.7g/cm3（乾燥状態）～1.5g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物を設計条件として

設定する。その特性を表2－1に示す。なお，粒径が4.0mmを超える降下火砕物の影響につい

ては，含まれる割合が小さいこと及び粒径が4.0mmを超える降下火砕物が少量混入したとし

ても降下火砕物は砂より硬度が低くもろいため砕けて施設等に損傷を与えることはないこ

とから考慮する必要はない。また，大気中においては水分が混ざることで凝集する場合が

あるが，水中では凝集しない。 

表2－1 設計に用いる降下火砕物特性 

層厚 粒径 密度 

56cm 4.0mm以下 
乾燥密度：0.7g/cm3 

湿潤密度：1.5g/cm3 
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2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

降下火砕物の影響を考慮する各施設において，考慮する直接的影響因子が異なることか

ら，降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下火砕物の影響を考慮する施設」

という。）と影響因子との組合せを行う。降下火砕物の影響を考慮する施設の選定につい

ては，Ⅵ-1-1-3-4-2「降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に示す。降下火砕物の影

響を考慮する施設と影響因子との関連については，Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考

慮する施設の設計方針」に示す。 

選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因子について，「2.1.2 設計に用い

る降下火砕物特性」にて設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施する。設計

はⅥ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風（台風）及び積雪の

荷重との組合せを考慮する。地震については，基準地震動Ｓｓの震源と火山とは十分な距

離があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が十分小さいこと，火山性地震につ

いては火山と敷地とは十分な距離があることから火山性地震とこれに関連する事象による

影響はないと判断し，地震との組合せは考慮しない。詳細な設計については，Ⅵ-1-1-3-4-3

「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する外部事象防護対象施設（建物

等を除く。）は，想定する降下火砕物による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重

に対し，その安全機能を損なうおそれがない設計とする。なお，運用により降下火砕物

を適宜除去することから，降下火砕物による荷重については複数回堆積することを想定

する。 

降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物より防護すべき施設を内包する施

設は，想定する降下火砕物による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，施

設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要な機能を損なうおそれがない設計

とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物による荷重により機能を損なわないように，

降下火砕物を適宜除去することにより，想定する降下火砕物による荷重に対し，設計基

準事故対処設備等の安全機能と同時に重大事故等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の8238N/m2とする。なお，積雪単独の堆積荷重は2000N/m2

（設計基準積雪深：100cm）であるため，積雪の設計は火山防護設計に包含される。 

 

b. 閉塞に対する設計方針 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設は，想定する

降下火砕物による閉塞に対し，機能を損なうおそれがないよう閉塞しない設計とする。 
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c. 摩耗に対する設計方針 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設は，想定する

降下火砕物による摩耗に対し，機能を損なうおそれがないよう摩耗しにくい設計とする。 

 

d. 腐食に対する設計方針 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設は，

想定する降下火砕物による腐食に対し，機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設

計とする。 

屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物を適宜除去することにより，想定する降下

火砕物による腐食に対し，設計基準事故対処設備等の安全機能と同時に重大事故等対処

設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう腐食しに

くい設計とする。 

 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方針 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下火砕物による大気汚染に対し，

機能を損なうおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，機能を損な

うおそれがないよう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

g. 間接的影響に対する設計方針 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物による間接的影響である長期（7

日間）の外部電源喪失，発電所外における交通の途絶及び発電所内における交通の途絶

によるアクセス制限事象に対し，発電用原子炉及び燃料プールの安全性を損なわない設

計とする。 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方

針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，降下火砕物，風（台風）

及び積雪の荷重の組合せを考慮する。 

構造物への荷重に対しては，降下火砕物による荷重とその他の荷重の組合せを考慮して

構造強度評価を行い，その結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の降灰から30日以内に降

下火砕物を適切に除去すること，また降灰時には除雪も併せて実施することを保安規定に

定め管理することで，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重とし，外部事象防護対象

施設（建物等を除く。）については，機能設計上の性能目標を満足するようにおおむね弾性

状態に留まることを許容限界とする。また，建物等については，機能設計上の性能目標を
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満足するように，建物等を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

設計に用いる降下火砕物，風（台風）及び積雪の組合せを考慮した荷重の算出について

は，Ⅵ-3「強度に関する説明書」のうちⅥ-3-別添2-1「火山への配慮が必要な施設の強度

計算の方針」に示す。 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である自重及び積載荷重を考慮す

る。 

 

(b) 降下火砕物による荷重 

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮する。ただし，この荷重は短期

荷重とする。 

 

(c) 積雪荷重 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，積雪荷重を考

慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基

本方針」の「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風荷重を考慮

する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

運転時の状態で作用する荷重としては，ポンプのスラスト荷重等の運転時荷重を考

慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組合せとしては，設計に用いる常

時作用する荷重，降下火砕物による荷重，風荷重，積雪荷重及び運転時の状態で作用

する荷重を適切に考慮する。 

(b) 常時作用する荷重，風荷重，積雪荷重及び運転時の状態で作用する荷重については，

組み合わせることで降下火砕物による荷重の抗力となる場合には，保守的に組み合わ

せないことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重，風荷重及び積雪荷重については，対象とする

施設の設置場所，その他の環境条件によって設定する。 
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c. 許容限界 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する許容限界は，「原子力発電所耐震設計

技術指針 ＪＥＡＧ ４６０１-1987」（（社）日本電気協会）等の安全上適切と認められ

る規格及び基準等で妥当性が確認されている値を用いて，降下火砕物が堆積する期間を

考慮し設定する。 

Ⅵ-1-1-3-4-3「降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の「3.2 影響因子を考

慮した施設分類」において選定する構造物への荷重を考慮する施設のうち，外部事象防

護対象施設（建物等を除く。）については，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するように，外部事象防護対象施設（建物等を除く。）を構成する材料がおおむね

弾性状態に留まることを基本とする。構造物への荷重を考慮する施設のうち，建物等に

ついては，内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能に加え，原子炉建

物は放射線の遮蔽機能及び放射性物質の閉じ込め機能，制御室建物は放射線の遮蔽機能

を維持できるよう，建物等を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

許容限界の詳細については，Ⅵ-3「強度に関する説明書」のうちⅥ-3-別添2-1「火山

への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

 

2.2 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・建築基準法及び同施行令 

・松江市建築基準法施行細則（平成 17年 3月 31日 松江市規則第 234号） 

・鋼構造設計規準 －許容応力度設計法－（日本建築学会，2005 改定） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 －許容応力度設計法－（日本建築学会，1999 改

定） 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会，2005 制定） 

・建築物荷重指針・同解説（日本建築学会，2004） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ ４６０１-1987（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ ４６０１・補-1984 

（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ ４６０１-1991 追補版（（社）日本電気協会） 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007（（社）日本機

械学会） 

・コンクリート標準示方書[構造性能照査編]（土木学会，2002年制定） 

 

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和55年通商産業省告示第５０１号，

最終改正平成15年7月29日経済産業省告示第２７７号）に関する内容については，発電用原子

力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007（（社）日本機械学会）に従うも

のとする。
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Ⅵ-1-1-3-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 
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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する

設計方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定について説明するものである。 

 

2. 選定の基本方針 

降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下火砕物の影響を考慮する施設」という。）

は，その設置状況や構造等により以下のとおり選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設のうち，外部事象防護対象施設に係る降下火砕物の影響を考慮

する施設は以下により選定する。 

屋外に設置している外部事象防護対象施設（建物等を除く。）のうち，降下火砕物の影響を受け

る可能性のあるものについては，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している外部事象防護対象施設は，建物等にて防護されており直接降下火砕物とは

接触しないため，外部事象防護対象施設を内包する建物等を降下火砕物の影響を考慮する施設と

して選定する。ただし，降下火砕物を取り込むおそれがある屋内の外部事象防護対象施設につい

ては，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

降下火砕物の影響による機能的な波及的影響を考慮し，外部事象防護対象施設が，降下火砕物

の影響を受けた外部事象防護対象施設以外の施設により機能的な波及的影響を受けるおそれがあ

る場合は，外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のある外部事象防護対象施設以外の施設

を，波及的影響を及ぼし得る施設として選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設のうち，重大事故等対処設備に係る降下火砕物の影響を考慮す

る施設は以下により選定する。 

屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下火砕物と接触するため，降下火砕物の影

響を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している重大事故等対処設備は，建物等にて防護されることから，重大事故等対処

設備の代わりに重大事故等対処設備を内包する建物等を降下火砕物の影響を考慮する施設として

選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設に対する降下火砕物の間接的影響を考慮し，発電用原子炉及び

燃料プールの安全性に間接的に影響を与える可能性がある非常用電源設備を，降下火砕物の影響

を考慮する施設として選定する。 
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3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設を以下

のとおり選定する。 

 

3.1 外部事象防護対象施設 

(1) 屋外に設置している外部事象防護対象施設（建物等を除く。） 

屋外に設置している外部事象防護対象施設（建物等を除く。）は，直接降下火砕物の影

響を受ける可能性があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選

定する。 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電設備Ａ-ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

c. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

d. 排気筒モニタ 

 

(2) 降下火砕物より防護すべき施設を内包する施設（建物等） 

屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設は，建物等にて防護されており直接

降下火砕物とは接触しないため，降下火砕物より防護すべき施設の代わりに降下火砕物よ

り防護すべき施設を内包する施設（建物等）を，降下火砕物の影響を考慮する施設として，

以下のとおり選定する。 

a. 原子炉建物（原子炉圧力容器他を内包する建物） 

b. タービン建物（原子炉補機海水系配管他を内包する建物） 

c. 制御室建物（中央制御室他を内包する建物） 

d. 廃棄物処理建物（計装用無停電交流電源装置他を内包する建物） 

e. 排気筒モニタ室（排気筒モニタを内包する建物） 

f. Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽（非常用ディーゼル発電設備Ｂ－ディーゼル燃

料貯蔵タンク他を内包する施設） 

 

(3) 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象施設 

降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象施設については，直接降下火砕物

の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとお

り選定する。 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 
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(4) 降下火砕物を含む空気の流路となる外部事象防護対象施設 

降下火砕物を含む空気の流路となる施設については，直接降下火砕物の影響を受ける可

能性があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関 

c. 換気空調設備（外気取入口） 

・中央制御室空調換気系 

・原子炉建物付属棟空調換気系 

d. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

e. 排気筒モニタ 

f. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

 

   (5) 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，屋内の空気を機器内に取り込む機構

を有する施設については，降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の影

響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 計測制御系統施設（安全保護系盤） 

b. 非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及びロードセンタ） 

 

3.2 外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設 

外部事象防護対象施設に影響を及ぼす可能性のある外部事象防護対象施設以外の施設を降

下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

(1) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口 

(2) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

(3) 取水設備（除じん装置） 

 

3.3 重大事故等対処設備 

屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下火砕物と接触するため，降下火砕物の

影響を考慮する施設として選定する。 

具体的な重大事故等対処設備については，Ⅵ-1-1-3-別添1「屋外に設置されている重大事故

等対処設備の抽出」に示す。 
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 3.4 間接的影響を考慮する施設 

想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉及び燃料プールの安全性に間接的に影響を与える

可能性がある非常用電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定

する。 

a. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ
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Ⅵ-1-1-3-4-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 
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1. 概要 

本資料は，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する

設計方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の影響因子との組合せ，施設分類，要求

機能及び性能目標を明確にし，各施設分類の機能設計に関する設計方針について説明するもので

ある。 

 

2. 設計の基本方針 

発電所に影響を与える可能性がある火山事象の発生により，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関

する基本方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能又は重大事故等

に対処するために必要な機能を損なうおそれがないようにするため，降下火砕物の影響を考慮す

る施設の設計を行う。降下火砕物の影響を考慮する施設は，Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関す

る基本方針」にて設定している降下火砕物に対して，その機能が維持できる設計とする。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に当たっては，Ⅵ-1-1-3-4-2「降下火砕物の影響を考

慮する施設の選定」にて選定している施設を踏まえて，影響因子ごとに施設を分類する。その施

設分類及びⅥ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の目

的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理するとともに，施設ごとに機能設計上の性能目標

及び構造強度設計上の性能目標を定める。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成するため，施設分類ごとに各

機能の設計方針を示す。 

なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設計上の性能目標を達成するための構造強

度の設計方針等については，Ⅵ-3「強度に関する説明書」のうちⅥ-3-別添 2-1「火山への配慮が

必要な施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の方法及び結果については，Ⅵ-3「強度に関す

る説明書」のうちⅥ-3-別添 2-2「原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの

強度計算書」からⅥ-3-別添 2-9「Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽の強度計算書」に示す。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを図2－1 に示す。 
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注：フロー中の番号は本資料での記載箇所の章を示す。なお，構造強度設計については，   

Ⅵ-3-別添2「火山への配慮が必要な施設の強度計算書」に示す。 

図2－1 施設の設計フロー 

Ⅵ-1-1-3-4-2 

「降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」 

4. 要求機能及び性能目標 

3. 施設分類 

5. 機能設計 構造強度設計 
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3. 施設分類 

Ⅵ-1-1-3-4-2「降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」で抽出した降下火砕物の影響を考慮

する各施設において，考慮する直接的影響因子が異なることから，降下火砕物の影響を考慮する

施設と影響因子との関連について整理した上で，直接的影響及び間接的影響に対する各施設分類

を以下に示す。 

 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連 

設計に考慮すべき直接的影響因子については，降下火砕物の特徴から以下のものが考えられ

る。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，鉱物結晶片からなる粒子であり，堆

積による構造物への荷重並びに施設への取り込みによる閉塞及び摩耗が考えられる。また，降

下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及びフッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施

設への接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚染が考えられる。更に，降下火砕物

は水に濡れると酸性を呈し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 

これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮する施設以外の降下火砕物の影響を考

慮する施設の形状，機能に応じて，影響因子を設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，屋

外に設置している施設並びに外部事象防護対象施設を内包する建物等については，降下火砕物

が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮するため，構造物への荷重を影響

因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降

下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設については，閉塞による影響を考慮するため，

水循環系の閉塞を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降

下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設については，閉塞によ

る影響を考慮するため，換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を影響因子として設定す

る。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降

下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設，空気を取り込みかつ摺動部を有する換気系，

電気系及び計測制御系の施設については，摩耗による影響を考慮するため，水循環系，換気系，

電気系及び計測制御系における摩耗を影響因子として設定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外

に設置している施設，降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施設，降下火砕物を含む

空気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設並びに外部事象防護対象施設を内包す

る建物等については，腐食による影響を考慮するため，構造物，水循環系，換気系，電気系及

び計測制御系における腐食を影響因子として設定する。 

中央制御室については，大気汚染による影響を考慮するため，発電所周辺への大気汚染を影

響因子として設定する。 
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外部事象防護対象施設のうち，空気を取り込む機構を有する計測制御系統施設（安全保護系

盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及びロードセンタ）については，絶縁低

下による影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子として設定する。 

設定した影響因子と間接的影響を考慮する施設以外の降下火砕物の影響を考慮する施設との

組合せを整理する。 

降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮する施

設を除く。）の特性を踏まえて必要な設計項目を選定した結果を表 3-1 に示す。 

その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含めた施設の分類を「3.2 影響因子を考慮

した施設分類」に示す。 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備を内包する外部事

象防護対象施設以外の建物等については，火山事象が重大事故等の起因とならないこと及び重

大事故等時に火山事象が発生することは考えにくいため，設備を使用していない保管時を考慮

することとし，閉塞，摩耗，大気汚染及び絶縁低下については降下火砕物の影響を受けず，荷

重，腐食については保安規定に降下火砕物を適宜除去することを定め，管理することで，降下

火砕物の影響を受けない設計とする。 

 

3.2 影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設に対する各施設

の分類を以下のとおりとする。 

(1) 構造物への荷重を考慮する施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

d. 原子炉建物 

e. 制御室建物 

f. タービン建物 

g. 廃棄物処理建物 

h. 排気筒モニタ室 

i. Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

(2) 水循環系の閉塞を考慮する施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

d. 取水設備（除じん装置） 

(3) 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備
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ディーゼル機関 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

d. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

e. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

f. 排気筒モニタ 

(4) 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

d. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

e. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

f. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

g. 取水設備（除じん装置） 

(5) 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

d. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

e. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

f. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

g. 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ） 

h. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

i. 排気筒モニタ 

j. 原子炉建物 

k. 制御室建物 

l. タービン建物 

m. 廃棄物処理建物 

n. 排気筒モニタ室 

o. Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

p. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

q. 取水設備（除じん装置） 
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(6) 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

a. 換気空調設備（中央制御室空調換気系） 

(7) 絶縁低下を考慮する施設 

a. 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ） 

(8) 間接的影響を考慮する施設 

a. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 
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表3－1 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）と影響因子の組合せ(1/2) 

影響因子 

 

 

評価対象施設等 

構造物への

荷重 

水循環系の

閉塞 

換気系，電気系及び

計測制御系における

閉塞 

水循環系，換気系，電気系

及び計測制御系における

摩耗 

構造物，水循環系，換

気系，電気系及び計測

制御系における腐食 

発電所周辺の

大気汚染 
絶縁低下 

原子炉補機海水ポンプ， 

高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプ 

● ● 
● 

（原動機） 
● ● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

原子炉補機海水ストレーナ，

高圧炉心スプレイ補機海水

ストレーナ 

－ 

(①) 
● 

－ 

(②) 
● ● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

原子炉補機冷却系熱交換器，

高圧炉心スプレイ補機冷却

系熱交換器 

－ 

(①) 
● 

－ 

(②) 
● ● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

非常用ディーゼル発電設備

ディーゼル機関，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関 

● 
－ 

(②) 
● ● ● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

非常用ディーゼル発電設備ディ

ーゼル燃料移送ポンプ，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル燃料移送ポンプ 

－ 

(①) 

－ 

(②) 

● 

（原動機） 

● 

（原動機） 
● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

 

 

 

 

 ●：影響因子に対する個別評価を実施 
 ―：影響因子に対する個別評価不要 
 

個別評価を実施しない理由：①荷重の影響を受けにくい構造（屋内設備の場合含む。） 

 ②影響因子と直接関連しない 
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表3－1 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）と影響因子の組合せ（2/2） 

影響因子 

 

 

評価対象施設等 

構造物への

荷重 

水循環系の

閉塞 

換気系，電気系及び

計測制御系における

閉塞 

水循環系，換気系，電気系

及び計測制御系における

摩耗 

構造物，水循環系，換

気系，電気系及び計測

制御系における腐食 

発電所周辺

の大気汚染 
絶縁低下 

換気空調設備（中央制御室空

調換気系，原子炉建物付属棟

空調換気系） 

－ 

(①) 

－ 

(②) 
● ● ● ● 

－ 

(②) 

計測制御系統施設（安全保護

系盤），非常用電源設備（計

装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ） 

－ 

(①)  

－ 

(②) 

－ 

(②) 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 
● 

排気筒（空調換気系用，非常

用ガス処理系用） 

－ 

(①) 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

排気筒モニタ 
－ 

(①) 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

原子炉建物，制御室建物，ター

ビン建物，廃棄物処理建物，排

気筒モニタ室，Ｂ－ディーゼル

燃料貯蔵タンク格納槽 

● 
－ 

(②) 

－ 

(②) 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

非常用ディーゼル発電設備ディ

ーゼル機関及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備ディー

ゼル機関排気消音器，排気管 

● 
－ 

(②) 

－ 

(②) 

－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

取水設備（除じん装置） 
－ 

(②) 
● 

－ 

(②) 
● ● 

－ 

(②) 

－ 

(②) 

 

 

 

 ●：影響因子に対する個別評価を実施 
 ―：影響因子に対する個別評価不要 
 

個別評価を実施しない理由：①荷重の影響を受けにくい構造（屋内設備の場合含む。） 

 ②影響因子と直接関連しない 
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4. 要求機能及び性能目標 

火山事象の発生に伴い，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれがないよう，また，

外部事象防護対象施設の安全機能と同時に重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないよう火山防護設計を行う施設を「3. 施設分類」において，構

造物への荷重を考慮する施設，水循環系の閉塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計測制御系

における閉塞を考慮する施設，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮す

る施設，構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設，発電

所周辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低下を考慮する施設並びに間接的影響を考慮する施設に

分類している。これらを踏まえ，施設分類ごとに要求機能を整理するとともに，機能設計上の性

能目標及び構造強度設計上の性能目標を設定する。 

 

4.1 構造物への荷重を考慮する施設 

 (1) 施設 

設備及び建物等に分類する。 

a. 設備 

(a) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

(b) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口 

(c) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

b. 建物等 

(a) 原子炉建物 

(b) 制御室建物 

(c) タービン建物 

(d) 廃棄物処理建物 

(e) 排気筒モニタ室 

(f) Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

(2) 要求機能 

a. 設備 

構造物への荷重を考慮する施設のうち，設備は，想定する降下火砕物による荷重に対し，

積雪及び風（台風）を考慮した場合においても，外部事象防護対象施設の安全機能を損な

うおそれがないことが要求される。 

b. 建物等 

構造物への荷重を考慮する施設のうち,建物等は,想定する降下火砕物による荷重に対

し,積雪及び風（台風）の荷重を考慮した場合においても,降下火砕物より防護すべき施設

が要求される機能を損なうおそれがないよう,建物等に内包する降下火砕物より防護すべ

き施設に降下火砕物による荷重が作用することを防止することが要求される。また,上記に

加え，原子炉建物は放射線の遮蔽機能及び放射性物質の閉じ込め機能に，制御室建物は放

射線の遮蔽機能に影響を与えないことが要求される。 
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(3) 性能目標 

a. 設備 

(a) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）を考慮した荷重に対し，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷

却する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）を考慮した荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，

取水槽海水ポンプエリアに設けた基礎にボルトで固定し，海水ポンプの主要な構造部材

が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(b) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口は，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関の吸気機能を

維持することを機能設計上の性能目標とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口は，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，架構を原子炉

建物屋上面に設けた基礎に溶接で固定し，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給

気口の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能

目標とする。 

(c) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）

による荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備ディーゼル機関の排気機能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）

による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，非常用ディーゼル発電設

備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関排気消音

器及び排気管の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計又は堆積しにくい形状とす

ることを構造強度設計上の性能目標とする。 

b. 建物等 

(a) 原子炉建物 

原子炉建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,放射線の遮

蔽機能及び放射性物質の閉じ込め機能並びに建物が降下火砕物より防護すべき施設を内

包し,建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持す

ることを機能設計上の性能目標とする。 
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原子炉建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,降下火砕物

堆積時の機能維持を考慮して,建物全体及び建物の主要な構造部材が構造健全性を維持

する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(b) 制御室建物 

制御室建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,放射線の遮

蔽機能及び建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し,建物によって内包する防護

すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標と

する。 

制御室建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,降下火砕物

堆積時の機能維持を考慮して,建物全体及び建物の主要な構造部材が構造健全性を維持

する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(c) タービン建物 

タービン建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,建物が降

下火砕物より防護すべき施設を内包し,建物によって内包する防護すべき施設に降下火

砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

タービン建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,降下火砕

物堆積時の機能維持を考慮して,建物全体及び建物の主要な構造部材が構造健全性を維

持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(d) 廃棄物処理建物 

廃棄物処理建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,建物が

降下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべき施設に降下

火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

廃棄物処理建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,降下火

砕物堆積時の機能維持を考慮して, 建物全体及び建物の主要な構造部材が構造健全性を

維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(e) 排気筒モニタ室 

排気筒モニタ室は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し, 建物

が降下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべき施設に降

下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

排気筒モニタ室は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,降下火

砕物堆積時の機能維持を考慮して, 建物全体及び建物の主要な構造部材が構造健全性を

維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

(f) Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）に

よる荷重に対し, 格納槽が降下火砕物より防護すべき施設を内包し, 格納槽によって内

包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機能設計上の

性能目標とする。 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は，想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）に
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よる荷重に対し,降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して, 格納槽全体及び格納槽の主

要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計上の性能目標とす

る。 

4.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

d. 取水設備（除じん装置） 

(2) 要求機能 

水循環系の閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，外部事象防護対象施設の

安全機能を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物に

よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，

原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，想定する降下

火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保すること

により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を維持することを機能設計

上の性能目標とする。 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，想定する降下

火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保すること

により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する冷却水と海水を熱交換する機

能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

d. 取水設備（除じん装置） 

取水設備（除じん装置）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径

を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプに通水する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

4.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ
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ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

d. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

e. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

f. 排気筒モニタ 

(2) 要求機能 

換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対

し，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（原動機）は，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保するこ

とにより，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させることにより，非常用高圧母線へ給電する機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ（原動機）は，想定する降下火砕物による閉塞に対

し，原動機内部への降下火砕物の侵入を低減させることにより，非常用ディーゼル発電設

備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関に燃料を移

送する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

d. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させることにより，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要な温度条

件の維持，居住性の維持及び被ばく低減を図る機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

e. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減さ

せることにより，空調換気系用排気筒は建物内の空気を大気に排気する機能及び非常用ガ

ス処理系用排気筒は事故時に放射性物質を除去した気体を屋外に排気する機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

   f. 排気筒モニタ 

     排気筒モニタは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を
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低減させることにより，放射性気体廃棄物処理施設の破損を検出する機能を維持すること

を機能設計上の性能目標とする。 

4.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

d. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

e. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

f. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

g. 取水設備（除じん装置） 

(2) 要求機能 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設は，想定する降下

火砕物に対し，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物に

よる摩耗に対し，運用により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とする。 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，想定する降下

火砕物による摩耗に対し，運用により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却す

る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，想定する降下

火砕物による摩耗に対し，運用により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却す

る冷却水と海水を熱交換する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

d. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，摺動部への降下火砕物の侵入

を低減させること，摺動部に耐摩耗性を持たせること又は運用により，非常用高圧母線へ

給電する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

e. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ
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ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，想定する降下火砕物による摩耗に対し，摺動部

への降下火砕物の侵入を低減させること又は運用により，非常用ディーゼル発電設備ディ

ーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関に燃料を移送する

機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

f. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要

な温度条件の維持，居住性の維持及び被ばく低減を図る機能を維持することを機能設計上

の性能目標とする。 

g. 取水設備（除じん装置） 

取水設備（除じん装置）は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，原子

炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプに通水する機能に影響を及ぼさな

いことを機能設計上の性能日標とする。 

4.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

d.  非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備ディーゼル機関 

e.  非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

f. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

g. 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ） 

h. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

i. 排気筒モニタ 

j. 原子炉建物 

k. 制御室建物 

l. タービン建物 

m. 廃棄物処理建物 

n. 排気筒モニタ室 

o. Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

p. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

q. 取水設備（除じん装置） 

(2) 要求機能 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設は，想定
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する降下火砕物に対し，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれがないことが要求

される。 

(3) 性能目標 

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物に

よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，原子

炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目

標とする。 

b. 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用によ

り，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を維持することを機能設計上

の性能目標とする。 

c. 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，想定する降下

火砕物による腐食に対し，施設に耐食性を持たせること又は運用により，原子炉補機及び

高圧炉心スプレイ系補機を冷却する冷却水と海水を熱交換する機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

d. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと，施設に耐食性を持たせること又は運用により，非常用高圧母線へ給

電する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

e. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装に

より降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関に燃料を移送す

る機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

f. 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口） 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による腐食に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要

な温度条件の維持，居住性の維持及び被ばく低減を図る機能を維持することを機能設計上

の性能目標とする。 

g. 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ） 
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計測制御系統施設及び非常用電源設備は，想定する降下火砕物による腐食に対し，盤内

への降下火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，

必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能並びに工学的安全施設及び設計基準事故に

対処するための設備への給電機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

h. 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用） 

排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触

させないこと又は運用により，空調換気系用排気筒は建物内の空気を大気に排気する機能

及び非常用ガス処理系用排気筒は事故時に放射性物質を除去した気体を屋外に排気する機

能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

   i. 排気筒モニタ 

     排気筒モニタは，想定する降下火砕物による腐食に対し，施設に耐食性を持たせること

又は運用により，放射性気体廃棄物処理施設の破損を検出する機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

j. 原子炉建物 

原子炉建物は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により,放射線の遮蔽機能及び放射性物質の閉じ込め機能並びに

建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべき施設に

降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

k. 制御室建物 

制御室建物は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により,放射線の遮蔽機能及び建物が降下火砕物より防護すべき

施設を内包し,建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を

維持することを機能設計上の性能目標とする。 

l. タービン建物 

タービン建物は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設を

接触させないこと又は運用により,建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し,建物に

よって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能設

計上の性能目標とする。 

m. 廃棄物処理建物 

廃棄物処理建物は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により,建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し,建物

によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 

n. 排気筒モニタ室 

排気筒モニタ室は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により,建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し,建物

によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持することを機能

設計上の性能目標とする。 
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o. Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は，想定する降下火砕物による腐食に対し，施設

に耐食性を持たせること又は運用により，格納槽が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し,格納槽によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

p. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装に

より降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関の排気機能を維

持することを機能設計上の性能目標とする。 

q. 取水設備（除じん装置） 

取水設備（除じん装置）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプに通水する機能に影響を及ぼさないことを機能設計上の性能目標とす

る。 

4.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室空調換気系） 

(2) 要求機能 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，外部事象防護対象

施設の安全機能を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 換気空調設備（中央制御室空調換気系） 

換気空調設備のうち中央制御室空調換気系は，想定する降下火砕物による大気汚染に対

し，中央制御室への降下火砕物の侵入を低減させることにより，中央制御室を換気又は空

調管理することで居住性の維持を図る機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

4.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ） 

(2) 要求機能 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，外部事象防護対象施設の安全機

能を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及
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びロードセンタ） 

計測制御系統施設及び非常用電源設備は,想定する降下火砕物による絶縁低下に対し,盤

内への降下火砕物の侵入を低減させることにより,発電用原子炉施設の異常状態を検知し,

必要な場合,原子炉停止系等を作動させる機能並びに工学的安全施設及び設計基準事故に

対処するための設備への給電機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

4.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

(2) 要求機能 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉の停止並びに停

止後の発電用原子炉及び燃料プールの安全性を損なわないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受

けない配置にすることにより，非常用高圧母線へ 7日間の電源供給が維持できるよう給電

する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，

降下火砕物の影響を受けない配置とすることにより，非常用ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関へ 7日間の燃料供給が

継続できるよう燃料を保有する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，

降下火砕物の影響を受けない設計とすることにより，非常用ディーゼル発電設備ディーゼ

ル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関へ 7日間の燃料供給が

継続できるよう燃料を移送する機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

 



 

20 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-3
-4
-3
 R
0 

5. 機能設計 

Ⅵ-1-1-3-4-1「火山への配慮に関する基本方針」で設定している降下火砕物特性に対し，「4. 

要求機能及び性能目標」で設定している降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目

標を達成するために，各施設の機能設計の方針を定める。 

5.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 設備  

a. 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計方針 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物，

積雪及び風（台風）による荷重に対し，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する

機能を維持するため，冷却水として海水を取水し，原子炉補機海水系及び高圧炉心スプレ

イ補機海水系の各設備に送水する機能を維持する設計とする。 

b. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関給気口は，想定する降下火砕物，積雪及び風

（台風）による荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関の吸気機能を維持

する設計とする。 

c. 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）によ

る荷重に対し，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備ディーゼル機関の排気機能を維持する設計とする。 

(2) 建物等 

a. 原子炉建物の設計方針 

原子炉建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

原子炉建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,放射線の遮蔽

機能及び放射性物質の閉じ込め機能並びに建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し, 建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設

計とする。 
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b. 制御室建物の設計方針 

制御室建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

制御室建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,放射線の遮蔽

機能及び建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべ

き施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

c. タービン建物の設計方針 

タービン建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

タービン建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し, 建物が降

下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕

物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

d. 廃棄物処理建物の設計方針 

廃棄物処理建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

廃棄物処理建物は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,建物が降

下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕

物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

e. 排気筒モニタ室の設計方針 

排気筒モニタ室は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

排気筒モニタ室は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）による荷重に対し,建物が降

下火砕物より防護すべき施設を内包し, 建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕

物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

f. Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は,想定する降下火砕物,積雪及び風（台風）によ

る荷重に対し,格納槽が降下火砕物より防護すべき施設を内包し, 格納槽によって内包す

る防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計方針 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物によ

る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，原子

炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を維持するため，海水ポンプ狭隘部を想定
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される降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする。 

(2) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの設計方針 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，「4. 要求機能及

び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，想定する降下火

砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することによ

り，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を維持するため，海水ストレーナ

のメッシュサイズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする。 

(3) 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の設計方針 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，「4. 要求機能及

び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するため

に，以下の設計方針とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，想定する降下火

砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保することによ

り，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する機能を維持するため，熱交換器の伝熱

管口径を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする。 

(4) 取水設備（除じん装置）の設計方針 

取水設備（除じん装置）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計とする。 

取水設備（除じん装置）は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を

考慮して閉塞しない流路幅を確保することにより，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプに通水する機能を維持するため，取水設備（除じん装置）の目開きの間

隔を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする。 

5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計方針 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下

の設計方針とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの原動機は，想定する降下火

砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減及び降下火砕物の粒径を考慮した

閉塞しない流路幅を確保することにより，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ補機を冷却する

機能を維持するため，原動機を開口部がない全閉構造すること及び原動機の冷却流路の内径

を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする。 

(2) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能
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設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減

させることにより，非常用高圧母線へ給電する機能を維持するため，非常用ディーゼル発電

設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関の外気取入

口を下向きの構造とし給気フィルタを設置することで閉塞しない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替え及び清掃の実施を定め管理することで閉塞しない設計

とする。 

(3) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの原動機は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，原

動機内部への降下火砕物の侵入を低減させることにより，非常用ディーゼル発電設備ディー

ゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関に燃料を移送する機能

を維持するため，原動機を開口部がない全閉構造とすることで閉塞しない設計とする。 

(4) 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口）の設

計方針 

換気空調設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で想定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低

減させることにより，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要な温度条件の

維持，居住性の維持又は被ばく低減を図る機能を維持するため，外気取入口にラフフィルタ

及びバグフィルタを設置することで閉塞しない設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替え及び清掃の実施並びに給気隔離弁の閉止，換気空調設

備の停止及び系統隔離運転モードとすることを定め管理することで閉塞しない設計とする。 

(5) 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用）の設計方針 

排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計

上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

排気筒は，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低減させ

ることにより，空調換気系用排気筒の建物内の空気を大気に排気する機能及び非常用ガス処

理系用排気筒の事故時に放射性物質を除去した気体を屋外に排気する機能を維持するため，

空調換気系用排気筒は排気により降下火砕物を侵入しにくくすること及び非常用ガス処理系

用排気筒は開口部を水平方向とし，降下火砕物を侵入しにくくすることで閉塞しない設計と

する。 
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  (6) 排気筒モニタの設計方針 

排気筒モニタは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

排気筒モニタは，想定する降下火砕物による閉塞に対し，流路への降下火砕物の侵入を低

減させることにより，放射性気体廃棄物処理施設の破損を検出する機能を維持するため，開

口部を下方向とし，降下火砕物を侵入しにくくすることで閉塞しない設計とする。 

5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計方針 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，

以下の設計方針とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物に

よる摩耗に対し，運用により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を

維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施することを定め管理すること

で摩耗しにくい設計とする。 

(2) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの設計方針 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成する

ために，以下の設計方針とする。 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，想定する降下

火砕物による摩耗に対し，運用により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却す

る機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施することを定め管理

することで摩耗しにくい設計とする。 

(3) 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の設計方針 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成する

ために，以下の設計方針とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，想定する降下

火砕物による摩耗に対し，運用により，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却す

る冷却水と海水を熱交換する機能を維持するため，保安規定に点検及び必要に応じた補修

の実施を定め管理することで摩耗しにくい設計とする。 

(4) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，「4.要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，摺動部への降下火砕物の侵入
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を低減させること，摺動部に耐摩耗性を持たせること又は運用により，非常用高圧母線へ

給電する機能を維持するため，外気取入口を下向きの構造としフィルタを設置すること，

摺動部に摩耗しにくい材料を使用するとともに，保安規定にフィルタの取替え及び清掃並

びに点検及び必要に応じた補修を実施することを定め管理することで摩耗しにくい設計と

する。 

(5) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの原動機は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，

内部への降下火砕物の侵入を低減させること又は運用により，非常用ディーゼル発電設備

ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関に燃料を移送

する機能を維持するため，原動機を開口部がない全閉構造とするとともに，保安規定に点

検及び必要に応じた補修の実施を定め管理することで摩耗しにくい設計とする。 

(6) 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口）の

設計方針 

換気空調設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要

な温度条件の維持，居住性の維持及び被ばく低減を図る機能を維持するため，換気空調設

備にラフフィルタ及びバグフィルタを設置するとともに，保安規定にフィルタの取替え及

び清掃の実施，給気隔離弁の閉止，換気空調設備の停止及び系統隔離運転モードとするこ

と並びに点検及び必要に応じた補修の実施を定め管理することで摩耗しにくい設計とす

る。 

(7) 取水設備（除じん装置）の設計方針 

取水設備（除じん装置）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

取水設備（除じん装置）は，想定する降下火砕物による摩耗に対し，運用により，原子

炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプに通水する機能を維持するため，

保安規定に点検及び必要に応じた補修の実施を定め管理することで摩耗しにくい設計とす

る。 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施設 

(1) 原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計方針 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，
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以下の設計方針とする。 

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，想定する降下火砕物に

よる腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，原子

炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を維持するため，外装の塗装及び海水

と接触する部位の塗装等を実施すること並びに原動機を開口部がない全閉構造とすること

で短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点検及び補修の実施を定め

管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(2) 原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの設計方針 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成する

ために，以下の設計方針とする。 

原子炉補機海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，想定する降下

火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用によ

り，原子炉補機及び高圧炉心スプレイ系補機を冷却する機能を維持するため，原子炉補機

海水ストレーナ及び高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナが海水と接触する部位の防汚塗

装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点検及び

補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(3) 原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の設計方針 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成する

ために，以下の設計方針とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，想定する降下

火砕物による腐食に対し，施設に耐食性を持たせること又は運用により，原子炉補機及び

高圧炉心スプレイ系補機を冷却する冷却水と海水を熱交換する機能を維持するため，海水

と接触する部位に耐食性のある材料を使用することで短期的な腐食が発生しない設計とす

るとともに，保安規定に点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展し

ない設計とする。 

(4) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと，施設に耐食性を持たせること又は運用により，非常用高圧母線へ給

電する機能を維持するため，外装の塗装及び降下火砕物と接触する部位に耐食性のある材

料を使用することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点検及び

補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 
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(5) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装に

より降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関に燃料を移送す

る機能を維持するため，外装の塗装及び原動機を開口部がない全閉構造とすることで短期

的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点検及び補修の実施を定め管理す

ることで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(6) 換気空調設備（中央制御室空調換気系，原子炉建物付属棟空調換気系）（外気取入口）の

設計方針 

      換気空調設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備は，想定する降下火砕物による腐食に対し，流路への降下火砕物の侵入を

低減させること又は運用により，各部屋を換気又は空調管理することで機器の運転に必要

な温度条件の維持，居住性の維持又は被ばく低減を図る機能を維持するため，換気空調設

備の外気取入口にラフフィルタ及びバグフィルタを設置することで短期的な腐食が発生し

ない設計とするとともに，保安規定にフィルタの取替え及び清掃の実施並びに点検及び補

修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(7) 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及

びロードセンタ）の設計方針 

計測制御系統施設及び非常用電源設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

計測制御系統施設及び非常用電源設備は，想定する降下火砕物による腐食に対し，盤内

への降下火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，

必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能並びに工学的安全施設及び設計基準事故に

対処するための設備への給電機能を維持するため，計測制御系統施設及び非常用電源設備

を設置する原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処理建物の換気空調設備の外気取入口にバ

グフィルタを設置することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に

フィルタの取替え及び清掃すること及び系統隔離運転モードとすることを定め管理するこ

とで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(8) 排気筒（空調換気系用，非常用ガス処理系用）の設計方針 

排気筒は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

排気筒は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触
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させないこと又は運用により，空調換気系用排気筒の建物内の空気を大気に排気する機能

及び非常用ガス処理系用排気筒の事故時に放射性物質を屋外に排気する機能を維持するた

め，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規

定に点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(9) 排気筒モニタの設計方針 

排気筒モニタは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

排気筒モニタは，想定する降下火砕物による腐食に対し，施設に耐食性を持たせること

又は運用により，放射性気体廃棄物処理施設の破損を検出する機能を維持するため，降下

火砕物と接触する部位に耐食性のある材料を使用することで短期的な腐食が発生しない設

計とするとともに，保安規定に点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が

進展しない設計とする。 

(10) 原子炉建物の設計方針 

原子炉建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

原子炉建物は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により,放射線の遮蔽機能及び放射性物質の閉じ込め機能並びに

建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し,建物によって内包する防護すべき施設に

降下火砕物を接触させない機能を維持するため,外面の塗装を実施することで短期的な腐

食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点検及び補修の実施を定め管理すること

で長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(11) 制御室建物の設計方針 

制御室建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機

能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

制御室建物は,想定する降下火砕物による腐食に対し,塗装により降下火砕物と施設を接

触させないこと又は運用により,放射線の遮蔽機能及び建物が降下火砕物より防護すべき

施設を内包し,建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を

維持するため,外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするととも

に，保安規定に点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計

とする。 

(12) タービン建物の設計方針 

タービン建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している

機能設計上の性能目標を達成するために,以下の設計方針とする。 

タービン建物は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設

を接触させないこと又は運用により，建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，建

物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，外

面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点

検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 



 

29 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-3
-4
-3
 R
0 

(13) 廃棄物処理建物の設計方針 

廃棄物処理建物は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

廃棄物処理建物は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施

設を接触させないこと又は運用により，建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，

建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，

外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に

点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(14) 排気筒モニタ室の設計方針 

排気筒モニタ室は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設定してい

る機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

排気筒モニタ室は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火砕物と施

設を接触させないこと又は運用により，建物が降下火砕物より防護すべき施設を内包し，

建物によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持するため，

外面の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に

点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

(15) Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽の設計方針 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽は，想定する降下火砕物による腐食に対し，施設

に耐食性を持たせること又は運用により，格納槽が降下火砕物より防護すべき施設を内包

し，格納槽によって内包する防護すべき施設に降下火砕物を接触させない機能を維持する

ため，コンクリート構造物とすることで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，

保安規定に点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とす

る。 

(16) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

ディーゼル機関排気消音器及び排気管は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装に

より降下火砕物と施設を接触させないこと又は運用により，非常用ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関の排気機能を維

持するため，外装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，

保安規定に点検及び補修の実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とす

る。 

(17) 取水設備（除じん装置）の設計方針 
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取水設備（除じん装置）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.5(3) 性能目標」で設

定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

取水設備（除じん装置）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，塗装により降下火

砕物と施設を接触させないこと又は運用により，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプに通水する機能を維持するため，海水と接触する部位の防汚塗装を実

施することで短期的な腐食が発生しない設計とするとともに，保安規定に点検及び補修の

実施を定め管理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 換気空調設備（中央制御室空調換気系）の設計方針 

換気空調設備のうち中央制御室空調換気系は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.6(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

換気空調設備のうち中央制御室空調換気系は，想定する降下火砕物による大気汚染に対し，

中央制御室への降下火砕物の侵入を低減させることにより，中央制御室を換気又は空調管理

することで居住性の維持を図る機能を維持するため，外気取入口にバグフィルタを設置する

こと及び系統隔離運転モードとすることで降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替え及び清掃すること並びに給気隔離弁の閉止及び系統隔

離運転モードとすることを定め管理することで降下火砕物による中央制御室の大気汚染を防

止する設計とする。 

5.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 計測制御系統施設（安全保護系盤）及び非常用電源設備（計装用無停電交流電源装置及び

ロードセンタ）の設計方針 

計測制御系統施設及び非常用電源設備は,「4. 要求機能及び性能目標」の「4.7(3) 性能

目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

計測制御系統施設及び非常用電源設備は，想定する降下火砕物による絶縁低下に対し，盤

内への降下火砕物の侵入を低減させることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，

必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能並びに工学的安全施設及び設計基準事故に対

処するための設備への給電機能を維持するため, 計測制御系統施設及び非常用電源設備を設

置する区画の空調換気系の外気取入口にバグフィルタを設置すること及び系統隔離運転モー

ドとすることで降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替え及び清掃の実施並びに給気隔離弁の閉止及び系統隔離

運転モードとすることを定め管理することで計測制御系統施設及び非常用電源設備の絶縁低

下を防止する設計とする。 

5.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関の設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」で設定している機能
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設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備デ

ィーゼル機関は，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下火砕物の影響を受けな

い配置にすることにより，非常用高圧母線へ 7日間の電源供給が継続できるよう給電する機

能を維持するため，降下火砕物の影響を受けない建物内に設置する設計とする。 

(2) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンクの設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンクは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料貯蔵タンクは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下

火砕物の影響を受けない配置とすることにより，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関へ 7日間の燃料供給が継続でき

るよう燃料を保有する機能を維持するため，降下火砕物の影響を受けない地中に設置する設

計とする。 

(3) 非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.8(3) 性能目標」

で設定している機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電設備ディーゼル燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備ディーゼル燃料移送ポンプは，想定する降下火砕物による間接的影響に対し，降下

火砕物の影響を受けない設計とすることにより，非常用ディーゼル発電設備ディーゼル機関

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関へ 7日間の燃料供給が継続でき

るよう燃料を移送する機能を維持するため，降下火砕物の影響を受けない格納槽内等に設置

する設計とする。 
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外部火災への配慮に関する説明書は，以下の資料により構成されている。 

Ⅵ-1-1-3-5-1 外部火災への配慮に関する基本方針 

Ⅵ-1-1-3-5-2 外部火災の影響を考慮する施設の選定 

Ⅵ-1-1-3-5-3 外部火災防護における評価の基本方針 

Ⅵ-1-1-3-5-4 外部火災防護に関する許容温度設定根拠 

Ⅵ-1-1-3-5-5 外部火災防護における評価方針 

Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果 

Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 
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1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の外部火災防護設計が「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 7 条及びその「実用発電

用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適

合することを説明し，技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重大事故等対処

設備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮についても説明するものである。 

 

2. 外部火災防護に関する基本方針 

 2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の外部火災防護設計は，外部事象防護対象施設について外部火災に

より安全機能を損なわないこと及び安全性を損なうおそれがある場合は防護措置その他

の適切な措置を講じなければならないこと，重大事故等対処設備については外部火災に

より設計基準事故対処設備等の安全機能と同時に重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないことを目的とし，技術基準規則に適合するように設計する。 

外部事象防護対象施設は，防火帯の設置，離隔距離の確保，建物による防護を行うこ

とで，安全機能を損なわない設計とする。 

外部火災の影響については，定期的な評価の実施を保安規定に定めて管理する。 

想定される外部火災において，火災・爆発源を発電所敷地内及び敷地外に設定し，外

部事象防護対象施設に係る温度や距離を算出し，これらによる影響評価を行い，最も厳

しい火災・爆発が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

外部火災による二次的影響（ばい煙），外部火災起因を含む有毒ガスの影響，爆発に

よる飛来物の影響についても評価を行い，外部事象防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。発電所敷地内の火災源としては，森林火災，発電所敷地内に設置する屋

外の危険物タンク等の火災，航空機墜落による火災及び発電所敷地内に設置する危険物

タンクの火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災を想定する。 

発電所敷地外の火災・爆発源としては，近隣の産業施設の火災・爆発として，石油コ

ンビナート施設の火災・爆発，危険物貯蔵施設の火災，高圧ガス貯蔵施設の火災・爆発，

燃料輸送車両の火災・爆発及び漂流船舶の火災・爆発を想定する。 

建物内に設置する外部事象防護対象施設は，建物にて防護することから建物の評価を

行い， 建物を除く屋外の外部事象防護対象施設は，当該施設を評価する。評価結果が

満足しない場合は，防護措置として適切な処置を講じるものとする。 

外部火災評価においては，島根原子力発電所第２号機に最も厳しい火災・爆発が発生

した場合を想定し，評価を行う。 
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2.1.1 外部火災より防護すべき施設 

外部火災より防護すべき施設は，Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「2.3 外部からの衝撃より防護す

べき施設」に従い，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備とする。 

2.1.2 外部火災より防護すべき施設の設計方針 

(1) 外部事象防護対象施設の設計方針

森林火災については，外部事象防護対象施設を内包する建物（垂直外壁面及び天

井スラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容

温度（200℃）となる危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度

が許容温度（原子炉補機海水ポンプ（高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを含む。）

（以下「海水ポンプ」という。）の冷却空気温度を下部軸受の機能維持に必要な

55℃，排気筒の表面温度 325℃）となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る

離隔距離を確保する設計とする。 

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災及び航空機墜落による火災につい

ては，火災源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，外部事象防護対象施設を

内包する建物（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最

も厳しい箇所）の表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度を

算出し，許容温度を満足する設計とする。 

また，発電所敷地内において，燃料補充用のタンクローリ火災が発生した場合の

影響については，燃料補充時は監視人が立会を実施することを保安規定に定めて

管理し，万一の火災発生時は速やかに消火活動が可能である体制であることから，

外部事象防護対象施設への影響を与えることはない。 

発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災と航空機墜落による火災が同時に発

生した場合の重畳火災については，外部事象防護対象施設を内包する建物（垂直

外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の表

面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出し，許容温度を

満足する設計とする。 

外部事象防護対象施設が外部火災に対して十分な健全性を有することを確認する

ための評価に用いる許容温度の設定根拠は，Ⅵ-1-1-3-5-4「外部火災防護に関す

る許容温度設定根拠」に示す。 

外部火災より防護すべき施設のうち，外部火災の影響について評価を行う施設

（以下「外部火災の影響を考慮する施設」という。）の選定については，Ⅵ-1-1-

3-5-2「外部火災の影響を考慮する施設の選定」に示す。

森林火災については，延焼防止を目的として設置（変更）許可を受けた防火帯

（約 21m）を敷地内に設ける設計とし，防火帯は延焼防止効果を損なわない設計と
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するため，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合は必要最小限とすること

を保安規定に定めて管理する。また，危険距離の算出については，設置（変更）

許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大火線強度から算出される火炎

輻射発散度（118kW/m2）を用いる。 

発電所敷地外の火災である近隣の産業施設の火災・爆発のうち，石油コンビナー

ト施設の火災・爆発については，発電所敷地外 10km 以内に石油コンビナート施設

は存在しないため，外部事象防護対象施設の安全機能を損なうおそれがない。ま

た，発電所敷地外半径 10km 以内の危険物貯蔵施設，燃料輸送車両及び漂流船舶の

火災については，火災源ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，外部事象防護

対象施設を内包する建物（垂直外壁面及び天井スラブから選定した，火災の輻射

に対して最も厳しい箇所）の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除く

屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危

険距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の爆発については，ガス爆発の爆風

圧が 0.01MPa となる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離を

確保する設計とする。また，ガス爆発による容器破裂時の破片の最大飛散距離を

算出し，その最大飛散距離を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

外部火災による二次的影響（ばい煙）による影響については，ばい煙の侵入を防

止するため適切な防護対策を講じることで，外部事象防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

外部火災を起因とするばい煙が発生した場合には，外気を取り込む空調系統に対

するばい煙の侵入を防止するため，バグフィルタを設置する設計とする。 

外気を設備内に取り込む機器（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）（以下「非常用ディーゼル発電機」という。））に対して

は，ばい煙の侵入を防止するため，フィルタを設置する設計，又はばい煙が侵入

したとしても機器の損傷，閉塞を防止するため，ばい煙が流路に溜まりにくい構

造とする設計とする。 

室内の空気を取り込む機器（安全保護系）に対しては，ばい煙の侵入による機器

の損傷を防止するため，バグフィルタを設置する設計とする。 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場合には，中央制御室内に滞在する人員

の環境劣化を防止するために設置した給気隔離弁及び排気隔離弁の閉止，中央制

御室内の空気を循環させる系統隔離運転モードへの切替えの実施及び必要に応じ

中央制御室以外の空調ファンの停止により，有毒ガスの侵入を防止する設計とす

る。 

なお，有毒ガスの侵入を防止するよう，給気隔離弁及び排気隔離弁の閉止，系統

隔離運転モードへの切替えの実施による外気の遮断及び空調ファンの停止による
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外気流入の抑制を保安規定に定めて管理する。 

主要道路，鉄道路線，一般航路及び石油コンビナート施設は離隔距離を確保する

ことで事故等による火災に伴う発電所への有毒ガスの影響がない設計とする。 

なお，ばい煙及び有毒ガスに対する具体的な設計については，Ⅵ-1-1-3-5-7「二

次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計」に示す。 

(2) 重大事故等対処設備の設計方針

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建物にて防護し，屋外の

重大事故等対処設備については設計基準事故対処設備等の安全機能と同時に必要

な機能を損なわないよう，位置的分散を図る。具体的な位置的分散については，

Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書」に示す。 

2.1.3 外部事象防護対象施設の評価方針 

屋内に設置する外部事象防護対象施設は，建物にて防護することから建物にて

評価を行い，建物を除く屋外の外部事象防護対象施設は当該施設を評価する。 

外部火災影響評価は，火災・爆発源ごとに危険距離，危険限界距離又は飛来物

の最大飛散距離を算出し離隔距離と比較する方法と，建物表面温度及び建物を除く

屋外の外部事象防護対象施設の温度（海水ポンプの冷却空気温度，排気筒の表面温

度）を算出し許容温度と比較する方法を用いる。 

外部火災における評価方針をⅥ-1-1-3-5-3「外部火災防護における評価の基本

方針」に示す。 

火災・爆発源ごとの森林火災をはじめとする評価方針は，Ⅵ-1-1-3-5-5「外部

火災防護における評価方針」に示す。 

火災・爆発源ごとの森林火災をはじめとする評価条件及び評価結果は，Ⅵ-1-1-

3-5-6「外部火災防護における評価条件及び評価結果」に示す。

 2.2 適用規格及び適用基準 

適用する規格としては，最新の規格基準を含め技術的妥当性及び適用性を示した上で

適用可能とする。 

適用する規格を以下に示す。 

・「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（原規技発第 13061912 号（平成 25 年 6

月 19 日）原子力規制委員会） 

・「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2 年 8

月 30 日原子力安全委員会） 
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・「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（内規）」（平成 

21・06・25 原院第 1 号（平成 21 年 6 月 30 日）原子力安全・保安院） 

・「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（平成 25 年 3 月消防庁特殊災害室） 

・原田和典「建築火災のメカニズムと火災安全設計」（平成 19 年 12 月 25 日財団法人

日本建築センター）
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Ⅵ-1-1-3-5-2 外部火災の影響を考慮する施設の選定 
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1. 概要

本資料は，Ⅵ-1-1-3-5-1「外部火災への配慮に関する基本方針」に従い，外部火災の影

響を考慮する施設の選定について説明するものである。 

2. 選定の基本方針

外部火災の影響を考慮する施設としては，施設の設置場所，構造を考慮して選定する。

施設の選定にあたっては，外部火災より防護すべき施設を選定するとともに，外部火災

の二次的影響（ばい煙）又は有毒ガスの影響を考慮する施設を選定する。なお，重大事故

等対処設備については，Ⅵ-1-1-3-5-1「外部火災への配慮に関する基本方針」に示すとお

り，屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを内包する建物にて防護し，屋外の重大

事故等対処設備については位置的分散にて対応することから，影響を考慮する施設として

は選定しない。屋外に設置する具体的な重大事故等対処設備については，Ⅵ-1-1-3-別添 

1「屋外に設置されている重大事故等対処設備の抽出」に示す。 

なお，外部火災の影響を考慮する施設以外の外部火災影響について，屋内に設置する施

設は，建物にて防護するため，波及的影響を考慮する必要はない。屋外に設置する施設は，

その機能が喪失しても外部火災の影響を考慮する施設へ影響を及ぼす施設はないため，外

部火災の影響を考慮する施設へ波及的影響を及ぼす可能性はない。 

 2.1 外部火災の影響を考慮する施設の選定 

屋内に設置する外部事象防護対象施設は，建物にて防護することから，外部事象防護

対象施設の代わりに外部事象防護対象施設を内包する建物を外部火災の影響を考慮する

施設として選定する。また，建物を除く屋外の外部事象防護対象施設は，外部火災の影

響により安全性を損なうおそれがあるため，外部火災の影響を考慮する施設として選定

する。外部事象防護対象施設以外の施設については，屋内に設置する施設は，建物によ

り防護することとし，屋外施設については，防火帯の内側に設置すること又は消火活動

等により防護する。 

外部火災の影響を考慮する施設を以下に示す。 

(1) 外部事象防護対象施設を内包する建物

a. 原子炉建物

b. 制御室建物

c. タービン建物

d. 廃棄物処理建物

e. 排気筒モニタ室
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(2) 屋外の外部事象防護対象施設（建物を除く。）

a. 海水ポンプ

b. 排気筒

c. 非常用ガス処理系排気管

d. 排気筒モニタ

外部火災の影響を考慮する施設のうち排気筒モニタ室，非常用ガス処理系排気管及び

排気筒モニタについては，他の外部火災の影響を考慮する施設の評価により，安全機能

を損なわない設計であることを確認できるため，以降での評価を実施しない。 

 2.2 二次的影響（ばい煙）を考慮する施設の選定 

外部事象防護対象施設が二次的影響（ばい煙）により安全性を損なうおそれがないよ

う，二次的影響（ばい煙）を考慮する施設は以下により選定する。 

外気を取り込む空調系統は二次的影響（ばい煙）により人体に影響を及ぼすおそれが

あるため，二次的影響（ばい煙）を考慮する設備として選定する。 

外気を設備内に取り込む機器は二次的影響（ばい煙）により機器の故障が発生するお

それがあるため，二次的影響（ばい煙）を考慮する機器として選定する。 

室内の空気を取り込む安全保護系の盤は二次的影響（ばい煙）により機器の故障が発

生するおそれがあるため，二次的影響（ばい煙）を考慮する施設として選定する。 

ばい煙を含む外気又は，室内空気を機器内に取り込む機構を有しない設備又は，取り

込んだ場合でも，その影響が非常に小さいと考えられる設備（ポンプ，モータ，弁，盤

内に換気ファンを有しない制御盤，計器，排気筒等）については，対象外とする。 

(1) 外気を取り込む空調系統

a. 換気空調設備

(2) 外気を設備内に取り込む機器

a. 非常用ディーゼル発電機

(3) 室内の空気を取り込む機器

a. 安全保護系

 2.3 有毒ガスの影響を考慮する施設の選定 

外部火災起因を含む有毒ガスの影響を考慮する施設については，人体に影響を及ぼす

おそれがある換気空調設備を選定する。 
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1. 概要

本資料は，Ⅵ-1-1-3-5-1「外部火災への配慮に関する基本方針」に示す外部火災の影響

に対する設計方針を踏まえて，外部火災の影響を考慮する施設について，外部火災により

安全機能を損なうおそれがないことを確認するための評価方針について説明するものであ

る。 

2. 外部火災防護における評価の基本方針

技術基準規則のうち第 7 条及びその解釈に適合することを確認し，Ⅵ-1-1-3-5-2「外部

火災の影響を考慮する施設の選定」で選定した施設について，Ⅵ-1-1-3-5-5「外部火災防

護における評価方針」により評価を行う。それぞれの火災・爆発源ごとに危険距離等を算

出し，その危険距離等を上回る離隔距離が確保されていること，又は算出した外部事象防

護対象施設を内包する建物の表面温度，建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が

許容温度を満足することを確認する。 

 2.1 評価の基本方針 

評価方針は，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参照して，Ⅵ-1-1-3-5-1

「外部火災への配慮に関する基本方針」により実施することを基本とする。 

具体的な評価方針は，Ⅵ-1-1-3-5-5「外部火災防護における評価方針」に示す。 

2.1.1 発電所敷地内の火災源に対する評価の基本方針 

(1) 森林火災

設置（変更）許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大火線強度から

算出される火炎輻射発散度（118kW/m2）を用いて，外部事象防護対象施設を内包す

る建物の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対

象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離

が確保されていることを確認する。 

(2) 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の貯蔵量等を勘案して，火災源ごとに

外部事象防護対象施設を内包する建物の表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防

護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足することを確認する。 

(3) 航空機墜落による火災

対象航空機の燃料積載量等を勘案して，対象航空機ごとに外部事象防護対象施

設を内包する建物の表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度を

算出し，許容温度を満足することを確認する。 
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(4) 発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災と航空機墜落による火災の重畳火災

敷地内の危険物タンクの火災と航空機墜落による火災の評価条件により算出し

た輻射強度，燃焼継続時間等により，外部事象防護対象施設の受熱面に対し，最も

厳しい条件となる火災源と外部事象防護対象施設を選定し，外部事象防護対象施設

を内包する建物の表面温度及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度を算

出し，許容温度を満足することを確認する。 

2.1.2 発電所敷地外の火災・爆発源に対する評価の基本方針 

(1) 石油コンビナート施設の火災・爆発

石油コンビナート施設の位置を特定し，発電所敷地外 10km 以内に存在しないこ

とを確認する。 

(2) 危険物貯蔵施設の火災

発電所敷地外半径 10km 以内の危険物貯蔵施設の貯蔵量等を勘案して，外部事象

防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除く

屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険

距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

(3) 燃料輸送車両の火災・爆発

a. 燃料輸送車両の火災

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の燃料積載量等を勘案して，外部

事象防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物

を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，

その危険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

b. 燃料輸送車両の爆発

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の燃料積載量等を勘案して，ガス

爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回

る離隔距離が確保されていることを確認する。また，ガス爆発による容器破裂時

の破片の最大飛散距離を算出し，その最大飛散距離を上回る離隔距離が確保され

ていることを確認する。 

(4) 漂流船舶の火災

漂流船舶の燃料積載量等を勘案して，外部事象防護対象施設を内包する建物の

表面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の

温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離が確保さ
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れていることを確認する。 

 

 2.2 許容温度 

外部火災の影響を考慮する施設が外部火災に対して十分な健全性を有することを確認

するための評価に用いる許容温度を以下に示し，その設定根拠は，Ⅵ-1-1-3-5-4「外部

火災防護に関する許容温度設定根拠」に示す。 

 

  (1) 建物 

火災時における短期温度上昇を考慮した場合において，コンクリート圧縮強度が維

持される保守的な温度（200℃）を許容温度とする。 

 

  (2) 海水ポンプ 

下部軸受の機能維持に必要となる冷却空気の温度（55℃）を許容温度とする。 

 

  (3) 排気筒 

鋼材の強度が維持される温度（325℃）を許容温度とする。 
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Ⅵ-1-1-3-5-4 外部火災防護に関する許容温度設定根拠 
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1. 概要

本資料は，Ⅵ-1-1-3-5-1「外部火災への配慮に関する基本方針」に従い，外部火災の影

響を考慮する施設が外部火災に対して十分な健全性を有することを確認するための評価に

用いる許容温度の設定根拠について説明するものである。 

2. 設定根拠

 2.1 建物コンクリート表面温度 

建物コンクリート表面温度の許容温度は，200℃＊1(火災時における短期温度上昇を考

慮した場合において，コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度)とする。 

建物の温度評価はコンクリート表面温度で実施している。建物の表面は，太陽輻射に

よる温度上昇を考慮し，初期温度を 50℃に設定する。また，コンクリート裏面側の排

熱を考慮しない評価であるため，200℃を下回れば建物の機能は確保される。 

 2.2 海水ポンプ 

海水ポンプの許容温度は，固定子巻線，上部軸受及び下部軸受の上昇温度を考慮し，

電動機内部の冷却として外気を用いることから，冷却空気温度を許容温度として設定す

る。そのうち，許容温度が最も低くなる下部軸受について，軸受温度を 95℃（耐熱性

の良好なグリースを使用する場合の温度限度＊2）以下とするために必要な冷却空気温度

である 55℃＊3 を許容温度として設定する。 

海水ポンプの温度評価は海水ポンプ内への冷却空気の初期温度を，発電所に最も近い

鹿島町の地域気象観測システムで観測した過去最高温度 37.5℃を切り上げた 40℃に設

定し，放熱を考慮しない評価であるため，55℃を下回れば海水ポンプの機能は確保され

る。 

 2.3 排気筒 

排気筒の許容温度は，325℃＊1（火災時における短期温度上昇を考慮した場合におい

て，鋼材の強度が維持される保守的な温度）とする。 

排気筒の温度評価は表面温度で実施している。排気筒の表面は，太陽輻射による温度

上昇を考慮し，初期温度を 50℃に設定する。また，火災源の燃焼継続時間 t を t→∞の

極限値として，火災時の輻射熱による最高温度を求める保守的な評価であるため，

325℃を下回れば排気筒の機能は確保される。 

注記＊1：原田和典「建築火災のメカニズムと火災安全設計」財団法人日本建築センター 

＊2：電気規格調査会標準規格 誘導機（ＪＥＣ２１３７－2000） 

＊3：95℃（下部軸受の温度限度）－40℃（冷却空気の初期温度）＝55℃ 
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1. 概要

本資料は，Ⅵ-1-1-3-5-1「外部火災への配慮に関する基本方針」に従い，外部火災防護

における評価方針について説明するものである。 

2. 評価について

外部火災防護における評価として，森林火災については外部火災の影響を考慮する施設

の危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災，航空機墜落による火災，発電所敷地内

に設置する危険物タンクの火災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重畳火災

（以下「重畳火災」という。）については，外部火災の影響を考慮する施設の温度を算出

し，許容温度を満足することを確認する。 

近隣の産業施設の火災・爆発である石油コンビナート施設の火災・爆発，危険物貯蔵施

設の火災，燃料輸送車両の火災・爆発，漂流船舶の火災については，外部火災の影響を考

慮する施設の危険距離，危険限界距離又は飛来物の最大飛散距離を算出し，それらの距離

を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

火災・爆発源ごとの評価方針を以下に示す。 

 2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価方針 

2.1.1 森林火災の評価について 

(1) 評価方針

設置（変更）許可を受けた防火帯の外縁（火炎側）における最大火線強度から算

出される火炎輻射発散度（118kW/m2）を用いて，外部事象防護対象施設を内包する

建物の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対

象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距

離が確保されていることを確認する。熱影響評価上は保守的に，火炎輻射発散度

（118kW/m2）の位置を外部火災の影響を考慮する施設の最近接の森林境界として評

価する。評価に用いる評価指標とその内容を表 2－1，火炎輻射発散度（118kW/m2）

の位置を図 2－1 に示す。 

(2) 評価条件

a. 森林火災による熱を受ける面と森林火災の火炎輻射発散度が発する地点が同じ

高さにあると仮定し最短距離にて評価を行う。 

b. 森林火災の火炎は，円筒火炎モデルを使用する。火炎の高さは燃焼半径の 3

倍とし，燃焼半径から円筒火炎モデルの数を算出することにより火炎到達幅の分

だけ円筒火炎モデルが横一列に並ぶものとする。横一列に並んだ円筒火炎モデル

の数だけ外部火災の影響を考慮する施設へ熱が伝わることとする。 
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c. 円筒火炎モデルの燃焼の考え方は，最大の火炎輻射発散度を持つ円筒火炎モデ

ルを火炎到達幅と同じ長さの直線上に並べて，外部火災の影響を考慮する施設が

全円筒から同時かつ継続的に輻射熱を受けるものとする。森林火災における円筒

火炎モデル評価の概要を図 2－2 に示す。 

d. 気象条件は無風状態とする。

(3) 計算方法

設置（変更）許可を受けた森林火災解析結果による火炎輻射発散度，火炎長及び

火炎到達幅を用いて，輻射強度，燃焼半径，燃焼継続時間，円筒火炎モデル数，

形態係数等を求め，それらから危険距離を算出する。 
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a. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

b.(a) 建物の評価の場合 

T ℃ 温度 

ｔ s 時刻 

ｘ m コンクリート表面からの距離

κ m2/s コンクリート熱拡散率

λ W/(m･K) コンクリート熱伝導率

Cp J/(kg･K) コンクリート比熱

ρ kg/m3 コンクリート密度

b.(b) 海水ポンプの評価の場合 

T ℃ 温度 

T0 ℃ 通常運転時の上昇温度 

E W/m2 輻射強度 

AT m2 受熱面積 

G kg/s 重量流量 

Cp J/(kg･K) 空気比熱 

b.(c) 排気筒の評価の場合 

T ℃ 温度 

T0 ℃ 初期温度 

E W/m2 輻射強度 

ε － 排気筒表面の放射率 

h W/(m2･K) 排気筒表面熱伝達率 

c.～g. 危険距離他の算出 

R m 燃焼半径 

H m 火炎長 

F － 円筒火炎モデル数 

W m 火炎到達幅 

φi － 各円筒火炎モデルの形態係数 

Li m 離隔距離 

E W/m2 輻射強度 

Rf W/m2 火炎輻射発散度 

φt － 各火炎モデルの形態係数を合計した値 

Lt m 危険距離 
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b. 輻射強度の算出

(a) 建物の評価の場合

建物表面温度が許容温度 200℃となるときの輻射強度(E)を次式のとおり算

出する。 

2

2

dx

Td

dt

dT
 （式 1） 

ただし，𝜅 = λ/(𝐶𝑝 ∙ 𝜌) 

(b) 海水ポンプの評価の場合

冷却空気が許容温度 55℃となるときの輻射強度(E)を次式のとおり算出する。

𝑇 = 𝑇0 +
𝐸×𝐴𝑇

𝐺×𝐶𝑝
 （式 2）

(c) 排気筒の評価の場合

排気筒表面温度が許容温度 325℃となるときの輻射強度(E)を次式のとおり

算出する。 

𝑇 = 𝑇0 +
𝜀𝐸

2ℎ
（式 3） 

c. 燃焼半径の算出

燃焼半径(R)を次式のとおり算出する。

3

H
R  （式 4） 

（出典：原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下「評価ガイド」という。）） 

d. 円筒火炎モデル数の算出

円筒火炎モデル数(F)を次式のとおり算出する。

R

W
F

2
 （式 5） 

（出典：評価ガイド） 
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e. 各円筒火炎モデルの形態係数の算出

各円筒火炎モデルの形態係数(φi)を次式のとおり算出する。
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tan
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  （式 6） 

ただし， 2222 )1(,)1(,,3 mnBmnA
R

L
n

R

H
m i 

（出典：評価ガイド） 

各円筒火炎モデルの形態係数を合計した値が，外部火災の影響を考慮する施設

に及ぼす影響について考慮すべき形態係数φt となる。 

)( 21   iiit 

なお，i＋(i＋1)＋(i＋2)…＋(i＋X)の火炎モデル数の合計は F 個となる。 

f. 形態係数の算出

形態係数(φt)を次式のとおり算出する。

tRfE  （式 7） 

（出典：評価ガイド） 

g. 危険距離の算出

形態係数(φt)，火炎長(H)及び燃焼半径(R)を用いて危険距離(Lt)を次式のとお

り算出する。 
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  （式 8） 

ただし， 2222 )1(,)1(,,3 mnBmnA
R

L
n

R

H
m t 

（出典：評価ガイド） 
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表 2－1 評価指標について 

評価指標 内容 

輻射強度[W/m2] 火炎の炎から任意の位置にある点（受熱点）の輻射強度 

火炎到達幅[m] 
発電所に到達する火炎の横幅 

（ＦＡＲＳＩＴＥの解析で算出された値） 

形態係数[-] 火炎と受熱面との相対位置関係によって定まる係数 

燃焼半径[m] 森林火災の火炎長より算出する値 

危険距離[m] 延焼防止に必要な距離 

図 2－1 森林火災における火炎輻射発散度の位置図 

図 2－2 森林火災における円筒火炎モデル評価の概要 

火炎到達幅 

危険距離 

受熱面 

火炎輻射発散度 118kW/m2 
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2.1.2 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災の評価について 

(1) 評価方針

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の貯蔵量等を勘案して，火災源ごとに外

部火災の影響を考慮する施設の温度を算出し，許容温度を満足することを確認す

る。 

発電所敷地内の屋外に設置する危険物タンク等のうち，法令に基づく届出対象施

設の設置状況及び配置を表 2－2 及び図 2－3 に示す。また，発電所敷地内の屋外に

設置する危険物タンク等のうち，法令に基づく届出対象施設ではない施設の設置

状況及び配置を表 2－3 及び図 2－4 に示す。 

そのうち，直接外部火災の影響を考慮する施設を臨むことができる危険物タンク

等と外部火災の影響を考慮する施設を選定し（表 2－2 及び表 2－3 参照），火災源

ごとに外部火災の影響を考慮する施設に対する温度を算出し評価する。 

なお，地下タンク貯蔵所の施設については，消防法に基づきコンクリート構造物

に収納した地下埋設タンクとなっているため地表面で火災が発生する可能性は低

く，火災が発生しても影響は小さいことから火災源として考慮しない。 

主変圧器以外の変圧器については，主変圧器の熱影響評価結果で代表するものと

する。 

また，水素ガストレーラについては，直接輻射を受けない配置状況であることか

ら火災源として考慮しない。 

このことから，重油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンク及び主変圧器を火

災源として選定し，火災源ごとに外部火災の影響を考慮する施設の温度を算出し

評価する。 

なお，発電所構外より入所してくる燃料補充用のタンクローリについては，燃料

補充時は監視人が立会いを実施し，万一の火災発生時は速やかに消火活動が可能

であることから，評価対象外とする。 

(2) 評価条件

a. 危険物タンク等の貯蔵量又は数量は，危険物施設として許可された貯蔵容量を

超えない運用上の最大貯蔵量とする。 

b. 離隔距離は，評価上厳しくなるよう，タンク等の位置から外部火災の影響を考

慮する施設までの直線距離とする。 

c. 重油タンク及びガスタービン発電機用軽油タンクについては破損等による防油

堤内の全面火災を想定し，防油堤内の面積を円筒の底面と仮定し，火炎は円筒火

炎モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とする。主変圧器については，変圧

器本体の全面火災を想定し，変圧器の投影面積を円筒の底面と仮定し，火炎は円

筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とする。想定する円筒火炎モデ
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ルを図 2－5 に示す。

d. 気象条件は無風状態とする。

(3) 計算方法

火災源の防油堤面積等から求める燃焼半径，燃料量により燃焼継続時間を求める。

その燃焼継続時間，輻射強度等を用いて，外部火災の影響を考慮する施設の温度を

算出する。 

a. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

b.～e. 燃焼継続時間他の算出 

R m 燃焼半径 

w m 防油堤幅 

d m 防油堤奥行き 

w×d m2 防油堤面積 

w’ m 変圧器幅 

d’ m 変圧器奥行き 

w’×d’ m2 変圧器投影面積 

φ － 形態係数 

L m 離隔距離 

H m 火炎高さ 

E W/m2 輻射強度 

Rf W/m2 輻射発散度 

ｔ s 燃焼継続時間 

V m3 燃料量 

v m/s 燃焼速度 

M kg/(m2･s) 燃料の質量低下速度 

ρ kg/m3 密度 
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記 号 単 位 定 義 

f.(a) 建物の評価の場合 

T ℃ 温度 

ｔ s 燃焼継続時間 

E W/m2 輻射強度 

ε － コンクリート表面の放射率

k W/(m･K) コンクリート熱伝導率

h W/(m2･K) コンクリート表面熱伝達率

ρ kg/m3 コンクリート密度

ｃ J/(kg･K) コンクリート比熱

T0 ℃ 初期温度 

b. 燃焼半径の算出

(a) 重油タンク及びガスタービン発電機用軽油タンクを火災源とする場合

燃焼半径(R)を次式のとおり算出する。

R =
1

√𝜋
× √𝑤 × 𝑑 （式 9） 

（出典：評価ガイド） 

(b) 主変圧器を火災源とする場合

燃焼半径(R)を次式のとおり算出する。

R =
1

√𝜋
× √𝑤′ × 𝑑′ （式 10） 

（出典：評価ガイド） 

c. 形態係数の算出

重油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンク及び主変圧器を火災源とする評

価については，形態係数(φ)を次式のとおり算出する。 
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（出典：評価ガイド） 
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d. 輻射強度の算出

重油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンク及び主変圧器を火災源とする評

価については，輻射強度(E)を次式のとおり算出する。 

 RfE （式 12） 

（出典：評価ガイド） 

e. 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間(t)を次式のとおり算出する。

t =
𝑉

𝜋𝑅2×𝑣
（式 13） 

（出典：評価ガイド） 

ただし，𝑣 = M/ρ 

f. 温度の算出

(a) 建物の評価の場合

建物表面温度(T)を次式のとおり算出する。

𝑇 = 𝑇0 +
1

(
√𝑘𝜌𝑐

1.18ℎ√𝑡
+1)

ℎ

𝜀𝐸

（式 14） 

（出典：原田和典「建築火災のメカニズムと火災安全設計」財団法人日本建築センター） 

(b) 海水ポンプの評価の場合

冷却空気の温度(T)を式 2 のとおり算出する。

(c) 排気筒の評価の場合

排気筒表面温度(T)を式 3 のとおり算出する。
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表 2－2 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の設置状況(1/2) 

（法令に基づく届出対象施設＊1） 

号機 施設名 製造所の別 
危険物 

品名 
数量 

影響先との離隔距離 

建物 
海水 

ポンプ 
排気筒 

１ 
ディーゼル地下タンク 

（Ａ） 

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
46kL 

―＊2 

１ 
ディーゼル地下タンク 

（Ｂ） 

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
46kL 

２ No.2 重油タンク 
屋外タンク 

貯蔵所 

第 3 石油類 

重油 
900kL 588m 607m 546m 

２ No.3 重油タンク 
屋外タンク 

貯蔵所 

第 3 石油類 

重油 
900kL 606m 626m 564m 

２ 
A 系-ディーゼル機関 

燃料貯蔵タンク 

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
170kL 

―＊2 ２ 
A2 系-ディーゼル機関 

燃料貯蔵タンク 

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
170kL 

２ 
HPCS 系-ディーゼル 

機関燃料貯蔵タンク 

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
170kL 

３ No.1 重油タンク 
屋外タンク 

貯蔵所 

第 3 石油類 

重油 
900kL 568m 587m 526m 

３ 第３危険物倉庫 屋内貯蔵所 

第 1 石油類 6.4kL 

―＊2 
第 2 石油類 1.2kL 

第 3 石油類 1.4kL 

第 4 石油類 40kL 

共通 第 1 危険物倉庫 屋内貯蔵所 

第 1 石油類 1.9kL 

―＊2 

第 2 石油類 19.2kL 

第 3 石油類 3.4kL 

第 4 石油類 36kL 

アルコール類 0.6kL 

共通 第 2 危険物倉庫 屋内貯蔵所 

第 1 石油類 3.8kL 

―＊2 

第 2 石油類 1.2kL 

第 3 石油類 1.4kL 

第 4 石油類 24kL 

アルコール類 0.2kL 
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表 2－2 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の設置状況(2/2) 

（法令に基づく届出対象施設＊1） 

号機 施設名 製造所の別 
危険物 

品名 
数量 

影響先との離隔距離 

建物 
海水 

ポンプ 
排気筒 

共通 
ガスタービン発電機用 

軽油タンク 

屋外タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
560kL 329m 472m 434m 

共通 
タンクローリ

（1 号車）

移動タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

灯油・軽油 
3kL 

―＊3 共通 
タンクローリ

（2 号車）

移動タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

灯油・軽油 
3kL 

共通 
タンクローリ

（3 号車）

移動タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

灯油・軽油 
3kL 

共通 
A-ガスタービン燃料

地下タンク

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
45kL 

―＊2 

共通 
B-ガスタービン燃料

地下タンク

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
45kL 

２ 
（新設） 

B1-ディーゼル燃料貯蔵

タンク

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
100kL 

２ 
（新設） 

B2-ディーゼル燃料貯蔵

タンク

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
100kL 

２ 
（新設） 

B3-ディーゼル燃料貯蔵

タンク

地下タンク 

貯蔵所 

第 2 石油類 

軽油 
100kL 

共通 危険物倉庫 屋内貯蔵所 

第 1 石油類 0.44kL 

第 2 石油類 4.7kL 

第 3 石油類 0.2kL 

第 4 石油類 0.4kL 

アルコール類 2L 

共通 危険物倉庫 屋内貯蔵所 
第 1 石油類 3.28kL 

第 2 石油類 3.5kL 

注：  評価対象危険物タンク等 

注記＊1：消防法又は松江市火災予防条例に基づく届出対象施設となる危険物タンク等 

＊2：地下又は屋内設置のため，評価対象外とする。 

＊3：評価対象危険物タンクの評価に包絡されるため，評価対象外とする。 
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表 2－3 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の設置状況 

（法令に基づく届出対象ではない施設＊1） 

号機 設備名 危険物の種類 数量 

影響先との離隔距離 

建物 
海水 

ポンプ 
排気筒 

１ 起動変圧器 絶縁油 46kL 
―＊2 

１ 予備変圧器 絶縁油 10kL 

１ 44m 盤高圧ガス貯蔵所 水素 1155m３ ―＊3 

２ 主変圧器 絶縁油 77kL 8.6m 18.4m 88.7m 

２ 所内変圧器（A,B） 絶縁油 20kL 
―＊2 

２ 起動変圧器 絶縁油 24kL 

２ 水素ガストレーラ 水素 12086m３ ―＊4 

２ 
発電用水素ガスボンベ保管

庫 
水素 140m３ ―＊3 

３ 主変圧器 絶縁油 141kL 

―＊2 ３ 所内変圧器 絶縁油 21kL 

３ 補助変圧器 絶縁油 37kL 

３ 
発電機用水素ガスボンベ保

管庫 
水素 1477.5m３ ―＊3 

注：  評価対象危険物タンク等 

注記＊1：消防法又は松江市火災予防条例に基づく届出対象施設ではない危険物タンク等 

＊2：主変圧器（２号機）の評価に包絡されるため，評価対象外とする。 

＊3：屋内設置のため，評価対象外とする。 

＊4：直接輻射を受けない配置状況であり，危険物タンク等と比較して十分な離隔距

離を確保しているため，評価対象外とする。 
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図 2－3 発電所敷地内に設置する危険物タンク等施設の配置図 

（法令に基づく届出対象施設） 

図 2－4 発電所敷地内に設置する危険物タンク等施設の配置図 

（法令に基づく届出対象ではない施設） 

図 2－5 外部火災で想定する火炎モデル 
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2.1.3 航空機墜落による火災の評価について 

(1) 評価方針

航空機落下確率の評価条件の違いから落下事故のカテゴリに分類し，各カテゴリ

において燃料積載量が最大の機種を評価対象航空機として選定する。落下事故の

カテゴリの分類を表 2－4 に示す。

「計器飛行方式民間航空機」の落下事故のうち，「飛行場での離着陸時」につい

ては，島根原子力発電所までの距離が最大離着陸距離より短い空港が存在するた

め，評価対象とするが，「大型民間航空機」と比較すると，外部事象防護対象施設

までの離隔距離が長く，墜落による火災の影響が「大型民間航空機」に包絡され

るため，評価対象航空機の選定対象外とする。「航空路を巡航中」の落下事故につ

いては，島根原子力発電所上空に航空路が存在するため，評価対象とする。「有視

界飛行方式民間航空機」の落下事故のうち，「小型民間航空機」については，「大

型民間航空機」と比較すると，外部事象防護対象施設までの離隔距離が長く，燃

料積載量が少ないことから，墜落による火災の影響が「大型民間航空機」に包絡

されるため，評価対象航空機の選定対象外とする。 

「自衛隊機又は米軍機」の落下事故のうち，「訓練空域内で訓練中及び訓練空域

外を飛行中」については，島根原子力発電所周辺上空には，自衛隊機又は米軍機

の訓練空域はないため，訓練空域外を飛行中の落下事故を評価対象とする。「基地

－訓練空域間往復時」については，島根原子力発電所は基地－訓練空域間の往復

の想定範囲内にないため評価対象外とする。 

離隔距離の算出については，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

基準について（内規）」（平成 21・06・25 原院第 1 号）において，外部火災の影響

を考慮する施設の標的面積をパラメータの一つとして，各カテゴリの航空機落下

確率を算出する評価方法が示されており，この評価方法を参照し，各カテゴリの

航空機落下確率が，10-7（回／炉・年）となる場合の標的面積を算出し，その標的

面積に相当する離隔距離を求める。評価対象航空機の選定結果を表 2－5 に示す。 

選定された評価対象航空機の燃料積載量等を勘案して，評価対象航空機ごとに外

部火災の影響を考慮する施設の温度を算出し，許容温度を満足することを確認す

る。 

また，航空機落下確率の変更により評価結果に影響がある場合は，必要に応じて

外部火災の影響を考慮する施設への影響を再評価する。 

(2) 評価条件

a. 航空機は，島根原子力発電所における航空機落下評価の対象航空機のうち燃料

積載量が最大の機種とする。 
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b. 航空機は燃料を満載した状態を想定する。

c. 航空機の墜落は発電所敷地内であって落下確率が 10-7（回/炉・年）以上にな

る範囲のうち外部火災の影響を考慮する施設への影響が最も厳しくなる地点で起

こることを想定する。 

d. 航空機の墜落によって燃料に着火し火災が起こることを想定する。

e. 航空機のタンク投影面積を円筒の底面と仮定し，火災は円筒火炎をモデルとし，

火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とする。 

f. 気象条件は無風状態とする。

(3) 計算方法

対象航空機の燃料タンク投影面積等から求める燃焼半径，燃料量により燃焼継続

時間を求め，その燃焼継続時間，輻射強度を用いて外部火災の影響を考慮する施

設の温度を算出する。 

a. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

R m 燃焼半径 

w’ m 航空機の燃料タンク幅 

d’ m 航空機の燃料タンク奥行き 

w’×d’ m2 航空機の燃料タンク投影面積 

φ － 形態係数 

L m 離隔距離 

H m 火炎高さ 

E W/m2 輻射強度 

Rf W/m2 輻射発散度 

ｔ s 燃焼継続時間 

V m3 燃料量 

v m/s 燃焼速度 

M kg/(m2･s) 燃料の質量低下速度 

ρ kg/m3 密度 
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    b. 建物表面温度等の算出 

     (a) 建物の評価の場合 

航空機墜落による火災の建物表面温度の計算方法は，「2.1.2(3)計算方法」

と同じである。 

 

     (b) 海水ポンプ及び排気筒の評価の場合 

海水ポンプ及び排気筒の計算方法は，「2.1.1(3)計算方法」と同じである。 

 

   表 2－4 落下事故のカテゴリの分類 

落下事故カテゴリ 分類 

計器飛行方式 

民間航空機 

飛行場での離着陸時 
大型民間航空機 

（離着陸時） 

航空路を巡航中 
大型民間航空機 

有視界飛行方式民間航空機 
小型民間航空機＊1 

自衛隊機 

又は米軍機 

訓練空域外を飛行中 
空中給油機等 

その他の機種 

基地－訓練空域間往復時 －＊2 

注記＊1：計器飛行方式民間航空機の小型機は，有視界飛行方式として評価する。 

＊2：島根原子力発電所は基地－訓練空域間の往復の想定範囲内にないため

対象外。 

   表 2－5 対象航空機の選定結果 

落下事故カテゴリ 分類 対象航空機 

計器飛行方式 

民間航空機 

飛行場での 

離着陸時 

大型民間航空機 

（離着陸時） 
B747-400＊ 

航空路を巡航中 
大型民間航空機 B747-400 

有視界飛行方式民間航空機 
小型民間航空機 Do228-200＊ 

自衛隊機 

又は米軍機 

訓練空域外を 

飛行中 

空中給油機等 
KC-767 

（空中給油機） 

その他の機種 F-15 

注記＊：「大型民間航空機（離着陸時）」及び「小型民間航空機」の対象航空機は，

「大型民間航空機」に包絡される。 
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2.1.4 発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災と航空機墜落による重畳火災の評価

について 

(1) 評価方針

重畳火災は，敷地内の危険物タンクの火災と航空機墜落による火災を想定し，外

部火災の影響を考慮する施設の受熱面に対し，最も厳しい条件とする。 

火災源として，航空機落下確率が 10-7（回/炉・年）以上となる範囲に航空機墜

落による火災によって発火する可能性のある危険物タンクはないが，評価結果が

最も厳しくなるガスタービン発電機用軽油タンク及び航空機落下確率が 10-7（回/

炉・年）となる位置でガスタービン発電機用軽油タンクとの火災影響評価が最も

厳しくなる大型民間航空機（B747-400）を選定し，外部火災の影響を考慮する施

設の温度を算出し，許容温度を満足することを確認する。航空機落下確率が 10-7

（回/炉・年）となる航空機落下位置とその周辺の危険物タンクの位置を図 2－6 に

示す。 

(2) 評価条件

前述の「2.1.2(2)評価条件」と「2.1.3(2)評価条件」と同じである。

(3) 計算方法

火災源の防油堤又は航空機の燃料タンクの投影面積等から燃焼半径，燃料より燃

焼継続時間を求め，その燃焼継続時間，輻射強度等により外部火災の影響を考慮

する施設の温度を算出する。 

a. 燃焼半径の算出

それぞれの火災源に対して，燃焼半径(R)を式 9 又は式 10 のとおり算出する。

b. 形態係数の算出

それぞれの火災源に対して，形態係数(φ)を式 11 のとおり算出する。

c. 輻射強度の算出

それぞれの火災源に対して，輻射強度(E)を式 12 のとおり算出する。

d. 燃焼継続時間の算出

それぞれの火災源に対して，燃焼継続時間(t)を式 13 のとおり算出する。
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e. 温度の算出

(a) 建物の評価の場合

それぞれの火災源より得られた輻射強度(E)の合計値を，式 1 に入力し，建

物表面温度を算出する。 

(b) 海水ポンプの評価の場合

それぞれの火災源より得られた輻射強度(E)の合計値を，式 2 に入力し，冷

却空気の温度を算出する。 

(c) 排気筒の評価の場合

それぞれの火災源より得られた輻射強度(E)の合計値を，式 3 に入力し，排

気筒表面温度を算出する。 

図 2－6 航空機落下位置と危険物タンクの位置 
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2.1.5 天井スラブの評価について 

天井スラブの評価については，以下の３点から垂直外壁面より温度が高くなる

ことはなく，垂直外壁面の評価に包絡される。火災源と天井スラブの位置関係を図

2－7 に示す。 

①火炎長が建物天井面より短い場合は，天井スラブに輻射熱は届かないことから

輻射熱による直接的な熱影響はない。

②火炎長が建物天井面より長くなる場合は輻射熱が天井スラブに届くが，その輻

射熱は側面の輻射熱より小さい。

③火炎からの離隔距離が等しい場合，垂直面（側面）と水平面（天井面）の形態

係数は，垂直面の方が大きいことから，天井スラブの熱影響は側面に比べて小

さい。垂直面と水平面の形態係数の大小関係を図 2－8 に示す。

図 2－7 火災源と天井スラブの位置関係図 

図 2－8 垂直面と水平面の形態係数の大小関係 

建物天井面が輻射熱を受ける範囲 

天井面 

建物側面が輻射熱を受ける範囲 

火炎長が建物天井面より短ければ天井面に輻射熱は届かない 

垂直面（側面）：形態係数 F 垂直 

垂直面（側面）：形態係数 F 水平 

離隔距離が等しい場合 

F 垂直＞F 水平 
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2.2 発電所敷地外の火災・爆発源に対する評価方針 

2.2.1 石油コンビナート施設の火災・爆発の評価について 

(1) 評価方針

近隣の産業施設の火災・爆発のうち石油コンビナート施設の火災・爆発の評価に

ついては，石油コンビナート施設の位置を特定し，発電所敷地外 10km 以内に存在

しないことを確認する。石油コンビナート施設の位置を図 2－9 に示す。 

注：図の位置はおおよその場所を示している。 

図 2－9 石油コンビナート施設の位置 
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2.2.2 危険物貯蔵施設の火災の評価について 

(1) 評価方針

発電所敷地外半径 10km 以内の危険物貯蔵施設の貯蔵量等を勘案して，外部事象

防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除

く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設の一覧を表 2－6 に示す。

そのうち，島根原子力発電所から最短の距離に位置する危険物貯蔵施設及び最大

の貯蔵量を保有する危険物貯蔵施設をそれぞれ選定した上で，発電所敷地外で最

も燃料保有量が多い施設は発電所敷地内の危険物施設（重油タンク）に比べ燃料

保有量が少なく，さらに，最も近い危険物貯蔵施設は発電所敷地内の危険物施設

（重油タンク）に比べ発電用原子炉施設までの離隔距離も遠いことから，重油タ

ンクにて代表的に評価する。火災源として想定する危険物施設（重油タンク）を

表 2－7 に，最短距離の危険物貯蔵施設の位置を図 2－10 に示す。 

(2) 評価条件

a. 危険物貯蔵施設の貯蔵量は，最大容量を想定する。

b. 離隔距離は，評価上厳しくなるよう，危険物貯蔵施設の位置から外部火災の影

響を考慮する施設までの直線距離とする。 

c. 火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。

d. 気象条件は無風状態とする。

(3) 計算方法

火災源の防油堤面積から求める燃焼半径，燃料量により燃焼継続時間を求め，そ

の燃焼継続時間，外部火災の影響を考慮する施設の温度が許容温度となる輻射強

度等を用いて危険距離を算出する。 
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a. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

R m 燃焼半径 

w m 防油堤幅 

d m 防油堤奥行き 

w×d m2 防油堤面積 

φ － 形態係数 

L m 離隔距離 

H m 火炎高さ 

E W/m2 輻射強度 

Rf W/m2 輻射発散度 

ｔ s 燃焼継続時間 

V m3 燃料量 

v m/s 燃焼速度 

M kg/(m2･s) 燃料の質量低下速度 

ρ kg/m3 密度 

b. 燃焼半径の算出

燃焼半径(R)を式 9 のとおり算出する。

c. 燃焼継続時間の算出

燃焼継続時間(t)を式 13 のとおり算出する。

d. 輻射強度の算出

(a) 建物の評価の場合

建物表面温度が許容温度 200℃となるときの輻射強度(E)を式 14 のとおり算

出する。 

(b) 海水ポンプの評価の場合

冷却空気の温度が許容温度 55℃となるときの輻射強度(E)を式 2 のとおり算

出する。 
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(c) 排気筒の評価の場合

排気筒表面温度が許容温度 325℃となるときの輻射強度(E)を式 3 のとおり

算出する。 

e. 形態係数の算出

形態係数(φ)を式 12 を用いて算出する。

f. 危険距離の算出

形態係数(φ)，火炎長(H)及び燃焼半径(R)を用いて危険距離(L)を，式 11 を用

いて算出する。 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（1/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（2/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（3/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（4/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（5/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（6/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（7/8） 
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表 2－6 発電所敷地外半径 10km 以内に存在する危険物貯蔵施設（8/8） 

注記＊1：最短距離に位置する危険物貯蔵施設である。 

＊2：最大貯蔵量を保有する危険物貯蔵施設である。 
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表 2－7 火災源として想定する危険物貯蔵施設の選定結果 

種類 貯蔵量[kL] 離隔距離 

最短距離に位置する 

危険物貯蔵施設 
－ 約 1.5km 

最大貯蔵量を保有する

危険物貯蔵施設 

ガソリン 

－ 
軽油 

灯油 

合計 

火災源として想定する

危険物貯蔵施設 

（重油タンク（No.1,2,3））

重油 2700 約 600m 

図 2－10 最短距離の危険物貯蔵施設の位置 
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2.2.3 燃料輸送車両の火災・爆発の評価について 

(1) 燃料輸送車両の火災の評価について

a. 評価方針

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の燃料積載量等を勘案して，外部

事象防護対象施設を内包する建物の表面温度が許容温度となる危険距離及び建物

を除く屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，

その危険距離を上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

火災源として想定する燃料輸送車両は，評価上厳しくなるよう，最大規模の燃

料輸送車両が車両が接近可能な発電所出入口ゲートで火災を起こすものとして評

価する。外部火災の影響を考慮する施設と燃料輸送車両の位置を図 2－11 に示す。 

b. 評価条件

(a) 輸送燃料は軽油とする。

(b) 最大規模の燃料輸送車両が発電所出入口ゲートで火災を起こすものとする。

(c) 燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定する。

(d) 発電所出入口ゲートでの燃料輸送車両の全面火災を想定する。

(e) 離隔距離は，評価上厳しくなるよう，燃料輸送車両の位置から外部火災の影

響を考慮する施設までの直線距離とする。 

(f) 火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。

(g) 気象条件は無風状態とする。

c. 計算方法

火災源の燃料輸送車両の投影面積から求める燃焼半径，燃料積載量により燃焼

継続時間を求め，その燃焼継続時間，外部火災の影響を考慮する施設の温度が許

容温度となる輻射強度等を用いて危険距離を算出する。 
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(a) 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

R m 燃焼半径 

w’ m 燃料輸送車両幅 

d’ m 燃料輸送車両長さ 

w’×d’ m2 燃料輸送車両投影面積 

φ － 形態係数 

L m 離隔距離 

H m 火炎高さ 

E W/m2 輻射強度 

Rf W/m2 輻射発散度 

ｔ s 燃焼継続時間 

V m3 燃料量 

v m/s 燃焼速度 

M kg/(m2･s) 燃料の質量低下速度 

ρ kg/m3 密度 

(b) 危険距離の算出

燃料輸送車両の火災の危険距離の計算方法は，「2.2.2(3)計算方法」と同じ

である。 

(2) 燃料輸送車両の爆発の評価について

a. 危険限界距離の評価

(a) 評価方針

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の燃料積載量等を勘案して，外

部火災の影響を考慮する施設へのガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与え

ない 0.01MPa となる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距

離が確保されていることを確認する。 

爆発源として想定する燃料輸送車両は，評価上厳しくなるよう，運用上の最

大値を搭載した燃料輸送車両が車両が接近可能な発電所出入口ゲートで爆発を

起こすものとして評価する。爆発源として想定する燃料輸送車両の位置は，

「(1)a.評価方針」と同じ（図 2－11 参照）とする。 
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(b) 評価条件

イ. 輸送燃料はＬＰガス（プロパン）とする。

ロ. ＬＰガスボンベを運搬する車両が発電所出入口ゲートで爆発を起こした場

合を想定する。 

ハ. 燃料輸送車両は運用上の最大値を積載した状態とする。

二. 高圧ガス漏えい，引火によるガス爆発とする。

ホ. 気象条件は無風状態とする。

(c) 計算方法

爆発源のガスの種類及び貯蔵量から処理設備の設備定数を求める。その設備

定数を用いて，ガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない 0.01MPa とな

る危険限界距離を算出する。 

イ. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

λ m･kg-1/3 換算距離 

K － 石油類の定数 

W － 処理設備の設備定数 

X m 危険限界距離 

ロ. 危険限界距離の算出

危険限界距離(X)を次式のとおり算出する。

304.0 WKX  　 （式 15） 

（出典：評価ガイド） 

b. 容器破裂時における破片の最大飛散距離の評価

(a) 評価方針

発電所敷地外半径 10km 以内の燃料輸送車両の燃料積載量等を勘案して，ガ

ス爆発による容器破裂時の破片の最大飛散距離を算出し，その最大飛散距離を

上回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

爆発源として想定する燃料輸送車両及び位置は，「(2)a.(a)評価方針」と同

じ（図 2－11 参照）とする。 

(b) 評価条件

前述の「(2)a.(b)評価条件」と同じである。
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(c) 計算方法

爆発源のガスの貯蔵量を用いて，ガス爆発による容器破裂時における破片の

最大飛散距離を算出する。 

イ. 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

M kg 破裂時の貯蔵物質量 

L m 破片の最大飛散距離 

ロ. 最大飛散距離の算出

最大飛散距離(L)を次式のとおり算出する。

333.090ML  （式 16） 

（出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針） 

図 2－11 外部火災の影響を考慮する施設と燃料輸送車両の位置 
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2.2.4 漂流船舶の火災の評価について 

(1) 評価方針

漂流船舶の燃料積載量等を勘案して，外部事象防護対象施設を内包する建物の表

面温度が許容温度となる危険距離及び建物を除く屋外の外部事象防護対象施設の

温度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離が確保

されていることを確認する。 

島根原子力発電所前面の海域に船舶の主要な航路がないことから，火災源として

想定する船舶は，港湾内へ入港している船舶が火災を起こすものとして評価する。

外部火災の影響を考慮する施設と漂流船舶の位置を図 2－12 に示す。 

(2) 評価条件

a. 輸送燃料は重油とする。

b. 港湾内に入港する船舶の中で最大の船舶とする。

c. 漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。

d. 発電所港湾内での漂流船舶の全面火災を想定する。

e. 離隔距離は，評価上厳しくなるよう，漂流船舶の位置から外部火災の影響を考

慮する施設までの直線距離とする。 

f. 火災は円筒火災をモデルとし，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。

g. 気象条件は無風状態とする。

(2) 計算方法

火災源の漂流船舶の投影面積から求める燃焼半径，燃料積載量により燃焼継続時

間を求め，その燃焼継続時間，外部火災の影響を考慮する施設の温度が許容温度

となる輻射強度等を用いて危険距離を算出する。 
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(a) 記号の説明

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に示す。

記 号 単 位 定 義 

R m 燃焼半径 

w’ m 漂流船舶幅 

d’ m 漂流船舶長さ 

w’×d’ m2 漂流船舶投影面積 

φ － 形態係数 

L m 離隔距離 

H m 火炎高さ 

E W/m2 輻射強度 

Rf W/m2 輻射発散度 

ｔ s 燃焼継続時間 

V m3 燃料量 

v m/s 燃焼速度 

M kg/(m2･s) 燃料の質量低下速度 

ρ kg/m3 密度 

(b) 危険距離の算出

漂流船舶の火災の危険距離の計算方法は，「2.2.2(3)計算方法」と同じであ

る。 

図 2－12 外部火災の影響を考慮する施設と漂流船舶の位置 
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Ⅵ-1-1-3-5-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果 
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1. 概要

本資料は，外部事象防護対象施設が外部火災に対して十分な健全性を有することを確認

するための評価条件及び評価結果について説明するものである。 

外部事象防護対象施設の健全性を確認するための評価は，Ⅵ-1-1-3-5-5「外部火災防護

における評価方針」に従って行う。 

2. 評価条件及び評価結果

 2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価条件及び評価結果 

2.1.1 森林火災 

森林火災時の外部火災の影響を考慮する施設の危険距離の評価結果を整理し，表

2－1 に示す。 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果

a. 必要データ

評価指標 森林火災の評価条件 

火炎輻射発散度 

(kW/m2) 

最大火線強度の値を火炎輻射発散度の値に変換したもの 

（118kW/m2) 

火炎長(m) 火炎の高さ（3.6m） 

火炎到達幅(m) 到達火炎の横幅（4870m） 

b. 外部火災の影響を考慮する施設の評価条件及び評価結果

外部火災の影響を考慮する施設と防火帯の位置関係及び離隔距離を図 2－1 に

示す。 

(a) 外部事象防護対象施設を内包する建物（以下「建物」という。）

防火帯の外縁（火炎側）から最も近い距離にある建物は，原子炉建物である

ことから以下に危険距離の評価条件及び評価結果を示す。 

H 

(m) 

W 

(m) 

E 

(kW/m2) 

Rf 

(kW/m2) 

3.6 4870 20.3 118 

T 

(℃) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

ρ 

(kg/m3) 

λ 

(W/(m･K)) 

200 879 2200 1.63 
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危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

22 140 

結果 

危険距離を評価した結果，22m となり，その危険距離を上回る離隔距離 140m を

確保していることを確認した。 

(b) 海水ポンプ

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

T 

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 55 

H 

(m) 

W 

(m) 

Rf 

(kW/m2) 

3.6 4870 118 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

70 270 

結果 

危険距離を評価した結果，70m となり，その危険距離を上回る離隔距離 270m を

確保していることを確認した。 

(c) 排気筒

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

T 

(℃) 

0.9 17 50 325 

H 

(m) 

W 

(m) 

Rf 

(kW/m2) 

3.6 4870 118 
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危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

41 250 

結果 

危険距離を評価した結果，41m となり，その危険距離を上回る離隔距離 250m を

確保していることを確認した。 

2.1.2 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災 

発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災時の外部火災の影響を考慮する施

設の温度の評価結果を整理し，表 2－2 に示す。 

(1) 温度の評価条件及び評価結果

a. 重油タンク火災

(a) 建物（タービン建物）の評価条件及び評価結果

重油タンクに最も近い距離にある建物は，タービン建物であることから以下

に建物表面温度の評価条件及び評価結果を示す。 

タービン建物と重油タンクの位置関係及び離隔距離は，図 2－2 に示す。

w×d 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

491.7 

No.1:568 

No.2:588 

No.3:606 

37.5 2.3×104 900 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

T0

(℃) 

ε 

(－) 

3.5×10-5 0.035 1000 50 0.94 

h 

(W/(m2･K)) 

ｃ 

(J/(kg･K)) 

コンクリート

ρ 

(kg/m3) 

k 

(W/(m･K)) 

23.3 879 2200 1.63 
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建物表面温度 

(℃) 

コンクリート

許容温度

(℃) 

52 200 

結果 

重油タンク火災時のタービン建物の建物表面温度を評価した結果， 52℃とな

り，コンクリート許容温度 200℃以下であることを確認した。 

(b) 海水ポンプの評価条件及び評価結果

海水ポンプの冷却空気温度の評価条件及び評価結果を以下に示す。

海水ポンプと重油タンクの位置関係及び離隔距離は，図 2－2 に示す。

w×d 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

491.7 

No.1:587 

No.2:607 

No.3:626 

37.5 2.3×104 900 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

3.5×10-5 0.035 1000 

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 

冷却空気 

(℃) 

冷却空気 

許容温度 

(℃) 

23 55 

結果 

重油タンク火災時の海水ポンプの冷却空気温度を評価した結果，23℃となり，

冷却空気許容温度 55℃以下であることを確認した。 
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(c) 排気筒の評価条件及び評価結果

排気筒表面温度の評価条件及び評価結果を以下に示す。

排気筒と重油タンクの位置関係及び離隔距離は，図 2－2 に示す。

w×d 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

491.7 

No.1:526 

No.2:546 

No.3:564 

37.5 2.3×104 900 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

3.5×10-5 0.035 1000 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

0.9 17 50 

排気筒 

表面温度 

(℃) 

鋼材 

許容温度 

(℃) 

52 325 

結果 

重油タンク火災時の排気筒表面温度を評価した結果，52℃となり，鋼材許容温

度 325℃以下であることを確認した。 

b. ガスタービン発電機用軽油タンク火災

(a) 建物（原子炉建物）の評価条件及び評価結果

ガスタービン発電機用軽油タンクに最も近い距離にある建物は，原子炉建物

であることから以下に建物表面温度の評価条件及び評価結果を示す。 

原子炉建物とガスタービン発電機用軽油タンクの位置関係及び離隔距離は，

図 2－2 に示す。 
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w×d 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

302.7 329 29.5 4.2×104 560 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

T0

(℃) 

ε 

(－) 

4.79×10-5 0.044 918 50 0.94 

h 

(W/(m2･K)) 

ｃ 

(J/(kg･K)) 

コンクリート

ρ 

(kg/m3) 

k 

(W/(m･K)) 

23.3 879 2200 1.63 

建物表面温度 

(℃) 

コンクリート

許容温度

(℃) 

53 200 

結果 

ガスタービン発電機用軽油タンク火災時の原子炉建物の建物表面温度を評価し

た結果，53℃となり，コンクリート許容温度 200℃以下であることを確認した。 

(b) 海水ポンプの評価条件及び評価結果

海水ポンプの冷却空気温度の評価条件及び評価結果を以下に示す。

海水ポンプとガスタービン発電機用軽油タンクの位置関係及び離隔距離は，

図 2－2 に示す。 

w×d 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

302.7 472 29.5 4.2×104 560 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

4.79×10-5 0.044 918 
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AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 

冷却空気 

(℃) 

冷却空気 

許容温度 

(℃) 

23 55 

結果 

ガスタービン発電機用軽油タンク火災時の海水ポンプの冷却空気温度を評価し

た結果，23℃となり，冷却空気許容温度 55℃以下であることを確認した。 

(c) 排気筒の評価条件及び評価結果

排気筒表面温度の評価条件及び評価結果を以下に示す。

排気筒とガスタービン発電機用軽油タンクの位置関係及び離隔距離は，図 2

－2 に示す。 

w×d 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

302.7 434 29.5 4.2×104 560 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

4.79×10-5 0.044 918 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

0.9 17 50 

排気筒 

表面温度 

(℃) 

鋼材 

許容温度 

(℃) 

52 325 
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結果 

ガスタービン発電機用軽油タンク火災時の排気筒表面温度を評価した結果，

52℃となり，鋼材許容温度 325℃以下であることを確認した。 

c. 主変圧器火災

(a) 建物（タービン建物）の評価条件及び評価結果

主変圧器に最も近い距離にある建物は，タービン建物であることから以下に

建物表面温度の評価条件及び評価結果を示す。 

タービン建物と主変圧器の位置関係及び離隔距離は，図 2－3 に示す。

w’×d’ 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

35.7 8.6 10.1 2.3×104 77 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

T0

(℃) 

ε 

(－) 

3.5×10-5 0.035 1000 50 0.94 

h 

(W/(m2･K)) 

ｃ 

(J/(kg･K)) 

コンクリート

ρ 

(kg/m3) 

k 

(W/(m･K)) 

23.3 879 2200 1.63 

建物表面温度 

(℃) 

コンクリート

許容温度

(℃) 

187 200 

結果 

主変圧器火災時のタービン建物の建物表面温度を評価した結果，187℃となり，

コンクリート許容温度 200℃以下であることを確認した。

S
2
 
補

 
Ⅵ

-
1
-
1
-
3
-
5
-
6
 
R
0
 



9 

(b) 海水ポンプの評価条件及び評価結果

海水ポンプの冷却空気温度の評価条件及び評価結果を以下に示す。

海水ポンプと主変圧器の位置関係及び離隔距離は，図 2－3 に示す。

w’×d’ 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

35.7 18.4 10.1 2.3×104 77 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

3.5×10-5 0.035 1000 

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 

冷却空気 

(℃) 

冷却空気 

許容温度 

(℃) 

30 55 

結果 

主変圧器火災時の海水ポンプの冷却空気温度を評価した結果，30℃となり，冷

却空気許容温度 55℃以下であることを確認した。 

(c) 排気筒の評価条件及び評価結果

排気筒表面温度の評価条件及び評価結果を以下に示す。

排気筒と主変圧器の位置関係及び離隔距離は，図 2－3 に示す。

w’×d’ 

(m2) 

L 

(m) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

35.7 88.7 10.1 2.3×104 77 
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v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

3.5×10-5 0.035 1000 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

0.9 17 50 

排気筒 

表面温度 

(℃) 

鋼材 

許容温度 

(℃) 

52 325 

結果 

主変圧器火災時の排気筒表面温度を評価した結果，52℃となり，鋼材許容温度

325℃以下であることを確認した。 

2.1.3 航空機墜落による火災 

航空機墜落による火災時の外部火災の影響を考慮する施設の温度の評価結果を整

理し，表 2－3 に示す。 

(1) 標的面積と離隔距離の評価条件及び評価結果＊

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

計器 

飛行方式 

有視界 

飛行方式 
訓練空域外を飛行中 

対象航空機 

大型民間航空機 

（固定翼，回転翼） 

空中給油機等 

（固定翼，回転翼） 

その他の機種 

（固定翼，回転翼） 

B747-400 KC-767 F-15

標的面積 

A(km2) 
0.129 0.457 0.048 

離隔距離 

Ｌ(m) 
108 284 32 

注記＊：航空機落下確率評価で用いる最新データによる。 
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(2) 温度の評価条件及び評価結果

外部火災の影響を考慮する施設と航空機落下位置の位置関係及び離隔距離を図 2

－4 に示す。 

a. 建物（原子炉建物）

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

大型民間航空機 

B747-400 

空中給油機等 

KC-767 

その他の機種 

F-15

w’×d’(m2) 700 405.2 44.6 

L(m) 108 284 32 

H(m) 44.8 34.1 11.3 

Rf(W/m2) 5.0×104 5.8×104 5.8×104 

V(m3) 216.84 145.04 14.87 

v(m/s) 4.64×10-5 6.71×10-5 6.71×10-5 

M(kg/(m2･s)) 0.039 0.051 0.051 

燃料 

ρ(kg/m3) 
840 760 760 

T0(℃) 50 

ε(－) 0.94 

h(W/(m2･K)) 23.3 

ｃ(J/(kg･K)) 879 

コンクリート

ρ(kg/m3)
2200 

k(W/(m･K)) 1.63 

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

大型民間航空機 

B747-400 

空中給油機等 

KC-767 

その他の機種 

F-15

建物表面温度(℃) 91 54 83 

コンクリート

許容温度(℃) 
200 200 200 
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結果 

航空機墜落による火災時の建物表面温度を評価した結果，91℃となり，コンクリート

許容温度 200℃以下であることを確認した。 

b. 海水ポンプ

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

大型民間航空機 

B747-400 

空中給油機等 

KC-767 

その他の機種 

F-15

w’×d’(m2) 700 405.2 44.6 

L(m) 108 284 32 

H(m) 44.8 34.1 11.3 

Rf(W/m2) 5.0×104 5.8×104 5.8×104 

V(m3) 216.84 145.04 14.87 

v(m/s) 4.64×10-5 6.71×10-5 6.71×10-5 

M(kg/(m2･s)) 0.039 0.051 0.051 

燃料 

ρ(kg/m3) 
840 760 760 

AT(m2) 10.93 

G(kg/s) 1.96 

Cp(J/(kg･K)) 1007 

T0(℃) 22 

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

大型民間航空機 

B747-400 

空中給油機等 

KC-767 

その他の機種 

F-15

冷却空気温度(℃) 33 24 31 

冷却空気 

許容温度(℃) 
55 55 55 

結果 

航空機墜落による火災時の海水ポンプの冷却空気温度を評価した結果，33℃となり，冷却

空気許容温度 55℃以下であることを確認した。 
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c. 排気筒

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

大型民間航空機 

B747-400 

空中給油機等 

KC-767 

その他の機種 

F-15

w’×d’(m2) 700 405.2 44.6 

L(m) 108 284 32 

H(m) 44.8 34.1 11.3 

Rf(W/m2) 5.0×104 5.8×104 5.8×104 

V(m3) 216.84 145.04 14.87 

v(m/s) 4.64×10-5 6.71×10-5 6.71×10-5 

M(kg/(m2･s)) 0.039 0.051 0.051 

燃料 

ρ(kg/m3) 
840 760 760 

ε(－) 0.9 

h(W/(m2･K)) 17 

T0(℃) 50 

民間航空機 自衛隊機又は米軍機 

大型民間航空機 

B747-400 

空中給油機等 

KC-767 

その他の機種 

F-15

排気筒表面温度

(℃) 
98 55 91 

鋼材許容温度(℃) 325 325 325 

結果 

航空機墜落による火災時の排気筒表面温度を評価した結果，98℃となり，鋼材許容温度 

325℃以下であることを確認した。 

2.1.4 発電所敷地内に設置する危険物タンクの火災と航空機墜落による重畳火災 

発電所敷地内の危険物タンク（ガスタービン発電機用軽油タンク）の火災と航空

機（大型民間航空機（B747-400））墜落による重畳火災時の外部火災の影響を考慮

する施設の温度の評価結果を整理し，表 2－3 に示す。 
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(1) 温度の評価条件及び評価結果

外部火災の影響を考慮する施設と航空機墜落による重畳火災の位置関係及び離隔

距離を図 2－5 に示す。 

a. 評価条件

(a) ガスタービン発電機用軽油タンクの火災のパラメータ

w×d 

(m2) 

L 

(m) 
H 

(m) 
建物 海水ポンプ 排気筒 

302.7 329 472 434 29.5 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

4.2×104 560 4.79×10-5 0.044 918 

(b) 航空機墜落による火災（大型民間航空機（B747-400））のパラメータ

w’×d’ 

(m2) 

L 

(m) 
H 

(m) 
建物 海水ポンプ 排気筒 

700 108 108 108 44.8 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

ρ 

(kg/m3) 

5.0×104 216.84 4.64×10-5 0.039 840 

(c) 建物（原子炉建物）物性値

Cp 

(J/(kg･K)) 

ρ 

(kg/m3) 

λ 

(W/(m･K)) 

879 2200 1.63 
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(d) 海水ポンプ物性値

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 

(e) 排気筒物性値

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

0.9 17 50 

b. 評価結果

(a) 建物（原子炉建物）

建物表面温度 

(℃) 

コンクリート

許容温度

(℃) 

109 200 

結果 

発電所敷地内の危険物タンク（ガスタービン発電機用軽油タンク）の火災と航

空機（大型民間航空機（B747-400））墜落による火災が同時に発生した場合の建

物表面温度を評価した結果，109℃となり，コンクリート許容温度 200℃以下で

あることを確認した。 

(b) 海水ポンプ

冷却空気 

(℃) 

冷却空気 

許容温度 

(℃) 

33 55 

結果 

発電所敷地内の危険物タンク（ガスタービン発電機用軽油タンク）の火災と航

空機（大型民間航空機（B747-400））墜落による火災が同時に発生した場合の海

水ポンプの冷却空気温度を評価した結果，33℃となり，冷却空気許容温度 55℃

以下であることを確認した。 
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(c) 排気筒

排気筒 

表面温度 

(℃) 

鋼材 

許容温度 

(℃) 

99 325 

結果 

発電所敷地内の危険物タンク（ガスタービン発電機用軽油タンク）の火災と航

空機（大型民間航空機（B747-400））墜落による火災が同時に発生した場合の排

気筒表面温度を評価した結果，99℃となり，鋼材許容温度 325℃以下であること

を確認した。 

 2.2 発電所敷地外の火災・爆発源に対する評価条件及び評価結果 

 2.2.1 石油コンビナート施設の火災・爆発 

発電所敷地外 10km 以内に石油コンビナート施設は存在しないことを確認してい

る。また，石油コンビナート等災害防止法で規定される特別防災区域は島根県内

には存在せず，島根原子力発電所から最も近い地区は，約 120km の福山・笠岡地区

及び水島臨海地区である。石油コンビナート等特別防災区域の位置を図 2－6 に示

す。 

 2.2.2 危険物貯蔵施設の火災 

危険物貯蔵施設の火災時の外部火災の影響を考慮する施設の危険距離の評価結果

を整理し，表 2－4 に示す。また，外部火災の影響を考慮する施設と危険物貯蔵施

設の離隔距離は，図 2－7 に示す。 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果

a. 建物（タービン建物）

w×d 

(m2) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

491.7 37.5 2.3×104 900 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

T0

(℃) 

ε 

(－) 

3.5×10-5 0.035 1000 50 0.94 
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h 

(W/(m2･K)) 

ｃ 

(J/(kg･K)) 

コンクリート

ρ 

(kg/m3) 

k 

(W/(m･K)) 

T

(℃) 

23.3 879 2200 1.63 200 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

63 568 

結果 

危険距離を評価した結果，63m となり，その危険距離を上回る離隔距離 568m を

確保していることを確認した。 

b. 海水ポンプ

w×d 

(m2) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

491.7 37.5 2.3×104 900 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

3.5×10-5 0.035 1000 

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

T

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 55 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

56 587 

結果 

危険距離を評価した結果 56m となり，その危険距離を上回る離隔距離 587m を確

保していることを確認した。 
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c. 排気筒

w×d 

(m2) 

H 

(m) 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

491.7 37.5 2.3×104 900 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

3.5×10-5 0.035 1000 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

T

(℃) 

0.9 17 50 325 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

38 526 

結果 

危険距離を評価した結果，38m となり，その危険距離を上回る離隔距離 526m を

確保していることを確認した。 

 2.2.3 燃料輸送車両の火災・爆発 

(1) 燃料輸送車両の火災

燃料輸送車両の火災時の外部火災の影響を考慮する施設の危険距離の評価結果を

整理し，表 2－4 に示す。また，外部火災の影響を考慮する施設と燃料輸送車両の

位置関係及び離隔距離は，図 2－8 に示す。 

a. 危険距離の評価条件及び評価結果

(a) 建物（原子炉建物）

w’×d’ 

(m2) 

H 

(m) 

24.9 8.5 
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Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

4.2×104 30 4.79×10-5 0.044 918 

T0

(℃) 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

ｃ 

(J/(kg･K)) 

コンクリート

ρ 

(kg/m3) 

50 0.94 23.3 879 2200 

k 

(W/(m･K)) 

T

(℃) 

1.63 200 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

10 890 

結果 

危険距離を評価した結果，10m となり，その危険距離を上回る離隔距離 890m を

確保していることを確認した。 

(b) 海水ポンプ

w’×d’ 

(m2) 

H 

(m) 

24.91 8.5 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

4.2×104 30 4.79×10-5 0.044 918 

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

T

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 55 
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危険距離 

(m) 

離隔距離* 

(m) 

9 890 

注記＊：最短となる原子炉建物との離隔距離にて評価。 

結果 

危険距離を評価した結果，9m となり，その危険距離を上回る離隔距離 890m を確

保していることを確認した。 

(c) 排気筒

w’×d’ 

(m2) 

H 

(m) 

24.91 8.5 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

軽油 

ρ 

(kg/m3) 

4.2×104 30 4.79×10-5 0.044 918 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

T

(℃) 

0.9 17 50 325 

危険距離 

(m) 

離隔距離* 

(m) 

6 890 

注記＊：最短となる原子炉建物との離隔距離にて評価。 

結果 

危険距離を評価した結果，6m となり，その危険距離を上回る離隔距離 890m を確

保していることを確認した。 
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(2) 燃料輸送車両の爆発

燃料輸送車両の爆発時の危険限界距離及び容器破裂時における破片の最大飛散距

離の評価結果を整理し，それぞれ表 2－5 及び表 2－6 に示す。また，外部火災の影

響を考慮する施設と燃料輸送車両の位置関係及び離隔距離は，図 2－8 に示す。 

a. 危険限界距離の評価条件及び評価結果

λ 

(m･kg-1/3) 

K 

(－) 

W 

(－) 

14.4 888000 0.5 

建物（原子炉建物） 海水ポンプ 排気筒 

危険限界距離 

(m) 
44 

離隔距離* 

(m) 
890 

注記＊：最短となる原子炉建物との離隔距離にて評価。 

結果 

ガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない 0.01MPaとなる危険限界距離を

評価した結果，44m となり，その危険限界距離を上回る離隔距離 890m を確保し

ていることを確認した。 

b. 容器破裂時における破片の最大飛散距離の評価条件及び評価結果

M 

(kg) 

500 

建物（原子炉建物） 海水ポンプ 排気筒 

最大飛散距離

(m) 
713 

離隔距離* 

(m) 
890 

注記＊：最短となる原子炉建物との離隔距離にて評価。 
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結果 

容器破裂時における破片の最大飛散距離を評価した結果，713m となり，その最

大飛散距離を上回る離隔距離 890m を確保していることを確認した。 

 2.2.4 漂流船舶の火災 

漂流船舶の火災時の外部火災の影響を考慮する施設の危険距離の評価結果を整理

し，表 2－4 に示す。また，外部火災の影響を考慮する施設と漂流船舶の位置関係

及び離隔距離は，図 2－9 に示す。 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果

a. 建物（タービン建物）

w’×d’ 

(m2) 

H 

(m) 

678 44.1 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

2.3×104 1246 3.5×10-5 0.035 1000 

T0

(℃) 

ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

ｃ 

(J/(kg･K)) 

コンクリート

ρ 

(kg/m3) 

50 0.94 23.3 879 2200 

k 

(W/(m･K)) 

T

(℃) 

1.63 200 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

35 68.3 
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結果 

危険距離を評価した結果，35m となり，その危険距離を上回る離隔距離 68.3m を

確保していることを確認した。 

b. 海水ポンプ

w’×d’ 

(m2) 

H 

(m) 

678 44.1 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

2.3×104 1246 3.5×10-5 0.035 1000 

AT 

(m2) 

G 

(kg/s) 

Cp 

(J/(kg･K)) 

T0 

(℃) 

T

(℃) 

10.93 1.96 1007 22 55 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

28 47.5 

結果 

危険距離を評価した結果，28m となり，その危険距離を上回る離隔距離 47.5m を

確保していることを確認した。 

c. 排気筒

w’×d’ 

(m2) 

H 

(m) 

678 44.1 

Rf 

(W/m2) 

V 

(m3) 

v 

(m/s) 

M 

(kg/(m2･s)) 

重油 

ρ 

(kg/m3) 

2.3×104 1246 3.5×10-5 0.035 1000 
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ε 

(－) 

h 

(W/(m2･K)) 

T0 

(℃) 

T

(℃) 

0.9 17 50 325 

危険距離 

(m) 

離隔距離 

(m) 

17 75.2 

結果 

危険距離を評価した結果，17m となり，その危険距離を上回る離隔距離 75.2m を

確保していることを確認した。 
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表 2－1 森林火災時の危険距離評価結果 

(単位：m) 

建物 海水ポンプ 排気筒 

危険距離 22 70 41 

離隔距離 140 270 250 

表 2－2 発電所敷地内に設置する危険物タンク等の火災時の温度評価結果 

(単位：℃) 

建物 

(許容温度200℃) 

海水ポンプ 

(許容温度55℃) 

排気筒 

(許容温度325℃) 

重油タンク 52 23 52 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 
53 23 52 

主変圧器 187 30 52 

表 2－3 航空機墜落による火災及び重畳火災時の温度評価結果 

(単位：℃) 

建物 

(許容温度200℃) 

海水ポンプ 

(許容温度55℃) 

排気筒 

(許容温度 325℃) 

大型民間航空機 

B747-400 
91 33 98 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 

及び大型民間航空機 

B747-400 

109 33 99 

表 2－4 敷地外の火災源に対する危険距離評価結果 

(単位：m) 

建物 海水ポンプ 排気筒 

危険物貯蔵施設 63 56 38 

燃料輸送車両 10 9 6 

漂流船舶 35 28 17 
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表 2－5 敷地外の爆発源に対する危険限界距離評価結果 

(単位：m) 

建物 海水ポンプ 排気筒 

燃料輸送車両 44 

表 2－6 敷地外の爆発源に対する最大飛散距離評価結果 

(単位：m) 

建物 海水ポンプ 排気筒 

燃料輸送車両 713 
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図 2－1 外部火災の影響を考慮する施設と防火帯の位置関係及び離隔距離 

 

 

図 2－2 外部火災の影響を考慮する施設と重油タンク及びガスタービン発電機用軽油タン

クの位置関係及び離隔距離 
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図 2－3 外部火災の影響を考慮する施設と主変圧器の位置関係及び離隔距離 

図 2－4 外部火災の影響を考慮する施設と航空機落下位置の位置関係及び離隔距離 
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図 2－5 外部火災の影響を考慮する施設と航空機墜落による重畳火災の位置関係 

及び離隔距離 

注：図の位置はおおよその場所を示している。 

図 2－6 周辺の石油コンビナート等特別防災区域の位置 
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図 2－7 外部火災の影響を考慮する施設と危険物貯蔵施設の離隔距離 

 

 

 

図 2－8 外部火災の影響を考慮する施設と燃料輸送車両の位置関係及び離隔距離 
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図 2－9 外部火災の影響を考慮する施設と漂流船舶の位置関係及び離隔距離 
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Ⅵ-1-1-3-5-7 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 
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1. 概要

本資料は，二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスによる外部火災の二次的影響を考慮する

施設への影響を及ぼさない設計とすることを説明するものである。 

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計

 2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計 

(1) 外気を取り込む空調系統（換気空調設備）

換気空調設備（原子炉建物付属棟空調換気系，中央制御室空調換気系）は，外気取

入口に捕集率 80%以上（ＪＩＳ Ｚ ８９０１ 試験用粉体 11 種 粒径約 2μm）の性能

を有しているバグフィルタを設置し，外部火災で発生する粒径が一定以上のばい煙の

侵入を阻止することで，換気空調設備の安全機能を損なわない設計とする。 

また，ばい煙によるバグフィルタの閉塞については，バグフィルタの差圧系を監視

することで検知可能である。 

中央制御室空調換気系については，給気隔離弁及び排気隔離弁を閉止し，系統隔離

運転モードへの切替えを行い，ばい煙等の侵入を阻止することで，安全機能を損なわ

ない設計とする。 

(2) 外気を設備内に取り込む機器（非常用ディーゼル発電機）

非常用ディーゼル発電機の外気取入口に設置しているフィルタ（粒径１μm～５μm

に対して 80%以上を捕獲する性能）で粒径の大きいばい煙粒子は捕獲され，フィルタ

を通過したばい煙（数 μm）が過給機，空気冷却器に侵入するが，それぞれの機器の

間隙は，ばい煙に比べて十分大きく，閉塞に至ることを防止することで，非常用ディ

ーゼル発電機の安全機能を損なわない設計とする。 

また，シリンダ／ピストン間隙まで到達したばい煙（数μm）は，当該間隙内にお

いて摩擦発生が懸念されるが，ばい煙粒子の主成分は炭素であり，シリンダ／ピスト

ンをばい煙粒子に比べ硬度を硬くすることにより，ばい煙粒子による摩擦の発生を防

止することで，非常用ディーゼル発電機の安全機能を損なわない設計とする。 

なお，通常運転時はシリンダ内には燃料油（軽油）の燃焼に伴うばい煙が発生して

いるが，定期的な点検において，ばい煙によるシリンダへの不具合は認められない。 

(3) 室内の空気を取り込む機器（安全保護系）

安全保護系盤は，原子炉建物付属棟空調換気系，中央制御室空調換気系で給気され

るエリアに設置してある。外気取入口にはバグフィルタを設置し，粒径 2μm 以上の

ばい煙粒子については侵入を阻止することで安全保護系の安全機能を損なわない設計

とする。 

バグフィルタにより侵入を阻止できなかったばい煙が侵入した場合においても，空
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調ファンを停止することで，ばい煙の侵入を阻止する。 

また，ばい煙が中央制御室内に侵入した場合においては，給気隔離弁及び排気隔離

弁を閉止し，系統隔離運転モードへの切替えを行い，ばい煙の侵入を阻止することで，

安全保護系の安全機能を損なわない設計とする。 

なお，中央制御室に侵入する可能性のあるばい煙の粒径は，概ね 2μm 以下の細か

な粒子であると推定されるが，安全保護系の盤において，万が一，細かな粒子のばい

煙が盤内に侵入した場合において，ばい煙の付着等により短絡を発生させる可能性は

小さく，安全保護系の安全機能を損なわない設計とする。 

 2.2 有毒ガスに対する設計 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場合は，中央制御室内に滞在する人員の居住

性を確保するため，中央制御室空調換気系については，給気隔離弁及び排気隔離弁を閉

止し，系統隔離運転モードへの切替えを行うことで有毒ガスにより外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，外気を取り入れる換気空調設備のうち，中央制御室空調換気系以外の換気空調

設備については，必要に応じ空調ファンを停止することで有毒ガスにより外部事象防護

対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

なお，発電所周辺の石油コンビナート施設については，発電所敷地外 10km 以内の範

囲において，石油コンビナート施設は存在しない。発電所周辺の危険物貯蔵施設，主要

道路，鉄道路線及び一般航路と発電所の間には，十分な離隔距離がある。このため，危

険物貯蔵施設，燃料輸送車両及び船舶の事故時に発生する有毒ガスは，外部事象防護対

象施設に影響を及ぼすことはない。 
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1. 概要 

本資料は,Ⅵ-1-1-3-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」,Ⅵ-1-1-3-4-2「降

下火砕物の影響を考慮する施設の選定」及びⅥ-1-1-3-5-2「外部火災の影響を考慮する施設の選

定」にて選定している屋外に設置されている重大事故等対処設備について説明するものである。 

 

2. 屋外に設置されている重大事故等対処設備の抽出 

Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説

明書」に記載されている重大事故等対処設備のうち屋外に設置されている設備を抽出する。 

抽出した屋外に設置されている重大事故等対処設備を表 2－1に示す。 

 

表 2－1 屋外に設置されている重大事故等対処設備(1/2) 

設 備 常設／可搬 

ホイールローダ 可搬 

大量送水車 可搬 

原子炉補機海水ポンプ 常設 

取水口 常設 

取水管 常設 

取水槽 常設 

移動式代替熱交換設備 可搬 

大型送水ポンプ車 可搬 

圧力開放板 常設 

可搬式窒素供給装置 可搬 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 常設 

可搬型ストレーナ 可搬 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 可搬 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 常設 

放水砲 可搬 

放射性物質吸着材 可搬 

シルトフェンス 可搬 

小型船舶 可搬 

泡消火薬剤容器 可搬 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 常設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 常設 

A-ディーゼル燃料移送ポンプ 常設 

ディーゼル燃料移送ポンプ 常設 
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表 2－1 屋外に設置されている重大事故等対処設備(2/2) 

設 備 常設／可搬 

高圧発電機車 可搬 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 常設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 常設 

タンクローリ 可搬 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 常設 

可搬式モニタリングポスト 可搬 

可搬式気象観測装置 可搬 

緊急時対策所遮蔽 常設 

空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 可搬 

緊急時対策所空気浄化送風機 可搬 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 可搬 

緊急時対策所用発電機 可搬 

可搬ケーブル 可搬 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 常設 
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Ⅵ-1-1-4 取水口及び放水口に関する説明書 
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準

規則」という。）第 33条，第 62～66条及び第 69～71条並びにそれらの「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，取水口，取

水管，取水槽，放水路及び放水口の機能，位置及び構造について説明するものである。 

なお，技術基準規則第 4条「設計基準対象施設の地盤」，第 5条「地震による損傷の防止」，

第 49条「重大事故等対処施設の地盤」及び第 50条「地震による損傷の防止」への適合性につい

ては，耐震設計に関する内容であるため，Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」に示す。また，技術基

準規則第 6条「津波による損傷の防止」及び第 51条「津波による損傷の防止」への適合性につい

ては，基準津波に対する機能維持に関する内容であるため，Ⅵ-1-1-3-2「津波への配慮に関する

説明書」及びⅥ-3「強度に関する説明書」に示す。 
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2. 基本方針 

通常運転時等においては，設計基準対象施設である復水器の冷却用海水，原子炉補機の冷却用

海水及びタービン補機の冷却用海水は，取水口から取水管を経て取水槽に導かれ，循環水ポンプ，

原子炉補機海水ポンプ及びタービン補機海水ポンプを使用して取水し，復水器，原子炉補機冷却

系熱交換器及びタービン補機冷却系熱交換器を冷却後，放水路を経て放水口まで導き，外海に放

水できる設計とする。 

設計基準事故時又は重大事故等時においては，技術基準規則第 33条及び第 63条並びにそれら

の解釈に基づき，最終ヒートシンクへ熱を輸送することが要求されており，海水を取水するため

に，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの流路として取水口，取水管及

び取水槽を使用する設計とする。冷却に使用した海水は，放水路及び放水口を使用し放水する設

計とする。 

重大事故等時は，技術基準規則第 62～66条及び第 69～71条並びにその解釈に基づき，取水槽

を可搬型重大事故等対処設備の取水箇所とし，想定される重大事故等の収束までの間，海を水源

として十分な水量を供給できる設計とする。 
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3. 取水口，取水管及び取水槽 

取水口は，輪谷湾に設置する。海水は，取水口から取水管を経て，取水槽に導かれ，循環水ポ

ンプ，原子炉補機海水ポンプ，タービン補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプに

より海水を取水する。 

取水口，取水管及び取水槽は，通常運転時等に取水した海水を復水器，原子炉補機冷却系熱交

換器及びタービン補機冷却系熱交換器の冷却水として使用するための流路として設計する。復水

器の冷却用海水は循環水ポンプにより供給し，その容量は 67400m3/h×3個（通常運転時 3個運転）

である。原子炉補機冷却系熱交換器の冷却用海水は原子炉補機海水ポンプにより供給し，その容

量は 2040m3/h×4 個（通常運転時 2 個運転，2 個予備）である。タービン補機冷却系熱交換器の

冷却用海水はタービン補機海水ポンプにより供給し，その容量は 2100m3/h×3 個（通常運転時 2

個運転，1個予備）である。 

また，取水口，取水管及び取水槽は，設計基準事故時又は重大事故等時に取水した海水を原子

炉補機冷却系熱交換器及び高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器に冷却水として使用するための

流路として設計する。重大事故等時には，残留熱除去系等を冷却するために使用する移動式代替

熱交換設備又は残留熱除去系熱交換器の冷却用海水は大型送水ポンプ車により供給し，その容量

は 1800m3/h×1 個である。原子炉補機冷却系熱交換器の冷却用海水は原子炉補機海水ポンプによ

り供給し，その容量は 2040m3/h×4 個である。高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の冷却用海

水は高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより供給し，その容量は 336m3/h×1個である。放射性物

質の大気への拡散抑制又は航空機燃料火災への泡消火対応として，大型送水ポンプ車により原子

炉建物への放水を行い，その容量は 1800m3/h×1 個である。重大事故等の収束に必要となる水源

へ大量送水車により海水を供給し，その容量は 168m3/h×2個である。 

取水口，取水管及び取水槽は，非常用取水設備と位置付け，重大事故等時に使用することから

重大事故等対処設備として設計する。 

表 3-1～表 3-3に取水口，取水管及び取水槽の主要仕様を示す。 

取水口及び放水口に関する施設の位置図を図 3-1，取放水に関する海水等流路系統概要図を図

3-2～図 3-8 に，取水口，取水管及び取水槽の構造図を図 3-9～図 3-12に示す。 
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表 3-1 取水口の主要仕様 

種  類     鋼製円筒管 

主要寸法 内径  8000 mm 

材  料     SS400（SS41） 

 

表 3-2 取水管の主要仕様 

種  類     鋼管 

主要寸法 内径  4300 mm 

材  料     SS400（SS41） 

 

表 3-3 取水槽の主要仕様 

種  類     鉄筋コンクリート函渠 

主要寸法 たて  47250 mm 

              横   28500 mm 

              深さ   9900 mm 

材  料     鉄筋コンクリート 
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図 3-1 取水口及び放水口に関する施設の位置図 
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図 3-2 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）系統概要図 
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図 3-3 原子炉補機代替冷却系系統概要図（屋外接続口使用時） 
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図 3-4 原子炉補機代替冷却系系統概要図（屋内接続口使用時） 
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図 3-5 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備系統概図（原子炉建物放水設備によ

る大気への放射性物質の拡散抑制） 
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図 3-6 循環水系系統概要図 
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図 3-7 タービン補機海水系系統概要図 
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図 3-8 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系含む。）系統概要図 
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平面図 

 

 

 

※代表としてⅠ管を示す 

縦断面図（A～A断面） 

 

図 3-9 取水口，取水管及び取水槽の構造図 
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（単位：mm） 

①～①断面（図 3-9） 

 

図 3-10 取水口構造図  
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（単位：mm） 

②～②断面（図 3-9） 

 

 

（単位：mm） 

③～③断面（図 3-9） 

 

図 3-11 取水管構造図 
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（単位：mm） 

平面図 

 

 

（単位：mm） 

A～A断面 

 

図 3-12 取水槽構造図（1/2） 
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（単位：mm） 

B～B断面 

 

 

（単位：mm） 

C～C断面 

 

図 3-12 取水槽構造図（2/2） 
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4. 放水口 

放水口は，日本海に面した敷地に設置された防波壁（波返重力擁壁）の外側に設置する。 

通常運転時に放水口から放水する水は，復水器，原子炉補機冷却系設備及びタービン補機冷却

系設備の冷却水，液体廃棄物処理設備の蒸留水，ろ過水及び一般排水等であり，放水路を経て放

水口まで導き外海に放水し，その流量は循環水ポンプ 67400m3/h×3 個，原子炉補機海水ポンプ

2040m3/h×4個，タービン補機海水ポンプ 2100m3/h×3個である。 

設計基準事故時は，原子炉補機海水ポンプによる原子炉補機冷却系設備，高圧炉心スプレイ補

機海水ポンプによる高圧炉心スプレイ補機冷却系設備の冷却に使用した海水を，放水路を経て放

水口まで導き外海に放水し，その容量は，原子炉補機海水ポンプ 2040m3/h×4 個，高圧炉心スプ

レイ補機海水ポンプ 336m3/h×1個である。 

また，重大事故等時においては，大型送水ポンプ車又は原子炉補機海水ポンプによる残留熱除

去系等の冷却に使用した海水を，放水路を経て放水口まで導き外海に放水し，その容量は，大型

送水ポンプ車 1800m3/h×1 個，原子炉補機海水ポンプ 2040m3/h×4 個である。なお，大型送水ポ

ンプ車は重大事故等時において，原子炉補機海水ポンプが機能喪失した場合に使用する。 

放射性物質の大気への拡散抑制又は航空機燃料火災への泡消火対応として，大型送水ポンプ車

による原子炉建物への放水に使用した海水については，構内の雨水排水路集水桝に導かれ，屋外

排水路及び放水路を経て，海洋に放出する設計とする。 

表 4-1に放水口の主要仕様を示す。 

放水設備配置図を図 4-1に，放水設備断面図を図 4-2に，放水口構造図を図 4-3に，屋外排水

路配置図を図 4-4 に示す。 

 

表 4-1 放水口の主要仕様 

種  類     鉄筋コンクリート函渠 

主要寸法 内径  2900 mm 

材  料     鉄筋コンクリート 
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（単位：mm） 

図 4-1 放水設備配置図 

 

 

図 4-2 放水設備断面図 

 

 

（単位：mm） 

図 4-3 放水口構造図 
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図 4-4 屋外排水路配置図 
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1. 概要

本説明書は，原子炉本体の申請設備に係る仕様設定根拠について説明するものである。



2 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
1 
R0
 

2. 炉心

2.1 炉心支持構造物 

名   称 炉心シュラウド 

最 高 使 用 圧 力 

上部胴 

MPa 

（差圧）， （差圧）， （差圧） 

中間胴 （差圧）， （差圧）， （差圧） 

下部胴 （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  炉心シュラウドは，設計基準対象施設として上部格子板及び炉心支持板を支持するために

設置する。 

  また，円筒構造により炉心を上向きに流れる流路を形成するとともに，その外側の環状部

を下向きに流れる再循環流とを分離するために設置する。 

・重大事故等対処設備

  重大事故等時に使用する炉心シュラウドとしては，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，

炉心形状を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 炉心シュラウド（上部胴）

設計基準対象施設として使用する炉心シュラウド（上部胴）の最高使用圧力は，通常

運転時に炉心シュラウド（上部胴）の内外面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプ

ラントの運転状態＊1における差圧解析値（ MPa））を包絡する最大差圧とし， MPa

（差圧）とする。 

注記＊1：通常運転時に炉心シュラウド（上部胴）の差圧が最大となる ％原子炉出力，

％炉心流量状態。 

炉心シュラウド（上部胴）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

(2) 炉心シュラウド（中間胴）

設計基準対象施設として使用する炉心シュラウド（中間胴）の最高使用圧力は，通常

運転時に炉心シュラウド（中間胴）の内外面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプ

ラントの運転状態＊2 における差圧解析値（ MPa））を包絡する最大差圧として，

MPa（差圧）とする。 

注記＊2：通常運転時に炉心シュラウド（中間胴）の差圧が最大となる ％原子炉出力，

％炉心流量状態。 

炉心シュラウド（中間胴）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

(3) 炉心シュラウド（下部胴）

設計基準対象施設として使用する炉心シュラウド（下部胴）の最高使用圧力は，通常

運転時に炉心シュラウド（下部胴）の内外面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプ

ラントの運転状態＊3 における差圧解析値（ MPa））を包絡する最大差圧として，

MPa（差圧）とする。 

注記＊3：通常運転時に炉心シュラウド（下部胴）の差圧が最大となる ％原子炉出力，

％炉心流量状態。 

炉心シュラウド（下部胴）を重大事故等において使用する場合の圧力は，

とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する炉心シュラウドの最高使用温度は，原子炉圧力容器の

最高使用温度と同じ 302℃とする。 

炉心シュラウドを重大事故等時において使用する場合の温度は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

3. 個数の設定根拠 

炉心シュラウドは，設計基準対象施設として上部格子板及び炉心支持板を支持し，円筒

構造により炉心を上向きに流れる流路を形成するとともに，その外側の環状部を下向きに

流れる再循環流とを分離するために必要な個数である 1個設置する。 

 

炉心シュラウドは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 
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名   称 シュラウドサポート

最 高 使 用 圧 力 MPa （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個   数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

シュラウドサポートは，設計基準対象施設として炉心シュラウドを支持するために設置す

る。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に使用するシュラウドサポートは，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，

炉心形状を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するシュラウドサポートの最高使用圧力は，通常運転時に

シュラウドサポートの内外面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプラントの運転状態＊

における差圧解析値（ MPa））を包絡する最大差圧として， MPa（差圧）とする。 

注記＊：通常運転時にシュラウドサポートの差圧が最大となる ％原子炉出力， ％

炉心流量状態。 

シュラウドサポートを重大事故等において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するシュラウドサポートの最高使用温度は，原子炉圧力容

器の最高使用温度と同じ 302℃とする。 

シュラウドサポートを重大事故等時において使用する場合の温度は，

とする。 

3. 個数の設定根拠

シュラウドサポートは，設計基準対象施設として炉心シュラウドを支持するために必要

な個数である 1個設置する。 

シュラウドサポートは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対

処設備として使用する。 
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名   称 上部格子板 

最 高 使 用 圧 力 MPa （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個   数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  上部格子板は，設計基準対象施設として炉心シュラウド上部に固定し，燃料集合体の横方

向の支持と案内の役目をさせるとともに，中性子束検出器及び起動用中性子源の上端を支持

するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に使用する上部格子板は，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心形状

を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する上部格子板の最高使用圧力は，通常運転時に上部格子

板の上下面の間に作用する差圧（上部格子板高さの位置圧損）を考慮し， MPa（差圧）

とする。 

上部格子板を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する上部格子板の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高

使用温度と同じ 302℃とする。 

上部格子板を重大事故等において使用する場合の温度は，

とする。 

3. 個数の設定根拠

上部格子板は，設計基準対象施設として燃料集合体の横方向の支持と案内の役目をさせ

るとともに，中性子束検出器及び起動用中性子源の上端を支持するために必要な個数であ

る１個設置する。 

上部格子板は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 



10 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
1 
R0
 

名   称 炉心支持板 

最 高 使 用 圧 力 MPa （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個   数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  炉心支持板は，設計基準対象施設として炉心シュラウド下部に固定し，制御棒案内管，燃

料支持金具及び燃料集合体，原子炉中性子計装案内管並びに起動用中性子源の横方向の支持

をするために設置する。 

また，炉心部と炉心下部を仕切り，燃料集合体への冷却材の流路を形成するために設置す

る。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に使用する炉心支持板は，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心形状

を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する炉心支持板の最高使用圧力は，通常運転時に炉心支持

板の上下面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプラントの運転状態＊における差圧解析

値（ MPa））を包絡する最大差圧として， MPa（差圧）とする。 

注記＊：通常運転時に炉心支持板の差圧が最大となる ％原子炉出力， ％炉心流

量状態。 

炉心支持板を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する炉心支持板の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高

使用温度と同じ 302℃とする。 

炉心支持板を重大事故等時において使用する場合の温度は，

とする。 

3. 個数の設定根拠

炉心支持板は，設計基準対象施設として制御棒案内管，燃料支持金具及び燃料集合体，

原子炉中性子計装案内管並びに起動用中性子源の横方向を支持するとともに，炉心部と炉

心下部を仕切り，燃料集合体への冷却材の流路を形成するために必要な個数である１個設

置する。 

炉心支持板は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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名   称 中央燃料支持金具 

最 高 使 用 圧 力 MPa （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個   数 ― 137 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  中央燃料支持金具は，設計基準対象施設として制御棒案内管に支持され，燃料集合体 4 体

を支持し，燃料集合体への冷却材の流路を形成するために設置する。中央燃料支持金具は，

各制御棒案内管に 1個ずつ，計 137個設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に使用する中央燃料支持金具は，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉

心形状を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する中央燃料支持金具の最高使用圧力は，通常運転時に中

央燃料支持金具の上下面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプラントの運転状態＊にお

ける差圧解析値（ MPa））を包絡する最大差圧として， MPa（差圧）とする。 

注記＊：通常運転時に中央燃料支持金具の差圧が最大となる ％原子炉出力， ％

炉心流量状態。 

中央燃料支持金具を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する中央燃料支持金具の最高使用温度は，原子炉圧力容器

の最高使用温度と同じ 302℃とする。 

中央燃料支持金具を重大事故等時において使用する場合の温度は，

とする。 

3. 個数の設定根拠

中央燃料支持金具は，設計基準対象施設として燃料集合体 4 体を支持し，燃料集合体へ

の冷却材の流路を形成するために必要な個数として各制御棒案内管に 1 個ずつ，計 137個

設置する。 

中央燃料支持金具は，設計基準対象施設として 137 個設置しているものを重大事故等対

処設備として使用する。 
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名   称 周辺燃料支持金具 

最 高 使 用 圧 力 MPa （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個   数 ― 12 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  周辺燃料支持金具は，設計基準対象施設として炉心周辺部に位置し，燃料集合体 1 体を支

持し，燃料集合体への冷却材の流路を形成するために設置する。周辺燃料支持金具は，計 12

個設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に使用する周辺燃料支持金具は，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉

心形状を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する周辺燃料支持金具の最高使用圧力は，通常運転時に周

辺燃料支持金具の上下面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプラントの運転状態＊にお

ける差圧解析値（ MPa））を包絡する最大差圧として， MPa（差圧）とする。 

注記＊：通常運転時に周辺燃料支持金具の差圧が最大となる ％原子炉出力， ％

炉心流量状態。 

周辺燃料支持金具を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する周辺燃料支持金具の最高使用温度は，原子炉圧力容器

の最高使用温度と同じ 302℃とする。 

周辺燃料支持金具を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，

とする。 

3. 個数の設定根拠

周辺燃料支持金具は，設計基準対象施設として燃料集合体 1 体を支持し，燃料集合体へ

の冷却材の流路を形成するために必要な個数として計 12個設置する。 

周辺燃料支持金具は，設計基準対象施設として 12個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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名   称 制御棒案内管 

最 高 使 用 圧 力 MPa （差圧）， （差圧）， （差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302， ，

個   数 ― 137 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  制御棒案内管は，設計基準対象施設として制御棒駆動機構ハウジングの上部から上方に伸

び炉心支持板にはめこまれており，制御棒の案内の役目をするとともに，燃料集合体への冷

却材の流路を形成するために設置する。制御棒案内管は，各制御棒に 1 個ずつ，計 137 個設

置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に使用する制御棒案内管は，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心形

状を維持するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する制御棒案内管の最高使用圧力は，通常運転時に制御棒

案内管の内外面の間に作用する差圧（差圧が最大となるプラントの運転状態＊における差圧

解析値（ MPa））を包絡する最大差圧として， MPa（差圧）とする。 

注記＊：通常運転時に制御棒案内管の差圧が最大となる ％原子炉出力， ％炉心

流量状態。 

制御棒案内管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

2. 最高使用温度の設定根拠

制御棒案内管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉圧力容器の最高使

用温度と同じ 302℃とする。 

重大事故等対処設備として使用する制御棒案内管の温度は，

とする。 

3. 個数の設定根拠

制御棒案内管は，設計基準対象施設として制御棒の案内の役目をするとともに，燃料集

合体への冷却材の流路を形成するために必要な個数として，各制御棒に 1 個ずつ，計 137

個設置する。 

制御棒案内管は，設計基準対象施設として 137 個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 
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3. 原子炉圧力容器

3.1 原子炉圧力容器本体並びに監視試験片 

名 称 原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62，8.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302，304 

個   数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として原子炉冷却材圧力バウンダリを構成し，燃料

集合体，炉心支持構造物，制御棒及びその他原子炉圧力容器内部構造物を保持するために設

置する。 

  原子炉圧力容器は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び事故時において適切な炉

心冷却能力をもたせる設計とする。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）として使用す

る原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，原子炉圧力容器内の保有水を原子炉冷却材再循環ポンプ入口配管から残留熱

除去系配管を介して取り出し，残留熱除去ポンプ A，B 及び残留熱除去系熱交換器 A，B を介

して原子炉冷却材を冷却し，原子炉冷却材再循環ポンプ出口配管よりジェットポンプを経由

し，原子炉圧力容器に戻すことで，炉心を冷却できる設計とする。 

原子炉圧力容器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため，

発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，原子炉圧力容器内の保有水を原子炉冷却材再循環ポンプ入口配管から残留熱

除去系配管を介して取り出し，残留熱除去ポンプ A，B 及び残留熱除去系熱交換器 A，B を介

して原子炉冷却材を冷却し，原子炉冷却材再循環ポンプ出口配管よりジェットポンプを経由

し，原子炉圧力容器に戻すことで，炉心を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】(続き) 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他注水設備（高圧炉心

スプレイ系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした高圧炉心スプレイポンプにより，高圧

炉心スプレイスパージャを介して原子炉圧力容器に注水することで，炉心を冷却できる設計

とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他注水設備（低圧炉心

スプレイ系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした低圧炉心スプレイポンプにより，低圧

炉心スプレイスパージャを介して原子炉圧力容器に注水することで，炉心を冷却できる設計

とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他注水設備（高圧原子

炉代替注水系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，蒸気タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバの水を高圧原子炉

代替注水系等を経由し，給水スパージャを介して原子炉圧力容器へ注水することで，炉心を

冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原

子炉隔離時冷却系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，蒸気タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバの水を原子炉隔離

時冷却系等を経由し，給水スパージャを介して原子炉圧力容器へ注水することで，炉心を冷

却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧原子炉代替注水系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポンプ又は代替淡水

源（輪谷貯水槽（西 1）及び輪谷貯水槽（西２），海水）を水源とした大量送水車又は大型送

水ポンプ車により低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器内に注水

することで，炉心を冷却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（残

留熱除去系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした A,B,C-残留熱除去ポンプにより低圧注

水系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器内に注水することで，炉心を冷却

できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（ほ

う酸水注入系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系

配管を介して差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）より原子炉圧力容器に注水

することで，他の注水設備と合わせて炉心を冷却し，炉心の著しい損傷を防止できる設計と

する。 

重大事故等時に計測制御系統施設のうちほう酸水注入設備（ほう酸水注入系）として使用

する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止

することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合において

も炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系

配管を介して差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）より原子炉圧力容器に

十分な量のほう酸水を注入することで，原子炉を未臨界に移行できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安

全設備（残留熱代替除去系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧によ

る破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系を介して残留熱代替除去

ポンプにより低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）を経由し，原子炉圧力容器内に注水す

ることで，炉心を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安

全設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，蒸気タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバの水を高圧原子炉

代替注水系等を経由し，給水スパージャを介して原子炉圧力容器へ注水することで，溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安

全設備（低圧原子炉代替注水系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポンプ又は代替淡水

源（輪谷貯水槽（西 1）及び輪谷貯水槽（西２），海水）を水源とした大量送水車又は大型送

水ポンプ車により低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器内に注水

することで，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安

全設備（ほう酸水注入系）として使用する原子炉圧力容器は，以下の機能を有する。 

原子炉圧力容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系

配管を介して差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）より原子炉圧力容器に

注水することで，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する原子炉圧力容器の最高使用圧力は，定格出力運転時に

おける原子炉圧力容器の運転圧力が 6.93MPa であることから，これを上回る圧力として

8.62MPaとする。 

 

原子炉圧力容器を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等対策の有効

性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において圧力が最大となる事故シー

ケンスグループである原子炉停止機能喪失では，原子炉圧力が約 8.68MPa，原子炉冷却材

圧力バウンダリ圧力が約 8.98MPaであることから，高い方の圧力として 8.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する原子炉圧力容器の最高使用温度は，原子炉圧力容器の

最高使用圧力の飽和温度以上とし，302℃とする。 

 

原子炉圧力容器を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効

性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において圧力が最大となる事故シー

ケンスグループである原子炉停止機能喪失時の原子炉冷却材バウンダリ圧力の約 8.98MPa

に相当する飽和温度として 304℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として燃料集合体等を収容するために必要な個数

である1個を設置する。 

 原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故等時に使用

する。 

 

（参考）初装荷個数（監視試験片） 

監視試験片は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の炉心領域の中性子照射による影

響評価について監視試験片によって計画的に評価を行うために必要な個数である 組＊を設

置する。 

なお，監視試験片については，重大事故等対処設備に該当しない。 

 

注記＊：監視試験片については，引張試験片 個（母材 個，溶着金属 個，熱影

響部 個）及び衝撃試験片 個（母材 個，溶着金属 個，熱影響部

個）を 1組として，原子炉圧力容器内面 °， ， ，の 箇所

にそれぞれ 組設置している。 
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名   称 
差圧検出・ほう酸水注入系配管 

（ティーより N11ノズルまでの外管）

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62，8.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302，304 

個   数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設

  差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズルまでの外管）は，設計基準対象施

設としてほう酸水を炉心下部プレナムに注入するため及び炉心支持板の上下差圧を計測する

ために設置する。 

・重大事故等対処設備

  重大事故等対処設備としては，ほう酸水を炉心下部プレナムに注入するための流路として

使用する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズ

ルまでの外管）の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使用圧力と同じ 8.62MPaとする。 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズルまでの外管）を重大事故等時に

おいて使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力容器の使用圧力と同じ

8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズ

ルまでの外管）の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用温度と同じ 302℃とする。

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズルまでの外管）を重大事故等時に

おいて使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力容器の使用温度と同じ

304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）は，設計基準対象

施設としてほう酸水を炉心下部プレナムに注入するため及び炉心支持板の上下差圧を計測

するために必要な個数である 1個設置する。 

 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）は，設計基準対象

施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 

 

（参考） 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11 ノズルまでの外管）のうち差圧検出に係

る機能については，重大事故等対処設備に該当しない。 
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3.2 原子炉圧力容器内部構造物 

名             称 ジェットポンプ 

個       数 ― 20 

【設 定 根 拠】 

ジェットポンプは，原子炉再循環系の一部であり，設計基準対象施設として原子炉出力の

増減に伴い，必要な流量を炉心へ供給するとともに，校正されたディフューザで炉心流量を

測定するために設置する。 

また，冷却材喪失事故時は，炉心を冷却材で冠水させるために設置する。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）

として使用するジェットポンプは，以下の機能を有する。 

ジェットポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生じるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

系統構成は，原子炉圧力容器内の保有水を原子炉冷却材再循環ポンプ入口配管から残留熱

除去系配管を介して取り出し，残留熱除去ポンプ A，B 及び残留熱除去系熱交換器 A，B を介

して原子炉冷却材を冷却し，原子炉冷却材再循環ポンプ出口配管よりジェットポンプを経由

し，原子炉圧力容器に戻すことで，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生じるものに限る。）を防止するため燃料集合体の崩壊熱を除去し，

最終ヒートシンクへ熱を輸送できる設計とする。 

 

 

1. 個数の設定根拠 

ジェットポンプは，設計基準対象施設として原子炉冷却材を炉心に循環させるために必要

な個数である 20個設置する。 

 

ジェットポンプは，設計基準対象施設として 20個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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名             称 給水スパージャ 

個       数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

給水スパージャは，設計基準対象施設として給水ノズルから原子炉圧力容器に入った給水

を放出して，気水分離器で分離された高温の冷却材と均一に混合するために設置する。 

給水スパージャは，原子炉圧力容器内壁に沿ってＴ字型に左右に分岐した各々独立な 4 本

のヘッダを有している。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（原子炉隔離時冷却系）として使用する給水スパージャは，以下の機能を有する。 

給水スパージャは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，蒸気タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバの水を原子炉隔離

時冷却系等を経由し，給水スパージャを介して原子炉圧力容器へ注水することで，炉心を冷

却できる設計とする。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する給水スパージャは，以下の機能を有す

る。 

給水スパージャは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対

処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，蒸気タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバの水を高圧原子炉

代替注水系等を経由し，給水スパージャを介して原子炉圧力容器へ注水することで，炉心を

冷却できる設計とする。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原

子炉格納容器安全設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する給水スパージャは，以下の

機能を有する。 

給水スパージャは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，蒸気タービン駆動ポンプにより，サプレッションチェンバの水を高圧原子炉

代替注水系等を経由し，給水スパージャを介して原子炉圧力容器へ注水することで，溶融炉

心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 個数の設定根拠 

給水スパージャは，設計基準対象施設として 4 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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名             称 高圧炉心スプレイスパージャ 

個       数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

高圧炉心スプレイスパージャは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時等に原子炉

をスプレイ冷却するために設置する。 

高圧炉心スプレイスパージャは，炉心シュラウド上部内面に沿ってＴ字型に左右に分岐し

た各々独立な 2本のヘッダを有している。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（高圧炉心スプレイ系）として使用する高圧炉心スプレイスパージャは，以下の

機能を有する。 

高圧炉心スプレイスパージャは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした高圧炉心スプレイポンプにより，高圧

炉心スプレイスパージャを介して原子炉圧力容器に注水することで，炉心を冷却できる設計

とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

高圧炉心スプレイスパージャは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時等に原子炉

をスプレイ冷却するために必要な個数である 2個設置する。 

 

高圧炉心スプレイスパージャは，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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名             称 低圧炉心スプレイスパージャ 

個       数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

低圧炉心スプレイスパージャは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時等に原子炉

をスプレイ冷却するために設置する。 

低圧炉心スプレイスパージャは，炉心シュラウド上部内面に沿ってＴ字型に左右に分岐し

た各々独立な 2本のヘッダを有している。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（低圧炉心スプレイ系）として使用する低圧炉心スプレイスパージャは，以下の

機能を有する。 

低圧炉心スプレイスパージャは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした低圧炉心スプレイポンプにより，低圧

炉心スプレイスパージャを介して原子炉圧力容器に注水することで，炉心を冷却できる設計

とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧炉心スプレイスパージャは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時等に原子炉

をスプレイ冷却するために必要な個数である 2個設置する。 

 

低圧炉心スプレイスパージャは，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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名             称 低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部） 

個       数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，原子炉冷却材喪失時等に冷却材を原子炉圧力

容器炉心シュラウド内に注入し，原子炉を冷却するために設置する。 

低圧注水系配管は，原子炉圧力容器の低圧注水ノズルを通り，炉心シュラウドを貫通し，

低圧炉心スプレイスパージャ直下の炉心シュラウド内側に冷却材を吐出する。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（残留熱除去系）として使用する低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，以

下の機能を有する。 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で

あって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するため

に設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした A,B,C-残留熱除去ポンプにより低圧注

水系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器内に注水することで，炉心を冷却

できる設計とする。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）として使用する低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）

は，以下の機能を有する。 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で

あって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するため

に設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポンプ又は代替淡水

源（輪谷貯水槽（西 1）及び輪谷貯水槽（西２），海水）を水源とした大量送水車又は大型送

水ポンプ車により低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器内に注水

することで，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原

子炉格納容器安全設備（残留熱代替除去系）として使用する低圧注水系配管（原子炉圧力容

器内部）は，以下の機能を有する。 

 



 

32 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
1 
R0
 

 

【設 定 根 拠】（続き） 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリ（設置許可基準

規則第二条第二項第三十七号に規定する原子炉格納容器バウンダリをいう。）を維持しながら

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系を介して残留熱代替除去

ポンプにより低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）を経由し，原子炉圧力容器内に注水す

ることで，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原

子炉格納容器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として使用する低圧注水系配管（原子炉圧

力容器内部）は，以下の機能を有する。 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却

するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポンプ又は代替淡水

源（輪谷貯水槽（西 1）及び輪谷貯水槽（西２），海水）を水源とした大量送水車又は大型送

水ポンプ車により低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器内に注水

することで，炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時

等に冷却材を原子炉圧力容器炉心シュラウド内に注入し，原子炉を冷却するために必要な個

数である 3個設置する。 

 

低圧注水系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として 3 個設置しているも

のを重大事故等対処設備として使用する。 
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名             称 高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部） 

個       数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として原子炉冷却

材喪失時等に原子炉をスプレイ冷却するために設置する。 

原子炉圧力容器の高圧炉心スプレイノズルから原子炉圧力容器内に入った高圧炉心スプレ

イ系配管は，炉心シュラウド内の上部に入った後，炉心シュラウド内の上部に取り付けた 2

組の高圧炉心スプレイスパージャに接続する。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（高圧炉心スプレイ系）として使用する高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容

器内部）は，以下の機能を有する。 

高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした高圧炉心スプレイポンプにより，高圧

炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器に注水することで，炉

心を冷却できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として原子炉冷却

材喪失時等に原子炉をスプレイ冷却するために必要な個数である 1個設置する。 

 

高圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として 1 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名             称 低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部） 

個       数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として原子炉冷却

材喪失時等に原子炉をスプレイ冷却するために設置する。 

原子炉圧力容器の低圧炉心スプレイノズルから原子炉圧力容器内に入った低圧炉心スプレ

イ系配管は，炉心シュラウド内の上部に入った後，炉心シュラウド内の上部に取り付けた 2

組の低圧炉心スプレイスパージャに接続する。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（低圧炉心スプレイ系）として使用する低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容

器内部）は，以下の機能を有する。 

低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却

するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした低圧炉心スプレイポンプにより，低圧

炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）を介して原子炉圧力容器に注水することで，炉

心を冷却できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として原子炉冷却

材喪失時等に原子炉をスプレイ冷却するために必要な個数である 1個設置する。 

 

低圧炉心スプレイ系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として 1 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 



 

35 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
1 
R0
 

 

名             称 差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部） 

個       数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として炉心

支持板の上下差圧を測定し，非常時にほう酸水を炉心下部プレナムに注入するために設置す

る。 

同心の二重管として原子炉圧力容器内部に入った差圧検出・ほう酸水注入系配管は，原子

炉圧力容器内部で分離した独立な管となり，それぞれ炉心支持板の下部及び上部に到達する。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子

炉注水設備（ほう酸水注入系）として使用する差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力

容器内部）は，以下の機能を有する。 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系

配管を介して差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内部）より原子炉圧力容器に注水

することで，他の注水設備と合わせて炉心を冷却し，炉心の著しい損傷を防止できる設計と

する。 

 

重大事故等対処設備としては，計測制御系統施設のうちほう酸水注入設備（ほう酸水注入

系）として使用する差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，以下の機能

を有する。 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，運転時の異常な過渡変化時に

おいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場

合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材

圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に

移行するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系

配管を介して差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）より原子炉圧力容器に

十分な量のほう酸水を注入することで，原子炉を未臨界に移行できる設計とする。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原

子炉格納容器安全設備（ほう酸水注入系）として使用する差圧検出・ほう酸水注入系配管（原

子炉圧力容器内部）は，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器の破損を防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下

した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系

配管を介して差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）より原子炉圧力容器に

注水することで，溶融炉心のペデスタル（ドライウェル部）の床面への落下を防止又は遅延

できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として非常

時にほう酸水を炉心下部プレナムに注入するために必要な個数である 1個設置する。 

 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）は，設計基準対象施設として 1 個

設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 

 

（参考） 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部）のうち差圧検出に係る機能につい

ては，重大事故等対処設備に該当しない。 
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1. 概要

本説明書は，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の申請設備に係る仕様設定根拠について説明

するものである。 
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2. 使用済燃料貯蔵設備

2.1 使用済燃料貯蔵槽 

名 称 燃料プール 

容 量 ― 燃料集合体 3518体／制御棒 154本 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

燃料プールは，設計基準対象施設として使用済燃料，新燃料及び制御棒を貯蔵するために

設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設

備（燃料プール冷却系）として使用する燃料プールは，以下の機能を有する。 

  燃料プールは，冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の漏えいその他

の要因により燃料プールの水位が低下した場合において燃料プール内燃料体等を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

  系統構成は，重大事故等時において，燃料プールの水を燃料プール冷却ポンプにより燃料

プール冷却系熱交換器を経由して循環させることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プールスプレイ系）として使用する燃料プールは，以下の機能を有する。 

燃料プールは，冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の漏えいその他

の要因により燃料プールの水位が低下した場合において燃料プール内燃料体等を冷却し，放

射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プール

の冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プ

ールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより燃料プールの水位

が低下した場合において，大量送水車により代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合にお

いては海を水源として燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経由して常設スプレイヘッ

ダ又は可搬型スプレイノズルから燃料プールへ注水することで燃料プールの水位を維持でき

る設計とする。 

燃料プールは，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの

水位が異常に低下した場合において燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及

び臨界を防止するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

系統構成は，燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常に低下

した場合において，常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイノズルを使用する場合には，大

量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，燃

料プールスプレイ系配管又はホース等を経由して常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイノ

ズルから燃料プール内燃料等に直接スプレイすることで，燃料損傷を緩和するとともに，環

境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プールの貯蔵容量については，実用発電用原子炉及

びその他附属施設の技術基準に関する規則の第 26条（燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備）によ

り発電用原子炉に全て燃料が装荷されている状態で，使用済燃料及び貯蔵されている取替燃

料に加えて 1炉心分以上の容量を確保する設計とする。 

上記を考慮し，使用済燃料を計画通りに貯蔵した後でも，炉心内の全燃料を燃料プールに

移すことができるよう，燃料プールの貯蔵容量は，全炉心の燃料集合体 560体に対し約 628％

を上回る 3518体とする。 

また，制御棒の貯蔵容量については，1炉心分の制御棒 137本に裕度を考慮し，制御棒貯蔵

ハンガ及び制御棒・破損燃料貯蔵ラックの貯蔵容量を合わせ 154本としている。

燃料プールを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使

用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，燃料集合体 3518体，制御棒 154本

とする。 

2. 個数

燃料プールは，設計基準対象施設として使用済燃料，新燃料及び制御棒を貯蔵するために

必要な個数である 1個設置する。 

燃料プールは，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設として 1

個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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2.2 使用済燃料貯蔵ラック 

名 称 使用済燃料貯蔵ラック 

容 量 体 130 143 144 100 110 120 132 

個 数 ― 1 2 4 3 9 7 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

使用済燃料貯蔵ラックは，設計基準対象施設として中性子吸収材であるほう素を添加したス

テンレス鋼を使用するとともに適切な燃料間距離をとることにより，燃料を貯蔵容量最大で貯

蔵し，かつ燃料プール水温及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位置等について，想定される

いかなる場合でも実効増倍率を 0.95以下に保ち，貯蔵燃料の臨界を防止するために設置する。

・重大事故等対処設備

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵設備として使用す

る使用済燃料貯蔵ラックは，以下の機能を有する。 

使用済燃料貯蔵ラックは，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使用済

燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合

において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

重大事故等時に使用する使用済燃料貯蔵ラックは，実効増倍率が最も高くなる冠水状態にお

いても実効増倍率は不確定性を含めて 0.95以下で臨界を防止できる設計とする。 

使用済燃料貯蔵ラックは，使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因により当

該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進

行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。 

重大事故等時に使用する使用済燃料貯蔵ラックは，いかなる一様な水密度であっても実効増

倍率は不確定性を含めて 0.95以下で臨界を防止できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する使用済燃料貯蔵ラックの合計容量は，燃料プールの容量

と同じ 3518体＊とする。 

なお，使用済燃料貯蔵ラックは，新燃料を一時的に仮置きすることも考慮した設計とし，

各々のラックの貯蔵容量及び個数は，適切な燃料プール内配置となるように決定している。 

使用済燃料貯蔵ラックを重大事故等時において使用する場合の合計容量は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，3518体＊とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

注記＊：燃料集合体の貯蔵容量として 130 体貯蔵可能なラックを 1 個，143 体貯蔵可能なラ  

ックを 2 個，144 体貯蔵可能なラックを 4 個，100 体貯蔵可能なラックを 3 個，110

体貯蔵可能なラックを 9個，120体貯蔵可能なラックを 7個，132体貯蔵可能なラッ

クを 3個設置するため，

130＋(143×2)＋(144×4)＋(100×3)＋(110×9)＋(120×7)＋(132×3)＝3518体 

上記より 3518体となる。 

2. 個数の設定根拠

使用済燃料貯蔵ラックは，設計基準対象施設として使用済燃料及び新燃料を貯蔵するため

に必要な個数である，燃料プール内に 130体ラックを 1個，143体ラックを 2個，144体ラッ

クを 4個，100体ラックを 3個，110体ラックを 9個，120体ラックを 7個，132体ラックを 3

個設置する。 

使用済燃料貯蔵ラックは，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象

施設として燃料プール内に 130体ラックを 1個，143体ラックを 2個，144体ラックを 4個，

100 体ラックを 3 個，110 体ラックを 9 個，120 体ラックを 7 個，132 体ラックを 3 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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2.3 破損燃料貯蔵ラック 

名 称 制御棒・破損燃料貯蔵ラック 

容 量 体（又は本） 10 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

制御棒・破損燃料貯蔵ラックは，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として制御棒

及び破損した燃料を貯蔵するために，使用済燃料貯蔵槽内に設置する。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する制御棒・破損燃料貯蔵ラックの容量は，破損した燃料の

発生量を先行ＢＷＲプラントの実績を踏まえ最大 8 体と推定し，残り 2 本分は制御棒の貯蔵

が可能な容量とし，10体（又は本）としている。 

また，ラックの貯蔵容量及び個数は適切な燃料プール内配置となるように決定している。 

制御棒・破損燃料貯蔵ラックを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，10体とする。 

2. 個数の設定根拠

制御棒・破損燃料貯蔵ラックは，制御棒及び破損した燃料を貯蔵するために必要な個数と

して先行ＢＷＲプラントの実績を踏まえ制御棒及び破損した燃料を貯蔵可能なように，燃料

プール内に 1個設置する。 

制御棒・破損燃料貯蔵ラックは，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基

準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 



7 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-2
 R
0 

2.4 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置 

名 称 燃料プール温度 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

燃料プール温度は，設計基準対象施設として燃料プールの温度を計測するとともに，計測

結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

燃料プール温度は，設計基準対象施設として燃料プールの水温の著しい上昇を確実に検知

し，自動的に警報するために設置する。 

燃料プール温度の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-3-1「使用済燃料貯蔵槽の温

度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

燃料プール温度は，設計基準対象施設として燃料プールの温度を計測するために必要な個

数であり，当該温度を計測可能なように 1個設置する。 
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名 称 燃料プール冷却ポンプ入口温度 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

燃料プール冷却ポンプ入口温度は，設計基準対象施設として燃料プールの温度を計測する

とともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

燃料プール冷却ポンプ入口温度は，設計基準対象施設として燃料プールの水温の著しい上

昇を確実に検知し，自動的に警報するために設置する。 

燃料プール冷却ポンプ入口温度の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-3-1「使用済

燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及

び警報動作範囲に関する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

燃料プール冷却ポンプ入口温度は，設計基準対象施設として燃料プールの温度を計測する

ために必要な個数であり，当該温度を計測可能なように 1個設置する。 
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名 称 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

個 数 ― 1（検出点 7箇所） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，設計基準対象施設として燃料プールの温度及び水位を

計測するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，設計基準対象施設として燃料プールの水温の著しい上

昇又は水位の著しい低下を確実に検知し，自動的に警報するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち燃料プールの温度及び水位を監

視する装置として使用する燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合におい

て貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置するととも

に，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に

低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止する

ために設置する。 

また，燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ

を計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を

把握するために設置する。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-3-1「使用済

燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及

び警報動作範囲に関する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，設計基準対象施設として燃料プールの温度及び水位を

計測するために必要な個数であり，当該温度及び水位を計測可能なように 1 個（検出点 7 箇

所＊）設置する。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，設計基準対象施設として 1個（検出点 7箇所＊）設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 

注記＊：7箇所のうち 6箇所は，ヒータ付熱電対であり温度及び水位を計測可能，7箇所の

うち 1箇所は，ヒータが付いていない熱電対であり温度を計測可能。 
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名 称 燃料プール水位（ＳＡ） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち燃料プールの水位を監視する装

置として使用する燃料プール水位（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

燃料プール水位（ＳＡ）は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は使燃料プ

ールからの水の漏えいその他の要因により，当該燃料プールの水位が低下した場合において

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置するとと

もに，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常

に低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止す

るために設置する。 

また，燃料プール水位（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために設置する。 

燃料プール水位（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-3-1「使用済燃料貯

蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報

動作範囲に関する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

燃料プール水位（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として燃料プールの水位を計測するため

に必要な個数であり，当該水位を計測可能なように 1個設置する。 



11 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-2
 R
0 

3. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

3.1 燃料プール冷却系 

名 称 燃料プール冷却系熱交換器 

容量（設計熱交換量） MW/個 以上（1.88） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 管側 1.37 ／ 胴側 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 管側 66 ／ 胴側 85 

伝 熱 面 積 m2/個 以上（ ） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として燃料プールに貯蔵された使用済燃

料から発生する崩壊熱の除去し，燃料プールを冷却するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設

備（燃料プール冷却系）として使用する燃料プール冷却系熱交換器は，以下の機能を有する。 

燃料プール冷却系熱交換器は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プ

ールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において燃

料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮断し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，重大事故等時にいて，燃料プールの水を燃料プール冷却ポンプにより燃料プ

ール冷却系熱交換器を経由して循環させることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却系熱交換器の容量（設計熱交換量）は，

過去に取り出された使用済燃料と，燃料取替のため原子炉から 1 回分の取替え使用済燃料を

取り出して燃料プール内に使用済燃料を貯蔵した場合に，取り出した使用済燃料から発生す

る崩壊熱の合計として定義する通常時最大熱負荷の MW を 2 個の熱交換器で除去でき，

燃料プール水温を ℃以下に維持可能な容量として MW/個以上とする。 

燃料プール冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の容量（設計熱交換量）

は，通常運転中に設計基準対象施設として有する燃料プールの除熱機能が喪失した場合に想

定する燃料プールの熱負荷 MWを原子炉補機代替冷却系から冷却水が供給される 1個の

燃料プール冷却系熱交換器で除去でき，燃料プール水温が重大事故等時における使用時の温

度 ℃以下に維持可能な容量とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時における燃料プールの熱交換量 MWを満足する必要伝熱面積が m2に対

し，設計基準対象施設として使用する場合の容量 MW を満足する必要伝熱面積は m2

であり，設計基準対象施設として使用する場合の必要伝熱面積に包括される。 

以上より，燃料プール冷却系熱交換器の重大事故等時における容量（設計熱交換量）は，設

計基準対象施設と同仕様で設計し， MW/個以上とする。 

公称値については， 1.88MW/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 管側

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却系熱交換器（管側）の最高使用圧力は，

主配管「燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合流部～燃料プール冷却系熱

交換器」の最高使用圧力に合わせて 1.37MPaとする。 

燃料プール冷却熱交換器（管側）を重大事故等時において使用する場合の圧力は， 重大

事故等時における主配管「燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合流部～燃

料プール冷却系熱交換器」の使用圧力と同じ 1.37MPaとする。 

(2) 胴側

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却系熱交換器（胴側）の最高使用圧力は，

原子炉補機冷却系主配管「A-中央制御室空調換気設備冷却系冷凍機入口ライン分岐部～A-

燃料プール冷却系熱交換器」及び「原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側）」

の最高使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

燃料プール冷却系熱交換器（胴側）を重大事故等時において使用する場合の圧力は， 重

大事故等時における原子炉補機冷却系主配管「A-中央制御室空調換気設備冷却系冷凍機入口

ライン分岐部～A-燃料プール冷却系熱交換器」及び「原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン

分岐部（胴側）」の使用圧力と同じ 1.37MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

(1) 管側

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却系熱交換器（管側）の最高使用温度は，

主配管「燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合流部～燃料プール冷却系熱

交換器」の最高使用温度に合わせて，66℃とする。 

燃料プール冷却系熱交換器（管側）を重大事故等時において使用する場合の温度は， 重

大事故等時における主配管「燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合流部～

燃料プール冷却系熱交換器」の使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 胴側

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却系熱交換器（胴側）の最高使用温度は，

原子炉補機冷却系主配管「A-中央制御室空調換気設備冷却系冷凍機入口ライン分岐部～A-

燃料プール冷却系熱交換器」及び「原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側）」

の最高使用温度に合わせて，85℃とする。 

燃料プール冷却系熱交換器（胴側）を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大

事故等時における原子炉補機冷却系主配管「A-中央制御室空調換気設備冷却系冷凍機入口ラ

イン分岐部～A-燃料プール冷却系熱交換器」及び「原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分

岐部（胴側）」の使用温度と同じ 85℃とする。 

4. 伝熱面積の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却系熱交換器の伝熱面積は，設計基準対象施

設として使用する場合の容量（設計熱交換量） MW/個を満足するために必要な伝熱面積が

m2/個であることから，これを上回る伝熱面積として m2/個とする。 

燃料プール冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は，重大事故等

時において使用する場合に必要な伝熱面積が m2であり，設計基準対象施設として使用する

場合の容量（設計熱交換量） MW を満足するために必要な伝熱面積 m2に包括されるこ

とから設計基準対象施設と同仕様で設計し， m2/個以上とする。 

公称値については，設計確認値である m2/個を上回る m2/個とする。 

5. 個数の設定根拠

燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として使用済燃料からの崩壊熱を除去し，

燃料プールの水を冷却するために必要な個数である各系列に 1個とし，合計 2個設置する。 

燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等

対処設備として使用する。 
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名 称 燃料プール冷却ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上（198） 

揚 程 m 以上（88） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

原 動 機 出 力 kW/個 110 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

燃料プール冷却ポンプは，設計基準対象施設としてスキマサージタンクから燃料プール冷

却系熱交換器に燃料プール水を昇圧し，燃料プール冷却系ろ過脱塩器及び燃料プール冷却系

熱交換器に通した後，燃料プールに戻すために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設

備（燃料プール冷却系）として使用する燃料プール冷却ポンプは，以下の機能を有する。 

燃料プール冷却ポンプは，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プール

からの水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が低下した場合において燃料プール

内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，重大事故等時において，燃料プール水を燃料プール冷却ポンプにより燃料プ

ール冷却系熱交換器等を経由して循環させることで，燃料プールを冷却できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却ポンプの容量は，燃料プール冷却ポンプ 1

台で燃料プール水量を 1日 2回循環させる流量 m3/hを上回る容量として，ろ過脱塩装

置浄化能力，熱交換器経済的設計等を考慮し， m3/h/個以上とする。 

燃料プール冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， m3/h/個以上とする。 

公称値については， 198m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却ポンプの揚程は，施設時と系統構成を含

めて変わらないため，水頭，機器圧力損失，配管・機器の圧力損失ろ過脱塩装置の圧力損失

を基に設定する。 

① 静水頭 ： m 

② 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

③ ろ過脱塩装置圧損 ： m 

④ ①～③の合計   ： m 

上記から，燃料プール冷却ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

燃料プール冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，燃料プール冷却系

ろ過脱塩装置ろ過脱塩器を経由せず，圧力損失が設計基準対象施設として使用する場合より

も小さいため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， m以上とする。 

公称値については， 88mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却ポンプの最高使用圧力は，静水頭，及び

燃料プール冷却ポンプ締切揚程を基に設定する。 

① 静水頭 ： MPa 

② ポンプ締切揚程 ： MPa 

③ ①～②の合計 ： MPa 

上記から，燃料プール冷却ポンプの最高使用圧力は， MPaを上回る 1.37MPaとする。 

燃料プール冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却ポンプの最高使用温度は，主配管「残留

熱除去系分岐部～燃料プール冷却ポンプ」の最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

燃料プール冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時にお

ける主配管「残留熱除去系分岐部～燃料プール冷却ポンプ」の使用温度と同じ 66℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する燃料プール冷却ポンプの原動機出力は，燃料プール冷却

ポンプの定格流量点での軸動力を基に設定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）      ＝1000 

g ：重力加速度（m/s2）  ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s）  ＝198／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝88 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

 

定格流量点における燃料プール冷却ポンプの流量は 198m3/h，揚程は 88mであり，その時の

燃料プール冷却ポンプの必要軸動力は kWとなる。 

以上より，燃料プール冷却ポンプの原動機出力は，軸動力 kWを上回る 110kW/個とする。 

10-3×1000×9.80665× ×88 

Ｐ＝ ＝ ≒ kW 

198 

3600 

/100 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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【設 定 根 拠】（続き） 

燃料プール冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，重大事故等

時の容量及び揚程が設計基準対象施設の容量及び揚程と同仕様であるため，設計基準対象施

設として使用する場合の原動機出力と変わらない。 

以上より，設計基準対象施設と同仕様で設計し，110kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

燃料プール冷却ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設としてスキマサージタンクか

ら供給される燃料プール水を昇圧し，燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器に通した後，

燃料プールに戻すために必要な個数である各系列に 1個とし，合計 2個設置する。 

燃料プール冷却ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 2 個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 スキマサージタンク

容 量 m3/個 15 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

スキマサージタンクは，設計基準対象施設として燃料プール水位の維持，燃料プール水上

澄液の除去，および燃料プール冷却ポンプの安定な運転のためオーバーフロー水を一時的に

受け入れるために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設

備（燃料プール冷却系）として使用するスキマサージタンクは，以下の機能を有する。 

スキマサージタンクは，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールか

らの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において燃料プー

ル内燃料貯蔵体等を冷却し，及び臨界を防止するために設置する。

系統構成は，重大事故等時において，燃料プール及び原子炉ウェルからのオーバーフロー

水を燃料プール冷却ポンプにより燃料プール冷却系熱交換器を経由して循環させることで，

燃料プールを冷却できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスキマサージタンクの容量は，使用済燃料輸送容器と連

通しているキャスクピット水中に吊り込んだ時の排水量をスキマサージタンク 2 個で吸収す

るために必要な容量 m3，燃料プール水の蒸発に対する補給頻度（2日に 1回程度の補給頻度）

を考慮した容量 m3及びタンク底部での渦吸込防止に必要な容量 m3を基にして設定して

おり，必要な容量は m3となる。 

以上より，スキマサージタンクの容量は m3を上回る 15.0m3/個とする。 

スキマサージタンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， m3 を上回る 15.0m3

とする。 



19 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-2
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 個数の設定根拠

スキマサージタンクは，設計基準対象施設としてスキマ堰を超えて流出する燃料プール水

を受け入れるために必要な個数である 2個設置する。 

スキマサージタンクは，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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名 称 

スキマサージタンク

～ 

残留熱除去系分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 267.4 ／ 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，スキマサージタンクから残留熱除去系分岐部までを接続する配管であり，設

計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により

冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ１，Ｄ２として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：静水頭

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，スキマサージタンクが

開放型であるため，静水頭とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，静水頭とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，267.4mm，318.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ２ 318.5 10.3 300 0.06970 
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名 称 

残留熱除去系分岐部 

～ 

燃料プール冷却ポンプ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 318.5 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱除去系分岐部から燃料プール冷却ポンプまでを接続する配管であり，

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系によ

り冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径

の設定根拠をＤ３，Ｄ４として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：静水頭

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，スキマサージタンクが

開放型であるため，静水頭とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，静水頭とする。 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，318.5mm，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 318.5 10.3 300 0.06970 

Ｄ４ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

燃料プール冷却ポンプ 

～ 

燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器入口ライン分

岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 ／ 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，燃料プール冷却ポンプから燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器入口ラ

イン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，

燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ５，Ｄ６として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，165.2mm，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 165.2 7.1 150 0.01791 

Ｄ６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器入口ライン分

岐部 

～ 

燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合

流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器入口ライン分岐部から燃料プール

冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ６として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合

流部 

～ 

燃料プール冷却系熱交換器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 ／ 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，燃料プール冷却系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器出口ライン合流部から燃料プール

冷却系熱交換器までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備とし

て，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ６，Ｄ５として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，216.3mm，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 216.3 8.2 200 0.03138 

Ｄ５ 165.2 7.1 150 0.01791 
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名 称 

燃料プール冷却系熱交換器 

～ 

弁 V216-9 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 ／ 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，燃料プール冷却系熱交換器から弁 V216-9までを接続する配管であり，設計基

準対象施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却

するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ５，Ｄ６として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，165.2mm，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 165.2 7.1 150 0.01791 

Ｄ６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

弁 V216-9 

～ 

南側散水管分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 V216-9から南側散水管分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施

設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却するため

に設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ６として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 



33 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-2
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

南側散水管分岐部 

～ 

残留熱除去系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，南側散水管分岐部から残留熱除去系合流部までを接続する配管であり，設計

基準対象施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷

却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ７として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

残留熱除去系合流部 

～ 

燃料プール 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱除去系合流部から燃料プールまでを接続する配管であり，設計基準対

象施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却する

ために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ５として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と

同仕様で設計し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 165.2 7.1 150 0.01791 
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名 称 

南側散水管分岐部 

～ 

燃料プール 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，南側散水管分岐部から燃料プールまでを接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，燃料プールの水を燃料プール冷却系により冷却するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ５として下記に示す。 

燃料プール冷却系主配管の設計仕様を表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，燃料プール冷却ポンプ

最高吸込圧力及びポンプ定格全楊程を考慮して，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，燃料プールの保安規定の運

転上における上限値 65℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プ

ール冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却ポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管

の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設

の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 165.2 7.1 150 0.01791 
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表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系

スキマサージタンク

～ 

残留熱除去系分岐部 

静水頭 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

318.5 

/267.4 
― 

318.5 

/318.5 

/267.4 

― 

318.5 Ｄ２ 

318.5 ― 

318.5 

/－ 

/318.5 

― 

残留熱除去系分岐部 

～ 

燃料プール冷却ポンプ 

静水頭 Ｐ１ 66 Ｔ１ 
318.5 ― 

318.5 Ｄ３ 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

318.5 Ｄ３ 

318.5 ― 

318.5 

/318.5 

/－ 

― 

318.5 

/318.5 

/267.4 

― 

318.5 

/267.4 
― 

267.4 Ｄ４ 

267.4 ― 

267.4 

/216.3 
― 
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表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系 

燃料プール冷却ポンプ 

～ 

燃料プール冷却系ろ過

脱塩装置ろ過脱塩器入

口ライン分岐部 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

216.3 

/165.2 
― 

165.2 Ｄ５ 

165.2 ― 

216.3 

/216.3 

/165.2 

― 

216.3 Ｄ６ 

216.3 ― 

216.3 

/216.3 

/－ 

― 

燃料プール冷却系ろ過

脱塩装置ろ過脱塩器入

口ライン分岐部 

～ 

燃料プール冷却系ろ過

脱塩装置ろ過脱塩器出

口ライン合流部 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

216.3 Ｄ６ 

216.3 ― 

216.3 Ｄ６ 

216.3 ― 

216.3 Ｄ６ 

216.3 Ｄ６ 

燃料プール冷却系ろ過

脱塩装置ろ過脱塩器出

口ライン合流部 

～ 

燃料プール冷却系熱交

換器 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

216.3 

/－ 

/216.3 

― 

216.3 Ｄ６ 

216.3 

/216.3 

/165.2 

― 

216.3 

/165.2 
― 

165.2 Ｄ５ 

165.2 ― 

165.2 

/165.2 

/－ 

― 
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表 2.1－1 燃料プール冷却系主配管の設計仕様表（その３） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系 

燃料プール冷却系熱交

換器 

～ 

弁V216-9 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

165.2 Ｄ５ 

165.2 ― 

216.3 

/216.3 

/165.2 

― 

165.2 

/165.2 

/－ 

― 

216.3 

/165.2 
― 

216.3 Ｄ６ 

216.3 ― 

216.3 

/216.3 

/－ 

― 

弁V216-9 

～ 

南側散水管分岐部 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

216.3 Ｄ６ 

216.3 ― 

267.4 

/216.3 
― 

267.4 

/267.4 

/165.2 

― 

南側散水管分岐部 

～ 

残留熱除去系合流部 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 267.4 Ｄ７ 

残留熱除去系合流部 

～ 

燃料プール 

1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

267.4 

/－ 

/165.2 

― 

165.2 Ｄ５ 

165.2 ― 

165.2 ― 

南側散水管分岐部 

～ 

燃料プール 
1.37 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

165.2 Ｄ５ 

165.2 ― 

165.2 ― 
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3.2 燃料プールスプレイ系 

名 称 大量送水車 

容 量 m3/h/個 
48以上，48以上，48以上，120以上，70以上，120以上 ，

120以上，120以上，120以上，150以上（168以上） 

吐 出 圧 力 MPa 

1.36以上，0.48以上，1.36以上，1.58以上，1.21以上，

0.33以上，0.99以上 ，1.38以上 ，1.37以上 ，1.44以上

（0.85以上） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 4（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プールスプレイ系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。  

大量送水車は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の

漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において，燃料プール内の

燃料体又は使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プール

の冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プ

ールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより燃料プールの水位

が低下した場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合に

おいては海を水源として，燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経由して可搬型スプレ

イノズル又は常設スプレイヘッダから燃料プールへ注水することで，燃料プールの水位を維

持できる設計とする。 

大量送水車は，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの 

水位が異常に低下した場合において燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及

び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常に低下

した場合において，大量送水車より，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては

海を水源として，燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経由しては可搬型スプレイノズ

ル又は常設スプレイヘッダから燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷

を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧原子炉代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

大量送水車は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した

場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海

を水源として，低圧原子炉代替注水系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで，炉心

を冷却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（水

の供給設備）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

大量送水車は，設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供

給するために設置する。 

系統構成は，重大事故等時において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯

渇した場合においては海を水源として，ホース等を経由して低圧原子炉代替注水槽へ重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

大量送水車は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合において，大量

送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，格納

容器代替スプレイ系等を経由して A-ドライウェルスプレイ管及び B-ドライウェルスプレイ

管からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

ることができる設計とする。 

大量送水車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置

する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源 

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，格納容器代替スプレイ系等を経

由して A-ドライウェルスプレイ管及び B-ドライウェルスプレイ管からドライウェル内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ことができる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（ペデスタル代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

大量送水車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，ペデスタル代替注水系等を経由

して原子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらか

じめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

大量送水車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原子炉格納容器下

部への落下遅延・防止するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，低圧原子炉代替注水系等を経由

し，原子炉圧力容器に注水することで溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止

できる設計とする。 

重大事故等時に使用する大量送水車は，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備そ

の他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）としての原子炉圧力容器への注水と，原子炉

格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代

替スプレイ系）としての原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する機能を有する。 

重大事故等時の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において実施す

るケースは，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＵ）」，

「全交流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」である。この場

合，原子炉圧力容器への注水流量 30m3/h 及び原子炉格納容器内へのスプレイ流量 120m3/h で

同時に実施できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

(1) 燃料プールへ注水する場合の容量（可搬型スプレイノズル使用時） 48m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に使用す

る場合の容量は，燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）の想定事故１及び想定事故２において有効性が確認されている

燃料プールへの注水量が 48m3/hであることから，48m3/h/個以上とする。 

(2) 燃料プールへ注水する場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 48m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使用する

場合の容量は，燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）の想定事故１及び想定事故２において有効性が確認されている燃

料プールへの注水量が 48m3/hであることから，48m3/h/個以上とする。 

(3) 燃料プールへスプレイする場合の容量（可搬型スプレイノズル使用時） 48m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレイに使

用する場合の容量は，Ⅵ-1-3-4「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」において

蒸発量を上回ることが確認されているスプレイ量を満足する値として，48m3/h/個以上とす

る。  

(4) 燃料プールへスプレイする場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 120m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへのスプレイに使用

する場合の容量は，Ⅵ-1-3-4「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」において蒸

発量を上回ることが確認されているスプレイ量を満足する値として，120m3/h/個以上とす

る。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

（5) 原子炉圧力容器へ注水する場合の容量 70m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として原子炉圧力

容器への注水時に使用する場合の容量は，炉心損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設

置変更許可申請書添付書類十）のうち，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」, 「全交流

動力電源喪失（ＴＢＵ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪

失（ＴＢＰ）」において有効性が確認されている原子炉圧力容器への注水流量が 70m3/hで

あることから，70m3/h/個以上とする。 

(6) 低圧原子炉代替注水槽へ供給する場合の容量 120m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として低圧原子炉代替注水槽への供給に使用する場合

の容量は，炉心損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

のうち，「高圧・低圧注水機能喪失」において有効性が確認されている低圧原子炉代替注

水槽への供給流量が 120m3/hであることから，120m3/h/個以上とする。 

(7) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給する場合の容量 120m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

の供給に使用する場合の容量は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水源を確保す

るための供給流量が 120m3/hであることから，120m3/h/個以上とする。 

(8) 原子炉格納容器へスプレイする場合の容量 120m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉格納容器スプ

レイ時に使用する場合の容量は，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評

価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）のうち，「高圧・低圧注水機能喪失」，

「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」, 「全交流動力電源喪失（ＴＢＵ）」，「全交流動

力電源喪失（ＴＢＤ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」，「崩壊熱除去機能喪失（残

留熱除去系が故障した場合）」，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」，「雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合」，「高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用」又は「溶融炉心・コンクリート相互作用」において有効性が確認されている原子炉格

納容器へのスプレイ流量が 120m3/hであることから，120m3/h/個以上とする。 



48 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-2
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

(9) 原子炉格納容器下部へ注水する場合の容量  120m3/h/個以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（ペデスタル代替注水系）として原子炉格納容器下部注

水時に使用する場合の容量は，格納容器破損防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）のうち，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」において

有効性が確認されている原子炉格納容器下部への注水流量が 120m3/h であることから，

120m3/h/個以上とする。 

(10) 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合

の容量  150m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その 

他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉圧

力容器への注水及び原子炉格納容器スプレイを同時に実施する場合に使用する場合の容量

は，炉心損傷防止防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）のうち，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「全交流動力電

源喪失（ＴＢＵ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪失（Ｔ

ＢＰ）」において原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを同時に行

う場合，有効性が確認されている原子炉圧力容器への注水流量が30m3/h，原子炉格納容器

内へのスプレイ流量が120m3/hであることから，150m3/h/個以上とする。 

公称値について大量送水車は，消防法に基づく技術上の規格（A-1級）を満足するものを 

採用していることから，その規格条要求される容量168m3/h/個以上とする。 
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2. 吐出圧力の設定根拠

(1) 燃料プールへ注水する場合の吐出圧力（可搬型スプレイノズル使用時） 1.36MPa以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に使用す

る場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる原子炉建物南側扉を使用する場合の水源

と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧

損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差   ：約 0.01MPa 

② 静水頭  ：約-0.26MPa 

③ ホース＊圧損  ：約 0.47MPa 

④ ホース＊湾曲による影響  ：約 0.09MPa  

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損  ：約 0.53MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.36MPa

以上より，可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に使用する大量送水車の

吐出圧力は 1.36MPa以上とする。 

注記＊：原子炉建物南側扉を使用する場合は以下の配管・ホースを使用する。 

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20mホース

・可搬型スプレイノズル

なお原子炉建物機器搬出入口を使用する場合の配管・ホースは以下の通りであ

り，必要となる吐出圧力約 1.36MPaを下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20mホース

・可搬型スプレイノズル
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(2) 燃料プールへ注水する場合の吐出圧力（常設スプレイヘッダ使用時） 0.48MPa以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使用する 

場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッ

ダ）接続口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース

湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.01MPa  

② 静水頭   ：約-0.26MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.02MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.01MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損 ：約 0.18MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.48MPa

以上より，常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使用する大量送水車の吐

出圧力は 0.48MPa以上とする。 

注記＊：燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）を使用する場合は以

下の配管・ホースを使用する。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び（西）

～スプレイライン連絡管合流部

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管

・スプレイライン連絡管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 20m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用する場

合の配管・ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 0.48MPaを下回る。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西）

～スプレイライン連絡管合流部

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管

・スプレイライン連絡管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース
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(3) 燃料プールへスプレイする場合の吐出圧力（可搬型スプレイノズル使用時）

1.36MPa以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレイに使

用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる原子炉建物南側扉を使用する場合の

水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁

類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.01MPa  

② 静水頭   ：約-0.26MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.47MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.09MPa  

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損 ：約 0.53MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.36MPa

以上より，可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレイに使用する大量送水

車の吐出圧力は 1.36MPa以上とする。 

注記＊：原子炉建物南側扉を使用する場合は以下の配管・ホースを使用する。 

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20mホース

・可搬型スプレイノズル

なお原子炉建物機器搬出入口を使用する場合の配管・ホースは以下の通りであ 

り，必要となる吐出圧力約 1.36MPaを下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20mホース

・可搬型スプレイノズル
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【設 定 根 拠】（続き） 

(4) 燃料プールへスプレイする場合の吐出圧力（常設スプレイヘッダ使用時）1.58MPa以上

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへのスプレイに使用

する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）接続口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホ

ース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.01MPa 

② 静水頭   ：約 0.11MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.43MPa 

④ ホース＊湾曲による影響   ：約 0.01MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損   ：約 1.24MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.58MPa

以上より，常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへのスプレイに使用する大量送水車

の吐出圧力は 1.58MPa以上とする。 

注記＊：燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）を使用する場合は以

下の配管・ホースを使用する。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西）～スプ

レイライン連絡管合流部

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管

・スプレイライン連絡管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用する場

合の配管・ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 1.58MPaを下回る。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西）～スプ

レイライン連絡管合流部

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管

・スプレイライン連絡管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース
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【設 定 根 拠】（続き） 

(5) 原子炉圧力容器へ注水する場合の吐出圧力 1.21MPa以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その 

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として原子炉圧力

容器への注水時に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（屋内）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホー

ス圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.86MPa 

② 静水頭   ：約-0.15MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.04MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.01MPa  

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損 ：約 0.15MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.21MPa

以上より，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として原子炉圧力容器への注水に使用する

大量送水車の吐出圧力は 1.21MPa以上とする。 

注記＊：低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）を使用する場合は以下の配管・

ホースを使用する。

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部

～原子炉圧力容器

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 10mホース
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【設 定 根 拠】（続き） 

なお低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は（西）を使用する場合の

配管・ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 1.21MPaを下回る。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部

～残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部

・残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部

～低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部

～低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部

・低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部～原子炉圧力容器

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部

～原子炉圧力容器

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

(6) 低圧原子炉代替注水槽へ供給する場合の吐出圧力 0.33MPa以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として低圧原子炉代替注水槽へ供給に使用する場合の

吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（西側

道路）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による

影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.00MPa 

② 静水頭   ：約-0.06MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.11MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.01MPa 

⑤ 機器及び配管・弁類圧損 ：約 0.15MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.33MPa
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，水の供給設備として低圧原子炉代替注水槽へ供給に使用する大量送水車の吐

出圧力は 0.33MPa以上とする。 

注記＊：２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（西側道路）を使用する場合は以下の

ホースを使用する。

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

なお輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を水源としたホース敷設ルート

（南側法面）を使用する場合のホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力

約 0.33MPaを下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 20m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

(7) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給する場合の吐出圧力 0.99MPa以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

供給に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる２号取水槽を水源としたホ

ース敷設ルート（西側道路）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧

損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.00MPa 

② 静水頭   ：約-0.42MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.52MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.02MPa 

⑤ 機器及び配管・弁類圧損 ：約 0.03MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.99MPa
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，水の供給設備として輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給に使 

用する大量送水車の吐出圧力は 0.99MPa以上とする。 

注記＊：２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（西側道路）を使用する場合は以下の

ホースを使用する。

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

なお２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（２号開閉所）を使用する場合の

ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 0.99MPaを下回る。

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

(8) 原子炉格納容器へスプレイする場合の吐出圧力 1.38MPa以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉格納容器スプ

レイ時に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，

ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。

① 水源と移送先の圧力差   ：約 0.64MPa 

② 静水頭 ：約 0.24MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 0.43MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.01MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損  ：約 0.54MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.38MPa
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として原子炉格納容器に使用する大量送

水車の吐出圧力は 1.38MPa以上とする。 

注記＊：格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を使用する場合は以下の配管・

ホースを使用する。

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）～A-格納容器代替スプレイラ

イン合流部

・A-格納容器代替スプレイライン合流部～A-ドライウェルスプレイ管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 10mホース

なお格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は（屋内）を使用する場

合の配管・ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 1.38MPaを下回る。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

～格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～残留熱代替除去系スプレイライン合流部

・残留熱代替除去系スプレイライン合流部

～B-格納容器代替スプレイライン合流部

・B-格納容器代替スプレイライン合流部～B-ドライウェルスプレイ管

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）

～格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース
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【設 定 根 拠】（続き） 

(9) 原子炉格納容器下部へ注水する場合の吐出圧力 1.37MPa以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（ペデスタル代替注水系）として原子炉格納容器下部注

水時に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となるペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホ

ース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.10MPa 

② 静水頭 ：約 0.42MPa 

③ ホース＊圧損   ：約 0.42MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 0.02MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損  ：約 1.25MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.37MPa

以上より，ペデスタル代替注水系（可搬型）として原子炉格納容器下部注水に使用する

大量送水車の吐出圧力は 1.37MPa以上とする。 

【設 定 根 拠】（続き） 

注記＊：ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）を使用する場合は以下の配管・

ホースを使用する。

・ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）

～ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

・ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

～ぺデスタル代替注水系合流部

・ペデスタル代替注水系合流部～弁 MV272-196

・弁 MV272-196～弁 V272-3

・弁 V272-3～ペデスタル

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 10mホース
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【設 定 根 拠】（続き） 

なおペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又は（西）を使用する場合の

配管・ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 1.37MPaを下回る。 

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）

～ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

・ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

～ぺデスタル代替注水系合流部

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）

～ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

・ペデスタル代替注水系合流部～弁 MV272-196

・弁 MV272-196～弁 V272-3

・弁 V272-3～ペデスタル

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

(10) 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の

吐出圧力 1.44MPa以上

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設の非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他 

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器スプレイを同時に実施する場合の吐出圧力は，必要吐出

圧力が最大となる低圧原子炉代替注水系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口

（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による

影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 0.43MPa 

② 静水頭 ：約 0.24MPa 

③ ホース＊圧損  ：約 0.66MPa 

④ ホース＊湾曲による影響  ：約 0.02MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損  ：約 0.57MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.44MPa
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）と

して原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器スプレイを同時に実施する場合に使用す

る大量送水車の吐出圧力は 1.44MPa以上とする。 

注記＊：低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）及び格納容器代替スプレイ系（可

搬型）接続口（南）を使用する場合は以下の配管・ホースを使用する。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部

～残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部

・残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部

～低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部

～低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部

・低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部～原子炉圧力容器

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）

～A-格納容器代替スプレイライン合流部

・A-格納容器代替スプレイライン合流部～A-ドライウェルスプレイ管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース
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【設 定 根 拠】（続き） 

なお低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）及び格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（西）を使用する場合の配管・ホースは以下の通りであり，必

要となる吐出圧力約 1.44MPaを下回る。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部

～原子炉圧力容器

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）

～格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部

～残留熱代替除去系スプレイライン合流部

・残留熱代替除去系スプレイライン合流部

～B-格納容器代替スプレイライン合流部

・B-格納容器代替スプレイライン合流部～B-ドライウェルスプレイ管

・大量送水車入口ライン取水用 10mホース

・大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1mホース

公称値については，大量送水車は消防法に基づく技術上の規格（A-1 級）を満足するも

のを採用していることから，その規格上要求される吐出圧力 0.85MPa以上とする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

大量送水車を重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプの吐出圧力 1.58MPa を

上回る圧力として MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

大量送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡水源の

温度 35℃及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

5. 原動機出力

大量送水車の原動機出力は，必要軸動力が最大となる流量 120m3/h 時の軸動力を基に設定

する。 

  大量送水車の流量が 120m3/h，吐出圧力が 1.58MPa，その時の当該ポンプの必要軸動力は，

約 kWとなる。 

以上より，大量送水車の原動機出力は， kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

大量送水車（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として淡水又は海水を燃料プールへ

注水又はスプレイするため等にの必要な個数が 1基あたり 2個を 1セットとして，2セット 4

個の合計 4 個に，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1 個を

分散して保管する。 
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名 称 可搬型ストレーナ 

容 量 m3/h/個 
48以上，48以上，48以上，120以上，70以上， 

120以上 ，120以上，120以上，150以上（120） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.60 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

個 数 ― 4（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プールスプレイ系）として使用する可搬型ストレーナは，以下の機能を有する。  

可搬型ストレーナは，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールから

の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において，燃料プー

ル内の燃料体又は使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置す

る。 

系統構成は，残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プール冷却系の有する燃料プール

の冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プ

ールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより燃料プールの水位

が低下した場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合に

おいては海を水源として，可搬型ストレーナ，燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経

由して可搬型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダから燃料プールへ注水することで，燃

料プールの水位を維持できる設計とする。 

可搬型ストレーナは，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プ

ールの水位が異常に低下した場合において燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常に低下

した場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合において

は海を水源として，可搬型ストレーナ，燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経由して

可搬型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダから燃料プール内燃料体等に直接スプレイす

ることで，燃料損傷を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減でき

るできる設計とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧原子炉代替注水系）として使用する可搬型ストレーナは，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

可搬型ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故 

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した

場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海

を水源として，可搬型ストレーナ，低圧原子炉代替注水系等を経由して原子炉格納容器に注

水することで，炉心を冷却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（水

の供給設備）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

可搬型ストレーナは，設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には重大事

故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために設置す

る。 

系統構成は，重大事故等時において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯

渇した場合においては海を水源として，可搬型ストレーナ，ホース等を経由して低圧原子炉

代替注水槽へ重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として使用する可搬型ストレーナは，以下の機能を

有する。 

可搬型ストレーナは，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合において，大量

送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，可搬

型ストレーナ，格納容器代替スプレイ系等を経由して A-ドライウェルスプレイ管及び B-ドラ

イウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下できる設計とする。 

可搬型ストレーナは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるため

に設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，可搬型ストレーナ，格納容器代

替スプレイ系等を経由して A-ドライウェルスプレイ管及び B-ドライウェルスプレイ管から

ドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させる設計とする。 



65 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-2
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（ペデスタル代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

可搬型ストレーナは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において大量送水車により，代替淡水源又

は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，可搬型ストレーナ，ペデスタル代

替注水系等を経由して原子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納

容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計

とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として使用する可搬型ストレーナは，以下の機能を有

する。 

可搬型ストレーナは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，可搬型ストレーナ，低圧原子炉

代替注水系等を経由して，原子炉圧力容器に注水することで溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下を遅延・防止できる設計とする。 

重大事故等時に使用する可搬型ストレーナは，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却

設備その他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）としての原子炉圧力容器への注水と，

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納

容器代替スプレイ系）としての原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する機能を有する。 

重大事故等時の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において実施す

るケースは，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＵ）」，

「全交流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」である。この場

合，原子炉圧力容器への注水流量 30m3/h及び原子炉格納容器内へのスプレイ流量 120m3/hで

同時に実施できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

(1) 燃料プールへ注水する場合の容量（可搬型スプレイノズル使用時） 48m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に

使用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び原子炉建物南側扉等を経由し供給す

る際に，可搬型ストレーナは燃料プールスプレイ系に 2個取り付けられるものであるため，

そのときの大量送水車の容量 48m3/h/個以上より 48m3/h/個以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 燃料プールへ注水する場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 48m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使

用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び接続口を経由し供給する際に，可搬型

ストレーナは燃料プールスプレイ系に 2 個取り付けられるものであるため，そのときの大

量送水車の容量 48m3/h/個以上より 48m3/h/個以上とする。 

(3) 燃料プールへスプレイする場合の容量（可搬型スプレイノズル使用時）48m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレ

イに使用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び原子炉建物南側扉等を経由し供

給する際に，可搬型ストレーナは燃料プールスプレイ系に 2 個取り付けられるものである

ため，そのときの大量送水車の容量 48m3/h/個以上より 48m3/h/個以上とする。 

(4) 燃料プールへスプレイする場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時）120m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使

用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び接続口を経由し供給する際に，可搬型

ストレーナは燃料プールスプレイ系に 2 個取り付けられるものであるため，そのときの大

量送水車の容量 120m3/h/個以上より 120m3/h/個以上とする。 

(5) 原子炉圧力容器へ注水する場合の容量  70m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設

備その他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設

備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として原子

炉圧力容器への注水時に使用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び接続口を経

由し供給する際に，可搬型ストレーナは低圧原子炉代替注水系に 2 個取り付けられるもの

であるため，そのときの大量送水車の容量 70m3/h/個以上より 70m3/h/個以上とする。 

(6) 低圧原子炉代替注水槽へ供給する場合の容量  120m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設

備その他原子炉注水設備（水の供給設備）として低圧原子炉代替注水槽への供給に使用す

る場合の容量は，大量送水車によりホースを経由し供給する際に，可搬型ストレーナは供

給ラインに 2 個取り付けられるものであるため，そのときの大量送水車の容量 120m3/h/個

以上より 120m3/h/個以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(7) 原子炉格納容器へスプレイする場合の容量  120m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安

全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉格納容器

スプレイ時に使用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び接続口を経由し供給す

る際に，可搬型ストレーナは格納容器代替スプレイ系に 2 個取り付けられるものであるた

め，そのときの大量送水車の容量 120m3/h/個以上より 120m3/h/個以上とする。 

(8) 原子炉格納容器下部へ注水する場合の容量  120m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他安

全設備のうち原子炉格納容器安全設備（ペデスタル代替注水系）として原子炉格納容器下

部注水時に使用する場合の容量は，大量送水車によりホース及び接続口を経由し供給する

際に，可搬型ストレーナはペデスタル代替注水系に 2 個取り付けられるものであるため，

そのときの大量送水車の容量 120m3/h/個以上より 120m3/h/個以上とする。 

(9) 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の

容量  150m3/h/個以上

可搬型ストレーナを重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設

備その他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設

備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原

子炉圧力容器注水及び原子炉格納容器スプレイを同時に実施する場合の容量は，大量送水

車によりホース及び接続口を経由し供給する際に，可搬型ストレーナは低圧原子炉代替注

水系及び格納容器代替スプレイ系に 2 個取り付けられるものであるため，そのときの大量

送水車の容量 150m3/h/個以上より 150m3/h/個以上とする。 

公称値についてはメーカ規格値である 120m3/h/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

可搬型ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力は，接続先のホースと同じ

1.60MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

可搬型ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効

性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡

水の温度 35℃及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

可搬型ストレーナは，重大事故等対処設備として淡水又は海水中に含まれる異物を除去す

るために必要な個数が 1 基あたり 2 個を 1 セットとして，2 セット合計 4 個に，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1個を分散して保管する。 
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名 称

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）

及び（西） 

～ 

スプレイライン連絡管合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

  本配管は，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西）からス

プレイライン連絡管合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として大量送水

車により淡水又は海水を水源として燃料プールへスプレイするために設置する。 

  本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ１として下記に示す。 

  燃料プールスプレイ系主配管の設計仕様を表 2.2-1 燃料プールスプレイ系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ１は，重大事故等時における大量

送水車の最高使用圧力 1.6MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の

最高使用温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

（1）配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における燃料プールへの必要注水流量 
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名 称 

スプレイライン連絡管合流部

～ 

燃料プールスプレイ管 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

  本配管は，スプレイライン連絡管合流部から燃料プールスプレイ管までを接続する配管で

あり，重大事故等対処設備として外部水源を大量送水車により燃料プールへスプレイするため

に設置する。 

  本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ１として下記に示す。 

  燃料プールスプレイ系主配管の設計仕様を表 2.2-1 燃料プールスプレイ系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ１は，重大事故等時における大量

送水車の最高使用圧力 1.6MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の

最高使用温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又

は海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実

績に基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における燃料プールへの必要注水流量 
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名 称 スプレイライン連絡管

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，原子炉建物南側スプレイライン配管と原子炉建物西側スプレイライン配管を接

続する連絡配管であり，重大事故等対処設備として燃料プールへスプレイするために設置す

る。 

  本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定

根拠をＤ１として下記に示す。 

  燃料プールスプレイ系主配管の設計仕様を表 2.2-1 燃料プールスプレイ系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ１は，重大事故等時における大量

送水車の最高仕様圧力 1.6MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の

最高使用温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又

は海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実

績に基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における燃料プールへの必要注水流量 
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表 2.2－1 燃料プールスプレイ系主配管の設計仕様表 

名 称 
最高使用圧力(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系 

燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）

接続口（南）及び（西） 

～ 

スプレイライン連絡管

合流部 

2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

スプレイライン連絡管

合流部 

～ 

燃料プールスプレイ管 
2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

114.3 ― 

スプレイライン連絡管
2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 大量送水車入口ライン取水用 10mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 150A 

個 数 ― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，附属水中ポンプと大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管を接続するホース

であり，重大事故等対処設備として，附属水中ポンプより海水を大量送水車に送水するため

に設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃

を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する異形媒介金具の呼び径

に合わせて 150Aとする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，２号取水槽を水源とした大量送水車ま

での必要な本数であり，2セット 2本に，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため， 

保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せずに，故障時のバックアップ用として予 

備 1本とし，分散して保管する。 
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名 称 大量送水車入口ライン取水用 10m吸水管 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 100A 

個 数 ― 4（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，大量送水車入口ライン取水用 10m ホースと大量送水車を接続するホースであ

り，重大事故等対処設備として，附属水中ポンプにより海水を大量送水車に送水するために

設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃

を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する異形媒介金具の呼び径

に合わせて 100Aとする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として２号取水槽を水源とした大量送水車まで

の必要な本数であり，2セット 4本に，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保 

守点検による待機除外時のバックアップは考慮せずに，故障時のバックアップ用として予備 

1本とし，分散して保管する。 
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名 称 大量送水車入口ライン取水用 10mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 150A 

個 数 ― 6（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，附属水中ポンプと大量送水車を接続するホースであり，重大事故等対処設備

として，附属水中ポンプにより淡水を大量送水車へ送水するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡水の温度

35℃及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する大量送水車のフランジ

仕様が 150Aであることから，150Aとする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）を水源とした大量送水車までの必要な本数であり，2 セット 6 本に，本ホースは保守点

検中にも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せずに，故

障時のバックアップ用として予備 1本とし，分散して保管する。 
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名 称 
大量送水車出口ライン送水用 

50m，10m，5m，1mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.60 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 150A 

個 数 ― 112（予備 4） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，以下を接続するホースであり，重大事故等対処設備として，大量送水車によ

り淡水又は海水を燃料プール，原子炉圧力容器，原子炉格納容器，原子炉圧力容器下部へ注

水又はスプレイ，大量送水車により淡水又は海水を低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給するために設置する。

・大量送水車と大量送水車出口ライン送水用 20mホース

・大量送水車と燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は（西）

・大量送水車と低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），（西）又は（屋内）

・大量送水車と格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），（西）又は（屋内）

・大量送水車とペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南），（西）又は（屋内）

・大量送水車と低圧原子炉代替注水槽

・大量送水車と輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.60MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡水の温度

35℃及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選

定する。 

大量送水車の 2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である，150A（呼び径）を本

ホースの外径とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，本数が最大となる，重大事故等対処設備として輪谷貯水槽（西２）を水

源とした大量送水車による原子炉建物南側扉を使用した燃料プールへの注水又はスプレイ，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又はタービン建物大物搬入口を使用した原子炉圧力容

器への注水，低圧原子炉代替注水槽への供給を組み合わせた場合に必要な本数である。 

燃料プールへの注水又はスプレイに必要な 26本（50m：11本，10m：8本，5m：1本，1m：6本），

原子炉圧力容器への注水に必要な 23 本（50m：11 本，10m：5 本，5m：1 本，1m：6 本）と 37 本

（50m：32 本，1m：5 本），低圧原子炉代替注水槽への供給に必要な 30 本（50m：15 本，10m：8

本，5m：1本，1m：6本）である。 

２号取水槽を水源とした大量送水車による原子炉建物南側扉を使用した燃料プールへの注水

又はスプレイ，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又はタービン建物大物搬入口を使

用した原子炉圧力容器への注水，低圧原子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西２)への供給を組み

合わせた場合に必要な本数である。 

燃料プールへの注水又はスプレイに必要な 26本（50m：12本，10m：8本，5m：1本，1m：5本），

原子炉圧力容器への注水に必要な 25本（50m：10本，10m：9本，5m：1本，1m：5本）と 7本（50m：

2 本，10m：1 本，1m：4 本），低圧原子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西２)への供給に必要な

26本（50m：12本，10m：8本，5m：1本，1m：5本）と 33本（50m：32本，10m：1本）である。

各ホース毎の必要最大数の合計 56 本を 2 セット 112 本とし，ホースは保守点検中にも使用可能

であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバックアップ用と

して予備 4本とし，分散して保管する。 
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名 称 
大量送水車出口ライン送水用 

20m，5m，2m，1mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.60 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 100A 

個 数 ― 24（予備 4） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，以下を接続するホースであり，重大事故等対処設備として，大量送水車によ

り淡水又は海水を燃料プール，原子炉圧力容器，原子炉格納容器又は原子炉圧力容器下部へ

注水又はスプレイ，大量送水車により淡水又は海水を低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給するために設置する。

・大量送水車と大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・可搬型ストレーナと大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.60MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡水の温度

35℃及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選

定する。 

大量送水車の 2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である，100A（呼び径）を本

ホースの外径とする。

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，本数が最大となる，重大事故等対処設備として輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車による原子炉建物南側扉を使用した燃料プールへの注水又はスプレ

イ，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又はタービン建物大物搬入口を使用した

原子炉圧力容器への注水，低圧原子炉代替注水槽への供給を組み合わせた場合に必要な本数

である。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

燃料プールへの注水又はスプレイに必要な 9本（20m：3本，5m：1本，2m：4本，1m：1本），

原子炉圧力容器への注水に必要な 9本（20m：3本，5m：1本，2m：4本，1m：1本）と 5本（5m：

1本，2m：4本），低圧原子炉代替注水槽への供給に必要な 11本（20m：5 本，5m：1本，2m：

4本，1m：1本）である。 

２号取水槽を水源とした大量送水車による原子炉建物南側扉を使用した燃料プールへの注

水又はスプレイ，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又はタービン建物大物搬入

口を使用した原子炉圧力容器への注水，低圧原子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西２)への供

給を組み合わせた場合に必要な本数である。 

燃料プールへの注水又はスプレイに必要な 7本（5m：2本，2m：4本，1m：1本），原子炉

圧力容器への注水に必要な 7 本（5m：2 本，2m：4 本，1m：1 本）と 6 本（5m：2 本，2m：4

本），低圧原子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西２)への供給に必要な 7本（5m：2本，2m：

4 本，1m：1 本）と 1 本（5m：1 本）である。各ホース毎の必要最大数の合計 12 本を 2 セッ

ト 24本とし，ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバ

ックアップは考慮せず，故障時のバックアップ用として予備 4本とし，分散して保管する。 
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名 称 
大量送水車出口ライン送水用 

20mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.60 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 75A 

個 数 ― 22（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホースと可搬型スプレイノズ

ルを接続するホースであり，重大事故等対処設備として，淡水又は海水を大量送水車から燃料

プールへ注水又はスプレイするために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.60MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡水の温度 35℃

及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定

する。 

大量送水車の 2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である，75A（呼び径）を本ホー

スの外径とする。

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大量送水車より淡水又海水を燃料プール

へ注水又はスプレイするためのに必要な本数であり，2セット 22本に，本ホースは保守点検中

にも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバ

ックアップ用として予備 1本とし，分散して保管する。 
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名 称 可搬型スプレイノズル 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.60 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 65A 

個 数 ― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，大量送水車出口ライン送水用 20mホースと接続する可搬型配管であり，重大事故

等対処設備として，大量送水車により淡水又は海水を燃料プールへ注水又はスプレイするため

に設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本配管を重大事故等において使用する場合の圧力は，重大事故等に可搬型スプレイノズルを

用いた燃料プールへの注水又はスプレイに使用する場合の大量送水車の吐出圧力 1.36MPaを上

回る 1.60MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，大量送水車出口ライン送水用 20mホ

ースの重大事故等時における使用温度と同じ ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定す

る。 

大量送水車の 2．吐出圧力の設定根拠の配管圧損算出条件である， 65A（呼び径）を本配管

の外径とする。 

4. 個数の設定根拠

本配管の保有数は，重大事故等対処設備として，大量送水車により淡水又は海水を燃料プー

ルへ注水又はスプレイするために必要な 1 個に，2 セット 2 個とし，本配管は保守点検中にも

使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバック

アップ用として予備 1個とし，分散して保管する。
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3.3 原子炉建物放水設備 

名 称 大型送水ポンプ車 

容 量 m3/h/個 以上 (1800) 

吐 出 圧 力 MPa 以上（1.20） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

 重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（原子炉建物放水設備）として使用する大型送水ポンプ車は，以下の機能を有する。 

大型送水ポンプ車は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体

等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置

する。 

系統構成は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用す

る場合においては，大型送水ポンプ車により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建物へ

放水できる設計とする。放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建物に向

けて放水できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（原子炉建物放水設備）として使用する大型送水ポンプ車は，以下の機能を有する。 

大型送水ポンプ車は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料体

等の著しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために設置

する。 

系統構成は，大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として使用す

る場合においては，大型送水ポンプ車により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建物へ

放水できる設計とする。また，原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対

応するための重大事故等対処設備として使用する場合においては，大型送水ポンプ車及び泡消

火薬剤容器により海水と泡消火薬剤を混合しながら，ホースを経由して放水砲から原子炉建物

周辺へ放水できる設計とする。放水砲は，設置場所を任意に設定し，複数の方向から原子炉建

物に向けて放水できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

大型送水ポンプ車を重大事故等において使用する場合の容量は，原子炉建物屋上へ放水で

きる容量を基に設定する。 

大気への放射性物質の拡散を抑制するために必要となる大型送水ポンプ車の容量は，図 1，

図 2，図 3，図 4 及び図 5 に示す通り， m3/h で原子炉建物北西側，西側，南西側，南側

又は南東側から放水することにより原子炉建物屋上へ網羅的な放水が可能である。また，原

子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために必要となる大型送

水ポンプ車の容量についても，図 6，図 7，図 8，図 9 及び図 10 に示す通り， m3/h で原

子炉建物北西側，西側，南西側，南側又は南東側から放水することにより原子炉建物屋上へ

網羅的な放水が可能である。 

以上より，大型送水ポンプ車容量は， m3/h/個以上とする。 

  公称値については，要求される容量以上である 1800m3/h/個とする。 

(1) 原子炉建物に対する放水曲線（放射性物質拡散抑制として使用する場合）

図 1 原子炉建物北西側から東向きの放水曲線 
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【設 定 根 拠】（続き） 

図 2 原子炉建物西側から東向きの放水曲線 

図 3 原子炉建物南西側から北向きの放水曲線 
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【設 定 根 拠】（続き） 

図 4 原子炉建物南側から北向きの放水曲線 

図 5 原子炉建物南東側から北向きの放水曲線 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 原子炉建物に対する放水曲線（航空機燃料火災への対応として使用する場合）

図 6 原子炉建物北西側から東向きの放水曲線 

図 7 原子炉建物西側から東向きの放水曲線 
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【設 定 根 拠】（続き） 

図 8 原子炉建物南西側から北向きの放水曲線 

図 9 原子炉建物南側から北向きの放水曲線 
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【設 定 根 拠】（続き） 

図 10 原子炉建物南東側から北向きの放水曲線（1／2） 

図 10 原子炉建物南東側から北向きの放水曲線（2／2） 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 吐出圧力の設定根拠

大型送水ポンプ車の吐出圧力は，２号取水槽から取水し，敷地西側を経由して原子炉建物南

東側から放水する場合の放水砲吐出端における必要圧力，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲に

よる影響，機器類圧損を基に設定する。 

① 放水砲吐出端における必要圧力 ：約  MPa 

② 静水頭 ：約-0.07 MPa 

③ ホース＊圧損   ：約 0.23 MPa 

④ ホース＊湾曲による影響   ：約 0.01 MPa

⑤ 機器及び配管＊圧損 ：約 0.23 MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約  MPa 

以上より，原子炉建物屋上又は原子炉建物周辺に放水する場合の吐出圧力は， MPa以

上とする。 

注記＊：以下の配管・ホースを使用する。 

・大型送水ポンプ車入口ライン取水用 20m，5m，1mホース

・大型送水ポンプ車入口ライン取水用 50m，5mホース

・放水砲

公称値については，設計段階で使用点として設定をしている 1.20MPaとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

大型送水ポンプ車を重大事故等時において使用する場合の圧力は，当該ポンプの供給ライン

の仕様を踏まえポンプ吐出圧力を電気的に MPa に制限することから，その制限値である

MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

大型送水ポンプ車を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性

評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において使用している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

大型送水ポンプ車の原動機出力は，定格流量である 1800m3/h，定格吐出圧力 1.20MPa時の軸

動力を基に設定する。 

大型送水ポンプ車の流量が m3/h，吐出圧力が MPa，その時の当該ポンプの必要軸

動力は約 600kWとなる。 

以上より，大型送水ポンプ車の原動機出力は，必要軸動力 600kWを上回る kW/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

6. 個数の設定根拠

大型送水ポンプ車（原動機含む）は，重大事故等対処設備として海水をホースを経由して放

水砲から原子炉建物へ放水するために必要な個数である 1セット 1個に，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として予備 1個（原子炉冷却施設のうち原子炉補機冷却設

備（原子炉補機代替冷却系）の大型送水ポンプ車（原子炉補機代替冷却系用）の予備 1個を核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建物放水設

備）の予備として兼用）を分散して保管する。 
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名 称 
大型送水ポンプ車入口ライン取水用 

20m，5m，1mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 250A 

個 数 ― 29（予備 3） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，海と大型送水ポンプ車を接続するホースであり，重大事故等対処設備として，

大型送水ポンプ車により海水を原子炉建物へ放水するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する大型送水ポンプ車のフラ

ンジ仕様が 250Aであることから，250Aとする。

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により海水を原子炉建

物へ放水するために必要な 29本（20m：2本，5m：16本，1m：11本）の 1セットに，本ホース

は保守点検中でも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず

に，故障時のバックアップ用として予備 3本（原子炉冷却施設のうち原子炉補機冷却設備の原

子炉補機代替冷却系）の大型送水ポンプ車入口ライン取水用 20m，5m，1mホースのうち 20mホ

ースのみの予備 1本は（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化

設備（原子炉建物放水設備）の大型送水ポンプ車入口ライン取水用 20m，5m，1mホースの予備

として兼用）を分散して保管する。 
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名 称 
大型送水ポンプ車出口ライン送水用 

50m，5m，2mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 300A 

個 数 ― 18（予備 3） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，大型送水ポンプ車と放水砲を接続するホースであり，重大事故等対処設備とし

て，大型送水ポンプ車により海水を原子炉建物へ放水するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定

する。 

大型送水ポンプ車により海水を原子炉建物へ放水する場合については，大型送水ポンプ車の

2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である 300A（呼び径）を本ホースの外径とする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により海水を原子炉建

物へ放水するために必要な 18 本（50m：10 本，5m：7 本，2m：1 本）の 1 セットに，本ホース

は保守点検中でも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，

故障時のバックアップ用として予備 3本（原子炉冷却施設のうち原子炉補機冷却設備の原子炉

補機代替冷却系）の大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5m，2mホースの予備 3本は（核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建物放水設備）

の大型送水ポンプ車入口ライン取水用 50m，5m，2m ホースの予備として兼用）を分散して保管

する。 
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名 称 放水砲 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 mm 

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5mホースに接続する可搬型配管であり，

重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により海水を原子炉建物へ放水するために設置

する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，原子炉建物屋上へ放水することを考

慮し MPaに調整して使用するため，調整した圧力 MPaを上回る 1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，大型送水ポンプ車の重大事故等時に

おける使用温度と同じ ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定す

る。 

大型送水ポンプ車により海水を原子炉建物へ放水する場合については，大型送水ポンプ車の

2．吐出圧力の設定根拠の配管圧損算出条件である mm， mm及び mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本配管の保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車より海水を原子炉建物へ

放水するために必要な個数である 1セット 1個に，故障時及び保守点検によるバックアップ用

として予備 1個とし，分散して保管する。 
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Ⅵ-1-1-5-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（原子炉冷却系統施設） 
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1. 概要 

本説明書は，原子炉冷却系統施設の申請範囲に係る仕様設定根拠について説明するものである。 
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2. 原子炉冷却材再循環設備 

2.1 原子炉再循環系 

名    称  

原子炉圧力容器 

～ 

停止時冷却モード入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度  ℃ 302（304） 

外     径  mm 523.0 ／ 508.0 ／ 570.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉圧力容器から停止時冷却モード入口ライン分岐部までを接続する配管であ

り，設計基準対象施設として，原子炉再循環ポンプにより炉内の冷却材を強制循環するために設

置する。また，原子炉停止時に設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として炉水を残留熱除

去系熱交換器により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１，Ｄ２，Ｄ３として下記に示す。 

原子炉再循環系主配管の設計仕様を表 1.1－1 原子炉再循環系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：8.62（8.98）MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高

使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：302℃（304℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高

使用温度に合わせ，302℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，523.0mm，508.0mm，570.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 523.0 33.7 500 0.16303 ＊

Ｄ２ 508.0 26.2 500 0.16303 ＊

Ｄ３ 570.0 57.2 500 0.16303 ＊

注記＊：原子炉再循環系の定格流量 
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名 称 停止時冷却モード入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 502.8 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，停止時冷却モード入口ライン分岐部であり，設計基準対象施設として，原子炉再

循環ポンプにより炉内の冷却材を強制循環するために設置する。また，原子炉停止時に設計基準

対象施設及び重大事故等対処設備として炉水を残留熱除去系熱交換器により冷却するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ４，Ｄ５として下記に示す。 

原子炉再循環系主配管の設計仕様を表 1.1－1 原子炉再循環系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62（8.98）MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高

使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高

使用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，502.8mm，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 502.8 52.2 500 0.12466 ＊1

Ｄ５ 457.2 29.4 450 0.12466 ＊2

注記＊1：原子炉再循環系の定格流量 

＊2：残留熱除去ポンプ２台分の定格流量 
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名 称

停止時冷却モード戻りライン合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 
508.0 ／ 550.0 ／ 422.0 ／ 406.4 ／ 450.0 ／ 267.4 

310.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，停止時冷却モード戻りライン合流部から原子炉圧力容器までを接続する配管であ

り，設計基準対象施設として，原子炉再循環ポンプにより冷却材を強制循環するために設置する。

また，原子炉停止時に設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として残留熱除去系熱交換器に

より冷却した炉水を原子炉圧力容器へ戻すために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ６，Ｄ７，Ｄ８，Ｄ９，Ｄ１０，Ｄ１１，Ｄ１２として下記に示す。 

原子炉再循環系主配管の設計仕様を表 1.1－1 原子炉再循環系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：10.4MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，主配管「原子炉再循環

ポンプから停止時冷却モード戻りライン合流部」の最高使用圧力に合わせ，10.4MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，10.4MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高

使用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，508.0mm，550.0mm，422.0mm，406.4mm，450.0mm，267.4mm，310.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ６ 508.0 30.5 500 0.15693 ＊1

Ｄ７ 550.0 51.5 500 0.15693 ＊1

Ｄ８ 422.0 34.8 400 0.09754 ＊2

Ｄ９ 406.4 27.0 400 0.09754 ＊2

Ｄ１０ 450.0 48.8 400 0.09754 ＊2

Ｄ１１ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊3

Ｄ１２ 310.0 39.5 250 0.04191 ＊3

注記＊1：原子炉再循環系の定格流量 

  ＊2：原子炉再循環系の定格流量の 2/5 

＊3：原子炉再循環系の定格流量の 1/5 
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名 称 停止時冷却モード戻りライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 267.4 ／ 310.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，停止時冷却モード戻りライン合流部であり，設計基準対象施設として，原子炉再

循環ポンプにより冷却材を強制循環するために設置する。また，原子炉停止時に設計基準対象施

設及び重大事故等対処設備として残留熱除去系熱交換器により冷却した炉水を原子炉圧力容器へ

戻すために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１３，Ｄ１４として下記に示す。 

原子炉再循環系主配管の設計仕様を表 1.1－1 原子炉再循環系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：10.4MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，主配管「原子炉再循環ポ

ンプから停止時冷却モード戻りライン合流部」の最高使用圧力に合わせ，10.4MPaとする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，10.4MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，267.4mm，310.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１３ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊

Ｄ１４ 310.0 39.5 250 0.04191 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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表 1.1－1 原子炉再循環系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
再
循
環
系

原子炉圧力容器 

～ 

停止時冷却モード入口ラ

イン分岐部

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

523.0 Ｄ１ 

508.0 Ｄ２ 

570.0 Ｄ３ 

停止時冷却モード入口ラ

イン分岐部

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

502.8 Ｄ４ 

457.2 Ｄ５ 

停止時冷却モード戻りラ

イン合流部

～ 

原子炉圧力容器 
10.4 Ｐ２ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

508.0 Ｄ６ 

550.0 Ｄ７ 

422.0 Ｄ８ 

406.4 Ｄ９ 

450.0 Ｄ１０ 

267.4 Ｄ１１ 

310.0 Ｄ１２ 

267.4 Ｄ１１ 

停止時冷却モード戻りラ

イン合流部
10.4 Ｐ２ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ１３ 

310.0 Ｄ１４ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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3. 原子炉冷却材の循環設備

3.1 主蒸気系 

名 称 逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

容 量 ℓ/個 (15) 

最高使用圧力 MPa 1.77(2.20) 

最高使用温度 ℃ 171(200) 

個 数 ― 12 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設として逃がし安全弁の駆

動源である逃がし安全弁窒素ガス供給系が機能喪失した場合において，逃がし安全弁の逃がし

弁機能としての開操作を行えるように設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（主蒸気系）として使用

する逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，下記の機能を有する。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために逃がし安全弁を作動させる際の駆動用窒素ガスの流路として使用する。 

系統構成は，逃がし安全弁窒素ガス供給系逃がし安全弁窒素ガス供給装置から逃がし安全弁

逃がし弁機能用アキュムレータを経由して逃がし安全弁に窒素ガスを供給できる設計とする。 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁窒素ガス供給系）と

して使用する逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，下記の機能を有する。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するために逃がし安全弁を作動させる際の駆動用窒素ガスの流路として使用する。 

系統構成は，逃がし安全弁窒素ガス供給系逃がし安全弁窒素ガス供給装置から逃がし安全弁

逃がし弁機能用アキュムレータを経由して逃がし安全弁に窒素ガスを供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの容量は，逃

がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータからシリンダへの作動ガスは断熱変化(PVK＝一 
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【設 定 根 拠】（続き） 

定)を仮定し，逃がし安全弁全開時のアキュムレータ圧力がシリンダ圧力に対して臨界圧力以

上となるような容量を考慮して決定する。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの容量の設定には，原子炉格納容器圧力

13.7kPaで 1回動作可能な事を考慮する。 

弁作動前のアキュムレータ容積 Vaを Va1，Va2に分割して考える。（Va1は弁作動後もアキュ

ムレータに残る作動ガスの体積，Va2は弁作動後シリンダ側へ移る作動ガスの体積）

逃がし安全弁逃がし弁機能作動前のアキュムレータ圧力を Pa0，作動後のアキュムレータ圧

力を Pa1，シリンダ内圧力を Pc（＝駆動シリンダ内必要最低圧力），逃がし安全弁全開時のシ

リンダ容量を Vcとすると各値に対して下記関係式が成り立つ。

  Va＝Va1＋Va2 

Pa0 ・Va1K＝Pa1・VaK ∴ Va1＝(Pa1／Pa0)1／K･Va

Pa0 ・Va2K＝Pc ・VcK ∴ Va2＝(Pc／Pa0)1／K･Vc 

上記の式を整理すると下記式となり，この式を用いて逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータ容量を算出する。

Va ＝

K

1

a0

a1

K

1

a0

c

P

P
1

P

P




















・Vc

次に，逃がし安全弁逃がし弁機能は急速開要求をもつため，アキュムレータからシリン

ダへの作動ガスが臨界流で流れるように，作動後の圧力バランスとして次の式を考慮する。 

Pa1＝
 

  （ ：臨界圧力比＝
1K

K

1K

2 










） 

Va  ：アキュムレータ容量（ℓ） 

Vc  ：逃がし安全弁全開時シリンダ容量（ℓ）     ＝

K  ：断熱指数                   ＝

Pc  ：逃がし安全弁全開保持に必要なシリンダ内最低圧力（MPa〔abs〕） 

＝  

Pa0 ：作動前のアキュムレータ最低圧力（MPa〔abs〕） ＝  

Pa1 ：逃がし安全弁全開時のアキュムレータ内圧力（MPa〔abs〕） 

＝

Pc 
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【設 定 根 拠】（続き） 

上記より，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの必要容量は下記となる。 

  Va ＝ ／1

／1

1 



















×10＝ ≒  ℓ 

上記より，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの容量（設計確認値）は ℓ/個

とする。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータを重大事故等時において使用する場合は流

路として使用するのみであり容量上の要求はないため，設計基準対象施設と同仕様で設計す

る。 

容量（公称値）は，容量（設計確認値）を上回るものとして 15ℓ/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの最高使用

圧力は，主配管「アキュムレータ～窒素ガス供給ライン合流部」の最高使用圧力に合わせ，

1.77MPaとする。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータを重大事故等時において使用する場合の圧力

は，重大事故等時における主配管「窒素ガス供給ライン合流部～逃がし安全弁」の使用圧力と

同じ 2.20MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの最高使用

温度は，原子炉格納容器の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータを重大事故等時において使用する場合の温度

は，重大事故等時の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）で逃がし安全弁

の減圧機能使用時におけるドライウェル温度が最大となる事故シーケンスグループである高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱等において約 ℃であることから，それを上回る

200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設として逃がし安全弁窒

素ガス供給系が機能喪失した場合でも，逃がし安全弁の逃がし弁機能としての開操作を行う

ために必要な個数として 12個設置する。 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは，設計基準対象施設として 12 個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 
RV202-1A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，

M 

吹 

出 

圧 

力 

逃がし弁機能 

第１段 RV202-1A，J MPa 7.58 

第２段 RV202-1C，F，L MPa 7.65 

第３段 RV202-1D，H，M MPa 7.72 

第４段 RV202-1B，E，G，K MPa 7.79 

安全弁機能 

第１段 RV202-1A，J MPa 8.14 

第２段 RV202-1C，F，L MPa 8.21 

第３段 RV202-1D，H，M MPa 8.28 

第４段 RV202-1B，E，G，K MPa 8.35 

個 数 ― 12(6)（予備 6） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

逃がし安全弁は，設計基準対象施設として運転時の異常な過渡変化時及び事故時に，逃がし弁機

能及び安全弁機能によって自動的に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバの水面下

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止する目的で設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材の循環設備（主蒸気系）として使用する

逃がし安全弁は，以下の機能を有する。 

逃がし安全弁は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が

有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するために設置する。 

系統構成は，原子炉水位を維持することが出来ない場合に，原子炉格納容器内の主蒸気管に 12

個設置した逃がし安全弁を開放し，原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバの水面下に

放出し原子炉圧力容器を減圧するとともに，低圧注水系及び低圧炉心スプレイ系による注水ができ

る設計とする。 

また，12 個の逃がし安全弁のうち，自動減圧機能を有する弁 6 個（RV202-1B,D,E,G,K,M）を設

ける設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 吹出圧力の設定根拠

逃がし弁機能

第１段吹出圧力 7.58MPa 

設計基準対象施設として逃がし弁機能を使用する場合の第１段吹出圧力は，原子炉ドーム

ピーク圧力（7.31MPa）を上回る，7.58MPaとする。 

逃がし弁機能を重大事故等時において使用する場合の第１段吹出圧力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，7.58MPaとする。 

第２段吹出圧力 7.65MPa 

設計基準対象施設として逃がし弁機能を使用する場合の第２段吹出圧力は，逃がし安全弁

を同時に動作させない観点で第１段吹出圧力（7.58MPa）を上回る，7.65MPaとする。 

逃がし弁機能を重大事故等時において使用する場合の第２段吹出圧力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，7.65MPaとする。 

第３段吹出圧力 7.72MPa 

設計基準対象施設として逃がし弁機能を使用する場合の第３段吹出圧力は，逃がし安全弁

を同時に動作させない観点で第２段吹出圧力（7.65MPa）を上回る，7.72MPaとする。 

逃がし弁機能を重大事故等時において使用する場合の第３段吹出圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，7.72MPaとする。 

第４段吹出圧力 7.79MPa 

設計基準対象施設として逃がし弁機能を使用する場合の第４段吹出圧力は，逃がし安全弁

を同時に動作させない観点で第３段吹出圧力（7.72MPa）を上回る，7.79MPaとする。 

逃がし弁を重大事故等時において使用する場合の第４段吹出圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，7.79MPaとする。 

安全弁機能 

第１段吹出圧力 8.14MPa 

設計基準対象施設として安全弁機能を使用する場合の第１段吹出圧力は，第１段の逃がし

弁機能より先に安全弁機能を動作させない観点で，逃がし弁機能を使用する場合の第１段吹

出圧力（7.58MPa）を上回る，8.14MPaとする。 

安全弁機能を重大事故等時において使用する場合の第１段吹出圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.14MPaとする。 

第２段吹出圧力 8.21MPa 

設計基準対象施設として安全弁機能を使用する場合の第２段吹出圧力は，逃がし安全弁を

同時に動作させない観点で第１段吹出圧力（8.14MPa）を上回る，8.21MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

安全弁機能を重大事故等時において使用する場合の第２段吹出圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.21MPaとする。 

第３段吹出圧力 8.28MPa 

設計基準対象施設として安全弁機能を使用する場合の第３段吹出圧力は，逃がし安全弁を同

時に動作させない観点で第２段吹出圧力（8.21MPa）を上回る，8.28MPaとする。 

安全弁機能を重大事故等時において使用する場合の第３段吹出圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.28MPaとする。 

第４段吹出圧力 8.35MPa 

設計基準対象施設として安全弁機能を使用する場合の第４段吹出圧力は，逃がし安全弁を同

時に動作させない観点で第３段吹出圧力（8.28MPa）を上回る，8.35MPaとする。 

安全弁機能を重大事故等時において使用する場合の第４段吹出圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.35MPaとする。 

2. 個数の設定根拠

逃がし安全弁は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の過圧を防止するために必要な個

数である，4系統の主蒸気管のうち主蒸気系 Aに 4個（うち 2個は自動減圧機能を有する弁），

主蒸気系 Bに 2個（うち 1個は自動減圧機能を有する弁），主蒸気系 Cに 2個（うち 1個は自

動減圧機能を有する弁），主蒸気系 Dに 4個（うち 2個は自動減圧機能を有する弁）とし，合

計 12個（うち 6個は自動減圧機能を有する弁）設置し，保守点検用の予備品として 6個保管す

る。 

逃がし安全弁は，設計基準対象施設として 12 個（うち 6 個は自動減圧機能を有する弁）設

置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 

原子炉圧力容器 

～ 

D-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉圧力容器からD-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接続する配管であ

り，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及び 原

子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放

出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様以下で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称

D-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

C-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，D-逃がし安全弁入口ライン分岐部からC-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導

くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッション

チェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 



21 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

C-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

B-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，C-逃がし安全弁入口ライン分岐部から B-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを

接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに

導くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッショ

ンチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

B-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

A-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-逃がし安全弁入口ライン分岐部からA-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導

くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッション

チェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，

及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェン

バに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 

拠をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

原子炉圧力容器 

～ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 ／ 627.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉圧力容器から原子炉隔離時冷却系分岐部までを接続する配管であり，設計

基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及び原子炉圧力

容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子

炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 

及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェン

バに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する機器のう

ち最も容量の大きい逃がし安全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃が

し安全弁の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外

径は設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 

(2) 継手

Ｆ１：627.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

F-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 627.8 ／ 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却系分岐部からF-逃がし安全弁入口ライン分岐部を接続する配管

であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 

及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェン

バに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 

(2) 継手

Ｆ１：627.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

F-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

E-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，F-逃がし安全弁入口ライン分岐部から E-逃がし安全弁入口ライン分岐部を接続

する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導く

ため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチ

ェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

原子炉圧力容器 

～ 

H-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉圧力容器からH-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接続する配管であ

り，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及び原

子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放

出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

H-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

G-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，H-逃がし安全弁入口ライン分岐部からG-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導

くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッション

チェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

原子炉圧力容器 

～ 

M-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉圧力容器からM-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接続する配管であ

り，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及び 

原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに

放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 

及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェン

バに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 

拠をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 



38 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称 

M-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

L-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，M-逃がし安全弁入口ライン分岐部からL-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導

くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッション

チェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

L-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

K-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，L-逃がし安全弁入口ライン分岐部からK-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導

くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッション

チェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため， 及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 

K-逃がし安全弁入口ライン分岐部

～ 

J-逃がし安全弁入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，K-逃がし安全弁入口ライン分岐部から J-逃がし安全弁入口ライン分岐部までを

接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに

導くため，及び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッショ

ンチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を蒸気タービンに導くため，及

び原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバ

に放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 609.6 30.9 600 0.23569 ＊

注記＊：主蒸気配管 1本当たりの流量 
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名 称 原子炉隔離時冷却系分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却系分岐部であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備 と

して，原子炉圧力容器内の蒸気を原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービンに供給するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器内の蒸気を原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気

タービンに供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ２として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，主配管「原子炉圧力容器

から原子炉隔離時冷却系分岐部」の最高使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「原

子炉圧力容器から原子炉隔離時冷却系分岐部」の使用圧力に合わせて，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，主配管「原子炉圧力容器

から原子炉隔離時冷却系分岐部」の最高使用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主配管「原

子炉圧力容器から原子炉隔離時冷却系分岐部」の使用温度に合わせて，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重

大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する

場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準

流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉圧力容器低圧時における蒸気供給配管の設計流量 



46 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称 

A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，M-逃がし安全弁入口 

ライン分岐部

～ 

逃がし安全弁 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302(304) 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

主配管は，A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，M-逃がし安全弁入口ライン分岐部から逃がし

安全弁までを接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の圧力が上昇した場

合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸

気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 拠

をＤ３として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃(304℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

Ｄ３：216.3 ㎜

設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，逃がし安全弁動作時の逃がし安全弁

背圧が過大とならないように外径を 216.3mmと選定している。 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし

安全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基

準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は設計基準

対象施設の外径と同仕様とする。 
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名 称 

逃がし安全弁（自動減圧機能） 

～ 

格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280A，D，F，G，J，

M） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.73 

最 高 使 用 温 度 ℃ 250 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，逃がし安全弁（自動減圧機能）から格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280A，

D，F，G，J，M）までを接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の圧力が

上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の

過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸

気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根 拠

をＤ４として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.73MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，逃がし安全弁の排気管の

最高圧力を上回る圧力とし，3.73MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.73MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：250℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，最高使用圧力の飽和温度

以上とし，250℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，250℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ４：267.4 ㎜ 

設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，逃がし安全弁動作時の逃がし安全弁背

圧が過大とならないように外径を 267.4mmと選定している。 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施

設の外径と同仕様とする。 
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名    称 

格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280A，D，F，G，J，

M） 

～ 

サプレッションチェンバ内排気管 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.73 

最 高 使 用 温 度 ℃ 250 

外     径 mm 267.4 ／ 323.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280A，D，F，G，J，M）からサプレッショ

ンチェンバ内排気管までを接続する配管であり， 設計基準対象施設として原子炉圧力容器の圧

力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容

器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸

気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ４，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ２として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ２：3.73MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，逃がし安全弁の排気管の

最高圧力を上回る圧力とし，3.73MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.73MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：250℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，最高使用圧力の飽和温度

以上とし，250℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，250℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ４：267.4 ㎜ 

Ｄ５：323.8mm 

設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，逃がし安全弁動作時の逃がし安全弁背

圧が過大とならないように外径を 267.4mmと選定している。 

また，蒸気凝縮性能を確保するために外径を設定しており，排気管クエンチャに蒸気凝縮

に必要な間隔を保って穴を配列するのに十分な寸法として 323.8mm とする。 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施

設の外径と同仕様とする。 

 

(2) 継手 

Ｆ２：323.8 ㎜ 

フランジ部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名    称  

逃がし安全弁（自動減圧機能を有するものを除く） 

～ 

格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280B，C，E，H，K，

L） 

最 高 使 用 圧 力  MPa 3.73 

最 高 使 用 温 度  ℃ 250 

外     径  mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，逃がし安全弁（自動減圧機能を有するものを除く）から格納容器配管貫通部（貫

通部番号 X-280B，C，E，H，K，L）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備としては，

原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに

放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ４として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ３：3.73MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，逃がし安全弁の排気管の最高圧力

を上回る圧力とし，3.73MPa とする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ３：250℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，最高使用圧力の飽和温度以上とし，

250℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ４：267.4 ㎜ 

設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，逃がし安全弁動作時の逃がし安全弁背

圧が過大とならないように外径を 267.4mm と選定している。 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施

設の外径と同仕様とする。 
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名    称  

格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280B，C，E，H，K，

L） 

～ 

サプレッションチェンバ内排気管 

最 高 使 用 圧 力  MPa 3.73 

最 高 使 用 温 度  ℃ 250 

外     径  mm 267.4 ／ 323.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器配管貫通部（貫通部番号 X-280B，C，E，H，K，L）からサプレッショ

ンチェンバ内排気管までを接続する配管であり，重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器

の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧

力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ４，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ２として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ３：3.73MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，逃がし安全弁の排気管の最高圧力

を上回る圧力とし，3.73MPa とする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ３：250℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，最高使用圧力の飽和温度以上と

し，250℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ４：267.4 ㎜ 

Ｄ５：323.8mm 

設計基準対象施設として使用する本配管の外径は，逃がし安全弁動作時の逃がし安全弁背

圧が過大とならないように外径を 267.4mm と選定している。 

また，蒸気凝縮性能を確保するために外径を設定しており，排気管クエンチャに蒸気凝縮

に必要な間隔を保って穴を配列するのに十分な寸法として 323.8mm とする。 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁の容量が設計基準対

象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は設計基準対象施

設の外径と同仕様とする。 

 

(2) 継手 

Ｆ２：323.8 ㎜ 

フランジ部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

 

 

 

  



 

56 

S
2 
補
 
Ⅵ
-
1-
1
-5
-3
 R
0 

名    称  

窒素ガス供給ライン逃がし安全弁自動減圧機能側合流部 

～ 

逃がし安全弁 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.77 

最 高 使 用 温 度  ℃ 171 

外     径  mm 42.7 ／ 41.5 ／ 60.5 ／ 57.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス供給ライン逃がし安全弁自動減圧機能側合流部から逃がし安全弁までを

接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧

力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ４，外径の設定根拠

をＤ６，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ４，Ｆ３として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ４：1.77MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，逃がし安全弁自動減圧機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPa とする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ４：171℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ４は，逃がし安全弁自動減圧機

能用アキュムレータの最高使用温度に合わせ，171℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠  

(1) 配管 

Ｄ６：42.7 ㎜ 

Ｄ７：60.5 ㎜ 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし

安全弁の逃がし弁機能及び自動減圧機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁

弁流路よりも大きな流路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用

する逃がし安全弁のシリンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用

する場合の外径と同仕様以下であるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

42.7mm，60.5mm とする。 

 

(2) 継手 

Ｆ４：41.5 ㎜ 

フレキシブルメタルホースの外径。32A のフレキシブルメタルホースの外径とする。 

 

Ｆ３：57.0 ㎜ 

アダプターの小径側外径。接続する管の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名    称  

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

～ 

窒素ガス供給ライン逃がし安全弁逃がし弁機能側合流部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.77(2.20) 

最 高 使 用 温 度  ℃ 171（200） 

外     径  mm 42.7  

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータから窒素ガス供給ライン逃がし安全

弁逃がし弁機能側合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の

圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の主蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧

力容器の過圧を防止するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の主

蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ５，最高使用温度の設定根拠をＴ５，外径の設定根拠

をＤ６として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ５：1.77(2.20)MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPa とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「窒

素ガス供給ライン合流部～逃がし安全弁」の使用圧力と同じ 2.20MPa とする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ５：171℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における逃がし安全

弁逃がし弁機能用アキュムレータの使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ６：42.7 ㎜ 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の逃がし弁機能及び自動減圧機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流

路よりも大きな流路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃

がし安全弁のシリンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用する場

合の外径と同仕様以下であるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，42.7mm，

60.5mm とする。 
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名    称  

窒素ガス供給ライン逃がし安全弁逃がし弁機能側合流部 

～ 

逃がし安全弁 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.77(2.20) 

最 高 使 用 温 度  ℃ 171（200） 

外     径  mm 42.7 ／ 41.5  

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス供給ライン逃がし安全弁逃がし弁機能側合流部から逃がし安全弁までを

接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧

力容器内の蒸気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器の圧力が上昇した場合に原子炉圧力容器内の蒸

気をサプレッションチェンバに放出し，原子炉圧力容器の過圧を防止するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ５，最高使用温度の設定根拠をＴ５，外径の設定根拠

をＤ６，継手の外径の設定根拠をＦ４として下記に示す。 

主蒸気系主配管の設計仕様を表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ５：1.77(2.20)MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPa とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は， 重大事故等時の使用温度におい

て窒素ガスの熱膨張で受ける圧力 MPa を上回る 2.20MPa とする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ５：171℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における逃がし安全

弁逃がし弁機能用アキュムレータの使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ６：42.7 ㎜ 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし

安全弁の逃がし弁機能及び自動減圧機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁

弁流路よりも大きな流路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用

する逃がし安全弁のシリンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用

する場合の外径と同仕様以下であるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

42.7mm，60.5mm とする。 

 

(2) 継手 

Ｆ４：41.5 ㎜ 

フレキシブルメタルホースの外径。32A のフレキシブルメタルホースの外径とする。 
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表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表（その１） 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

主
蒸
気
系 

原子炉圧力容器 

～ 

D-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 Ｄ１ 

D-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

～ 

C-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

C-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

～ 

B-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

B-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

～ 

A-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

原子炉圧力容器 

～ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 Ｄ１ 

627.8 Ｆ１ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

F-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 

627.8 Ｆ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 Ｄ１ 

F-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

～ 

E-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

原子炉圧力容器 

～ 

H-逃がし安全弁入口ライン分

岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 Ｄ１ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値  
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表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表（その２） 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

主
蒸
気
系 

H-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

～ 

G-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

原子炉圧力容器 

～ 

M-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 Ｄ１ 

M-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

～ 

L-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

L-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

～ 

K-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

K-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

～ 

J-逃がし安全弁入口ライン

分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 609.6 Ｄ１ 

原子炉隔離時冷却系分岐部 
8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 114.3 Ｄ２ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値  
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表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表（その３） 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

主
蒸
気
系 

A，B，C，D，E，F，G，H，J，

K，L，M-逃がし安全弁入口

ライン分岐部 

～ 

逃がし安全弁 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

(304＊) 
Ｔ１ 216.3 Ｄ３ 

逃がし安全弁（自動減圧機

能） 

～ 

格納容器配管貫通部（貫通

部番号 X-280A，D，F，G，

J，M） 

3.73 Ｐ２ 250 Ｔ２ 

267.4 Ｄ４ 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 ― 

格納容器配管貫通部（貫通

部番号 X-280A，D，F，G，

J，M） 

～ 

サプレッションチェンバ内

排気管 

3.73 Ｐ２ 250 Ｔ２ 

267.4 Ｄ４ 

323.8 Ｄ５/Ｆ２ 

逃がし安全弁（自動減圧機

能を有するものを除く） 

～ 

格納容器配管貫通部（貫通

部番号 X-280B，C，E，H，

K，L） 

3.73＊ Ｐ３ 250＊ Ｔ３ 

267.4 Ｄ４ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

格納容器配管貫通部（貫通

部番号 X-280B，C，E，H，

K，L） 

～ 

サプレッションチェンバ内

排気管 

3.73＊ Ｐ３ 250＊ Ｔ３ 

267.4 Ｄ４ 

323.8 Ｄ５/Ｆ２ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 2.1－1 主蒸気系主配管の設計仕様表（その４） 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

主
蒸
気
系 

窒素ガス供給ライン逃がし

安全弁自動減圧機能側合流

部 

～ 

逃がし安全弁 

1.77 Ｐ４ 171 Ｔ４ 

42.7 Ｄ６ 

42.7 Ｄ６ 

41.5 Ｆ４ 

42.7 Ｄ６ 

60.5 Ｄ７ 

60.5 Ｄ７ 

57.0 Ｆ３ 

逃がし安全弁逃がし弁機能

用アキュムレータ 

～ 

窒素ガス供給ライン逃がし

安全弁逃がし弁機能側合流

部 

1.77 

(2.20*) 
Ｐ５ 

171 

(200*) 
Ｔ５ 

42.7 Ｄ６ 

43.2 ― 

42.7 Ｄ６ 

窒素ガス供給ライン逃がし

安全弁逃がし弁機能側合流

部 

～ 

逃がし安全弁 

1.77 

(2.20*) 
Ｐ５ 

171 

(200*) 
Ｔ５ 

43.2 

/43.2 

/43.2 

― 

42.7 Ｄ６ 

42.7 Ｄ６ 

41.5 Ｆ４ 

42.7 Ｄ６ 

43.2 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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3.2 給水系 

名    称  

原子炉浄化系合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力  MPa 8.62 ／ 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度  ℃ 302 ／ 302(304) 

外     径  mm 457.2 ／ 489.6 ／ 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉浄化系合流部から原子炉圧力容器までを接続する配管であり，設計基準 

対象施設として，原子炉浄化系で浄化された原子炉冷却材を原子炉圧力容器に供給するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉隔離時冷却ポンプによりサプレッションチェンバの 

プール水を原子炉圧力容器に注入するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外径の 

設定根拠をＤ１，Ｄ２，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

給水系主配管の設計仕様を表 2.2－1 給水系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：8.62MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

 

Ｐ２：8.62MPa（8.98MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：302℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

 



67 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

Ｔ２：302℃(304℃) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する原子炉隔離時冷却ポンプに必要な容量が設計基準対象施設として使用する原子炉

給水ポンプの容量以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流

速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2mm，318.5mm とす

る。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 457.2 23.8 450 0.13177 ＊1

Ｄ２ 318.5 21.4 300 0.05970 ＊2

注記＊1：給水系の定格流量の 1/2 

＊2：給水系の定格流量の 1/4 

(2) 継手

Ｆ１：489.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 原子炉浄化系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 114.3 ／ 144.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉浄化系合流部であり，設計基準対象施設として，原子炉浄化系で浄化され

た原子炉冷却材を原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉隔離時冷却ポンプによりサプレッションチェンバのプー

ル水を原子炉圧力容器に注入するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，継手の外径の設定根拠をＦ２として下記に示す。 

給水系主配管の設計仕様を表 2.2－1 給水系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，主配管「原子炉浄化系合

流部から原子炉圧力容器」の最高使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，主配管「原子炉浄化系合

流部から原子炉圧力容器」の最高使用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と

同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し

て選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉隔離時冷却ポンプによる原子炉圧力容器への供給流量 

(2) 継手

Ｆ２：144.3mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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表 2.2－1 給水系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

給
水
系

原子炉浄化系合流部 

～ 

原子炉圧力容器 8.62 Ｐ１ 302 Ｔ１ 

457.2 Ｄ１ 

457.2 Ｄ１ 

8.62 

（8.98*） 
Ｐ２ 

302 

(304*) 
Ｔ２ 

457.2 Ｄ１ 

457.2 Ｄ１ 

489.6 Ｆ１ 

457.2 ― 

318.5 Ｄ２ 

318.5 Ｄ２ 

原子炉浄化系合流部 

8.62 Ｐ１ 302 Ｔ１ 

114.3 Ｄ３ 

144.3 Ｆ２ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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4. 残留熱除去設備

4.1 残留熱除去系 

名 称 残留熱除去系熱交換器 

容量（設計熱交換量） MW/個 以上（9.13） 

最高使用圧力 MPa 管側 3.92 ／ 胴側 1.37 

最高使用温度 ℃ 管側 185  ／ 胴側 85 

伝 熱 面 積 m2/個 以上（ ） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

残留熱除去系熱交換器は，設計基準対象施設として発電用原子炉を停止した場合において，

燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要な

パラメータが設計値を超えないようにするため，原子炉圧力容器内において発生した残留熱を

除去することができる設備として，下記のモード・機能の際に熱を除去するために設置する。 

① 原子炉停止時冷却モード

② 低圧注水モード

③ 格納容器冷却モード

④ サプレッションプール水冷却モード

⑤ 燃料プール冷却機能

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）として使用する

残留熱除去系熱交換器は，下記の機能を有する。 

（1）原子炉停止時冷却モード 

残留熱除去系熱交換器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合であって，設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置

する。また，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪

失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

統構成は，A，B-残留熱除去ポンプにより冷却材を原子炉圧力容器から取水し，A，B-

残留熱除去系熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心崩壊熱を除去

し，発電用原子炉を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

（2）格納容器冷却モード 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を A，B-残留熱除去ポンプにより残留

熱除去系熱交換器を経由してドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレイ

することで，原子炉格納容器内の崩壊熱の除去及び蒸気の凝縮ができる設計とする。 

 

（3）サプレッションプール水冷却モード 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

系統構成は，A，B-残留熱除去ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を残留

熱除去系熱交換器を経由してサプレッションチェンバ内に戻すことによりサプレッショ

ンチェンバのプール水を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（残留

熱除去系）として使用する残留熱除去系熱交換器は，下記の機能を有する。 

残留熱除去系熱交換器は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合であって，設計基準対

象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系ストレーナで異物をろ過し，

残留熱除去ポンプにより残留熱除去系熱交換器を経由して（*）原子炉圧力容器へ注入し，炉心

を冷却できる設計とする。 

 

＊：低圧注水系として使用する場合，残留熱除去系熱交換器を介するのは A及び B系列のみ。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（原子炉格納容器スプレイ設備）として使用する残留熱除去系熱交換器は，下記の機

能を有する。 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪

失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために設置する。また，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を A，B-残留熱除去系ストレーナで異物を

ろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してドライウェル内

及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることにより原子炉格納容器内の崩壊熱の除去及

び蒸気の凝縮ができる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（サプレッションプール冷却系）として使用する残留熱除去系熱交換器は，下記の機

能を有する。 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために設置する。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を A，B-残留熱除去系ストレーナで異物を

ろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッション

チェンバ内に戻すことによりサプレッションチェンバのプール水を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（残留熱代替除去系）として使用する残留熱除去系熱交換器は，下記の機能を有する。 

B-残留熱除去系熱交換器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を B-残留熱除去系ストレーナで異物をろ過

し，残留熱代替除去ポンプにより B-残留熱除去系熱交換器を経由して原子炉圧力容器へ注水す

るとともに，原子炉格納容器内へスプレイすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持しな

がら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量（設計熱交換量）の設定根拠

設計基準対象施設として使用する残留熱除去系熱交換器の容量は，全ての運転モード・機能

を包絡する値として，原子炉停止時冷却モード時に必要な容量を考慮して決定する。原子炉停

止時冷却モード時の必要除熱量は，原子炉停止 時間後に炉水温度を ℃以下に冷却可能な

容量として， MW〔 Kcal/h〕である。したがって，残留熱除去系熱交換器の容

量（設計熱交換量）は， MW/個とする。 

上記より，原子炉停止時冷却モードの必要熱交換量は， MW となり，残留熱除去系熱交

換器の必要熱交換量は， MW/個以上となる。 

表 1 残留熱除去系熱交換器に対する必要伝熱面積 

運転モード 原子炉停止時冷却モード 

熱交換器 1個当たりの必要熱交換量（MW/個） 

被冷却水流量（kg/h） 

被冷却水温度（℃） 

冷却水流量（kg/h） 

冷却水温度（℃） 

必要伝熱面積（m2） 

なお，残留熱除去系熱交換器の容量（設計熱交換量）にて，サプレッションチェンバを水源

とした格納容器スプレイ冷却モードにより原子炉格納容器を冷却することで，原子炉格納容器

の最高使用圧力 0.427MPa 並びに最高使用温度 171℃及び 104℃以下にできることを安全評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）にて確認している。 

残留熱除去系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の容量（設計熱交換量）は，有

効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において残留熱代替除去系に期待する

熱交換量（ MW（被冷却水流量 150m3/h，被冷却水温度 167℃時）を確保可能な伝熱面積が

最大の m2であり，設計基準対象施設として使用する場合の必要伝熱面積に包絡されるため，

設計基準対象施設と同設計条件とし， MW/個以上とする。 

公称値については， 9.13MW/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 管側

設計基準対象施設として使用する残留熱除去系熱交換器の管側の最高使用圧力は，主配管

「A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～A-残留熱除去系熱交換器」及び主配管「B-

残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の最高使用圧力に

合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

残留熱除去系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の管側の圧力は，主配管「A-

残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～A-残留熱除去系熱交換器」及び主配管「B-残

留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の使用圧力に合わせ，

3.92MPaとする。 

 

(2) 胴側 

設計基準対象施設として使用する残留熱除去系熱交換器の胴側の最高使用圧力は，原子炉

補機冷却系の主配管「A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～A-残留熱除去系熱交

換器」及び「B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の

最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

 

残留熱除去系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の胴側の圧力は，原子炉補機

冷却系の主配管「A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～A-残留熱除去系熱交換器」

及び「B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の使用圧

力に合わせ，1.37MPaとする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

(1) 管側 

設計基準対象施設として使用する残留熱除去系熱交換器の管側の最高使用温度は，主配管「A-

残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～A-残留熱除去系熱交換器」及び主配管「B-残留

熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の最高使用温度に合わせ，

185℃とする。 

 

残留熱除去系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の管側の温度は，主配管「A-残

留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部～A-残留熱除去系熱交換器」及び主配管「B-残留熱

除去系熱交換器バイパスライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の使用温度に合わせ，185℃

とする。 

 

(2) 胴側 

設計基準対象施設として使用する残留熱除去系熱交換器の胴側の最高使用温度は，原子炉

補機冷却系の主配管「A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～A-残留熱除去系熱交

換器」及び「B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の

最高使用温度に合わせ，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

残留熱除去系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の胴側の温度は，原子炉補機

冷却系の主配管「A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～A-残留熱除去系熱交換器」

及び「B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部～B-残留熱除去系熱交換器」の使用温

度に合わせ，85℃とする。 

 

4. 伝熱面積の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する場合の残留熱除去系熱交換器の伝熱面積は，原子炉停止時

冷却モードの設計熱交換量 MW/個を満足するために必要な伝熱面積 m2/個を上回る

m2/個以上とする。 

 

残留熱除去系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は，有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，残留熱代替除去系に期待する熱交換量

を確保するために必要な伝熱面積が m2であり，設計段階にて確認している容量（設計交換

熱量） MW/個を満足するために必要な伝熱面積 m2に包絡されることから，設計基準対

象施設と同仕様とし， m2/個以上とする。 

 

公称値については，設計確認値である m2/個を上回る m2/個とする。 

 

5. 個数の設定根拠 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準対象施設として炉心の崩壊熱及びその他の残留熱の除去

並びに原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等するために必要な個数として A 系，B 系独立した 2 系

列に各 1個，合計 2個設置する。 

 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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名 称 残留熱除去ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上（1218） 

揚 程 m 以上（98） 

最高使用圧力 MPa 吸込側 1.37 ／ 吐出側 3.92 

最高使用温度 ℃ 
A,B-残留熱除去ポンプ：185，C-残留熱除去ポンプ：100

（116） 

原 動 機 出 力 kW/個 560 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

残留熱除去ポンプは，設計基準対象施設として発電用原子炉を停止した場合において，燃料

要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要なパラ

メータが設計値を超えないようにするため，原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去

することができる設備として，下記のモード・機能の際に熱を除去するために設置する。 

① 原子炉停止時冷却モード

② 低圧注水モード

③ 格納容器冷却モード

④ サプレッションプール水冷却モード

⑤ 燃料プール冷却機能

なお，上記のモードのうち，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備としての機能を有す

る低圧注水モードに要求される機能を他のモード・機能に優先して発揮できる設計とする。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）として使用する

残留熱除去ポンプは，下記の機能を有する。 

（1）原子炉停止時冷却モード 

A，B-残留熱除去ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合であって，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設

置する。また，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が

喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷

が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

系統構成は，A，B-残留熱除去ポンプにより冷却材を原子炉圧力容器から取水し，A，

B-残留熱除去系熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉心崩壊熱を除

去し，発電用原子炉を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

（2）格納容器冷却モード 

残留熱除去系熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を A，B-残留熱除去ポンプにより残

留熱除去系熱交換器を経由してドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレ

イすることで，原子炉格納容器内の崩壊熱の除去及び蒸気の凝縮ができる設計とする。 

 

（3）サプレッションプール水冷却モード 

A，B-残留熱除去ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心

の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

系統構成は，A，B-残留熱除去ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を A，

B-残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッションチェンバ内に戻すことによりサプレ

ッションチェンバのプール水を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（残留

熱除去系）として使用する残留熱除去ポンプは，下記の機能を有する。 

残留熱除去ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合であって，設計基準対象施

設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系ストレーナで異物をろ過

し，残留熱除去ポンプにより原子炉圧力容器へ注入し，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（原子炉格納容器スプレイ設備）として使用する残留熱除去ポンプは，下記の機能

を有する。 

A，B-残留熱除去ポンプは，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。

また，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性

物質の濃度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を A，B-残留熱除去系ストレーナで異物を

ろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してドライウェル

内及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることにより原子炉格納容器内の崩壊熱の除

去及び蒸気の凝縮ができる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（サプレッションプール冷却系）として使用する残留熱除去ポンプは，下記の機能を

有する。 

A，B-残留熱除去ポンプは，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ために設置する。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を A，B-残留熱除去系ストレーナで異物を

ろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッション

チェンバ内に戻すことによりサプレッションチェンバのプール水を冷却できる設計とする。

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する残留熱除去ポンプの容量は，安全評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）において確認されている m3/h を上回る流量とし， m3/h/

個以上とする。 

残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個以上とする。 

公称値については，設計確認値を上回る 1218m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する残留熱除去ポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差，静水

頭，機器及び配管・弁類圧損を基に，原子炉と水源の差圧が MPaの原子炉に m3/h

の注水ができるように設計する。

① 原子炉圧力容器とサプレッションチェンバ内圧の差： m 

×106／(958×9.80665)＝ ≒ m 

密度：958kg/m3 （100℃，飽和圧力） 

② 静水頭 ： m 

サプレッションプール水位低 EL ～低圧注水ノズル EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失  ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計(m)  ： m 

上記から，残留熱除去ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 98mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 吸込側

設計基準対象施設として使用する残留熱除去ポンプの吸込側の最高使用圧力は，主配管

「A-停止時冷却モード入口ライン合流部～A-残留熱除去ポンプ」と主配管「B-停止時冷却モ

ード入口ライン合流部～B-残留熱除去ポンプ」及び主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ入口

ライン分岐部～C-残留熱除去ポンプ」の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。

残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「A-停止時冷却

モード入口ライン合流部～A-残留熱除去ポンプ」と主配管「B-停止時冷却モード入口ライン

合流部～B-残留熱除去ポンプ」及び主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部～

C-残留熱除去ポンプ」の使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 吐出側

設計基準対象施設として使用する残留熱除去ポンプの吐出側の最高使用圧力は，残留熱除

去ポンプ締切運転時の揚程は約 MPa となり，吸込側の最高運転圧力約 MPa との合

計が MPaとなることから，これを上回る圧力として MPaとする。 

① 原子炉停止時冷却モード時の原子炉圧力の上限 ： MPa 

② 静水頭 ： MPa 

×0.00980665≒ ＝

m：原子炉通常水位 EL と残留熱除去ポンプ据付床レベル EL の 

エレベーション差

③ 締切揚程 ： MPa 

④ ①～③の合計 ： MPa 

残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する A／B-残留熱除去ポンプの最高使用温度は，主配管「A-停

止時冷却モード入口ライン合流部～A-残留熱除去ポンプ」と主配管「B-停止時冷却モード入口

ライン合流部～B-残留熱除去ポンプ」の最高使用温度に合わせ，185℃とする。

設計基準対象施設として使用する C-残留熱除去ポンプの最高使用温度は，主配管「高圧原子

炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部～C-残留熱除去ポンプ」の最高使用温度に合わせ，100℃と

する。 

A／B-残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

C-残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，C-残留熱除去ポンプの

水源となるサプレッションチェンバのプール水の重大事故等時における使用温度を基に設定す

る。 

C-残留熱除去ポンプによる原子炉圧力容器への注水時のサプレッションチェンバのプール水

の重大事故等時における使用温度は，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可

申請書添付書類十）の事故シーケンスグループ（崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場

合））より約 ℃であり，これを上回る温度とし，116℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する残留熱除去ポンプの原動機出力は，下記の式により，容量

及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）      ＝1000 

g ：重力加速度（m/s2）  ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s）  ＝1218／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝98 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

kW≒＝
／100

98
3600

1218
9.80665100010

Ｐ＝

3-  








上記から，残留熱除去ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，560kW/個 とする。 

残留熱除去ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，560kW/個 とする。 

6. 個数の設定根拠

残留熱除去ポンプは，設計基準対象施設として炉心の崩壊熱及びその他の残留熱の除去並び

に原子炉冷却材喪失時の炉心冷却等するために必要な個数として A 系，B 系，C 系独立した 3

系列に各 1個，合計 3個設置する。 

残留熱除去ポンプは，設計基準対象施設として 3 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名 称 残留熱除去系ストレーナ 

容 量 m3/h/組 以上（1218） 

最高使用圧力 MPa －[0.427](－[0.853]) 

最高使用温度 ℃ 104（178） 

個 数 ― 6(3組) 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

残留熱除去系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションプール内の異物による

残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱交換器，低圧注水管等下流の系統内機器の機能低下を防止

する目的に設置する。 

なお，設計基準対象施設の残留熱除去系ストレーナの容量，最高使用圧力及び最高使用温度

の設定根拠については平成 19年 5月 23日付け平成 19･04･27原第 14号にて認可された工事計

画のⅣ-1「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」による。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（残留熱除去系）として使用する

残留熱除去系ストレーナは，下記の機能を有する。 

A，B-残留熱除去系ストレーナは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，A，B-残留熱除去系ストレーナにて異物

をろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッシ

ョンチェンバ内に戻すことによりサプレッションチェンバのプール水を冷却できる設計とす

る。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（残留

熱除去系）として使用する残留熱除去系ストレーナは，下記の機能を有する。 

残留熱除去系ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合であって，設計基準

対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，残留熱除去系ストレーナにて異物を除去

し，残留熱除去ポンプにより原子炉圧力容器へ注入し，炉心を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（原子炉格納容器スプレイ設備）として使用する残留熱除去系ストレーナは，下記

の機能を有する。 

A，B-残留熱除去系ストレーナは，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設

置する。また，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，A，B-残留熱除去系ストレーナにて異物

をろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してドライウェ

ル内及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることにより原子炉格納容器内の崩壊熱の

除去及び蒸気の凝縮ができる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（サプレッションプール冷却系）として使用する残留熱除去系ストレーナは，下記

の機能を有する。 

A，B-残留熱除去系ストレーナは，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させるために設置する。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，A，B-残留熱除去系ストレーナにて異物

をろ過し，A，B-残留熱除去ポンプにより A，B-残留熱除去系熱交換器を経由してサプレッシ

ョンチェンバ内に戻すことによりサプレッションチェンバのプール水を冷却できる設計とす

る。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（残留熱代替除去系）として使用する残留熱除去系ストレーナは，下記の機能を有

する。 

B-残留熱除去系ストレーナは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，残留熱除去系ストレーナにて異物をろ過

し，残留熱代替除去ポンプにより B-残留熱除去系熱交換器を経由して原子炉圧力容器へ注水

するとともに，原子炉格納容器内へスプレイすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持し

ながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧

原子炉代替注水系）として使用する残留熱除去系ストレーナは，下記の機能を有する。 

C-残留熱除去系ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計基

準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，C-残留熱除去系ストレーナにて異物をろ

過し，高圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器へ注入し，炉心を冷却できる設計とす

る。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する残留熱除去系ストレーナは，下記の機能を

有する。 

C-残留熱除去系ストレーナは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とし，C-残留熱除去系ストレーナにて異物をろ

過し，高圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器へ注水することで，原子炉格納容器バ

ウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却

設備その他原子炉注水設備（残留熱除去系）として使用する場合の容量は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/組以上とする。 

 

A，B-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備そ

の他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（原子炉格納容器スプレイ設備）として使用す

る場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計

条件とし， m3/h/組以上とする。 

 

A，B-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備そ

の他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却

モード）として使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計

基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/組以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

B-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（残留熱代替除去系）として使用する場合の容量

は，残留熱代替除去ポンプ 2台の容量 m3/hを上回る m3/h/組以上とする。 

C-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷

却設備その他原子炉注水設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する場合の容量は，高圧原

子炉代替注水ポンプ 1台の容量 m3/hを上回る m3/h/組以上とする。 

C-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する場合の

容量は，高圧原子炉代替注水ポンプ 1台の容量 m3/hを上回る m3/h/組以上とする。 

公称値については， 1218m3/h/組とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力についても，設計基準

対象施設として使用する場合と同様に設定されないが，ここでは重大事故等時における原子炉

格納容器の限界圧力 0.853MPaとし，[ ]内に示している。 

3. 最高使用温度の設定根拠

A，B-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対

策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において残留熱除去系の使用時

におけるサプレッションチェンバのプール水の温度が最大となる事故シーケンスグループ（全

交流電源喪失）により ℃であり，これを上回る温度とし，178℃とする 

C-残留熱除去系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策

の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において残留熱除去系使用時のサ

プレッションチェンバのプール水の温度が最大となる事故シーケンスグループ（崩壊熱除去機

能喪失（取水機能喪失））により ℃であり，これを上回る温度とし，178℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

残留熱除去系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションプール内の異物をろ

過するために必要な個数として A系，B系，C系独立した 3系列に 2個ずつ，計 6個（3組）

設置する。 

 

残留熱除去系ストレーナは，設計基準対象施設として 6個（3組）設置しているものを重大

事故等対処設備として使用する。 
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名   称 RV222-1A，B，C 

吹 出 圧 力 MPa 3.92 

個     数 ― 3 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV222-1A，B，C は，主配管「A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～弁

MV222-11A」，「B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～弁 MV222-11B」及び「C-残

留熱除去ポンプ～原子炉圧力容器」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV222-1A，B，C は，設計基準対象施設として主配管「A-サプレッションチェンバスプ

レイライン分岐部～弁 MV222-11A」，「B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～弁

MV222-11B」及び「C-残留熱除去ポンプ～原子炉圧力容器」の圧力が，最高使用圧力になった場

合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「A-サプレッションチェンバスプレイラ

イン分岐部～弁 MV222-11A」，「B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～弁 MV222-11B」

及び「C-残留熱除去ポンプ～原子炉圧力容器」の圧力が，重大事故等時における最高使用圧力に

なった場合に開動作して重大事故等時における最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV222-1A，B，C の吹出圧力は，当該逃がし弁が接

続する主配管「A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～弁 MV222-11A」，「B-サプ

レッションチェンバスプレイライン分岐部～弁 MV222-11B」及び「C-残留熱除去ポンプ～原子

炉圧力容器」の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

 

安全弁 RV222-1A，B，C を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV222-1A，B，C は，設計基準対象施設として主配管「A-サプレッションチェンバス

プレイライン分岐部～弁 MV222-11A」，「B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～

弁 MV222-11B」及び「C-残留熱除去ポンプ～原子炉圧力容器」の圧力を最高使用圧力以下に維

持するために必要な個数である各系列に 1個とし，合計 3個設置する。 

 

安全弁 RV222-1A，B，Cは，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重大事故等対

処設備として使用する。 
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名   称 RV222-2 

吹 出 圧 力 MPa 1.37 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV222-2は，主配管「弁 MV222-7～B-停止時冷却モード入口ライン分岐部」上に設置す

る逃がし弁である。 

安全弁 RV222-2は，設計基準対象施設として主配管「弁 MV222-7～B-停止時冷却モード入口ラ

イン分岐部」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「弁 MV222-7～B-停止時冷却モード入口

ライン分岐部」の圧力が，設計基準対象施設の最高使用圧力になった場合に開動作して設計基準

対象施設の最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV222-2の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主

配管「弁 MV222-7～B-停止時冷却モード入口ライン分岐部」の最高使用圧力に合わせ，1.37MPa

とする。 

 

安全弁RV222-2を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV222-2は，設計基準対象施設として主配管「弁 MV222-7～B-停止時冷却モード入口

ライン分岐部」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数である 1個設置する。 

 

安全弁 RV222-2は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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名    称  

停止時冷却モード入口ライン分岐部 

～ 

弁MV222-6 

最 高 使 用 圧 力  MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度  ℃ 302（304） 

外     径  mm 457.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，停止時冷却モード入口ライン分岐部から弁MV222-6までを接続する配管であり，

設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水をA,B-残留熱除去ポンプに供給するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水をA,B-残留熱除去ポンプに供給する

ために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

  Ｐ１：8.62MPa(8.98MPa) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 457.2 29.4 450 0.12466 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプ２台分の定格流量 
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名 称

弁MV222-6 

～ 

弁MV222-7 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV222-6から弁MV222-7までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，

原子炉再循環系からの炉水をA,B-残留熱除去ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水を A,B-残留熱除去ポンプに供給する

ために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 457.2 29.4 450 0.12466 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプ２台分の定格流量 
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名 称

弁MV222-7 

～ 

B-停止時冷却モード入口ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 558.8 ／ 568.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV222-7からB-停止時冷却モード入口ライン分岐部までを接続する配管であり，

設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水をA,B-残留熱除去ポンプに供給するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水を A,B-残留熱除去ポンプに供給する

ために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ２，Ｆ１として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 558.8 9.5 550 0.22885 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプ２台分の定格流量 

(2) 継手

Ｆ１：568.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名    称  

B-停止時冷却モード入口ライン分岐部 

～ 

A-燃料プール冷却入口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度  ℃ 185 

外     径  mm 568.4 ／ 558.8 ／ 406.4 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，B-停止時冷却モード入口ライン分岐部からA-燃料プール冷却入口ライン合流部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水をA-残留熱除去

ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水を A-残留熱除去ポンプに供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ３，Ｄ４，Ｆ1として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，558.8mm，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 558.8 9.5 550 0.22885 ＊

Ｄ４ 406.4 9.5 400 0.11787 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ１：568.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。



 

98 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

 

名    称  

A-燃料プール冷却入口ライン合流部 

～ 

A-停止時冷却モード入口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度  ℃ 185 

外     径  mm 406.4 ／ 416.0 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，A-燃料プール冷却入口ライン合流部からA-停止時冷却モード入口ライン合流部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水及び燃料プール

冷却系からの燃料プール水をA-残留熱除去ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水を A-残留熱除去ポンプに供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ４，Ｆ２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 406.4 9.5 400 0.11787 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ２：416.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名    称  

A-停止時冷却モード入口ライン合流部 

～ 

A-残留熱除去ポンプ 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度  ℃ 185 

外     径  mm 517.6 ／ 508.0 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，A-停止時冷却モード入口ライン合流部からA-残留熱除去ポンプまでを接続する配

管であり，設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水，サプレッションチェンバのプ

ール水及び燃料プール冷却系からの燃料プール水をA-残留熱除去ポンプに供給するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水及びサプレッションチェンバのプー

ル水を A-残留熱除去ポンプに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ５，Ｆ３として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 

 

  



101 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 508.0 9.5 500 0.18781 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称

残留熱代替除去ポンプ入口ライン分岐部 

～ 

B-燃料プール冷却入口ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去ポンプ入口ライン分岐部からB-燃料プール冷却入口ライン合流部

までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，燃料プール冷却系からの燃料プール水を

B-残留熱除去ポンプに供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を残留熱代替除去ポンプに

供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ６として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する燃料プー

ル冷却補助機能の設計流量を基に設定しており，重大事故等時に使用する燃料プール冷却補

助機能の設計流量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，

本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象

施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊1 ＊2

注記＊1：燃料プール冷却補助機能の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

A-残留熱除去ポンプ

～ 

A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-残留熱除去ポンプからA-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより炉水，サプレッションチ

ェンバのプール水及び燃料プール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプレッションチェン

バ及び燃料プールに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより炉水及びサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器及びサプレッションチェンバに供給するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部

～ 

A-残留熱除去系熱交換器

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部からA-残留熱除去系熱交換器まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより炉水，サプレッショ

ンチェンバのプール水及び燃料プール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプレッションチ

ェンバ及び燃料プールに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより炉水及びサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器及びサプレッションチェンバに供給するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 



108 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称

A-残留熱除去系熱交換器

～ 

A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-残留熱除去系熱交換器からA-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原

子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部

～ 

A-停止時冷却戻りライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部からA-停止時冷却戻りライン分岐

部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容

器，原子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

A-停止時冷却戻りライン分岐部

～ 

A-サプレッションプール冷却ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-停止時冷却戻りライン分岐部からA-サプレッションプール冷却ライン分岐部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及

びサプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及びサプレッションチ

ェンバに冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

A-サプレッションプール冷却ライン分岐部

～ 

A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-サプレッションプール冷却ライン分岐部からA-サプレッションチェンバスプレ

イライン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより

原子炉圧力容器及びサプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及びサプレッションチ

ェンバに冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名    称  

A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部 

～ 

弁MV222-11A 

最 高 使 用 圧 力  MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度  ℃ 185 

外     径  mm 355.6 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部から弁MV222-11Aまでを接続する

配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ３：3.92MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

弁MV222-11A 

～ 

弁AV222-3A 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV222-11Aから弁AV222-3Aまでを接続する配管であり，設計基準対象施設として，

A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：10.4MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，接続する原子炉再循環系

の最高使用圧力に合わせ，10.4MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，10.4MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊1 ＊2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

弁AV222-3A 

～ 

A-停止時冷却モード戻りライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁AV222-3AからA-停止時冷却モード戻りライン合流部までを接続する配管であり，

設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：10.4MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，接続する原子炉再循環系

の最高使用圧力に合わせ，10.4MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，10.4MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊1 ＊2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

B-停止時冷却モード入口ライン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却入口ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 416.0 ／ 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-停止時冷却モード入口ライン分岐部からB-燃料プール冷却入口ライン合流部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水をB-残留熱除去

ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水を B-残留熱除去ポンプに供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ４，Ｆ２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し， 406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 406.4 9.5 400 0.11787 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ２：416.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名    称  

B-燃料プール冷却入口ライン合流部 

～ 

B-停止時冷却モード入口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度  ℃ 185 

外     径  mm 406.4 ／ 416.0 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，B-燃料プール冷却入口ライン合流部からB-停止時冷却モード入口ライン合流部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水及び燃料プール

冷却系からの燃料プール水をB-残留熱除去ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水を B-残留熱除去ポンプに供給及びサ

プレッションチェンバのプール水を残留熱代替除去ポンプに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ４，Ｆ２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 406.4 9.5 400 0.11787 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ２：416.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称

B-停止時冷却モード入口ライン合流部

～ 

B-残留熱除去ポンプ

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 517.6 ／ 508.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-停止時冷却モード入口ライン合流部からB-残留熱除去ポンプまでを接続する配

管であり，設計基準対象施設として，原子炉再循環系からの炉水，サプレッションチェンバのプ

ール水及び燃料プール冷却系からの燃料プール水をB-残留熱除去ポンプに供給するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，原子炉再循環系からの炉水及びサプレッションチェンバのプー

ル水を B-残留熱除去ポンプに供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ５，Ｆ３として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 508.0 9.5 500 0.18781 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称

B-残留熱除去ポンプ

～ 

残留熱代替除去ポンプ注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-残留熱除去ポンプから残留熱代替除去ポンプ注水ライン合流部までを接続する

配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより炉水，サプレッションチェンバ

のプール水及び燃料プール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び

燃料プールに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより炉水及びサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器及びサプレッションチェンバに供給するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

残留熱代替除去ポンプ注水ライン合流部 

～ 

B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去ポンプ注水ライン合流部からB-残留熱除去系熱交換器バイパスラ

イン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより炉水，

サプレッションチェンバのプール水及び燃料プール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプ

レッションチェンバ及び燃料プールに供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより炉水及びサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器及びサプレッションチェンバに供給するために設置す

る。また，残留熱代替除去ポンプよりサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部

～ 

B-残留熱除去系熱交換器

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部からB-残留熱除去系熱交換器まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより炉水，サプレッショ

ンチェンバのプール水及び燃料プール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプレッションチ

ェンバ及び燃料プールに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより炉水及びサプレッションチェンバのプ

ール水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器及びサプレッションチェンバに供給するために設置す

る。また，残留熱代替除去ポンプよりサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-残留熱除去系熱交換器

～ 

B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-残留熱除去系熱交換器からB-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原

子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。また，残留熱代替除去ポンプより

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部

～ 

B-低圧注水ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部からB-低圧注水ライン分岐部まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原

子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。また，残留熱代替除去ポンプより

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-低圧注水ライン分岐部

～ 

B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-低圧注水ライン分岐部からB-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及

びサプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及びサプレッションチ

ェンバに冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部

～ 

弁MV222-11B 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部から弁MV222-11Bまでを接続する

配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 



142 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称

弁MV222-11B 

～ 

弁AV222-3B 

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV222-11Bから弁AV222-3Bまでを接続する配管であり，設計基準対象施設として，

B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：10.4MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，接続する原子炉再循環系

の最高使用圧力に合わせ，10.4MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，10.4MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高

使用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱

除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量

が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊1 ＊2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回

るため問題ない。 
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名 称

弁AV222-3B 

～ 

B-停止時冷却モード戻りライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 10.4 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁AV222-3BからB-停止時冷却モード戻りライン合流部までを接続する配管であり，

設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：10.4MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，接続する原子炉再循環系

の最高使用圧力に合わせ，10.4MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，10.4MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊1 ＊2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

A-停止時冷却戻りライン分岐部

～ 

A-燃料プール冷却ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-停止時冷却戻りライン分岐部からA-燃料プール冷却ライン分岐部までを接続す

る配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納

容器及び燃料プールに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に

冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPa の飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 



148 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称

A-燃料プール冷却ライン分岐部

～ 

原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-燃料プール冷却ライン分岐部から原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン分岐部

までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に

冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 ＊

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称 

A-残留熱除去系ストレーナ

～ 

A-停止時冷却モード入口ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（178） ／ 185 

外 径 mm 508.0 ／ 517.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-残留熱除去系ストレーナからA-停止時冷却モード入口ライン合流部までを接続

する配管であり，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール水をA-残留熱除去

ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を A-残留熱除去ポンプに供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ５，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ３，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ５，Ｆ３として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ５：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

  Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：104℃（178℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における A-残留熱除

去系ストレーナの使用温度に合わせ，178℃とする。 

  Ｔ２：185℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 508.0 9.5 500 0.18781 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称

A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部

～ 

A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部からA-残留熱除去系熱交換器バイ

パスライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプよ

り原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン分岐部 

～ 

A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉圧力容器ヘッドスプレイライン分岐部からA-原子炉圧力容器注入ライン分

岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に

冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称 A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部であり，設計基準対象施設として，A-残留熱

除去ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に

冷却水を供給するために設置する。また，低圧原子炉代替注水ポンプより原子炉格納容器に冷却

水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 
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名 称

A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部から低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合

流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力

容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。また，低圧原子炉代替注水ポンプより原子炉格納容器に冷却水を供給するために

設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称 低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部であり，設計基準対象施設として，

A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプ及び大量送水車より原子炉圧力容器に冷却

水を供給するために設置する。また，低圧原子炉代替注水ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 
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名 称

低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 ／ 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 ／ 302（304） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部から原子炉圧力容器までを接続する

配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプ，残留熱代替除去ポンプ，低圧原子炉代替

注水ポンプ及び大量送水車より原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ１，外

径の設定根拠をＤ９，Ｄ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 



161 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

Ｔ１：302℃（304℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ９ 267.4 12.7 250 0.04600 *1 *2

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 *1 *2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

B-残留熱除去系ストレーナ

～ 

B-停止時冷却モード入口ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（178） ／ 185 

外 径 mm 508.0 ／ 517.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-残留熱除去系ストレーナからB-停止時冷却モード入口ライン合流部までを接続

する配管であり，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール水をB-残留熱除去

ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を B-残留熱除去ポンプ及び

残留熱代替除去ポンプに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ５，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ３，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ５，Ｆ３として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ５：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：104℃（178℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における B-残留熱除

去系ストレーナの使用温度に合わせ，178℃とする。 

Ｔ２：185℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 508.0 9.5 500 0.18781 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称

B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部

～ 

B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-残留熱除去系熱交換器バイパスライン分岐部からB-残留熱除去系熱交換器バイ

パスライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプよ

り原子炉圧力容器，原子炉格納容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-低圧注水ライン分岐部

～ 

B-ドライウェルスプレイライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-低圧注水ライン分岐部からB-ドライウェルスプレイライン分岐部までを接続す

る配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納

容器，サプレッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び

サプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。また，残留熱代替除去ポンプより

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-ドライウェルスプレイライン分岐部

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン

合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-ドライウェルスプレイライン分岐部から低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（西）注水ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去

ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン

合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 ／ 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 ／ 302（304） 

外 径 mm 355.6 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部から原子炉圧力

容器までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉圧力

容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプ及び大量送水車より原子炉圧力容器に冷却

水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ１，外

径の設定根拠をＤ７，Ｄ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

Ｔ１：302℃（304℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mm，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *1

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 *1 *2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

C-残留熱除去系ストレーナ

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（178） ／ 100（120） 

外 径 mm 508 ／ 517.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，C-残留熱除去系ストレーナから高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール水をC-残留

熱除去ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を C-残留熱除去ポンプ及び

高圧原子炉代替注水ポンプに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ５，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ３，Ｔ４，外

径の設定根拠をＤ５，Ｆ３として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ５：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 



173 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：104℃（178℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における C-残留熱除

去系ストレーナの使用温度に合わせ，178℃とする。 

Ｔ４：100（120）℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ４は，LOCA時のサプレッション

プールの温度を上回る温度とし，100℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧原子炉

代替注水系使用時のサプレッションプールの温度に合わせ，120℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 508.0 9.5 500 0.18781 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部 

～ 

C-残留熱除去ポンプ

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100（116） 

外 径 mm 517.6 ／ 508.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部からC-残留熱除去ポンプまでを接続

する配管であり，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール水をC-残留熱除去

ポンプに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を C-残留熱除去ポンプに供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ５，外径の設定根拠

をＤ５，Ｆ３として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復

水輸送系に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ５：100℃（116℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，LOCA時のサプレッション

プールの温度を上回る温度とし，100℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，C-残留熱除去ポンプの最高使用温

度に合わせ，116℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 508.0 9.5 500 0.18781 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa （1.37） 

最 高 使 用 温 度 ℃ （120） 

外 径 mm 466.8 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部であり，重大事故等対処設備として，

サプレッションチェンバのプール水を高圧原子炉代替注水ポンプに供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ６，外径の設定根拠

をＤ１０，Ｆ４として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：（1.37MPa）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，配管洗浄時に使用する復水輸送

系に合わせ，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ６：（120℃）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ６は，重大事故等時における高圧原子

炉代替注水系使用時のサプレッションプールの温度に合わせ，120℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロ―ジョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの淡水の実績に基づい

た標準流速を目安に選定し，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１０ 457.2 9.5 450 0.15081 *

注記＊：高圧原子炉代替注水ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ４：466.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称

C-残留熱除去ポンプ

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 ／ 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100（116） ／ 302（304） 

外 径 mm 355.6 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，C-残留熱除去ポンプから原子炉圧力容器までを接続する配管であり，設計基準対

象施設として，C-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，C-残留熱除去ポンプより原子炉圧力容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ１，最高使用温度の設定根拠をＴ５，Ｔ1，外径

の設定根拠をＤ７，Ｄ８として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ５：100℃（116℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，LOCA時のサプレッション

プールの温度を上回る温度とし，100℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，C-残留熱除去ポンプの最高使用温

度に合わせ，116℃とする。 

Ｔ１：302℃（304℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mm，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *1

Ｄ８ 267.4 18.2 250 0.04191 *1 *2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部

～ 

A-格納容器代替スプレイライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-原子炉圧力容器注入ライン分岐部からA-格納容器代替スプレイライン合流部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器に

冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプ及び低圧原子炉代替注水ポンプより原子炉

格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

A-格納容器代替スプレイライン合流部

～ 

A-ドライウェルスプレイ管

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-格納容器代替スプレイライン合流部からA-ドライウェルスプレイ管までを接続

する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器に冷却水を

供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプ，低圧原子炉代替注水ポンプ及び大量送水

車より原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称 A-格納容器代替スプレイライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa （3.92） 

最 高 使 用 温 度 ℃ （185） 

外 径 mm 77.0 ／ 69.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-格納容器代替スプレイライン合流部であり，重大事故等対処設備として，大量

送水車より原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＦ５，Ｆ６として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：（3.92MPa）

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，残留熱除去ポンプ吐出側の最高使

用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：（185℃）

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，残留熱除去系隔離解除原子炉圧力

MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(2) 継手

Ｆ５：77.0mm

管台の管接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ６：69.3mm 

管台の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称

B-ドライウェルスプレイライン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-ドライウェルスプレイライン分岐部からB-燃料プール冷却ライン分岐部までを

接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器，サプ

レッションチェンバ及び燃料プールに冷却水を供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器及びサプレッションチ

ェンバに冷却水を供給するために設置する。また，残留熱代替除去ポンプより原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-燃料プール冷却ライン分岐部

～ 

B-サプレッションプール冷却ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-燃料プール冷却ライン分岐部からB-サプレッションプール冷却ライン分岐部ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器及

びサプレッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器及びサプレッションチ

ェンバに冷却水を供給するために設置する。また，残留熱代替除去ポンプより原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-サプレッションプール冷却ライン分岐部

～ 

残留熱代替除去系原子炉注水ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-サプレッションプール冷却ライン分岐部から残留熱代替除去系原子炉注水ライ

ン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉

格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器に冷却水を供給するた

めに設置する。また，残留熱代替除去ポンプより原子炉圧力容器及び原子炉格納容器に冷却水を

供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

残留熱代替除去系原子炉注水ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系スプレイライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去系原子炉注水ライン分岐部から残留熱代替除去系スプレイライン

分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉格

納容器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプ及び残留熱代替除去ポンプより原子炉格納

容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

残留熱代替除去系スプレイライン分岐部 

～ 

B-格納容器代替スプレイライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去系スプレイライン分岐部からB-格納容器代替スプレイライン合流

部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容

器に冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器に冷却水を供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称

B-格納容器代替スプレイライン合流部

～ 

B-ドライウェルスプレイ管

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-格納容器代替スプレイライン合流部からB-ドライウェルスプレイ管までを接続

する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプより原子炉格納容器に冷却水を

供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプ，残留熱代替除去ポンプ及び大量送水車よ

り原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ７として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も大きい残留熱除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留

熱除去ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 355.6 15.1 350 0.08316 *

注記＊：残留熱除去ポンプの定格流量 
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名 称 B-格納容器代替スプレイライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa （3.92） 

最 高 使 用 温 度 ℃ （185） 

外 径 mm 77.0 ／ 69.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-格納容器代替スプレイライン合流部であり，重大事故等対処設備として，残留

熱代替除去ポンプ及び大量送水車より原子炉格納容器に冷却水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＦ５，Ｆ６として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：（3.92MPa）

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，残留熱除去ポンプ吐出側の最高使

用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：（185℃）

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，残留熱除去系隔離解除原子炉圧力

MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(2) 継手

Ｆ５：77.0mm

管台の管接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ６：69.3mm 

管台の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称

A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部

～ 

サプレッションチェンバスプレイ管

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 ／ 104（200） 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部からサプレッションチェンバス

プレイ管までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプよりサプレ

ッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプよりサプレッションチェンバに冷却水を供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ７，外径の設

定根拠をＤ１１として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

Ｔ７：104℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ７は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプによるサプレッションチェンバスプレイ容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する残留熱除去ポンプによるサプレッションチェンバスプレイ容量が設計基準対象施設

として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基

づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１１ 114.3 8.6 100 0.00741 *

注記＊：サプレッションプール水冷却モード時の設計流量 
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名 称

B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部

～ 

サプレッションチェンバスプレイ管

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 ／ 104（200） 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部からサプレッションチェンバス

プレイ管までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプよりサプレ

ッションチェンバに冷却水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプよりサプレッションチェンバに冷却水を供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ７，外径の設

定根拠をＤ１１として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

Ｔ７：104℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ７は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプによるサプレッションチェンバスプレイ容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する残留熱除去ポンプによるサプレッションチェンバスプレイ容量が設計基準対象施設

として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基

づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１１ 114.3 8.6 100 0.00741 *

注記＊：サプレッションプール水冷却モード時の設計流量 
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名 称

A-サプレッションプール冷却ライン分岐部

～ 

A-サプレッションチェンバ内放出管

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 ／ 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 ／ 104（178） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-サプレッションプール冷却ライン分岐部からA-サプレッションチェンバ内放出

管までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，A-残留熱除去ポンプよりサプレッショ

ンチェンバに冷却水を供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去ポンプよりサプレッションチェンバに冷却水を供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ５，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ３，外

径の設定根拠をＤ９，Ｄ１２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

  Ｐ５：0.427MPa（0.853MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

  Ｔ３：104℃（178℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において残留熱除去系の使用時におけるサプレッシ

ョンチェンバのプール水の温度が最大となる事故シーケンスグループ（全交流電源喪失）によ

り ℃であり，これを上回る温度とし，178℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ９ 267.4 12.7 250 0.04600 *1 *2

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 *1 *2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称

B-サプレッションプール冷却ライン分岐部

～ 

B-サプレッションチェンバ内放出管

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 ／ 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 ／ 104（178） 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-サプレッションプール冷却ライン分岐部からB-サプレッションチェンバ内放出

管までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，B-残留熱除去ポンプよりサプレッショ

ンチェンバに冷却水を供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去ポンプよりサプレッションチェンバに冷却水を供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ５，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ３，外

径の設定根拠をＤ９，Ｄ１２として下記に示す。 

残留熱除去系主配管の設計仕様を表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，残留熱除去ポンプ吐出側

の最高使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，3.92MPaとする。 

  Ｐ５：0.427MPa（0.853MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，残留熱除去系隔離解除原

子炉圧力 MPaの飽和温度 ℃を上回る温度とし，185℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，185℃とする。 

  Ｔ３：104℃（178℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において残留熱除去系の使用時におけるサプレッシ

ョンチェンバのプール水の温度が最大となる事故シーケンスグループ（全交流電源喪失）によ

り ℃であり，これを上回る温度とし，178℃とする。  

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱除

去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する残留熱除去ポンプの容量が設

計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メー

カ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で

設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ９ 267.4 12.7 250 0.04600 *1 *2

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 *1 *2

注記＊1：残留熱除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系 

停止時冷却モード入口

ライン分岐部

～ 

弁MV222-6 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

457.2 Ｄ１ 

457.2 ― 

457.2 Ｄ１ 

457.2 ― 

弁MV222-6 

～ 

弁MV222-7 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 457.2 Ｄ１ 

弁MV222-7 

～ 

B-停止時冷却モード入

口ライン分岐部 1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

558.8 

/457.2 
― 

558.8 Ｄ２ 

558.8 ― 

568.4 Ｆ１ 

B-停止時冷却モード入

口ライン分岐部 

～ 

A-燃料プール冷却入口

ライン合流部 1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

568.4 Ｆ１ 

558.8 Ｄ３ 

558.8 

/406.4 
― 

406.4 Ｄ４ 

406.4 ― 

A-燃料プール冷却入口

ライン合流部

～ 

A-停止時冷却モード入

口ライン合流部 

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

406.4 

/406.4 

/216.3 

― 

406.4 Ｄ４ 

416.0 Ｆ２ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系 

A-停止時冷却モード入口ラ

イン合流部

～ 

A-残留熱除去ポンプ

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

517.6 Ｆ３ 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

残留熱代替除去ポンプ入口

ライン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却入口ライ

ン合流部

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

216.3 

/216.3 

/216.3 

― 

216.3 Ｄ６ 

216.3 ― 

A-残留熱除去ポンプ

～ 

A-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン分岐部
3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

A-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン分岐部

～ 

A-残留熱除去系熱交換器

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

A-残留熱除去系熱交換器

～ 

A-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン合流部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

A-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン合流部

～ 

A-停止時冷却戻りライン分

岐部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その３） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

A-停止時冷却戻りライン分

岐部 

～ 

A-サプレッションプール冷

却ライン分岐部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

A-サプレッションプール冷

却ライン分岐部 

～ 

A-サプレッションチェンバ

スプレイライン分岐部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

A-サプレッションチェンバ

スプレイライン分岐部

～ 

弁MV222-11A 
3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 

/267.4 
― 

弁MV222-11A 

～ 

弁AV222-3A 
10.4 Ｐ４ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 267.4 Ｄ８ 

弁AV222-3A 

～ 

A-停止時冷却モード戻りラ

イン合流部

10.4 Ｐ４ 
302 

（304＊） 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ８ 

267.4 Ｄ８ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その４） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系 

B-停止時冷却モード入口

ライン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却入口ラ

イン合流部
1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

416.0 Ｆ２ 

406.4 Ｄ４ 

406.4 Ｄ４ 

406.4 ― 

B-燃料プール冷却入口ラ

イン合流部

～ 

B-停止時冷却モード入口

ライン合流部

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

406.4 

/406.4 

/216.3 

― 

406.4 Ｄ４ 

416.0 Ｆ２ 

B-停止時冷却モード入口

ライン合流部

～ 

B-残留熱除去ポンプ

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

517.6 Ｆ３ 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

B-残留熱除去ポンプ

～ 

残留熱代替除去ポンプ注

水ライン合流部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

残留熱代替除去ポンプ注

水ライン合流部 

～ 

B-残留熱除去系熱交換器

バイパスライン分岐部 3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

355.6 ― 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 
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表3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その５） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系 

B-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン分岐部

～ 

B-残留熱除去系熱交換器

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

B-残留熱除去系熱交換器

～ 

B-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン合流部
3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

B-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン合流部

～ 

B-低圧注水ライン分岐部
3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

B-低圧注水ライン分岐部

～ 

B-サプレッションチェンバ

スプレイライン分岐部 3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

B-サプレッションチェンバ

スプレイライン分岐部

～ 

弁MV222-11B 3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 

/267.4 
― 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その６） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

弁MV222-11B 

～ 

弁AV222-3B 

10.4 Ｐ４ 
302 

（304＊） 
Ｔ１ 267.4 Ｄ８ 

弁AV222-3B 

～ 

B-停止時冷却モード戻

りライン合流部 

10.4 Ｐ４ 
302 

（304＊） 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ８ 

267.4 Ｄ８ 

A-停止時冷却戻りライ

ン分岐部

～ 

A-燃料プール冷却ライ

ン分岐部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

A-燃料プール冷却ライ

ン分岐部

～ 

原子炉圧力容器ヘッド

スプレイライン分岐部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

A-残留熱除去系ストレ

ーナ 

～ 

A-停止時冷却モード入

口ライン合流部 

0.427 

（0.853＊） 
Ｐ５ 

104 

（178＊） 
Ｔ３ 

508.0 

/508.0 

/508.0 

― 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

517.6 Ｆ３ 

A-残留熱除去系熱交換

器バイパスライン分岐

部 

～ 

A-残留熱除去系熱交換

器バイパスライン合流

部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 355.6 Ｄ７ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その７） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

原子炉圧力容器ヘッドス

プレイライン分岐部 

～ 

A-原子炉圧力容器注入ラ

イン分岐部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 ― 

355.6 Ｄ７ 

A-原子炉圧力容器注入ラ

イン分岐部 3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

A-原子炉圧力容器注入ラ

イン分岐部

～ 

低圧原子炉代替注水ポン

プ注水ライン合流部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

低圧原子炉代替注水ポン

プ注水ライン合流部 3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

低圧原子炉代替注水ポン

プ注水ライン合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/267.4 
― 

267.4 Ｄ９ 

267.4 ― 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ８ 

B-残留熱除去系ストレー

ナ 

～ 

B-停止時冷却モード入口

ライン合流部

0.427 

（0.853＊） 
Ｐ５ 

104 

（178＊） 
Ｔ３ 

508.0 

/508.0 

/508.0 

― 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

1.37 Ｐ２ 185 Ｔ２ 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

517.6 Ｆ３ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その８） 

名 称 
最高使用圧力(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

B-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン分岐部

～ 

B-残留熱除去系熱交換器バ

イパスライン合流部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 355.6 Ｄ７ 

B-低圧注水ライン分岐部

～ 

B-ドライウェルスプレイラ

イン分岐部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

B-ドライウェルスプレイラ

イン分岐部

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）注水ライン

合流部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）注水ライン

合流部 

～ 

原子炉圧力容器 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/267.4 
― 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ８ 

267.4 ― 

C-残留熱除去系ストレーナ

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

入口ライン分岐部 

0.427 

（0.853＊） 
Ｐ５ 

104 

（178＊） 
Ｔ３ 

508.0 

/508.0 

/508.0 

― 

508.0 Ｄ５ 

508.0 ― 

1.37 Ｐ２ 
100 

（120＊） 
Ｔ４ 

508.0 Ｄ５ 

517.6 Ｆ３ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その９） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系 

高圧原子炉代替注水ポン

プ入口ライン分岐部 

～ 

C-残留熱除去ポンプ

1.37 Ｐ２ 
100 

（116＊） 
Ｔ５ 

517.6 Ｆ３ 

508.0 Ｄ５ 

高圧原子炉代替注水ポン

プ入口ライン分岐部 
1.37＊ Ｐ２ 120＊ Ｔ６ 

466.8 Ｆ４ 

457.2 Ｄ１０ 

C-残留熱除去ポンプ

～ 

原子炉圧力容器 

3.92 Ｐ３ 
100 

（116＊） 
Ｔ５ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 

/267.4 
― 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ８ 

267.4 ― 

A-原子炉圧力容器注入ラ

イン分岐部

～ 

A-格納容器代替スプレイ

ライン合流部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 ― 

A-格納容器代替スプレイ

ライン合流部

～ 

A-ドライウェルスプレイ

管 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 355.6 Ｄ７ 

A-格納容器代替スプレイ

ライン合流部
3.92＊ Ｐ３ 185＊ Ｔ２ 

77.0 Ｆ５ 

69.3 Ｆ６ 

B-ドライウェルスプレイ

ライン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却ライン

分岐部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 ― 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/216.3 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その１０） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

B-燃料プール冷却ライン

分岐部 

～ 

B-サプレッションプール

冷却ライン分岐部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/267.4 

― 

B-サプレッションプール

冷却ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系原子炉

注水ライン分岐部 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/165.2 

― 

残留熱代替除去系原子炉

注水ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系スプレ

イライン分岐部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 

355.6 Ｄ７ 

355.6 

/355.6 

/165.2 

― 

残留熱代替除去系スプレ

イライン分岐部

～ 

B-格納容器代替スプレイ

ライン合流部

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 355.6 Ｄ７ 

B-格納容器代替スプレイ

ライン合流部

～ 

B-ドライウェルスプレイ

管 

3.92 Ｐ３ 185 Ｔ２ 355.6 Ｄ７ 

B-格納容器代替スプレイ

ライン合流部
3.92＊ Ｐ３ 185＊ Ｔ２ 

77.0 Ｆ５ 

69.3 Ｆ６ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その１１） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

A-サプレッションチ

ェンバスプレイライ

ン分岐部

～ 

サプレッションチェ

ンバスプレイ管
3.92 Ｐ３ 

185 Ｔ２ 

216.3 

/114.3 
― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１１ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

104 

(200＊) 
Ｔ７ 

114.3 Ｄ１１ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

B-サプレッションチ

ェンバスプレイライ

ン分岐部

～ 

サプレッションチェ

ンバスプレイ管

3.92 Ｐ３ 

185 Ｔ２ 

216.3 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ１１ 

104 

(200＊) 
Ｔ７ 

114.3 Ｄ１１ 

114.3 ― 

A-サプレッションプ

ール冷却ライン分岐

部 

～ 

A-サプレッションチ

ェンバ内放出管 

3.92 Ｐ３ 

185 Ｔ２ 

355.6 

/267.4 
― 

267.4 Ｄ９ 

267.4 ― 

104 

(178＊) 
Ｔ３ 267.4 Ｄ９ 

0.427 

（0.853＊） 
Ｐ５ 

104 

(178＊) 
Ｔ３ 

267.4 Ｄ１２ 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 ― 

267.4 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 3.1－1 残留熱除去系主配管の設計仕様表（その１２） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
除
去
系

B-サプレッションプ

ール冷却ライン分岐

部 

～ 

B-サプレッションチ

ェンバ内放出管 

3.92 Ｐ３ 

185 Ｔ２ 
267.4 Ｄ９ 

267.4 ― 

104 

(178＊) 
Ｔ３ 

267.4 Ｄ９ 

267.4 

/－ 

/267.4 

― 

267.4 ― 

0.427 

（0.853＊） 
Ｐ５ 

104 

(178＊) 
Ｔ３ 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 Ｄ１２ 

267.4 ― 

267.4 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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5. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

5.1 高圧炉心スプレイ系 

名 称 高圧炉心スプレイポンプ 

容 量 m3/h/個 高圧時 以上（342） ／ 低圧時 以上（1074） 

揚 程 m 高圧時 以上（907） ／ 低圧時 以上（288） 

最高使用圧力 MPa 吸込側 1.37 ／ 吐出側 12.2 

最高使用温度 ℃ 100（110） 

原 動 機 出 力 kW/個 2380 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

高圧炉心スプレイポンプは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に炉心を減圧・ス

プレイ冷却（非常用炉心冷却系機能）すること，及び原子炉停止後何らかの原因で復水・給水

が停止した場合に，原子炉隔離時冷却系（原子炉冷却材補給水機能）のバックアップとして原

子炉水位を維持することを目的に設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時（原子炉冷却材喪失）に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備（高圧炉心スプレイ系）として使用する高圧炉心スプレイポンプは，下記の機

能を有する。 

高圧炉心スプレイポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計基準

対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を水源として高圧炉心スプレイポンプによ

り冷却水を原子炉圧力容器へ注水し，炉心を冷却できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

（1）高圧時 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの高圧時の容量は，原子炉冷却

材喪失時に原子炉を減圧（非常用炉心冷却系機能）するために必要な容量として，安全評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の流量 m3/hを上回る m3/h/個以上と

する。 

また，復水・給水停止時に原子炉隔離時冷却系が起動しなかった場合において，原子炉隔

離時冷却系のバックアップとして，高圧炉心スプレイ系が原子炉水位低（レベル 1H）で起 
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【設 定 根 拠】（続き） 

動し原子炉水位を維持（原子炉冷却材補給水機能）するために必要な容量は m3/h/個で

あるが，非常用炉心冷却機能の必要容量と同じ m3/h/個以上とする。 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施

設と同様で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において確認している

 m3/hを上回る m3/h/個以上とする。 

公称値については， 342m3/h/個とする。 

（2）低圧時 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの低圧時の容量は，原子炉冷却

材喪失時に原子炉をスプレイ冷却（非常用炉心冷却系機能）するために必要な容量は，安全

評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の流量 m3/hを上回る m3/h/個

以上とする。 

また，復水・給水停止時に原子炉隔離時冷却系が起動しなかった場合において，原子炉隔

離時冷却系のバックアップとして，高圧炉心スプレイ系が原子炉水位低（レベル 1H）で起

動し原子炉水位を維持（原子炉冷却材補給水機能）するために必要な容量は m3/h/個で

あるが，非常用炉心冷却機能の必要容量と同じ m3/h/個以上とする。 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施

設と同様で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において確認している

m3/hを上回る m3/h/個以上とする。 

公称値については， 1074m3/h/個とする。 

2. 揚程の設定根拠

（1）高圧時 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの高圧時の揚程は，水源と移送

先の圧力差，静水頭，機器及び配管・弁類圧損を基に，原子炉と水源の差圧が MPa の

ときに原子炉に m3/hの注水ができるように設計する。 

原子炉圧力容器とサプレッションチェンバの圧力差： m 

×106／(983×9.80665)＝ ≒ m 

密度：983kg/m3 （60℃，飽和圧力） 
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【設 定 根 拠】（続き） 

② 静水頭                    ： m 

ドローダウン後のサプレッションチェンバ最低水位 EL ～ 

原子炉水位高（レベル 8）EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失  ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計                 ： m 

上記から，高圧時の高圧炉心スプレイポンプの揚程は， m を上回る m 以上とす

る。 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 907mとする。 

（2）低圧時 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの低圧時の揚程は，水源と移送

先の圧力差，静水頭，機器及び配管・弁類圧損を基に，原子炉と水源の差圧が MPa の原

子炉に m3/hの注水ができるように設計する。 

① 原子炉圧力容器とサプレッションチェンバの圧力差 ： m 

×106／（958×9.80665）＝ ≒ m 

密度：958kg/m3 （100℃，飽和圧力） 

② 静水頭                    ： m 

ドローダウン後のサプレッションチェンバ最低水位 EL ～ 

高圧炉心スプレイノズル EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計 ： m 



223 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

上記から，低圧時の高圧炉心スプレイポンプの揚程は， mを上回る 260m以上とする。 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 288mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 吸込側

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの最高使用圧力は，主配管「復

水貯蔵タンク出口ライン合流部～高圧炉心スプレイポンプ」の最高使用圧力に合わせ，

1.37MPaとする。 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「復水貯

蔵タンク出口ライン合流部～高圧炉心スプレイポンプ」の使用圧力に合わせ，1.37MPa とす

る。 

(2) 吐出側

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの最高使用圧力は，原子炉格納

容器の最高使用圧力 0.427MPa，高圧炉心スプレイポンプの締切揚程 MPa の合計が

MPaとなることから，これを上回る圧力とし，12.2MPaとする。 

① 原子炉格納容器の最高使用圧力 ：0.427MPa

② 締切揚程 ： MPa 

③ ①～②の合計 ： MPa 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，12.2MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの最高使用温度は，主配管「復水

貯蔵タンク出口ライン合流部～高圧炉心スプレイポンプ」の最高使用温度に合わせ，100℃とす

る。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「復水貯蔵

タンク出口ライン合流部～高圧炉心スプレイポンプ」の使用温度に合わせ，110℃とする。

6. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイポンプの原動機出力は，下記の式により，

容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）    ＝1000 

g ：重力加速度（m/s2）   ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s）   ＝342／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝907 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

kW＝            ≒ 
100／

907
3600

342
9.80665100010

＝Ｐ

3-  








上記から，高圧炉心スプレイポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，2380kW/個と

する。 

高圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，2380kW/個とする。 

4. 個数の設定根拠

高圧炉心スプレイポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器へ注水

するために必要な個数である 1個を設置する。 

高圧炉心スプレイポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 1 個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名           称 高圧炉心スプレイ系ストレーナ 

容    量 m3/h/組 以上（1074） 

最高使用圧力 MPa －[0.427](－[0.853]) 

最高使用温度 ℃ 104（178） 

個    数 ― 2（1組） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

高圧炉心スプレイ系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプー

ル水内の異物による高圧炉心スプレイポンプや高圧炉心スプレイスパージャ等下流の系統内機

器の機能低下を防止する目的で設置する。 

なお，設計基準対象施設の高圧炉心スプレイ系ストレーナの容量，最高使用圧力及び最高使

用温度の設定根拠については平成 19 年 5 月 23 日付き平成 19･04･27原第 14 号にて認可された

工事計画のⅣ-1「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」による。 

 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉冷却施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高圧炉心

スプレイ系）として使用する高圧炉心スプレイ系ストレーナは，以下の機能を有する。 

重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイ系ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態において炉心の著しい損傷を防止するために，発電用原子炉を冷却するために設置

する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水内の異物を高圧炉心スプレイ系ストレーナ

によりろ過し，高圧炉心スプレイポンプにより原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却で

きる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

高圧炉心スプレイ系ストレーナを重大事故等時において使用する場合は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/組以上とする。 

公称値については，  1074 m3/h/組とする。 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠  

高圧炉心スプレイ系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力についても，設

計基準対象施設として使用する場合と同様に設定されないが，ここでは重大事故等時における

原子炉格納容器の限界圧力 0.853MPaとし，[ ]内に示している。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用温度の設定根拠

高圧炉心スプレイ系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等

対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において高圧炉心スプレイ系

の使用時におけるサプレッションチェンバのプール水の温度が最大となる事故シーケンスグル

ープ（原子炉停止機能喪失）により ℃であり，これを上回る温度とし，178℃とする。 

4. 個数の設定根拠

高圧炉心スプレイ系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションプール内の異物

をろ過するために必要な個数である 2個 1組を設置する。 

高圧炉心スプレイ系ストレーナは，設計基準対象施設として 2 個 1 組設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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名           称 RV224-1 

吹 出 圧 力 MPa 1.37 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV224-1 は，主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高圧炉心スプレイ系）～高圧

炉心スプレイポンプ」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV224-1 は，設計基準対象施設として主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高圧

炉心スプレイ系）～高圧炉心スプレイポンプ」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作し

て最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高

圧炉心スプレイ系）～高圧炉心スプレイポンプ」の圧力が，設計基準対象施設の最高使用圧力に

なった場合に開動作して設計基準対象施設の最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV224-1 の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主

配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高圧炉心スプレイ系）～高圧炉心スプレイポンプ」

の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

 

安全弁 RV224-1 を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV224-1 は，設計基準対象施設として主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高

圧炉心スプレイ系）～高圧炉心スプレイポンプ」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために

必要な個数である 1個設置する。 

 

安全弁 RV224-1 は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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名 称 

復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高圧炉心スプレイ系） 

～ 

高圧炉心スプレイポンプ 

最 高 使 用 圧 力  MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100（110） 

外     径 mm 517.6 ／ 508.0 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，復水貯蔵タンク出口ライン合流部から高圧炉心スプレイポンプまでを接続する配管

であり，設計基準対象施設として，復水貯蔵タンク出口ライン合流部から高圧炉心スプレイポンプ

へサプレッションチェンバのプール水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，復水貯蔵タンク出口ライン合流部から高圧炉心スプレイポンプへ

サプレッションチェンバのプール水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠を

Ｆ１，Ｄ１として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.1－1 高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，配管洗浄時における復水輸

送系の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：100℃(110℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉冷却材喪失時のサ

プレッションプール最高使用温度 90℃を上回る温度とし，100℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心ス

プレイ系を使用時のサプレッションチェンバのプール水温に合わせ，110℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心

スプレイポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 508.0 9.5 500 0.18781 ＊

注記＊：高圧炉心スプレイ系の設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ストレーナ 

～ 

復水貯蔵タンク出口ライン合流部（高圧炉心スプレイ系） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（178） ／ 100（110） 

外 径 mm 508.0 ／ 517.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ストレーナから復水貯蔵タンク出口ライン合流部までを接続

する配管であり，設計基準対象施設として，高圧炉心スプレイ系ストレーナから復水貯蔵タンク

出口ライン合流部へサプレッションチェンバのプール水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，高圧炉心スプレイ系ストレーナから復水貯蔵タンク出口ライン

合流部へサプレッションチェンバのプール水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，Ｐ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ１，外

径の設定根拠をＤ１，Ｆ１として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.1－1 高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.427MPa(0.853MPa)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

Ｐ１：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，配管洗浄時における復水

輸送系の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：104℃(178℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心ス

プレイ系ストレーナの使用温度に合わせ，178℃とする。 

Ｔ１：100℃(110℃) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉冷却材喪失時のサ

プレッションプール最高使用温度 90℃を上回る温度とし，100℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心ス

プレイ系使用時のサプレッションチェンバのプール水温に合わせ，110℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心

スプレイポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 508.0 9.5 500 0.18781 ＊

注記＊：高圧炉心スプレイ系の設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

高圧炉心スプレイポンプ 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 12.2 ／ 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100（110） ／ 302（304） 

外 径 mm 355.6 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイポンプから原子炉圧力容器までを接続する配管であり，設計基

準対象施設として，高圧炉心スプレイポンプから原子炉圧力容器へサプレッションチェンバのプ

ール水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，高圧炉心スプレイポンプから原子炉圧力容器へサプレッション

チェンバのプール水を供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ３，外

径の設定根拠をＤ２，Ｄ３として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.1－1 高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：12.2MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，高圧炉心スプレイポンプ

吐出側の最高使用圧力に合わせ，12.2MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，12.2MPaとする。 

Ｐ４：8.62MPa(8.98MPa) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：100℃(110℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉冷却材喪失時のサ

プレッションチェンバのプール水の最高使用温度 90℃を上回る温度とし，100℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における高圧炉心ス

プレイ系使用時のサプレッションチェンバのプール水温に合わせ，110℃とする。 

Ｔ３：302℃（304℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する高圧炉心

スプレイポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する高圧炉心スプレイポン

プの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，355.6mm，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 355.6 35.7 350 0.06344 ＊

Ｄ３ 267.4 18.2 250 0.04191 ＊

注記＊：高圧炉心スプレイ系の設計流量 
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表 4.1－1 高圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

復水貯蔵タンク出口ライ

ン合流部（高圧炉心スプレ

イ系）

～ 

高圧炉心スプレイポンプ 

1.37 Ｐ１ 
100 

（110＊） 
Ｔ１ 

517.6 Ｆ１ 

508.0 Ｄ１ 

508.0 ― 

高圧炉心スプレイ系スト

レーナ

～ 

復水貯蔵タンク出口ライ

ン合流部（高圧炉心スプレ

イ系）

0.427 

（0.853＊） 
Ｐ２ 

104 

（178＊） 
Ｔ２ 

508.0 

/508.0 

/508.0 

― 

508.0 ― 

508.0 Ｄ１ 

1.37 Ｐ１ 
100 

(110＊) 
Ｔ１ 

508.0 Ｄ１ 

508.0 ― 

517.6 Ｆ１ 

高圧炉心スプレイポンプ 

～ 

原子炉圧力容器 

12.2 Ｐ３ 
100 

（110＊） 
Ｔ１ 

355.6 ― 

355.6 Ｄ２ 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 

/267.4 
― 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ４ 

302 

（304＊） 
Ｔ３ 267.4 Ｄ３ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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5.2 低圧炉心スプレイ系 

名 称 低圧炉心スプレイポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(1074) 

揚 程 m 以上(199) 

最高使用圧力 MPa 吸込側 1.37 ／ 吐出側 4.41 

最高使用温度 ℃ 100（116） 

原 動 機 出 力 kW/個 910 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

低圧炉心スプレイポンプは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に炉心をスプレイ

冷却（非常用炉心冷却系機能）することを目的に設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時（原子炉冷却材喪失）に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備（低圧炉心スプレイ系）として使用する低圧炉心スプレイポンプは，下記の機

能を有する。 

低圧炉心スプレイポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合であって，設計基準

対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を水源として低圧炉心スプレイポンプによ

り冷却水を原子炉圧力容器に注水し，炉心を冷却できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する低圧炉心スプレイポンプの容量は，原子炉冷却材喪失時に

炉心を冷却（非常用炉心冷却系機能）するために必要な容量は，安全評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）の流量 m3/hを上回る m3/h/個以上とする。 

低圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個以上とする。 

公称値については， 1074m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する低圧炉心スプレイポンプの揚程は，水源と移送先の圧力差，

静水頭，機器及び配管・弁類圧損を基に，原子炉とサプレッションチェンバとの差圧 MPa

のときに原子炉に m3/hの注水ができるように設計する。 

① 原子炉圧力容器とサプレッションチェンバの圧力差  ： m 

×106／(958×9.80665)＝ ≒ m 

密度： 958kg/m3 （100℃，飽和圧力） 

② 静水頭                    ： m 

ドローダウン後のサプレッションチェンバ最低水位 EL ～ 

原子炉圧力容器低圧炉心スプレイノズル EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計 ： m 

上記から，低圧炉心スプレイポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

低圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 199mとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 吸込側

設計基準対象施設として使用する低圧炉心スプレイポンプの吸込側の最高使用圧力は，主

配管「低圧炉心スプレイ系ストレーナ～低圧炉心スプレイポンプ」の最高使用圧力に合わせ，

1.37MPaとする。 

低圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，主配管「低圧炉

心スプレイ系ストレーナ～低圧炉心スプレイポンプ」の使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

(2) 吐出側

設計基準対象施設として使用する低圧炉心スプレイポンプの吐出側の最高使用圧力は，原

子炉格納容器の最高使用圧力 0.427MPa，低圧炉心スプレイポンプの締切揚程 MPa の合

計が MPaとなることから，これを上回る圧力とし，4.41MPaとする。 

① 原子炉格納容器の最高使用圧力 ： 0.427MPa

② 締切揚程 ：  MPa 

③ ①～②の合計 ：  MPa 

低圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，4.41MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する低圧炉心スプレイポンプの最高使用温度は，主配管「低圧

炉心スプレイ系ストレーナ～低圧炉心スプレイポンプ」の最高使用温度に合わせ，100℃とする。 

低圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「低圧炉心

スプレイ系ストレーナ～低圧炉心スプレイポンプ」の使用温度に合わせ，116℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する低圧炉心スプレイポンプの原動機出力は，下記の式により，

容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）      ＝1000 

g ：重力加速度（m/s2）      ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s）      ＝1074／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝199 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

kW≒ ＝ 
        ／100

199
3600

1074
9.80665100010

＝Ｐ

3-  








  上記から，低圧炉心スプレイポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，910kW/個と

する。 

低圧炉心スプレイポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，910kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

低圧炉心スプレイポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に

炉心をスプレイ冷却するために必要な個数である 1個を設置する。 

低圧炉心スプレイポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として１個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名  称 低圧炉心スプレイ系ストレーナ 

容 量 m3/h/組 以上(1074) 

最高使用圧力 MPa －[0.427](－[0.853]) 

最高使用温度 ℃ 104（178） 

個 数 ― 2(1組) 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

低圧炉心スプレイ系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプー

ル水内の異物による低圧炉心スプレイポンプや低圧炉心スプレイスパージャ等下流の系統内

機器の機能低下を防止する目的で設置する。 

なお，設計基準対象施設の低圧炉心スプレイ系ストレーナの容量，最高使用圧力及び最高使

用温度の設定根拠については平成 19年 5月 23日付き平成 19･04･27原第 14号にて認可された

工事計画のⅣ-1「設備別記載事項の設定根拠に関する説明書」による。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧炉心

スプレイ系）として使用する低圧炉心スプレイ系ストレーナは，以下の機能を有する。

重大事故等時に使用する低圧炉心スプレイ系ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが

低圧の状態において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために，発電用原

子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水内の異物を低圧炉心スプレイ系ストレーナ

によりろ過し，低圧炉心スプレイポンプにより原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却で

きる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

低圧炉心スプレイ系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/組以上

とする。 

公称値については， 　　　　　　　　　 �1074m3/h/組とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

低圧炉心スプレイ系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力についても，設

計基準対象施設として使用する場合と同様に設定されないが，ここでは重大事故等時における

原子炉格納容器の限界圧力 0.853MPaとし，[ ]内に示している。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用温度の設定根拠

低圧炉心スプレイ系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，低圧炉心ス

プレイ系の重大事故等対処設備としての機能を踏まえ，C-残留熱除去系ストレーナの重大事故

等時において使用する場合の温度に合わせ，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）において C-残留熱除去系の使用時におけるサプレッションチェン

バのプール水の温度が最大となる事故シーケンスグループ（崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪

失））により ℃であり，これを上回る温度とし，178℃とする。 

4. 個数の設定根拠

低圧炉心スプレイ系ストレーナは，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプー

ル水内の異物をろ過するために必要な個数である 2個 1組を設置する。

低圧炉心スプレイ系ストレーナは，設計基準対象施設として 2個 1組設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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名           称 RV223-1 

吹 出 圧 力 MPa 4.41 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV223-1は，主配管「低圧炉心スプレイポンプ～原子炉圧力容器」に接続する配管上に

設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV223-1は，設計基準対象施設として主配管「低圧炉心スプレイポンプ～原子炉圧力容

器」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「低圧炉心スプレイポンプ～原子炉圧力

容器」の圧力が，設計基準対象施設の最高使用圧力になった場合に開動作して設計基準対象施設

の最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV223-1の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主

配管「低圧炉心スプレイポンプ～原子炉圧力容器」の最高使用圧力に合わせ，4.41MPaとする。 

 

安全弁 RV223-1を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，4.41MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV223-1は，設計基準対象施設として主配管「低圧炉心スプレイポンプ～原子炉圧力

容器」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数である 1個を設置する。 

 

安全弁 RV223-1は，設計基準対象施設として１個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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名 称 

低圧炉心スプレイ系ストレーナ 

～ 

低圧炉心スプレイポンプ 

最 高 使 用 圧 力  MPa 0.427（0.853） ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度  ℃ 104（178） ／ 100（116） 

外 径 mm 508.0 ／ 517.6 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，低圧炉心スプレイ系ストレーナから低圧炉心スプレイポンプまでを接続する配管

であり，設計基準対象施設として，低圧炉心スプレイ系ストレーナから低圧炉心スプレイポンプ

へサプレッションチェンバのプール水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，低圧炉心スプレイ系ストレーナから低圧炉心スプレイポンプへ

プール水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ１，Ｆ１として下記に示す。 

低圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様を表4.2－1 低圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.427MPa(0.853MPa) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，サプレッションチェンバ

の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

 

Ｐ２：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，配管洗浄時における復水

輸送系の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：104℃(178℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，サプレッションチェンバの

最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における低圧炉心スプ

レイ系ストレーナの使用温度に合わせ，178℃とする。

Ｔ２：100℃(116℃) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉冷却材喪失時のサプ

レッションプール最高使用温度 90℃を上回る温度とし，100℃とする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，低圧炉心スプレイ系の重大事故等対

処設備としての機能を踏まえ，C-残留熱除去系ストレーナの重大事故等時において使用する場合

の温度に合わせ，116℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する低圧炉心ス

プレイポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する低圧炉心スプレイポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同

仕様で設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 508.0 9.5 500 0.18781 

(2) 継手

Ｆ１：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

低圧炉心スプレイポンプ 

～ 

原子炉圧力容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 4.41 ／ 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100（116） ／ 302（304） 

外 径 mm 355.6 ／ 318.5 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧炉心スプレイポンプから原子炉圧力容器までを接続する配管であり，設計基

準対象施設として，低圧炉心スプレイポンプから原子炉圧力容器へサプレッションチェンバのプ

ール水を供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，低圧炉心スプレイポンプから原子炉圧力容器へサプレッション

チェンバのプール水を供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ４，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ３，外

径の設定根拠をＤ２，Ｄ３として下記に示す。 

低圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様を表4.2－1 低圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：4.41MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，低圧炉心スプレイポンプ

吐出側の最高使用圧力に合わせ，4.41MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における低圧炉心ス

プレイポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，4.41MPaとする。 

Ｐ４：8.62MPa(8.98MPa) 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：100℃(116℃)

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉冷却材喪失時のサプ

レッションプール最高使用温度 90℃を上回る温度とし，100℃とする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，低圧炉心スプレイ系の重大事故等対

処設備としての機能を踏まえ，C-残留熱除去系ストレーナの重大事故等時において使用する場合

の温度に合わせ，116℃とする。 

Ｔ３：302℃（304℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，原子炉圧力容器の最高使用

温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力容

器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する低圧炉心ス

プレイポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する低圧炉心スプレイポンプの

容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同

仕様で設計し，318.5mm，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 318.5 14.3 300 0.06601 

Ｄ３ 267.4 18.2 250 0.04191 
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表 4.2－1 低圧炉心スプレイ系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

低圧炉心スプレイ系ストレ

ーナ 

～ 

低圧炉心スプレイポンプ 0.427 

（0.853＊） 
Ｐ１ 

104 

（178＊） 
Ｔ１ 

508.0 

/508.0 

/508.0 

― 

508.0 ― 

508.0 Ｄ１ 

1.37 Ｐ２ 
100 

（116＊） 
Ｔ２ 

508.0 Ｄ１ 

508.0 ― 

517.6 Ｆ１ 

低圧炉心スプレイポンプ 

～ 

原子炉圧力容器 

4.41 Ｐ３ 
100 

（116＊） 
Ｔ２ 

355.6 ― 

355.6 

/318.5 
― 

318.5 Ｄ２ 

318.5 ― 

318.5 

/－ 

/318.5 

― 

318.5 

/267.4 
― 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ４ 

302 

（304＊） 
Ｔ３ 267.4 Ｄ３ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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5.3 高圧原子炉代替注水系 

名 称 高圧原子炉代替注水ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(93) 

揚 程 m 以上(918) 

最高使用圧力 MPa 吸込側 1.37 ／ 吐出側 11.3 

最高使用温度 ℃ 120 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時（原子炉冷却材喪失）に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原

子炉注水設備として使用する高圧原子炉代替注水ポンプは，下記の機能を有する。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合であって，設計基準

対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，冷却水をサプレッションチェンバから高圧原子炉代替注水ポンプを経由して原子

炉圧力容器に注水することにより発電用原子炉を冷却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（高圧原子炉代替注水系）

として使用する高圧原子炉代替注水ポンプは，以下の機能を有する。 

高圧原子炉代替注水ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下を遅延・防止するために設置する。 

系統構成は，冷却水をサプレッションチェンバから高圧原子炉代替注水ポンプを経由して原子

炉圧力容器に注水することにより溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止できる設

計とする。 

1. 容量の設定根拠

高圧原子炉代替注水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，以下を考慮して

決定する。 

高圧原子炉代替注水ポンプの容量は，原子炉停止 分後に注水を確立した場合に炉心損傷

を防止するために必要な流量 m3/h 以上とし，同じく高圧注水系である原子炉隔離時冷却系

注入流量と同等の m3/h以上とする。 

公称値については， 93m3/hとする。 

2. 揚程の設定根拠

高圧原子炉代替注水ポンプの揚程は，淡水を原子炉に m3/h で注水する場合の水源と移送 
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【設 定 根 拠】（続き） 

先の圧力差，静水頭，配管及び機器圧損を基に設定する。なお，原子炉圧力 MPa につい

ては，有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，高圧原子炉代替注

水ポンプ使用時に確認されている原子炉最大圧力以上とし，

とする。 

① 原子炉と水源の圧力差 ： m 

×106／(958×9.80665)＝ ≒ m 

密度：958kg/m3（100℃，飽和圧力） 

② 静水頭  ： m 

サプレッションチェンバ最低水位 EL ～原子炉水位 L8 EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失   ： m 

配管・弁圧力損失 ： m 

合計・弁圧力損失 ： m 

④ ①～③の合計(m)                ： m 

上記から，高圧原子炉代替注水ポンプの揚程は mを上回る m以上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 918mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 吸込側

高圧原子炉代替注水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時

における主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン合流部～高圧原子炉代替注水ポンプ」

の使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

(2) 吐出側

高圧原子炉代替注水ポンプの吐出側の最高使用圧力は，以下を考慮する。

① 静水頭 ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：復水貯蔵タンク EL ～高圧原子炉代替注水ポンプ据付床面 EL 

② 締切揚程 ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：高圧原子炉代替注水ポンプの締切揚程 

③ ①～②の合計 ： MPa 
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【設 定 根 拠】（続き） 

上記から，高圧原子炉代替注水ポンプの吐出側の最高使用圧力は， MPa を上回る圧

力とし，原子炉隔離時冷却ポンプ吐出配管に合わせ，11.3MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

高圧原子炉代替注水ポンプの最高使用温度は，主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライ

ン合流部～高圧原子炉代替注水ポンプ」の最高使用温度に合わせ，120℃とする。

5. 原動機出力の設定根拠

高圧原子炉代替注水ポンプの原動機出力は，以下の式により，容量及び揚程を考慮して決定

する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）     ＝1000 

g ：重力加速度（m/s2）  ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s）  ＝93／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝918 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値） ＝

kW ≒ ＝ 
／100

918
3600

93
9.80665100010

Ｐ＝

-3  








以上より，高圧原子炉代替注水ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし， kW/

個とする。 

6. 個数の設定根拠

高圧原子炉代替注水ポンプ（原動機含む）は，重大事故等対処設備として原子炉圧力容器へ

注水し，原子炉水位を維持するために必要な個数である 1個を設置する。 

R2

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）入口ラ

イン分岐部

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）入口ライン分岐部から高圧原

子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備と

して，原子炉圧力容器で発生した蒸気を駆動用蒸気タービンに導くために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉隔

離時冷却系主配管「原子炉隔離時冷却系分岐部～高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気ター

ビン）入口ライン分岐部」の使用圧力に合わせて，8.62MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉隔

離時冷却系主配管「原子炉隔離時冷却系分岐部～高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気ター

ビン）入口ライン分岐部」の使用温度に合わせて，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動

用蒸気タービン）入口ライン分岐部から高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）

は蒸気となるため，エロ―ジョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの蒸気の実

績に基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mm とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉圧力容器低圧時における蒸気供給配管の設計流量 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン） 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ラ

イン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 184 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）から高圧原子炉代替注水ポン

プ（駆動用蒸気タービン）出口ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備と

して，駆動用蒸気タービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバに導くために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ２として下記に示す。 

高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.98MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における原子炉隔

離時冷却系主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ライン合流部～サ

プレッションチェンバ内排気管」の使用圧力に合わせて，0.98MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：184℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ２は，重大事故等時における原子炉隔

離時冷却系主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ライン合流部～サ

プレッションチェンバ内排気管」の使用温度に合わせて，184℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動

用蒸気タービン）から高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ライン合流部

は，蒸気となるため，エロ―ジョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの蒸気の

実績に基づいた標準流速を目安に選定し，267.4mm とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊1 ＊2

注記＊1：蒸気排気管の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 mm 318.5 ／ 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部から高圧原子炉代替注水ポンプ入口

ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバ

のプール水を高圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ３，Ｄ４として下記に示す。 

高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ３は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「C-残留熱除去系ストレーナ～高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部」の使

用圧力に合わせて，1.37MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：120℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ３は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「C-残留熱除去系ストレーナ～高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部」の使

用温度に合わせて，120℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，高圧原子炉代替注水ポンプ入口ラ

イン分岐部から高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン合流部は淡水となるため，エロ―ジョ

ン、圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの淡水の実績に基づいた標準流速を目安に

選定し，318.5mm，165.2mm とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 318.5 10.3 300 0.06970 ＊

Ｄ４ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊

注記＊：高圧原子炉代替注水ポンプの設計流量 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン合流部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン合流部から高圧原子炉代替注水ポンプまで

を接続する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプール水を高圧

原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ４として下記に示す。 

高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ３は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「C-残留熱除去系ストレーナ～高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部」の使

用圧力に合わせて，1.37MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：120℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ３は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「C-残留熱除去系ストレーナ～高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部」の使

用温度に合わせて，120℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，高圧原子炉代替注水ポンプ入口ラ

イン合流部から高圧原子炉代替注水ポンプは淡水となるため，エロ―ジョン，圧力損失・施

工性等を考慮し，先行プラントの淡水の実績に基づいた標準流速を目安に選定し，165.2mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊

注記＊：高圧原子炉代替注水ポンプの設計流量 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 11.3 ／ 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 ／ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプから高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部まで

を接続する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプール水を高圧

原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，Ｐ１，最高使用温度の設定根拠をＴ３，Ｔ１，外

径の設定根拠をＤ５として下記に示す。 

高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：11.3MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ４は，高圧原子炉代替注水ポンプ吐出

側の使用圧力に合わせて，11.3MPa とする。 

Ｐ１：8.62MPa 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉隔

離時冷却系主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部から原子炉隔離時冷却系合流

部」の使用圧力に合わせて，8.62MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：120℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ３は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「C-残留熱除去系ストレーナ～高圧原子炉代替注水ポンプ入口ライン分岐部」の使

用温度に合わせて，120℃とする。 

Ｔ１：302℃ 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉隔

離時冷却系主配管「高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部～原子炉隔離時冷却系合流

部」の使用温度に合わせて，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，高圧原子炉代替注水ポンプから高

圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部は淡水となるため，エロ―ジョン，圧力損失・施

工性等を考慮し，先行プラントの淡水の実績に基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mm と

する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ５ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：高圧原子炉代替注水ポンプの設計流量 
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表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様表（その 1） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン）入

口ライン分岐部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン） 

8.62＊ Ｐ１ 302＊ Ｔ１ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

114.3 

/89.1 
― 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン） 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン）出

口ライン合流部 
0.98＊ Ｐ２ 184＊ Ｔ２ 

267.4 

/216.3 
― 

267.4 ― 

267.4 Ｄ２ 

267.4 

/－ 

/267.4 

― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

高圧原子炉代替注水ポンプ

入口ライン分岐部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

入口ライン合流部 
1.37＊ Ｐ３ 120＊ Ｔ３ 

457.2 ― 

457.2 

/318.5 
― 

318.5 Ｄ３ 

318.5 

/165.2 
― 

165.2 Ｄ４ 

165.2 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.3－1 高圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様表（その 2） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

高圧原子炉代替注水ポンプ

入口ライン合流部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

1.37＊ Ｐ３ 120＊ Ｔ３ 

165.2 

/165.2 

/－ 

― 

165.2 Ｄ４ 

165.2 ― 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

出口ライン合流部 

11.3＊ Ｐ４ 120＊ Ｔ３ 

114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

8.62＊ Ｐ１ 302＊ Ｔ１ 
114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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5.4 原子炉隔離時冷却系 

名  称 原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

容 量 m3/h/組 以上（99） 

最高使用圧力 MPa －[0.853] 

最高使用温度 ℃ 104 

個 数 ― 2(1組) 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子

炉隔離時冷却系）として使用する原子炉隔離時冷却系ストレーナは，以下の機能を有する。 

原子炉隔離時冷却系ストレーナは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著し

い損傷を防止するために，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源としてサプレッションチェンバのプール水内の

異物を原子炉隔離時冷却系ストレーナによりろ過し，原子炉隔離時冷却ポンプにより原子炉圧

力容器に注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

原子炉隔離時冷却系ストレーナを重大事故等時において使用する場合は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，原子炉隔離時冷却ポンプの容量に合わせた m3/h/組以上とす

る。 

公称値については， 99m3/h/組とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

原子炉隔離時冷却系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の使用圧力は，その機

能及び構造上耐圧機能を必要としないため設定されないが，ここでは，重大事故等時における

原子炉格納容器の限界圧力 0.853MPaについて[ ]内に示している。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用温度の設定根拠

原子炉隔離時冷却系ストレーナを重大事故等時において使用する場合の使用温度は，重大事

故等時における原子炉隔離時冷却ポンプ運転時のサプレションチェンバのプール水温 ℃

を考慮し，主配管「原子炉隔離時冷却系ストレーナ～復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子

炉隔離時冷却系）」の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

4. 個数の設定根拠

原子炉隔離時冷却系ストレーナは，サプレッションチェンバのプール水内の異物をろ過する

ために必要な個数である 2個 1組を重大事故等対処設備として設置する。 
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名           称 RV221-1 

吹 出 圧 力 MPa 1.37 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV221-1は，主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）～原子

炉隔離時冷却ポンプ」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV221-1は，設計基準対象施設として主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子

炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作し

て最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原

子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」の圧力が，設計基準対象施設の最高使用圧力に

なった場合に開動作して設計基準対象施設の最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV221-1の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主

配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」

の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

 

安全弁 RV221-1を重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV221-1は，設計基準対象施設として主配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原

子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために

必要な個数である 1個設置する。 

 

安全弁 RV221-1は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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5.5 低圧原子炉代替注水系 

名 称 低圧原子炉代替注水ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上， 以上， 以上(230) 

揚 程 m 以上， 以上， 以上(190) 

最高使用圧力 MPa 吸込側 静水頭 ／ 吐出側 3.92 

最高使用温度 ℃ 66 

原 動 機 出 力 kW/個 210 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧原

子炉代替注水系）として炉心注水時に使用する低圧原子炉代替注水ポンプは，以下の機能を有す

る。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準

対象施設が有する原子炉の冷却機能が損失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，運転中の重大事故等時において，残留熱除去ポンプ及び低圧炉心スプレイポンプ

の故障等により原子炉を冷却する機能が喪失した場合に低圧原子炉代替注水槽を水源とした低

圧原子炉代替注水ポンプより，残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器へ注水することにより炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備(格納容器代替スプレイ系)として使用する低圧原子炉代替注水ポンプは，以下の機能を

有する。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，設計基準対象施設が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失

した場合において，炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるため，また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止する

ために原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質を低下させるため設置する。 

系統構成は，運転中の重大事故等時において，残留熱除去ポンプの故障等により原子炉格納容

器を冷却する機能が喪失した場合に低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポ

ンプより，低圧原子炉代替注水系及び残留熱除去系を経由してドライウェルスプレイ管より原子

炉格納容器内にスプレイすることにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることが

できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（ペデスタル代替注水系）として使用する低圧原子炉代替注水ポンプは，以下の機能を

有する。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポンプにより，低圧原子

炉代替注水系及び残留熱除去系を経由してドライウェルスプレイ管から原子炉格納容器内にス

プレイすることで，原子炉格納容器下部へ流入し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下

部に十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備(低圧原子炉代替注水系)として使用する低圧原子炉代替注水ポンプは，以下の機能を有

する。 

低圧原子炉代替注水ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器

下部への落下を遅延・防止するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした低圧原子炉代替注水ポンプより，残留熱除去

系を経由して原子炉圧力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

低圧原子炉代替注水ポンプの容量は，以下を考慮して決定する。

(1)�原子炉注水必要容量：�   �m3/h/個以上，�   �m3/h/個以上

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注

水系）又は原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全

設備(低圧原子炉代替注水系)として炉心注水時に使用する低圧原子炉代替注水ポンプの容

量は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準対象施設が有する原子

炉の冷却機能が損失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防

止するために，原子炉に冷却材を供給することで炉心崩壊熱を除去する場合に，有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十「3.炉心損傷防止対策の有効性評価」）におい

て有効性が確認されている原子炉への注水流量は，原子炉圧力�   �MPa�時において� m3/h，

原子炉圧力�    �MPa�時において�  �m3/h�のため� �m3/h/個以上，�  �m3/h/個以上とする。 

(2) 格納容器スプレイ及びペデスタル注水必要容量： m3/h/個以上

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器代替スプレイ系，ペデス

タル代替注水系）として原子炉格納容器にスプレイ及びペデスタルに注水する場合に使用す

る低圧原子炉代替注水ポンプの容量は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するために，原子炉格納容器内にスプレイし原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ，

また，ペデスタルに蓄水することで溶融炉心の崩壊熱を除去する場合に，重大事故等時の有

効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，各事故シーケンスで有効

性が確認されている原子炉格納容器へのスプレイ及びペデスタルへの注水流量が m3/h

のため m3/h/個以上とする。 

(3) 低圧原子炉代替注水ポンプの最小流量： m3/h/個 

上記から，低圧原子炉代替注水ポンプの容量は，(1)及び(2)の必要容量に(3)を加えた容

量とし，�   �m3/h/個以上，�   �m3/h/個以上，�   �m3/h/個以上とする。 

公称値については，230m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

・原子炉注水必要揚程

原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水

系）又は原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備

(低圧原子炉代替注水系)として炉心注水時に使用する低圧原子炉代替注水ポンプの揚程は，淡

水を原子炉に m3/h 及び m3/h で注水する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，配管

及び機器圧損を基に設定する。なお，原子炉圧力 MPa 及び MPa については，有効性

評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において，有効性が確認されている圧力で

ある。 

（1）原子炉圧力 MPa時 

① 原子炉と水源の圧力差 ： m 

×106／(992×9.80665)＝ ≒ m 

MPa：原子炉設置変更許可申請書 添付書類十「3. 炉心損傷防止対策の有効

性評価」に示す評価条件 

密度：992kg/m3（40℃，飽和圧力） 

② 静水頭  ： m 

低圧原子炉代替注水ポンプ軸中心 EL ～低圧注水ノズル EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失   ： m 

配管・弁圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計(m)  ： m 

上記から，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として

原子炉圧力 MPa時に使用する低圧原子炉代替注水ポンプの揚程は， mを上回る

m以上とする。 

（2）原子炉圧力 MPa時 

① 原子炉と水源の圧力差 ： m 

MPa：原子炉設置変更許可申請書 添付書類十「3. 炉心損傷防止対策の有効

性評価」に示す評価条件 

② 静水頭  ： m 

低圧原子炉代替注水ポンプ軸中心 EL ～低圧注水ノズル EL 
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【設 定 根 拠】（続き） 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失   ： m 

配管・弁圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計(m)  ： m 

上記から，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備として

原子炉圧力 MPa 時に使用する低圧原子炉代替注水ポンプの揚程は， m を上回る

m以上とする。 

・格納容器スプレイ及びペデスタル注水必要揚程

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（格納容器代替スプレイ系，ペデスタ

ル代替注水系）として原子炉格納容器にスプレイ及びペデスタルに注水する場合に使用する低

圧原子炉代替注水ポンプの揚程は，淡水を原子炉格納容器に m3/hでスプレイする場合の水

源と移送先の圧力差，静水頭，配管及び機器圧損を基に設定する。 

① 原子炉格納容器と水源の圧力差   ： m 

×106／(992×9.80665)＝ ≒ m 

密度：992kg/m3（40℃，飽和圧力） 

② 静水頭  ： m 

低圧原子炉代替注水ポンプ軸中心 EL ～ドライウェル上部スプレイ管 EL

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失   ： m 

配管・弁圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計(m)  ： m 

上記から，原子炉冷却系統施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する低圧

原子炉代替注水ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

公称値については，190mとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 吸込側

低圧原子炉代替注水ポンプの吸込側の使用圧力は，主配管「低圧原子炉代替注水槽～低圧

原子炉代替注水ポンプ」の使用圧力に合わせ，静水頭とする。 

(2) 吐出側

低圧原子炉代替注水ポンプの吐出側の使用圧力は，静水頭 MPa，締切揚程 MPa

の合計である MPaを上回る 3.92MPaとする。 

① 静水頭 ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：低圧原子炉代替注水槽満水レベル EL ～低圧原子炉代替注水ポンプ

軸中心 EL 

② 締切揚程 ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：低圧原子炉代替注水ポンプの締切揚程 

③ ①～②の合計 ： MPa 

4. 最高使用温度の設定根拠

低圧原子炉代替注水ポンプの使用温度は，主配管「低圧原子炉代替注水槽～低圧原子炉代替

注水ポンプ」の使用温度に合わせ，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

5. 原動機出力の設定根拠

低圧原子炉代替注水ポンプの原動機出力は，以下の式により，容量及び揚程を考慮して決定

する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）  ＝1000 

g  ：重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s） ＝230／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝190 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

kW ≒＝
／100

190
3600

230
9.80665100010

Ｐ＝

3-  








以上より，低圧原子炉代替注水ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，210kW/個

とする。 

6. 個数の設定根拠

低圧原子炉代替注水ポンプは，重大事故等対処設備として原子炉圧力容器へ注水し，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な個数である，2 個（うち 1 個は

予備）を設置する。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名 称 低圧原子炉代替注水槽 

容 量 m3/個 740以上（1230） 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 66 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低圧原

子炉代替注水系）として使用する低圧原子炉代替注水槽は，以下の機能を有する。 

低圧原子炉代替注水槽は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準対象

施設が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため，原子炉を冷却するための淡水又は海水を貯蔵する設備として設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプより，残留熱除去系配管

を経由して原子炉圧力容器へ注水することにより炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を

防止する設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設

備(格納容器代替スプレイ系)として使用する低圧原子炉代替注水槽は，以下の機能を有する。 

低圧原子炉代替注水槽は，設計基準対象施設が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において，炉心の著しい損傷を防止するために原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るため，また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため

に原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質を低下させるため設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプより，低圧原子炉代替注

水系及び残留熱除去系を経由してドライウェルスプレイ管より原子炉格納容器内にスプレイする

ことにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設

備（ペデスタル代替注水系）として使用する低圧原子炉代替注水槽は，以下の機能を有する。 

低圧原子炉代替注水槽は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を

防止するため，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプより，低圧原子炉代替注

水系及び残留熱除去系を経由してドライウェルスプレイ管より原子炉格納容器内にスプレイし，

格納容器スプレイ水がドライウェル床面から制御棒駆動機構搬出入口を通じて原子炉格納容器下

部へ流入することで，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部に十分な水量を蓄水するこ

とにより原子炉格納容器の破損を防止する設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安全設

備(低圧原子炉代替注水系)として使用する低圧原子炉代替注水槽は，以下の機能を有する。 

低圧原子炉代替注水槽は，炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部

への落下を遅延・防止するために設置する。 

系統構成は，低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプより，残留熱除去系を経

由して原子炉圧力容器へ注水することで溶融炉心を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠 

重大事故等時対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）で想定する各

事故シーケンスのうち，低圧原子炉代替注水槽の水量が最も少なくなる事故シーケンスは，高

圧・低圧注水機能喪失である。当該事故シーケンスにおいては，７日間で約 3600m3の水を使用

する。 

この淡水使用量に対して，低圧原子炉代替注水槽の最低貯水量 740m3/個が枯渇する前に，大

量送水車により代替淡水源（輪谷貯水槽（西１）及び（西２））の淡水を補給可能なため，低

圧原子炉代替注水槽の容量は 740m3/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量 740m3/個を上回る 1230m3/個とする。 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

低圧原子炉代替注水槽の使用圧力は，低圧原子炉代替注水槽が大気開放であることから静水

頭とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

低圧原子炉代替注水槽の使用温度は，主配管「低圧原子炉代替注水槽～低圧原子炉代替注水

ポンプ」の使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

低圧原子炉代替注水槽の容量が 740m3/個以上であれば，注水槽内の水が枯渇する前に代替淡

水源又は海水の補給が可能となり，低圧原子炉代替注水ポンプによる注水を中断することなく

実施可能であるため，低圧原子炉代替注水槽の個数は 1個とする。 
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名 称

低圧原子炉代替注水槽 

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 267.4 ／ 253.0 ／ 309.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水槽から低圧原子炉代替注水ポンプまでを接続する配管であり，

重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプにより原子

炉圧力容器に供給するため，又は原子炉格納容器にスプレイし原子炉格納容器下部に十分な水位

を確保するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１，Ｆ１，Ｆ２として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：静水頭

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，大気に開放している低圧原子炉

代替注水槽に接続するため，静水頭とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊

注記＊：低圧原子炉代替注水ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ１：253.0mm

伸縮継手接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ２：309.0mm 

伸縮継手の外径。 
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名 称

低圧原子炉代替注水ポンプ 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 ／ 208.0 ／ 284.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水ポンプから低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ラ

イン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，低圧原子炉代替注水槽の水

を低圧原子炉代替注水ポンプにより，あるいは外部水源を大量送水車により原子炉圧力圧力容器

に供給するため，又は低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉格納

容器にスプレイし原子炉格納容器下部に十分な水位を確保するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ２，Ｆ３，Ｆ４として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.92MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた

標準流速を目安に選定し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊

注記＊：低圧原子炉代替注水ポンプの定格流量 

(2) 継手

Ｆ３：208.0mm

伸縮継手接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ４：284.0mm 

伸縮継手の外径。 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流

部 

～ 

残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 ／ 185 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部から残留熱代替除去

系原子炉注水ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，低圧原子炉

代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプにより，あるいは外部水源を大量送水車により原子

炉圧力容器に供給するため，又は低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプにより

原子炉格納容器にスプレイし原子炉格納容器下部に十分な水位を確保するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外径の設

定根拠をＤ２として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.92MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 

Ｔ２：185℃ 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ２は，残留熱除去系の最高使用温度に

合わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊

注記＊：低圧原子炉代替注水ポンプの定格流量 
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名 称

残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 216.3 ／ 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部から低圧原子炉代替注水ポンプ出口ラ

イン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水源を大量送水車によ

り原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ２，Ｄ３，Ｄ４として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.92MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ２は，残留熱除去系の最高使用温度に

合わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，216.3mm，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊1

Ｄ３ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊1 ＊3

Ｄ４ 114.3 8.6 100 0.00741 ＊1 ＊2

注記＊1：低圧原子炉代替注水ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で� m/s）を下回るため

問題ない。 

＊3：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（ステンレス鋼で m/s）を下回

るため問題ない。 
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名 称

低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部から低圧原子炉代替注水ポンプ注水

ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水源を大量送水車に

より原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ４として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.92MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ２は，残留熱除去系の最高使用温度に

合わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 114.3 8.6 100 0.00741 ＊1 ＊2

注記＊1：低圧原子炉代替注水ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回るため

問題ない。 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南） 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 ／ 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）から低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（南）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水

源を大量送水車により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設

定根拠をＤ５として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.5－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ３は，重大事故等時における大量送

水車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

Ｐ２：3.92MPa 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における大量送水車による原子炉圧力容器への必要注水流量 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西） 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合

流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）から低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部

水源を大量送水車により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ５として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.5－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ３は，重大事故等時における大量送

水車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における大量送水車による原子炉圧力容器への必要注水流量 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合

流部 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 ／ 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 ／ 185 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部から低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備

として，外部水源を大量送水車により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ５，Ｄ６として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.5－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ３は，重大事故等時における大量送

水車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

Ｐ２：3.92MPa 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 

Ｔ２：185℃ 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ２は，残留熱除去系の最高使用温度に合

わせ，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

Ｄ６ 114.3 8.6 100 0.00741 ＊

注記＊：重大事故等時における大量送水車による原子炉圧力容器への必要注水流量 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流

部 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン

合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部から低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設

備として，外部水源を大量送水車により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ６として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.5－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.92MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，重大事故等時における低圧原子

炉代替注水ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ２は，残留熱除去系の最高使用温度に

合わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 114.3 8.6 100 0.00741 ＊

注記＊：重大事故等時における大量送水車による原子炉圧力容器への必要注水流量 
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名 称

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内） 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合

流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）から低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外

部水源を大量送水車により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ５として以下に示す。 

低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様を表4.5－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力Ｐ３は，重大事故等時における大量送

水車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水である

ため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた標準

流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における大量送水車による原子炉圧力容器への必要注水流量 
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表 4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

低圧原子炉代替注水槽 

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

静水頭＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

267.4 Ｄ１ 

253.0 Ｆ１ 

309.0 Ｆ２ 

267.4 ― 

267.4 

/216.3 
― 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（南）ライン

合流部 

3.92＊ Ｐ２ 66＊ Ｔ１ 

216.3 

/165.2 
― 

216.3 ― 

216.3 Ｄ２ 

216.3 

/216.3 

/216.3 

― 

216.3 

/－ 

/216.3 

― 

216.3 Ｄ２ 

208.0 Ｆ３ 

284.0 Ｆ４ 

低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（南）ライン

合流部 

～ 

残留熱代替除去系原子炉注

水ライン合流部 3.92＊ Ｐ２ 

66＊ Ｔ１ 

216.3 

/216.3 

/114.3 

― 

216.3 ― 

216.3 Ｄ２ 

185＊ Ｔ２ 

216.3 Ｄ２ 

216.3 ― 

216.3 

/216.3 

/－ 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

残留熱代替除去系原子炉注

水ライン合流部 

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

出口ライン合流部 

3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

216.3 

/216.3 

/114.3 

― 

216.3 Ｄ２ 

216.3 ― 

216.3 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ３ 

114.3 ― 

114.3 Ｄ４ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

出口ライン合流部 

～ 

低圧原子炉代替注水ポンプ

注水ライン合流部 

3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

114.3 

/－ 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ４ 

114.3 ― 

216.3 

/114.3 
― 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（南） 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（南）ライン合流

部 

2.45＊ Ｐ３ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ５ 

3.92＊ Ｐ２ 66＊ Ｔ１ 
114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西） 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（屋内）ライン合

流部 

2.45＊ Ｐ３ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.3－1 低圧原子炉代替注水系主配管の設計仕様表（その３） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（屋内）ライン合

流部 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）ライン合流

部 

2.45＊ Ｐ３ 66＊ Ｔ１ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ５ 

114.3 Ｄ６ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）ライン合流

部 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（西）注水ライン

合流部 

3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

114.3 

/－ 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ６ 

114.3 ― 

216.3 

/114.3 
― 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（屋内） 

～ 

低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（屋内）ライン合

流部 

2.45＊ Ｐ３ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 
大量送水車出口ライン送水用 

10mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.60 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 150A 

個 数 ― 62（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，以下を接続するホースであり，重大事故等対処設備として大量送水車により

淡水又は海水を原子炉圧力容器，原子炉格納容器又は原子炉圧力容器下部へ注水又はスプレ

イするために設置する。

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホースと低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（屋内）

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホースと格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（屋内）

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホースとペデスタル代替注水系（可搬型）

接続口（屋内）

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.60MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解

析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃

を上回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選

定する。 

大量送水車の 2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である，150A（呼び径）を本

ホースの外径とする。

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として大量送水車により淡水又は海水を原子炉

圧力容器，原子炉格納容器又は原子炉圧力容器下部へ注水又はスプレイするための必要な本

数であり，2セット 62本に，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保守点検によ
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る待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバックアップ用として予備 1本とし，分

散して保管する。 
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6. 原子炉冷却材補給設備

6.1 原子炉隔離時冷却系 

名 称 原子炉隔離時冷却ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(99) 

揚 程 m 高圧時 以上(918) ／ 低圧時 以上(128) 

最高使用圧力 MPa 吸込側 1.37 ／ 吐出側 11.3 

最高使用温度 ℃ 66（100） 

原 動 機 出 力 kW/個 550 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

原子炉冷却系統施設のうち原子炉冷却材補給設備として使用する原子炉隔離時冷却ポンプ

は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，原子炉停止後何らかの原因で復水・

給水が停止した場合に，サプレッションチェンバのプール水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉

圧力容器に注水することで原子炉水位を維持することを目的に設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原子

炉隔離時冷却系）として使用する原子炉隔離時冷却ポンプは，以下の機能を有する。 

原子炉隔離時冷却ポンプは，重大事故等時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であ

って，設計基準対象施設が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷を防止するため，原子炉圧力容器にサプレッションチェンバのプール水を注水して原子炉水

位を維持することを目的とする。 

また，全交流電源喪失時に蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッションチェンバのプール

水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却することを目的とする。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を水源とした原子炉隔離時冷却ポンプによ

り原子炉圧力容器へ注水し，炉心を冷却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量は，原子炉停止 分後の

崩壊熱による蒸気流出量を補うために必要となる水量 m3/h に原子炉隔離時冷却系補機へ

の冷却水量 m3/hを加えた m3/h以上とする。 

上記から，原子炉隔離時冷却ポンプの容量は，上記を上回るものとし， m3/h以上とする。 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設

と同設計条件で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十「3. 炉心損傷防止対策

の有効性評価」）に使用しているため， m3/h以上とする。 

  公称値については， ，99m3/hとする。 

2. 揚程の設定根拠

原子炉隔離時冷却ポンプは，原子炉と水源との差圧が ～ MPa のときに原子炉圧力

容器に m3/hの注水と，原子炉隔離時冷却系補機に m3/hの通水ができるように設計する。 

（1）高圧時 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの高圧時の揚程は，原子炉圧力

容器とサプレッションチェンバの圧力差，静水頭，配管・機器圧力損失を基に設定する。 

① 原子炉圧力容器とサプレッションチェンバの圧力差： m 

×106／(983×9.80665)＝ ≒ m 

MPa：逃がし安全弁の最低設定圧力を上回る値として設定 

密度：983kg/m3（60℃，飽和圧力） 

② 静水頭                    ： m 

ドローダウン後のサプレッションチェンバ最低水位 EL ～ 

原子炉水位高（レベル 8） EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計 ： m 
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【設 定 根 拠】（続き） 

上記から，高圧時の原子炉隔離時冷却ポンプの揚程は， m を上回る m 以上とす

る。 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施

設と同設計条件で有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十「3. 炉心損傷防止

対策の有効性評価」）に使用しているため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， m 以

上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 918mとする。 

（2）低圧時 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの低圧時の揚程は，原子炉圧力

容器とドライウェルの圧力差，静水頭，配管・機器圧力損失を基に設定する。 

① 原子炉圧力容器とサプレッションチェンバの圧力差     ： m 

×106／（983×9.80665）＝ ≒ m 

MPa：残留熱除去系停止時冷却モードの引継ぎ設定圧力 

密度：983kg/m3（60℃，飽和圧力） 

② 静水頭                    ： m 

ドローダウン後のサプレッションチェンバ最低水位 EL ～ 

原子炉水位高（レベル 8） EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 m 

④ ①～③の合計 ： m 

上記から，低圧時の原子炉隔離時冷却ポンプの揚程は， m を上回る m 以上とす

る。 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件で有効性評価解析（原子炉

設置変更許可申請書添付書類十「3. 炉心損傷防止対策の有効性評価」）に使用しているため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し， m以上とする。 

公称値については，要求される揚程を上回る 128mとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1)吸込側 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの吸込側の最高使用圧力は，主

配管「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」

の最高使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の吸込側の圧力は，主配管

「復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」の

使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

(2)吐出側 

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの吐出側の最高使用圧力は，静水

頭 MPa，締切揚程 MPaの合計が MPaとなることから，これを上回る圧力とし

て 11.3MPaとする。 

① 静水頭 ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：復水貯蔵タンクオーバーフロー水位 EL ～ 

ポンプ据付床レベル EL 

② 締切揚程 ： MPa 

×0.0980665＝ ≒ MPa 

 kg/cm2：原子炉隔離時冷却ポンプの締切揚程 

③ ①～②の合計 ： MPa 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，11.3MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの最高使用温度は，主配管「復水

貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」の最高使用

温度に合わせ，66℃とする。 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，主配管「復水貯蔵

タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）～原子炉隔離時冷却ポンプ」の使用温度に合

わせ，100℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉隔離時冷却ポンプの原動機出力は，下記の式により，

容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）   ＝1000 

g  ：重力加速度（m/s2）  ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s）  ＝99／3600 

Ｈ ：揚程（m）  ＝918 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

kW≒ ＝ 
100／

918
3600

99
9.80665100010

＝Ｐ

3-  








上記から，原子炉隔離時冷却ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，550kW/個 と

する。 

原子炉隔離時冷却ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，550kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

原子炉隔離時冷却ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器へ注水

し，原子炉水位を維持するために必要な個数である 1個を設置する。 

原子炉隔離時冷却ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 1 個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名 称

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）入口ラ

イン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） ／ 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） ／ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却系分岐部から高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）

入口ライン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉圧力容器で発生

した蒸気を駆動用蒸気タービンに導くために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を駆動用蒸気タービンに導くた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ１として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa（8.98MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用圧力に合わせ，8.98MPaとする。 

Ｐ２：8.62MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃（304℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧力

容器の使用温度に合わせ，304℃とする。 

Ｔ２：302℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重

大事故等時に使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場

合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流

速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉圧力容器低圧時における蒸気供給配管の設計流量 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）入口ラ

イン分岐部

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン入口側ドレン

ポット入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）入口ライン分岐部から原子炉

隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン入口側ドレンポット入口ライン分岐部までを接続する配管

であり，設計基準対象施設として，原子炉圧力容器で発生した蒸気を駆動用蒸気タービンに導く

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を駆動用蒸気タービンに導くた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：8.62MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：302℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉圧力容器低圧時における蒸気供給配管の設計流量 
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名 称

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン入口側ドレン

ポット入口ライン分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン入口側ドレンポット入口ライン分岐

部から原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービンまでを接続する配管であり，設計基準対象施

設として，原子炉圧力容器で発生した蒸気を駆動用蒸気タービンに導くために設置する。 

重大事故等対処設備としては，原子炉圧力容器で発生した蒸気を駆動用蒸気タービンに導くた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：8.62MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：302℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるた

め，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準

対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉圧力容器低圧時における蒸気供給配管の設計流量 
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名 称

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン出口側ドレン

ポット入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 184 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービンから原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用

蒸気タービン出口側ドレンポット入口ライン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施

設として，駆動用蒸気タービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバに排出するために設置

する。 

重大事故等対処設備としては，駆動用蒸気タービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバ

に排出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ２として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，原子炉隔離時冷却ポンプ

駆動用蒸気タービン排気圧力高（タービントリップ）設定値 MPa を上回る圧力とし，

0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：184℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，最高使用圧力の飽和温度以

上とし，184℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，184℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離

時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時

冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本

配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設

の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊1 ＊2

注記＊1：蒸気排気管の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 
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名 称

原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン出口側ドレン

ポット入口ライン分岐部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ラ

イン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 184 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却ポンプ駆動用蒸気タービン出口側ドレンポット入口ライン分岐

部から高圧原子炉代替注水ポンプ(駆動用蒸気タービン)出口ライン合流部までを接続する配管で

あり，設計基準対象施設として，駆動用蒸気タービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバ

に排出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，駆動用蒸気タービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバ

に排出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ２として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，原子炉隔離時冷却ポンプ

駆動用蒸気タービン排気圧力高（タービントリップ）設定値 MPa を上回る圧力とし，

0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：184℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，最高使用圧力の飽和温度以

上とし，184℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，184℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔離

時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時

冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本

配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設

の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊1 ＊2

注記＊1：蒸気排気管の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ラ

イン合流部

～ 

サプレッションチェンバ内排気管

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 184 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ（駆動用蒸気タービン）出口ライン合流部からサプレ

ッションチェンバ内排気管までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，駆動用蒸気タ

ービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバに排出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，駆動用蒸気タービンに供給した蒸気をサプレッションチェンバ

に排出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ２として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，原子炉隔離時冷却ポンプ

駆動用蒸気タービン排気圧力高（タービントリップ）設定値 MPa を上回る圧力とし，

0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：184℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，最高使用圧力の飽和温度

以上とし，184℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，184℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプのう

ち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの駆動に必要な容量を基に設定しており，重大事

故等時に使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の

容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考

慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊1 ＊2

注記＊1：蒸気排気管の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 
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名 称

原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

～ 

復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104 ／ 66（100） 

外 径 Mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却系ストレーナから復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔

離時冷却系）までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバの

プール水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉隔離時冷却ポンプにより原子炉圧力容器に供給するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を原子炉隔離時冷却ポンプ

により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，Ｐ５，最高使用温度の設定根拠をＴ４，Ｔ５，外

径の設定根拠をＤ３として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，原子炉格納容器の最高使

用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

Ｐ５：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，主配管「弁 MV221-1～復

水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）」の最高使用圧力に合わせ，1.37MPa

とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「弁

MV221-1～復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）」の使用圧力に合わせ，

1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ４：104℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ４は，サプレッションチェンバ

の最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉隔離

時冷却系ストレーナの使用温度に合わせ，104℃とする。 

Ｔ５：66℃（100℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，復水輸送系の最高使用温

度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時におけるサプレッシ

ョンチェンバのプール水温に合わせ，100℃とする。 



319 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプに必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷

却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本

配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施

設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊

注記＊：原子炉隔離時冷却ポンプの設計流量 
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名 称

復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系） 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66（100） 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）から原子炉隔離時冷却

ポンプまでを接続する配管であり，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール

水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉隔離時冷却ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を原子炉隔離時冷却ポンプ

により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ５，最高使用温度の設定根拠をＴ５，外径の設定根拠

をＤ３として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ５：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ５は，主配管「弁 MV221-1～復

水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）」の最高使用圧力に合わせ，1.37MPa

とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「弁

MV221-1～復水貯蔵タンク出口ライン合流部（原子炉隔離時冷却系）」の使用圧力に合わせ，

1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ５：66℃（100℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，復水輸送系の最高使用温

度に合わせ，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時におけるサプレッシ

ョンチェンバのプール水温に合わせ，100℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプに必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷

却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本

配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施

設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊

注記＊：原子炉隔離時冷却ポンプの設計流量 
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名 称

原子炉隔離時冷却ポンプ 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 11.3 ／ 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66（100） ／ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却ポンプから高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部までを

接続する配管であり，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプール水又は復水貯蔵

タンクの水を原子炉隔離時冷却ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を原子炉隔離時冷却ポンプ

により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ６，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ５，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ1として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ６：11.3MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ６は，原子炉隔離時冷却ポンプ

吐出側の最高使用圧力に合わせ，11.3MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉隔離

時冷却ポンプ吐出側の使用圧力に合わせ，11.3MPaとする。 

Ｐ２：8.62MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ５：66℃（100℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ５は，原子炉隔離時冷却ポンプ

の最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時におけるサプレッシ

ョンチェンバのプール水温に合わせ，100℃とする。 

Ｔ２：302℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する原子炉隔

離時冷却ポンプに必要な容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する原子炉隔離時冷

却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本

配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施

設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉隔離時冷却ポンプによる原子圧力炉容器への供給流量 
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名 称

高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部から原子炉隔離時冷却系合流部まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプール水又は復水貯

蔵タンクの水を原子炉隔離時冷却ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を原子炉隔離時冷却ポンプ

により原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様を表5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：8.62MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：302℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプに必要な容量を基に設定しており，重大事故

等時に使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考

慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉隔離時冷却ポンプによる原子炉圧力容器への供給流量 
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表 5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

原子炉隔離時冷却系分岐部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン）入

口ライン分岐部 

8.62 

（8.98＊） 
Ｐ１ 

302 

（304＊） 
Ｔ１ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

8.62 Ｐ２ 302 Ｔ２ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン）入

口ライン分岐部 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆

動用蒸気タービン入口側ド

レンポット入口ライン分岐

部 

8.62 Ｐ２ 302 Ｔ２ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

114.3 

/－ 

/114.3 

― 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆

動用蒸気タービン入口側ド

レンポット入口ライン分岐

部 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆

動用蒸気タービン 

8.62 Ｐ２ 302 Ｔ２ 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆

動用蒸気タービン 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ駆

動用蒸気タービン出口側ド

レンポット入口ライン分岐

部 

0.98 Ｐ３ 184 Ｔ３ 

267.4 Ｄ２ 

267.4 

/－ 

/267.4 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

原子炉隔離時冷却ポンプ駆

動用蒸気タービン出口側ド

レンポット入口ライン分岐

部 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン）出

口ライン合流部 

0.98 Ｐ３ 184 Ｔ３ 

267.4 Ｄ２ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

高圧原子炉代替注水ポンプ

（駆動用蒸気タービン）出

口ライン合流部 

～ 

サプレッションチェンバ内

排気管 

0.98 Ｐ３ 184 Ｔ３ 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

267.4 Ｄ２ 

267.4 ― 

267.4 ― 

原子炉隔離時冷却系ストレ

ーナ 

～ 

復水貯蔵タンク出口ライン

合流部（原子炉隔離時冷却

系） 

0.427 

(0.853＊) 
Ｐ４ 104 Ｔ４ 

165.2 

/165.2 

/165.2 

― 

165.2 Ｄ３ 

1.37 Ｐ５ 
66 

(100＊) 
Ｔ５ 

165.2 Ｄ３ 

165.2 Ｄ３ 

復水貯蔵タンク出口ライン

合流部（原子炉隔離時冷却

系） 

～ 

原子炉隔離時冷却ポンプ 
1.37 Ｐ５ 

66 

(100＊) 
Ｔ５ 

165.2 

/165.2 

/165.2 

― 

165.2 Ｄ３ 

165.2 

/165.2 

/－ 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 5.1－1 原子炉隔離時冷却系主配管の設計仕様表（その３） 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

原子炉隔離時冷却ポンプ 

～ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

出口ライン合流部 

11.3 Ｐ６ 
66 

(100＊) 
Ｔ５ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

8.62 Ｐ２ 302 Ｔ２ 
114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

高圧原子炉代替注水ポンプ

出口ライン合流部 

～ 

原子炉隔離時冷却系合流部 
8.62 Ｐ２ 302 Ｔ２ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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7. 原子炉補機冷却設備

7.1 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

名 称 原子炉補機冷却系熱交換器 

容量（設計熱交換量） MW/個 以上（ ） 

最高使用圧力 MPa 管側 0.98 ／ 胴側 1.37 

最高使用温度 ℃ 管側 40 ／ 胴側 85 

伝 熱 面 積 m2/個 以上( ) 

個 数 ― 6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

原子炉補機冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として残留熱除去系熱交換器，燃料プール

冷却系熱交換器，非常用ディーゼル発電設備等を冷却する原子炉補機冷却水を海水で冷却する

ために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）として使用する原子炉補機冷却系熱交換器は，下記の機能を有する。 

原子炉補機冷却系熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送する

ために設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉

補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却系熱

交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を残留熱除去系熱交換器，燃料プール冷却系熱交換器，

非常用ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷却除去できる設計とす

る。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系熱交換器の容量は，定格出力運転時に原

子炉補機海水温度 ℃において ℃の原子炉補機冷却水を供給可能な容量とし，定格出力運

転時における原子炉補機冷却系熱交換器の容量は， MW/3個であることから，これを上回

る容量として， MW/3個以上とする。したがって，熱交換器 1個当たりの容量（設計交換

熱量）は MW/個以上となる。 

原子炉補機冷却系熱交換器の重大事故等時における容量（設計交換熱量）は，重大事故等時

も原子炉補機海水温度 ℃において ℃の原子炉補機冷却水を供給できることを確認して

いることから設計基準対象施設と同仕様で設計し， MW/個以上とする。 

公称値については，要求される容量と同じ MW/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 管側

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系熱交換器の管側の最高使用圧力は，主

配管「原子炉補機海水ストレーナ〜原子炉補機冷却系熱交換器」の最高使用圧力に合わせ，

0.98MPaとする。 

原子炉補機冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の管側の圧力は，設計基

準対象施設と同様の仕様方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.98MPa と

する。 

(2) 胴側

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系熱交換器の胴側の最高使用圧力は，主

配管「A，C-原子炉補機冷却水ポンプ〜A-1，A-2，A-3原子炉補機冷却系熱交換器」及び主配

管「B，D-原子炉補機冷却水ポンプ〜B-1，B-2，B-3原子炉補機冷却系熱交換器」の最高使用

圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

原子炉補機冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の胴側の圧力は，設計基

準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPa と

する。 



331 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用温度の設定根拠

(1) 管側

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系熱交換器の管側の最高使用温度は，主

配管「原子炉補機海水ストレーナ〜原子炉補機冷却系熱交換器」の最高使用温度に合わせ，

40℃とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の管側の温度は，重大事

故等時における主配管「原子炉補機海水ストレーナ〜原子炉補機冷却系熱交換器」の使用温

度に合わせ，40℃とする。 

(2) 胴側

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系熱交換器の胴側の最高使用温度は，原

子炉浄化系非再生熱交換器出口冷却水温が，原子炉浄化系のブロー運転時 ℃まで上昇す

る可能性があるため，最高使用温度は ，85℃とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器の胴側を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基

準対象施設として使用する場合の原子炉浄化系のブロー運転時の温度を超えることは無い

ため，設計基準対象施設と ，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 伝熱面積の設定根拠

設計基準対象施設として使用する場合の原子炉補機冷却系熱交換器の伝熱面積は，設計熱交

換量 MW/個を満足するために必要な最小伝熱面積を基に設定する。 

原子炉補機冷却系熱交換器の伝熱面積は，メーカの設計段階にて確認している必要な最小伝

熱面積が m2/個であることから，これを上回る伝熱面積として，  m2/個以上とする。 

原子炉補機冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積は，重大事故等

時の容量が設計基準対象施設の容量と同仕様であるため，設計基準対象施設として使用する場

合の伝熱面積と変わらない。 

以上により，設計基準対象施設と同仕様とし， m2/個以上とする。 

公称値については，要求される伝熱面積である  m2/個を上回る m2/個とする。 

5. 個数の設定根拠

原子炉補機冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として原子炉補機冷却系に接続されている

各補機で発生した熱負荷を除去するために必要な個数として A 系，B 系独立した 2 系列に各 3

個，合計 6個設置する。 

原子炉補機冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として 6個設置しているものを重大事故等

対処設備として使用する。 
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名 称 原子炉補機冷却水ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上（1680） 

揚 程 m 以上（57） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

原 動 機 出 力 kW/個 360 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

原子炉補機冷却水ポンプは，設計基準対象施設として原子炉補機冷却水を残留熱除去系熱交

換器，燃料プール冷却系熱交換器，非常用ディーゼル発電設備等へ供給するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）として使用する原子炉補機冷却水ポンプは，下記の機能を有する。 

原子炉補機冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送す

る機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉

補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却系熱

交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を残留熱除去系熱交換器，燃料プール冷却系熱交換

器，非常用ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷却除去できる設計

とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却水ポンプの容量は，原子炉補機冷却水ポン

プ 1 個当たりの原子炉補機冷却水流量が最大となる通常運転時の補機冷却水流量である

m3/h/個を上回る容量として， m3/h/個以上とする。 

公称値については， 1680m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却水ポンプの揚程は，圧力損失が最大となる

MGセットを冷却する配管ルートで，原子炉補機冷却水ポンプ 2個で機器圧損，弁類圧損を基に

設計する。 

① 機器圧力損失 ： m 

② 配管・弁類圧力損失 ： m  

③ ①～②の合計   ： m 

上記から，原子炉補機冷却水ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

原子炉補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については， 57mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却水ポンプの最高使用圧力は，静水頭

MPaと原子炉補機冷却水ポンプの締切運転時の揚程 MPaの合計が MPaとなるこ

とから，これを上回る圧力とし，1.37MPaとする。 

① 静水頭            ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：原子炉補機冷却系サージタンクオーバーフロー水位 EL ～ 

原子炉補機冷却水ポンプ設置レベル EL  

②  締切揚程           ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：原子炉補機冷却水ポンプの締切揚程 

③ ①～②の合計         ： MPa 

原子炉補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却水ポンプの最高使用温度は，原子炉浄化系

非再生熱交換器出口冷却水温が，原子炉浄化系のブロー運転時 ℃まで上昇する可能性があ

るため，最高使用温度は ，85℃とする。 

原子炉補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設

として使用する場合の原子炉原子炉浄化系のブロー運転時の温度を超えることはないため，設

計基準対象施設と ，85℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

原子炉補機冷却水ポンプの原動機出力は，下記の式により，容量及び揚程を考慮して決定す

る。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）  ＝1000 

g  ：重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s） ＝1680／3600 

Ｈ ：揚程（m） ＝57 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

kW≒ ＝　 
100／

57
3600

1680
9.80665100010

＝Ｐ

3-  








上記から，原子炉補機冷却水ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，360kW/個 

とする。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，360kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

原子炉補機冷却水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として原子炉補機冷却系に接

続されている各補機へ冷却水を供給するために必要な個数として A 系，B 系独立した 2 系列に

各 2個，合計 4個設置する。 

原子炉補機冷却水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 4 個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 原子炉補機海水ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上（2040） 

揚 程 m 以上（50） 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 410 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

原子炉補機海水ポンプは，設計基準対象施設として取水槽から海水を揚水し，原子炉補機冷

却系熱交換器へ海水を供給するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）として使用する原子炉補機海水ポンプは，下記の機能を有する。 

原子炉補機海水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクに熱を輸送する

機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷

が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉

補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却系熱

交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を残留熱除去系熱交換器，燃料プール冷却系熱交換器，

非常用ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷却除去できる設計とす

る。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ポンプの容量は，原子炉冷却材喪失時に発

生する最大熱負荷を 1 系列当たり 3 個の原子炉補機冷却系熱交換器で除去するのに必要な

m3/hの海水を 2個の原子炉補機海水ポンプで供給することを考慮し， m3/h/個以上と

する。 

原子炉補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

公称値については， 2040m3/h/個とする。 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ポンプの揚程は，下記を考慮する。

① 水源と送水先との差圧 ：0m（ともに大気圧のため） 

② 静水頭 ： m 

取水槽想定最低水位 EL ～放水槽水位 EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計  m 

④ ①～③の合計 ： m 

  上記から，原子炉補機海水ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

原子炉補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については， 50mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ポンプの最高使用圧力は，水頭差 MPa

と原子炉補機海水ポンプの締切運転時の揚程 MPa の合計が MPa となることから，こ

れを上回る圧力とし，0.98MPaとする。 

① 静水頭   ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：最高潮位 EL ～原子炉補機海水ポンプ吸込レベル EL 

② 締切揚程  ： MPa 

× ×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：原子炉補機海水ポンプの締切揚程 

kg/m3：海水密度（約 ℃ 海水）＊ 

③ ①～②の合計： MPa

注記＊：海水密度は，ASME POWER TEST CODES 12.2 1998 記載の全塩分 ％時の値 

から ℃相当の値を内挿（線形補完）した値 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ポンプの最高使用温度は，設計海水温度

（ ℃）において，最大熱負荷（格納容器冷却モード）を考慮した原子炉熱交換器出口最高温

度 ℃）を上回る 40℃とする。 

原子炉補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ポンプの原動機出力は，下記の式により，

容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3）  ＝1025.6（9.5℃，海水） 

g ：重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s） ＝2040／3600 

Ｈ ：揚程（m） ＝50 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値）＝

　kW≒  ＝　 
100／

50
3600

2040
9.806651025.610

＝Ｐ

3-  








上記から，原子炉補機海水ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，410kW/個とす

る。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，410kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

原子炉補機海水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として取水槽から海水を揚水し，

原子炉補機冷却系熱交換器へ海水を供給するために必要な個数として A 系，B 系独立した 2 系

列に各 2個，合計 4個設置する。 

原子炉補機海水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 4 個設置しているものを

重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 原子炉補機冷却系サージタンク 

容 量 m3/個 以上（11） 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 66 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

原子炉補機冷却系サージタンクは，設計基準対象施設として原子炉補機冷却水の温度変化に

伴う体積膨張分の吸収，各部からの漏えい冷却水の補給及び原子炉補機冷却水ポンプ押込圧力

の確保のために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）として使用する原子炉補機冷却系サージタンクは，下記の機能を有する。 

原子炉補機冷却系サージタンクは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，原子炉補機冷却系サージタンクにより原子

炉補機冷却水ポンプの押込圧力を確保し，原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉補機冷却

系熱交換器へ供給するとともに，原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器に

て熱交換した原子炉補機冷却水を残留熱除去系熱交換器，燃料プール冷却系熱交換器，非常用

ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷却除去できる設計とする。 

原子炉補機冷却系サージタンクは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために設置する。 

系統構成は，原子炉補機冷却系及び原子炉補機海水系の故障又は全交流動力電源の喪失によ

り，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチェンバ

への熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱交換設備を原

子炉補機冷却系に接続し，原子炉補機冷却系サージタンクにより移動式代替熱交換設備淡水ポ 
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【設 定 根 拠】（続き） 

ンプの押込圧力を確保するとともに，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水

を供給することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸

送できる設計とする。 

原子炉補機冷却系サージタンクは，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料

プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において

燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために，移動式代替熱

交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，原子炉補機冷却系サージタンクにより移動式代替熱交

換設備淡水ポンプの押込圧力を確保するとともに，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換

設備に海水を供給することで，燃料プール冷却系熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃が

し場である海へ輸送できる設計とする。 

原子炉補機冷却系サージタンクは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，原子炉補機冷却系サージ

タンクにより移動式代替熱交換設備淡水ポンプの押込圧力を確保するとともに，大型送水ポン

プ車により移動式代替熱交換設備に海水を供給することで，残留熱除去系熱交換器で発生した

熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系サージタンクの容量は，温度変化に伴う

体積膨張分を吸収するために必要な量 m3，原子炉補機冷却系常用系配管の破断から遮断弁

全閉までの系外漏えい水量 m3，補給水停止時の系統水リーク量 m3 の合計値を上回る

ものとし， m3/個以上とする。 

公称値については， 11m3/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系サージタンクの最高使用圧力は，原子炉

補機冷却系サージタンクが開放タンクであるため静水頭とする。 

原子炉補機冷却系サージタンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，静水頭とする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機冷却系サージタンクの最高使用温度は，原子

炉建物の最高雰囲気温度に合わせ，66℃とする。 

原子炉補機冷却系サージタンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 

4. 個数の設定根拠

原子炉補機冷却系サージタンクは，設計基準対象施設として原子炉補機冷却水の温度変化に

伴う体積膨張分の吸収するために必要な個数である各系列に 1個，合計 2個設置する。 

原子炉補機冷却系サージタンクは，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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名 称 原子炉補機海水ストレーナ 

容 量 m3/h/個 以上（4080） 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

原子炉補機海水ストレーナは，設計基準対象施設として海水に含まれる異物を除去すること

によって，下流に設置されている原子炉補機冷却系熱交換器の性能低下を防止することを目的

に設置する。 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）として使用する原子炉補機海水ストレーナは，下記の機能を有する。 

原子炉補機海水ストレーナは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい

損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めに設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機海

水ストレーナを経由し，海水を原子炉補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，原子炉補機冷

却水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて熱交換器した原子炉補機冷却水を残留熱除去

系熱交換器，燃料プール冷却系熱交換器，非常用ディーゼル発電設備等へ供給することで各負

荷で発生する熱を冷却除去できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ストレーナの容量は，原子炉補機海水ポン

プの容量に合わせ， m3/h/個以上とする。 

原子炉補機海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個以上とす

る。 

公称値については， 4080m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ストレーナの最高使用圧力は，主配管「原

子炉補機海水ポンプ〜原子炉補機海水ストレーナ」の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

原子炉補機海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時に

おける主配管「原子炉補機海水ポンプ〜原子炉補機海水ストレーナ」の使用圧力に合わせ，

0.98MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する原子炉補機海水ストレーナの最高使用温度は，主配管「原

子炉補機海水ポンプ〜原子炉補機海水ストレーナ」の最高使用温度に合わせ，40℃とする。 

原子炉補機海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に

おける主配管「原子炉補機海水ポンプ〜原子炉補機海水ストレーナ」の使用温度に合わせ，40℃

とする。 

4. 個数の設定根拠

原子炉補機海水ストレーナは，設計基準対象施設として海水に含まれる異物を除去するため

に必要な個数として各系列に 1個とし，合計 2個設置する。 

重大事故等時に使用する原子炉補機海水ストレーナは，設計基準対象施設として 2 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 

A，C-原子炉補機冷却水ポンプ 

～ 

A-1，A-2，A-3原子炉補機冷却系熱交換器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 
406.4 ／ 508.0 ／ 711.2 ／ 723.8 ／ 517.6 ／ 

558.8 ／ 571.4 ／ 419.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A，C-原子炉補機冷却水ポンプと A-1，A-2，A-3 原子炉補機冷却系熱交換器を接

続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機

冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発

電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４として

下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mm，508.0mm，711.2mm，

558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ２ 508.0 9.5 500 0.18781 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

Ｄ５ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ２：517.6mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ３：571.4mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ４：419.0mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

A-1原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 ／ 419.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-1原子炉補機冷却系熱交換器と A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流

部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子

炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディー

ゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ５ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ４：419.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-2原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 ／ 419.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-2原子炉補機冷却系熱交換器と A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流

部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子

炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディー

ゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ５ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ４：419.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-3原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-3 原子炉補機冷却系熱交換器と A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原

子炉建物西側）を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水ポン

プにより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-

非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ６ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西

側） 

～ 

A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 ／ 558.8 ／ 571.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）と A-2 原子炉補機

冷却系熱交換器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子

炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却

系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器及び

A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，Ｄ６，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mm，406.4mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

Ｄ６ 406.4 12.7 400 0.11401 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～ 

A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 ／ 711.2 ／ 723.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部と A-1原子炉補機冷却系熱交換

器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水

ポンプにより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及

び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器及び

A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，Ｄ４，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mm，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ３：571.4mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～ 

A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 723.8 ／ 711.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部と A-残留熱除去系熱交換器入口

ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水ポンプ

により原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器及び

A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

～ 

A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 723.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部と A-原子炉補機冷却系サージタンク

出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去系熱交換器, 

A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷

却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び

A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を A，C-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給，又は A-残留熱除去系熱交換器及び A-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原

子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，継手の外径の

設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

～ 

A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 723.8 ／ 711.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部と A-原子炉補機冷却系サージタンク

出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去系熱交換器, 

A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷

却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び

A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を A，C-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給，又は A-残留熱除去系熱交換器及び A-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原

子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

～ 

A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 517.6 ／ 508.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部と A-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物西側）を接続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去

系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した

原子炉補機冷却水を A-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び

A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を A-原子炉補機冷却水ポンプ

へ供給，又は A-残留熱除去系熱交換器及び A-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子

炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２，継手の外径の設定根拠をＦ２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２ 508.0 9.5 500 0.18781 

(2) 継手

Ｆ２：517.6mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西

側） 

～ 

A-原子炉補機冷却水ポンプ

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 508.0 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）と A-原子炉補機冷

却水ポンプを接続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去系熱交換器, A-燃

料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水

を A-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び

A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を A-原子炉補機冷却水ポンプ

へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２，Ｄ７として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0mm，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２ 508.0 9.5 500 0.18781 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 
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名 称 

A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

～ 

C-原子炉補機冷却水ポンプ

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 723.8 ／ 711.2 ／ 508.0 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部と C-原子炉補機冷却水ポンプを接

続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系

熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を C-原子炉補機

冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び

A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を C-原子炉補機冷却水ポンプ

へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２，Ｄ３，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0mm，711.2mm，457.2mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２ 508.0 9.5 500 0.18781 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-原子炉補機冷却系サージタンク

～ 

A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-原子炉補機冷却系サージタンクと A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライ

ン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A-原子炉補機冷却系サージタンク

により原子炉補機冷却水の温度変化に伴う体積膨張，各部からの漏えい冷却水の補給及び A-

原子炉補機冷却水ポンプの押込圧力を確保するための原子炉補機冷却水を原子炉補機冷却系

へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては A-原子炉補機冷却系サージタンクにより原子炉補機冷却水の

温度変化に伴う体積膨張，各部からの漏えい冷却水の補給，A-原子炉補機冷却水ポンプ及び

移動式代替熱交換設備淡水ポンプの押込圧力を確保するための原子炉補機冷却水を原子炉補

機冷却系へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ８として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

Ｄ８：165.2mm

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 
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名 称 

B-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

～ 

B-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 723.8 ／ 711.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部と B-原子炉補機冷却系サージタンク

出口ライン合流部する配管であり，設計基準対象施設として B-残留熱除去系熱交換器, B-燃

料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水

を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び

B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

B-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

～ 

B，D-原子炉補機冷却水ポンプ 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 711.2 ／ 723.8 ／ 517.6 ／ 508.0 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部と B，D-原子炉補機冷却水ポ

ンプを接続する配管であり，設計基準対象施設として B-残留熱除去系熱交換器, B-燃料プー

ル冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，

D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び

B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２，Ｄ３，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0mm，711.2mm，457.2mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２ 508.0 9.5 500 0.18781 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ２：517.6mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

B，D-原子炉補機冷却水ポンプ 

～ 

B-1，B-2，B-3原子炉補機冷却系熱交換器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 
406.4 ／ 508.0 ／ 711.2 ／ 723.8 ／ 517.6 ／ 

558.8 ／ 571.4 ／ 419.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B，D-原子炉補機冷却水ポンプと B-1，B-2，B-3原子炉補機冷却系熱交換器を接

続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機

冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発

電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３，Ｄ４，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４として

下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mm，508.0mm，711.2mm，

558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ２ 508.0 9.5 500 0.18781 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

Ｄ５ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ２：517.6mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ３：571.4mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ４：419.0mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 



381 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称 

B-1原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 ／ 419.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-1原子炉補機冷却系熱交換器と B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流

部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子

炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディー

ゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ５ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ４：419.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-2原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 ／ 419.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-2原子炉補機冷却系熱交換器と B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流

部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子

炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディー

ゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ５，継手の外径の設定根拠をＦ４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ５ 406.4 12.7 400 0.11401 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ４：419.0mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-3原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-3 原子炉補機冷却系熱交換器と B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原

子炉建物西側）を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポン

プにより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-

非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西

側） 

～ 

B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 ／ 558.8／ 571.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）と B-2 原子炉補機

冷却系熱交換器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子

炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却

系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器及び

B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mm，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～ 

B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 ／ 711.2 ／ 723.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部と B-1原子炉補機冷却系熱交

換器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補

機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷

却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器及び

B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，Ｄ４，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mm，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ３：571.4mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～ 

B-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 723.8 ／ 711.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部と B-残留熱除去系熱交換器入

口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却

水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱

交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器及び

B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ３ 711.2 12.7 700 0.36939 

(2) 継手

Ｆ１：723.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

B-原子炉補機冷却系サージタンク

～ 

B-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-原子炉補機冷却系サージタンクと B-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライ

ン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B-原子炉補機冷却系サージタンク

により原子炉補機冷却水の温度変化に伴う体積膨張，各部からの漏えい冷却水の補給及び A-

原子炉補機冷却水ポンプの押込圧力を確保するための原子炉補機冷却水を原子炉補機冷却系

へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては B-原子炉補機冷却系サージタンクにより原子炉補機冷却水の

温度変化に伴う体積膨張，各部からの漏えい冷却水の補給，B-原子炉補機冷却水ポンプ及び移

動式代替熱交換設備淡水ポンプの押込圧力を確保するための原子炉補機冷却水を原子炉補機

冷却系へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ８として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

Ｄ８：165.2mm

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 
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名 称 

A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部と A-燃料プール冷却系熱交換器入

口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却

水ポンプにより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱

交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器及び

A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

～ 

A-残留熱除去系熱交換器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 466.8 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部と A-残留熱除去系熱交換器を

接続する配管であり，設計基準対象施設として A，C-原子炉補機冷却水ポンプにより

原子炉補機冷却水を A-残留熱除去系熱交換器へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-残

留熱除去系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を A-

残留熱除去系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，継手の外径の設定根拠をＦ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ５：466.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-残留熱除去系熱交換器

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 457.2 ／ 558.8 ／ 571.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-残留熱除去系熱交換器と A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部を

接続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去系熱交換器にて熱交換し

た原子炉補機冷却水を A,C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を

A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は A-残留熱除去系熱交換器にて熱交換した原子炉補

機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使

用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mm，457.2mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

～ 

A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部と A-残留熱除去系熱交換器出

口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A-残留熱除去系熱交

換器, A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換し

た原子炉補機冷却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却系熱交換器及び

A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を A，C-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給，又は A-残留熱除去系熱交換器及び A-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原

子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン

分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 ／ 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部と A-非常用ディーゼル発電設

備潤滑油冷却器入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，

C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を A-燃料プール冷却系熱交換器及

び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-燃

料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設備へ供給，又は移動式代替熱交換設備

淡水ポンプより原子炉補機冷却水を A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4mm，558.8mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン

分岐部 

～ 

A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン

分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部と A-中央制御室

空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設

として A，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を A-燃料プール冷却系熱

交換器へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-燃

料プール冷却系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水

を A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ９として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，318.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ９ 318.5 10.3 300 0.06970 
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名 称 

A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン

合流部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ラ

イン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合流部とA-非常用ディー

ゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設

としてA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉補機冷却

水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１０として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１０ 355.6 11.1 350 0.08730 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ラ

イン合流部

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 355.6 ／ 371.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部とA-燃料プー

ル冷却系熱交換器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてA-燃料

プール冷却系熱交換器及びA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を

A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A-燃料プール冷却系熱交換器及び A-非常用ディーゼル発電設

備にて熱交換した原子炉補機冷却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は A-燃料プー

ル冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１０，Ｄ１１，継手の外径の設定根拠をＦ６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１０ 355.6 11.1 350 0.08730 

Ｄ１１ 355.6 11.1 350 0.08730 

(2) 継手

Ｆ６：371.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン

分岐部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

入口ライン分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部とA-非常用ディー

ゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準

対象施設としてA，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をA-非常用ディーゼル

発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

入口ライン分岐部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

入口ライン分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入口ライン分岐部とA-

非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入口ライン分岐部を接続する配管であ

り，設計基準対象施設としてA，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をA-非常

用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 



414 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

入口ライン分岐部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入口ライン分岐部と A-

非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器を接続する配管であり，設計基準対象施設として A，

C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を A-非常用ディーゼル発電設備へ供給す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１３ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

入口ライン分岐部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入口ライン分岐部とA-

非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）を接続する配管であり，設計基準対象

施設としてA，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をA-非常用ディーゼル発電

設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8 mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

入口ライン分岐部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入口ライン分岐部とA-

非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）を接続する配管であり，設計基準対象

施設としてA，C-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をA-非常用ディーゼル発電

設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器とA-非常用ディーゼル発電設備１次

水冷却器を接続する配管であり，設計基準対象施設としてA，C-原子炉補機冷却水ポンプによ

り原子炉補機冷却水をA-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１３ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン

合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器とA-非常用ディーゼル発電設備１次

水冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてA-非常用ディー

ゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するた

めに設置する。 

 重大事故等対処設備としては， A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷

却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１３ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン

合流部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン合流部とA-非常用ディー

ゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準

対象施設としてA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉

補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては， A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷

却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１として下記に示

す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

出口ライン合流部 

～ 

A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン

合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）出口ライン合流部とA-

中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準

対象施設としてA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉

補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

出口ラインレジューサ 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）とA-非常用ディーゼル

発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）出口ラインレジューサを接続する配管であり，設計基準

対象施設としてA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉

補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては， A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷

却水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8 mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

出口ラインレジューサ 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン

合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）出口ラインレジューサ

とA-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計

基準対象施設としてA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原

子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）とA-非常用ディーゼル

発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象

施設としてA-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉補機

冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，A-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8 mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン

分岐部 

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 ／ 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部とA-燃料プール冷

却系熱交換器を接続する配管であり，設計基準対象施設としてA，C-原子炉補機冷却水ポンプ

により原子炉補機冷却水をA-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，A，C-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を A-燃

料プール冷却系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水

を A-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１５，Ｄ１６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mm，216.3mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

A-燃料プール冷却系熱交換器

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ラ

イン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，A-燃料プール冷却系熱交換器とA-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器

出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてA-燃料プール冷却系熱交

換器にて熱交換した原子炉補機冷却水をA，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置

する。 

 重大事故等対処設備としては，A-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却

水を A，C-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は A-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した

原子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１５，Ｄ１６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mm，216.3mm

とする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１６ 216.3 8.2 200 0.03138 



439 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称 

B-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部とB-燃料プール冷却系熱交換器入口

ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB，D-原子炉補機冷却水ポンプ

により原子炉補機冷却水をB-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及びB-非

常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給，

又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残留熱除去系熱交換器及び

B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ３：571.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

～ 

B-残留熱除去系熱交換器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 466.8 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部とB-残留熱除去系熱交換器を接

続する配管であり，設計基準対象施設としてB，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機

冷却水をB-残留熱除去系熱交換器へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-残

留熱除去系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を B-

残留熱除去系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，継手の外径の設定根拠をＦ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ５：466.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-残留熱除去系熱交換器

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 457.2 ／ 558.8 ／ 571.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-残留熱除去系熱交換器とB-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部を接

続する配管であり，設計基準対象施設としてB-残留熱除去系熱交換器にて熱交換した原子炉

補機冷却水をB，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を

B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は B-残留熱除去系熱交換器にて熱交換した原子炉補

機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mm，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ３：571.4 mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

～ 

B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 571.4 ／ 558.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部とB-原子炉補機代替冷却戻りラ

イン分岐部（原子炉建物西側）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB-残留熱除

去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及びB-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換し

た原子炉補機冷却水をB，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び

B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給，又は B-残留熱除去系熱交換器及び B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原

子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ３：571.4 mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西

側） 

～ 

B-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 558.8 ／ 571.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）とB-残留熱除去系

熱交換器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB-残留熱除去系

熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及びB-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原

子炉補機冷却水をB，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷却系熱交換器及び

B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポン

プへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，継手の外径の設定根拠をＦ３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

(2) 継手

Ｆ３：571.4 mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名   称 

B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン

分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外    径 mm 571.4 ／ 558.8 ／ 457.2  ／ 466.8 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本配管は，B-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部とB-非常用ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB，D-原子炉

補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をB-燃料プール冷却系熱交換器及びB-非常用ディ

ーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-燃

料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備へ供給，又は移動式代替熱交換設備

淡水ポンプより原子炉補機冷却水を B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ３，Ｆ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：1.37MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，558.8mm，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 558.8 12.7 550 0.22346 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ３：571.4 mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ５：466.8 mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン

分岐部 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 466.8 ／ 457.2 ／ 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部とB-原子炉補機代

替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南側）を接続する配管であり，設計基準対象施設とし

てB，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をB-燃料プール冷却系熱交換器へ供

給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-燃

料プール冷却系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水

を B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ６，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4 mm，457.2mmとする。 

  項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

Ｄ６ 406.4 12.7 400 0.11401 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ５：466.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南

側） 

～ 

原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南側）と原子炉浄化系補

助熱交換器入口ライン分岐部（胴側）を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB，D-

原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をB-燃料プール冷却系熱交換器へ供給する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-燃

料プール冷却系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水

を B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4 mmとする。 

  項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側） 

～ 

B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン

分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側）とB-中央制御室空調換気

設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB，D-

原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水をB-燃料プール冷却系熱交換器へ供給する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-燃

料プール冷却系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水

を B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，406.4 mmとする。 

  項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 406.4 12.7 400 0.11401 ＊

注記＊：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン

合流部 

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 457.2 ／ 466.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合流部とB-燃料プール冷

却系熱交換器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設としてB-燃料プー

ル冷却系熱交換器及びB-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水をB，D-

原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設

備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は B-残留熱除

去系熱交換器及び B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を移動式代

替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，継手の外径の設定根拠をＦ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2 mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

 (m/s) 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ５：466.8 mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分

岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

入口ライン分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 277.4 ／ 267.4  

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部と B-非常用ディーゼ

ル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計基準対象施

設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-非常用ディーゼル発電設備

へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-非常

用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１５，Ｄ１７，継手の外径の設定根拠をＦ７として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

 項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１７ 267.4 9.3 250 0.04862 

(2) 継手

Ｆ７：277.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入

口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入

口ライン分岐部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入口ライン分岐部と B-非常

用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入口ライン分岐部を接続する配管であり，設計

基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-非常用ディーゼ

ル発電設備へ供給するために設置する。

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-非常

用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

入口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

 本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入口ライン分岐部と B-非

常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-

原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-非常用ディーゼル発電設備へ供給するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-非常

用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱

交換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

 (m/s) 

Ｄ１６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

入口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）入口ライン分岐部と B-非

常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）を接続する配管であり，設計基準対象施設

として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-非常用ディーゼル発電設備

へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-非常

用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

入口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）入口ライン分岐部と B-非

常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）を接続する配管であり，設計基準対象施設

として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補機冷却水を B-非常用ディーゼル発電設備

へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-非常

用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

 本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を基

に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流量

と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し

選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器と B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却

器を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプにより原子炉補

機冷却水を B-非常用ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-非常用

ディーゼル発電設備へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠を

Ｄ１３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポンプの

最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交換

器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１３ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器

出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器と B-非常用ディーゼル発電設備１次水

冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B-非常用ディーゼル

発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器

出口ライン合流部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン合流部と B-非常用ディーゼ

ル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象

施設として B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機

冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１として下記に示

す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

出口ライン合流部 

～ 

B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）出口ライン合流部と B-原

子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南側）を接続する配管であり，設計基準対象

施設として B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機

冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南

側） 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器

出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 ／ 277.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南側）と B-非常用ディーゼ

ル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として

B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプ

へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水

を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は B-残留熱除去系熱交換器及び B-燃料プール冷却

系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１５，Ｄ１７，Ｄ１８，継手の外径の設定根拠をＦ７として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１７ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１８ 267.4 9.3 250 0.04862 

(2) 継手

Ｆ７：277.4mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器

出口ライン合流部 

～ 

B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合

流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 466.8 ／ 457.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部と B-中央制御室

空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設とし

て B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷

却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-燃料プール冷却系熱交換器及び B-非常用ディーゼル発電設

備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は B-残留熱除

去系熱交換器及び B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を移動式代替

熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，継手の外径の設定根拠をＦ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を基

に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流量と

同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選 

定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

(2) 継手

Ｆ５：466.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

出口ラインレジューサ 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）と B-非常用ディーゼル発

電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）出口ラインレジューサを接続する配管であり，設計基準対象

施設として B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機

冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）

出口ラインレジューサ 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン合

流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｒ列）出口ラインレジューサと

B-非常用ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準

対象施設として B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉

補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 
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名 称 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）

出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）と B-非常用ディーゼル発

電設備機関付空気冷却器（Ｌ列）出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設

として B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却

水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-非常用ディーゼル発電設備にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 139.8 6.6 125 0.01259 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 
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名 称 

B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分

岐部 

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 ／ 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部と B-燃料プール冷却

系熱交換器を接続する配管であり，設計基準対象施設として B，D-原子炉補機冷却水ポンプによ

り原子炉補機冷却水を B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B，D-原子炉補機冷却水ポンプより原子炉補機冷却水を B-燃料

プール冷却系熱交換器へ供給，又は移動式代替熱交換設備淡水ポンプより原子炉補機冷却水を

B-燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１２，Ｄ１３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mm, 216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１２ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１３ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

B-燃料プール冷却系熱交換器

～ 

原子炉浄化系補助熱交換器出口ライン合流部（胴側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 216.3 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，B-燃料プール冷却系熱交換器と原子炉浄化系補助熱交換器出口ライン合流部（胴

側）を接続する配管であり，設計基準対象施設として B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換

した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した

原子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１５，Ｄ１６として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mm, 216.3mmとする。 

 項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１５ 267.4 9.3 250 0.04862 

Ｄ１６ 216.3 8.2 200 0.03138 
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名 称 

原子炉浄化系補助熱交換器出口ライン合流部（胴側） 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライ

ン合流部

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 457.2 ／ 355.6 ／ 466.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本配管は，原子炉浄化系補助熱交換器出口ライン合流部（胴側）と B-非常用ディーゼル発電

設備機関付空気冷却器出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として B-燃

料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供

給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した原子炉補機冷却

水を B，D-原子炉補機冷却水ポンプへ供給，又は B-燃料プール冷却系熱交換器にて熱交換した

原子炉補機冷却水を移動式代替熱交換設備淡水ポンプへ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，Ｄ１０，継手の外径の設定根拠をＦ５として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機冷却水ポン

プの最高使用圧力に合わせ，1.37MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉浄化系非再生熱交

換器出口冷却水の最高温度に合わせ，85℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，85℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

  本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を 

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2mm，355.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.15081 

Ｄ１０ 355.6 11.1 350 0.08730 

(2) 継手

Ｆ５：466.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A，C-原子炉補機冷却水ポンプ 

～ 

A-1，A-2，A-3 原子炉補機冷却

系熱交換器 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

508.0 

/406.4 
― 

508.0 Ｄ２ 

508.0 ― 

711.2 

/508.0 
― 

711.2 Ｄ３ 

723.8 Ｆ１ 

517.6 Ｆ２ 

711.2 ― 

711.2 

/558.8 
― 

558.8 Ｄ４ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 

/406.4 
― 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

419.0 Ｆ４ 

406.4 Ｄ５ 

A-1原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

A-1 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 Ｄ５ 

419.0 Ｆ４ 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-2原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

A-2 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 Ｄ５ 

419.0 Ｆ４ 

A-3原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

A-原子炉補機代替冷却供給ラ

イン合流部（原子炉建物西側） 1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 Ｄ６ 

A-原子炉補機代替冷却供給ラ

イン合流部（原子炉建物西側）

～ 

A-2 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 Ｄ６ 

558.8 

/406.4 
― 

558.8 Ｄ４ 

571.4 Ｆ３ 

A-2 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

～ 

A-1 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

711.2 

/558.8 
― 

711.2 Ｄ３ 

723.8 Ｆ１ 



495 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その３） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-1 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

～ 

A-残留熱除去系熱交換器入口

ライン分岐部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

723.8 Ｆ１ 

711.2 Ｄ３ 

711.2 ― 

A-残留熱除去系熱交換器出口

ライン合流部

～ 

A-原子炉補機冷却系サージタ

ンク出口ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 723.8 Ｆ１ 

A-原子炉補機冷却系サージタ

ンク出口ライン合流部

～ 

A-原子炉補機冷却水ポンプ入

口ライン分岐部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

723.8 Ｆ１ 

711.2 Ｄ３ 

711.2 ― 

A-原子炉補機冷却水ポンプ入

口ライン分岐部 

～ 

A-原子炉補機代替冷却戻りラ

イン分岐部（原子炉建物西側）

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

517.6 Ｆ２ 

508.0 Ｄ２ 

508.0 

/508.0 

/267.4 

― 

A-原子炉補機代替冷却戻りラ

イン分岐部（原子炉建物西側）

～ 

A-原子炉補機冷却水ポンプ

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

508.0 Ｄ２ 

508.0 ― 

508.0 

/457.2 
― 

457.2 ― 

457.2 Ｄ７ 

A-原子炉補機冷却水ポンプ入

口ライン分岐部 

～ 

C-原子炉補機冷却水ポンプ

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

723.8 Ｆ１ 

711.2 Ｄ３ 

711.2 

/508.0 
― 

508.0 Ｄ２ 

508.0 ― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その４） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

（前頁からの続き） 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

508.0 

/457.2 
― 

457.2 ― 

457.2 Ｄ７ 

A-原子炉補機冷却系サージタ

ンク

～ 

A-原子炉補機冷却系サージタ

ンク出口ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

165.2 Ｄ８ 

165.2 ― 

165.2 ― 

194.0 ― 

B-残留熱除去系熱交換器出口

ライン合流部

～ 

B-原子炉補機冷却系サージタン

ク出口ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

723.8 Ｆ１ 

711.2 Ｄ３ 

711.2 ― 

B-原子炉補機冷却系サージタン

ク出口ライン合流部

～ 

B，D-原子炉補機冷却水ポンプ 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

711.2 Ｄ３ 

711.2 ― 

723.8 Ｆ１ 

517.6 Ｆ２ 

508.0 Ｄ２ 

508.0 ― 

508.0 

/457.2 
― 

457.2 ― 

457.2 Ｄ７ 

711.2 

/508.0 
― 

B，D-原子炉補機冷却水ポンプ 

～ 

B-1，B-2，B-3 原子炉補機冷却

系熱交換器 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

508.0 

/406.4 
― 

508.0 Ｄ２ 

508.0 ― 

711.2 

/508.0 
― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その５） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

（前頁からの続き） 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

711.2 Ｄ３ 

723.8 Ｆ１ 

517.6 Ｆ２ 

711.2 ― 

711.2 

/558.8 
― 

558.8 Ｄ４ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 

/406.4 
― 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

419.0 Ｆ４ 

406.4 Ｄ５ 

B-1原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

B-1 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 Ｄ５ 

419.0 Ｆ４ 

B-2原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

B-2 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 Ｄ５ 

419.0 Ｆ４ 



498 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その６） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

B-3原子炉補機冷却系熱交換器

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン合流部（原子炉建物西側）
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

B-原子炉補機代替冷却供給ラ

イン合流部（原子炉建物西側）

～

B-2 原子炉補機冷却系熱交換

器出口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/267.4 

― 

406.4 Ｄ１ 

558.8 

/406.4 
― 

558.8 Ｄ４ 

571.4 Ｆ３ 

B-2 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

～ 

B-1 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

711.2 

/558.8 
― 

711.2 Ｄ３ 

723.8 Ｆ１ 

B-1 原子炉補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

～ 

B-残留熱除去系熱交換器入口

ライン分岐部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

723.8 Ｆ１ 

711.2 Ｄ３ 

711.2 ― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その７） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

B-原子炉補機冷却系サージタン

ク 

～ 

B-原子炉補機冷却系サージ

タンク出口ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

165.2 Ｄ８ 

165.2 ― 

165.2 ― 

194.0 ― 

A-残留熱除去系熱交換器入口

ライン分岐部

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器

入口ライン分岐部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 ― 

A-燃料プール冷却系熱交換器

入口ライン分岐部 

～ 

A-残留熱除去系熱交換器

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

466.8 Ｆ５ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

A-残留熱除去系熱交換器

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器

出口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

558.8 

/457.2 
― 

558.8 Ｄ４ 

571.4 Ｆ３ 

A-燃料プール冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

～ 

A-残留熱除去系熱交換器出口

ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 ― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その８） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-燃料プール冷却系熱交換器

入口ライン分岐部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器入口ライン分岐

部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 

/406.4 
― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

A-非常用ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器入口ライン分岐

部 

～ 

A-中央制御室空調換気設備冷

却水系冷凍機入口ライン分岐

部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/318.5 
― 

318.5 Ｄ９ 

318.5 ― 

318.5 

/－ 

/267.4 

― 

A-中央制御室空調換気設備冷

却水系冷凍機出口ライン合流

部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器出口ライン

合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 Ｄ１０ 

355.6 ― 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器出口ライン

合流部 

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器出

口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

355.6 Ｄ１０ 

355.6 ― 

355.6 Ｄ１１ 

371.4 Ｆ６ 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その９） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-非常用ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器入口ライン分岐

部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列）入口

ライン分岐部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/267.4 
― 

267.4 Ｄ１２ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/139.8 

― 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列）入口

ライン分岐部

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列）入口

ライン分岐部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 Ｄ１２ 

267.4 

/267.4 

/139.8 

― 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列）入口

ライン分岐部

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/216.3 
― 

216.3 Ｄ１３ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列）入口

ライン分岐部

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列） 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列）入口

ライン分岐部

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列） 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１０） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-非常用ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

１次水冷却器 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１３ 

216.3 ― 

A-非常用ディーゼル発電設備

１次水冷却器 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

１次水冷却器出口ライン合流

部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１３ 

216.3 ― 

A-非常用ディーゼル発電設備

１次水冷却器出口ライン合流

部 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列）出口

ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/267.4 

/216.3 

― 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列）出口

ライン合流部

～ 

A-中央制御室空調換気設備冷

却水系冷凍機出口ライン合流

部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/267.4 

/139.8 

― 

267.4 Ｄ１２ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

355.6 

/267.4 
― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１１） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列） 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列）出口

ラインレジューサ

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｒ列）出口

ラインレジューサ

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

１次水冷却器出口ライン合流

部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/139.8 
― 

267.4 Ｄ１２ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列） 

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備

機関付空気冷却器（Ｌ列）出口

ライン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

A-中央制御室空調換気設備冷

却水系冷凍機入口ライン分岐

部 

～ 

A-燃料プール冷却系熱交換器 1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 Ｄ１５ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 

/216.3 
― 

216.3 Ｄ１６ 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１２） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

A-燃料プール冷却系熱交換器

～ 

A-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器出口ライン合流

部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１６ 

216.3 ― 

267.4 

/216.3 
― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 Ｄ１５ 

267.4 ― 

355.6 

/267.4 
― 

B-残留熱除去系熱交換器入口ラ

イン分岐部

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器入

口ライン分岐部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 ― 

B-燃料プール冷却系熱交換器入

口ライン分岐部 

～ 

B-残留熱除去系熱交換器

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

466.8 Ｆ５ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

B-残留熱除去系熱交換器

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器出

口ライン合流部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

558.8 

/457.2 
― 

558.8 Ｄ４ 

571.4 Ｆ３ 

B-燃料プール冷却系熱交換器出

口ライン合流部 

～ 

B-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 ― 

558.8 

/558.8 

/406.4 

― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１３） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

B-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

～ 

B-残留熱除去系熱交換器出口ラ

イン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 ― 

571.4 Ｆ３ 

B-燃料プール冷却系熱交換器入

口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備潤

滑油冷却器入口ライン分岐部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

571.4 Ｆ３ 

558.8 Ｄ４ 

558.8 

/457.2 
― 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

466.8 Ｆ５ 

B-非常用ディーゼル発電設備潤

滑油冷却器入口ライン分岐部 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン合流部（原子炉建物南側）

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

466.8 Ｆ５ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 

/406.4 
― 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 Ｄ６ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン合流部（原子炉建物南側）

～ 

原子炉浄化系補助熱交換器入口

ライン分岐部（胴側） 1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/267.4 

― 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 

/406.4 

/－ 

― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１４） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

原子炉浄化系補助熱交換器入口

ライン分岐部（胴側）

～ 

B-中央制御室空調換気設備冷却

水系冷凍機入口ライン分岐部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

406.4 

/－ 

/406.4 

― 

B-中央制御室空調換気設備冷却

水系冷凍機出口ライン合流部 

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器出

口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

466.8 Ｆ５ 

B-非常用ディーゼル発電設備潤

滑油冷却器入口ライン分岐部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列）入口ラ

イン分岐部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

277.4 Ｆ７ 

267.4 Ｄ１７ 

267.4 Ｄ１５ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/139.8 

― 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列）入口ラ

イン分岐部

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列）入口ラ

イン分岐部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 Ｄ１５ 

267.4 

/267.4 

/139.8 

― 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列）入口ラ

イン分岐部

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備潤

滑油冷却器 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/216.3 
― 

216.3 Ｄ１６ 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１５） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列）入口ラ

イン分岐部

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列） 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列）入口ラ

イン分岐部

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列） 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

B-非常用ディーゼル発電設備潤

滑油冷却器 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備１

次水冷却器 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１３ 

216.3 ― 

B-非常用ディーゼル発電設備１

次水冷却器 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備１

次水冷却器出口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１６ 

216.3 ― 

B-非常用ディーゼル発電設備１

次水冷却器出口ライン合流部 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列）出口ラ

イン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/267.4 

/216.3 

― 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１６） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列）出口ラ

イン合流部

～ 

B-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物南側）

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/267.4 

/139.8 

― 

267.4 Ｄ１５ 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

267.4 ― 

B-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物南側）

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器出口ライン合流

部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

267.4 Ｄ１８ 

267.4 Ｄ１５ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ１７ 

277.4 Ｆ７ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器出口ライン合流

部 

～ 

B-中央制御室空調換気設備冷却

水系冷凍機出口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

466.8 Ｆ５ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列） 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列）出口ラ

インレジューサ

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｒ列）出口ラ

インレジューサ

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備１

次水冷却器出口ライン合流部 

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

267.4 

/139.8 
― 

267.4 Ｄ１２ 
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表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表（その１７） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
冷
却
系

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列） 

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器（Ｌ列）出口ラ

イン合流部

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

139.8 Ｄ１４ 

139.8 ― 

B-中央制御室空調換気設備冷却

水系冷凍機入口ライン分岐部 

～ 

B-燃料プール冷却系熱交換器

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

406.4 

/267.4 
― 

267.4 Ｄ１２ 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 

/216.3 
― 

216.3 Ｄ１３ 

B-燃料プール冷却系熱交換器

～ 

原子炉浄化系補助熱交換器出口

ライン合流部（胴側）

1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１６ 

267.4 

/216.3 
― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

267.4 Ｄ１５ 

355.6 

/267.4 
― 

原子炉浄化系補助熱交換器出口

ライン合流部（胴側）

～ 

B-非常用ディーゼル発電設備機

関付空気冷却器出口ライン合流

部 
1.37 Ｐ１ 85 Ｔ１ 

355.6 

/355.6 

/－ 

― 

355.6 Ｄ１０ 

355.6 ― 

457.2 

/355.6 
― 

457.2 Ｄ７ 

466.8 Ｆ５ 
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名   称 

原子炉補機海水ポンプ 

～ 

原子炉補機海水ストレーナ 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

外    径 mm 508.0 ／ 711.2 ／ 720.8 ／ 517.6 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

 本配管は，原子炉補機海水ポンプと原子炉補機海水ストレーナを接続する配管であり，設計

基準対象施設として原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉補機冷却系熱交換器へ供給する

ために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉補機冷却系熱交換

器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機海水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉補機冷却系熱交

換器管側出口冷却水の最高温度を上回る温度とし，40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，508.0 mm，711.2mmとする。 

なお，原子炉補機海水系主配管については，Ｄ１～Ｄ３ライニングの厚さ： mm を考慮

して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１ 508.0 9.5 500 0.18627 ＊1

Ｄ２ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊2

Ｄ３ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊2

注記＊1：原子炉補機海水ポンプの定格流量 

 ＊2：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量 

(2) 継手

Ｆ１：720.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ２：517.6mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名   称 

原子炉補機海水ストレーナ 

～ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

外    径 mm 711.2 ／ 720.8 ／ 558.8 ／ 568.4 ／ 457.2 ／ 466.8 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

 本配管は，原子炉補機海水ストレーナと原子炉補機冷却系熱交換器を接続する配管であり，

設計基準対象施設として原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉補機冷却系熱交換器へ供給

するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，原子炉補機海水ポンプにより海水を原子炉補機冷却系熱交換

器へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４，Ｄ５，Ｄ６，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ３，Ｆ４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機海水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

 

 

 



513 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉補機冷却系熱交

換器管側出口冷却水の最高温度を上回る温度とし，40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mm，558.8mm，457.2mmと

する。 

なお，原子炉補機海水系主配管については，Ｄ４～Ｄ６ライニングの厚さ： mm を考慮

して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ４ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊1

Ｄ５ 558.8 9.5 550 0.22716 ＊2

Ｄ６ 457.2 9.5 450 0.14944 ＊3

注記＊1：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量 

＊2：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量の 2/3 

＊3：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量の 1/3 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(2) 継手

Ｆ１：720.8mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。

Ｆ3：568.4mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ４：466.8mm 

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名   称 

A-1，A-2，A-3原子炉補機冷却系熱交換器 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

外    径 mm 457.2 ／ 558.8 ／ 711.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本配管は，A-1，A-2，A-3原子炉補機冷却系熱交換器と高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として原子炉補機海水ポンプによ

り原子炉補機冷却系熱交換器にて熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて

熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，Ｄ８，Ｄ９，Ｄ１０として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機海水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉補機冷却系熱交

換器管側出口冷却水の最高温度を上回る温度とし，40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，457.2mm，558.8mm，

711.2mmとする。 

なお，原子炉補機海水系主配管については，Ｄ７～Ｄ１０ライニングの厚さ： mm を

考慮して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ７ 457.2 9.5 450 0.14944 ＊1

Ｄ８ 558.8 9.5 550 0.22716 ＊2

Ｄ９ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊3

Ｄ１０ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊4

注記＊1：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量の 1/3 

＊2：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量の 2/3 

＊3：原子炉補機海水ポンプ 2台分及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの定格流量 

＊4：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量 
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名   称 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

～ 

放水槽 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

外    径 mm 711.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出口ライン合流部と放水槽を接続する配管

であり，設計基準対象施設として原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて

熱交換した海水を放水槽へ送水，又は高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより高圧炉心スプレ

イ補機冷却系熱交換器にて熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて

熱交換した海水を放水槽へ送水，又は高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより高圧炉心スプレ

イ補機冷却系熱交換器にて熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ９，Ｄ１１として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機海水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉補機冷却系熱交

換器管側出口冷却水の最高温度を上回る温度とし，40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mmとする。 

なお，原子炉補機海水系主配管については，Ｄ９，Ｄ１１ライニングの厚さ： mm を考

慮して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ９ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊1

Ｄ１１ 711.2 9.5 700 0.37632 ＊1

注記＊1：原子炉補機海水ポンプ 2台分及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの定格流量 
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名   称 

B-1，B-2，B-3原子炉補機冷却系熱交換器 

～ 

放水槽 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

外    径 mm 457.2 ／ 558.8 ／ 711.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本配管は，B-1，B-2，B-3原子炉補機冷却系熱交換器と放水槽を接続する配管であり，設計基

準対象施設として原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて熱交換した海水

を放水槽へ送水するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて

熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ９，Ｄ１１，Ｄ１２，Ｄ１３として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機海水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉補機冷却系熱交

換器管側出口冷却水の最高温度を上回る温度とし，40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，711.2mm，457.2mm，558.8mmと

する。 

なお，原子炉補機海水系主配管については，Ｄ９，Ｄ１１～Ｄ１３ライニングの厚さ： mm

を考慮して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ９ 711.2 9.5 700 0.37414 ＊1

Ｄ１１ 711.2 9.5 700 0.37632 ＊1

Ｄ１２ 457.2 9.5 450 0.14944 ＊2

Ｄ１３ 558.8 9.5 550 0.22716 ＊3

注記＊1：原子炉補機海水ポンプ 2台分及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの定格流量 

＊2：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量の 1/3 

＊3：原子炉補機海水ポンプ 2台分の定格流量の 2/3 
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名   称 高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

外    径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出口ライン合流部であり，設計基準対象施

設として原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて熱交換した海水を放水槽

へ送水，又は高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器に

て熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，原子炉補機海水ポンプにより原子炉補機冷却系熱交換器にて

熱交換した海水を放水槽へ送水，又は高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより高圧炉心スプレ

イ補機冷却系熱交換器にて熱交換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１４として下記に示す。 

原子炉補機冷却系主配管の設計仕様を表 6.1－1 原子炉補機冷却系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉補機海水ポンプ

の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉補機冷却系熱交

換器管側出口冷却水の最高温度を上回る温度とし，40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を 基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場

合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流

速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4 mmとする。 

なお，原子炉補機海水系主配管については，Ｄ１４ライニングの厚さ： mm を考慮して

流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h)

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１４ 267.4 9.3 250 0.04630 ＊1

注記＊1：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの定格流量 
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表 6.1－2 原子炉補機海水系主配管の設計仕様表（その 1） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
海
水
系 

原子炉補機海水ポンプ 

～ 

原子炉補機海水ストレーナ 

0.98 Ｐ１ 40 Ｔ１ 

558.8 

/508.0 
― 

508.0 Ｄ１ 

508.0 ― 

711.2 

/508.0 
― 

711.2 Ｄ２ 

720.8 Ｆ１ 

711.2 ― 

711.2 Ｄ３ 

517.6 Ｆ２ 

原子炉補機海水ストレーナ 

～ 

原子炉補機冷却系熱交換器 

0.98 Ｐ１ 40 Ｔ１ 

711.2 Ｄ４ 

711.2 ― 

720.8 Ｆ１ 

711.2 

/558.8 
― 

558.8 Ｄ５ 

568.4 Ｆ３ 

558.8 

/457.2 
― 

457.2 Ｄ６ 

457.2 ― 

466.8 Ｆ４ 

558.8 ― 
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表 6.1－2 原子炉補機海水系主配管の設計仕様表（その 2） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
海
水
系 

A-1，A-2，A-3 原子炉補機冷却

系熱交換器 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器出口ライン合流部 
0.98 Ｐ１ 40 Ｔ１ 

457.2 Ｄ７ 

457.2 ― 

558.8 

/457.2 
― 

558.8 Ｄ８ 

711.2 

/558.8 
― 

711.2 Ｄ９ 

711.2 ― 

711.2 Ｄ１０ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱

交換器出口ライン合流部 

～ 

放水槽 

0.98 Ｐ１ 40 Ｔ１ 

711.2 Ｄ９ 

711.2 ― 

711.2 Ｄ１１ 

711.2 ― 

B-1，B-2，B-3 原子炉補機冷却

系熱交換器 

～ 

放水槽 

0.98 Ｐ１ 40 Ｔ１ 

457.2 Ｄ１２ 

457.2 ― 

558.8 

/457.2 
― 

558.8 Ｄ１３ 

711.2 

/558.8 
― 

711.2 Ｄ９ 

711.2 ― 

711.2 Ｄ１１ 

711.2 ― 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱

交換器出口ライン合流部 
0.98 Ｐ１ 40 Ｔ１ 267.4 Ｄ１４ 



525 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

7.2 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

名  称 高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

容量（設計熱交換量） MW/個 以上（ ） 

最高使用圧力 MPa 管側 0.98 ／ 胴側 0.98 

最高使用温度 ℃ 管側 40  ／ 胴側 66 

伝 熱 面 積 m2/個 以上（ ） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備等を冷却する高圧炉心スプレイ補機冷却水を海水で冷却するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の高圧炉心スプレイ補機冷

却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系熱

交換器は，下記の機能を有する。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，想定される重大事故等時において，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより海

水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水

ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器にて熱交換した高圧炉心スプレイ補機冷

却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生した熱を冷

却除去できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の容量は，高圧炉心

スプレイ補機冷却海水温度 ℃において ℃の高圧炉心スプレイ補機冷却水を供給可能な

容量とし，原子炉冷却材喪失事故時における高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の必要容量

は MWであることから，これを上回る容量（設計熱交換量）として， MW/個以上とす

る。 

運転時熱負荷          ： MW/個 

×106kcal/h× ／1000／3600≒ MW/個 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の重大事故等時における容量（設計熱交換量）は，重

大事故等時も高圧炉心スプレイ補機冷却海水温度 ℃において 35℃の高圧炉心スプレイ補

機冷却水を供給できることを確認していることから，設計基準対象施設と同設計条件とし，

MW/個以上とする。 

公称値については，要求される容量と同じ  MW/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

（1）管側 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の管側の最高使

用圧力は，主配管「高圧炉心スプレイ補機海水系ストレーナ～高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器」の最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の管側を重大事故等時において使用する場合の圧

力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

0.98MPaとする。 

（2）胴側 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の胴側の最高使

用圧力は，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の胴側を重大事故等時において使用する場合の圧

力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

0.98MPaとする。 



 

527 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用温度の設定根拠 

（1）管側 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の管側の最高使

用温度は，主配管「高圧炉心スプレイ補機海水系ストレーナ～高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器」の最高使用温度に合わせ，40℃とする。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の管側を重大事故等時において使用する場合の温

度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

40℃とする。 

 

（2）胴側 

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の胴側の最高使

用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水の供給温度 ℃に負荷である高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備での熱交換後の最大上昇温度である ℃を上回る 66℃とする。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の胴側を重大事故等時において使用する場合の温

度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，

66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 伝熱面積の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する場合の高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の伝熱面

積は，設計熱交換量 MW/個を満足するために必要な伝熱面積 m2/個を上回る m2/

個とする。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器を重大事故等時において使用する場合の伝熱面積

は，重大事故等時の容量が設計基準対象施設の容量と同仕様であるため，設計基準対象施設

として使用する伝熱面積と変わらない。 

以上より，設計基準対象施設と同仕様とし， m2/個とする。 

 

公称値については，要求される伝熱面積である m2/個を上回る m2/個とする。 

 

5. 個数の設定根拠 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ補

機冷却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備等へ供給するために必要な個数として 1

個設置する。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器は，設計基準対象施設として 1個設置しているも

のを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上（240） 

揚 程 m 以上（30） 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 66 

原 動 機 出 力 kW/個 37 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ補機冷却

水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の冷却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備等へ供給するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の高圧炉心スプレイ補機冷

却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポ

ンプは，下記の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，想定される重大事故等時において，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより海

水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水

ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器にて熱交換した高圧炉心スプレイ補機冷

却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷

却除去できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの容量は，原子炉冷却

材喪失事故時の高圧炉心スプレイ補機の必要冷却水量 m3/h を上回る容量とし， m3/h/

個以上とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基

準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個

以上とする。 

公称値については， 240m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの揚程は，圧力損失が

最大となる高圧炉心スプレイポンプメカシール冷却器を冷却する配管ルートで，高圧炉心スプ

レイ補機冷却水ポンプで循環運転したときの機器圧損，配管及び弁類圧損を基に設定する。

① 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプメカニカルシール冷却器圧力損失 ： m 

② 熱交換器圧力損失 ： m 

③ 配管・弁類圧力損失 ： m 

④ ①～③の合計 ： m 

上記から，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基

準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とす

る。 

公称値については， 30mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用圧力は，静

水頭 MPa と高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの締切運転時の揚程 MPa の合計が

MPaとなることから，これを上回る圧力とし，0.98MPaとする。 

① 静水頭   ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクオーバーフロー水位 EL ～

ポンプ設置床レベル EL

② 締切揚程  ： MPa 

×0.00980665＝ ≒ MPa 

m：高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの締切揚程 

③ ①～②の合計： MPa 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基

準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPa とす

る。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの最高使用温度は，高

圧炉心スプレイ補機冷却水の供給温度 ℃に負荷である高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備での熱交換後の最大上昇温度である ℃を上回る 66℃とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基

準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの原動機出力は，下記

の式により，容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3） ＝1000 

g ：重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s） ＝240／3600 

Ｈ ：揚程（m） ＝30 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値） ＝

kW ≒ ＝
100／ 

30
3600

240
9.80665100010

＝Ｐ

3-  








上記から，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，

37kW/個とする。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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【設 定 根 拠】（続き） 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，

設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，37kW/

個とする。 

 

6. 個数の設定根拠 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として高圧炉心ス

プレイ補機冷却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備等へ供給するために必要な個数と

して 1個設置する。 

 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 1個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上（336） 

揚 程 m 以上（35） 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

原 動 機 出 力 kW/個 75 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，設計基準対象施設として取水槽から海水を揚水し，こ

れを高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器に供給するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の高圧炉心スプレイ補機冷

却系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）として使用する高圧炉心スプレイ補機海水

ポンプは，下記の機能を有する。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，想定される重大事故等時において，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより海

水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水

ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器にて熱交換した高圧炉心スプレイ補機冷

却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷

却除去できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの容量は，高圧炉心スプ

レイ補機冷却系熱交換器に供給する海水流量をもとに設定する。1個当たりの海水流量が最大

となる事故時の海水流量である m3/h の海水を移送することを考慮し， m3/h/個以上と

する。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個以

上とする。 

公称値については， 336m3/h/個とする。 



534 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 揚程の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの揚程は，下記を考慮す

る。 

① 水源と送水先との差圧 ： 0m（ともに大気圧のため） 

② 静水頭 ： m 

取水槽想定最低水位 EL ～放水槽水位 EL 

③ 配管・機器圧力損失 ： m 

機器圧力損失 ： m 

配管・弁類圧力損失 ： m 

合計 ： m 

④ ①～③の合計 ： m 

上記から，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの揚程は， mを上回る m以上とする。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の揚程は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m以上とする。 

公称値については， 35mとする。 

3. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの最高使用圧力は，静水

頭 MPaと高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの締切運転時の揚程 MPaの合計が MPa

となることから，これを上回る圧力とし，0.98MPaとする。 

① 静水頭   ： MPa 

m× kg/m3×9.80665m/s2×10-6 ＝ ≒ MPa 

m：最高潮位 EL ～系統最低レベル EL 

kg/m3：海水密度（約 ℃ 海水）＊ 

② 締切揚程  ： MPa 

m× kg/m3×9.80665m/s2×10-6 ≒ MPa 

m：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの締切揚程 

kg/m3：海水密度（約 ℃ 海水）＊ 

③ ①～②の合計： MPa 

注記＊：海水密度は，ASME POWER TEST CODES 12.2-1955記載の全塩分 ％時の値 

から ℃相当の値を内挿(線形補間)した値 



535 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの最高使用温度は，設計

海水温度( ℃)において，最大熱負荷(原子炉冷却材喪失事故時)を考慮した高圧炉心スプレイ

補機冷却系熱交換器出口最高温度（約 ℃）を上回る 40℃とする。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準

対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，40℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの原動機出力は，下記の

式により，容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐｗ ：水動力（kW） 

ρ ：密度（㎏/m3） ＝1025.6（9.5℃，海水） 

g ：重力加速度（m/s2） ＝9.80665 

Ｑ ：容量（m3/s） ＝336／3600 

Ｈ ：揚程（m） ＝35 

η ：ポンプ効率（％）（設計計画値） ＝  

kW≒ ＝
100／

35
3600

336
9.806651025.610

＝Ｐ

3-  








上記から，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，75kW/

個とする。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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【設 定 根 拠】（続き） 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設

計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，75kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として取水槽から海

水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器に供給するために必要な個数として 1個設置する。 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 1個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク 

容 量 m3/個 以上（2.5） 

最高使用圧力 MPa 静水頭 

最高使用温度 ℃ 66 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ補

機冷却水の温度変化に伴う体積膨張分の吸収，各部からの漏えい冷却水の補給及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却水ポンプ押込圧力の確保のために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系サー

ジタンクは，下記の機能を有する。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク

により原子炉補機冷却水ポンプの押込圧力を確保し，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより

海水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器へ供給するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却

水ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器にて熱交換した高圧炉心スプレイ補機冷

却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷却

除去できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクの容量は，温度

変化に伴う体積膨張分を吸収するために必要な量 m3，補給水停止時の系統水漏えい量

m3の合計値を上回るものとし， m3/個以上とする。 

公称値については， 2.5m3/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクの最高使用圧

力は，高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクが開放タンクであるため静水頭とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，静水頭とす

る。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクの最高使用温

度は，高圧炉心スプレイ補機冷却水の供給温度 ℃に負荷である高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備での熱交換後の最大上昇温度である ℃を上回る 66℃とする。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，

設計基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，66℃と

する。 

4. 個数の設定根拠

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ補

機冷却水の温度変化に伴う体積膨張分の吸収するために必要な個数として 1個設置する。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクは，設計基準対象施設として 1個設置しているも

のを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

容 量 m3/h/個 以上（336） 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，設計基準対象施設として海水に含まれる異物を除

去することによって，下流に設置されている高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器の性能低下

を防止することを目的に設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備の高圧炉心スプレイ補機冷

却系（高圧炉心スプレイ補機冷却海水系を含む。）として使用する高圧炉心スプレイ補機海水

ストレーナは，下記の機能を有する。

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，想定される重大事故等時において，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより高

圧炉心スプレイ補機海水系ストレーナを経由し，海水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器

へ供給するとともに，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器にて熱交換した高圧炉心スプレイ補機冷却水を高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備等へ供給することで各負荷で発生する熱を冷却除去できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの容量は，高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプの容量に合わせ， m3/h/個以上とする。 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし， m3/h/個

以上とする。 

公称値は， 336m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの最高使用圧力は，

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの最高使用圧力と同じ 0.98MPaとする。 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.98MPaと

する。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナの最高使用温度は，

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの最高使用温度と同じ 40℃とする。 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計

基準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，40℃とする。 

4. 個数の設定根拠

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，設計基準対象施設として下流に設置されている高

圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器の性能低下を防止するために必要な個数として 1 個を

設置する。 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナは，設計基準対象施設として 1個設置しているものを

重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプから高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器ま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ

補機冷却系に接続されている各補機を高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水

系を含む。）により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 



542 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊ 

注記＊：高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの設計流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口

ライン分岐部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 216.3 ／ 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器から高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備

潤滑油冷却器入口ライン分岐部までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処

設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を高圧炉心スプレイ補機冷却系

（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠を

Ｄ１，Ｄ２として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷却

水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系熱

交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量を

基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合の流

量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮

して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mm，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊1 

Ｄ２ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊2 

注記＊1：高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの設計流量 

＊2：必要冷却水流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口

ライン分岐部

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関付空気冷却器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部から高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関付空気冷却器までを接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を高

圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ３として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 139.8 6.6 125 0.0126 ＊ 

注記＊：必要冷却水流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口

ライン分岐部

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部から高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器までを接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために

設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を

表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設

計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊ 

注記＊：必要冷却水流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備１次水冷却器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備潤滑油冷却器から高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電設備 1 次水冷却器までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を高圧炉心スプレイ補機冷

却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ４として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊ 

注記＊：必要冷却水流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関付空気冷却器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備１次水冷却器出口

ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 139.8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備機関付空気冷却器から高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電設備 1 次水冷却器出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を高

圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ３として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，139.8mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 139.8 6.6 125 0.0126 ＊ 

注記＊：必要冷却水流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備１次水冷却器出口

ライン合流部

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク出口ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 ／ 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 1 次水冷却器出口ライン合流部から高圧

炉心スプレイ補機冷却系サージタンク出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対

象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ２，Ｄ１として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mm，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊1 

Ｄ１ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊2 

注記＊1：必要冷却水流量 

＊2：高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの設計流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク出口ライン合流

部 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

最 高 使 用 圧 力  MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度  ℃ 66 

外 径 mm 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク出口ライン合流部から高圧炉心スプレ

イ補機冷却水ポンプまでを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備とし

て，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧

炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 216.3 8.2 200 0.03138 ＊1 

注記＊1：高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプの設計流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備１次水冷却器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備１次水冷却器出口

ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備１次水冷却器から高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備１次水冷却器出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系に接続されている各補機を

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）により冷却するために

設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を

表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流量

を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する場合

の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速

を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，165.2mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 165.2 7.1 150 0.01791 ＊   

注記＊：必要冷却水流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンク出口ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクから高圧炉心スプレイ補機冷却系サ

ージタンク出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対

処設備として，高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタンクにより高圧炉心スプレイ補機冷却水

の温度変化に伴う体積膨張，各部からの漏えい冷却水の補給及び高圧炉心スプレイ補機冷却水

ポンプの押込圧力を確保するための高圧炉心スプレイ補機冷却水を高圧炉心スプレイ補機冷却

系へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ５として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を

表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設

計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，高圧炉心スプレイ補機冷

却水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の胴側入口温度 ℃を上回る 66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

Ｄ５：114.3mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

～ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプから高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナま

でを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器へ供給するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ６として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を

表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設

計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，高圧炉心スプレイ補機海

水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の管側出口温度 ℃を上回る 40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

なお，高圧炉心スプレイ補機海水系主配管については，Ｄ６ライニングの厚さ： mm

を考慮して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 267.4 9.3 250 0.04630 ＊ 

注記＊：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナ 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 267.4 

【【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機海水ストレーナから高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器

までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプにより海水を高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器へ供給するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ６として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を表

6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.98MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，高圧炉心スプレイ補機海

水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：40℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の管側出口温度 ℃を上回る 40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

なお，高圧炉心スプレイ補機海水系主配管については，Ｄ６ライニングの厚さ： mm

を考慮して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 267.4 9.3 250 0.04630 ＊ 

注記＊：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計流量 
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名 称 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 0.98 

最 高 使 用 温 度  ℃ 40 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器から高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換

器出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備と

して，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプにより高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器にて熱交

換した海水を放水槽へ送水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ６として下記に示す。 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設計仕様を

表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。）主配管の設

計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ２：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，高圧炉心スプレイ補機海

水ポンプ最高吸込圧力及びポンプ定格全揚程を考慮して，0.98MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：40℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，高圧炉心スプレイ補機冷却系

熱交換器の管側出口温度 37℃を上回る 40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，本外径を使用する区間の最大流

量を基に設定しており，重大事故等時に使用する流量が設計基準対象施設として使用する

場合の流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，267.4mmとする。 

なお，高圧炉心スプレイ補機海水系主配管については，Ｄ６ライニングの厚さ： mm

を考慮して流速を算出する。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 267.4 9.3 250 0.04630 ＊ 

注記＊：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの設計流量 
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表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

外  径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１ 

216.3 ― 

318.5 

/216.3 
― 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備潤滑油冷却器入口ライン分岐部 

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

318.5 

/216.3 
― 

216.3 Ｄ１ 

216.3 ― 

216.3 

/216.3 

/－ 

― 

216.3 

/165.2 
― 

165.2 Ｄ２ 

165.2 

/165.2 

/165.2 

― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備機関付空気冷却器 

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

165.2 

/139.8 
― 

139.8 Ｄ３ 

139.8 

/139.8 

/139.8 

― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備潤滑油冷却器入口ライン分岐部 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備潤滑油冷却器 

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 165.2 Ｄ４ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備潤滑油冷却器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備１次水冷却器 

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

165.2 Ｄ４ 

165.2 ― 
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表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

外  径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備機関付空気冷却器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備１次水冷却器出口ライン合流部 

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

139.8 Ｄ３ 

139.8 

/139.8 

/139.8 

― 

165.2 

/139.8 
― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備１次水冷却器出口ライン合流部 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタ

ンク出口ライン合流部

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

165.2 

/165.2 

/165.2 

― 

165.2 Ｄ２ 

165.2 ― 

216.3 

/165.2 
― 

216.3 ― 

216.3 

/216.3 

/－ 

― 

216.3 Ｄ１ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージタ

ンク出口ライン合流部

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

216.3 

/216.3 

/216.3 

― 

216.3 Ｄ１ 

216.3 ― 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備１次水冷却器 

～ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備１次水冷却器出口ライン合流部 

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 165.2 Ｄ４ 
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表 6.2-1 高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

主配管の設計仕様表（その３） 

名 称 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

外  径 

（mm） 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

高

圧

炉

心

ス

プ

レ

イ

補

機

冷

却

系 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージ

タンク

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系サージ

タンク出口ライン合流部

0.98 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

114.3 Ｄ５ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

216.3 

/114.3 
― 

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

～ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレー

ナ 

0.98 Ｐ２ 40 Ｔ２ 

267.4 Ｄ６ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ６ 

高圧炉心スプレイ補機海水ストレー

ナ 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換

器 

0.98 Ｐ２ 40 Ｔ２ 

267.4 Ｄ６ 

267.4 ― 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器 

～ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系熱交換器

出口ライン合流部 

0.98 Ｐ２ 40 Ｔ２ 

267.4 Ｄ６ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ６ 
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7.3 原子炉補機代替冷却系 

名 称 移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器 

容量（設計熱交換量） MW/個 10.5以上（11.5） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 淡水側 1.37 ／ 海水側 1.00 

最 高 使 用 温 度 ℃ 淡水側 70 ／ 海水側 65 

伝 熱 面 積 m2/個 以上( ) 

個 数 ― 4 

車 両 個 数 ― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（原子炉補機代替冷却系）と

して使用する移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器は，以下の機能を有する。 

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシン

クへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系含む。）の故障又は全交流動力電源の喪

失により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチ

ェンバへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱交換設

備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を供給

することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき

る設計とする。 

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失

し，又は燃料プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場

合において燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置

する。 

系統構成は，燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために移動式代替熱交

換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を

供給することで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である

海へ輸送できる設計とする。 

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原

子炉格納容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により 
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移動式代替熱交換設備に海水を供給することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器の容量は，有効性評価解析（原子炉設置変更許可

申請書添付書類十）において確認されている原子炉停止８時間経過後の崩壊熱を除去可能な容

量を基に設定しており，移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器の設計除熱量が 23MW のた

め，11.5MW/個以上とする。 

  公称値については，要求される容量と同じ 11.5MW/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 最高使用圧力（淡水側） 1.37MPa

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器（淡水側）を重大事故等時において使用する場

合の圧力は，移動式代替熱交換設備淡水ポンプの重大事故等時において使用する場合の圧力

と同じ 1.37MPaとする。 

(2) 最高使用圧力（海水側） 1.00MPa

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器（海水側）を重大事故等時において使用する場

合の圧力は，大型送水ポンプ車の重大事故等時において使用する場合の圧力が MPa で

あるため，これを上回る圧力として 1.00MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

(1) 最高使用温度（淡水側） 70℃

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器（淡水側）を重大事故等時において使用する場

合の温度は，重大事故等時における移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器の除熱後の冷

却水温度 ℃を上回る 70℃とする。 

(2) 最高使用温度（海水側） 65℃

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器（海水側）を重大事故等時において使用する場

合の温度は，重大事故等時対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

において使用している海水の温度 30℃に対し設計除熱量 23MW を考慮した場合の海水出口温

度約 56℃を上回る 65℃とする。 

4. 伝熱面積の設定根拠

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器を重大事故等時において使用する場合の伝熱 

  面積は，要求される（設計熱交換量）容量 MW（ MW/個）を満足するために必要な伝 
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熱面積 m2と同じ m2/個以上とする。 

公称値については，要求される伝熱面積と同じ m2/個とする。 

5. 個数の設定根拠

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損を防止するため等に必要な個数である 2個を車両毎に設置する。 

6. 車両個数

移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器の車両個数は，重大事故等対処設備として炉心

の著しい損傷，原子炉格納容器の破損を防止するため等に必要な個数であり，移動式代替熱

交換設備で使用する車両を合わせた個数として，2セット 1個の合計 2個に，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1個を分散して保管する。 
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名 称 移動式代替熱交換設備淡水ポンプ 

容 量 m3/h/個 300以上（300） 

揚 程 m 55以上（75） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 70 

原 動 機 出 力 kW 110 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（原子炉補機代替冷却系）と

して使用する移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，以下の機能を有する。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の

著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸

送するために設置する。 

系統構成は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系含む。）の故障又は全交流動力電源の喪

失により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチ

ェンバへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱交換設

備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を供給

することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき

る設計とする。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により

移動式代替熱交換設備に海水を供給することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプは，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合におい

て，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために移動式代替熱交

換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を

供給することで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である

海へ輸送できる設計とする。 
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1. 容量の設定根拠

移動式代替熱交換設備淡水ポンプの容量は，有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添

付書類十）において確認されている原子炉停止８時間経過後の崩壊熱を除去可能な容量を基に

設定しており，移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器が原子炉停止８時間経過後の崩壊熱

を除去するために必要な流量が m3/hであることから，移動式代替熱交換設備淡水ポンプの

容量は m3/h/個以上とする。 

なお，移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器の容量を上記のように設定することで，原

子炉補機代替冷却系を使用する有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」で，事故

発生８時間後に残留熱代替除去系によるサプレッションプール水冷却モード運転を行った場

合，有効性評価「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除

去系を使用する場合」で，事故発生 10 時間後に残留熱代替除去系による原子力圧力容器への

注水及び格納容器スプレイの運転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器

雰囲気直接加熱」で，事故発生 10 時間後に残留熱代替除去系による格納容器スプレイを行っ

た場合に，同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による燃料プールの冷却を

行った場合の冷却効果が確認されている。 

(1) 原子炉補機代替冷却系接続口（西）使用時の容量 m3/h/個以上

移動式代替熱交換設備淡水ポンプを重大事故等時において原子炉補機代替冷却系接続口

（西）で使用する場合の容量は，第 1表に示す A-残留熱除去系熱交換器，A-燃料プール冷却

系熱交換器，A-中央制御室冷凍機及び補機等に必要な冷却水と同時に供給できる容量とす

る。 

第 1表 必要冷却水流量 

（単位：m3/h） 

機器 

崩壊熱 

シーケンス

（8h）

崩壊熱 

シーケンス

（8h～24h） 

A-残留熱除去系熱交換器 約 約

A-燃料プール冷却系熱交換器 約

A-中央制御室冷凍機 約 約

補機等 

A-残留熱代替除去ポンプメカシール冷却器

A-残留熱代替除去ポンプモータ軸受冷却器

A-残留熱代替除去ポンプ室空調機

約 約

合 計 

上記より，移動式代替熱交換設備淡水ポンプを原子炉補機代替冷却系接続口（西）で使

用する場合の容量は， m3/h/個以上とする。 
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(2） 原子炉補機代替冷却系接続口（南）使用時の容量 m3/h/個以上

移動式代替熱交換設備淡水ポンプを重大事故等時において原子炉補機代替冷却系接続口

（南）で使用する場合の容量は，第 2 表に示す B-残留熱除去系熱交換器，B-燃料プール冷

却系熱交換器，B-中央制御室冷凍機及び補機等に必要な冷却水と同時に供給できる容量と

する。 

第 2表 必要冷却水流量 

（単位：m3/h） 

機器 

崩壊熱 

シーケンス

（8h）

崩壊熱 

シーケンス

（8h～24h） 

B-残留熱除去系熱交換器 約 約

B-燃料プール冷却系熱交換器 約

B-中央制御室冷凍機 約 約

補機等 

B-残留熱代替除去ポンプメカシール冷却器

B-残留熱代替除去ポンプモータ軸受冷却器

B-残留熱代替除去ポンプ室空調機

約 約

合 計 

上記より，移動式代替熱交換設備淡水ポンプを原子炉補機代替冷却系接続口（南）で使用

する場合の容量は， m3/h/個以上とする。 

公称値については，設計時の定格点である m3/h/個とする。 

2. 揚程の設定根拠

原子炉補機代替冷却系接続口（西）又は（南）使用時の揚程 m以上

移動式代替熱交換設備淡水ポンプを重大事故等時において原子炉補機代替冷却系接続口

（西）又は（南）で使用する場合の揚程は，必要揚程が最大となる原子炉補機代替冷却系接続

口（西）を使用する場合の配管・機器圧力損失を基に設定する。 

配管・機器圧力損失 ： 約 m 

上記より，移動式代替熱交換設備淡水ポンプを原子炉補機代替冷却系接続口（西）又は（南）

で使用する場合の揚程は， mを上回る m以上とする。 

公称値については，設計時の定格点である 75mとする。 
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3. 最高使用圧力の設定根拠

移動式代替熱交換設備淡水ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，静水頭

0.32MPa と移動式代替熱交換設備淡水ポンプの締切運転時の揚程 0.82MPa の合計が 1.14MPa と

なることから，これを上回る圧力とし，1.37MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

移動式代替熱交換設備淡水ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故

等時における移動式代替熱交換設備プレート式熱交換器の除熱後の冷却水温度 ℃を上回

る 70℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

移動式代替熱交換設備淡水ポンプを重大事故等対処設備として使用する場合の原動機出力

は，下記の式により，容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ  ：軸動力(kw） 

Ｐｗ ：水動力(kw） 

ρ  ：密度(kg/m3) ＝1000 

g  ：重力加速度(m/s2)  ＝9.80665 

Ｑ  ：容量(m3/s)  ＝300/3600 

Ｈ  ：揚程(m） ＝75 

η  ：ポンプ効率(%)（設計確認値）＝

kW ≒ ＝ 
／100 

75
3600

300
9.80665100010

Ｐ＝

3-  








上記より，移動式代替熱交換設備淡水ポンプの原動機出力は,軸動力 kw を上回る出力と

し，110kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として炉心の著

しい損傷，原子炉格納容器の破損を防止するため等に必要な個数である 2 個を車両毎に設置す

る。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名 称 大型送水ポンプ車 

容 量 m3/h/個 以上， 以上(1800) 

吐 出 圧 力 MPa 以上， 以上(1.20) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 2(予備 1) 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

  重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（原子炉補機代替冷却系）と

して使用する大型送水ポンプ車は，以下の機能を有する。 

大型送水ポンプ車（原子炉補機代替冷却系用）は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために設置する。

系統構成は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系含む。）の故障又は全交流動力電源の喪

失により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチ

ェンバへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱交換設

備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を供給

することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき

る設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ車により屋内の接続口を通じ

て原子炉補機冷却系に直接供給することで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱

の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

大型送水ポンプ車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧によ

る破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

に移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱

交換設備に海水を供給することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし

場である海へ輸送できる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ車により屋内の接続口を通じ

て海水を原子炉補機冷却系に直接供給することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終

的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

大型送水ポンプ車は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの 
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水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合において燃料プール内

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために移動式代替熱交

換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を

供給することで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である

海へ輸送できる設計とする。 

また，屋外の接続口が使用できない場合には，大型送水ポンプ車により屋内の接続口を通じ

て海水を原子炉補機冷却系に直接供給することで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した

熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

(1) 原子炉補機代替冷却系として使用する場合の容量（移動式代替熱交換設備使用時）

m3/h/個以上 

大型送水ポンプ車の容量は，大型送水ポンプ車の送水先である移動式代替熱交換設備プレ

ート式熱交換器が有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において確認さ

れている原子炉停止８時間経過後の崩壊熱を除去可能な容量を基に設定しており，移動式代

替熱交換設備プレート式熱交換器が原子炉停止８時間経過後の崩壊熱を除去するために必

要な流量が m3/hであることから，大型送水ポンプ車の容量は m3/h/個以上とする。 

なお大型送水ポンプ車の容量を上記のように設定することで，原子炉補機代替冷却系を使

用した有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」で，事故発生８時間後に残留熱

代替除去系によるサプレッションプール水冷却モード運転を行った場合，有効性評価「雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合」

で，事故発生 10 時間後に残留熱代替除去系による原子力圧力容器への注水及び格納容器ス

プレイの運転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」

で，事故発生 10 時間後に残留熱代替除去系による格納容器スプレイを行った場合，上記の

使用方法と同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による燃料プールの冷

却を行った場合の冷却効果が確認されている。 

(2） 原子炉補機代替冷却系として使用する場合の容量

（大型送水ポンプ車による海水直接注入時）  m3/h /個以上

大型送水ポンプ車の容量は，有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

において確認されている原子炉停止８時間経過後の崩壊熱を除去可能な容量を基に設定し

ており，海水直接注入により原子炉停止８時間経過後の崩壊熱を除去するために必要な流

量が  m3/h であることから，大型送水ポンプ車の容量は m3/h/個以上とする。 

なお大型送水ポンプ車を上記の容量で設定することで，原子炉補機代替冷却系を使用す

る有効性評価「崩壊熱除去機能喪失（取水機能喪失）」で，事故発生８時間後に残留熱代

替除去系によるサプレッションプール水冷却モード運転を行った場合，有効性評価「雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場 
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合」で，事故発生 10時間後に残留熱代替除去系による原子力圧力容器への注水及び格納容

器スプレイの運転を行った場合，又は有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱」で，事故発生 10時間後に残留熱代替除去系による格納容器スプレイを行った場合，

上記の使用方法と同時に原子炉補機代替冷却系を用いて燃料プール冷却系による燃料プー

ルの冷却を行った場合の冷却効果が確認されている。

公称値については，消防法に基づく技術上の規格を満足するものを採用していることか

ら，その規格上要求される性能である 1800 m3/h/個とする。 

2. 吐出圧力の設定根拠

(1) 原子炉補機代替冷却系として使用する場合の吐出圧力（移動式代替熱交換設備使用時）

MPa以上 

大型送水ポンプ車を原子炉補機代替冷却系に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が

最大となる原子炉補機代替冷却系接続口（南）又は（西）供給側を使用する場合の水源と移

送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類類の圧損

を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約 MPa 

② 静水頭 ：約- MPa 

③ ホース＊圧損 ：約 MPa 

④ ホース＊湾曲による影響 ：約 MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類の圧損   ：約 MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約 MPa 

以上より，原子炉補機代替冷却系として使用する場合の大型送水ポンプ車の吐出圧力は

MPa以上とする。 

注記＊：原子炉補機代替冷却系供給側接続口（南）又は（西）を使用する場合は以下の配管・

ホースを使用する。

・原子炉補機代替冷却系接続口（南）供給側

～B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南側）

・B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南側）

～原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側）

・原子炉浄化系補助熱交換器入口ライン分岐部（胴側）

～B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部

・B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部

～B-燃料プール冷却系熱交換器
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      ・B-燃料プール冷却系熱交換器 

～原子炉浄化系補助熱交換器出口ライン合流部（胴側） 

・原子炉浄化系補助熱交換器出口ライン合流部（胴側） 

～B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部 

・B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部 

～B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合流部 

      ・B-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機出口ライン合流部 

～B-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部 

・B-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部 

～B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側） 

      ・B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側） 

       ～B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部 

・B-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部 

～B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南側） 

・B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南側） 

       ～原子炉補機代替冷却系接続口（南）戻り側 

・原子炉補機代替冷却系接続口（西）供給側 

～B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西側） 

・B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側） 

～B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

・B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

～B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

・B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

～B-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部 

・B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西側） 

       ～A-原子炉補機代替冷供給ライン合流部（原子炉建物西側） 

・A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側） 

～A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

・A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

～A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

・A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部 

～A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部 

・A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部 

～A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部 

・A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部 

～A-残留熱除去系熱交換器 

・A-残留熱除去系熱交換器 

～A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部 
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・A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

～A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

・A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

～A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

・A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

～A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

・A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

～A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

・A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）

・A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

～A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部

・A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部

～A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部

・A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部

～A-燃料プール冷却系熱交換器

・A-燃料プール冷却系熱交換器

～A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部

・A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部

～A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）

～A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）

・B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷戻りライン合流部（原子炉建物西側）

・A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系接続口（西）戻り側

・大型送水ポンプ車入口ライン取水用 20m，5m，1mホース

・大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5m，2mホース

・大型送水ポンプ車出口ライン送水用 15mホース

・移動式代替熱交換設備入口ライン戻り用 5mホース

・移動式代替熱交換設備出口ライン供給用 5mホース

(2) 原子炉補機代替冷却系として使用する場合の吐出圧力

（大型送水ポンプ車による海水直接注入用時） MPa以上 
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大型送水ポンプ車を原子炉補機代替冷却系に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が

最大となる原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，

静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類の圧損を基に設定する。 

① 水源と移送先の圧力差 ：約  MPa 

② 静水頭  ：約-  MPa 

③ ホース＊圧損  ：約  MPa 

④ ホース＊湾曲による影響  ：約  MPa 

⑤ 機器及び配管＊・弁類の圧損 ：約  MPa 

⑥ 系統要求値（①－②＋③＋④＋⑤の合計）：約  MPa 

上記から，原子炉補機代替冷却系として使用する場合の大型送水ポンプ車の吐出圧力は

MPa以上とする。 

注記＊：原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）を使用する場合は以下の配管・ホースを使用

する。 

・原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）

～原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）ライン合流部

・原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）ライン合流部

～B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西側）

・B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）

・B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）

～B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・B-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・B-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～B-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

・A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）

～A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

・A-残留熱除去系熱交換器入口ライン分岐部

～A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

・A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

～A-残留熱除去系熱交換器
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・A-残留熱除去系熱交換器

～A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

～A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

・A-残留熱除去系熱交換器出口ライン合流部

～A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

・A-原子炉補機冷却系サージタンク出口ライン合流部

～A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

・A-原子炉補機冷却水ポンプ入口ライン分岐部

～A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

・A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）

・A-燃料プール冷却系熱交換器入口ライン分岐部

～A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部

・A-非常用ディーゼル発電設備潤滑油冷却器入口ライン分岐部

～A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部

・A-中央制御室空調換気設備冷却水系冷凍機入口ライン分岐部

～A-燃料プール冷却系熱交換器

・A-燃料プール冷却系熱交換器

～A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部

・A-非常用ディーゼル発電設備機関付空気冷却器出口ライン合流部

～A-燃料プール冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）

～A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-2原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

～A-1原子炉補機冷却系熱交換器出口ライン合流部

・A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）

・B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）

～A-原子炉補機代替冷戻りライン合流部（原子炉建物西側）

・A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系接続口（西）戻り側

・大型送水ポンプ車入口ライン取水用 20m，5m，1mホース

・大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5m，2mホース

・大型送水ポンプ車出口ライン送水用 10m，5mホース

・大型送水ポンプ車出口ライン送水用 1mホース

公称値については，設計段階で使用点として設定をしている 1.20MPaとする。 
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3. 最高使用圧力の設定根拠

大型送水ポンプ車を重大事故等時において使用する場合の圧力は，当該ポンプの供給ライン

の仕様を踏まえポンプ吐出圧力を電気的に MPa に制限することから，その制限値である

MPaとする。 

4. 最高使用温度の設定根拠

大型送水ポンプ車を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性

評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において使用している海水の温度 30℃を

上回る ℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

大型送水ポンプ車の原動機出力は，定格流量である 1800m3/h，定格吐出圧力 1.20MPa時の軸

動力を基に設定する。 

大型送水ポンプ車の流量が m3/h，吐出圧力が MPa，その時の当該ポンプの必要軸動

力は約 480kWとなる。 

以上より，大型送水ポンプ車の原動機出力は必要軸動力 480kWを上回る kW/個とする。 

6. 個数の設定根拠

大型送水ポンプ車（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として原子炉補機代替冷却系に

海水を送水するために必要な個数である 1個を 1セットの合計 2個及びに故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として予備 1個（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のう

ち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建物放水設備），原子炉格納施設のうち圧力低減施

設その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（原子炉建物放水設備）の予備として兼用）

を分散して保管する。 
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名  称 移動式代替熱交換設備ストレーナ 

容 量 m3/h/個 780以上（780） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.00 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

個 数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち原子炉補機冷却設備（原子炉補機代替冷却系）と

して使用する移動式代替熱交換設備ストレーナは，以下の機能を有する。 

移動式代替熱交換設備ストレーナは，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱

を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の

著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸

送するために設置する。 

系統構成は，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系含む。）の故障又は全交流動力電源喪失

により，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において，サプレッションチェ

ンバへの熱の蓄積により原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に，移動式代替熱交換設備

を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を供給す

ることで，残留熱除去系等の機器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる

設計とする。 

移動式代替熱交換設備ストレーナは，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃

料プールからの水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場合におい

て，燃料プール内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するために移動式代替熱交

換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交換設備に海水を

供給することで，燃料プール冷却系の熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である

海へ輸送できる設計とする。 

移動式代替熱交換設備ストレーナは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の過圧による破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，移動式代替熱交換設備を原子炉補機冷却系に接続し，大型送水ポンプ車により

移動式代替熱交換設備に海水を供給することで，残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的

な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

移動式代替熱交換設備ストレーナの容量は，重大事故等時に海を水源として使用する大型送
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水ポンプ車の必要容量と同じ 780m3/h/個以上とする。 

公称値については，要求される容量と同じ 780m3/h/個以上とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

移動式代替熱交換設備ストレーナを重大事故等時において使用する場合の圧力は，大型送水

ポンプ車の重大事故等時において使用する場合の圧力が MPa であるため，これを上回る

圧力として 1.00MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

移動式代替熱交換設備ストレーナを重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，

重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において使用して

いる海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 

4. 個数の設定根拠

移動式代替熱交換設備ストレーナは，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷，原子炉

格納容器の破損を防止するため等に必要な個数である 1個と，異物により目詰まりをした際の

切替え用に 1個の合計 2個を車両毎に設置する。 
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名   称 

原子炉補機代替冷却系接続口（西）供給側 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外    径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉補機代替冷却系接続口（西）供給側からB-原子炉補機代替冷却供給ライン

分岐部（原子炉建物西側）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷却水を移

動式代替熱交換設備により残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器に供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：1.37MPa 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：85℃ 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西

側） 

～ 

A-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西側）からA-原子炉補機代

替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西側）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備と

して，冷却水を移動式代替熱交換設備により残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換

器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西

側） 

～ 

原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-原子炉補機代替冷却供給ライン分岐部（原子炉建物西側）から原子炉補機代替

冷却系接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷

却水を移動式代替熱交換設備により残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器に供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）ライン合流部 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）ライン合流部からB-原子炉補機代替冷却供

給ライン合流部（原子炉建物西側）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷

却水を移動式代替熱交換設備により残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器に供

給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

原子炉補機代替冷却系接続口（屋内） 

～ 

原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）ライン合流部 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）から原子炉補機代替冷却系接続口（屋内）

ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷却水を移動式代替熱交

換設備により残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西

側） 

～ 

A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）からA-原子炉補機代

替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備と

して，冷却水を残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器より移動式代替熱交換設備

に戻すために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西

側） 

～ 

原子炉補機代替冷却系接続口（西）戻り側 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）から原子炉補機代替

冷却系接続口（西）戻り側までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷却水を残

留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器より移動式代替熱交換設備に戻すために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西

側） 

～ 

A-原子炉補機代替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物西側）からA-原子炉補機代

替冷却戻りライン合流部（原子炉建物西側）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備と

して，冷却水を残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器より移動式代替熱交換設備

に戻すために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

原子炉補機代替冷却系接続口（南）供給側 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライン合流部（原子炉建物南

側） 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉補機代替冷却系接続口（南）供給側からB-原子炉補機代替冷却供給ライン

合流部（原子炉建物南側）までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷却水を移

動式代替熱交換設備により残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器に供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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名 称 

B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南

側） 

～ 

原子炉補機代替冷却系接続口（南）戻り側 

最高使用圧力 MPa 1.37 

最高使用温度 ℃ 85 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，B-原子炉補機代替冷却戻りライン分岐部（原子炉建物南側）から原子炉補機代替

冷却系接続口（南）戻り側までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，冷却水を残

留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器より移動式代替熱交換設備に戻すために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様を表6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：1.37MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用圧力に合わせて，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：85℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，重大事故等時における原子炉補

機冷却系の使用温度に合わせて，85℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水で

あるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づ

いた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 267.4 9.3 250 0.04862 ＊ 

注記＊：移動式代替熱交換設備ポンプの設計流量 
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表 6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様表（その１） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

原子炉補機代替冷却系接続

口（西）供給側 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ１ 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

～ 

A-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン合流部（原子炉建物西側）

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

267.4 ― 

406.4 

/267.4 
― 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

～ 

原子炉補機代替冷却系接続

口（屋内）ライン合流部 

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

原子炉補機代替冷却系接続

口（屋内）ライン合流部 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給

ライン合流部（原子炉建物西

側） 

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ１ 

原子炉補機代替冷却系接続口

（屋内） 

～ 

原子炉補機代替冷却系接続

口（屋内）ライン合流部 

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

267.4 ― 

A-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

～ 

A-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン合流部（原子炉建物西側）

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ１ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 6.3－1 原子炉補機代替冷却系主配管の設計仕様表（その２） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系

A-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン合流部（原子炉建物西側）

～ 

原子炉補機代替冷却系接続

口（西）戻り側 

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

267.4 Ｄ１ 

267.4 ― 

B-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物西側）

～ 

A-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン合流部（原子炉建物西側）
1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

406.4 ― 

406.4 

/267.4 
― 

267.4 Ｄ１ 

267.4 ― 

267.4 

/－ 

/267.4 

― 

原子炉補機代替冷却系接続

口（南）供給側 

～ 

B-原子炉補機代替冷却供給ライ

ン合流部（原子炉建物南側）

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 ― 

267.4 Ｄ１ 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

B-原子炉補機代替冷却戻りライ

ン分岐部（原子炉建物南側）

～ 

原子炉補機代替冷却系接続

口（南）戻り側 

1.37＊ Ｐ１ 85＊ Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

267.4 ― 

267.4 

/267.4 

/－ 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 



609 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称 大型送水ポンプ車入口ライン取水用 20m，5m，1mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 250A 

個 数 ― 12（予備 3） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，附属水中ポンプと大型送水ポンプ車を接続するホースであり，重大事故等対処

設備として，大型送水ポンプ車により海水を原子炉補機代替冷却系へ送水するために設置す

る。  

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，

1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する大型送水ポンプ車の附属

水中ポンプの呼び径に合わせた 250Aとする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，本数が最大となる，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車に

より海水を原子炉補機代替冷却系へ送水するために必要な 6 本（20m：2 本，5m：2 本，1m：2

本）の 2セットに，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保守点検による待機除外

時のバックアップは考慮せず，故障時のバックアップ用として予備 3本（大型送水ポンプ車入

口ライン取水用 20m，5m，1m ホースのうち 5m，1m ホースの予備 2 本は，核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建物放水設備）の予備を兼用）

を分散して保管する。 
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名 称 大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5m，2mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 300A 

個 数 ― 38（予備 3） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは大型送水ポンプ車と大型送水ポンプ車出口ライン送水用 15mホースを接続するホ

ースであり，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により原子炉補機冷却水を冷却す

るための海水を移動式代替熱交換設備へ供給するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，大型送水ポンプ車の重大事故等時

において使用する場合の圧力が MPaであるため，これを上回る 1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定

する。 

大型送水ポンプ車により海水を移動式代替熱交換設備に供給する場合については，大型送水

ポンプ車の 2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である 300A（呼び径）を本ホースの

外径とする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交

換設備へ供給するために必要な 19 本（50m：10 本，5m：7 本，2m：2 本）の 2 セットに，本ホ

ースは保守点検中でも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮

せず，故障時のバックアップ用として予備 3本（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備（原子炉建物放水設備），原子炉格納施設の圧力低減設備その他

の安全設備（原子炉格納容器安全設備）の予備として兼用）を分散して保管する。 
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名 称 大型送水ポンプ車出口ライン送水用 15mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.00 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 250A 

個 数 ― 6（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5m，2mホースと移動式代替熱交換設備

を接続するホースであり，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により原子炉補機冷

却水を冷却するための海水を移動式代替熱交換設備へ供給し熱交換後，海へ排水するために設

置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，移動式代替熱交換設備の使用圧力

と同じ 1.00MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における移動式代替

熱交換設備の使用温度と同じ ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定

する。 

大型送水ポンプ車により海水を移動式代替熱交換設備に供給する場合については，大型送水

ポンプ車の 2．吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である 250A（呼び径）を本ホースの

外径とする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により移動式代替熱交

換設備へ供給するために必要な 3本（15m：3本）の 2セットに，本ホースは保守点検中でも使

用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバックア

ップ用として予備 1本を分散して保管する。 
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名 称 大型送水ポンプ車出口ライン送水用 10m，5mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 150A 

個 数 ― 60（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは大型送水ポンプ車出口ライン送水用 50m，5m，2mホースと大型送水ポンプ車出口ラ

イン送水用 1m ホースを接続するホースであり，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車

により海水を原子炉補機代替冷却系へ送水するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，大型送水ポンプ車の重大事故等時に

おいて使用する場合の圧力が MPaであるため，これを上回る 1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定す

る。 

大型送水ポンプ車により海水を原子炉補機代替冷却系に送水する場合については，大型送水ポ

ンプ車の 2.吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である 150A（呼び径）を本ホースの外径

とする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により海水を原子炉補機

代替冷却系へ送水するために必要な 30本（10m：28本，5m：2本）の 2セットに，本ホースは保

守点検中にも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，故障

時のバックアップ用として予備 2本を分散して保管する。 
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名 称 大型送水ポンプ車出口ライン送水用 1mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.40 

最 高 使 用 温 度 ℃ 

外 径 ― 200A 

個 数 ― 6（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは大型送水ポンプ車出口ライン送水用 10m，5mホースと原子炉補機代替冷却系接続口

（屋内）を接続するホースであり，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により海水を

原子炉補機冷却系へ送水するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，大型送水ポンプ車の重大事故等時に

おいて使用する場合の圧力が MPaであるため，これを上回る 1.40MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価解析

（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している海水の温度 30℃を上

回る ℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定す

る。 

大型送水ポンプ車により海水を原子炉補機代替冷却系に送水する場合については，大型送水ポ

ンプ車の 2.吐出圧力の設定根拠のホース圧損算出条件である 200A（呼び径）を本ホースの外径

とする。 

4. 個数の設定根拠

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，大型送水ポンプ車により海水を原子炉補機

代替冷却系へ送水するために必要な 3本（1m：3本）の 2セットに，本ホースは保守点検中にも

使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバックア

ップ用として予備 1本とし，分散して保管する。 
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名            称 移動式代替熱交換設備入口ライン戻り用 5mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37  

最 高 使 用 温 度 ℃ 70  

外 径 ― 250A 

個 数 ― 12（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，原子炉補機代替冷却系接続口（南）又は（西）戻り側と移動式代替熱交換設備

を接続するホースであり，重大事故等対処設備として，淡水を残留熱除去系熱交換器及び燃料

プール冷却系熱交換器から移動式代替熱交換設備へ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における移動式代替

熱交換設備淡水ポンプの使用圧力と同じ 1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における移動式代替

熱交換設備淡水ポンプの使用温度と同じ 70℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定

する。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプの 2.揚程の設定根拠の配管・機器圧力損失算出条件であ

る，250A（呼び径）を本ホースの外径とする 

 

4. 個数の設定根拠 

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，移動式代替熱交換設備により原子炉補機

冷却水を残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷却系熱交換器へ供給するために必要な 6 本

（5m：6 本）の 2 セットに，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保守点検による

待機除外時のバックアップは考慮せず，故障時のバックアップ用として予備 1本とし，分散し

て保管する。 
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名            称 移動式代替熱交換設備出口ライン供給用 5mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 70  

外 径 ― 250A 

個 数 ― 12（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ホースは，移動式代替熱交換設備と原子炉補機代替冷却系接続口（南）又（西）供給側を

接続するホースであり，重大事故等対処設備として，残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷

却系熱交換器からの淡水を移動式代替熱交換設備へ供給するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，移動式代替熱交換設備淡水ポンプ

の使用圧力と同じ 1.37MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における移動式代替

熱交換設備淡水ポンプの使用温度と同じ 70℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失上許容できる外径を選定

する。 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプの 2.揚程の設定根拠の配管・機器圧力損失算出条件であ

る，250A（呼び径）を本ホースの外径とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として，残留熱除去系熱交換器及び燃料プール冷

却系熱交換器から移動式代替熱交換設備に供給するために必要な 6 本（5m：6 本）の 2 セット

に，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保守点検による待機除外時のバックアッ

プは考慮せず，故障時のバックアップ用として予備 1本とし，分散して保管する。 
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8. 原子炉冷却材浄化設備 

8.1 原子炉浄化系 

名   称 RV213-1 

吹 出 圧 力 MPa 1.18 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV213-1は，主配管「原子炉浄化系非再生熱交換器～原子炉浄化系ろ過脱塩装置ろ過脱

塩器」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV213-1は，設計基準対象施設として主配管「原子炉浄化系非再生熱交換器～原子炉浄

化系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作して最高使用圧力

以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV213-1の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主

配管「原子炉浄化系非再生熱交換器～原子炉浄化系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器」の最高使用圧力

に合わせ，1.18MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV213-1は，設計基準対象施設として主配管「原子炉浄化系非再生熱交換器～原子炉

浄化系ろ過脱塩装置ろ過脱塩器」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数であ

る 1個設置する。 
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名   称 RV213-3 

吹 出 圧 力 MPa 10.0 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV213-3は，主配管「A-原子炉浄化循環ポンプ出口ライン合流部～原子炉浄化系再生熱

交換器」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV213-3は，設計基準対象施設として主配管「A-原子炉浄化循環ポンプ出口ライン合流

部～原子炉浄化系再生熱交換器」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作して最高使用圧

力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV213-3の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する主

配管「A-原子炉浄化循環ポンプ出口ライン合流部～原子炉浄化系再生熱交換器」の最高使用圧

力に合わせ，10.0MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV213-3は，設計基準対象施設として主配管「A-原子炉浄化循環ポンプ出口ライン合

流部～原子炉浄化系再生熱交換器」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数で

ある 1個設置する。 
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名   称 RV213-4 

吹 出 圧 力 MPa 1.18 

個     数 ― 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

安全弁 RV213-4は，原子炉浄化系サージタンクに設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV213-4は，設計基準対象施設として原子炉浄化系サージタンクの圧力が，最高使用圧

力になった場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV213-4の吹出圧力は，当該逃がし弁が接続する原

子炉浄化系サージタンクの最高使用圧力に合わせ，1.18MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV213-4は，設計基準対象施設として原子炉浄化系サージタンクの圧力を最高使用圧

力以下に維持するために必要な個数である 1個設置する。 
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名    称  

原子炉隔離時冷却系合流部 

～ 

原子炉浄化系合流部 

最 高 使 用 圧 力  MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度  ℃ 302 

外     径  mm 216.3 ／ 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却系合流部から原子炉浄化系合流部までを接続する配管であり，

設計基準対象施設としてサプレッションチェンバのプール水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉

隔離時冷却ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を原子炉隔離時冷却ポン

プ又は高圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ２として下記に示す。 

原子炉浄化系主配管の設計仕様を表 7.1－1 原子炉浄化系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ１：8.62MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高

使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：302℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高

使用温度に合わせ，302℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する原子炉隔離時冷却ポンプに必要な容量が設計基準対象施設として使用する原子炉浄

化系再生熱交換器出口側の設計流量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内

基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計

し，216.3mm，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 216.3 18.2 200 0.02542 *1

Ｄ２ 114.3 11.1 100 0.00666 *2 *3

注記＊1：原子炉浄化系再生熱交換器出口側の設計流量 

＊2：原子炉浄化系再生熱交換器出口側の設計流量の 1/2 

＊3：当該配管は内部流体が水の場合の炭素鋼配管の配管内最高流速（ m/s）を下回

るため問題ない。 



621 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-3
 R
0 

名 称 原子炉隔離時冷却系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302 

外 径 mm 114.3 ／ 144.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉隔離時冷却系合流部であり，設計基準対象施設としてサプレッションチェ

ンバのプール水又は復水貯蔵タンクの水を原子炉隔離時冷却ポンプにより原子炉圧力容器に供

給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，サプレッションチェンバのプール水を原子炉隔離時冷却ポンプ

又は高圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ３，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

原子炉浄化系主配管の設計仕様を表 7.1－1 原子炉浄化系主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：8.62MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：302℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，原子炉圧力容器の最高使

用温度に合わせ，302℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するポンプの

うち最も容量の大きい原子炉隔離時冷却ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する原子炉隔離時冷却ポンプの容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同

仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して

選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 114.3 11.1 100 0.00666 ＊

注記＊：原子炉隔離時冷却ポンプによる原子炉圧力容器への供給流量 

(2) 継手

Ｆ１：144.3mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。
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表 7.1－1 原子炉浄化系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
浄
化
系

原子炉隔離時冷却系合流部 

～ 

原子炉浄化系合流部 

8.62 Ｐ１ 302 Ｔ１ 

216.3 Ｄ１ 

216.3 

/216.3 

/114.3 

― 

216.3 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ２ 

原子炉隔離時冷却系合流部 

8.62 Ｐ１ 302 Ｔ１ 

114.3 Ｄ３ 

144.3 Ｆ１ 
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Ⅵ-1-1-5-4 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（計測制御系統施設） 
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1. 概要 

本説明書は，計測制御系統施設の申請設備に係る仕様設定根拠について説明するものである。 
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2. 制御材駆動装置 

2.1 制御棒駆動機構 

名 称 制御棒駆動機構 

最 高 使 用 圧 力 MPa 8.62（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 302（304） 

駆 動 速 度 mm/s 76.2 

挿 入 時 間 秒 全ストロークの 75％挿入まで 1.62以下（全炉心平均） 

個 数 ― 137（20） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

制御棒駆動機構は，通常運転時には，通常の運転操作に必要な速度で制御棒を炉心に挿入，

引抜きを行い，緊急時には急速に制御棒を炉内に挿入して原子炉スクラム（原子炉緊急停止）

を行うために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，計測制御系統施設のうち制御材駆動装置の制御棒駆動機構として使用す

る制御棒駆動機構は，以下の機能を有する。 

 

制御棒駆動機構は，運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停止

することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合において

も炉心の著しい損傷を防止するため原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全

性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために設置する。 

系統構成は，原子炉緊急停止系による発電用原子炉の停止失敗時において，水圧制御ユニッ

トアキュムレータ及び窒素容器により駆動水をスクラム弁（AV212-126，AV212-127）を介して

制御棒駆動機構へ供給し，制御棒を挿入することで発電用原子炉を未臨界に移行できる設計

とする。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として設置する制御棒駆動機構の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最

高使用圧力と同じ 8.62 MPa とする。 

 

制御棒駆動機構を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原

子炉圧力容器の使用圧力と同じ，8.98MPa とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する制御棒駆動機構の最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高

使用温度と同じ 302℃とする。 

 

制御棒駆動機構を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子

炉圧力容器の使用温度と同じ，304℃とする。 

 

3. 駆動速度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する制御棒駆動機構の駆動速度は，制御棒の引抜きによる炉心

内の反応度又は出力分布の異常な変化により燃料及び原子炉冷却材圧力バウンダリが破損をし

ない速度とし，安全評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）の「原子炉起動時におけ

る制御棒の異常な引き抜き」において確認されている定格値に対する最大の許容公差を考慮し

た速度  mm/s の安全側の速度とし，定格値である 76.2mm/sとする。 

 

制御棒駆動機構を重大事故等時において使用する場合の駆動速度は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，76.2mm/sと

する。 

 

4. 挿入時間の設定根拠 

制御棒駆動機構の挿入時間は，安全評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）におい

て確認されているスクラム速度である，全ストロークの 75％挿入まで 1.84秒より安全側の時間

として，1.62秒以下（定格圧力で全炉心平均）とする。 

 

制御棒駆動機構を重大事故等時において使用する場合の挿入時間は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，全ストロー

クの 75％挿入まで 1.62秒以下（定格圧力で全炉心平均）とする。 

 

5. 個数の設定根拠 

制御棒駆動機構は，設計基準対象施設として制御棒に合わせ 137個設置し，保守点検用の予備

品として 20個保管する。 

 

制御棒駆動機構は，設計基準対象施設として 137 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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2.2 制御棒駆動水圧設備 

名 称 
水圧制御ユニット 

アキュムレータ 窒素容器 

容 量 /個 
以上 (18) 

(水側有効容量) 

以上 (36) 

 

最 高 使 用 圧 力 MPa 15.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

個 数 ― 137 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

水圧制御ユニットアキュムレータは，設計基準対象施設として急速に制御棒を炉心内に挿

入して発電用原子炉をスクラム（原子炉緊急停止）する場合に制御棒駆動機構のスクラム時の

駆動源として，加圧された駆動水を制御棒駆動機構に供給するために設置する。 

水圧制御ユニット窒素容器は，設計基準対象施設として制御棒駆動機構のスクラム時の駆

動源となる水圧制御ユニットアキュムレータに高圧の窒素を供給するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，計測制御系統施設のうち制御材駆動装置の制御棒駆動水圧設備（制御棒駆

動水圧系）として使用する水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器は，以下の機能を有

する。 

 

水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器は，運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当

該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行する

ために設置する。 

系統構成は，原子炉緊急停止系による発電用原子炉の停止失敗時において，水圧制御ユニッ

トアキュムレータ及び窒素容器により駆動水をスクラム弁（AV212-126，AV212-127）を介して

制御棒駆動機構へ送水し，制御棒を挿入することで発電用原子炉を未臨界に移行する設計と

する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する水圧制御ユニットアキュムレータの容量は，制御棒駆

動機構が全ストロークスクラム可能な駆動水量＊ を上回るものとし， /個以上とす

る。 

 

重大事故等対処設備として使用する水圧制御ユニットアキュムレータの容量は，設計基

準対象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  /個

以上とする。 

 

水圧制御ユニットアキュムレータの容量の公称値については

18/個とする。 

 

設計基準対象施設として使用する水圧制御ユニット窒素容器の容量は，初期窒素容器圧

力約 MPaによって制御棒駆動機構が所定の時間内に全ストロークスクラム可能な窒素

量約 を上回るものとし， /個以上とする。 

 

重大事故等対処設備として使用する水圧制御ユニット窒素容器の容量は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し， /個以上とす

る。 

 

水圧制御ユニット窒素容器の容量の公称値については

36/個とする。 

 

 注記  ＊：制御棒駆動機構が全ストロークスクラム可能な駆動水量について 

全ストロークスクラムに必要な駆動水量  

＝   

＝   

＝  ≒  

cm2  

cm  

上記から，制御棒駆動機構が全ストロークスクラム可能な駆動水量は とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器の最高使

用圧力は，主配管「弁 V212-115～充てん水ライン合流部」の最高使用圧力と同じ 15.2MPa と

する。 

 

重大事故等対処設備として使用する水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器の圧力

は，重大事故等時における主配管「弁 V212-115～充てん水ライン合流部」の使用圧力と同じ

15.2MPaとする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器の最高使

用温度は，主配管「弁 V212-115～充てん水ライン合流部」の最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

重大事故等対処設備として使用する水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器の温度

は，重大事故等時における主配管「弁 V212-115～充てん水ライン合流部」の使用温度と同じ

66℃とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器は，設計基準対象施設として制御棒駆動機

構 137個作動させるために必要な個数である 137個を設置する。 

 

水圧制御ユニットアキュムレータ及び窒素容器は，設計基準対象施設として 137 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 

 

  



 

7 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

5-
4 

R0
 

 

名 称 AV212-126 

最 高 使 用 圧 力 MPa 15.2 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

個 数 ― 137 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

主要弁 AV212-126は，主配管「充てん水ライン合流部～弁 AV212-126」上に設置する止め弁

である。スクラム時に水圧制御ユニットアキュムレータからの駆動水を制御棒駆動機構に供

給するための設備であり，原子炉緊急停止信号により弁が開動作することによってスクラム

をさせるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち制御材駆動装置の制御棒駆動水圧設備（制御棒駆

動水圧系）に使用する主要弁 AV212-126は，以下の機能を有する。 

 

主要弁 AV212-126 は，運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の

健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために設置する。 

系統構成は，原子炉緊急停止信号により弁が開動作することによってスクラムさせるため

に使用する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する主要弁 AV212-126 の最高使用圧力は，水圧制御ユニット

アキュムレータの最高使用圧力と同じ 15.2MPa とする。 

 

重大事故等時に使用する主要弁 AV212-126 は，設計基準対象施設として使用する場合と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，15.2MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する主要弁 AV212-126 の最高使用温度は，水圧制御ユニット

アキュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

重大事故等時に使用する主要弁 AV212-126 は，設計基準対象施設として使用する場合と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

主要弁 AV212-126 は，設計基準対象施設として制御棒駆動機構 137 個作動させるために必

要な個数である 137個設置する。 

 

主要弁 AV212-126 は，設計基準対象施設として 137 個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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名 称 AV212-127 

最 高 使 用 圧 力 MPa 13.8 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

個 数 ― 137 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

主要弁 AV212-127は，主配管「弁 V212-102～弁 AV212-127」上に設置する止め弁である。ス

クラム時に水圧制御ユニットアキュムレータから制御棒駆動機構に供給された駆動時の排出

水をスクラム水排出容器へ排出させるための設備であり，原子炉緊急停止信号により弁が開

動作することによってスクラムさせるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち制御材駆動装置の制御棒駆動水圧設備（制御棒駆

動水圧系）に使用する主要弁 AV212-127は，以下の機能を有する。 

 

主要弁 AV212-127 は，運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の

健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために設置する。 

系統構成は，原子炉緊急停止信号により弁が開動作することによってスクラムさせるため

に使用する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する主要弁 AV212-127の最高使用圧力は，主配管「弁 V212-102

～弁 AV212-127」の最高使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

重大事故等時に使用する主要弁 AV212-127 は，設計基準対象施設として使用する場合と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，13.8MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する主要弁 AV212-127の最高使用温度は，主配管「弁 V212-102

～弁 AV212-127」の最高使用温度と同じ 66 ℃とする。 

 

重大事故等時に使用する主要弁 AV212-127 は，設計基準対象施設として使用する場合と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，66℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

主要弁 AV212-127 は，設計基準対象施設として制御棒駆動機構 137 個作動させるために必

要な個数である 137個設置する。 

 

主要弁 AV212-127 は，設計基準対象施設として 137 個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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 名 称  

弁V212-101 

～ 

制御棒駆動機構ハウジング 

最 高 使 用 圧 力 MPa 13.8 

 最 高 使 用 温 度 ℃ 66（200） ／ 66 

 外 径  mm 34.0 ／ 42.7 ／ 27.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，弁V212-101から制御棒駆動機構ハウジングを接続する配管であり，設計基準対 

象施設及び重大事故等対処設備として，制御棒挿入時，制御棒駆動機構ハウジングへ制御棒駆 

動水を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外径の設

定根拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ１：13.8MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ１は，制御棒駆動水圧ポンプ 

の最高使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における制御棒駆 

動水圧ポンプの使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：66℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ１は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格 

納容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 

 

Ｔ２：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する制御棒駆

動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象施設

として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基

づき定めた標準流速を考慮し，選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，34.0mm，

42.7mm，27.2mm とする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 34.0 4.5 25 0.00049 
   

Ｄ２ 42.7 4.9 32 0.00085    

Ｄ３ 27.2 3.9 20 0.00030    
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名 称 

制御棒駆動機構ハウジング 

～ 

弁V212-102 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 13.8 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 66 ／ 66（200） 

 外 径  mm 27.2 ／ 34.0 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，制御棒駆動機構ハウジングから弁V212-102を接続する配管であり，設計基準対 

象施設及び重大事故等対処設備として，制御棒引抜時，制御棒駆動機構ハウジングから制御棒 

駆動水を排出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外径の設

定根拠をＤ４，Ｄ５として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ１：13.8MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ１は，制御棒駆動水圧ポンプ 

の最高使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における制御棒駆 

動水圧ポンプの使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：66℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ１は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格 

納容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 

 

Ｔ２：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する制御棒駆

動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象施設

として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基

づき定めた標準流速を考慮し，選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，27.2mm，

34.0mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 27.2 3.9 20 0.00030    

Ｄ５ 34.0 4.5 25 0.00049 
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 名 称  

窒素容器 

～ 

アキュムレータ 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 15.2 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 66 

 外 径  mm 27.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，窒素容器及びアキュムレー 

タを接続するために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根 

拠をＤ６として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ３：15.2MPa 

 設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ３は，水圧制御ユニットアキ

ュムレータの最高使用圧力と同じ 15.2MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における水圧制御 

ユニットアキュムレータの使用圧力と同じ 15.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：66℃ 

   設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における水圧制御 

ユニットアキュムレータの使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径Ｄ６は，重大事故等時に使用する制御

棒駆動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象

施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，先行ＢＷＲプラント

実績に基づき原子炉スクラム動作に対して十分実績のある外径として，27.2mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ６ 27.2 3.9 20 0.00030 ― ― ― 
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 名 称  

アキュムレータ 

～ 

充てん水ライン合流部 

 最 高 使 用 圧 力   MPa 15.2 

 最 高 使 用 温 度   ℃ 66 

 外 径  mm   

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，アキュムレータから充てん水ライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として，原子炉スクラム時，制御棒駆動機構ハウジングへ制御棒駆

動水を供給するために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根 

拠をＤ７として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ３：15.2MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ３は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用圧力と同じ 15.2MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における水圧制御ユ

ニットアキュムレータの使用圧力と同じ 15.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：66℃ 

 設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における水圧制御 

ユニットアキュムレータの使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径Ｄ７は，重大事故等時に使用する制御

棒駆動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象施

設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，先行ＢＷＲプラント実績

に基づき原子炉スクラム動作に対して十分実績のある外径として， mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７    0.00051 ― ― ― 
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 名 称  

充てん水ライン合流部 

～ 

弁 AV212-126 

 最 高 使 用 圧 力   MPa 15.2 

 最 高 使 用 温 度   ℃ 66 

 外 径  mm   

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，充てん水ライン合流部から弁AV212-126を接続する配管であり，設計基準対象施

設及び重大事故等対処設備として，原子炉スクラム時，制御棒駆動機構ハウジングへ制御棒駆動

水を供給するために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根 

拠をＤ７として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ３：15.2MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ３は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用圧力と同じ 15.2MPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における水圧制御ユ

ニットアキュムレータの使用圧力と同じ 15.2MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：66℃ 

 設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における水圧制御 

ユニットアキュムレータの使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径Ｄ７は，重大事故等時に使用する制御

棒駆動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象施

設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，先行ＢＷＲプラント実績

に基づき原子炉スクラム動作に対して十分実績のある外径として， mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７    0.00051 ― ― ― 
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 名 称  

弁AV212-126 

～ 

弁V212-101 

 最 高 使 用 圧 力   MPa 13.8 

 最 高 使 用 温 度   ℃ 66 

 外 径  mm 34.0 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，弁AV212-126から弁V212-101を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重大

事故等対処設備として，制御棒挿入時，制御棒駆動機構ハウジングへ制御棒駆動水を供給する 

ために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根 

拠をＤ１として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ１：13.8MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ１は，制御棒駆動水圧ポンプ 

の最高使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における制御棒駆 

動水圧ポンプの使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における水圧制御 

ユニットアキュムレータの使用温度と同じ 66℃とする。 

 

 

  



 

22 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

5-
4 

R0
 

 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径Ｄ１は，重大事故等時に使用する制御

棒駆動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象施

設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき

定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，34.0mm とす

る。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 34.0 4.5 25 0.00049    
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 名 称  

弁V212-102 

～ 

弁AV212-127 

 最 高 使 用 圧 力   MPa 13.8 

 最 高 使 用 温 度   ℃ 66 

 外 径  mm 27.2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，弁V212-102から弁AV212-127を接続する配管であり，設計基準対象施設及び重 

大事故等対処設備として，制御棒引抜時，制御棒駆動機構ハウジングから制御棒駆動水を排出 

するために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ４として下記に示す。 

制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様を表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ１：13.8MPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力Ｐ１は，制御棒駆動水圧ポンプ 

の最高使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における制御棒駆 

動水圧ポンプの使用圧力と同じ 13.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ２：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度Ｔ２は，水圧制御ユニットアキ 

ュムレータの最高使用温度と同じ 66℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における水圧制御 

ユニットアキュムレータの使用温度と同じ 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径Ｄ４は，重大事故等時に使用する制御

棒駆動水量を基に設定しており，重大事故等時に使用する制御棒駆動水量が設計基準対象施

設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社内基準に基づき

定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，27.2mm とす

る。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 27.2 3.9 20 0.00030    

 

 

 



 

25 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

5-
4 

R0
 

表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管（その１） 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系 

弁 V212-101 

～ 

制御棒駆動機構ハウジ

ング 

13.8 Ｐ１ 

66 

（200*） 
Ｔ１ 

34.0 Ｄ１ 

43.2 

/34.5 
― 

42.7 Ｄ２ 

43.2 

/－ 

/43.2 
― 

43.2 ― 

43.2 ― 

43.2 

/34.5 
― 

66 Ｔ２ 

43.2 ― 

42.7 Ｄ２ 

43.2 ― 

43.2 

/27.7 ― 

27.2 Ｄ３ 

制御棒駆動機構ハウジ

ング 

～ 

弁 V212-102 

13.8 Ｐ１ 

66 Ｔ２ 

27.2 Ｄ４ 

34.5 

/27.7 
― 

34.0 Ｄ５ 

34.5 ― 

34.5 ― 

66 

（200*） 
Ｔ１ 

34.5 ― 

34.0 Ｄ５ 

34.5 ― 

34.5 

/－ 

/34.5 

― 

34.5 

/27.7 
― 

27.2 Ｄ４ 

34.5 

/27.7 
― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 1.2－1 制御棒駆動水圧系主配管（その２） 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系 

窒素容器 

～ 

アキュムレータ 

15.2 Ｐ３ 66 Ｔ２ 27.2 Ｄ６ 

アキュムレータ 

～ 

充てん水ライン合流部 

15.2 Ｐ３ 66 Ｔ２   Ｄ７ 

充てん水ライン合流部 

～ 

弁 AV212-126 

15.2 Ｐ３ 66 Ｔ２   Ｄ７ 

弁 AV212-126 

～ 

弁 V212-101 

13.8 Ｐ１ 66 Ｔ２ 
34.0 Ｄ１ 

34.5 ― 

弁 V212-102 

～ 

弁 AV212-127 

13.8 Ｐ１ 66 Ｔ２ 
27.2 Ｄ４ 

27.7 ― 
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3. ほう酸水注入設備 

3.1 ほう酸水注入系 

 名 称  ほう酸水注入ポンプ 

 容 量  m3/h/個 以上(9.72) 

 吐 出 圧 力  MPa 以上(11.04)  

  最 高 使 用 圧 力   MPa 吸込側 0.93 ／ 吐出側 11.8 

 最 高 使 用 温 度   ℃ 66 

 原 動 機 出 力  kW/個   

 個 数  ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  ほう酸水注入ポンプは，設計基準対象施設として運転時の異常な過渡変化時において発電

用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該

事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉を未臨界に移行す

るために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に，計測制御系統施設のうちほう酸水注入設備（ほう酸水注入系）として使

用するほう酸水注入ポンプは，以下の機能を有する。 

 

ほう酸水注入ポンプは，運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全

性を維持するとともに，原子炉を未臨界に移行するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプにより原子炉圧力容器

に十分なほう酸水を注入し，原子炉を未臨界に移行できる設計とする。 

 

重大事故等時に，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（ほう酸水注入系）として使用するほう酸水注入ポンプは，以下の機能を有する。 

 

ほう酸水注入ポンプは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事

故対処設備が有する原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入ポンプによりほう酸水貯蔵タ

ンクの水を原子炉圧力容器に注水することで，原子炉を冷却し，重大事故等の進展を抑制で

きる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

 重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（ほう酸水注入系）として使用するほう酸水注入ポンプは，以下の機能を有する。 

 

ほう酸水注入ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損

を防止するため，溶融し，ペデスタル内に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合においてほう酸水貯蔵タンクを水源として

ほう酸水注入ポンプによりほう酸水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器に注入することで，溶

融炉心のペデスタル内への落下を遅延・防止できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するほう酸水注入ポンプの容量は，ほう酸水注入系貯蔵タン

ク有効容積 m3 *1すべてを min *2以内で注入する必要があることから， m3/h/個 *3

を上回るものとし， m3/h/個以上とする。 

 

ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， m3/h/個以上とする。 

なお，同容量において十分な反応度制御能力を有することを重大事故等対策の有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）にて確認している。 

 

公称値については， 9.72m3/h/個とする。 

 

注記 *1：ほう酸水貯蔵タンクの有効容積は，ほう酸水の必要貯蔵量 m3を上回る m3

とする。 

 

   *2：ほう酸水の注入時間について 

ほう酸水の注入時間は，炉水中のボロン濃度変化限度を基に設定する。 

ボロン濃度変化限度は，最低反応度印加速度 Δk/min を上回るボロン注入

速度として ppm/min以上とする。 

実効造倍率 以下にするために必要なボロン濃度は，平成 12年 3月 10日付

平成 12･02･15 資 第 5 号にて認可された工事計画のⅣ-3-2「制御能力について

の計算書」より， ppmに不完全混合に対する余裕をとった ppmとする。 

以上より，許容注入時間は以下のとおりとなる。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

        

ppm÷ ppm/min = min ≒ min 

 

上記より，ほう酸水の注入時間は， min以下となる。 

 

   *3：ほう酸水注入ポンプによる原子炉圧力容器への注入の必要容量は，許容注入時間

の最長時間が min，ほう酸水貯蔵タンクの有効容積が m3であり，これに補

給水系からの吸込量を加えると，以下のとおりとなる。 

 

ポンプ容量＝
ほう酸水有効容量（l）

注入時間（min）
+ 補給水系からの吸込量 

        ＝
 ×10

3

 +  ×103＝  ≒  l/min＝  m3/h 

 

上記から，ほう酸水注入ポンプの容量は上記を上回るものとし， m3/h/個以

上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

        

2. 吐出圧力の設定根拠  

設計基準対象施設として使用するほう酸水注入ポンプの吐出圧力は，下記を考慮して決定

する。 

 

原子炉圧力 MPa 

静水頭 MPa 

原子炉底部の下部プレナムに加わる

ジェットポンプ吐出圧力 
MPa 

配管・弁圧力損失 MPa 

加速抵抗 MPa 

合計 MPa 

 

 上記から，ほう酸水注入ポンプの吐出圧力は， MPaを上回る MPa以上とする。 

 

ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の吐出圧力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， MPa以上とする。 

 

公称値については， 11.04MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用圧力の設定根拠  

(1) 吸込側 

設計基準対象施設として使用するほう酸水注入ポンプの吸込側の最高使用圧力は，主配管

「ほう酸水貯蔵タンク～ほう酸水注入ポンプ」の最高使用圧力と同じ 0.93MPaとする。 

 

ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.93MPa とする。 

 

(2) 吐出側 

設計基準対象施設として使用するほう酸水注入ポンプの吐出側の最高使用圧力は，ほう酸

水注入ポンプの吐出圧力を上回る圧力とし，11.8MPaとする。 

 

ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，11.8MPa とする。 

 

4. 最高使用温度の設定根拠  

設計基準対象施設として使用するほう酸水注入ポンプの最高使用温度は，主配管「ほう酸水

貯蔵タンク〜ほう酸水注入ポンプ」の最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

5. 原動機出力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するほう酸水注入ポンプの原動機出力は，下記の式を用いて，

容量及び吐出圧力を考慮して決定する。  

Ｐu＝――・Ｑ・ｐ 

η＝――・100 

Ｐ＝――――――― 

 （引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３１１(2002)「往復ポンプ－試験方法」） 

Ｐ ：軸動力（kW） 

Ｐu ：水動力（kW） 

Ｑ ：容量（m3/min）       ＝0.162 

ｐ ：吐出圧力（MPa）       ＝11.04 (ピーク値) 

η ：ポンプ効率（％） 

η＝ηm×ηg×ηv×10-4  ＝  ≒  

ηm：ポンプ機械効率（％）  ＝  

ηg：減速機効率（％）    ＝  

ηv：ポンプ容積効率（％）  ＝  

kW 39 ≒  ＝
100／ 60

11.040.16210
Ｐ＝

3




 

 

上記から，ほう酸水注入ポンプの原動機出力は，必要軸動力を上回る出力として kW/個

とする。 

 

  ほう酸水注入ポンプを重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設として使用する原動機出力と変わらな

い。 

  以上より，設計基準対象施設と同仕様とし，  kW/個とする。 

 

6. 個数の設定根拠 

ほう酸水注入ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設としてほう酸水を原子炉圧力容器

に注水するために必要な個数である 1 個を，故障時及び保守点検時による待機除外時を考慮

し，合計 2個設置する。 

 

ほう酸水注入ポンプ（原動機含む）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 

Ｐu 

Ｐ 

103 

60 

103・Ｑ・ｐ 

60・η／100 
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 名 称  ほう酸水貯蔵タンク 

 容 量  m3/個 以上(23.2) 

 最 高 使 用 圧 力   MPa 静水頭 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 66 

 個 数  ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ほう酸水貯蔵タンクは，設計基準対象施設として制御棒の挿入不能の場合に原子炉に注入

するほう酸水を貯蔵するために設置する。ほう酸水の濃度は 15℃において wt%以上であ

り，定期的に試料採取を行うことによって確認する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に，計測制御系統施設のうちほう酸水注入設備（ほう酸水注入系）として使

用するほう酸水貯蔵タンクは，以下の機能を有する。 

 

ほう酸水貯蔵タンクは，運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停止す

ることができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全

性を維持するとともに，原子炉を未臨界に移行するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水注入ポンプの水源となるほう酸水貯蔵タンクは重大事故等時におい

て，原子炉圧力容器に注入するために十分な量のほう酸水を貯蔵できる設計とする。 

 

重大事故等時に，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備

（ほう酸水注入系）として使用するほう酸水貯蔵タンクは，以下の機能を有する。 

 

ほう酸水貯蔵タンクは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事

故対処設備が有する原子炉の冷却器機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，ほう酸水貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入ポンプによりほう酸水貯蔵タ

ンクの水を原子炉圧力容器に注水することで，原子炉を冷却し，重大事故等の進展を抑制で

きる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納

容器安全設備（ほう酸水注入系）として使用するほう酸水貯蔵タンクは，以下の機能を有す

る。 

 

ほう酸水貯蔵タンクは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損

を防止するため，溶融し，ペデスタル内に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合においてほう酸水貯蔵タンクを水源とした

ほう酸水注入ポンプによりほう酸水注入系等を介してほう酸水貯蔵タンクの水を原子炉圧力

容器に注入することで，溶融炉心のペデスタル内への落下を遅延・防止できる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

  設計基準対象施設として使用するほう酸水貯蔵タンクの容量は，ほう酸水の必要貯蔵量

m3＊を上回る容量として，タンク内有効容積 m3 とタンク内無効容積 m3 を考慮

し， m3とする。 

ほう酸水貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， m3以上とする。 

 

公称値については要求される容量である m3以上を上回る 23.2m3とする。 

 

注記＊：ほう酸水の貯蔵量について 

ほう酸水の貯蔵量は，ほう酸水を注入して原子炉を低温停止に至らせ，その状態を余

裕を持って維持するのに必要な原子炉冷却材中のボロン濃度を考慮する。 

必要ボロン濃度は，平成 16 年 11 月 9 日付平成 16･08･05 原第 32 号にて認可された

工事計画のⅣ-2「制御能力についての計算書」より，実効増倍率 以下にするの

に必要なボロン濃度 ppmに不完全混合に対する余裕をとった ppmとする。 

ここで，ほう酸水は五ほう酸ナトリウム溶液が使用されているため，必要ボロン濃度

から五ほう酸ナトリウムの量に換算する。 

必要ボロン濃度に対するボロン量は，原子炉冷却材水量が ×103kgであるため， 

×103× ×10-6＝ kg 

となる。そして五ほう酸ナトリウム中のボロン含有率は wt％であることから，

五ほう酸ナトリウムの量に換算すると，必要五ほう酸ナトリウム量は，以下の通りで

ある。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

必要五ほう酸ナトリウム量＝
100

 

＝ ≒ kg 

また，五ほう酸ナトリウムの設計飽和温度 15℃における溶解度は wt％で，溶液の密度

は kg/m3（27℃）である。したがって，ほう酸水の貯蔵量は， 

貯蔵量＝
)密度(kg/m和溶解度五ほう酸ナトリウム飽

ム量(kg)必要五ほう酸ナトリウ
3

＝
 

＝ ≒ m3

上記から，ほう酸水の必要貯蔵量は m3とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するほう酸水貯蔵タンクの最高使用圧力は，ほう酸水貯蔵タ

ンクが開放タンクであるため静水頭とする。

ほう酸水貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，静水頭とする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するほう酸水貯蔵タンクの最高使用温度は，ほう酸水貯蔵タ

ンクのヒータの加熱最高温度 43℃を上回るものとし，66℃とする。

ほう酸水貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と

同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 

4. 個数の設定根拠

ほう酸水貯蔵タンクは，設計基準対象施設として制御棒の挿入不能の場合に原子炉に注入す

るほう酸水を貯蔵するために必要な個数である 1個設置する。 

ほう酸水貯蔵タンクは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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名    称 RV225-1A，B 

吹 出 圧 力 MPa 11.8 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

安全弁 RV225-1A，B は，主配管「ほう酸水注入ポンプ～差圧検出・ほう酸水注入系配管（テ

ィーより N11ノズルまでの外管）」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV225-1A，Bは，設計基準対象施設として主配管「ほう酸水注入ポンプ～差圧検出・

ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の圧力が，最高使用圧力になった

場合に開動作して最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「ほう酸水注入ポンプ～差圧検出・ほ

う酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の圧力が，設計基準対象施設の最高

使用圧力になった場合に開動作して設計基準対象施設の最高使用圧力以下に維持する。 

 

 

1.  吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV225-1A，Bの吹出圧力は，当該逃がし弁が接続す

る主配管「ほう酸水注入ポンプ～差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまで

の外管）」の最高使用圧力に合わせ，11.8MPaとする。 

 

安全弁 RV225-1A，Bを重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，11.8MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV225-1A，Bは，設計基準対象施設として主配管「ほう酸水注入ポンプ～差圧検出・

ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の圧力を最高使用圧力以下に維持

するために必要な個数である各系列に 1個とし，合計 2個設置する。 

 

安全弁 RV225-1A，Bは，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 

  



 

37 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-

5-
4 

R0
 

 

名 称 

ほう酸水貯蔵タンク 

～ 

ほう酸水注入ポンプ 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 静水頭／0.93 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 66 

 外 径  mm 89.1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ほう酸水貯蔵タンクからほう酸水注入ポンプまでを接続する配管であり，設計

基準対象施設及び重大事故等対処設備として，ほう酸水貯蔵タンクのほう酸水をほう酸水注

入ポンプに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ１として下記に示す。 

ほう酸水注入系主配管の設計仕様を表 2.1－1 ほう酸水注入系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

  Ｐ１：静水頭 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，ほう酸水貯蔵タンクの

最高使用圧力に合わせ，静水頭とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時におけるほう酸水

貯蔵タンクの使用圧力に合わせ，静水頭とする。 

 

  Ｐ２：0.93MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，補給水系の最高使用圧

力に合わせ，0.93MPa とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における補給水系

の使用圧力に合わせ，0.93MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

  Ｔ１：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，ほう酸水貯蔵タンクの最高

使用温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時におけるほう酸水

貯蔵タンクの使用温度に合わせ，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠  

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するほう酸水

注入ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用するほう酸水注入ポンプの容

量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，89.1mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 89.1 5.5 80 0.00479 
＊   

注記＊：ほう酸水注入ポンプの設計流量 
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名 称  

ほう酸水注入ポンプ 

～ 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズ

ルまでの外管） 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 11.8 ／ 8.62 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 66 ／ 302 

 外 径  mm 48.6  

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，ほう酸水注入ポンプから差圧検出・ほう酸水注入系配管までを接続する配管で 

あり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，ほう酸水貯蔵タンクのほう酸水をほ 

う酸水注入ポンプにより原子炉圧力容器に注入するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ２として下記に示す。 

ほう酸水注入系主配管の設計仕様を表 2.1－1 ほう酸水注入系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ３：11.8MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，ほう酸水注入ポンプ 

の吐出側の最高使用圧力に合わせ，11.8MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時におけるほう酸 

水注入ポンプの吸込側の使用圧力に合わせ，11.8MPaとする。 

 

  Ｐ４：8.62MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，原子炉圧力容器の最 

高使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉 

圧力容器の使用圧力に合わせ，8.62MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，ほう酸水注入ポンプの

最高使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時におけるほう酸水

注入ポンプの使用温度に合わせ，66℃とする。 

 

Ｔ２：302℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉圧力容器の最高

使用温度に合わせ，302℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉圧

力容器の使用温度に合わせ，302℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するほう酸水

注入ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用するほう酸水注入ポンプの容

量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，48.6mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 48.6 5.1 40 0.00116 
＊   

注記＊：ほう酸水注入ポンプの設計流量 
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名 称 ほう酸水注入ポンプ出口連絡管 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 11.8 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 66 

 外 径  mm 48.6 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，それぞれのほう酸水注入ポンプから差圧検出・ほう酸水注入系配管を接続する

配管であり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，ほう酸水貯蔵タンクのほう酸

水をほう酸水注入ポンプにより原子炉圧力容器に注入するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２として下記に示す。 

ほう酸水注入系主配管の設計仕様を表 2.1－1 ほう酸水注入系主配管の設計仕様表に示

す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠  

Ｐ３：11.8MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，主配管「ほう酸水注入ポンプ

～差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の最高使用圧力Ｐ３

に合わせ，11.8MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主配管「ほ

う酸水注入ポンプ～差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の

使用圧力に合わせ，11.8MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，主配管「ほう酸水注入ポンプ

～差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の最高使用温度Ｔ１

に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主配管「ほ

う酸水注入ポンプ～差圧検出・ほう酸水注入系配管（ティーより N11ノズルまでの外管）」の

使用温度に合わせ，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用するほう酸水

注入ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時に使用するほう酸水注入ポンプの容

量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の外径

は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径

と同仕様で設計し，48.6mmとする。 

 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 48.6 5.1 40 0.00116 
＊   

注記＊：ほう酸水注入ポンプの設計流量 
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表 2.1－1 ほう酸水注入系主配管 

名     称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

ほ
う
酸
水
注
入
系 

ほう酸水貯蔵タンク 

～ 

ほう酸水注入ポンプ 

静水頭 Ｐ１ 66 Ｔ１ 89.1 Ｄ１ 

0.93 Ｐ２ 66 Ｔ１ 

89.1 Ｄ１ 

89.1 

/89.1 

/89.1 

― 

89.1 

/89.1 

/－ 

― 

89.1 

/－ 

/89.1 

― 

89.1 ― 

ほう酸水注入ポンプ 

～ 

差圧検出・ほう酸水注入系

配管（ティーより N11ノズ

ルまでの外管） 

11.8 Ｐ３ 66 Ｔ１ 

48.6 Ｄ２ 

49.1 

/49.1 

/－ 

― 

49.1 

/49.1 

/49.1 

― 

8.62 Ｐ４ 302 Ｔ２ 

48.6 Ｄ２ 

49.1 ― 

49.1 

/49.1 

/49.1 

― 

48.6 Ｄ２ 

49.1 

/49.1 

/－ 

― 

49.1 ― 

ほう酸水注入ポンプ出口

連絡管 

11.8 Ｐ３ 66 Ｔ１ 

48.6 Ｄ２ 

49.1 ― 

49.1 

/49.1 

/－ 

― 
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4. 計測装置 

4.1 起動領域計測装置（中性子源領域計測装置，中間領域計測装置）及び出力領域計測装置 

名  称 中性子源領域計装 

個     数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

中性子源領域計装は，設計基準対象施設として炉心における中性子束密度を計測するととも

に，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する中性子源領域計装は，以下

の機能を有する。 

 

中性子源領域計装は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障によ

り当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難

となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置す

る。 

中性子源領域計装の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

中性子源領域計装は，設計基準対象施設として炉心における中性子束密度を計測するために

必要な個数であり，当該中性子束密度を計測可能なように 4個設置する。 

中性子源領域計装は，設計基準対象施設として 4個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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名  称 中間領域計装 

個     数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

中間領域計装は，設計基準対象施設として炉心における中性子束密度を計測するとともに，

計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する中間領域計装は，以下の機

能を有する。 

 

中間領域計装は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。 

中間領域計装の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

中間領域計装は，設計基準対象施設として炉心における中性子束密度を計測するために必要

な個数であり，当該中性子束密度を計測可能なように 8個設置する。 

中間領域計装は，設計基準対象施設として 8個設置しているものを重大事故等対処設備とし

て使用する。 
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名    称 出力領域計装 

個    数 ― 93 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

出力領域計装は，設計基準対象施設として炉心における中性子束密度を計測するとともに，

計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する出力領域計装は，以下の

機能を有する。 

 

出力領域計装は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。 

出力領域計装の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

出力領域計装は，設計基準対象施設として炉心における中性子束密度を計測するために必

要な個数であり，当該中性子束密度を計測可能なように 4 個の検出器で構成される検出器集

合体を 31本設置し，合計 124個設置する。 

出力領域計装は，設計基準対象施設として 124 個設置しているもののうち平均出力領域計

装に信号を送る 93個の検出器を重大事故等対処設備として使用する。 
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4.2 原子炉圧力容器本体の入口又は出口の原子炉冷却材の圧力，温度又は流量（代替注水の流量

を含む。）を計測する装置 

名    称 残留熱除去ポンプ出口圧力 

個    数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  残留熱除去ポンプ出口圧力は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の圧力を計測するた

めに設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する残留熱除去ポンプ出口圧

力は，以下の機能を有する。 

 

残留熱除去ポンプ出口圧力は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

残留熱除去ポンプ出口圧力の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

残留熱除去ポンプ出口圧力は，設計基準対象施設として当該圧力を計測するために必要な

個数であり，各系統の当該圧力を計測可能なように各 1個とし，合計 3個設置する。 

残留熱除去ポンプ出口圧力は，設計基準対象施設として 3 個設置しているものを重大事故

等対処設備として使用する。 
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名    称 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  低圧炉心スプレイポンプ出口圧力は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の圧力を計測

するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する低圧炉心スプレイポンプ

出口圧力は，以下の機能を有する。 

 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するために設置する。 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装

置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力は，設計基準対象施設として当該圧力を計測するために

必要な個数であり，当該圧力を計測可能なように 1個設置する。 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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名    称 残留熱除去系熱交換器入口温度 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  残留熱除去系熱交換器入口温度は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の温度を計測す

るために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する残留熱除去系熱交換器入

口温度は，以下の機能を有する。 

 

残留熱除去系熱交換器入口温度は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために設置する。 

残留熱除去系熱交換器入口温度の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置

の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

残留熱除去系熱交換器入口温度は，設計基準対象施設として当該温度を計測するために必

要な個数であり，各系統の当該温度を計測可能なように各 1個とし，合計 2個設置する。 

 残留熱除去系熱交換器入口温度は，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大

事故等対処設備として使用する。 
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名    称 残留熱除去系熱交換器出口温度 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  残留熱除去系熱交換器出口温度は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の温度を計測す

るために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する残留熱除去系熱交換器出

口温度は，以下の機能を有する。 

 

残留熱除去系熱交換器出口温度は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために設置する。 

残留熱除去系熱交換器出口温度の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置

の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  残留熱除去系熱交換器出口温度は，設計基準対象施設として当該温度を計測するために必

要な個数であり，各系統の当該温度を計測可能なように各 1個とし，合計 2個設置する。 

 残留熱除去系熱交換器出口温度は，設計基準対象施設として 2 個設置しているものを重大

事故等対処設備として使用する。 
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名    称 残留熱除去ポンプ出口流量 

個    数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  残留熱除去ポンプ出口流量は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の流量及び原子炉格

納容器本体への冷却材流量を計測するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する残留熱除去ポンプ出口流

量は，以下の機能を有する。 

 

残留熱除去ポンプ出口流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

残留熱除去ポンプ出口流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  残留熱除去ポンプ出口流量は，設計基準対象施設として当該流量を計測するために必要な

個数であり，各系統の当該流量を計測可能なように各 1個とし，合計 3個設置する。 

 残留熱除去ポンプ出口流量は，設計基準対象施設として 3 個設置しているものを重大事故

等対処設備として使用する。 
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名    称 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の流量を計測

するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉隔離時冷却ポンプ

出口流量は，以下の機能を有する。 

 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するために設置する。 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装

置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量は，設計基準対象施設として当該流量を計測するために

必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 

 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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名    称 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  高圧炉心スプレイポンプ出口流量は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の流量を計測

するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する高圧炉心スプレイポンプ

出口流量は，以下の機能を有する。 

 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するために設置する。 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装

置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  高圧炉心スプレイポンプ出口流量は，設計基準対象施設として当該流量を計測するために

必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 

 高圧炉心スプレイポンプ出口流量は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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名    称 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  低圧炉心スプレイポンプ出口流量は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の流量を計測

するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する低圧炉心スプレイポンプ

出口流量は，以下の機能を有する。 

 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するために設置する。 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装

置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  低圧炉心スプレイポンプ出口流量は，設計基準対象施設として当該流量を計測するために

必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 

 低圧炉心スプレイポンプ出口流量は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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名    称 高圧原子炉代替注水流量 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する高圧原子炉代替注水流量

は，以下の機能を有する。 

 

高圧原子炉代替注水流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するため

に設置する。 

高圧原子炉代替注水流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成

に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  高圧原子炉代替注水流量は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するために必要な

個数であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 
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名    称 代替注水流量（常設） 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する代替注水流量（常設）

は，以下の機能を有する。 

 

代替注水流量（常設）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために設置する。 

代替注水流量（常設）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に

関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

代替注水流量（常設）は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するために必要な個数

であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 
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名    称 低圧原子炉代替注水流量 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する低圧原子炉代替注水流

量は，以下の機能を有する。 

 

低圧原子炉代替注水流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握す

るために設置する。 

低圧原子炉代替注水流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成

に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧原子炉代替注水流量は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するために必要な

個数であり，当該流量を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用）は，以下の機能を有する。 

 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ

を計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情

報を把握するために設置する。 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するた

めに必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 残留熱代替除去系原子炉注水流量 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する残留熱代替除去系原子炉

注水流量は，以下の機能を有する。 

 

残留熱代替除去系原子炉注水流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するために設置する。 

残留熱代替除去系原子炉注水流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装

置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

  残留熱代替除去系原子炉注水流量は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するため

に必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 
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4.3 原子炉圧力容器本体内の圧力又は水位を計測する装置 

名    称 原子炉圧力 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

原子炉圧力は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器内の圧力を計測するために設置す

る。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉圧力は，以下の機能

を有する。 

 

原子炉圧力は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となっ

た場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置する。 

原子炉圧力の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関する説明

書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

原子炉圧力は，設計基準対象施設として当該圧力を計測するために必要な個数であり，当該

圧力を計測可能なように 8個設置する。 

原子炉圧力は，設計基準対象施設として 8 個設置しているもののうち 2 個を重大事故等対

処設備として使用する。 
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名    称 原子炉圧力（ＳＡ） 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉圧力（ＳＡ）は，以

下の機能を有する。 

 

原子炉圧力（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障に

より当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設

置する。 

原子炉圧力（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関

する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

原子炉圧力（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該圧力を計測するために必要な個数で

あり，当該圧力を計測可能なように 1個を設置する。 
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名    称 原子炉水位（広帯域） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

原子炉水位（広帯域）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器内の水位を計測するとと

もに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉水位（広帯域）は，

以下の機能を有する。 

 

原子炉水位（広帯域）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障

により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために

設置する。 

原子炉水位（広帯域）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に

関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

原子炉水位（広帯域）は，設計基準対象施設として当該水位を計測するために必要な個数で

あり，当該水位を計測可能なように 18個設置する。 

原子炉水位（広帯域）は，設計基準対象施設として 18 個設置しているもののうち 2 個を重

大事故等対処設備として使用する。 
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名    称 原子炉水位（燃料域） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

原子炉水位（燃料域）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器内の水位を計測するとと

もに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉水位（燃料域）は，

以下の機能を有する。 

 

原子炉水位（燃料域）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障

により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために

設置する。 

原子炉水位（燃料域）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に

関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

原子炉水位（燃料域）は，設計基準対象施設として当該水位を計測するために必要な個数で

あり，当該水位を計測可能なように 2個設置する。 

原子炉水位（燃料域）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 
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名    称 原子炉水位（ＳＡ） 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉水位（ＳＡ）は，以

下の機能を有する。 

 

原子炉水位（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障に

より当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設

置する。 

原子炉水位（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関

する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

原子炉水位（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該水位を計測するために必要な個数で

あり，当該水位を計測可能なように 1個設置する。 
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4.4 原子炉格納容器本体内の圧力，温度，酸素ガス濃度又は水素ガス濃度を計測する装置 

名    称 ドライウェル圧力（ＳＡ） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するドライウェル圧力（ＳＡ）

は，以下の機能を有する。 

 

ドライウェル圧力（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

ドライウェル圧力（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ドライウェル圧力（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該圧力を計測するために必要な

個数であり，当該圧力を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するサプレッションチェンバ

圧力（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを

含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために設置する。 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該圧力を計測するた

めに必要な個数であり，当該圧力を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 ドライウェル温度（ＳＡ） 

個    数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するドライウェル温度（ＳＡ）

は，以下の機能を有する。 

 

ドライウェル温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

ドライウェル温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ドライウェル温度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該温度を計測するために必要な

個数であり，当該温度を計測可能なように 7個設置する。 
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名    称 ペデスタル温度（ＳＡ） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するペデスタル温度（ＳＡ）

は，以下の機能を有する。 

 

ペデスタル温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するため

に設置する。 

ペデスタル温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成

に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ペデスタル温度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該温度を計測するために必要な個

数であり，当該温度を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 ペデスタル水温度（ＳＡ） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するペデスタル水温度（ＳＡ）

は，以下の機能を有する。 

 

ペデスタル水温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

ペデスタル水温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ペデスタル水温度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該温度を計測するために必要な

個数であり，当該温度を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するサプレッションチェンバ

温度（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを

含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために設置する。 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該温度を計測するた

めに必要な個数であり，当該温度を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 サプレッションプール水温度（ＳＡ） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するサプレッションプール水

温度（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

 

サプレッションプール水温度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを

含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために設置する。 

サプレッションプール水温度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

サプレッションプール水温度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該温度を計測するた

めに必要な個数であり，当該温度を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 格納容器酸素濃度 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

格納容器酸素濃度は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内における酸素濃度を計測

するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する格納容器酸素濃度は，以

下の機能を有する。 

 

格納容器酸素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素爆発による破損を防止するために必要な設備として設置する。 

また，格納容器酸素濃度は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するため

に設置する。 

格納容器酸素濃度の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

格納容器酸素濃度は，設計基準対象施設として当該酸素濃度を計測するために必要な個数

であり，当該酸素濃度を計測可能なように 2個設置する。 

格納容器酸素濃度は，設計基準対象施設として 2 個設置しているもののうち 1 個を重大事

故等対処設備として使用する。 
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名    称 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，以下の機能を有する。 

 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止するために必要な設備として設置する。 

また，格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために設置する。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該酸素濃度を計測するために必

要な個数であり，当該酸素濃度を計測可能なように 1個を設置する。 
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名    称 格納容器水素濃度 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

格納容器水素濃度は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内における水素濃度を計測

するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する格納容器水素濃度は，以

下の機能を有する。 

 

格納容器水素濃度は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素爆発による破損を防止するために必要な設備として設置する。 

また，格納容器水素濃度は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するため

に設置する。 

格納容器水素濃度の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

格納容器水素濃度は，設計基準対象施設として当該水素濃度を計測するために必要な個数

であり，当該水素濃度を計測可能なように 2個設置する。 

格納容器水素濃度は，設計基準対象施設として 2 個設置しているもののうち 1 個を重大事

故等対処設備として使用する。  
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名    称 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する格納容器水素濃度（ＳＡ）

は，以下の機能を有する。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止するために必要な設備として設置する。 

また，格納容器水素濃度（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握する

ために設置する。 

格納容器水素濃度（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

格納容器水素濃度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該水素濃度を計測するために必

要な個数であり，当該水素濃度を計測可能なように 1個を設置する。 
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4.5 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備に係る容器内又は貯蔵槽内の水位を計測する装置 

名    称 低圧原子炉代替注水槽水位 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する低圧原子炉代替注水槽水

位は，以下の機能を有する。 

 

低圧原子炉代替注水槽水位は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

低圧原子炉代替注水槽水位の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

低圧原子炉代替注水槽水位は，重大事故等対処設備として当該水位を計測するために必要

な個数であり，当該水位を計測可能なように 1個設置する。 
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4.6 原子炉格納容器本体への冷却材流量を計測する装置 

名    称 格納容器代替スプレイ流量 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する格納容器代替スプレイ流

量は，以下の機能を有する。 

 

格納容器代替スプレイ流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めに設置する。 

格納容器代替スプレイ流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構

成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

格納容器代替スプレイ流量は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するために必要

な個数であり，当該流量を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 ペデスタル代替注水流量 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するペデスタル代替注水流量

は，以下の機能を有する。 

 

ペデスタル代替注水流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するため

に設置する。 

ペデスタル代替注水流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成

に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ペデスタル代替注水流量は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するために必要な

個数であり，当該流量を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するペデスタル代替注水流量

（狭帯域用）は，以下の機能を有する。 

 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを

含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために設置する。 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）は，重大事故等対処設備として当該流量を計測するた

めに必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 2個設置する。 
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名    称 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する残留熱代替除去系格納容

器スプレイ流量は，以下の機能を有する。 

 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを

計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を

把握するために設置する。 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1

「計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量は，重大事故等対処設備として当該流量を計測す

るために必要な個数であり，当該流量を計測可能なように 1個設置する。 
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4.7 原子炉格納容器本体の水位を計測する装置 

名    称 ドライウェル水位 

個    数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するドライウェル水位は，以

下の機能を有する。 

 

ドライウェル水位は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障によ

り当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難

となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置

する。 

ドライウェル水位の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ドライウェル水位は，重大事故等対処設備として当該水位を計測するために必要な個数で

あり，当該水位を計測可能なように原子炉格納容器床面から－3.0m，－1.0m，＋0.9m の各高

さに 1個ずつ設置し，合計 3 個設置する。 
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名    称 サプレッションプール水位（ＳＡ） 

個    数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するサプレッションプール水

位（ＳＡ）は，以下の機能を有する。 

 

サプレッションプール水位（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

するために設置する。 

サプレッションプール水位（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測

装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

サプレッションプール水位（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として当該水位を計測するため

に必要な個数であり，当該水位を計測可能なように 1個設置する。 
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名    称 ペデスタル水位 

個    数 ― 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用するペデスタル水位は，以下

の機能を有する。 

 

ペデスタル水位は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障により

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難と

なった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設置す

る。 

ペデスタル水位の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関する

説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ペデスタル水位は，重大事故等対処設備として当該水位を計測するために必要な個数であ

り，当該水位を計測可能なようにコリウムシールド上表面から＋0.1m，＋1.2m の各高さに１

個ずつ，＋2.4m の高さに 2個設置し，合計 4個設置する。 
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4.8 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置 

名    称 原子炉建物水素濃度 

個    数 ― 7 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち計測装置として使用する原子炉建物水素濃度は，

以下の機能を有する。 

 

原子炉建物水素濃度は, 炉心の著しい損傷が発生した場合において水素爆発による原子炉

建物等の損傷を防止するために必要な設備として設置する。 

原子炉建物水素濃度は, 重大事故等が発生し, 計測機器（非常用のものを含む。）の故障に

より当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために設

置する。 

原子炉建物水素濃度の装置の構成, 計測範囲等については，Ⅵ-1-5-1「計測装置の構成に関

する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

原子炉建物水素濃度は, 重大事故等対処設備として，水素が最終的に滞留する原子炉建物 4

階の壁面及び天井付近に位置的分散を考慮した 2 個，原子炉格納容器内で発生した水素が漏

えいする可能性のある原子炉建物 2階に 1個，1階に 2個，地下 1階に 1個，非常用ガス処理

系吸込配管近傍に 1個設置し，合計 7個を設置する。 
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5. 制御用空気設備 

5.1 逃がし安全弁窒素ガス供給系 

名   称 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

容    量 ℓ/個 46.7以上（46.7） 

最高使用圧力 MPa 

Pa 

 

14.7 

最高使用温度 ℃ 40 

個    数 ― 15（予備 15） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に計測制御系統施設のうち制御用空気設備（逃がし安全弁窒素ガス供給系）と

して使用する逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，以下の機能を有する。 

    

逃がし安全弁用窒素ガスボンベは，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に設置する。 

系統構成は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの充

填圧力が喪失した場合において，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給できる設計とす

る。  

 

1. 容量の設定根拠  

逃がし安全弁用窒素ガスボンベを重大事故等時において使用する場合の容量は，高圧ガス保

安法の適合品である一般汎用型の窒素ボンベを使用する。このため，本ボンベの容量は一般汎

用型の窒素ボンベの標準容量 46.7ℓ/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量である 46.7ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠  

逃がし安全弁用窒素ガスボンベを重大事故等時において使用する場合の圧力は，高圧ガス保

安法の適合品であるボンベにて実績を有する充てん圧力である 14.7MPa とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠  

逃がし安全弁用窒素ガスボンベを重大事故等時において使用する場合の温度は，高圧ガス保

安法に基づき 40℃とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベの保有数は，1 セット 15 個＊に，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として 15個を加え，15個（予備 15個）を保管する。 
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注記＊：重大事故等時に使用する逃がし安全弁用窒素ガスボンベの必要数は，事故発生から原

子炉隔離時冷却ポンプが８時間運転している間に逃がし弁機能による動作に必要な窒

素ガス量及び逃がし安全弁６個を７日間開保持するために必要な窒素ガス量を上回る

容量を確保しており，根拠は以下のとおり。 

 

1. 窒素ガス消費量 

①逃がし弁機能を動作するための消費量       ＝ m3[normal] 

②逃がし安全弁６個を７日間開保持するための消費量 ＝ m3[normal] 

 

2. 逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる供給量 

m1：逃がし弁機能を動作するためのボンベ個数 

m2：逃がし安全弁６個を７日間開保持するためのボンベ個数 

Q1：逃がし弁機能を動作するための窒素ガス消費量： m3[normal] 

Q2：逃がし安全弁６個を７日間開保持するための窒素ガス消費量： m3[normal] 

P1：窒素ガスボンベ初期圧力：14.7 [MPa] 

P2：窒素ガスボンベ必要圧力： [MPa] 

Pa：大気圧：0.101325[MPa]  

Ｖ：ボンベ容量：46.7[ℓ/個]  

 

①原子炉隔離時冷却ポンプが運転している間の逃がし弁機能を動作するためのボンベ個数 

ｍ1＝Q1÷｛（P1＋Pa）－（P2＋Pa）｝×Pa÷Ｖ×1000 

  ＝  ÷｛（14.7＋0.101325）－（ ＋0.101325）｝×0.101325÷46.7×1000 

  ＝ ≒ [個] 

 

②逃がし安全弁６個を７日間開保持するためのボンベ個数 

ｍ2＝Q2÷｛（P1＋Pa）－（P2＋Pa）｝×Pa÷Ｖ×1000 

  ＝ ÷｛（14.7＋0.101325）－（ ＋0.101325）｝×0.101325÷46.7×1000 

  ＝ ≒  [個]  

 

③必要ボンベの個数 

ｍ1＋ｍ2＝ ＋ ＝ ≒ [個] 

 

以上より，必要ボンベ個数は 15個である。 
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名    称 RV227-1A，B 

吹 出 圧 力 MPa 1.77 

個    数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

安全弁 RV227-1A，Bは，主配管「窒素ガスボンベ連結管接続口～逃がし安全弁窒素ガス供給

装置出口ライン合流部」上に設置する逃がし弁である。 

安全弁 RV227-1A，Bは，設計基準対象施設として主配管「窒素ガスボンベ連結管接続口～逃

がし安全弁窒素ガス供給装置出口ライン合流部」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動

作して最高使用圧力以下に維持する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に主配管「窒素ガスボンベ連結管接続口～逃が

し安全弁窒素ガス供給装置出口ライン合流部」の圧力が，設計基準対象施設の最高使用圧力に

なった場合に開動作して設計基準対象施設の最高使用圧力以下に維持する。 

 

1. 吹出圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV227-1A，Bの吹出圧力は，当該逃がし弁が接続す

る主配管「窒素ガスボンベ連結管接続口～逃がし安全弁窒素ガス供給装置出口ライン合流部」

の最高使用圧力に合わせ，1.77MPaとする。 

 

安全弁 RV227-1A，Bを重大事故等時において使用する場合の吹出圧力は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.77MPaとする。 

 

2. 個数の設定根拠 

安全弁 RV227-1A，Bは，設計基準対象施設として主配管「窒素ガスボンベ連結管接続口～逃

がし安全弁窒素ガス供給装置出口ライン合流部」の圧力を最高使用圧力以下に維持するため

に必要な個数である各系列に 1個とし，合計 2個設置する。 

 

安全弁 RV227-1A，Bは，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 
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名 称 

窒素ガスボンベ連結管接続口 

～ 

逃がし安全弁窒素ガス供給装置出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 14.7 ／ 1.77  

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 19.6 ／ 34.0 ／ 60.5 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管は，窒素ガスボンベ連結管接続口から逃がし安全弁窒素ガス供給装置出口ライン合

流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，逃がし安全弁の作動に必要な窒素

ガスを，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃が

し弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３，Ｆ１として下記に示す。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様を表 4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系

主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ１：14.7MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，窒素ガスボンベの最高使用圧力に

合わせ，14.7MPa とする。 

 

Ｐ２：1.77MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキ

ュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：66℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，原子炉格納容器外の最高雰囲気

温度に合わせ，66℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管   

Ｄ１：34.0mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし

安全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大き

な流路断面積となる配管外径とし，34.0mmを選定している。 

 

Ｄ２：60.5mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし

安全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大き

な流路断面積となる配管外径とし，60.5mmを選定している。 

 

Ｄ３：60.5mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし

安全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大き

な流路断面積となる配管外径とし，60.5mmを選定している。 

 

(2) 継手 

Ｆ１：19.6mm 

本主配管の外径は，JIS B 8246高圧ガス容器用弁に規定されるウィットネジ(W22-山 14)

と接続するため，19.6mmとする。 
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名 称 

窒素ガス制御供給ライン合流部及び逃がし安全弁窒素ガ

ス供給装置出口ライン合流部 

～ 

弁 MV227-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.77 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス制御供給ライン合流部及び逃がし安全弁窒素ガス供給装置出口ライン

合流部から弁MV227-3までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，逃がし安全弁の

作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータに供給するために設置

する。 

重大事故等対処設備としては，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃が

し弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ３として下記に示す。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様を表 4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系

主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ３：1.77MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.77MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ２：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，原子炉格納容器外の最高

雰囲気温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管  

Ｄ３：60.5mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大きな流

路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁のシリ

ンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用する場合の外径と同仕様で

あるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，60.5mmとする。 
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名 称 

弁 MV227-3 

～ 
弁 V227-6 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.77 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV227-3から弁V227-6までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータに供給

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃が

し弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根

拠をＤ３として下記に示す。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様を表4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系主

配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ３：1.77MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ３は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方

法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，1.77MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ３：171(200)℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管  

Ｄ３：60.5mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大きな流

路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁のシリ

ンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用する場合の外径と同仕様で

あるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，60.5mmとする。 
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名 称 

弁 V227-6 

～ 

弁 V202-12A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，M 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.77(2.20) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁V227-6から弁V202-12A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，Mまでを接続する配

管であり，設計基準対象施設として，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁

逃がし弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃が

し弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根

拠をＤ３として下記に示す。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様を表4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ４：1.77(2.20)MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は， 重大事故等時の使用温度において

窒素ガスの熱膨張で受ける圧力 MPaを上回る2.20MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：171(200)℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

Ｄ３：60.5mm

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大きな流

路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁のシリ

ンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用する場合の外径と同仕様で

あるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，60.5mmとする。 
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名 称 

弁 V202-12A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，M 

～ 

窒素ガス供給ライン逃がし安全弁逃がし弁機能側合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.77(2.20) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 60.5 ／ 57.0 ／ 42.7 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁V202-12A，B，C，D，E，F，G，H，J，K，L，Mから窒素ガス供給ライン逃がし

安全弁逃がし弁機能側合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設として，逃がし安

全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータに供給するため

に設置する。 

重大事故等対処設備としては，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを，逃がし安全弁逃が

し弁機能用アキュムレータに供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ４，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根

拠をＤ３，Ｄ４，Ｆ２として下記に示す。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様を表4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系主

配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ４：1.77(2.20)MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ４は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用圧力に合わせ，1.77MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は， 重大事故等時の使用温度において

窒素ガスの熱膨張で受ける圧力 MPaを上回る2.20MPaとする。 

 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ３：171(200)℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ３は，逃がし安全弁逃がし弁機

能用アキュムレータの最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器の限界温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管  

Ｄ３：60.5mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大きな流

路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁のシリ

ンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用する場合の外径と同仕様で

あるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，60.5mmとする。 

 

Ｄ４：42.7mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する逃がし安

全弁の逃がし弁機能におけるシリンダ駆動力を確保するために，電磁弁流路よりも大きな流

路断面積となる配管外径を基に設定しており，重大事故等時に使用する逃がし安全弁のシリ

ンダ駆動力を確保するための外径が設計基準対象施設として使用する場合の外径と同仕様で

あるため，設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，42.7mmとする。 

 

(2) 継手 

Ｆ２：57.0mm 

アダプターの小径端外径。接続する管の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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表 4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様表（その１） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系 

窒素ガスボンベ連結管接続口 

～ 

逃がし安全弁窒素ガス供給装

置出口ライン合流部 

14.7＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

19.6 Ｆ１ 

34.0 Ｄ１ 

60.5 

/60.5 

/34.0 

― 

60.5 Ｄ２ 

60.5 ― 

61.1 ― 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

34.5 ― 

1.77＊ Ｐ２ 66＊ Ｔ１ 

60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

窒素ガス制御供給ライン合流

部及び逃がし安全弁窒素ガス

供給装置出口ライン合流部 

～ 

弁 MV227-3 

1.77 Ｐ３ 66 Ｔ２ 

61.1 

/－ 

/61.1 

― 

60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.1－1 逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様表（その２） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系 

弁 MV227-3 

～ 

弁 V227-6 
1.77 Ｐ３ 

171 

(200＊) 
Ｔ３ 

60.5 Ｄ３ 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

弁 V227-6 

～ 

弁 V202-12A，B，C，D，E，F，

G，H，J，K，L，M 1.77 

（2.20＊） 
Ｐ４ 

171 

(200＊) 
Ｔ３ 

60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

弁 V202-12A，B，C，D，E，F，

G，H，J，K，L，M 

～ 

窒素ガス供給ライン逃がし

安全弁逃がし弁機能側合流

部 

1.77 

（2.20＊） 
Ｐ４ 

171 

(200＊) 
Ｔ３ 

60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

60.5 Ｄ３ 

57.0 Ｆ２ 

42.7 Ｄ４ 

42.7 Ｄ４ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 

窒素ガスボンベ連結管 

～ 

窒素ガスボンベ接続口 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 14.7 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 40 

 外 径  mm 6.35 

 個 数  ― 15（予備 15） 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として下記に示す。逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様を表 4.1－2 逃

がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠   

Ｐ１：14.7MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，窒素ガスボンベの最高

使用圧力に合わせ，14.7MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における窒素ガス

ボンベの使用圧力に合わせ，14.7MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠  

Ｔ１：40℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，高圧ガス保安法に基づ

き 40℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，高圧ガス保安法に基づき 40℃と

する。 

 

3. 外径の設定根拠 

(1) 配管 

Ｄ１：6.35mm 

本主配管の外径はメーカ標準であり，かつ十分な強度があることを確認した 6.35mmとす

る。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

本配管は，設計基準対象施設として逃がし安全弁用窒素ガスボンベと同じ個数である 15個

（予備 15個）を設置する。 

 本配管は，設計基準対象施設として 15個（予備 15個）設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 

 



 

102 

 

S2
 
補
 Ⅵ

-1
-1

-5
-4
 R
0E
 

表 4.1－2 逃がし安全弁窒素ガス供給系主配管の設計仕様表 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系 

窒素ガスボンベ連結管 

～ 

窒素ガスボンベ接続口 

 

14.7＊ Ｐ１ 40＊ Ｔ１ 6.35 Ｄ1 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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Ⅵ-1-1-5-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（放射性廃棄物の廃棄施設） 
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1. 概要 

  本説明書は，放射性廃棄物の廃棄施設の申請設備に係る仕様設定根拠について説明するもので

ある。 
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2. 気体，液体又は固体廃棄物処理設備 

2.1 排気筒 

名    称 排気筒 

個    数 ― 空調換気系用：1，非常用ガス処理系用：1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

  排気筒は，設計基準対象施設として非常用ガス処理系，空調換気系及び気体廃棄物処理系か

らの排気を大気に放出するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

  重大事故等時に原子炉格納施設のうちその他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び

可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使用する排気

筒（非常用ガス処理系用）は以下の機能を有する。 

 

  排気筒（非常用ガス処理系用）は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が原

子炉制御室にとどまるために設置する。 

  系統構成は，非常用ガス処理系排風機によって原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負

圧に保ちながら，原子炉格納容器等から漏えいした放射性物質を非常用ガス処理系前置ガス処

理装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタを通して，排気筒（非常用ガ

ス処理系用）から放出できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

  排気筒は，設計基準対象施設として非常用ガス処理系，空調換気系及び気体廃棄物処理系か

らの排気を大気に放出するために必要な個数である排気筒（非常用ガス処理系用）及び排気筒

（空調換気系用）それぞれ 1個ずつ設置する。 

 

  排気筒（非常用ガス処理系用）は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 
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2.3.6 サイトバンカ設備 

名   称 

床ドレンサンプポンプ出口ライン合流部 

～ 

タービン建物床ドレンサンプ移送ライン合

流部 

（１号機設備，１，２，３号機共用） 

最高使用圧力 MPa 0.98 

最高使用温度 ℃ 60 ／ 66 

外    径 mm 48.6 

【設 定 根 拠】 

本主配管は，床ドレンサンプポンプ出口ライン合流部からタービン建物床ドレンサンプ移

送ライン合流部までを接続する配管であり，設計基準対象施設としてサイトバンカ建物機器

ドレンサンプタンク又は床ドレンサンプタンクに貯留された廃液を機器ドレンサンプポン

プ又は床ドレンサンプポンプにより床ドレン化学廃液系床ドレンタンクへ移送するために

設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２, 外径

の設定根拠をＤ１，Ｄ２として下記に示す。 

サイトバンカ設備主配管の設計仕様を表 2.4－1 サイトバンカ設備主配管の設計仕様表

に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：0.98MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，機器ドレンサンプポン

プ又は床ドレンサンプポンプの最高使用圧力に合わせ，0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：60℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，サイトバンカ建物機器

ドレンサンプタンク又は床ドレンサンプタンクの最高使用温度に合わせ，60℃とする。 

Ｔ２：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は、タービン建物逆洗水ポ

ンプ室床ドレンサンプタンク及びタービン建物配管室床ドレンサンプタンクの最高使用温

度に合わせ， 66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

（1）配管 

サイトバンカ設備主配管の外径は，先行ＢＷＲプラント実績に基づき定めた基準流速を目

安として，当該配管の設計流速における流量より決定する。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 基準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 48.6 3.7 40 0.00133 6 1.3 ～3.5* 

Ｄ２ 48.6 3.5 40 0.00136 6 1.2 ～3.5* 

Ｄ３ 48.6 5.1 40 0.00116 6 1.4 ～3.5* 

  注記＊：通水頻度が年に一度以下の配管を対象とし，管内最高流速の 1.5倍まで許容する。 
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表 2.4－1サイトバンカ設備主配管の設計仕様表 

名称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

床ドレンサンプポンプ出口ライ

ン合流部 

～ 

タービン建物床ドレンサンプ移

送ライン合流部 

0.98 Ｐ１ 

60 Ｔ１ 

48.6 Ｄ１ 

48.6 Ｄ１ 

48.6 Ｄ１ 

48.6 
Ｄ２，

Ｄ３ 

48.6 Ｄ３ 

66 Ｔ２ 48.6 Ｄ１  
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Ⅵ-1-1-5-6 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（放射線管理施設） 
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1. 概要

本説明書は，放射線管理施設の申請設備に係る仕様設定根拠について説明するものである。



2 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
6 
R0
 

2. 放射線管理用計測装置

2.1 プロセスモニタリング設備 

名 称 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

  格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器

内の線量当量率を計測するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するために設置す

る。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する格納容器雰囲気

放射線モニタ（ドライウェル）は，以下の機能を有する。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）は，重大事故等が発生し，計測機器（非常用

のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために設置する。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-

7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する

説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）は，設計基準対象施設として多重性及び独立

性を備えた 2個を設置する。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）は，設計基準対象施設として 2 個設置してい

るものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

   格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）は，設計基準対象施設として原子

炉格納容器内の線量当量率を計測するとともに，計測結果を表示し，記録し，及び保存するた

めに設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する格納容器雰囲気

放射線モニタ（サプレッションチェンバ）は，以下の機能を有する。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）は，重大事故等が発生し，計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握するために設置する。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）の装置の構成，計測範囲等につい

ては，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範

囲に関する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）は，設計基準対象施設として多重

性及び独立性を備えた 2個を設置する。 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）は，設計基準対象施設として 2個

設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する第１ベントフィ

ルタ出口放射線モニタ（低レンジ）は，以下の機能を有する。

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な

情報を把握するために設置する。 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）の装置の構成，計測範囲等については，

Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ）は，重大事故等対処設備として 1個設置

する。 
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名 称 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する第１ベントフィ

ルタ出口放射線モニタ（高レンジ）は，以下の機能を有する。

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）は，重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な

情報を把握するために設置する。 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）の装置の構成，計測範囲等については，

Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）は，重大事故等対処設備として多重性を

備えた 2個を設置する。 
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 2.2 エリアモニタリング設備 

名 称  可搬式エリア放射線モニタ 

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する可搬式エリア放

射線モニタは，以下の機能を有する。 

可搬式エリア放射線モニタは，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどま

ることができるよう，適切な措置を講ずるために設置する。 

可搬式エリア放射線モニタは，重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処する

ために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情報を把握するために設

置する。 

可搬式エリア放射線モニタの装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用

計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

可搬式エリア放射線モニタの保有数は，重大事故等対処設備として 1 台及び故障時又は保守

点検による待機除外時の予備として 1台の合計 2台を保管する。 
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名 称 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する燃料プールエリ

ア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）は，以下の機能を有する。

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注

水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために設置する。  

また，燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。 

また，燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握するために設置する。 

  燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，

Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として 1個設置

する。 
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名 称 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）は，以下の機能を有する。

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）は，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注

水機能が喪失し，又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界

を防止するために設置する。  

また，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）は，使用済燃料貯蔵槽からの大量

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨界を防止するために設置する。 

  また，燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）は，重大事故等が発生し，計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握するために設置する。 

  燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）の装置の構成，計測範囲等については，

Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関

する説明書」による。 

1. 個数の設定根拠

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）は，重大事故等対処設備として 1個設置

する。 
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2.3 移動式周辺モニタリング設備 

名 称 可搬式モニタリングポスト 

個 数 ― 10（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する可搬式モニタリ

ングポストは，以下の機能を有する。 

可搬式モニタリングポストは，重大事故等が発生した場合に発電所敷地境界付近，発電所海

側及び緊急時対策所付近において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録するために設置する。 

可搬式モニタリングポストの装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用

計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

可搬式モニタリングポストの保有数は，重大事故等対処設備として 10台（モニタリングポス

トが機能喪失しても代替し得る台数として 6 台，発電所海側の放射線量の測定が可能な台数と

して 3 台，緊急時対策所の加圧判断用として 1 台）及び故障時又は保守点検による待機除外時

の予備として 2台（うち 1台は緊急時対策所の加圧判断用と兼用する。）の合計 12台を保管す

る。 
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名 称  ＧＭ汚染サーベイメータ 

個 数 ― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用するＧＭ汚染サーベ

イメータは，以下の機能を有する。 

ＧＭ汚染サーベイメータは，重大事故等が発生した場合に，放射能観測車の機能喪失時の代

替措置並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設

から放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するために使

用する。 

ＧＭ汚染サーベイメータの装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ＧＭ汚染サーベイメータの保有数は，重大事故等対処設備として 2 台及び故障時又は保守点

検による待機除外時の予備として 1台の合計 3台を保管する。 
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名 称  ＮａＩシンチレーションサーベイメータ 

個 数 ― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用するＮａＩシンチレ

ーションサーベイメータは，以下の機能を有する。 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータは，重大事故等が発生した場合に，放射能観測車の

機能喪失時の代替措置並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発

電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記

録するために使用する。 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータの装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-7-1「放

射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」

による。 

 

1. 個数の設定根拠 

ＮａＩシンチレーションサーベイメータの保有数は，重大事故等対処設備として 2 台及び故

障時又は保守点検による待機除外時の予備として 1台の合計 3台を保管する。 
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名 称  α・β線サーベイメータ 

個 数 ― 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用するα・β線サーベ

イメータは，以下の機能を有する。 

α・β線サーベイメータは，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の周

辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を監視し，及

び測定し，並びにその結果を記録するために使用する。 

α・β線サーベイメータの装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計

測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

1. 個数の設定根拠 

α・β線サーベイメータの保有数は，重大事故等対処設備として 1 台及び故障時又は保守点

検による待機除外時の予備として 1台の合計 2台を保管する。 
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名 称  電離箱サーベイメータ 

個 数 ― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち放射線管理用計測装置として使用する電離箱サーベイ

メータは，以下の機能を有する。 

電離箱サーベイメータは，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の周辺

海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録するために使用する。 

電離箱サーベイメータの装置の構成，計測範囲等については，Ⅵ-1-7-1「放射線管理用計測

装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」による。 

 

 

1. 個数の設定根拠 

電離箱サーベイメータの保有数は，重大事故等対処設備として 2 台及び故障時又は保守点検

による待機除外時の予備として 1台の合計 3台を保管する。 
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3. 換気設備

3.1 中央制御室空調換気系 

名   称 

外気取入口 

～ 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ

入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.001（差圧）／0.003（差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 

5106.4×1406.4／1406.4×806.4／ 

806.4×806.4／906.4／901.6／902.0／ 

1101.6×1001.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ダクトは，外気取入口から中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ入口ライン分岐部

を接続するダクトであり，重大事故等対処設備として中央制御室に空気を供給するために設

置する。 

本ダクトの最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ１～Ｄ７として以下に示す。 

中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様を表 2.1－1中央制御室空調換気系ダクトの設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.001MPa（差圧）

重大事故等対処設備として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ１は，経路内の圧力損失を

考慮し，0.001MPaとする。 

  Ｐ２：0.003MPa（差圧） 

重大事故等対処設備として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を

考慮し，0.003MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本ダクトの最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の本ダ

クトが敷設されているエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，外気取入口から供給される外気

は空気となるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの実績に基づ

く標準流速を目安に選定し，5106.4×1406.4mm，1406.4×806.4 mm，806.4×806.4mm，906.4mm，

901.6mm，902.0mm，1101.6×1001.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

流路 

面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準 

流速 

(m/s) 

Ｄ１ 5106.4×1406.4 3.2 7.14000 

Ｄ２ 1406.4×806.4 3.2 1.12000 

Ｄ３ 806.4×806.4 3.2 0.64000 

Ｄ４ 906.4 3.2 0.63617 

Ｄ５ 901.6 0.8 0.63617 

Ｄ６ 902.0 1.0 0.63617 

Ｄ７ 1101.6×1001.6 0.8 1.10000 
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名   称 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ

入口ライン分岐部 

～ 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.003（差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 
1001.6×901.6／1101.6×1001.6／ 

901.6／902.0／3002.4×802.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ダクトは，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ入口ライン分岐部から中央制御室

非常用再循環処理装置フィルタを接続するダクトであり，設計基準対象施設及び重大事故等

対処設備として中央制御室に空気を供給するために設置する。 

本ダクトの最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ８～Ｄ１２として以下に示す。 

中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様を表 2.1－1中央制御室空調換気系ダクトの設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.003MPa（差圧）

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ２は，中央制御室非常用再循

環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.003MPa とす

る。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常

用再循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，

0.003MPaとする。 



17 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
6 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用温度Ｔ１は，本ダクトが敷設されて

いるエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時の本ダク

トが敷設されているエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。

3. 外径の設定根拠

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する中央制

御室非常用再循環送風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する中央制御室非

常用再循環送風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた

め，本ダクトの外径は，先行プラントの実績に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設

計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，1001.6×901.6mm，1101.6×1001.6mm，901.6mm，

902.0mm，3002.4×802.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

流路 

面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ８ 1001.6×901.6 0.8 0.90000 

Ｄ９ 1101.6×1001.6 0.8 1.10000 

Ｄ１０ 901.6 0.8 0.63617 

Ｄ１１ 902.0 1.0 0.63617 

Ｄ１２ 3002.4×802.4 1.2 2.40000 
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名   称 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

～ 

中央制御室非常用再循環送風機 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.003（差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 902.0×902.0／1042.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ダクトは，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタから中央制御室非常用再循環送風

機を接続するダクトであり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として中央制御室に

空気を供給するために設置する。 

本ダクトの最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１３，Ｄ１４として以下に示す。 

中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様を表 2.1－1中央制御室空調換気系ダクトの設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.003MPa（差圧）

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ２は，中央制御室非常用再循

環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.003MPa とす

る。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常

用再循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，

0.003MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用温度Ｔ１は，本ダクトが敷設されて

いるエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時の本ダク

トが敷設されているエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する中央制

御室非常用再循環送風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する中央制御室非

常用再循環送風機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるた

め，本ダクトの外径は，先行プラントの実績に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計

基準対象施設の外径と同仕様で設計し，902.0×902.0mm，1042.0mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

流路 

面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ１３ 902.0×902.0 1.0 0.81000 

Ｄ１４ 1042.0 1.0 0.84949 
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名   称 

中央制御室非常用再循環送風機 

～ 

中央制御室送風機 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.001（差圧）／0.003（差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 

919.6×828.6／1201.6×701.6／1001.6×901.6／1202.0×

702.0／1802.0×1302.0／1802.4×1302.4／2102.4×

1002.4／3002.4×1002.4／ 

3802.4×1002.4／2002.4×1002.4／ 

2602.4×1002.4／3252.4×1002.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ダクトは，中央制御室非常用再循環送風機から中央制御室送風機を接続するダクトであ

り，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として中央制御室に空気を供給するために設

置する。 

本ダクトの最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ８，Ｄ１５～Ｄ２５として以下に示す。 

中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様を表 2.1－1中央制御室空調換気系ダクトの設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.001MPa（差圧）

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ１は，中央制御室非常用再循

環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.001MPa とす

る。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常

用再循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，

0.001MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

  Ｐ２：0.003MPa（差圧） 

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ２は，中央制御室非常用再循

環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.003MPa とす

る。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常

用再循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，

0.003MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用温度Ｔ１は，本ダクトが敷設されて

いるエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時の本ダク

トが敷設されているエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する中央制

御室非常用再循環送風機及び中央制御室送風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に

使用する中央制御室非常用再循環送風機及び中央制御室送風機の容量が設計基準対象施設と

して使用する場合の容量と同仕様であるため，本ダクトの外径は，先行プラントの実績に基づ

き定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，919.6×

828.6mm，1201.6×701.6mm，1001.6×901.6mm，1202.0×702.0mm，1802.0×1302.0mm，1802.4

×1302.4mm，2102.4×1002.4mm，3002.4×1002.4mm，3802.4×1002.4mm，2002.4×1002.4mm，

2602.4×1002.4mm，3252.4×1002.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

流路 

面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ８ 1001.6×901.6 0.8 0.90000 

Ｄ１５ 919.6×828.6 0.8 0.75919 

Ｄ１６ 1201.6×701.6 0.8 0.84000 

Ｄ１７ 1202.0×702.0 1.0 0.84000 

Ｄ１８ 1802.0×1302.0 1.0 2.34000 

Ｄ１９ 1802.4×1302.4 1.2 2.34000 

Ｄ２０ 2102.4×1002.4 1.2 2.10000 

Ｄ２１ 3002.4×1002.4 1.2 3.00000 

Ｄ２２ 3802.4×1002.4 1.2 3.80000 

Ｄ２３ 2002.4×1002.4 1.2 2.00000 

Ｄ２４ 2602.4×1002.4 1.2 2.60000 

Ｄ２５ 3252.4×1002.4 1.2 3.25000 
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名   称 

中央制御室送風機 

～ 

中央制御室入口 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.001（差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 

1602.4×1102.4／1502.4×1502.4／1502.0×1502.0 

1502.0×902.0／1502.0×1102.0／1602.0×1602.0 

1202.0×1202.0／1201.6×1201.6／1210.6×1210.6 

1101.6×701.6／1106.4×706.4／1104.6×704.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ダクトは，中央制御室送風機から中央制御室入口を接続するダクトであり，設計基準対象

施設及び重大事故等対処設備として中央制御室に空気を供給するために設置する。 

本ダクトの最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２６～Ｄ４１として以下に示す。 

中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様を表 2.1－1中央制御室空調換気系ダクトの設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.001MPa（差圧）

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ１は，中央制御室非常用再循

環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.001MPa とす

る。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常

用再循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，

0.001MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用温度Ｔ１は，本ダクトが敷設されて

いるエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時の本ダク

トが敷設されているエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する中央制

御室送風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する中央制御室送風機の容量が

設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本ダクトの外径は，先行

プラントの実績に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕

様で設計し，1602.4×1102.4mm，1502.4×1502.4mm，1502.0×1502.0mm，1502.0×

902.0mm，1502.0×1102.0mm，1602.0×1602.0mm，1202.0×1202.0mm，1201.6×1201.6mm，

1210.6×1210.6mm，1101.6×701.6mm，1106.4×706.4mm，1104.6×704.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

流路 

面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ２６ 1602.4×1102.4 1.2 1.76000 

Ｄ２７ 1502.4×1502.4 1.2 2.25000 

Ｄ２８ 1502.0×1502.0 1.0 2.25000 

Ｄ２９ 1502.0×1502.0 1.0 2.25000 

Ｄ３０ 1502.0×902.0 1.0 1.35000 

Ｄ３１ 1502.0×1102.0 1.0 1.65000 

Ｄ３２ 1502.0×1102.0 1.0 1.65000 

Ｄ３３ 1502.0×1102.0 1.0 1.65000 

Ｄ３４ 1602.0×1602.0 1.0 2.56000 

Ｄ３５ 1202.0×1202.0 1.0 1.44000 

Ｄ３６ 1201.6×1201.6 0.8 1.44000 

Ｄ３７ 1210.6×1210.6 2.3 1.45444 

Ｄ３８ 1201.6×1201.6 0.8 1.44000 

Ｄ３９ 1101.6×701.6 0.8 0.77000 

Ｄ４０ 1106.4×706.4 3.2 0.77000 

Ｄ４１ 1104.6×704.6 2.3 0.77000 
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名   称 

中央制御室出口 

～ 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ入口ライン分

岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.001（差圧）／0.003（差圧） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 

1104.6×704.6／1101.6×701.6／1304.6×904.6 

1306.4×906.4／1302.0×902.0／1502.0×1502.0 

1302.0×1302.0／1310.6×1310.6／1802.0×1002.0 

1802.0×1302.0／1002.0×902.0／1001.6×901.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本ダクトは，中央制御室出口から中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ入口ライン分

岐部を接続するダクトであり，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として中央制御室

に空気を供給するために設置する。 

本ダクトの最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ８，Ｄ４２～Ｄ５６として以下に示す。 

中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様を表 2.1－1中央制御室空調換気系ダクトの設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.001MPa（差圧）

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ１は，中央制御室非常用再循

環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.001MPa とす

る。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常

用再循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，

0.001MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

Ｐ２：0.003MPa（差圧） 

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用圧力Ｐ２は，中央制御室非常用再循環送

風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.003MPaとする。 

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時の中央制御室非常用再

循環送風機及び中央制御室送風機の設計静圧並びに経路内の圧力損失を考慮し，0.003MPa とす

る。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

設計基準対象施設として使用する本ダクトの最高使用温度Ｔ１は，本ダクトが敷設されている

エリアの最高温度に合わせ，40℃とする。

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の最高使用温度は，重大事故等時の本ダクトが

敷設されているエリアの最高温度に合わせ，40℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する中央制御室

非常用再循環送風機及び中央制御室送風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用す

る中央制御室非常用再循環送風機及び中央制御室送風機の容量が設計基準対象施設として使用

する場合の容量と同仕様であるため，本ダクトの外径は，先行プラントの実績に基づき定めた標

準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，1104.6×704.6mm，

1101.6×701.6mm，1304.6×904.6mm，1306.4×906.4mm，1302.0×902.0mm，1502.0×1502.0mm，

1302.0×1302.0mm，1310.6×1310.6mm，1802.0×1002.0mm，1802.0×1302.0mm，1002.0×902.0mm，

1001.6×901.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

流路 

面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 

Ｄ８ 1001.6×901.6 0.8 0.90000 

Ｄ４２ 1104.6×704.6 2.3 0.77000 

Ｄ４３ 1101.6×701.6 0.8 0.77000 

Ｄ４４ 1304.6×904.6 2.3 1.17000 

Ｄ４５ 1306.4×906.4 3.2 1.17000 

Ｄ４６ 1302.0×902.0 1.0 1.17000 

Ｄ４７ 1502.0×1502.0 1.0 2.25000 

Ｄ４８ 1502.0×1502.0 1.0 2.25000 

Ｄ４９ 1302.0×1302.0 1.0 1.69000 

Ｄ５０ 1302.0×1302.0 1.0 1.69000 

Ｄ５１ 1310.6×1310.6 2.3 1.70564 

Ｄ５２ 1302.0×1302.0 1.0 1.69000 

Ｄ５３ 1302.0×1302.0 1.0 1.69000 

Ｄ５４ 1802.0×1002.0 1.0 1.80000 

Ｄ５５ 1802.0×1302.0 1.0 2.34000 

Ｄ５６ 1002.0×902.0 1.0 0.90000 
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表 2.1－1 中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様表（その 1） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

中
央
制
御
室
空
調
換
気
系 

外気取入口 

～ 

中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタ入口ラ

イン分岐部 

0.001＊ 

（差圧） 
Ｐ１ 40＊ Ｔ１ 

5106.4 

×1406.4 
Ｄ１ 

1406.4 

×806.4 
Ｄ２ 

806.4 

×806.4 
Ｄ３ 

906.4 Ｄ４ 

0.003＊ 

（差圧） 
Ｐ２ 40＊ Ｔ１ 

906.4 Ｄ４ 

901.6 Ｄ５ 

902.0 Ｄ６ 

1101.6 

×1001.6 
Ｄ７ 

中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタ入口ラ

イン分岐部 

～ 

中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタ 

0.003 

（差圧） 
Ｐ２ 40 Ｔ１ 

1001.6 

×901.6 
Ｄ８ 

1101.6 

×1001.6 
Ｄ９ 

901.6 Ｄ１０ 

902.0 Ｄ１１ 

3002.4 

×802.4 
Ｄ１２ 

中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタ 

～ 

中央制御室非常用再循環

送風機 

0.003 

（差圧） 
Ｐ２ 40 Ｔ１ 

902.0 

×902.0 
Ｄ１３ 

1042.0 Ｄ１４ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値
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表 2.1－1 中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様表（その 2） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

中
央
制
御
室
空
調
換
気
系 

中央制御室非常用再循環

送風機 

～ 

中央制御室送風機 0.001 

（差圧） 
Ｐ１ 40 Ｔ１ 

919.6 

×828.6 
Ｄ１５ 

1201.6 

×701.6 
Ｄ１６ 

1001.6 

×901.6 
Ｄ８ 

1202.0 

×702.0 
Ｄ１７ 

0.003 

（差圧） 
Ｐ２ 40 Ｔ１ 

1802.0 

×1302.0 
Ｄ１８ 

1802.4 

×1302.4 
Ｄ１９ 

2102.4 

×1002.4 
Ｄ２０ 

3002.4 

×1002.4 
Ｄ２１ 

3802.4 

×1002.4 
Ｄ２２ 

2002.4 

×1002.4 
Ｄ２３ 

2602.4 

×1002.4 
Ｄ２４ 

3252.4 

×1002.4 
Ｄ２５ 
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表 2.1－1 中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様表（その 3） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

中
央
制
御
室
空
調
換
気
系 

中央制御室送風機 

～ 

中央制御室入口 

0.001 

（差圧） 
Ｐ１ 40 Ｔ１ 

1602.4 

×1102.4 
Ｄ２６ 

1502.4 

×1502.4 
Ｄ２７ 

1502.0 

×1502.0 
Ｄ２８ 

1502.0 

×1502.0 
Ｄ２９ 

1502.0 

×902.0 
Ｄ３０ 

1502.0 

×1102.0 
Ｄ３１ 

1502.0 

×1102.0 
Ｄ３２ 

1502.0 

×1102.0 
Ｄ３３ 

1602.0 

×1602.0 
Ｄ３４ 

1202.0 

×1202.0 
Ｄ３５ 

1201.6 

×1201.6 
Ｄ３６ 

1210.6 

×1210.6 
Ｄ３７ 

1201.6 

×1201.6 
Ｄ３８ 

1101.6 

×701.6 
Ｄ３９ 

1106.4 

×706.4 
Ｄ４０ 

1104.6 

×704.6 
Ｄ４１ 
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表 2.1－1 中央制御室空調換気系ダクトの設計仕様表（その 4） 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

中
央
制
御
室
空
調
換
気
系 

中央制御室出口 

～ 

中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタ入口ラ

イン分岐部 

0.001 

（差圧） 
Ｐ１ 40 Ｔ１ 

1104.6 

×704.6 
Ｄ４２ 

1101.6 

×701.6 
Ｄ４３ 

1304.6 

×904.6 
Ｄ４４ 

1306.4 

×906.4 
Ｄ４５ 

1302.0 

×902.0 
Ｄ４６ 

1502.0 

×1502.0 
Ｄ４７ 

1502.0 

×1502.0 
Ｄ４８ 

1302.0 

×1302.0 
Ｄ４９ 

1302.0 

×1302.0 
Ｄ５０ 

1310.6 

×1310.6 
Ｄ５１ 

1302.0 

×1302.0 
Ｄ５２ 

1302.0 

×1302.0 
Ｄ５３ 

1802.0 

×1002.0 
Ｄ５４ 

1802.0 

×1302.0 
Ｄ５５ 

0.003 

（差圧） 
Ｐ２ 40 Ｔ１ 

1802.0 

×1302.0 
Ｄ５５ 

1002.0 

×902.0 
Ｄ５６ 

1001.6 

×901.6 
Ｄ８ 

  



32 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
6 
R0
 

名 称 中央制御室送風機 

容 量 m3/h/個 120000以上（120000） 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

中央制御室送風機は，設計基準対象施設として中央制御室空調換気系対象区域の換気空調を

行うため，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタで浄化した空気を中央制御室及び各室へ

給気するために設置する。 

・重大事故等対処施設

重大事故等時に，放射線管理施設のうち換気設備として使用する中央制御室送風機は，以下

の機能を有する。 

中央制御室送風機は，重大事故等が発生した場合においても運転員が中央制御室にとどまる

ために必要な設備として設置する。 

系統構成は，粒子用高効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室非常用再

循環処理装置フィルタ並びに中央制御室非常用再循環送風機からなる非常用ラインを設け，中

央制御室非常用再循環処理装置フィルタを通した外気を取り込み，中央制御室を正圧化するこ

とにより，放射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐことができる設計と

する。 

また，炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出されるプル

ーム通過時において，中央制御室空調換気系は中央制御室外気取入調節弁（MV264-1）を閉操作

することで，外気との連絡口を遮断し，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタを通る系統

隔離運転モードとすることにより，中央制御室バウンダリを外気から隔離可能な設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する中央制御室送風機の容量は，中央制御室空調換気系対象各

区域の環境維持のための必要換気量と必要冷却風量を基に設定する。なお，中央制御室空調換

気系区域の必要換気回数は，運転員が滞在する中央制御室は 10 回/h 以上，その他の区域は 1 

回/hで設定している。 

各区域について，これらを満足する給気量の合計は，120000m3/hとなる。 

以上より，中央制御室送風機の容量は，120000m3/h/個とする。 

重大事故等時において使用する中央制御室送風機の容量は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため設計基準対象施設と同仕様で設計し，120000m3/h/個とする。 

公称値については，要求される容量と同じ 120000m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 原動機出力の設定根拠

中央制御室送風機の原動機出力は，下記の式により，送風機の軸動力を考慮して決定する。 

――・―――――・｛(――)￣－1｝ 

Ｌ＝――――＝―――――――――――――――― ……… ――＞1.03のとき 

―――・{(ＰＳ２－ＰＳ１)＋(ｐｄ２－ｐｄ１)} 

＝――――――――――――――――――― ……… ――≦1.03のとき 

  （引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０(2000)「送風機の試験及び検査方法」） 

Ｌ ：軸動力（kW） 

ＬＴ ：全圧空気動力（kW） 

κ ：比熱比 ＝1.40 

Ｑ１ ：吸込空気量（m3/min） ＝120000／60 

ＰＴ２ ：吐出し口送風機絶対全圧（Pa〔abs〕） ＝

ＰＴ１ ：吸込口送風機絶対全圧（Pa〔abs〕） ＝

ＰＳ２ ：吐出し口送風機絶対静圧（Pa〔abs〕） ＝

ＰＳ１ ：吸込口送風機絶対静圧（Pa〔abs〕） ＝

ｐｄ２ ：吐出し口動圧（Pa） ＝

ｐｄ１ ：吸込口動圧（Pa） ＝

ηＴ  ：全圧効率（％）（設計計画値） ＝

Ｓ１

Ｓ２

Ｐ

Ｐ
＝ 1.03＞＝ より 

 

100

1
106

60

120000

140.1

40.1 40.1

140.1

4

／

－
－

Ｌ＝

－














































＝ ≒ kW 

  上記から，中央制御室送風機の原動機出力は，軸動力を上回る出力とし， kW/個とする。 

ＬＴ 

ηＴ／100 

κ 

κ－1 

ηＴ／100 

ＰＴ１・Ｑ１ 

6・104 

ＰＴ２ 

ＰＴ１ 

κ-1 

κ 

ＰＳ２ 

ＰＳ１ 

ηＴ／100 

ＰＳ２ 

ＰＳ１ 

Ｑ１ 

6・104 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠

中央制御室送風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として中央制御室非常用再循環処

理装置フィルタで浄化した空気を中央制御室及び各室へ給気するために，2個設置する。 

中央制御室送風機（原動機含む）は，重大事故等が発生した場合においても運転員が中央

制御室にとどまるため，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 
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名 称 中央制御室非常用再循環送風機 

容 量 m3/h/個 32000以上（32000） 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

中央制御室非常用再循環送風機は，設計基準対象施設として中央制御室内空気を粒子用高

効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ

に通し，空気中の微粒子及び放射性よう素を除去低減するために設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，放射線管理施設のうち換気設備として使用する中央制御室非常用再循環

送風機は，以下の機能を有する。 

中央制御室非常用再循環送風機は，重大事故等が発生した場合においても運転員が中央制

御室にとどまるために必要な設備として設置する。 

系統構成は，粒子用高効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室非常用

再循環処理装置フィルタ並びに中央制御室非常用再循環送風機からなる非常用ラインを設

け，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタを通した外気を取り込み，中央制御室を正圧

化することにより，放射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐことがで

きる設計とする。 

また，炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出されるプ

ルーム通過時において，中央制御室空調換気系は中央制御室外気取入調節弁（MV264-1）を閉

操作することで，外気との連絡口を遮断し，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタを通

る系統隔離運転モードとすることにより，中央制御室バウンダリを外気から隔離可能な設計

とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する中央制御室非常用再循環送風機の容量は，必要に応じチ

ャコールフィルタを通して外気を取り入れ，再循環した場合でも，中央制御室にとどまる運

転員が受ける線量が 7日間で 100mSvを下回ることができる容量とする。 

中央制御室非常用再循環送風機は容量 32000m3/h において，運転員が受ける線量限度が 7

日間で 100mSvを下回ることが可能となる（Ⅵ-1-7-3「中央制御室の居住性に関する説明書」

参照）ため，中央制御室再循環送風機の容量は，32000m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時において使用する中央制御室非常用再循環送風機の容量は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，32000m3/h個とする。 

公称値については，要求される容量と同じ 32000m3/h/個とする。 

2. 原動機出力の設定根拠

中央制御室非常用再循環送風機の原動機出力は，下記の式により，送風機の軸動力を考慮

して決定する。 

――・―――――・｛(――)￣－1｝ 

Ｌ＝――――＝―――――――――――――――― ……… ――＞1.03のとき 

―――・{(ＰＳ２－ＰＳ１)＋(ｐｄ２－ｐｄ１)} 

＝――――――――――――――――――― ……… ――≦1.03のとき 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０(2000)「送風機の試験及び検査方法」） 

Ｌ ：軸動力（kW） 

ＬＴ ：全圧空気動力（kW） 

κ ：比熱比 ＝1.40 

Ｑ１ ：吸込空気量（m3/min） ＝32000／60 

ＰＴ２ ：吐出し口送風機絶対全圧（Pa〔abs〕） ＝

ＰＴ１ ：吸込口送風機絶対全圧（Pa〔abs〕） ＝

ＰＳ２ ：吐出し口送風機絶対静圧（Pa〔abs〕） ＝

ＰＳ１ ：吸込口送風機絶対静圧（Pa〔abs〕） ＝

ｐｄ２ ：吐出し口動圧（Pa） ＝

ｐｄ１ ：吸込口動圧（Pa） ＝

ηＴ ：全圧効率（％）（設計計画値） ＝

Ｓ１

Ｓ２

Ｐ

Ｐ
＝ 1.03≦＝ より 

    

100

60

32000

4106

／
＝Ｌ













＝ kW≒ kW 

上記から，中央制御室非常用再循環送風機の原動機出力は，軸動力を上回る出力とし， 

kW/個とする。 

ＬＴ 

ηＴ／100 

κ 

κ－1 

ηＴ／100 

ＰＴ１・Ｑ１ 

6・104 

ＰＴ２ 

ＰＴ１ 

κ-1 

κ 

ＰＳ２ 

ＰＳ１ 

ηＴ／100 

ＰＳ２ 

ＰＳ１ 

Ｑ１ 

6・104 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠

中央制御室非常用再循環送風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として中央制御室内

の空気を粒子用高効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタに通し，空気中の微粒子及び放射性よう素を除去低減するために，2個設

置する。 

中央制御室非常用再循環送風機（原動機含む）は，重大事故等が発生した場合においても

運転員が中央制御室にとどまるため，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大

事故等対処設備として使用する。 
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名 称 中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 

容 量 ― 粒子用高効率フィルタ チャコールフィルタ

効

率

単  体 ％ 

99.97 以上 

（0.3μm 粒子） 

96 以上 

（相対湿度 70 ％以下，温度

30℃以下において） 

総  合 ％ 

99.9 以上 

（0.3μm 粒子） 

95 以上 

（相対湿度 70 ％以下，温度

30℃以下において） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタは，中央制御室再循環送風機と同じ容量とし，

設計基準対象施設として，中央制御室空調換気系対象各室内の空気中の微粒子及び放射性

よう素を除去低減するために設置する。 

各室からの空気は，中央制御室送風機により循環され，その空気の一部は中央制御室非常

用再循環送風機により中央制御室非常用再循環処理装置フィルタに導かれ，粒子用高効率

フィルタ及びチャコールフィルタで微粒子及び放射性よう素が除去低減される。

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，放射線管理施設のうち換気設備として使用する中央制御室非常用再循環

処理装置フィルタは，以下の機能を有する。 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタは，重大事故等が発生した場合においても運転

員が中央制御室にとどまるために必要な設備として設置する。 

系統構成は，粒子用高効率フィルタ及びチャコールフィルタを内蔵した中央制御室非常用

再循環処理装置フィルタ並びに中央制御室非常用再循環送風機からなる非常用ラインを設

け，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタを通した外気を取り込み，中央制御室を正圧

化することにより，放射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐことが

できる設計とする。 

炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出されるプルー

ム通過時において，中央制御室空調換気系は中央制御室外気取入調節弁（MV264-1）を閉操

作することで，外気との連絡口を遮断し，中央制御室非常用再循環処理装置フィルタを通る

系統隔離運転モードとすることにより，中央制御室バウンダリを外気から隔離可能な設計

とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 効率の設定根拠

1.1 単体除去効率 

a. 粒子用高効率フィルタ

設計基準対象施設として使用する場合の粒子用高効率フィルタの単体除去効率は，「放

射性エアロゾル用高性能エアフィルタ」（ＪＩＳ Ｚ ４８１２-1975）で規定される性能

を基に設定し，基準粒子径 0.3μm における単体除去効率が99.97％以上と規定されてい

ることから，99.97％以上（0.3μm 粒子）とする。 

b. チャコールフィルタ

設計基準対象施設として使用する場合のチャコールフィルタの単体除去効率は，チャコ

ールフィルタに要求される総合除去効率を確保するため，米国の REGULATORY GUIDE 1.52 

（以下「R.G.1.52」という。）に規定されるよう素除去効率である 95％以上を参考に，供

用中の劣化傾向を考慮しても確実に確保できる単体除去効率として，96％以上と設定する。 

1.2 総合除去効率 

a. 粒子用高効率フィルタ

設計基準対象施設として使用する場合の粒子用高効率フィルタの総合除去効率は，粒子

用高効率フィルタを処理装置に装着した使用状態において，粒子用高効率フィルタを通ら

ない空気（バイパスリーク）を考慮した微粒子除去効率として，99.9％（0.3μm 粒子）と

設定する。 

b. チャコールフィルタ

設計基準対象施設として使用する場合のチャコールフィルタの総合除去効率は，チャコ

ールフィルタに要求される総合除去効率を確保するため，米国の R.G.1.52 に規定される

よう素除去効率である 95％以上を参考に，供用中の劣化傾向を考慮しても確実に確保で

きる総合除去効率を総合的に判断し，95％以上と設定する。 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタを重大事故等時において使用する場合の単体

除去効率及び総合除去効率は，設計基準対象施設と同様であるため，以下のとおり設計基

準対象施設と同仕様で設計する。 

・単体除去効率

粒子用高効率フィルタ：99.97 以上（0.3μm 粒子）

チャコールフィルタ：96 以上（相対湿度70％以下において，温度30℃以下において） 

・総合除去効率

粒子用高効率フィルタ：99.9 以上（0.3μm 粒子）

チャコールフィルタ：95 以上（相対湿度70％以下において，温度30℃以下において） 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 個数の設定根拠

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタは，設計基準対象施設として中央制御室及び運

転員控室等からの空気を中央制御室送風機により循環し，その空気の一部を中央制御室非常

用再循環送風機により中央制御室非常用再循環処理装置フィルタに導き，粒子用高効率フィ

ルタ及びチャコールフィルタで空気中の微粒子及び放射性よう素を除去低減するために1個

設置する。 

  中央制御室非常用再循環処理装置フィルタは，重大事故等が発生した場合においても運転

員が中央制御室にとどまるため，設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故

等対処設備として使用する。 
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3.2 中央制御室空気供給系 

名 称 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

容 量 ℓ/個 50.0以上（50.0） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 19.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 

個数

― 15（予備 35） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設の換気設備のうち中央制御室待避室設備として使用する中央

制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，以下の機能を有する。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベ

ント系を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物質が中央制御室待避

室に流入することを防ぎ，中央制御室待避室にとどまる運転員の被ばくを低減するために設置

する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出され

る放射性雲通過時において，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）から中央制御室待避

室内へ空気を送気し正圧化することにより，放射性物質が中央制御室待避室に流入することを

一定時間完全に防ぎ，中央制御室遮蔽等の機能とあいまって中央制御室にとどまる運転員の実

効線量が事故後 7日間で 100mSvを超えない設計とする。 

1. 容量の設定根拠

重大事故等時に使用する中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，高圧ガス保安法の

適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用することから，当該空気ボンベの容量はメーカで

定めた容量である 50ℓ/個以上とする。 

公称値については要求される容量と同じ 50ℓ/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である 19.6MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の温度は，

重大事故等時の環境条件（40℃）及び高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の必要個数は，中央制御室待避室に待避した運

転員の窒息を防止するため，及び給気ライン以外からの中央制御室待避室内への外気の流入を

放射性雲通過までの 10時間の間遮断するために必要な個数である 15 個とする。根拠について

は以下のとおり。 

4.1 必要換気量 

① 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数：n＝5名

・許容二酸化炭素濃度：C＝1.0％（鉱山保安法施行規則）

・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.03％（空気調和・衛生工学便覧）

・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.022m3/h/人（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の

作業程度の吐出し量） 

・必要換気量：Q1＝100・M・n／(C－C0)m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素濃度基

準の必要換気量） 

Q1＝100×0.022×5÷(1.0－0.03) 

＝11.35 

≒11.4m3/h 

② 酸素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数：n＝5名

・吸気酸素濃度：a＝20.95％（空気調和・衛星工学便覧）

・許容酸素濃度：b＝19％（鉱山保安法施行規則）

・成人の呼吸量：c＝0.48m3/h/人（空気調和・衛生工学便覧の静座時の呼吸量）

・乾燥空気換算酸素濃度：d＝16.4％（空気調和・衛生工学便覧）

・必要換気量：Q2＝c・(a－d)・n／(a－b)m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素濃度基準

の必要換気量） 

Q2＝0.48×(20.95－16.4)×5÷(20.95－19.0) 

≒5.6m3/h 

以上より，空気ボンベ正圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は二酸化炭素濃度

基準の 11.4m3/h以上とする。 



43 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
6 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

4.2 必要ボンベ個数 

中央制御室待避室を 10時間正圧化する必要最低限のボンベ個数は二酸化炭素濃度基準換

気量の 11.4m3/h及びボンベ供給可能空気量 8.0m3/個から下記のとおり 15個となる。 

・ボンベ初期充填圧力：19.6MPa

・ボンベ内容積：50ℓ

・ボンベ供給可能空気量：8m3/個

必要ボンベ個数＝11.4m3/h×10時間÷8m3/個

＝14.3 

≒15個 

また，故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用として予備 35個を保管

する。 
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名 称 

空気ボンベ連結管接続口 

～ 

弁 CV2F7-1A，B 

最 高 使 用 圧 力 MPa 19.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 27.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，空気ボンベ連結管接続口から弁 CV2F7-1A，Bを接続する配管であり，重大事故等

対処設備として，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の空気を中央制御室待避室へ供給

するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として以下に示す。 

中央制御室空気供給系主配管の設計仕様を表 2.2－1中央制御室空気供給系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：19.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，重大事故等時の中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の使用圧力に合わせ，19.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の使用温度に合わせ，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，中央制御室待避室の居住性確保のた

め，中央制御室待避室の必要換気量である 11.4m3/h を中央制御室待避室正圧化装置（空気ボン

ベ）容量，圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，27.2mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ１ 27.2 3.9 20 0.00030 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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名 称 

弁 CV2F7-1A，B 

～ 

中央制御室待避室内開放 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 27.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 CV2F7-1A，Bから中央制御室待避室を接続する配管であり，重大事故等対処設

備として，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の空気を中央制御室待避室へ供給するた

めに設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ２として以下に示す。 

中央制御室空気供給系主配管の設計仕様を表 2.2－1中央制御室空気供給系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の使用温度に合わせ，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，中央制御室待避室の居住性確保のた

め，中央制御室待避室の必要換気量である 11.4m3/h を中央制御室待避室正圧化装置（空気ボン

ベ）容量，圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，27.2mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ２ 27.2 2.9 20 0.00036 
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表 2.2－1 中央制御室空気供給系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

中
央
制
御
室
空
気
供
給
系

空気ボンベ連結管接続口 

～ 

弁 CV2F7-1A，B 

19.6＊ Ｐ１ 40＊ Ｔ１ 

27.2 ― 

27.2 Ｄ１ 

27.2

/27.2

/27.2 

― 

27.2 ― 

27.2 

/27.2 

/－ 

― 

27.2 ― 

弁CV2F7-1A，B 

～ 

中央制御室待避室内開放 

0.6＊ Ｐ２ 40＊ Ｔ１ 

27.2 Ｄ２ 

27.2

/27.2

/－ 

― 

27.2 ― 

27.2

/27.2

/27.2 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 空気供給装置連結管 

最 高 使 用 圧 力 MPa 19.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 6.35 

個 数 

個数

― 15（予備 30） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）と空気ボンベ連結管接続口を接続

する配管であり，重大事故等対処設備として中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の空

気を中央制御室待避室へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として以下に示す。 

中央制御室空気供給系主配管の設計仕様を表 2.2－2 中央制御室空気供給系主配管の設計仕

様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：19.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，重大事故等時の中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の使用圧力に合わせ，19.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の使用温度に合わせ，40℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ）容量，圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，6.35mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ１ 6.35 1.0 ― 0.00001 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

本配管の個数は，空気ボンベ連結管接続口１個に１つずつ接続するため，空気ボンベ連結管

接続口個数に合わせ，予備を含めた合計 45台（15台，予備 30台）とする。 
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表 2.2－2 中央制御室空気供給系主配管の設計仕様表 

名   称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

中
央
制
御
室
空
気
供
給
系 

空気供給装置連結管 

19.6＊ Ｐ1 40＊ Ｔ1 6.35 Ｄ１ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値  
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3.3 緊急時対策所換気空調系 

名 称 空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

容 量 ℓ/個 50.0以上（50.0） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 19.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 

個数

― 454（予備 86） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち緊急時対策所換気空調系として使用する空気ボンベ加

圧設備（空気ボンベ）は，以下の機能を有する。 

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷後の格

納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物質

が緊急時対策所に流入することを防ぎ，緊急時対策所にとどまる要員の被ばくを低減するため

に設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出され

る放射性雲通過時において，緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）か

ら緊急時対策所へ空気を送気し正圧化することにより，放射性物質が緊急時対策所に流入する

ことを一定時間完全に防ぎ，緊急時対策所遮蔽の機能とあいまって緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後 7日間で 100mSvを超えない設計とする。 

1. 容量の設定根拠

重大事故等時に使用する緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，

高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用することから，当該空気ボンベ

の容量はメーカで定めた容量である 50ℓ/個以上とする。 

公称値については要求される容量と同じ 50ℓ/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）を重大事故等時において使用

する場合の圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である

19.6MPaとする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）を重大事故等時において使用

する場合の温度は，重大事故等時の環境条件（40℃）及び高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 



51 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-
1-
5-
6 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の必要個数は，緊急時対策所

にとどまる要員の窒息を防止するため，及び給気ライン以外からの緊急時対策所内への外気の

流入を放射性雲通過までの 10 時間の間遮断するために必要な個数である 454 個とする。根拠

については以下のとおり。 

4.1 必要換気量 

① 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数 ：n＝96名 

・許容二酸化炭素濃度：C＝1.0％（鉱山保安法施行規則）

・大気二酸化炭素濃度：CO＝0.03％（空気調和・衛生工学便覧）

・二酸化炭素発生量 ：M ＝0.022m3/h/名（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度

の吐出し量） 

・必要換気量 ：Ql＝100・M・n／(C－CO)m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭

素濃度基準の必要換気量） 

Ql＝100×0.022×96÷(1.0－0.03)≒218m3/h 

② 酸素濃度基準に基づく必要換気量

・収容人数 ：n＝96名 

・吸気酸素濃度 ：a＝20.95％（空気調和・衛生工学便覧） 

・許容酸素濃度 ：b＝19％（鉱山保安法施行規則） 

・成人の呼吸量 ：c＝0.48m3/h/名（空気調和・衛生工学便覧の静座時の呼吸量） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4％（空気調和・衛生工学便覧）

・必要換気量 ：Q2＝c・(a－d)・n／(a－b)m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素濃

度基準の必要換気量） 

Q2＝0.48×(20.95－16.4)×96÷(20.95－19.0) 

≒108m3/h 

③ 緊急時対策所の設計漏えい量に基づく必要換気量

緊急時対策所の設計漏えい量は，緊急時対策所で実施した気密試験結果の漏えい率 0.03

回/h（約 100Pa正圧化時）に余裕を見た設計漏えい率 0.15回/hを基に算出した漏えい量

330m3/hとしている。 

緊急時対策所体積×設計漏えい率＝設計漏えい量 

2150m3×0.15回/h≒330m3/h 
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，空気ボンベ正圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は，緊急時対策

所の設計漏えい量に基づく 330m3/h以上とする。 

4.2 必要ボンベ個数 

上記より，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）による必要換気量は，330m3/hであり，こ

の流量をプルーム通過時間の 10時間に 1時間の余裕をもたせた 11 時間継続するために必

要な空気ボンベ個数を以下に示す。 

(1) プルーム通過中に必要となるボンベ容量

緊急時対策所を 11時間正圧化するために必要最低限のボンベ個数は，設計漏えい率に

基づく換気量の 330m3/h及びボンベ供給可能空気量 8m3/個から下記のとおり 454個とな

る。 

・ボンベ初期充填圧力  ：19.6MPa 

・ボンベ内容積 ：50ℓ/個 

・ボンベ供給可能空気量 ：8m3/個

必要ボンベ個数＝330m3/h×11時間÷8m3/個

＝453.8個 

≒454個 

(2) プルーム通過時間（10時間）以外に必要なボンベ容量

緊急時対策所の正圧化を，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）による給気から緊急時

対策所空気浄化送風機による給気に切り替える場合においては，切替操作を行っている

間を，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の給気と緊急時対策所空気浄化送風機の給気

を同時に行うことにより，緊急時対策所の正圧化状態を損なわない設計とする。 

切替操作は緊急時対策所空気浄化送風機起動失敗を想定した場合の予備機への切替操

作も考慮し，最大で 11分とする。 

また，ベント実施予定時刻の 20 分前から加圧操作開始することから，プルーム通過時

間（10時間）以外に合計 31分のボンベ容量を考慮する必要がある。 

緊急時対策所を 31 分間正圧化する必要最低限のボンベ個数は緊急時対策所必要換気量

の 330m3/h及びボンベ供給可能空気量 8.0m3/個から下記のとおり 22個となる。 

必要ボンベ個数＝330m3/h×31分間÷8.0m3/個 

＝21.5 

≒22個 

なお，上記の 31 分間は，正圧化継続時間に見込んでいる 1 時間の余裕に包絡されるこ

とから，正圧化切替操作時及びベント実施予定時刻 20 分前からの加圧操作開始に必要な

ボンベ個数 22個は，(1)項の必要ボンベ個数 454個に包含する設計とする。 
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名 称 

建物加圧空気配管接続口 

～ 

建物内配管開放 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 60.5 ／ 76.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，建物加圧空気配管接続口から建物内配管開放を接続する配管であり，重大事故

等対処設備として，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の空気を緊急時対策所へ供給するため

に設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，Ｄ２として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－1 緊急時対策所換気空調系主配管の設

計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の空気ボ

ンベ加圧設備（空気ボンベ）の使用温度に合わせ，40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，緊急時対策所の居住性確保のため，

プルーム通過中の緊急時対策所の必要換気量である 330m3/h を空気ボンベ加圧設備（空気ボン

ベ）容量，圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，60.5mm，76.3mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ１ 60.5 3.9 50 0.00218 ＊

Ｄ２ 76.3 5.2 65 0.00341 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 
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名 称 

建物ダクト接続口 

～ 

建物内配管開放 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0063 

最 高 使 用 温 度 ℃ 50 

外 径 mm 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，建物ダクト接続口から建物内配管開放を接続する配管であり，重大事故等対処

設備として，緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットにより

浄化した空気を緊急時対策所へ供給するために設置する。 

  本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ３として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－1 緊急時対策所換気空調系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.0063MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.0063MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：50℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ２は，重大事故等時の緊急時

対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの使用温度に合わせ，50℃

とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，緊急時対策所空気浄化送風機の容量，

圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，318.5mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ３ 318.5 10.3 300 0.06970 
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名 称 緊急時対策所空気浄化装置用 2.5ｍ，1.5ｍ可搬型ダクト 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0063 

最 高 使 用 温 度 ℃ 50 

/ 340/60.5／

50

外 径 mm 259.4 

個 数 

個数

― 6（予備 11） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本可搬型ダクトは，緊急時対策所空気浄化送風機から緊急時対策所空気浄化フィルタユニッ

ト及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットから建物ダクト接続口を接続するダクトであ

り，重大事故等時に緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニット

により浄化した空気を緊急時対策所へ供給するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

本可搬型ダクトを重大事故等時において使用する場合の圧力は，緊急時対策所空気浄化送風

機の全圧を上回る 0.0063MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

本可搬型ダクトを重大事故等時において使用する場合の温度は，取付場所の雰囲気温度を上

回る 50℃とする。 

3. 外径の設定根拠

本可搬型ダクトを重大事故等時において使用する場合の外径は，緊急時対策所空気浄化送風

機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに接続可能なダクト外径である 259.4mm とす

る。 

4. 個数の設定根拠

本可搬型ダクトは，本可搬型ダクト 1 本当たりの長さを踏まえ，必要な経路長に対して十分

な長さを確保できる本数 6本（2.5m：5本，1.5m：1本）に予備 11本（2.5m：9本，1.5m：2本）

を加えた合計 17 本を保管する。 
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表 2.3－1 緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

緊
急
時
対
策
所
換
気
空
調
系

建物加圧空気配管接続口 

～ 

建物内配管開放 

0.6＊ Ｐ１ 40＊ Ｔ１ 

60.5 Ｄ１ 

61.1 ― 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

61.1 

/－ 

/61.1 

― 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

76.3 

/60.5 
― 

76.3 ― 

76.3 Ｄ２ 

76.3 

/76.3 

/76.3 

― 

114.3 

/76.3 
― 

建物ダクト接続口 

～ 

建物内配管開放 

0.0063＊ Ｐ２ 50＊ Ｔ２ 

318.5 Ｄ３ 

318.5 ― 

318.5 

/318.5 

/318.5 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 

空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結管 

～ 

空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結管接続口 

最 高 使 用 圧 力 MPa 21.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

/ 340/60.5／

50
外 径 mm 6.35 

個 数 ― 454（予備 86） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結管から空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結

管接続口を接続する配管であり，重大事故等対処設備として空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）

の空気を緊急時対策所へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－2 緊急時対策所換気空調系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：21.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ）の使用圧力から屋外環境温度変化に伴うボンべ内圧力上昇を考慮し，21.6MPa とす

る。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の空気ボ

ンベ加圧設備（空気ボンベ）の使用温度に合わせ，40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）

容量，圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，6.35mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ１ 6.35 1.0 － 0.00001 *

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 

4. 個数の設定根拠

本配管の個数は，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）1 個に 1 つずつ接続するため，空気ボ

ンベ加圧設備空気ボンベ個数に合わせ，予備を含めた合計 540台（454台，予備 86台）とする。 
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名 称 

空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結管接続口 

～ 

フレキシブルチューブ接続口（上流側）

最 高 使 用 圧 力 MPa 21.6／ 0.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

/ 340/60.5／

50

外 径 mm 21.7  

個 数 ― 16（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結管接続口からフレキシブルチューブ接続口

（上流側）を接続する配管であり，重大事故等対処設備として空気ボンベ加圧設備（空気ボン

ベ）の空気を緊急時対策所へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ２として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－2 緊急時対策所換気空調系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：21.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ１は，空気ボンベ加圧設備（空

気ボンベ）の使用圧力から屋外環境温度変化に伴うボンべ内圧力上昇を考慮し，21.6MPa とす

る。 

Ｐ２：0.6MPa 

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の空気ボ

ンベ加圧設備（空気ボンベ）の使用温度に合わせ,40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，空気ボンベ加圧設備空気ボンベ容量，

圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，21.7mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ２ 21.7 3.7 15 0.00016 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 

4. 個数の設定根拠

本配管の個数は，空気ボンベ加圧設備空気ボンベ連結管接続口からフレキシブルチューブ接

続口（上流側）の接続箇所数に合わせた 16台に予備 2台を含めた合計 18台とする。 
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名 称 空気ボンベ加圧設備用 1.5m フレキシブルチューブ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

/ 340/60.5／

50

外 径 mm 16.0 ／ 21.7 

個 数 ― 16（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，フレキシブルチューブ接続口（上流側）とフレキシブルチューブ接続口（下流

側）を接続する配管であり，重大事故等対処設備として空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の

空気を緊急時対策所へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ３，Ｄ４，Ｆ１として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－2 緊急時対策所換気空調系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の空気ボ

ンベ加圧設備（空気ボンベ）の使用温度に合わせ,40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，空気ボンベ加圧設備空気ボンベ容量，

圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，16.0mm，21.7mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ３ 16.0 4 － 0.00005 ＊

Ｄ４ 21.7 2.8 － 0.00020 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 

(2) 継手

Ｆ１：17.5mm

本伸縮継手の外径は，フレキシブルチューブ接続口（上流側）とフレキシブルチューブ接

続口（下流側）の 15Aの配管を接続すること及びメーカ仕様に基づく施工性を考慮し，17.5mm

とする。 

4. 個数の設定根拠

本フレキシブルチューブの個数は，フレキシブルチューブ接続口（上流側）とフレキシブル

チューブ接続口（下流側）の接続箇所数に合わせた 16台に予備 2台を含めた合計 18台とする。 
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名 称 

フレキシブルチューブ接続口（下流側）

～ 

建物加圧空気配管接続口（上流側） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

外 径 mm 34.0 ／ 60.5 

個 数 ― 70（予備 13） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，フレキシブルチューブ接続口（下流側）から建物加圧空気配管接続口（上流側）

を接続する配管であり，重大事故等対処設備として空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の空気

を緊急時対策所へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ５，Ｄ６として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－2 緊急時対策所換気空調系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の空気ボ

ンベ加圧設備（空気ボンベ）の使用温度に合わせ,40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，空気ボンベ加圧設備空気ボンベ容量，

圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，34.0mm，60.5mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ５ 34.0 3.4 25 0.00058 

Ｄ６ 60.5 3.9 50 0.00218 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 

4. 個数の設定根拠

本配管の個数は，フレキシブルチューブ接続口（下流側）から建物加圧空気配管接続口（上

流側）へ空気を供給するために必要な 70台に予備 13台を加えた合計 83台とする。 
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名 称 空気ボンベ加圧設備用 2.3m フレキシブルホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.6 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

/ 340/60.5／

50

外 径 mm 60.5 

個 数 

個数

― 2（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，建物加圧空気配管接続口（上流側）と建物加圧空気配管接続口を接続する配管

であり，重大事故等対処設備として空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の空気を緊急時対策所

へ供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ６，Ｆ２として以下に示す。 

緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様を表 2.3－2 緊急時対策所換気空調系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.6MPa

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用圧力Ｐ２は，経路内の圧力損失を考

慮し，0.6MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：40℃

重大事故等対処設備として使用する本主配管の最高使用温度Ｔ１は，重大事故等時の空気ボ

ンベ加圧設備（空気ボンベ）の使用温度に合わせ,40℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，緊急時対策所の居住性確保のため，

プルーム通過中の緊急時対策所の必要換気量である 330m3/h を空気ボンベ加圧設備（空気ボン

ベ）容量，圧力損失・施工性等を考慮した上で供給可能な配管である，60.5mmとする。 

項目 外径 

(mm) 

厚さ 

(mm) 

呼び径 

(A) 

流路面積 

(m2) 

流量 

(m3/h) 

流速 

(m/s) 

標準流速 

(m/s) 根拠 

Ｄ６ 60.5 3.9 50 0.00218 ＊

注記＊：標準流速を超えるが，空気・ガス（圧縮）の許容最高流速（音速）を下回るため問題

ない。 

(2) 継手

Ｆ２：61.5mm

本伸縮継手の外径は， 50Aの建物加圧空気配管接続口へ接続すること及びメーカ仕様に基

づく施工性を考慮し，61.5mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本フレキシブルホースの個数は，建物加圧空気配管接続口の個数 2本に予備 1本を加えた合

計 3本とする。 
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表 2.3－2 緊急時対策所換気空調系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

緊

急

時

対

策

所

換

気

空

調

系 

空気ボンベ加圧設備空気

ボンベ連結管 

～ 

空気ボンベ加圧設備空気

ボンベ連結管接続口 

21.6＊ Ｐ１ 40＊ Ｔ１ 6.35 Ｄ１ 

空気ボンベ加圧設備空気

ボンベ連結管接続口 

～ 

フレキシブルチューブ接

続口（上流側） 

21.6＊ Ｐ１ 

40＊ Ｔ１ 

21.7 Ｄ２ 

0.6＊ Ｐ２ 21.7 Ｄ２ 

空気ボンベ加圧設備用

1.5mフレキシブルチュー

ブ 
0.6＊ Ｐ２ 40＊ Ｔ１ 

16.0 Ｄ３ 

17.5 Ｆ１ 

21.7 Ｄ４ 

フレキシブルチューブ接

続口（下流側） 

～ 

建物加圧空気配管接続口 

（上流側） 

0.6＊ Ｐ２ 40＊ Ｔ１ 

34.0 Ｄ５ 

60.5 Ｄ６ 

空気ボンベ加圧設備用

2.3mフレキシブルホース 0.6＊ Ｐ２ 40＊ Ｔ１ 
60.5 Ｄ６ 

61.5 Ｆ２ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 緊急時対策所空気浄化送風機 

容 量 m3/h/個 958以上（1500） 

原 動 機 出 力 kW/個 5.5 

個 数 ― 1（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）として使用する

緊急時対策所空気浄化送風機は，以下の機能を有する。 

緊急時対策所空気浄化送風機は，重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員が緊急時対策所にとどまることができるよう，適切な措置を講

ずるために設置する。 

系統構成は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所内への放射性物質の侵入を

低減するとともに，緊急時対策所の気密性に対して余裕を考慮した換気を行うため，緊急時対

策所空気浄化送風機を使用し，緊急時対策所空気浄化フィルタユニットを介して緊急時対策所

内へ空気を供給することで緊急時対策所内の正圧を維持できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

緊急時対策所空気浄化送風機の容量は，緊急時対策所を正圧に維持するために必要な換気量

330m3/h＊並びに一般的な労働環境における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の許容濃度を満たすこ

とができる流量 958m3/h＊を踏まえ，要求値は 958m3/h 以上とする。公称値については，要求値

958m3/hを上回る 1500m3/h/個とする。 

注記＊：Ⅵ-1-9-3-2「緊急時対策所の居住性に関する説明書」に示す容量 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 原動機出力の設定根拠

緊急時対策所空気浄化送風機の原動機出力は，風量 1500m3/h のときの軸動力を基に設計す

る。 

定格風量点における緊急時対策所空気浄化送風機の風量は 1500m3/h，全圧が 5.6kPa(0.0056 

MPa)であり，そのときの必要軸動力は，以下のとおり 4.77kWとなるため，原動機出力はそれ

を上回る 5.5kW/個とする。 

Ｌ：必要軸動力(kW) 

Ｐ：送風機全圧(kPa)  ＝5.6 

Ｑ：送風機風量(m3/h)  ＝1500 

η：送風機効率    ＝0.49 

3. 個数の設定根拠

緊急時対策所空気浄化送風機は重大事故等対処設備として緊急時対策所内への放射性物質の

侵入を低減するとともに，緊急時対策所の気密性に対して余裕を考慮した換気を行うため，緊

急時対策所空気浄化送風機を使用し，緊急時対策所空気浄化フィルタユニットを介して緊急時

対策所内へ空気を供給することで緊急時対策所内の正圧を維持するために予備 2個を含む合計

3個を保管する。 

　　＝　　＝
η

Ｑ
Ｐ

Ｌ＝ 4.77kW
0.49

3600

1500
5.6

3600
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名 称 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

種 類 ― 粒子用フィルタ よう素用フィルタ 

効 

率 

単 体 ％ 
99.97以上 

（0.15μm粒子） 

95以上（有機よう素） 

99以上（無機よう素） 

（相対湿度 95％，温度 30℃にお

いて） 

総 合 ％ 
99.99以上 

（0.7μm粒子） 

99.75以上（有機よう素） 

99.99以上（無機よう素） 

（相対湿度 95％，温度 30℃にお

いて） 

個 数 ― 1（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）として使用する

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，以下の機能を有する。 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，重大事故等が発生した場合においても重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員が緊急時対策所にとどまることができるよう，適切

な措置を講ずるために設置する。 

系統構成は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所内への放射性物質の侵入を

低減するとともに，緊急時対策所の気密性に対して余裕を考慮した換気を行うため，緊急時対

策所空気浄化送風機を使用し，緊急時対策所空気浄化フィルタユニットを介して緊急時対策所

内へ空気を供給することで微粒子及び放射性よう素を除去低減できる設計とする。 

1. 粒子用フィルタの効率の設定根拠

1.1 単体除去効率 

粒子用フィルタの単体除去効率は，「放射性エアロゾル用高性能エアフィルタ」 

（ＪＩＳ Ｚ ４８１２-1995）で規定される性能を基に設定し，基準粒子径 0.15μmにお

ける単体除去効率が 99.97％以上と規定されていることから 99.97％以上（0.15μm粒子）

とする。 



73 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-6
 R
0E
 

【設 定 根 拠】（続き） 

1.2 総合除去効率 

粒子用フィルタの総合除去効率は，粒子用フィルタをフィルタユニットに装着した使用状

態において，粒子用フィルタを通らない空気（バイパスリーク）も考慮した微粒子の除去効

率であり，1段で 99％以上（0.7μm粒子）とする。 

これを直列 2段とするため，総合除去効率は 99.99％以上（0.7μm粒子）＊1とする。 

2. よう素用フィルタの効率の設定根拠

2.1 単体除去効率 

よう素用フィルタの単体除去効率は，使用条件でのよう素用フィルタ総合除去効率の設計

値を確保できるように設定し，95％以上（有機よう素），99％以上（無機よう素）（相対湿度

95％，温度 30℃において）とする。 

2.2 総合除去効率 

よう素用フィルタの総合除去効率は，緊急時対策所の居住性に係わる被ばく評価に示す条

件に基づき，よう素用フィルタをフィルタユニットに装着した使用状態において，よう素用

フィルタを通らない空気（バイパスリーク）も考慮したよう素の除去効率であり，1段で 95％

以上（有機よう素），99％以上（無機よう素）とし，これを直列 2 段とするため，総合除去効

率は 99.75％以上（有機よう素）＊2，99.99％以上（無機よう素）＊3とする。 

注記＊1：粒子用フィルタ直列2段時の総合除去効率： 

(1－(1－0.99)×(1－0.99))×100＝99.99％ 

＊2：よう素用フィルタ（有機よう素）直列2段時の総合除去効率： 

(1－(1－0.95)×(1－0.95))×100＝99.75％ 

＊3：よう素用フィルタ（無機よう素）直列2段時の総合除去効率： 

(1－(1－0.99)×(1－0.99))×100＝99.99％ 

3. 個数の設定根拠

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，重大事故等対処設備として緊急時対策所内への

放射性物質の侵入を低減するとともに，緊急時対策所の気密性に対して余裕を考慮した換気を

行うため，緊急時対策所空気浄化送風機を使用し，緊急時対策所空気浄化フィルタユニットを

介して緊急時対策所内へ空気を供給することで微粒子及び放射性よう素を除去低減するために

予備 2個を含む合計 3個を保管する。 
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Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

（原子炉格納施設） 
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1. 概要 

本説明書は，原子炉格納施設の申請設備に係る仕様設定根拠について説明するものである。 
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2. 原子炉格納容器  

2.1 原子炉格納容器本体 

名 称 原子炉格納容器 

最高使用圧力 

内圧（ドライウェル， 

サプレッションチェンバ） 
MPa 0.427（0.853） 

外圧（ドライウェル， 

サプレッションチェンバ） 
MPa 0.014 

最高使用温度 
ドライウェル ℃ 171（200） 

サプレッションチェンバ ℃ 104（200） 

設 計 漏 え い 率 ％/d 

0.5以下 

(常温，空気又は窒素，最高使用圧力

の 0.9倍に等しい圧力において) 

個 数 

ドライウェル ― 1 

サプレッションチェンバ ― 1 

ベント管 ― 8 

ベント管ベローズ ― 8 

サプレッションチェンバ 

サポート 
― 32 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象設備 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，か

つ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量

に抑制するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち原子炉格納容器の原子炉格納容器本体（原子炉格納

容器）として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質の拡散

に対する障壁として使用するために設置する。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，残留熱除去設備（残留熱除去系）として使用す

る原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉格納容器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

系統構成は，格納容器冷却モードとして使用する場合においては，残留熱除去ポンプによ

り，水源であるサプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器で冷却した後に

ドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器を冷

却できる設計とする。また，サプレッションプール冷却モードとして使用する場合において

は，残留熱除去ポンプにより，水源であるサプレッションチェンバのプール水を残留熱除去

系熱交換器で冷却した後にサプレッションチェンバ内に戻すことで，原子炉格納容器を冷却

できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，残留熱除去設備（格納容器フィルタベント系）

として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

に設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，窒素ガス制御系等を経由して第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減さ

せた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場で

ある大気へ輸送できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安

全設備（原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容器冷却モード）））として使用

する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために設置する。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために設置する。 

系統構成は，残留熱除去ポンプにより，水源であるサプレッションチェンバのプール水を

ドライウェル内及びサプレッションチェンバ内にスプレイすることで，原子炉格納容器を冷

却できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器安

全設備（原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）））

として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために設置する。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために設置する。 

系統構成は，残留熱除去ポンプ及び残留熱除去系熱交換器により，サプレッションチェン

バのプール水を冷却することで，原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器

安全設備（格納容器代替スプレイ系）として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有す

る。 

 

原子炉格納容器は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失し

た場合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために設置する。また，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために設置する。 

系統構成は，格納容器代替スプレイ系（常設）として使用する場合においては，低圧原子

炉代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由してドライウ

ェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させることができる設計とする。また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として

使用する場合においては，大量送水車により，外部水源の水を残留熱除去系を経由してドラ

イウェルスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させることができる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器

安全設備（ペデスタル代替注水系）として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防

止するため，溶融し，原子炉格納容器下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

系統構成は，ペデスタル代替注水系（常設）として使用する場合においては，低圧原子炉

代替注水ポンプにより，低圧原子炉代替注水槽の水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納

容器スプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで原子炉格納容器下部へ流入し，溶

融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，

落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。また，ペデスタル代替注水系（可搬型）として使

用する場合においては，大量送水車により，外部水源の水を原子炉格納容器下部へ注水し，溶

融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに，

落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器

安全設備（残留熱代替除去系）として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧によ

る破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバを水源とした残留熱代替除去ポンプにより，サプレ

ッションチェンバのプール水を B-残留熱除去系熱交換器にて冷却し，残留熱除去系等を経由

して原子炉圧力容器又は原子炉格納容器下部へ注水するとともに，原子炉格納容器内へスプ

レイすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（窒素ガス代替注入系）とし

て使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における

水素爆発による破損を防止するために設置する。 

系統構成は，可搬式窒素供給装置と窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（南）

又は窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）及び窒素ガス代替注入系サプレ

ッションチェンバ側供給用接続口（南）又は窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供

給用接続口（屋内）を可搬式窒素供給装置用ホースで接続し，原子炉格納容器に窒素ガスを注

入することにより，原子炉格納容器を不活性化できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器フィルタベント

系）として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉格納容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における

水素爆発による破損を防止するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，窒素ガス制御系等を経由して第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減さ

せた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出を低減しつつ，ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により発生する

原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に放出できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置

（格納容器フィルタベント系）として使用する原子炉格納容器は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧によ

る破損を防止するため，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減さ

せた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質

の環境への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高

圧炉心スプレイ系）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，以下の機

能を有する。 

 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を水源とした高圧炉心スプレイポンプに

より，原子炉圧力容器へ注水し，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧炉心スプレイ系）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，以下の機

能を有する。 

 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を水源とした低圧炉心スプレイポンプによ

り，原子炉圧力容器へ注水し，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（高

圧原子炉代替注水系）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，以下の

機能を有する。 

 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心

の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を水源とした高圧原子炉代替注水ポンプに

より，原子炉圧力容器へ注水し，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（原

子炉隔離時冷却系）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，以下の機

能を有する。 

 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態

であって，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（残

留熱除去系）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，以下の機能を有

する。 

 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態

であって，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉

心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために

設置する。 

系統構成は，サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去ポンプにより原子炉圧力容

器へ注水し，炉心を冷却できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（水

の供給設備）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，以下の機能を

有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，重大事故等の収束に必要となる十分な量

の水を有する水源を確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備

に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために設置する。 

 

系統構成は，水源とするサプレッションチェンバが設計基準事故対処設備及び重大事故等

対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち，圧力低減設備その他の安全設備の原子炉格納容器

安全設備（高圧原子炉代替注水系）として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェン

バ）は，以下の機能を有する。 

 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状

態であって，設計基準対象施設が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても

原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に設置する。 

系統構成は，冷却水をサプレッションプールから高圧原子炉代替注水ポンプを経由して原

子炉圧力容器に注水することにより炉心を冷却できる設計とする。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧（ドライウェル，サプレッションチェンバ） 

 1.1.1 最高使用圧力 0.427MPa(内圧) 

    設計基準対象施設として使用する原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）は，原子

炉冷却材喪失時の最高圧力を上回るように設定する。Ⅵ-1-8-1「原子炉格納施設の設

計条件に関する説明書」の「4.2.1圧力及び温度に関する設計条件」に記載のとおり，

原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器の過渡解析の結果，ドライウェルの最高圧力が

0.327MPaとなることから，これに余裕をみて 0.427MPaとする。 

 

 1.1.2 最高使用圧力 0.853MPa(内圧) 

     原子炉格納容器を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等対策の

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）のうち原子炉格納容器圧力

が最大となる事故シーケンスグループ等である雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）において 0.659MPa で

あることから，0.659MPaを上回る 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1.2 外圧（ドライウェル，サプレッションチェンバ） 

設計基準対象施設として使用する原子炉格納容器の最高使用圧力（外圧）は，「Ⅵ-1-8-

1原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」の「4.2.1圧力及び温度に関する設計条件」

に記載のとおり，原子炉格納容器は外面に過大な外圧が作用しないように真空破壊装置を

設けており，外面に受ける最高の圧力は 0.014MPaとする。 

原子炉格納容器を重大事故等時において使用する場合の外圧は，設計基準対象施設と同

様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，0.014MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 最高使用温度 171℃（ドライウェル） 

設計基準対象施設として使用する原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度は，

原子炉冷却材喪失時の最高温度を上回るように設定する。Ⅵ-1-8-1「原子炉格納施設の設

計条件に関する説明書」の「4.2.1 圧力及び温度に関する設計条件」に記載のとおり，原

子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器の過渡解析の結果，ドライウェルの最高温度が 145℃

となることから，これに余裕をみて 171℃とする。 

2.2 最高使用温度 200℃（ドライウェル） 

原子炉格納容器（ドライウェル）を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事

故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請添付書類十）で原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の温度が最大となる雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

（残留熱代替除熱系を使用しない場合）において約 197℃であることから，約 197℃を上回

る 200℃とする。 

2.3 最高使用温度 104℃（サプレッションチェンバ） 

設計基準対象施設として使用する原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）の最高使用

温度は，原子炉冷却材喪失時の最高温度を上回るように設定する。Ⅵ-1-8-1「原子炉格納施

設の設計条件に関する説明書」の「4.2.1圧力及び温度に関する設計条件」に記載のとおり，

原子炉冷却材喪失時の原子炉格納容器の過渡解析の結果，サプレッションチェンバの最高温

度が 88℃となることから，これに余裕をみて 104℃とする。 

2.4 最高使用温度 200℃（サプレッションチェンバ） 

原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）を重大事故等時において使用する場合の温度

は，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）のうち原子

炉格納容器（サプレッションチェンバ）温度が最大となる雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除熱系を使用しない場合）において 157℃である

ことから，157℃を上回る 200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 設計漏えい率の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する原子炉格納容器の設計漏えい率は，Ⅵ-1-8-1「原子炉格

納施設の設計条件に関する説明書」の「4.2.2漏えい率に対する設計条件」に記載のとおり，

安全評価の結果，設計基準事故時の実効線量が「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関す

る審査指針」の基準を満足する設計値である 0.5％／d 以下(常温，空気又は窒素，最高使用

圧力の 0.9倍に等しい圧力において)とする。 

 

原子炉格納容器を重大事故等時において使用する場合の漏えい率は，設計基準対象施設と

して使用する場合の設計漏えい率と同じ 0.5％／d 以下(常温，空気又は窒素，最高仕様圧力

の 0.9倍に等しい圧力において)とする。 

なお，重大事故等時の漏えい率は，原子炉格納容器圧力が設計基準対処施設としての最高

使用圧力の 0.9倍より大きい場合においても原子炉格納容器の環境条件を考慮し，適切に割

増しして評価に使用しており，その設定値において被ばく評価上の基準に適合することを確

認している。被ばく評価についてはⅥ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」

の「別添 3 格納容器フィルタベント系の設計」及びⅥ-1-7-3「中央制御室の居住性に関す

る説明書」による。 

 

4. 個数の設定根拠 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時の圧力障壁，放射性物質

の拡散に対する障壁として使用するため等に必要な個数であるドライウェル1個，サプレッ

ションチェンバ1個，ベント管8個，ベント管ベローズ8個，サプレッションチェンバサポー

ト32個を設置する。 

 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として設置しているものを重大事故等時における設

計条件にて使用するため設計基準対象施設としてドライウェル 1個，サプレッションチェン

バ 1 個，ベント管 8 個，ベント管ベローズ 8 個，サプレッションチェンバサポート 32 個を

重大事故等対処設備として使用する。 
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2.2 機器搬出入口 

名 称 機器搬入口 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.014 

外 圧 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象設備 

  機器搬入口は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の点検，補修作業における機器

の搬出入に使用するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑

制するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち原子炉格納容器（機器搬出入口）として使用する機

器搬入口は，以下の機能を有する。 

 

機器搬入口は，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質の拡散に対

する障壁として使用するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

   機器搬入口はその設置形状により，原子炉格納容器の外圧が内面に作用する。設計基準

対象施設として使用する機器搬入口の最高使用圧力（内圧）は，原子炉格納容器の最高使

用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 

 

機器搬入口を重大事故等時において使用する場合の圧力（内圧）は，重大事故等時にお

ける原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 

 

1.2 外圧 

機器搬入口はその設置形状により，原子炉格納容器の内圧が外面に作用する。設計基準

対象施設として使用する機器搬入口の最高使用圧力（外圧）は，原子炉格納容器の最高使

用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

   機器搬入口を重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，重大事故等時にお

ける原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

  設計基準対象施設として使用する機器搬入口の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

  機器搬入口を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉  

格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

機器搬入口は，設計基準対象施設として 2個設置する。 

 

機器搬入口は，設計基準対象施設として2個設置しているものを重大事故等対処設備とし

て使用する。 
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名 称 逃がし安全弁搬出ハッチ 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.014 

外 圧 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象設備 

逃がし安全弁搬出ハッチは，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の点検，補修作業

における機器の搬出入に使用するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁と

なり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十

分低い量に抑制するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち原子炉格納容器（機器搬出入口）として使用する

逃がし安全弁搬出ハッチは，以下の機能を有する。 

 

逃がし安全弁搬出ハッチは，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

逃がし安全弁搬出ハッチはその設置形状により，原子炉格納容器の外圧が内面に作用

する。設計基準対象施設として使用する逃がし安全弁搬出ハッチの最高使用圧力（内圧）

は，原子炉格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 

 

逃がし安全弁搬出ハッチを重大事故等時において使用する場合の圧力（内圧）は，重大

事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ 0.014MPaとする。 

 

1.2 外圧 

逃がし安全弁搬出ハッチはその設置形状により，原子炉格納容器の内圧が外面に作用

する。設計基準対象施設として使用する逃がし安全弁搬出ハッチの最高使用圧力（外圧）

は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

   逃がし安全弁搬出ハッチを重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，重

大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用する逃がし安全弁搬出ハッチの最高使用温度は，原子炉格

納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

  逃がし安全弁搬出ハッチを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時

における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

逃がし安全弁搬出ハッチは，設計基準対象施設として 1個設置する。 

 

逃がし安全弁搬出ハッチは，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故

等対処設備として使用する。 
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名 称 制御棒駆動機構搬出ハッチ 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.427（0.853） 

外 圧 MPa 0.014 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象設備 

制御棒駆動機構搬出ハッチは，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の点検，補修作

業における機器の搬出入に使用するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁

となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を

十分低い量に抑制するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち原子炉格納容器（機器搬出入口）として使用する

制御棒駆動機構搬出ハッチは，以下の機能を有する。 

 

制御棒駆動機構搬出ハッチは，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射

性物質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

 

1.  最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用する制御棒駆動機構搬出ハッチの最高使用圧力（内圧）

は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

制御棒駆動機構搬出ハッチを重大事故等時において使用する場合の圧力（内圧）は，重

大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用する制御棒駆動機構搬出ハッチの最高使用圧力（外圧）

は，原子炉格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わせ0.014MPaとする。 

 

   制御棒駆動機構搬出ハッチを重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，

重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ0.014MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

  設計基準対象施設として使用する制御棒駆動機構搬出ハッチの最高使用温度は，原子炉

格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

  制御棒駆動機構搬出ハッチを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等

時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

制御棒駆動機構搬出ハッチは，設計基準対象施設として 1個設置する。 

 

制御棒駆動機構搬出ハッチは，設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

名 称 サプレッションチェンバアクセスハッチ 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.427（0.853） 

外 圧 MPa 0.014 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（200） 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象設備 

サプレッションチェンバアクセスハッチは，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の

点検，補修作業における機器の搬出入に使用するために設置する。また，原子炉冷却材喪失

時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大

気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち原子炉格納容器（機器搬出入口）として使用する

サプレッションチェンバアクセスハッチは，以下の機能を有する。 

 

サプレッションチェンバアクセスハッチは，重大事故等時における圧力，温度にて圧力

障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用するサプレッションチェンバアクセスハッチの最高使用

圧力（内圧）は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

サプレッションチェンバアクセスハッチを重大事故等時において使用する場合の圧力

（内圧）は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPa

とする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用するサプレッションチェンバアクセスハッチの最高使用

圧力（外圧）は，原子炉格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わせ0.014MPaとする。 

 

   サプレッションチェンバアクセスハッチを重大事故等時において使用する場合の圧力

（外圧）は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ

0.014MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

  設計基準対象施設として使用するサプレッションチェンバアクセスハッチの最高使用温

度は，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

 

  サプレッションチェンバアクセスハッチを重大事故等時において使用する場合の温度

は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わ

せ200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

サプレッションチェンバアクセスハッチは，設計基準対象施設として 2個設置する。 

 

サプレッションチェンバアクセスハッチは，設計基準対象施設として2個設置している

ものを重大事故等対処設備として使用する。 
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2.3 エアロック 

名 称 所員用エアロック 

最高使用圧力 
内 圧 MPa 0.427（0.853） 

外 圧 MPa 0.014 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象設備 

所員用エアロックは，設計基準対象施設として原子炉格納容器内機器の点検，補修作業の

際に使用するとともに緊急時の出入りを容易にするために設置する。また，原子炉冷却材喪

失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の

大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち原子炉格納容器（エアロック）として使用する所

員用エアロックは，以下の機能を有する。 

 

所員用エアロックは，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質の

拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

 

1.  最高使用圧力の設定根拠 

1.1 内圧 

設計基準対象施設として使用する所員用エアロックの最高使用圧力（内圧）は，原子炉

格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

所員用エアロックを重大事故等時において使用する場合の圧力（内圧）は，重大事故等

時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPa とする。 

 

1.2 外圧 

設計基準対象施設として使用する所員用エアロックの最高使用圧力（外圧）は，原子

炉格納容器の最高使用圧力（外圧）に合わせ0.014MPaとする。 

 

   所員用エアロックを重大事故等時において使用する場合の圧力（外圧）は，重大事故

等時における原子炉格納容器の使用圧力（外圧）に合わせ0.014MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

  設計基準対象施設として使用する所員用エアロックの最高使用温度は，原子炉格納容器

（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

  所員用エアロックを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時におけ

る原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ200℃とする。 

 

3. 個数の設定根拠 

所員用エアロックは，設計基準対象施設として 1個設置する。 

 

所員用エアロックは，設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故等対処

設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

2.4 原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線貫通部 

貫 通 部 番 号 X-10A，X-10B，X-10C，X-10D

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 302 302 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ

セーフ

エンド

パイプ 

ベローズ 
フルード

ヘッド
プロセス管 

個 数 － 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-10A，X-10B，X-10C，X-10D）は，設計基準対象施設として主蒸気をタービンへ

導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に

対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッ

ドの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘ

ッドの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの圧

力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのプロセス管の最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法である

ため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温

度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの温度は，重大事故等

時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2.2 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのスリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合

の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の

拡散に対する障壁として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとす

る。 

 

3.2 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのベローズの外径 

本ベローズを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.3 X-10A，X-10B，X-10C，X-10Dのプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-10A，X-10B，X-10C，X-10D）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 4個設

置する。 

 

本貫通部（X-10A，X-10B，X-10C，X-10D）は，設計基準対象施設として 4個設置しているも

のを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-12A，X-12B，X-33

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 
8.62

（8.98） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 302(304) 302(304) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ

セーフ

エンド

パイプ 

ベローズ 
フルード

ヘッド
プロセス管 

個 数 － 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-12A，X-12B）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材を原子炉圧力容器へ給

水するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡

散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置

する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに原子炉隔離時冷却系，高圧原子炉代替注水系の流路として使用す

るために設置する。 

本貫通部（X-33）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材を A-残留熱除去ポンプ及び B-

残留熱除去ポンプに導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系の流路として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-12A，X-12B，X-33のスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの最高

使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘ

ッドの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの圧

力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-12A，X-12B，X-33のプロセス管の最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，原子炉圧力容器の重大事故等時における使

用圧力に合わせ 8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-12A，X-12B，X-33のスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温

度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの温度は，重大事故等

時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-12A，X-12B，X-33のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，原子炉圧力容器の重大事

故等時における使用温度に合わせ 304℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-12A，X-12B，X-33のスリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合

の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の

拡散に対する障壁として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mm とす

る。 

 

3.2 X-12A，X-12B，X-33のベローズの外径 

本ベローズを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.3 X-12A，X-12Bのプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する原子炉隔離時冷却

系，高圧原子炉代替注水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.4 X-33のプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系の流

路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-12A，X-12B，X-33）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 3個設置する。 

 

本貫通部（X-12A，X-12B，X-33）は，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重

大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 
X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，

X-32B，X-34，X-35，X-50

最高使用圧力 MPa 0.427(0.853) 8.62 
8.62 

(8.98) 
10.4 

最高使用温度 ℃ 171(200) 302 
302 

(304) 
302 

302 

(304) 

302 

(304) 

外 径 mm 

構 成 － 
スリー

ブ

セーフ

エンド

パイプ 

ベロー

ズ 

フルー

ドヘッ

ド 

フルー

ドヘッ

ド 

プロ 

セス

管

プロ 

セス

管

プロ 

セス

管

個 数 － 8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-31A）は，設計基準対象施設として冷却水を A-残留熱除去ポンプにより原子炉

圧力容器へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，残留熱代替除去系，低圧原子炉代替注水系の流路

として使用するために設置する。 

本貫通部（X-31B）は，設計基準対象施設として冷却水を B-残留熱除去ポンプにより原子炉

圧力容器へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，低圧原子炉代替注水系の流路として使用するため

に設置する。 

本貫通部（X-31C）は，設計基準対象施設として冷却水を C-残留熱除去ポンプにより原子炉

圧力容器へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-32A，X-32B）は，設計基準対象施設として冷却水を残留熱除去ポンプにより原

子炉圧力容器へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系の流路として使用するために設置する。 



26 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-34）は，設計基準対象施設として冷却水を低圧炉心スプレイポンプにより原子

炉圧力容器内にスプレイするために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，

かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に

抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに低圧炉心スプレイ系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-35）は，設計基準対象施設として冷却水を高圧炉心スプレイポンプにより原子

炉圧力容器内にスプレイするために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，

かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に

抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに高圧炉心スプレイ系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-50）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材を原子炉浄化循環ポンプにより

浄化装置に導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物

質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するため

に設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35，X-50のスリーブ，セーフエンドパイ

プ，ベローズ，フルードヘッドの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘ

ッドの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの圧

力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-31A，X-31B，X-31C，X-34，X-35のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，原子炉圧力容器の重大事故等時における使

用圧力に合わせ 8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1.3 X-32A，X-32Bのプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉再循環系配管の最

高使用圧力に合わせ 10.4MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，原子炉再循環系配管の重大事故等時におけ

る使用圧力に合わせ 10.4MPaとする。 

1.4 X-50のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法である

ため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35，X-50のスリーブ，セーフエンドパイ

プ，ベローズの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温

度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの温度は，重大事故等

時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

2.2 X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35のフルードヘッド，プロセス管の最高

使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，原子炉圧力容器の重大事

故等時における使用温度に合わせ 304℃とする。 

2.3 X-50のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35，X-50のスリーブ，セーフエンドパイ

プ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合

の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の

拡散に対する障壁として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mm とす

る。 

3.2 X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35，X-50のベローズの外径

本ベローズを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

3.3 X-31Aのプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，残

留熱代替除去系，低圧原子炉代替注水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.4 X-31Bのプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，低

圧原子炉代替注水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.5 X-31C，X-32A，X-32Bのプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続するに残留熱除去系の

流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.6 X-34のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続するに低圧炉心スプレ

イ系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.7 X-35のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続するに高圧炉心スプレ

イ系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.8 X-50のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35，X-50）は，設計基準対象施設

として各 1個，合計 8個設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-31A，X-31B，X-31C，X-32A，X-32B，X-34，X-35，X-50）は，設計基準対象施設

として 8個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-38，X-39

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 8.62 
8.62 

(8.98) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 302 
302 

(304) 
302 

302 

(304) 

外 径 mm 

構 成 － 
スリー

ブ

セーフ

エンド

パイプ 

ベロー

ズ 

フルード

ヘッド

フルード

ヘッド

プロ 

セス

管 

プロセス

管 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-38）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を原子炉隔離

時冷却系のタービンに導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，か

つ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に

抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに原子炉隔離時冷却系，高圧原子炉代替注水系の流路として使用す

るために設置する。 

本貫通部（X-39）は，設計基準対象施設として冷却水を A-残留熱除去ポンプにより原子炉圧

力容器内にスプレイするために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-38，X-39のスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘ

ッドの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの圧

力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-38のプロセス管の最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，原子炉圧力容器の重大事故等時における使

用圧力に合わせ 8.98MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1.3 X-39のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法である

ため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-38，X-39 のスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温

度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの温度は，重大事故等

時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-38のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，原子炉圧力容器の重大事

故等時における使用温度に合わせ 304℃とする。 

 

2.3 X-39のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-38，X-39 のスリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合

の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の

拡散に対する障壁として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mm とす

る。 

 

3.2 X-38，X-39 のベローズの外径 

本ベローズを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3.3 X-38のプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する原子炉隔離時冷却

系，高圧原子炉代替注水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.4 X-39のプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-38，X-39）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 2個設置する。

本貫通部（X-38，X-39）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等対

処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-11

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 302 302 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ

セーフ

エンド

パイプ 

ベローズ 
フルード

ヘッド
プロセス管 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-11）は，設計基準対象施設として主蒸気のドレン水を復水器へ導くために設置

する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形

成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-11のスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘ

ッドの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズ，フルードヘッドの圧

力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-11のプロセス管の最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法である

ため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-11のスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの最高使用温

度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，セーフエンドパイプ，ベローズの温度は，重大事故等

時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2.2 X-11のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-11のスリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，セーフエンドパイプ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合

の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の

拡散に対する障壁として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mm とす

る。 

 

3.2 X-11のベローズの外径 

本ベローズを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.3 X-11のプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-11）は，設計基準対象施設として 1個設置する。 

 

本貫通部（X-11）は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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貫 通 部 番 号 
X-244A，X-244B，X-244C，X-244D，

X-244E，X-244F，X-244G，X-244H

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ

個 数 － 8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-244A，X-244B，X-244C，X-244D，X-244E，X-244F，X-244G，X-244H）は，設計

基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される蒸気をドライウェルか

らサプレッションチェンバのプール水中に導き，ここで蒸気を凝縮させるために設置する。ま

た，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，そ

の放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧

力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッシ

ョンチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-244A，X-244B，X-244C，X-244D，X-244E，X-244F，X-244G，X-244Hのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で

原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設計

基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 



36 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-244A，X-244B，X-244C，X-244D，X-244E，X-244F，X-244G，X-244H）は，設計

基準対象施設として各 1個，合計 8個設置する。 

本貫通部（X-244A，X-244B，X-244C，X-244D，X-244E，X-244F，X-244G，X-244H）は，設計

基準対象施設として 8個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-91

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-91）は，設計基準対象施設として運転中は原子炉格納容器バウンダリを確保す

るため閉止しており，将来の設備増加あるいは設置変更等により原子炉格納容器貫通部の追加

に備えて設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に

対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ド

ライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

3. 外径の設定根拠

3.1 X-91のスリーブ，平板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ

目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-91）は，設計基準対象施設として 1個設置する。

本貫通部（X-91）は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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貫 通 部 番 号 
X-80，X-81，X-201，X-202，X-203，

X-208，X-210，X-240，X-241

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ スリーブ

個 数 － 9 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-80）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器（ドライウェル）内の雰囲気

ガスを換気するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-81）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器（ドライウェル）内の雰囲気

ガスを換気するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに格納容器フィルタベント系の流路として使用するために設置す

る。 

本貫通部（X-201）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を A-残留熱除去ポ

ンプに供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-202）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を B-残留熱除去ポ

ンプに供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，残留熱代替除去系の流路として使用するために設

置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-203）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を C-残留熱除去ポン

プに供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質

の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質

の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，高圧原子炉代替注水系の流路として使用するために設

置する。 

本貫通部（X-208）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を低圧炉心スプレイ

ポンプに供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分に低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質

の拡散に対する障壁並びに低圧炉心スプレイ系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-210）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を高圧炉心スプレイ

ポンプに供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分に低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質

の拡散に対する障壁並びに高圧炉心スプレイ系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-240）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）

内の雰囲気ガスを換気するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質

の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-241）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）

内の雰囲気ガスを換気するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物質

の拡散に対する障壁並びに格納容器フィルタベント系の流路として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧

力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-80，X-81 のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-201，X-202，X-203，X-208，X-210，X-240，X-241のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッ

ションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-80，X-240のスリーブの外径 

本スリーブ管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設

計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.2 X-81，X-241のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する格納容器フィルタベン

ト系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.3 X-201のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系の流路の

外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.4 X-202のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，残留熱

代替除去系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.5 X-203のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，高圧原

子炉代替注水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3.6 X-208のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する低圧炉心スプレイ系の

流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.7 X-210のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する高圧炉心スプレイ系の

流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-80，X-81，X-201，X-202，X-203，X-208，X-210，X-240，X-241）は，設計基準

対象施設として各 1個，合計 9個設置する。 

 

本貫通部（X-80，X-81，X-201，X-202，X-203，X-208，X-210，X-240，X-241）は，設計基準

対象施設として 9個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-90A，X-90B，X-92

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 

個 数 － 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-90A，X-90B，X-92）は，設計基準対象施設として運転中は原子炉格納容器バウ

ンダリを確保するため閉止しており，将来の設備増加あるいは設置変更等により原子炉格納容

器貫通部の追加に備えて設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ド

ライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

3. 外径の設定根拠

3.1 X-90A，X-90B，X-92のスリーブ，平板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ

目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-90A，X-90B，X-92）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 3個設置する。 

本貫通部（X-90A，X-90B，X-92）は，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重大

事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-250，X-251，X-253，X-254，X-255，X-256

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 

個 数 － 6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-250，X-251，X-253，X-254，X-255，X-256）は，設計基準対象施設として運転

中は原子炉格納容器バウンダリを確保するため閉止しており，将来の設備増加あるいは設置変

更等により原子炉格納容器貫通部の追加に備えて設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力

障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出

を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サ

プレッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-250，X-251，X-253，X-254，X-255，X-256のスリーブ，平板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ

目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-250，X-251，X-253，X-254，X-255，X-256）は，設計基準対象施設として各 1

個，合計 6個設置する。 

 

本貫通部（X-250，X-251，X-253，X-254，X-255，X-256）は，設計基準対象施設として 6個

設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-30A，X-30B 

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm  

構 成 － スリーブ 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-30A）は，設計基準対象施設として冷却水を原子炉格納容器内にスプレイする

ために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対

する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，格納容器代替スプレイ系，ペデスタル代替注水系，

原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容器冷却モード））の流路として使用する

ために設置する。 

  

  本貫通部（X-30B）は，設計基準対象施設として冷却水を原子炉格納容器内にスプレイする

ために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対

する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，格納容器代替スプレイ系，残留熱代替除去系，原

子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容器冷却モード））の流路として使用するた

めに設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，残留熱除去系配管の最高使用

圧力に合わせ 3.92MPa とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，残留熱除去系配管の重大事故等時における使用

圧力に合わせ 3.92MPa とする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-30Aのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，格納容

器代替スプレイ系，ペデスタル代替注水系，原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格

納容器冷却モード））の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.2 X-30Bのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，格納容

器代替スプレイ系，残留熱代替除去系，原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容

器冷却モード））の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-30A，X-30B）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 2個設置する。 

 

本貫通部（X-30A，X-30B）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等

対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-61，X-62，X-106，X-110，X-111

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ スリーブ 平板 

個 数 － 5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-61，X-62）は，設計基準対象施設として冷却水を原子炉格納容器内の冷却が必

要な機器に供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放

射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制す

るために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-106，X-110，X-111）は，設計基準対象施設として運転中は原子炉格納容器バ

ウンダリを確保するため閉止しており，将来の設備増加あるいは設置変更等により原子炉格納

容器貫通部の追加に備えて設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放

射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制す

るために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-61，X-62 のスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉補機冷却系配管の最

高使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，原子炉補機冷却系配管の重大事故等時におけ

る使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

1.2 X-106，X-110，X-111のスリーブ，平板の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最

高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器

の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-61，X-62 のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-106，X-110，X-111のスリーブ，平板の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ド

ライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-61，X-62 のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で

原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設計

基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.2 X-106，X-110，X-111のスリーブ，平板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ

目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-61，X-62，X-106，X-110，X-111）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 5

個設置する。 

 

本貫通部（X-61，X-62，X-106，X-110，X-111）は，設計基準対象施設として 5 個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-204，X-205，X-209，X-213

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 0.98 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104(200) 184(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ スリーブ

個 数 － 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-204，X-205）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を残留熱除

去系にて冷却してサプレッションチェンバに戻すために設置する。また，原子炉冷却材喪失時

に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気へ

の放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（サ

プレッションプール水冷却モード））の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-209）は，設計基準対象施設として運転中は原子炉格納容器バウンダリを確保

するため閉止しており，低圧炉心スプレイ系の試験運転時にサプレッションプール水をサプレ

ッションチェンバに戻すために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-213）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器で発生した蒸気を原子炉隔

離時冷却系のタービンからサプレッションプールへ排気するために設置する。また，原子炉冷

却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物

質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに原子炉隔離時冷却系，高圧原子炉代替注水系の流路として使用す

るために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-204，X-205，X-209のスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用

圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用

圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1.2 X-213のスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉隔離時冷却系配管の

最高使用圧力に合わせ 0.98MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，原子炉隔離時冷却系配管の重大事故等時にお

ける使用圧力に合わせ 0.98MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-204，X-205，X-209のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッ

ションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-213のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉隔離時冷却系蒸気駆

動タービンからサプレッションチェンバまでの配管の最高使用温度に合わせ 184℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-204，X-205のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，原子

炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード））の流路の

外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.2 X-209のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.3 X-213のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する原子炉隔離時冷却

系，高圧原子炉代替注水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-204，X-205，X-209，X-213）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 4個設

置する。 

 

本貫通部（X-204，X-205，X-209，X-213）は，設計基準対象施設として 4個設置しているも

のを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-233，X-505A，X-505B，X-505C，X-505D

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 

個 数 － 5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-233）は，設計基準対象施設として安全弁 RV213-1及び安全弁 RV213-3の開動

作によって発生した原子炉冷却材をサプレッションプールへ排水するために設置する。また，

原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その

放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-505A，X-505B，X-505C，X-505D）は，建設工事時の雨水ドレンを排水するため

に設置し，建設工事完了後において，設計基準対象施設として原子炉格納容器バウンダリを確

保するため閉止している。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の

拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設

置する。 

 重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-233のスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧

力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-505A，X-505B，X-505C，X-505Dのスリーブ，平板の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-233のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッシ

ョンチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-505A，X-505B，X-505C，X-505Dのスリーブ，平板の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サ

プレッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-233，X-505A，X-505B，X-505C，X-505Dのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.2 X-505A，X-505B，X-505C，X-505Dの平板の外径 

本平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原

子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設計

基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-233，X-505A，X-505B，X-505C，X-505D）は，設計基準対象施設として各 1個，

合計 5個設置する。 

 

本貫通部（X-233，X-505A，X-505B，X-505C，X-505D）は，設計基準対象施設として 5 個

設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-98，X-99，X-107，X-214，X-242A，X-242B

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ スリーブ フランジ 平板 スリーブ

個 数 － 6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-98）は，設計基準対象施設として冷却水を空調換気設備冷却水循環ポンプによ

り空調機へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放

射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-99）は，設計基準対象施設として冷却水を空調換気設備冷却水循環ポンプによ

り空調機から放出するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放

射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制す

るために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-107）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の点検，補修作業におけ

る機器の搬出入に使用するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，か

つ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に

抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-214）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水を原子炉隔離時冷

却ポンプに導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに原子炉隔離時冷却系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-242A，X-242B）は，設計基準対象施設として可燃性ガス濃度制御系で可燃性ガ

スを再結合させた際に生じる水蒸気をサプレッションチェンバへ導くために設置する。また，

原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その

放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-98，X-99 のスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉補機冷却系配管の最

高使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，原子炉補機冷却系配管の重大事故等時におけ

る使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

1.2 X-107，X-214，X-242A，X-242Bのスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用

圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用

圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.3 X-107のフランジ，平板の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するフランジ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最

高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するフランジ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器

の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

 2.1 X-98，X-99，X-107のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

2.2 X-107のフランジ，平板の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフランジ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ド

ライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するフランジ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器

（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

2.3 X-214，X-242A，X-242Bのスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッ

ションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-98，X-99，X-107，X-242A，X-242Bのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.2 X-214のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する原子炉隔離時冷却系

の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

 

3.3 X-107のフランジ，平板の外径 

本フランジ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同

じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用す

るため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-98，X-99，X-107，X-214，X-242A，X-242B）は，設計基準対象施設として各 1

個，合計 6個設置する。 

 

本貫通部（X-98，X-99，X-107，X-214，X-242A，X-242B）は，設計基準対象施設として 6個

設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-82A，X-82B，X-200A，X-200B，X-212A

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 3.92 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 104(200) 302 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ スリーブ スリーブ

個 数 － 5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-82A，X-82B）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に原子炉格納容

器内で発生する可燃性ガスを可燃性ガス濃度制御系へ導くために設置する。また，原子炉冷却

材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質

の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-200A，X-200B）は，設計基準対象施設としてサプレッションプール水をサプレ

ッションチェンバ内にスプレイするために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁と

なり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分

低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに残留熱除去系，原子炉格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格

納容器冷却モード））の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-212A）は，設計基準対象施設として閉止した主蒸気隔離弁を通ってタービン側

へ漏えいする主蒸気をサプレッションチェンバに導くために設置する。また，原子炉冷却材喪

失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気

への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-82A，X-82Bのスリーブの最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用

圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用

圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-200A，X-200Bのスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，残留熱除去系配管の最高使

用圧力に合わせ 3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，残留熱除去系配管の重大事故等時における使

用圧力に合わせ 3.92MPaとする。 

1.3 X-212Aのスリーブの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使用

圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるた

め，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-82A，X-82Bのスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ 
ェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

2.2 X-200A，X-200Bのスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッ

ションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプ

レッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。

2.3 X-212Aのスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉圧力容器の最高使用

温度に合わせ 302℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法であるた

め，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-82A，X-82B，X-212Aのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で

原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設計

基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3.2 X-200A，X-200B のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する残留熱除去系，原子炉

格納容器スプレイ設備（残留熱除去系（格納容器冷却モード））の流路の外径と同仕様で設計

し， mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-82A，X-82B，X-200A，X-200B，X-212A）は，設計基準対象施設として各 1個，

合計 5個設置する。 

 

本貫通部（X-82A，X-82B，X-200A，X-200B，X-212A）は，設計基準対象施設として 5個設置

しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-215

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-215）は，設計基準対象施設として原子炉隔離時冷却系の真空ポンプの排気を

サプレッションチェンバに導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，

かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量

に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧

力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッシ

ョンチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-215のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で

原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設計

基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-215）は，設計基準対象施設として 1個設置する。

本貫通部（X-215）は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設

備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-69 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.86 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm  

構 成 － スリーブ 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-69）は，設計基準対象施設として圧縮空気を原子炉格納施設内の圧縮空気が必

要となる設備へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，計装用圧縮空気系及び所内用

圧縮空気系配管の最高使用圧力に合わせ 0.86MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，計装用圧縮空気系及び所内用圧縮空気系配管の

重大事故等時における使用圧力に合わせ 0.86MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-69のスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で

原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設計

基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-69）は，設計基準対象施設として 1個設置する。 

 

本貫通部（X-69）は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-60，X-67，X-68A，X-68B，X-68C

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 1.37 0.86 1.77 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 171(200) 171(200) 171(200) 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ
フルード

ヘッド

プロセス

管 

プロセス

管 

プロセス

管 

個 数 － 5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-60）は，設計基準対象施設として補給水を原子炉格納容器内へ供給するために

設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に対する障壁

を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びにペデスタル代替注水系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-67）は，設計基準対象施設として圧縮空気を原子炉格納施設内の圧縮空気が必

要となる設備へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-68A，X-68B）は，設計基準対象施設として窒素を逃がし安全弁窒素ガス供給系

より逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータに供給するために設置する。また，原子炉冷

却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物

質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに逃がし安全弁窒素ガス供給系の流路として使用するために設置

する。 

本貫通部（X-68C）は，設計基準対象施設として窒素を逃がし安全弁窒素ガス供給系より逃

がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータへ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪

失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気

への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに逃がし安全弁窒素ガス供給系の流路として使用するために設置

する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

1.1 X-60，X-67，X-68A，X-68B，X-68Cのスリーブ，フルードヘッドの最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，フルードヘッドの最高使用圧力は，原子炉格

納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，フルードヘッドの圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

1.2 X-60のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，補給水系配管の最高使用

圧力を上回る 1.37MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，ペデスタル代替注水系配管の重大事故等時

における使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

 

1.3 X-67のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，計装用圧縮空気系及び所

内用圧縮空気系配管の最高使用圧力に合わせ 0.86MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，計装用圧縮空気系及び所内用圧縮空気系配

管の重大事故等時における使用圧力に合わせ 0.86MPaとする。 

 

1.4 X-68A，X-68B，X-68Cのプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，逃がし安全弁窒素ガス供

給系配管の最高使用圧力に合わせ 1.77MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，逃がし安全弁窒素ガス供給系配管の重大事

故等時における使用圧力に合わせ 1.77MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，フルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，

原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，フルードヘッド，プロセス管の温度は，重大事故等時に

おける原子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-60，X-67，X-68A，X-68B，X-68Cのスリーブ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対

象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁と

して使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 



64 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3.2 X-60のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続するペデスタル代替注

水系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.3 X-67のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

3.4 X-68A，X-68B，X-68Cのプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する逃がし安全弁窒素

ガス供給系の流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-60，X-67，X-68A，X-68B，X-68C）は，設計基準対象施設として各 1個，合計

5個設置する。 

本貫通部（X-60，X-67，X-68A，X-68B，X-68C）は，設計基準対象施設として 5 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-22，X-83，X-84

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 8.62 0.98 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 302 302 171(200) 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － 
スリー

ブ

フルー

ドヘッ

ド 

フルー

ドヘッ

ド 

プロセス

管 

プロセス

管 

プロセス

管 

個 数 － 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-22）は，設計基準対象施設としてほう酸水をほう酸水注入ポンプにより原子炉

圧力容器へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びにほう酸水注入系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-83）は，設計基準対象施設として原子炉格納施設内のドライウェル床ドレンを

ドライウェル床ドレンサンプより床ドレンタンクに導くために設置する。また，原子炉冷却材

喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の

大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-84）は，設計基準対象施設として原子炉格納施設内のドライウェル機器ド

レンをドライウェル機器ドレンサンプより機器ドレンタンクに導くために設置する。ま

た，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成

し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射

性物質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-22，X-83，X-84のスリーブ，フルードヘッドの最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するスリーブ，フルードヘッドの最高使用圧力は，原子炉格

納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，フルードヘッドの圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1.2 X-22のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法である

ため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

1.3 X-83のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，ドレン移送系配管の最高

使用圧力に合わせ 0.98MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，ドレン移送系配管の重大事故等時における

使用圧力に合わせ 0.98MPaとする。 

1.4 X-84のプロセス管の最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，ドレン移送系配管の最高

使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

 重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，ドレン移送系配管の重大事故等時における

使用圧力に合わせ 1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-22，X-83，X-84のスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

2.2 X-83，X-84 のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，重大事故等時における原

子炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

2.3 X-22のフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-22，X-83，X-84のスリーブ，フルードヘッドの外径

本スリーブ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対

象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁と

して使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

3.2 X-22のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，接続するほう酸水注入系の

流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.3 X-83，X-84 のプロセス管の外径

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-22，X-83，X-84）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 3個設置する。 

本貫通部（X-22，X-83，X-84）は，設計基準対象施設として 3個設置しているものを重大

事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-13A，X-13B

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 8.62 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 302 302 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ フルードヘッド プロセス管 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-13A，X-13B）は，設計基準対象施設としてパージ水を原子炉再循環ポンプのシ

ールキャビティへ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，か

つ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑

制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

1.1 X-13A，X-13Bのスリーブ，フルードヘッドの最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するスリーブ，フルードヘッドの最高使用圧力は，原子炉格

納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，フルードヘッドの圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

1.2 X-13A，X-13Bのプロセス管の最高使用圧力

設計基準対象施設として使用するプロセス管の最高使用圧力は，原子炉圧力容器の最高使

用圧力に合わせ 8.62MPaとする。 

重大事故等時に使用するプロセス管の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法である

ため，設計基準対象施設と同設計条件とし，8.62MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-13A，X-13Bのスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

2.2 X-13A，X-13Bのフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するフルードヘッド，プロセス管の最高使用温度は，原子炉

圧力容器の最高使用温度に合わせ 302℃とする。 

重大事故等時に使用するフルードヘッド，プロセス管の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，302℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-13A，X-13Bのスリーブ，フルードヘッドの外径 

本スリーブ，フルードヘッドを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対

象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁と

して使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

3.2 X-13A，X-13Bのプロセス管の外径 

本プロセス管を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目

的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-13A，X-13B）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 2個設置する。 

本貫通部（X-13A，X-13B）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故

等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 

X-14，X-130，X-131，X-132，X-133，X-134，X-135，X-136，

X-137，X-138A，X-138B，X-140，X-141A，X-141B，X-145A，

X-145B，X-145C，X-145D，X-145E，X-145F，X-146B，X-146D，

X-164A，X-164B，X-170，X-180，X-181，X-182，X-183

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 

個 数 － 29 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-14）は，設計基準対象施設として原子炉冷却材の試料をサンプリング設備に送

るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に

対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-130，X-131，X-132，X-133）は，設計基準対象施設として主に主蒸気系の流量

を計測するため及び機器の差圧並びに圧力を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪

失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大

気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-134，X-135，X-136，X-137）は，設計基準対象施設として主に原子炉再循環ポ

ンプ付近の差圧及び圧力を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁と

なり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分

低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-138A，X-138B）は，設計基準対象施設として，主に残留熱除去系の差圧を計測

するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に

対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-140）は，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系の差圧を計測するため，

原子炉格納容器の全体漏えい率試験を行うため及び原子炉格納容器内に設置してある計装設

備に圧縮空気を供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-141A，X-141B）は，設計基準対象施設として原子炉隔離時冷却系の差圧及び圧

力を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物

質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するため

に設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-145A，X-145B，X-145C，X-145D，X-145E，X-145F）は，設計基準対象施設とし

てジェットポンプ付近の差圧及び原子炉圧力容器内の炉心の差圧を計測するために設置する。

また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，

その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-146B，X-146D）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内のドライウェル

圧力を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-164A）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガスの試料をサンプ

リング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに窒素ガス代替注入系の流路として使用するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-164B，X-170）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガスの試料

をサンプリング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，か

つ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に

抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-180）は，設計基準対象施設として運転中は原子炉格納容器バウンダリを確保

するため閉止しており，将来の設備増加あるいは設置変更等により原子炉格納容器貫通部の追

加に備えて設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散

に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置す

る。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-181）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内（ドライウェル）の水位

を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質

の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-182，X-183）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガスの試料を

サンプリング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ド

ライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-14，X-130，X-131，X-132，X-133，X-134，X-135，X-136，X-137，X-138A，X-138B，X-

140，X-141A，X-141B，X-145A，X-145B，X-145C，X-145D，X-145E，X-145F，X-146B，X-146D，

X-164A，X-164B，X-170，X-180，X-181，X-182，X-183のスリーブ，平板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同

じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用す

るため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-14，X-130，X-131，X-132，X-133，X-134，X-135，X-136，X-137，X-138A，X-

138B，X-140，X-141A，X-141B，X-145A，X-145B，X-145C，X-145D，X-145E，X-145F，X-146B，

X-146D，X-164A，X-164B，X-170，X-180，X-181，X-182，X-183）は，設計基準対象施設として

各 1個，合計 29 個設置する。 

 

本貫通部（X-14，X-130，X-131，X-132，X-133，X-134，X-135，X-136，X-137，X-138A，X-

138B，X-140，X-141A，X-141B，X-145A，X-145B，X-145C，X-145D，X-145E，X-145F，X-146B，

X-146D，X-164A，X-164B，X-170，X-180，X-181，X-182，X-183）は，設計基準対象施設として

29個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-162A，X-162B

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-162A，X-162B）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内の放射線量率を

計測する検出器を収納するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，か

つ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に

抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ド

ライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

3. 外径の設定根拠

3.1 X-162A，X-162B のスリーブ，平板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同

じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用す

るため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-162A，X-162B）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 2個設置する。

本貫通部（X-162A，X-162B）は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故

等対処設備として使用する。 



75 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

貫 通 部 番 号 

X-36，X-142A，X-142B，X-142C，X-142D，X-143A，

X-143B，X-143C，X-143D，X-144A，X-144B，X-144C，

X-144D，X-146A，X-146C，X-147，X-160，X-165，

X-212B

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ 平板 スリーブ 平板 

個 数 － 19 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-36）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガスの試料をサンプリ

ング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-142A，X-142B，X-142C，X-142D，X-143A，X-143B，X-143C，X-143D，X-144A，

X-144B，X-144C，X-144D，X-147）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器内の水位及び圧

力を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物

質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分に低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-146A，X-146C）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内のドライウェル

圧力を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性

物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するた

めに設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-212B）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガスの試料をサンプ

リング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-160，X-165）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガスの試料を

サンプリング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の

使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

2.1 X-36，X-142A，X-142B，X-142C，X-142D，X-143A，X-143B，X-143C，X-143D，X-144A，X-

144B，X-144C，X-144D，X-146A，X-146C，X-147，X-160，X-165 のスリーブ，平板の最高

使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（ド

ライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器

（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

2.2 X-212Bのスリーブ，平板の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，平板の最高使用温度は，原子炉格納容器（サ

プレッションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 

 

重大事故等時に使用するスリーブ，平板の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器

（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

 

3. 外径の設定根拠 

3.1 X-36，X-142A，X-142B，X-142C，X-142D，X-143A，X-143B，X-143C，X-143D，X-144A，X-

144B，X-144C，X-144D，X-146A，X-146C，X-147，X-160，X-165，X-212Bのスリーブ，平

板の外径 

本スリーブ，平板を重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同

じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用す

るため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-36，X-142A，X-142B，X-142C，X-142D，X-143A，X-143B，X-143C，X-143D，

X-144A，X-144B，X-144C，X-144D，X-146A，X-146C，X-147，X-160，X-165，X-212B）は，設

計基準対象施設として各 1個，合計 19個設置する。 

 

本貫通部（X-36，X-142A，X-142B，X-142C，X-142D，X-143A，X-143B，X-143C，X-143D，

X-144A，X-144B，X-144C，X-144D，X-146A，X-146C，X-147，X-160，X-165，X-212B）は，設

計基準対象施設として 19個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-20A，X-20B，X-20C，X-20D

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ

個 数 － 154 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-20A，X-20B，X-20C，X-20D）は，設計基準対象施設として制御棒駆動水を制御

棒駆動機構へ供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに制御棒駆動水圧系の流路として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧

力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

3. 外径の設定根拠

3.1 X-20A，X-20B，X-20C，X-20Dのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する制御棒駆動水圧系の流

路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-20A，X-20B，X-20C，X-20D）は，設計基準対象施設として X-20A は 35 個，X-

20Bは 42個，X-20Cは 42個，X-20Dは 35個，合計 154個設置する。 

本貫通部（X-20A，X-20B，X-20C，X-20D）は，設計基準対象施設として 154個設置している

ものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-23A，X-23B，X-23C，X-23D，X-23E

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ フランジ

個 数 － 5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-23A，X-23B，X-23C，X-23D，X-23E）は，設計基準対象施設として移動式炉心内

計装装置により出力領域モニタの校正を行うために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧

力障壁となり，かつ放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出

を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，フランジの最高使用圧力は，原子炉格納容器の

最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，フランジの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容

器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，フランジの最高使用温度は，原子炉格納容器（ド

ライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブ，フランジの温度は，重大事故等時における原子炉格納容

器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1  X-23A，X-23B，X-23C，X-23D，X-23Eのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

3.2  X-23A，X-23B，X-23C，X-23D，X-23Eのフランジの外径 

本フランジを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-23A，X-23B，X-23C，X-23D，X-23E）は，設計基準対象施設として各 1個，合

計 5個設置する。 

 

本貫通部（X-23A，X-23B，X-23C，X-23D，X-23E）は，設計基準対象施設として 5 個設置

しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 

X-21A，X-21B，X-21C，X-21D，X-320A，X-320B，

X-321A，X-321B，X-322A，X-322B，X-322C，X-322D，

X-322E，X-322F，X-332A，X-332B，X-340，X-350，

X-351

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 104(200) 

外 径 mm 

構 成 － スリーブ スリーブ

個 数 － 204 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-21A，X-21B，X-21C，X-21D）は，設計基準対象施設として制御棒駆動水をスク

ラム排出水容器へ導くために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに制御棒駆動水圧系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-320A）は，設計基準対象施設として窒素ガスを真空破壊弁に供給し，遠隔で性

能検査や検査を行う系統を構成するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁と

なり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分

に低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁並びに窒素ガス代替注入系の流路として使用するために設置する。 

本貫通部（X-320B）は，設計基準対象施設として窒素ガスを真空破壊弁に供給し，遠隔で性

能検査や検査を行う系統を構成するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁と

なり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分

に低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-321A，X-321B）は，設計基準対象施設としてサプレッションチェンバ内の圧力

を計測するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ放射性物質の

拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設

置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-322A，X-322B，X-322C，X-322D，X-322E，X-322F）は，設計基準対象施設とし

て原子炉格納容器内のサプレッションプール水位を計測するために設置する。また，原子炉冷

却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物

質の大気への放出を十分に低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-332A，X-332B，X-340）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器雰囲気ガス

の試料をサンプリング設備に送るために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁とな

り，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低

い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-350，X-351）は，設計基準対象施設として運転中は原子炉格納容器バウンダリ

を確保するため閉止しており，将来の設備増加あるいは設置変更等により原子炉格納容器貫通

部の追加に備えて設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質

の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧

力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブの圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧

力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-21A，X-21B，X-21C，X-21Dのスリーブの最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

2.2 X-320A，X-320B，X-321A，X-321B，X-322A，X-322B，X-322C，X-322D，X-322E，X-322F，

X-332A，X-332B，X-340，X-350，X-351のスリーブの最高使用温度

設計基準対象施設として使用するスリーブの最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッシ

ョンチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃とする。 



83 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（サプレ

ッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

3.1 X-21A，X-21B，X-21C，X-21Dのスリーブの外径 

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，接続する制御棒駆動水圧系の

流路の外径と同仕様で設計し， mmとする。 

3.2 X-320A，X-320B，X-321A，X-321B，X-322A，X-322B，X-322C，X-322D，X-322E，X-322F，

X-332A，X-332B，X-340，X-350，X-351のスリーブの外径

本スリーブを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的

で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，

設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

4. 個数の設定根拠

本貫通部（X-21A，X-21B，X-21C，X-21D，X-320A，X-320B，X-321A，X-321B，X-322A，X-

322B，X-322C，X-322D，X-322E，X-322F，X-332A，X-332B，X-340，X-350，X-351）は，設計

基準対象施設として X-21Aは 35個，X-21Bは 42個，X-21Cは 42個，X-21Dは 35個，X-320A

は 6個，X-320B は 6個，X-321Aは 1個，X-321Bは 1個，X-322A，X-322B，X-322C，X-322D，

X-322E，X-322F は各 1 個，X-332A は 6 個，X-332B は 6 個，X-340 は 6 個，X-350 は 6 個，

X-351は 6個，合計 204個設置する。

本貫通部（X-21A，X-21B，X-21C，X-21D，X-320A，X-320B，X-321A，X-321B，X-322A，X-

322B，X-322C，X-322D，X-322E，X-322F，X-332A，X-332B，X-340，X-350，X-351）は，設計

基準対象施設として 204個設置しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 X-100A，X-100B，X-100C，X-100D

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427(0.853) 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171(200) 

外 径 mm － 

構 成 － スリーブ アダプタ ヘッダ

パイプ 

(ハウジン

グ)

個 数 － 4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-100A，X-100B，X-100C，X-100D）は，設計基準対象施設として電力を原子炉再

循環ポンプに供給するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，

放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制

するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，パイプ(ハウジング)の最

高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，パイプ(ハウジング)の圧力は，重大

事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，パイプ(ハウジング)の最高

使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブの温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。

3. 外径の設定根拠

3.1 X-100A，X-100B，X-100C，X-100Dのスリーブ，アダプタ，ヘッダの外径 

本スリーブ，アダプタ，ヘッダを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準

対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁

として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-100A，X-100B，X-100C，X-100D）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 4

個設置する。 

 

本貫通部（X-100A，X-100B，X-100C，X-100D）は，設計基準対象施設として 4個設置してい

るものを重大事故等対処設備として使用する。 
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貫 通 部 番 号 

X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，

X-102C，X-102D，X-102E，X-103A，X-103B，X-103C，

X-104A，X-104B，X-104C，X-104D，X-105A，X-105B，

X-105C，X-105D，X-300A，X-300B

最高使用圧力 MPa 0.427(0.853) 

最高使用温度 ℃ 171(200) 104(200) 

外 径 mm － － － 

構 成 － 
スリー

ブ

アダ

プタ

ヘッ

ダ

モ

ジ

ュ

ー

ル

(ボ

デ

ィ) 

モ

ジ

ュ

ー

ル

(ボ

デ

ィ/

プ

ラ

グ) 

スリ

ーブ

アダ

プタ

ヘ

ッ

ダ 

モ

ジ

ュ

ー

ル

(ボ

デ

ィ) 

個 数 － 22 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本貫通部（X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，X-102C，X-102D，X-102E，

X-103A，X-103B，X-103C，X-104A，X-104B，X-104C，X-104D）は，設計基準対象施設として原

子炉格納容器内に設置している機器に動力を供給するため及び制御信号並びに計測機器から

の信号を伝達するために設置する。また，原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射

性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

本貫通部（X-105A，X-105B，X-105C，X-105D）は，設計基準対象施設として原子炉圧力容器

内に配置した中性子測定モニタからのデータを記録計へ伝達するために設置する。また，原子

炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射

性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 



87 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

本貫通部（X-300A，X-300B）は，設計基準対象施設として原子炉格納容器内に設置している

機器の制御信号及び計測機器からの信号を伝達するために設置する。また，原子炉冷却材喪失

時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の拡散に対する障壁を形成し，その放射性物質の大気

への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時における圧力，温度にて圧力障壁及び放射性物

質の拡散に対する障壁として使用するために設置する。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)，モジ

ュール(ボディ／プラグ)の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用圧力（内圧）に合わせ

0.427MPaとする。 

  重大事故等時に使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)，モジュール(ボ

ディ／プラグ)の圧力は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ

0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

2.1 X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，X-102C，X-102D，X-102E，X-103A，

X-103B，X-103C，X-104A，X-104B，X-104C，X-104D，X-105A，X-105B，X-105C，X-105Dの

スリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)，モジュール(ボディ／プラグ)の最高

使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)，モ

ジュール(ボディ／プラグ)の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェル）の最高使用

温度に合わせ 171℃とする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)，モジュール

(ボディ／プラグ)の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器（ドライウェル）の使用

温度に合わせ 200℃とする。 

2.2 X-300A，X-300B のスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)の最高使用温度 

設計基準対象施設として使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)の最

高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）の最高使用温度に合わせ 104℃

とする。 

重大事故等時に使用するスリーブ，アダプタ，ヘッダ，モジュール(ボディ)の温度は，重

大事故等時における原子炉格納容器（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わせ 200℃

とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠 

3.1  X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，X-102C，X-102D，X-102E，X-103A，

X-103B，X-103C，X-104A，X-104B，X-104C，X-104D，X-105A，X-105B，X-105C，X-105D，

X-300A，X-300B のスリーブ，アダプタの外径 

   本スリーブ，アダプタの外径スリーブ，アダプタを重大事故等時において使用する場合の

外径は，設計基準対象施設と同じ目的で原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡

散に対する障壁として使用するため，設計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

3.2 X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，X-102C，X-102D，X-102E，X-103A，

X-103B，X-103C，X-104A，X-104B，X-104C，X-104D，X-105A，X-105B，X-105C，X-105D，

X-300A，X-300B のヘッダの外径 

本ヘッダを重大事故等時において使用する場合の外径は，設計基準対象施設と同じ目的で

原子炉冷却材喪失時の圧力障壁及び放射性物質の拡散に対する障壁として使用するため，設

計基準対象施設と同仕様で設計し mmとする。 

 

4. 個数の設定根拠 

本貫通部（X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，X-102C，X-102D，X-102E，

X-103A，X-103B，X-103C，X-104A，X-104B，X-104C，X-104D，X-105A，X-105B，X-105C，X-105D，

X-300A，X-300B）は，設計基準対象施設として各 1個，合計 22個設置する。 

 

本貫通部（X-101A，X-101B，X-101C，X-101D，X-102A，X-102B，X-102C，X-102D，X-102E，

X-103A，X-103B，X-103C，X-104A，X-104B，X-104C，X-104D，X-105A，X-105B，X-105C，X-105D，

X-300A，X-300B）は，設計基準対象施設として 22 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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3. 原子炉建屋 

 3.1 原子炉建屋原子炉棟 

名 称 原子炉建物原子炉棟（二次格納施設） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，設計基準対象施設として放射性物質の拡散に対す

る障壁（二次格納施設）を形成し，放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために

設置する。 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，以下の機能を有する。 

 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転

員が原子炉制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内から原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内に漏えいした放射性物質を，非常用ガス処理系にて排気することにより中央制御室の

運転員の被ばくを低減するため，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）を流路として使用でき

る設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建物水素濃度抑制設

備）として使用する原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，以下の機能を有する。 

 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，炉心の著しい損傷が生じた場合において原子炉建

屋等の水素爆発による損傷を防止する必要がある場合に，水素爆発による当該原子炉建屋等

の損傷を防止するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内から原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内に水素が漏えいした場合において，水素爆発を防止するために設置する静的触媒式水

素処理装置へ水素を導くため，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）を流路として使用できる

設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 個数の設定根拠 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，設計基準対象施設として放射性物質の拡散に対す

る障壁を形成し，放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために 1個設置する。 

 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを

重大事故等対処設備として使用する。 

 

（参 考） 

・原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の設計気密度について 

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）は放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制する

ため，63Pa の負圧環境下における原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の空間容積に対する

空気漏えい率を 100％/dとする。 

この空間容積に対する空気漏えい率は島根２号機原子力発電所建設当時における既設プラ

ントの実績に基づく値を採用している。 
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3.2 機器搬出入口 

名 称 原子炉建物機器搬出入口 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

原子炉建物機器搬出入口は，設計基準対象施設として原子炉建物内における点検，補修作業

等の際に機器，資材等を搬出入するために設置する。また，放射性物質の拡散に対する障壁（二

次格納施設）を形成し，放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する原子炉建物機器搬出入口は，以下の機能を有する。 

 

原子炉建物機器搬出入口は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が原子炉

制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内から原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内に漏えいした放射性物質を，非常用ガス処理系にて排気することにより中央制御室の

運転員の被ばくを低減するため，流路として使用する原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の

一部として原子炉建物機器搬出入口を使用できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建物水素濃度抑制設

備）として使用する原子炉建物機器搬出入口は，以下の機能を有する。 

 

原子炉建物機器搬出入口は，炉心の著しい損傷が生じた場合において原子炉建屋等の水素

爆発による損傷を防止する必要がある場合に，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防

止するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内から原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内に水素が漏えいした場合において，水素爆発を防止するために設置する静的触媒式水

素処理装置へ水素を導くため，流路として使用する原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の一

部として原子炉建物機器搬出入口を使用できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 個数の設定根拠 

原子炉建物機器搬出入口は，設計基準対象施設として 1個設置する。 

 

原子炉建物機器搬出入口は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等

対処設備として使用する。 
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3.3 エアロック 

名 称 原子炉建物エアロック 

個 数 ― 8 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

原子炉建物エアロックは，設計基準対象施設として原子炉建物内における点検，補修作業等

の際に使用するために設置する。また，放射性物質の拡散に対する障壁（二次格納施設）を形

成し，放射性物質の大気への放出を十分低い量に抑制するために設置する。 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する原子炉建物エアロックは，以下の機能を有する。 

 

原子炉建物エアロックは，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が原子炉制

御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内から原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内に漏えいした放射性物質を，非常用ガス処理系にて排気することにより中央制御室の

運転員の被ばくを低減するため，流路として使用する原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の

一部として原子炉建物エアロックを使用できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建物水素濃度抑制設

備）として使用する原子炉建物エアロックは，以下の機能を有する。 

 

原子炉建物エアロックは，炉心の著しい損傷が生じた場合において原子炉建屋等の水素爆

発による損傷を防止する必要がある場合に，水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止

するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷により原子炉格納容器内から原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内に水素が漏えいした場合において，水素爆発を防止するために設置する静的触媒式水

素処理装置へ水素を導くため，流路として使用する原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の一

部として原子炉建物エアロックを使用できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 個数の設定根拠 

原子炉建物エアロックは，設計基準対象施設として 8個設置する。 

 

原子炉建物エアロックは，設計基準対象施設として 8 個設置しているものを重大事故等対

処設備として使用する。 
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4. 圧力低減設備その他の安全設備 

4.1 真空破壊装置 

名 称 真空破壊装置 

個 数 ― 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

真空破壊装置は，設計基準対象施設としてドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧

力より低下した場合に，圧力差により自動的に働き，サプレッションチェンバのプール水の逆

流及びドライウェルの外圧による破損を防止するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（真空破壊装置）とし

て使用する真空破壊装置は，以下の機能を有する。 

 

真空破壊装置は，発電用原子炉施設の安全性を確保する上で機器に作用する圧力の過度の

上昇を適切に防止するために設置する。 

系統構成は，想定される重大事故等時において，ドライウェル圧力がサプレッションチェン

バ圧力より低下した場合に，圧力差により自動的に働き，サプレッションチェンバのプール水

の逆流及びドライウェルの外圧による破損を防止できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

真空破壊装置は，設計基準対象施設としてドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧

力より低下した場合に，ドライウェルとサプレッションチェンバの圧力を均一にしてドライ

ウェルの外圧による破損を防止するために必要な個数である 8個設置する。 

 

真空破壊装置は，設計基準対象施設として 8 個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 

なお，真空破壊装置の必要個数についてはⅥ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する

説明書」に示す。 
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4.2 ダウンカマ 

名 称 ダウンカマ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

Pa 

 

0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 64 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ダウンカマは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（ダウンカマ）として

使用するダウンカマは，以下の機能を有する。 

 

ダウンカマは，重大事故等対処設備として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出され

る蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッション

チェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するダウンカマの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使

用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

ダウンカマを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉

格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するダウンカマの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライ

ウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

ダウンカマを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉

格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠 

ダウンカマは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために必要な個数である 64個を設置する。 

 

ダウンカマは，設計基準対象施設として64個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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4.3 ベントヘッダ 

名 称 ベントヘッダ 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ベントヘッダは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出される

蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチェ

ンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備（ベントヘッダ）とし

て使用するベントヘッダは，以下の機能を有する。 

 

ベントヘッダは，重大事故等対処設備として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出され

る蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッションチ

ェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために設置する。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するベントヘッダの最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高

使用圧力（内圧）に合わせ 0.427MPaとする。 

 

ベントヘッダを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ 0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するベントヘッダの最高使用温度は，原子炉格納容器（ドラ

イウェル）の最高使用温度に合わせ 171℃とする。 

 

ベントヘッダを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子

炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ 200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠 

ベントヘッダは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時にドライウェルに放出され

る蒸気をベント管，ベントヘッダ及びダウンカマを通してドライウェルからサプレッション

チェンバのプール水中に導き，蒸気を凝縮させるために必要な個数である 1個を設置する。 

 

ベントヘッダは，設計基準対象施設として1個設置しているものを重大事故等対処設備と

して使用する。 
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4.4 原子炉格納容器安全設備 

4.4.1 原子炉格納容器スプレイ設備 

名 称 A-ドライウェルスプレイ管 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

Pa 

 

3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

外 径 mm 267.4／355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール水をドライウェル

にスプレイするために設置する。 

重大事故等対処設備としては，外部水源を大量送水車により原子炉格納容器にスプレイす

るため，低圧原子炉代替注水槽の水を低圧原子炉代替注水ポンプにより原子炉格納容器にス

プレイするため及び原子炉格納容器にスプレイし原子炉格納容器下部にスプレイ水を蓄水す

るため又はサプレッションチェンバのプール水を残留熱除去ポンプにより原子炉格納容器に

スプレイするために設置する。 

 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１,Ｄ２として下記に示す。 

原子炉格納容器スプレイ設備主配管の設計仕様を表 4.4.1－1 原子炉格納容器スプレイ設

備主配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：3.92MPa 

  設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，残留熱除去系主配管「A-格納

容器代替スプレイライン合流部～A-ドライウェルスプレイ管」の最高使用圧力に合わせ，

3.92MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「A-格納容器代替スプレイライン合流部～A-ドライウェルスプレイ管」の使用圧力

に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：171℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ，200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱

除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時において使用する残留熱除去ポンプ

の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の

外径と同仕様で設計し，267.4mm，355.6mmとする。 

  項目 

根拠 

外径 

（mm） 

厚さ 

（mm） 

口径 

（Ａ） 

流路面積 

（m2） 

流量 

（m3/h） 

流速 

（m/s） 

標準流速 

（m/s） 

Ｄ１ 267.4 15.1 250 0.04419 

Ｄ２ 355.6 19.0 350 0.07922 
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名 称 B-ドライウェルスプレイ管

最 高 使 用 圧 力 MPa 

Pa

3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

外 径 mm 267.4／355.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，設計基準対象施設として，サプレッションチェンバのプール水をドライウェル

にスプレイするために設置する。 

重大事故等対処設備としては，外部水源を大量送水車により原子炉格納容器にスプレイす

るため及び原子炉格納容器にスプレイし原子炉格納容器下部にスプレイ水を蓄水するため又

はサプレッションチェンバのプール水を残留熱除去ポンプにより原子炉格納容器にスプレイ

するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１,Ｄ２として下記に示す。 

原子炉格納容器スプレイ設備主配管の設計仕様を表 4.4.1－1 原子炉格納容器スプレイ設

備主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，残留熱除去系主配管「B-格納

容器代替スプレイライン合流部～B-ドライウェルスプレイ管」の最高使用圧力に合わせ，

3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「B-格納容器代替スプレイライン合流部～B-ドライウェルスプレイ管」の使用圧力

に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：171℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウェ

ル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ，200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱

除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時において使用する残留熱除去ポンプ

の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の

外径と同仕様で設計し，267.4mm，355.6mmとする。 

  項目 

根拠 

外径 

（mm） 

厚さ 

（mm） 

口径 

（Ａ） 

流路面積 

（m2） 

流量 

（m3/h） 

流速 

（m/s） 

標準流速 

（m/s） 

Ｄ１ 267.4 15.1 250 0.04419 

Ｄ２ 355.6 19.0 350 0.07922 
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名 称 サプレッションチェンバスプレイ管

最 高 使 用 圧 力 MPa 

Pa

3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（200） 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバの

プール水をサプレッションチェンバにスプレイするために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ３として下記に示す。 

原子炉格納容器スプレイ設備主配管の設計仕様を表 4.4.1－1 原子炉格納容器スプレイ設

備主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：3.92MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，残留熱除去系主配管「A-サプ

レッションチェンバスプレイライン分岐部～サプレッションチェンバスプレイ管」及び「B-サ

プレッションチェンバスプレイライン分岐部～サプレッションチェンバスプレイ管」の最高

使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「A-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～サプレッションチェンバス

プレイ管」及び「B-サプレッションチェンバスプレイライン分岐部～サプレッションチェンバ

スプレイ管」の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：104℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，サプレッションチェンバの

最高使用温度に合わせ，104℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わせ，200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する残留熱

除去ポンプの容量を基に設定しており，重大事故等時において使用する残留熱除去ポンプ

の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の

外径と同仕様で設計し，114.3mmとする。 

  項目 

根拠 

外径 

（mm） 

厚さ 

（mm） 

口径 

（Ａ） 

流路面積 

（m2） 

流量 

（m3/h） 

流速 

（m/s） 

標準流速 

（m/s） 

Ｄ３ 114.3 6.0 100A 0.00822 *

  注記＊：サプレッションプール水冷却モードの設計流量 
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表 4.4.1－1 原子炉格納容器スプレイ設備主配管の設計仕様表 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
管

A-ドライウェルスプレイ管

3.92 Ｐ１ 
171 

(200*) 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

355.6 Ｄ２ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

355.6 ― 

355.6 

/267.4 
― 

B-ドライウェルスプレイ管

3.92 Ｐ１ 
171 

(200*) 
Ｔ１ 

267.4 Ｄ１ 

355.6 Ｄ２ 

355.6 

/355.6 

/355.6 

― 

355.6 ― 

355.6 

/267.4 
― 

サプレッションチェンバス

プレイ管 

3.92 Ｐ１ 
104 

(200*) 
Ｔ２ 

114.3 Ｄ３ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 ― 
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4.4.2 格納容器代替スプレイ系 

名 称 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南） 

～ 

A-格納容器代替スプレイライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45／3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66／185 

外 径 mm 114.3／76.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）から A-格納容器代替スプレイラ

イン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水源を大量送水車によ

り原子炉格納容器にスプレイするために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２， 

外径の設定根拠をＤ１，Ｄ２として以下に示す。 

格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.4.2－1 格納容器代替スプレイ系主配管 

の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水

車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

  Ｐ２：3.92MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「A-格納容器代替スプレイライン合流部」の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 



108 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 

Ｔ２：185℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「A-格納容器代替スプレイライン合流部」の使用温度に合わせ，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mm，76.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊1

Ｄ２ 76.3 7.0 65 0.00305 ＊1 ＊2

注記＊1：重大事故等時における原子炉格納容器への必要スプレイ流量 

  ＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で  m/s）を下回るた

め問題ない。 
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名 称 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西） 

～ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）

ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）から格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備とし

て，外部水源を大量送水車により原子炉格納容器にスプレイするために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.4.2－1 格納容器代替スプレイ系主配管の

設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水

車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器への必要スプレイ流量 
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名 称 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）

ライン合流部

～ 

残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45／3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66／185 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部から残留熱代替

除去系スプレイライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水

源を大量送水車により原子炉格納容器にスプレイするために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２， 

外径の設定根拠をＤ１として以下に示す。 

格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.4.2－1 格納容器代替スプレイ系主配管 

の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水

車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

  Ｐ２：3.92MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「B-格納容器代替スプレイライン合流部」の使用圧力に合わせ，3.92MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 

Ｔ２：185℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「B-格納容器代替スプレイライン合流部」の使用温度に合わせ，185℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器への必要スプレイ流量 
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名 称 

残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

～ 

B-格納容器代替スプレイライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 3.92 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

外 径 mm 114.3／76.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去系スプレイライン合流部からB-格納容器代替スプレイライン合

流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水源を大量送水車により原

子炉格納容器にスプレイするために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の

設定根拠をＤ１，Ｄ２として以下に示す。 

格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.4.2－1 格納容器代替スプレイ系

主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：3.92MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における残

留熱除去系主配管「B-格納容器代替スプレイライン合流部」の使用圧力に合わせ，

3.92MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：185℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における残留熱除

去系主配管「B-格納容器代替スプレイライン合流部」の使用温度に合わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又

は海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実

績に基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mm，76.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊1

Ｄ２ 76.3 7.0 65 0.00305 ＊1 ＊2

注記＊1：重大事故等時における原子炉格納容器への必要スプレイ流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回るた

め問題ない。 
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名 称 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内） 

～ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋

内）ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）から格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備とし

て，外部水源を大量送水車により原子炉格納容器にスプレイするために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ１として以下に示す。 

格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様を表 4.4.2－1 格納容器代替スプレイ系

主配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水

車の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を

上回る温度とし，66℃とする。 



116 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-5
-7
 R
0 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又

は海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実

績に基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器への必要スプレイ流量 
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表 4.4.2－ 1 格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様表（その 1）  

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南） 

～ 

A-格納容器代替スプレイラ

イン合流部 

2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

114.3 

/－ 

/114.3 

― 

114.3 

/76.3 
― 

76.3 Ｄ２ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（西） 

～ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（屋内）

ライン合流部 

2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（屋内）

ライン合流部 

～ 

残留熱代替除去系スプレイ

ライン合流部 

2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 
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表 4.4.2－ 1 格納容器代替スプレイ系主配管の設計仕様表（その 2）  

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

  

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系 

残留熱代替除去系スプレイ

ライン合流部 

～ 

B-格納容器代替スプレイラ

イン合流部 
3.92＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ２ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

114.3 

/76.3 
― 

76.3 Ｄ２ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（屋内） 

～ 

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（屋内）

ライン合流部 

2.45＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 
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4.4.3 ペデスタル代替注水系 

名 称 

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南） 

～ 

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）からペデスタル代替注水系（可搬

型）接続口（西）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水

源を大量送水車により原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設

定根拠をＤ１として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水車

の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

Ｐ２：1.37MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力を上回る圧力とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 



121 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

名 称 

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流

部 

～ 

ペデスタル代替注水系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部からペデスタル代替

注水系合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部水源を大量送水車に

より原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力を上回る圧力とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 
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名 称 

ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西） 

～ 

ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合

流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）からぺデスタル代替注水系（可搬

型）接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外部

水源を大量送水車により原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水車

の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 
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名 称 

ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合

流部 

～ 

ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流

部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 ／ 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部からペデスタル代

替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備

として，外部水源を大量送水車により原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設

定根拠をＤ１として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水車

の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

Ｐ２：1.37MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力を上回る圧力とし，1.37MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 
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名 称 

ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内） 

～ 

ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合

流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 2.45 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）からぺデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，外

部水源を大量送水車により原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：2.45MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における大量送水車

の最高使用圧力 MPaを上回る圧力とし，2.45MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外設計外気条件の最高温度を上

回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 
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名 称 

ペデスタル代替注水系合流部 

～ 

弁MV272-196 

最 高 使 用 圧 力 MPa 1.37 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 89.1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ペデスタル代替注水系合流部から弁MV272-196までを接続する配管であり，重大事

故等対処設備として，外部水源を大量送水車に原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ２として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：1.37MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力を上回る圧力とし，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，「ペデスタル代替注水系（可搬型）

接続口（西）ライン合流部～ペデスタル代替注水系合流部」の使用温度に合わせ，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，89.1mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 89.1 5.5 80 0.00479 ＊1 ＊2

注記＊1：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回るため

問題ない。 
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名 称 

弁MV272-196 

～ 

弁 V272-3 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 89.1／114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV272-196から弁V272-3までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，

外部水源を大量送水車により原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ２，Ｄ１として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.93MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力（内圧）を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，89.1mm，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 89.1 5.5 80 0.00479 ＊1 ＊2

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊1

注記＊1：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（ステンレス鋼で m/s）を下回

るため問題ない。 
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名 称 

弁 V272-3 

～ 

原子炉格納容器下部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 114.3／89.1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 V272-3から原子炉格納容器下部までを接続する配管であり，重大事故等対処設

備として，外部水源を大量送水車により原子炉格納容器下部に注水するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ１，Ｄ２として以下に示す。 

ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様を表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計

仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.93MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力（内圧）を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納

容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水又は

海水であるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に

基づいた標準流速を目安に選定し，114.3mm，89.1mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 114.3 6.0 100 0.00822 ＊1

Ｄ２ 89.1 5.5 80 0.00479 ＊1 ＊2

注記＊1：重大事故等時における原子炉格納容器下部への必要注水流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（ステンレス鋼で m/s）を下回

るため問題ない。 
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表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様表（その 1） 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

  

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（南） 

～ 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（西）ライン

合流部 

2.45* Ｐ１ 
66* Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

1.37* Ｐ２ 114.3 Ｄ１ 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（西）ライン合

流部 

～ 

ペデスタル代替注水系合流

部 

1.37* Ｐ２ 66* Ｔ１ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 ― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 

/89.1 
― 

ぺデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（西） 

～ 

ぺデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）ライン

合流部 

2.45* Ｐ１ 66* Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

ぺデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）ライン

合流部 

～ 

ペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（西）ライン合

流部 

2.45* Ｐ１ 

66* Ｔ１ 

114.3 

/114.3 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

1.37* Ｐ２ 
114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 
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表 4.4.3－1 ペデスタル代替注水系主配管の設計仕様表（その 2） 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系 

ぺデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内） 

～ 

ぺデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）ライ

ン合流部 

2.45* Ｐ１ 66* Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ１ 

114.3 ― 

ペデスタル代替注水系合流

部 

～ 

弁 MV272-196 
1.37* Ｐ２ 66* Ｔ１ 

89.1 

/－ 

/89.1 

― 

89.1 ― 

89.1 Ｄ２ 

89.1 Ｄ２ 

弁 MV272-196 

～ 

弁V272-3 
0.93* Ｐ３ 200* Ｔ２ 

89.1 Ｄ２ 

89.1 ― 

114.3 

/－ 

/89.1 

― 

114.3 Ｄ１ 

弁V272-3 

～ 

原子炉格納容器下部 

0.93* Ｐ３ 200* Ｔ２ 

114.3 Ｄ１ 

114.3 

/114.3 

/－ 

― 

114.3 ― 

114.3 

/89.1 
― 

89.1 ― 

89.1 Ｄ２ 
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4.4.4 残留熱代替除去系 

名 称 残留熱代替除去ポンプ 

容 量 m3/h/個 以上(150) 

揚 程 m 以上(70) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 吸込側 1.37 ／ 吐出側 2.50 

最 高 使 用 温 度 ℃ 185 

原 動 機 出 力 kW/個 75 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器

安全設備（残留熱代替除去系）として使用する残留熱代替除去ポンプは，以下の機能を有す

る。 

残留熱代替除去ポンプは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損

を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために設置する。 

系統構成は，残留熱代替除去ポンプによりサプレッションチェンパのプール水を残留熱除去

系熱交換器にて冷却し，残留除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水するとともに，原子炉

格納容器内へスプレイすることで，原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器

内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

1. 容量の設定根拠 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（残留熱代替除去系）として使用する残留熱代替除去ポンプの容量は，有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（雰囲気圧力・温

度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，有効性が確認されている容量が

m3/h（原子炉圧力容器への注水流量が m3/h，原子炉格納容器へのスプレイ流量が

m3/h）のため， m3/h/個以上とする。 

① 原子炉圧力容器の注水流量              ： m3/h 

事故後 時間後の崩壊熱に相当する必要注水量 

② 原子炉格納容器のスプレイ流量            ： m3/h 

重大事故等時の原子炉格納容器スプレイ流量 

③ ①と②の合計                    ： m3/h 

上記から，残留熱代替除去ポンプの容量は， m3/h/個以上とする。 

 

公称値については， 150m3/h/個とする。 

 

2. 揚程の設定根拠  

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（残留熱代替除去系）として使用する残留熱代替除去ポンプの揚程は，有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち，格納容器破損モード（雰囲気圧力・温

度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，圧力損失が最大となる原子炉格納

容器へスプレイする配管ルートにおける静水頭，機器及び配管・弁類圧力損失を基に設定す

る。 

  ① 静水頭                  ： m 

    （サプレッションチェンバ最低水位EL： ～下部スプレイヘッダEL： ＝ ） 

  ② 配管・機器圧力損失            ： m（既設配管圧損含む） 

    ただし，異物付着無しの状態におけるストレーナ圧損，異物付着による圧損上昇は， 

    残留熱除去系ストレーナの既工事計画書添付書類の算定値と同じとする。 

  ③ ①と②の合計               ： m 

上記から，残留熱代替除去ポンプの揚程は mを上回る m 以上とする。 

 

公称値については，要求される揚程を上回る 70mとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用圧力の設定根拠

(1) 吸込側

重大事故等対処設備として使用する残留熱代替除去ポンプの吸込側の圧力は，主配管「残

留熱代替除去ポンプ入口ライン分岐部～残留熱代替除去ポンプ」の最高使用圧力に合わせ，

1.37MPaとする。 

(2) 吐出側

重大事故等対処設備として使用する残留熱代替除去ポンプの吸込側の圧力は，ポンプ吸込

側最高使用圧力 1.37MPa，ポンプ締切運転時の揚程 MPaの合計である MPaを上回

る 2.50MPaとする。 

① ポンプ吸込側最高使用圧力 ：1.37MPa 

（残留熱除去系の最高使用圧力）

② ポンプ締切揚程             ： MPa 

×1000×(9.80665×10-6)＝ ≒ MPa 

（ m：残留熱代替除去ポンプ予想性能曲線図より） 

③ ①と②の合計              ： MPa 

上記から，残留熱代替除去ポンプの最高使用圧力は③を上回る値とし，2.50MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 最高使用温度の設定根拠

重大事故等対処設備として使用する残留熱代替除去ポンプの温度は，主配管「残留熱代替除

去ポンプ入口ライン分岐部～残留熱代替除去ポンプ」の最高使用温度に合わせ，185℃とする。 

5. 原動機出力の設定根拠

重大事故等対処設備として使用する残留熱代替除去ポンプの原動機出力は，下記の式によ

り，容量及び揚程を考慮して決定する。 

Ｐｗ＝10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η＝――・100 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ０１３１(2002)「ターボポンプ用語」） 

Ｐ＝―――――――――― 

Ｐ ：軸動力(kW) 

Ｐｗ ：水動力(kW) 

ρ ：密度(㎏/m3)      ＝1000 

g ：重力加速度(m/s2)    ＝9.80665 

Ｑ ：容量(m3/s)      ＝150／3600 

Ｈ ：揚程(m)   ＝70 

η ：ポンプ効率(％)（設計計画値） ＝

Ｐ＝
10-3×1000×9.80665× (

150
3600)×70

  ／100
=  ≒   kW 

上記から，残留熱代替除去ポンプの原動機出力は，軸動力を上回る出力とし，75kW/個とす

る。 

6. 個数の設定根拠

残留熱代替除去ポンプは，重大事故等対処設備として残留熱除去ポンプによる原子炉格納

容器の循環冷却に移行できない場合の代替設備で，循環冷却を行うために必要な個数である 

2個（うち1個は予備）を設置する。 

Ｐｗ 

Ｐ 

10-3・ρ・g・Ｑ・Ｈ 

η／100 
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名 称 

残留熱代替除去ポンプ入口ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去ポンプ 

最 高 使 用 圧 力 MPa (1.37) 

最 高 使 用 温 度 ℃ (185) 

外 径 mm 216.3／267.4／165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去ポンプ入口ライン分岐部から残留熱代替除去ポンプまでを接続

する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプール水を残留熱代替

除去ポンプにより原子炉圧力容器に供給および，原子炉格納容器にスプレイするために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 

拠をＤ１，Ｄ２，Ｄ３として下記に示す。 

残留熱代替除去系主配管の設計仕様を表 2.4.4－1 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表 

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：（1.37MPa）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ１は，残留熱除去系の使用圧力に合

わせ，1.37MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：（185℃）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，残留熱除去系の使用温度に合

わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた

標準流速を目安に選定し，216.3mm，267.4mm，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 216.3 8.2 200 0.03138 *

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 *

Ｄ３ 165.2 7.1 150 0.01791 *

注記＊：重大事故等時における残留熱代替除去ポンプの定格流量 
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名 称 

残留熱代替除去ポンプ 

～ 

残留熱代替除去ポンプ出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa (2.50)／(3.92) 

最 高 使 用 温 度 ℃ (185) 

外 径 mm 165.2／216.3／114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去ポンプから残留熱代替除去ポンプ出口ライン合流部までを接続

する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプール水を残留熱代替

除去ポンプにより原子炉圧力容器に供給および，原子炉格納容器にスプレイするために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，Ｐ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の 

設定根拠をＤ３，Ｄ１，Ｄ４として下記に示す。 

残留熱代替除去系主配管の設計仕様を表 2.4.4－1 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表 

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：（2.50MPa）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ２は，残留熱代替除去ポンプの使用

圧力に合わせ，2.50MPaとする。 

Ｐ３：（3.92MPa） 

  重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ３は，残留熱除去系の使用圧力に合

わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：（185℃）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，残留熱除去系の使用温度に合

わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた

標準流速を目安に選定し，165.2mm，216.3mm，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 165.2 7.1 150 0.01791 *1

Ｄ１ 216.3 8.2 200 0.03138 *1

Ｄ４ 114.3 8.6 100 0.00741 *1 *2

注記＊1：重大事故等時における残留熱代替除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回るため

問題ない。 
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名 称 

残留熱代替除去ポンプ出口ライン合流部 

～ 

残留熱代替除去ポンプ注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa (3.92) 

最 高 使 用 温 度 ℃ (185） 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去ポンプ出口ライン合流部から残留熱代替除去ポンプ注水ライン

合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプ

ール水を残留熱代替除去ポンプにより原子炉圧力容器に供給および，原子炉格納容器にスプレ

イするために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４として下記に示す。 

残留熱代替除去系主配管の設計仕様を表 2.4.4－1 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表 

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：（3.92MPa）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ３は，残留熱除去系の使用圧力に合

わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：（185℃）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，残留熱除去系の使用温度に合

わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた

標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 114.3 8.6 100 0.00741 *1 *2

注記＊1：重大事故等時における残留熱代替除去ポンプの定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が水の場合の配管内最高流速（炭素鋼で m/s）を下回るため

問題ない。 
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名 称 

残留熱代替除去系原子炉注水ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa （3.92） 

最 高 使 用 温 度 ℃ （185） 

外 径 mm 114.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去系原子炉注水ライン分岐部から残留熱代替除去系原子炉注水ライ

ン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプ

ール水を残留熱代替除去ポンプにより原子炉圧力容器に供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 

拠をＤ５，Ｄ６として下記に示す。 

残留熱代替除去系主配管の設計仕様を表 2.4.4－1 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表 

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：（3.92MPa）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ３は，残留熱除去系の使用圧力に合

わせ，3.92MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：（185℃）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，残留熱除去系の使用温度に合

わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた

標準流速を目安に選定し，114.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 114.3 8.6 100 0.00741 
*

Ｄ６ 114.3 6.0 100 0.00822 
*

注記＊：重大事故等時における原子炉圧力容器への必要注水流量 
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名 称 

残留熱代替除去系スプレイライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa （3.92） 

最 高 使 用 温 度 ℃ （185） 

外 径 mm 165.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，残留熱代替除去系スプレイライン分岐部から残留熱代替除去系スプレイライン

合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，サプレッションチェンバのプー

ル水を残留熱代替除去ポンプにより原子炉格納容器にスプレイするために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ７，Ｄ８として下記に示す。 

残留熱代替除去系主配管の設計仕様を表 2.4.4－1 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表 

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：（3.92MPa）

 重大事故等対処設備として使用する本主配管の圧力Ｐ３は，残留熱除去系の使用圧力に

合わせ，3.92MPa とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：（185℃）

重大事故等対処設備として使用する本主配管の温度Ｔ１は，残留熱除去系の使用温度に合

わせ，185℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，水源から供給される水は淡水であ

るため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラントの配管実績に基づいた

標準流速を目安に選定し，165.2mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ７ 165.2 11.0 150 0.01611 *

Ｄ８ 165.2 7.1 150 0.01791 *

注記＊：重大事故等時における原子炉格納容器への必要注水流量 
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表 2.4.4－ 1 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表（その 1）  

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

 

 

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
代
替
除
去
系 

残留熱代替除去ポンプ入口

ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去ポンプ 

1.37＊ Ｐ１ 185＊ Ｔ１ 

216.3 Ｄ１ 

216.3 ― 

267.4 

/216.3 
― 

267.4 Ｄ２ 

267.4 ― 

267.4 

/－ 

/267.4 

― 

267.4 

/267.4 

/267.4 

― 

267.4 

/165.2 
― 

165.2 ― 

165.2 Ｄ３ 

残留熱代替除去ポンプ 

～ 

残留熱代替除去ポンプ出口

ライン合流部 

2.50＊ Ｐ２ 185＊ Ｔ１ 

165.2 Ｄ３ 

165.2 ― 

165.2 

/165.2 

/165.2 

― 

165.2 

/165.2 

/－ 

― 

216.3 

/165.2 
― 

216.3 Ｄ１ 

216.3 ― 

165.2 

/114.3 
― 

3.92＊ Ｐ３ 185＊ Ｔ１ 
114.3 Ｄ４ 

114.3 ― 
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表 2.4.4－ 2 残留熱代替除去系主配管の設計仕様表（その 2）  

注記＊：重大事故等時における使用時の値 

 

 

 

  

名    称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

残
留
熱
代
替
除
去
系 

残留熱代替除去ポンプ出口

ライン合流部 

～ 

残留熱代替除去ポンプ注水

ライン合流部 3.92＊ Ｐ３ 185＊ Ｔ１ 

114.3 

/－ 

/114.3 

― 

114.3 Ｄ４ 

114.3 Ｄ４ 

114.3 ― 

216.3 

/114.3 
― 

残留熱代替除去系原子炉注

水ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系原子炉注

水ライン合流部 
3.92＊ Ｐ３ 185＊ Ｔ１ 

165.2 

/114.3 
― 

114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

114.3 Ｄ５ 

114.3 ― 

114.3 Ｄ６ 

残留熱代替除去系スプレイ

ライン分岐部 

～ 

残留熱代替除去系スプレイ

ライン合流部 3.92＊ Ｐ３ 185＊ Ｔ１ 

165.2 Ｄ７ 

165.2 ― 

165.2 Ｄ７ 

165.2 ― 

165.2 Ｄ８ 

165.2 

/114.3 
― 
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4.5 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備 

4.5.1 非常用ガス処理系 

名 称 

原子炉建物開放口 

～ 

窒素ガス制御系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉建物開放口から窒素ガス制御系合流部までを接続する配管であり，設計基

準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の

空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィ

ルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.0137MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.0137MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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名 称 

窒素ガス制御系合流部 

～ 

非常用ガス処理系排風機 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス制御系合流部から非常用ガス処理系排風機までを接続する配管であり，

設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置

フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止

し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.0137MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.0137MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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名 称 

弁MV217-18 

～ 

弁MV217-23出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66（200) 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 MV217-18から弁 MV217-23出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計

基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内

の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フ

ィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.0137MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：66℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器雰囲気ガスを格納

容器フィルタベント系を経由して外部に放出する際の設計流速が，設計基準対象施設として

の設計流速を上回るが，配管内最高流速以下となるため，本配管の外径は，メーカ社内基準

に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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名 称 

弁MV217-23出口ライン合流部 

～ 

非常用ガス処理系入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66（200) 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 MV217-23 出口ライン合流部から非常用ガス処理系入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子

炉棟（二次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処

理系後置ガス処理装置フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ

放出されることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置

する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.0137MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：66℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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名 称 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 ／ 120 

外 径 mm 406.4 ／ 515.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系排風機から非常用ガス処理系前置ガス処理装置までを接続する

配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置

ガス処理装置フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出され

ることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ３，外径の設

定根拠をＤ１，Ｄ２，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.02MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機の

吐出側の最高使用圧力に合わせ，0.02MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.02MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

Ｔ３：120℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系後置ガス

処理装置フィルタの最高使用温度に合わせ，120℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，120℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

Ｄ２ 406.4 8.0 400 0.11970 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：515.0mm

伸縮継手の外径



162 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

名 称 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置 

～ 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 mm 406.4 ／ 515.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系前置ガス処理装置から非常用ガス処理系後置ガス処理装置まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物

原子炉棟（二次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガ

ス処理系後置ガス処理装置フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大

気へ放出されることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ１，Ｄ２，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.02MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機の

吐出側の最高使用圧力に合わせ，0.02MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.02MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：120℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系後置ガス

処理装置フィルタの最高使用温度に合わせ，120℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，120℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

Ｄ２ 406.4 8.0 400 0.11970 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：515.0mm

伸縮継手の外径
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名 称 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置 

～ 

排気筒 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系後置ガス処理装置から排気筒までを接続する配管であり，設計

基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内

の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フ

ィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.02MPa

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機の

吐出側の最高使用圧力に合わせ，0.02MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.02MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ３：120℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系後置ガス

処理装置フィルタの最高使用温度に合わせ，120℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，120℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表（その 1） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

原子炉建物開放口 

～ 

窒素ガス制御系合流部 

0.0137 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

406.4 － 

406.4 Ｄ１ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

窒素ガス制御系合流部 

～ 

非常用ガス処理系排風機 

0.0137 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/－ 

－ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

406.4 

/406.4 

/－ 

－ 

弁MV217-18 

～ 

弁MV217-23出口ライン合流部 

0.0137 

(0.853*) 
Ｐ２ 

66 

(200*) 
Ｔ２ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

弁MV217-23出口ライン合流部 

～ 

非常用ガス処理系入口ライン

分岐部 

0.0137 

(0.853*) 
Ｐ２ 

66 

(200*) 
Ｔ２ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

406.4 

/－ 

/267.4 

－ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.5.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表（その 2） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置 

0.02 Ｐ３ 

66 Ｔ１ 406.4 Ｄ１ 

120 Ｔ３ 
406.4 Ｄ２ 

515.0 Ｆ１ 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置 

～ 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置 

0.02 Ｐ３ 120 Ｔ３ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 Ｄ２ 

515.0 Ｆ１ 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置 

～ 

排気筒 

0.02 Ｐ３ 120 Ｔ３ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

406.4 

/406.4 

/－ 

－ 

406.4 

/－ 

/406.4 

－ 
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名 称 非常用ガス処理系排風機 

容 量 m3/h/個  以上（4400） 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

非常用ガス処理系排風機は，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に放

射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内を負圧に維持することを目的に設置する。また，非常用ガス処理系排風機は，

工学的安全施設作動回路からの信号により，自動的に常用の換気空調系が閉止されるとともに

起動し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を Pa の負圧に保ち，原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）空間容積の ％を 1日で処理する能力を持ち，非常用電源設備に接続し，

外部電源喪失時でも運転制御が可能な設計とする。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する非常用ガス処理系排風機は，以下の機能を有する。 

非常用ガス処理系排風機は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制御

室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，非常用ガス処理系排風機により原子炉建

物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原

子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）

から排気することにより，中央制御室にとどまる運転員の被ばくを低減することができる設計

とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の容量は，原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内を負圧に保ち，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の空間容積（機器，配管

の容積を除いた値）の ％を１日で処理できる容量とし， m3/h/個以上とする。 

非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， m3/h/個以上とする。 

公称値については要求される容量以上である 4400m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，風量が 4400m3/h

時の軸動力を基に設定する。 

𝐿 =
𝐿𝑇

𝜂𝑇 100⁄
=

𝜅

𝜅−1
・

𝑃𝑇1・𝑄1

6・104 ・{(
𝑃𝑇2
𝑃𝑇1

)

𝜅−1
𝜅

−1}

𝜂𝑇 100⁄
・・・

𝑃𝑆2

𝑃𝑆1
> 1.03のとき

𝐿 =
𝐿𝑇

𝜂𝑇 100⁄
=

𝑄1

6・104・{(𝑃𝑆2−𝑃𝑆1)+(𝑝𝑑2−𝑝𝑑1)}

𝜂𝑇 100⁄
・・・

𝑃𝑆2

𝑃𝑆1
≦ 1.03のとき 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０(2000) 「送風機の試験及び検査方法」） 

L: 軸動力(kW) 

LT: 全圧空気動力(kW) 

κ:比熱比   ＝ 1.40 

Q1:吸込空気量(m3/min) ＝ 4400/60 

PT2: 吐出し口送風機絶対全圧(Pa[abs]) ＝ 

PT1: 吸込口送風機絶対全圧(Pa[abs])  ＝ 

PS2: 吐出し口送風機絶対静圧(Pa[abs]) ＝ 

PS1: 吸込口送風機絶対静圧(Pa[abs])  ＝ 

pd2: 吐出し口動圧(Pa)  ＝ 

pd1: 吸込口動圧(Pa)  ＝ 

𝜂T: 全圧効率(％)(設計計画値)   ＝ 

𝑃𝑆2

𝑃𝑆1
= = > 1.03より

𝐿 =

1.40

1.40−1
×

×(
4400

60 )

6×104 ×{(

1.40−1
1.40

−1}

100⁄
= ≒ 𝑘𝑤 

上記から，非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，軸動力 kWを上回る出力とし， kW/

個とする。 

非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， kW/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠 

非常用ガス処理系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として放射性物質の放出を

伴う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉

建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために必要な個数として A系，B系それぞ

れ各 1個設置し，合計 2個設置する。 

 

非常用ガス処理系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として 2 個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 
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 名 称  非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ 

効       率 ― ― 

 個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として放射性物質の放

出を伴う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質を除去低減することを目的に設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，以下の機能を有する。 

 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても運転員が中央制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィ

ルタを流路として，非常用ガス処理系排風機により原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を

負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏え

いした放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気することにより，中央

制御室にとどまる運転員の被ばくを低減できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪

失時に原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした放射性よう

素・粒子状放射性物質及び燃料集合体の落下時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に放

出された放射性よう素・粒子状放射性物質を除去するために必要な個数として A系，B系それ

ぞれ各 1個設置し，合計 2個設置する。 

 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として 2 個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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 名 称  非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタ 

効       率 ― ― 

 個 数  ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として放射性物質の放出

を伴う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質を除去低減することを目的に設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，以下の機能を有する。 

 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，炉心の著しい損傷が発生した場合において

も運転員が中央制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィル

タを流路として，非常用ガス処理系排風機により原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負

圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えい

した放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気することにより，中央制

御室にとどまる運転員の被ばくを低減できる設計とする。 

 

1. 個数の設定根拠 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪

失時に原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした放射性よう

素・粒子状放射性物質及び燃料集合体の落下時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に放

出された放射性よう素・粒子状放射性物質を除去するために必要な個数として A系，B系それ

ぞれ各 1個設置し，合計 2個設置する。 

 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として 2 個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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4.5.2 窒素ガス代替注入系 

名 称 
可搬式窒素供給装置 

空気圧縮機 昇圧機 

容 量 
m3/h/個 

[normal] 

 

100以上（100） 

[窒素純度 99.9％において] 

吐 出 圧 力 MPa 0.6以上（0.9） 

原 動 機 出 力 kW/個 55 7.5 

個 数 ― 1（予備 1） 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器フィルタベント系）と

して使用する可搬式窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

 

可搬式窒素供給装置は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が

発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送する格納容

器フィルタベント系を不活性化するために設置する。 

系統構成は，最終ヒートシンクへ熱を輸送する格納容器フィルタベント系のベント停止に向

け，可搬式窒素供給装置と格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（南）又は格納容

器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口 （屋内）を可搬式窒素供給装置用ホースで接続し，

格納容器フィルタベント系の系統内に窒素ガスを注入することにより，格納容器フィルタベン

ト系の系統内を不活性化できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（窒素ガス代替注入系）とし

て使用する可搬式窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

 

可搬式窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素爆発による破損を防止できるよう，原子炉格納容器内を不活性化するために設置する。 

系統構成は，可搬式窒素供給装置と窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（南）

又は窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）及び窒素ガス代替注入系サプレ

ッションチェンバ側供給用接続口（南）又は窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供

給用接続口（屋内）を可搬式窒素供給装置用ホースで接続し，原子炉格納容器に窒素ガスを注

入することにより，原子炉格納容器を不活性化できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度

制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器フィルタベント系）

として使用する可搬式窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

 

可搬式窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内におけ

る水素爆発による破損を防止する格納容器フィルタベント系を不活性化するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止する格納容器フィルタベ

ント系のベント停止に向け，可搬式窒素供給装置と格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用

接続口 （南）又は格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口 （屋内）を可搬式窒素供

給装置用ホースで接続し，格納容器フィルタベント系の系統内に窒素ガスを注入することによ

り，格納容器フィルタベント系の系統内を不活性化できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装置

（格納容器フィルタベント系）として使用する可搬式窒素供給装置は，以下の機能を有する。 

 

可搬式窒素供給装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の過圧に

よる破損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がす格納容器フィルタベント

系を不活性化するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がす格納容器フィルタベント系のベント

停止に向け，可搬式窒素供給装置と格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口 （南）又

は格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口 （屋内）を可搬式窒素供給装置用ホースで

接続し，格納容器フィルタベント系の系統内に窒素ガスを注入することにより，格納容器フィ

ルタベント系の系統内を不活性化できる設計とする。 

 

1. 容量 

可搬式窒素供給装置を重大事故等時において使用する場合の容量は，重大事故等対策の有効

性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付資料十）のうち水素燃焼において，設計基準対象

施設である可燃性ガス濃度制御系性能評価で使用している G 値を採用した場合に，有効性が確

認されている窒素注入量が窒素純度 99.9％において 100m3/h[normal]であることから，100m3/h/

個[normal]以上とする。 

 

公称値については，要求される容量以上である 100m3/h/個[normal]とする。 

 

2. 吐出圧力 

可搬式窒素供給装置の重大事故等時における吐出圧力は，原子炉格納容器に窒素を注入する

流量 100m3/h[normal]を確保するときの，原子炉格納容器圧力，機器及び配管・弁類の圧損並び

にホース圧損を基に設定する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

原子炉格納容器圧力  0.427 MPa 

機器及び配管・弁類の圧損  MPa 

ホース圧損  MPa 

 MPa 

以上より，可搬式窒素供給装置の吐出圧力は， MPa以上である 0.6MPaとする。 

公称値については，要求される吐出圧力以上である 0.9MPaとする。 

3. 原動機出力

可搬式窒素供給装置を駆動する際の原動機出力は，メーカ設定値より空気圧縮機が 55 kW，

昇圧機が 7.5 kW となる。 

以上より，可搬式窒素供給装置原動機出力は，空気圧縮機が 55 kW，昇圧機が 7.5 kW とす

る。 

4. 個数

可搬式窒素供給装置（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として原子炉格納容器内及び

格納容器フィルタベント系の系統内を不活性化するために必要な個数である 1 個に，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1 個を分散して保管する。 
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名 称 

窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（南） 

～ 

窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）

ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（南）から窒素ガス代替注入系

ドライウェル側供給用接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処

設備として，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器内に窒素ガスを供給するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１，Ｄ２として以下に示す。 

窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様を表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様

表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ１：0.93MPa 

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬

式窒素供給装置の吐出圧力を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：66℃ 

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外

設計外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給さ

れる窒素は空気・ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プ

ラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 60.5 3.9 50 0.00218 
100*1 

[normal] 
12.7*2

Ｄ２ 60.5 5.5 50 0.00192 
100*1 

[normal] 
14.5*2

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が空気あるいはガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）

ライン合流部

～ 

ドライウェル 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 ／ 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 ／ 200 

外 径 mm 60.5 ／ 27.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）ライン合流部からドラ

イウェルまでを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，可搬式窒素供給装置により，

原子炉格納容器内に窒素ガスを供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，外

径の設定根拠をＤ２，Ｄ３として以下に示す。 

窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様を表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.93MPa

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬

式窒素供給装置の吐出圧力を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

Ｐ２：0.853MPa 

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外

設計外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 

Ｔ２：200℃ 

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における原子

炉格納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給さ

れる窒素は空気・ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プ

ラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mm，27.2mmとする。

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 60.5 5.5 50 0.00192 

100*1 

[normal] 

14.5*2

Ｄ３ 27.2 3.9 20 0.00030 

100*1 

[normal] 

92.6*2

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が空気あるいはガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内） 

～ 

窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）

ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）から窒素ガス代替注入

系ドライウェル側供給用接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対

処設備として，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器内に窒素ガスを供給するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ２として以下に示す。 

窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様を表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.93MPa

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬

式窒素供給装置の吐出圧力を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外

設計外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給さ

れる窒素は空気・ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プ

ラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 60.5 5.5 50 0.00192 
100*1 

[normal] 
14.5*2

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が空気あるいはガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続

口（南） 

～ 

窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続

口（屋内）ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続口（南）から窒素ガス

代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管で

あり，重大事故等対処設備として，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器内に窒素ガスを

供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１，Ｄ２として以下に示す。 

窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様を表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.93MPa

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬

式窒素供給装置の吐出圧力を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外

設計外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給さ

れる窒素は空気・ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プ

ラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 60.5 3.9 50 0.00218 
100*1 

[normal] 
12.7*2

Ｄ２ 60.5 5.5 50 0.00192 
100*1 

[normal] 
14.5*2

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が空気あるいはガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続

口（屋内）ライン合流部 

～ 

サプレッションチェンバ

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 ／ 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 ／ 200 

外 径 mm 60.5 ／ 34.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続口（屋内）ライン合流

部からサプレッションチェンバまでを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，可搬式

窒素供給装置により，原子炉格納容器内に窒素ガスを供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ２，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ３，外

径の設定根拠をＤ２，Ｄ４として以下に示す。 

窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様を表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.93MPa

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬

式窒素供給装置の吐出圧力を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

Ｐ２：0.853MPa 

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子

炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外

設計外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 

Ｔ３：200℃ 

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における原子

炉格納容器（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給さ

れる窒素は空気・ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プ

ラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mm，34.0mmとする。

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 60.5 5.5 50 0.00192 
100*1 

[normal] 
14.5*2

Ｄ４ 34.0 4.5 25 0.00049 
100*1 

[normal] 
56.7*2

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が空気あるいはガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回る

ため問題ない。 
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名 称 

窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続

口（屋内） 

～ 

窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続

口（屋内）ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続口（屋内）から窒素ガ

ス代替注入系サプレッションチェンバ側供給用接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管

であり，重大事故等対処設備として，可搬式窒素供給装置により，原子炉格納容器内に窒素ガス

を供給するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ２として以下に示す。 

窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様を表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様

表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.93MPa

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬

式窒素供給装置の吐出圧力を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

本主配管を重大事故等対処設備として使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外

設計外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給さ

れる窒素は空気・ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プ

ラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 60.5 5.5 50 0.00192 
100*1 

[normal] 
14.5*2

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体が空気あるいはガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回る

ため問題ない。 
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表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様表（その 1） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

窒
素
ガ
ス
代
替
注
入
系

窒素ガス代替注入系ドライウ

ェル側供給用接続口（南） 

～ 

窒素ガス代替注入系ドライウ

ェル側供給用接続口（屋内）ラ

イン合流部

0.93＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

60.5 Ｄ１ 

61.1 ― 

60.5 ― 

61.1 ― 

60.5 Ｄ２ 

窒素ガス代替注入系ドライウ

ェル側供給用接続口（屋内）ラ

イン合流部

～ 

ドライウェル 0.93＊ Ｐ１ 

66＊ Ｔ１ 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

60.5 Ｄ２ 

61.1 ― 

200＊ Ｔ２ 

60.5 Ｄ２ 

61.1 ― 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

0.853＊ Ｐ２ 200＊ Ｔ２ 

60.5 Ｄ２ 

61.1 

/27.7 
― 

27.2 Ｄ３ 

27.7 ― 

27.2 ― 

27.2 Ｄ３ 

27.7 ― 

窒素ガス代替注入系ドライウ

ェル側供給用接続口（屋内） 

～ 

窒素ガス代替注入系ドライウ

ェル側供給用接続口（屋内）ラ

イン合流部

0.93＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

60.5 Ｄ２ 

61.1 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.5.2－1 窒素ガス代替注入系主配管の設計仕様表（その 2） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

窒
素
ガ
ス
代
替
注
入
系

窒素ガス代替注入系サプレッ

ションチェンバ側供給用接続

口（南） 

～ 

窒素ガス代替注入系サプレッ

ションチェンバ側供給用接続

口（屋内）ライン合流部 

0.93＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

60.5 Ｄ１ 

61.1 ― 

60.5 ― 

61.1 ― 

60.5 Ｄ２ 

窒素ガス代替注入系サプレッ

ションチェンバ側供給用接続

口（屋内）ライン合流部 

～ 

サプレッションチェンバ 0.93＊ Ｐ１ 

66＊ Ｔ１ 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

60.5 Ｄ２ 

61.1 ― 

200＊ Ｔ３ 

60.5 Ｄ２ 

61.1 

/61.1 

/－ 

― 

61.1 ― 

0.853＊ Ｐ２ 200＊ Ｔ３ 

60.5 Ｄ２ 

61.1 ― 

61.1 

/34.5 
― 

34.0 Ｄ４ 

34.5 ― 

34.0 ― 

34.0 Ｄ４ 

34.5 ― 

窒素ガス代替注入系サプレッ

ションチェンバ側供給用接続

口（屋内） 

～ 

窒素ガス代替注入系サプレッ

ションチェンバ側供給用接続

口（屋内）ライン合流部 

0.93＊ Ｐ１ 66＊ Ｔ１ 

60.5 Ｄ２ 

61.1 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 可搬式窒素供給装置用 20m，10m，2mホース 

最 高 使 用 圧 力 MPa 

Pa

0.9 

最 高 使 用 温 度 ℃ 60 

外 径 mm 38.0 

個 数 ― 20（予備 3） 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本ホースは可搬式窒素供給装置と窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（南）又

は窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用接続口（屋内）及び窒素ガス代替注入系サプレッ

ションチェンバ側供給用接続口（南）又は窒素ガス代替注入系サプレッションチェンバ側供給

用接続口（屋内）及び格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（南）又は格納容器フ

ィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）を接続するホースであり，重大事故等対処設備

として，重大事故等時に可搬式窒素供給装置から原子炉格納容器又は格納容器フィルタベント

系の系統内に窒素を注入することにより，原子炉格納容器又は格納容器フィルタベント系の系

統内を不活性化するために設置する。 

1. 最高使用圧力

本ホースを重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における可搬式窒素

供給装置の吐出圧力に合わせ 0.9MPaとする。 

2. 最高使用温度

本ホースを重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における可搬式窒素

供給装置の供給窒素ガス温度＊を上回る 60℃とする。 

注記＊：可搬式窒素供給装置より供給される窒素ガスの温度は，外気の温度と同等である。 

なお，外気の温度は，松江市の過去最高気温（38.5℃）に余裕を持った値とする。 

3. 外径

本ホースを重大事故等時において使用する場合の外径は，圧力損失が許容できる外径を選定

する。 

可搬式窒素供給装置を用いて原子炉格納容器又は格納容器フィルタベント系の系統内に窒素

を供給する場合については，可搬式窒素供給装置の 2.吐出圧力設定時のホース圧損算出条件で

ある 38.0mmを本ホースの外径とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数

本ホースの保有数は，重大事故等対処設備として可搬式窒素供給装置により窒素を原子炉格

納容器又は格納容器フィルタベント系の系統内に注入するために必要な本数である 20 本

（20m：3本，10m：14本，2m：3本）に加え，故障時のバックアップ用として予備 3本（20m：

1本，10m：1本，2m：1本）の合計 23 本とする。 

なお，本ホースは保守点検中にも使用可能であるため，保守点検による待機除外時バックア

ップは考慮しない。 
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4.5.3 可燃性ガス濃度制御系 

名 称 RV229-1A，B 

吹 出 圧 力 MPa 0.427 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

安全弁 RV229-1A，B は，主配管「可燃性ガス濃度制御系再結合装置～サプレッションチェン

バ」上に設置する弁であり，設計基準対象施設として主配管「可燃性ガス濃度制御系再結合装

置～サプレッションチェンバ」の圧力が，最高使用圧力になった場合に開動作して最高使用圧

力以下に維持する。 

1. 吹出圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する安全弁 RV229-1A，B の吹出圧力は，当該安全弁が接続する

主配管「可燃性ガス濃度制御系再結合装置～サプレッションチェンバ」の最高使用圧力に合わ

せ，0.427MPaとする。 

2. 個数の設定根拠

安全弁 RV229-1A，B は，設計基準対象施設として主配管「可燃性ガス濃度制御系再結合装置

～サプレッションチェンバ」の圧力を最高使用圧力以下に維持するために必要な個数として A

系，B系のそれぞれに 1個設置し，合計 2個設置する。 
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4.5.4 原子炉建物水素濃度抑制設備 

名 称 静的触媒式水素処理装置 

容 量 － － 

最 高 使 用 圧 力 － － 

最 高 使 用 温 度 ℃ 300 

再 結 合 効 率 kg/h/個 0.50 (水素濃度 4.0vol％，大気圧，温度 100℃において) 

個 数 － 18 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃

度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建物水素濃度抑

制設備）として使用する静的触媒式水素処理装置（以下，「PAR」という。）は，以下の機

能を有する。 

PARは，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建物その他の原子炉格納容器か

ら漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設の水素爆発による損傷を防止するた

めに設置する。 

系統構成は，運転員の起動操作を必要とせずに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）内に漏えいした水素ガスと酸素ガスを触媒反応によって再結合させること

で，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度の上昇を抑制し，原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の水素爆発を防止できる設計とする。 

PARは，Ⅵ-1-8-2「原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書」において評価を

実施している水素処理容量（以下，「再結合効率」という。）0.50kg/h/個（水素濃度

4.0vol%，大気圧，温度 100℃において）を満足する以下のメーカ性能評価式を持つ型式品を

設置する設計とする。 

ＳＦ
Ｔ

ＰＣ
ＡＤＲ Ｈ２ 








 3600

100

1.307

ＤＲ ：再結合効率（kg/h/個） 

Ａ ：定数（＝ ） 

ＣＨ２ ：PAR入口水素濃度(vol％) 

Ｐ ：圧力(105Pa) 

Ｔ ：温度(K) 

ＳＦ ：スケールファクタ（＝0.25） 
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【設 定 根 拠】（続き） 

スケールファクタについて，島根原子力発電所第２号機は PAR-22 タイプを採用し，PARに

は各々22枚の触媒カートリッジが装荷されるため，ＳＦ＝「22/88」（＝0.25）とする。 

性能確認の詳細についてはⅥ-1-8-2「原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明

書」に示す。 

1. 容量の設定根拠

反応熱による自然対流であるため，PARの容量は設定しない。

2. 最高使用圧力の設定根拠

耐圧部材はないため，PARの最高使用圧力は設定しない。

3. 最高使用温度の設定根拠

OECD/NEAの THAI PROJECTにて実施された性能確認試験時に測定した結果を図 4.5.4-1，

図 4.5.4-2，図 4.5.4-3に示す。PARの最高使用温度を設定する上では，PARの内部を通過す

るガス温度のうち，触媒の反応熱が加味される触媒通過後の排気温度を考慮する。 

試験では，注入口から水素を供給して試験装置内の水素濃度を上昇させた後，水素供給を

停止して試験装置内の水素濃度を低下させ，PAR各部の温度の時間変化を確認している。 

図 4.5.4-2，図 4.5.4-3より，ガス温度中でも高温で推移している測定点（359 KTFgas2）

において，水素濃度 4.0vol%時の温度は，水素濃度低下時においても 300℃を下回っている

ことがわかる。 

したがって，PARの最高使用温度は上記の試験値を上回る 300℃とする。 

図 4.5.4-1 試験体の温度測定点 
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【設 定 根 拠】（続き） 

図 4.5.4-2 温度及び PAR入口水素濃度の時間変化 

図 4.5.4-3 温度及び PAR入口水素濃度の関係 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 再結合効率の設定根拠

PARはジルコニウム-水反応等で短期的に発生する水素及び水の放射線分解等で長期的に緩

やかに発生し原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内へ漏えいする水素

の濃度を低減することにより原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度を継続的に

低減できる設計とする。 

メーカ性能評価式に基づく再結合効率を有する PARの効果により炉心損傷後の原子炉建物

原子炉棟（二次格納施設）内の水素濃度を可燃限界未満に維持できることについては，Ⅵ-

1-8-2「原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書」において確認している。

以上より，PAR 1個の再結合効率としては，上述の評価に使用したメーカ性能評価式に基

づく再結合効率とし，水素濃度 4.0vol%，大気圧，温度 100℃において 0.50kg/h/個とする。 

再結合効率設定の詳細についてはⅥ-1-8-2「原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する

説明書」に示す。 

5. 個数の設定根拠

PARは重大事故等対処設備として原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内における水素爆

発による原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の損傷を防止するために必要な個数である 18

個設置する。 

個数設定の詳細については，Ⅵ-1-8-2「原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明

書」に示す。 
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4.6 原子炉格納容器調気設備 

4.6.1 窒素ガス制御系 

名 称 MV217-4 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

主要弁 MV217-4は，主配管「ドライウェルからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」

上の原子炉格納容器外に設置される通常閉の原子炉格納容器隔離弁であり，設計基準対象施

設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換をする際に原子炉格納容器内の気体

を外部に放出する際の流路に設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するた

めの流路に使用する。 

主要弁 MV217-4は，重大事故等時において，遠隔手動弁操作機構によって人力による操作が

可能な設計とする。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する主要弁 MV217-4の最高使用圧力は，主配管「ドライウェル

からサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

主要弁 MV217-4 を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主

配管「ドライウェルからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の使用圧力に合わせ，

0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する主要弁 MV217-4の最高使用温度は，主配管「ドライウェル

からサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

主要弁 MV217-4 を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主

配管「ドライウェルからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の使用温度に合わせ，

200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠

主要弁 MV217-4 は，設計基準対処施設として原子炉格納容器バウンダリを形成する隔離弁

として必要な個数である 1個設置する。 

主要弁 MV217-4 は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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名 称 MV217-5 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

主要弁 MV217-5は，主配管「サプレッションチェンバからサプレッションチェンバ出口ライ

ン合流部」上の原子炉格納容器外に設置される通常閉の原子炉格納容器隔離弁であり，設計基

準対象施設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換をする際に原子炉格納容器

内の気体を外部に放出する際の流路に設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するた

めの流路に使用する。 

主要弁 MV217-5は，重大事故等時において，遠隔手動弁操作機構によって人力による操作が

可能な設計とする。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する主要弁 MV217-5の最高使用圧力は，主配管「サプレッショ

ンチェンバからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の最高使用圧力に合わせ，

0.427MPaとする。 

主要弁 MV217-5 を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主

配管「サプレッションチェンバからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の使用圧力に

合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する主要弁 MV217-5の最高使用温度は，主配管「サプレッショ

ンチェンバからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の最高使用温度に合わせ，171℃

とする。 

主要弁 MV217-5 を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主

配管「サプレッションチェンバからサプレッションチェンバ出口ライン合流部」の使用温度に

合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠

主要弁 MV217-5 は，設計基準対象施設として原子炉格納容器バウンダリを形成する隔離弁

として必要な個数である 1個設置する。 

主要弁 MV217-5 は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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名 称 MV217-18 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

主要弁 MV217-18 は，主配管「弁 MV217-23 入口ライン分岐部から弁 MV217-18」上の原子炉

格納容器外に設置される通常閉の原子炉格納容器隔離弁であり，設計基準対象施設として，原

子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換をする際に原子炉格納容器内の気体を外部に放出

する際の流路に設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するた

めの流路に使用する。 

主要弁 MV217-18 は，重大事故等時において，遠隔手動弁操作機構によって人力による操作

が可能な設計とする。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する主要弁 MV217-18の最高使用圧力は，主配管「弁 MV217-23

入口ライン分岐部から弁 MV217-18」の最高使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。 

主要弁 MV217-18 を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主

配管「弁 MV217-23 入口ライン分岐部から弁 MV217-18」の使用圧力に合わせ，0.853MPa とす

る。 

2. 最高使用温度の設定根拠

設計基準対象施設として使用する主要弁 MV217-18の最高使用温度は，主配管「弁 MV217-23

入口ライン分岐部から弁 MV217-18」の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

主要弁 MV217-18 を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主

配管「弁 MV217-23入口ライン分岐部から弁 MV217-18」の使用温度に合わせ，200℃とする。 

3. 個数の設定根拠

主要弁 MV217-18 は，設計基準対処施設として原子炉格納容器内の気体を非常用ガス処理系

を経由して外部に放出するために必要な個数である 1個設置する。 

主要弁 MV217-18は，設計基準対象施設として 1 個設置しているものを重大事故等対処設備

として使用する。 
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名 称 

ドライウェル 

～ 

サプレッションチェンバ出口ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

外 径 mm 609.6 ／ 619.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，ドライウェルからサプレッションチェンバ出口ライン合流部までを接続する配

管であり，設計基準対象施設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換をする際に

原子炉格納容器内の気体を外部に放出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライトを通して外部に放出するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，継手の外径の設定根拠をＦ１として以下に示す。 

窒素ガス制御系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 窒素ガス制御系主配管の設計仕様表

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最 

高使用圧力（内圧）に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：171℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（ドライウェル）の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器雰囲気ガスを格

納容器フィルタベント系を経由して外部に放出する際の設計流速が，設計基準対象施設と

しての設計流速を上回るが，配管内最高流速以下となるため，本配管の外径は，メーカー

社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設

計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 609.6 9.5 600 0.27395 
25000＊

[normal] 
25.3 

注記＊：格納容器空気置換運転モードの設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：619.2mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

サプレッションチェンバ出口ライン合流部

～ 

原子炉棟空調換気系分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

外 径 mm 619.2 ／ 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，サプレッションチェンバ出口ライン合流部から原子炉棟空調換気系分岐部まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置

換をする際に原子炉格納容器内の気体を外部に放出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライトを通じて外部に放出するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，継手の外径の設定根拠をＦ１として以下に示す。 

窒素ガス制御系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 窒素ガス制御系主配管の設計仕様表

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最 

高使用圧力（内圧）に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：171℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 



205 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器雰囲気ガスを格

納容器フィルタベント系を経由して外部に放出する際の設計流速が，設計基準対象施設と

しての設計流速を上回るが，配管内最高流速以下となるため，本配管の外径は，メーカー

社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設

計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 609.6 9.5 600 0.27395 
25000＊

[normal] 
25.3 

注記＊：格納容器空気置換運転モードの設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：619.2mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

サプレッションチェンバ

～ 

サプレッションチェンバ出口ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 104（200） ／ 171（200） 

外 径 mm 609.6 ／ 619.2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，サプレッションチェンバからサプレッションチェンバ出口ライン合流部までを

接続する配管であり，設計基準対象施設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換

をする際に原子炉格納容器内の気体を外部に放出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフ

ィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライトを通じて外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ２，Ｔ１，外径の

設定根拠をＤ１，継手の外径の設定根拠をＦ１として以下に示す。 

窒素ガス制御系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 窒素ガス制御系主配管の設計仕様表

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最 

高使用圧力（内圧）に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：104℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（サプレッ

ションチェンバ）の最高使用温度に合わせ，104℃とする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

Ｔ１：171℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ド 

ライウェル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器（サプレッションチェンバ）の使用温度に合わせ，200℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器雰囲気ガスを格

納容器フィルタベント系を経由して外部に放出する際の設計流速が，設計基準対象施設と

しての設計流速を上回るが，配管内最高流速以下となるため，本配管の外径は，メーカー

社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設

計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 609.6 9.5 600 0.27395 
25000＊

[normal] 
25.3 

注記＊：格納容器空気置換運転モードの設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：619.2mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

原子炉棟空調換気系分岐部 

～ 

弁MV217-23入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

外 径 mm 619.2 ／ 609.6 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉棟空調換気系分岐部から弁MV217-23入口ライン分岐部までを接続する配

管であり，設計基準対象施設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換をする際に

原子炉格納容器内の気体を外部に放出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライトを通じて外部に放出するために

設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１，継手の外径の設定根拠をＦ１として以下に示す。 

窒素ガス制御系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 窒素ガス制御系主配管の設計仕様表

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最 

高使用圧力（内圧）に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：171℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器雰囲気ガスを格

納容器フィルタベント系を経由して外部に放出する際の設計流速が，設計基準対象施設と

しての設計流速を上回るが，配管内最高流速以下となるため，本配管の外径は，メーカー

社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設

計し，609.6mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 609.6 9.5 600 0.27395 
25000＊

[normal] 
25.3 

注記＊：格納容器空気置換運転モードの設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：619.2mm

分岐補強部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

弁MV217-23入口ライン分岐部 

～ 

弁MV217-18 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 171（200） 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV217-23入口ライン分岐部から弁MV217-18までを接続する配管であり，設計

基準対象施設として，原子炉格納容器内を空気又は窒素ガスで置換をする際に原子炉格納容

器内の気体を非常用ガス処理系を経由して外部に放出するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライトを通じて外部に放出するために

設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１として以下に

示す。 

窒素ガス制御系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 窒素ガス制御系主配管の設計仕様表

に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.427MPa（0.853MPa）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器の最高使用

圧力（内圧）に合わせ，0.427MPaとする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：171℃（200℃）

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，原子炉格納容器（ドライウ

ェル）の最高使用温度に合わせ，171℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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表 4.6.1－1 窒素ガス制御系主配管の設計仕様表 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

窒
素
ガ
ス
制
御
系

ドライウェル 

～ 

サプレッションチェン

バ出口ライン合流部 

0.427 

(0.853*) 
Ｐ１ 

171 

(200*) 
Ｔ１ 

609.6

/508.0 
― 

609.6 Ｄ１ 

609.6 ― 

619.2 Ｆ１ 

サプレッションチェン

バ出口ライン合流部 

～ 

原子炉棟空調換気系分

岐部 

0.427 

(0.853*) 
Ｐ１ 

171 

(200*) 
Ｔ１ 

619.2 Ｆ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 ― 

サプレッションチェン

バ 

～ 

サプレッションチェン

バ出口ライン合流部 

0.427 

(0.853*) 
Ｐ１ 

104 

(200*) 
Ｔ２ 

609.6 

/508.0 
― 

609.6 Ｄ１ 

171 

(200*) 
Ｔ１ 

609.6 ― 

609.6 Ｄ１ 

619.2 Ｆ１ 

原子炉棟空調換気系分

岐部 

～ 

弁MV217-23入口ライン

分岐部 

0.427 

(0.853*) 
Ｐ１ 

171 

(200*) 
Ｔ１ 

619.2 Ｆ１ 

609.6 Ｄ１ 

609.6 

/406.4 
― 

弁MV217-23入口ライン

分岐部 

～ 

弁MV217-18 

0.427 

(0.853*) 
Ｐ１ 

171 

(200*) 
Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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4.7 圧力逃がし装置 

4.7.1 格納容器フィルタベント系 

名 称 MV217-23 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

主要弁 MV217-23 は，主配管「弁 MV217-23 入口ライン分岐部～弁 MV217-23」上の原子炉格

納容器外に設置される通常閉の弁であり，重大事故等対処設備として重大事故等時に原子炉

格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器を通して外部に放出するための流路に使用する。

主要弁 MV217-23は，重大事故等時において，遠隔手動弁操作機構によって人力による操作

が可能な設計とする。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

主要弁 MV217-23を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における主

配管「弁 MV217-23入口ライン分岐部～弁 MV217-23」の使用圧力に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

主要弁 MV217-23を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主

配管「弁 MV217-23入口ライン分岐部～弁 MV217-23」の使用温度に合わせ，200℃とする。 

3. 個数の設定根拠

主要弁 MV217-23は，重大事故等対処設備として原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベント

フィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するた

めに必要な個数である 1個設置する。 
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名 称 圧力開放板 

設 定 破 裂 圧 力 MPa 0.08 

99.97(JIS Z4812粒子捕集率試験)以上
個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

  重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器フィルタベント系）と

して使用する圧力開放板は，以下の機能を有する。 

 圧力開放板は，設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失

した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する

前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第 1 ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第 1 ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気

へ輸送できる設計とする。 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御

設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器フィルタベント系）と

して使用する圧力開放板は，以下の機能を有する。 

 圧力開放板は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内における水素

爆発による破損を防止するため，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ

放出するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第 1 ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第 1 ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を低減しつつ，ジルコニウム―水反応及び水の放射線分解等により発生する原子炉

格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に放出できる設計とする。 



214 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置（格

納容器フィルタベント系）として使用する圧力開放板は，以下の機能を有する。 

 圧力開放板は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の過圧による破

損を防止するため，原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第 1 ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第 1 ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

1. 設定破裂圧力の設定根拠

圧力開放板を重大事故等時に使用する場合の設定破裂圧力は，格納容器フィルタベント系の

使用の妨げにならないよう，原子炉格納容器からの排気圧力( MPa)よりも十分低い圧力

とし，0.08MPaとする。 

2. 個数の設定根拠

圧力開放板は，格納容器フィルタベント系待機時に格納容器フィルタベント系系統内を不活

性ガス（窒素ガス）にて置換する際の大気との隔壁として 1個設置する。 
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名 称 

弁MV217-23入口ライン分岐部 

～ 

弁 MV217-23 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 MV217-23 入口ライン分岐部から弁 MV217-23 までを接続する配管であり，重

大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィルタ

スクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置す

る。  

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 

拠をＤ１として以下に示す。 

  格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ１：0.853MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：200℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 
＊

0.35594 

注記＊：格納容器フィルタベント系の定格流量 
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名 称 

弁MV217-23 

～ 

弁 MV217-23出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 MV217-23 から弁 MV217-23 出口ライン合流部までを接続する配管であり，重

大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィルタ

スクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根 

拠をＤ１として以下に示す。 

 格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 
＊

0.35594 

注記＊：格納容器フィルタベント系の定格流量 
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名 称 

非常用ガス処理系入口ライン分岐部 

～ 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系入口ライン分岐部から格納容器フィルタベント系窒素ガス供

給ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子

炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオラ

イト容器を通して外部に放出するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 
＊1

0.35594 
＊2

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題 

ない。 
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名 称 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給ライン合流部 

～ 

耐圧強化ベントライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 77.0 ／ 70.1 ／ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器フィルタベント系窒素ガス供給ライン合流部から耐圧強化ベントライ

ン分岐部までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納

容器内雰囲気ガスを第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容

器を通して外部に放出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 
＊1

0.35594 
＊2

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ１：77.0mm

管台の管接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ２：70.1mm 

管台の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（南） 

～ 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）

ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（南）から格納容器フィルタ

ベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故等

対処設備として，重大事故等時に格納容器フィルタベント系を可搬式窒素供給装置により窒素

置換するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ３，Ｄ４として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.93MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外設計

外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。  
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給され

る気体は窒素ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラント

の配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ３ 60.5 3.9 50 0.00218 
100＊1

〔normal〕 
12.7＊2 

Ｄ４ 60.5 5.5 50 0.00192 
100＊1

〔normal〕 
14.5＊2 

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体がガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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名 称 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）

ライン合流部

～ 

弁V226-14 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）ライン合流部から弁

V226-14までを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に格納容器フィ

ルタベント系を可搬式窒素供給装置により窒素置換するために設置する。

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ４として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.93MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外設計

外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。  
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給され

る気体は窒素ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラント

の配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 60.5 5.5 50 0.00192 
100＊1

〔normal〕 
14.5＊2 

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体がガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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名 称 

弁 V226-14 

～ 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁V226-14から格納容器フィルタベント系窒素ガス供給ライン合流部までを接続

する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に格納容器フィルタベント系を可

搬式窒素供給装置により窒素置換するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ４として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給され

る気体は窒素ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラント

の配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 60.5 5.5 50 0.00192 
100＊1

〔normal〕 
14.5＊2 

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体がガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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名 称 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内） 

～ 

格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）

ライン合流部

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.93 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）から格納容器フィル

タベント系窒素ガス供給用接続口（屋内）ライン合流部までを接続する配管であり，重大事故

等対処設備として，重大事故等時に格納容器フィルタベント系を可搬式窒素供給装置により窒

素置換するために設置する。  

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根

拠をＤ４として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ２：0.93MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）を上回る圧力とし，0.93MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ２：66℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外設計

外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。  
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給され

る気体は窒素ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラント

の配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 60.5 5.5 50 0.00192 
100＊1

〔normal〕 
14.5＊2 

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体がガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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名 称 

耐圧強化ベントライン分岐部 

～ 

弁MV226-13 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，耐圧強化ベントライン分岐部から弁MV226-13までを接続する配管であり，重大

事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィルタス

クラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置す

る。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ２として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，267.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ２ 267.4 9.3 250 0.04862 
＊1

0.35594 
＊2

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量 

＊2：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 
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名 称 

弁MV226-13 

～ 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 318.5 ／ 303.0 ／ 409.0 ／ 216.3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁MV226-13から第１ベントフィルタスクラバ容器までを接続する配管であり，

重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィル

タスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ５，Ｄ６，Ｄ７，継手の外径の設定根拠をＦ３，Ｆ４として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，318.5mm，216.3mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ５ 318.5 10.3 300 0.06970 
＊1

0.35594 
＊3

Ｄ６ 318.5 17.4 300 0.06321 
＊1

0.35594 
＊3

Ｄ７ 216.3 8.2 200 0.03138 
＊2

0.35594 

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量 

＊2：格納容器フィルタベント系の定格流量の 1／4 

＊3：当該配管は，内部流体が蒸気の場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題ない。 

(2) 継手

Ｆ３：303.0mm

伸縮継手接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ４：409.0mm 

伸縮継手の外径。 
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名 称 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

～ 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 ／ 0.427 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 216.3 ／ 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，第１ベントフィルタスクラバ容器から第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器ま

でを接続する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲

気ガスを第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して

外部に放出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，Ｐ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の

設定根拠をＤ８，Ｄ９，Ｄ１０として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ１：0.853MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

Ｐ３：0.427MPa 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器の使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，216.3mm，318.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ８ 216.3 8.2 200 0.03138 
＊1

0.35594 

Ｄ９ 318.5 10.3 300 0.06970 
＊2

0.35594 

Ｄ１０ 318.5 10.3 300 0.06970 
＊2

1.67330 

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量の 1／8 

＊2：格納容器フィルタベント系の定格流量の 1／4 
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名 称 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

～ 

窒素ガス排出ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 318.5 ／ 70.1 ／ 77.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器から窒素ガス排出ライン分岐部までを接

続する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガス

を第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に

放出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１０，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.427MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器の使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，318.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ１０ 318.5 10.3 300 0.06970 
＊

1.67330 

注記＊：格納容器フィルタベント系の定格流量の 1／4 

(2) 継手

Ｆ１：77.0mm

管台の管接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ２：70.1mm 

管台の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

窒素ガス排出ライン分岐部 

～ 

窒素ガス排出ライン分岐部（ヘッダ部） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 318.5 ／ 406.4 ／ 70.1 ／ 77.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス排出ライン分岐部から窒素ガス排出ライン分岐部（ヘッダ部）までを

接続する配管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガ

スを第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部

に放出するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１０，Ｄ１１，継手の外径の設定根拠をＦ１，Ｆ２として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.427MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器の使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，318.5mm，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ１０ 318.5 10.3 300 0.06970 
＊1

1.67330 

Ｄ１１ 406.4 12.7 400 0.11401 
＊2

1.67330 

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量の 1／4 

＊2：格納容器フィルタベント系の定格流量 

(2) 継手

Ｆ１：77.0mm

管台の管接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ２：70.1mm 

管台の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 
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名 称 

窒素ガス排出ライン分岐部 

～ 

窒素ガス排出口 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427 ／ 大気圧 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 ／ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス排出ライン分岐部から窒素ガス排出口までを接続する配管であり，重

大事故等対処設備として，重大事故等時に格納容器フィルタベント系を可搬式窒素供給装置に

より窒素置換するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，

外径の設定根拠をＤ４，Ｄ３として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.427MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器の使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。

Ｐ４：大気圧 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，本主配管が大気開放であるた

め，大気圧とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 

Ｔ２：66℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外設計

外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給され

る気体は窒素ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラント

の配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 60.5 5.5 50 0.00192 
100＊1

〔normal〕 
14.5＊2 

Ｄ３ 60.5 3.9 50 0.00218 
100＊1

〔normal〕 
12.7＊2 

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体がガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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名 称 

窒素ガス排出ライン分岐部（ヘッダ部） 

～ 

放出口 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 

外 径 mm 406.4 ／ 318.5 ／ 303.0 ／ 409.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス排出ライン分岐部（ヘッダ部）から放出口までを接続する配管であり，

重大事故等対処設備として，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィル

タスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根

拠をＤ１１，Ｄ１０，Ｄ１２，継手の外径の設定根拠をＦ３，Ｆ４として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.427MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器の使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 



244 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器から放出される気

体は蒸気及び非凝縮性ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行

プラントの配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，406.4mm，318.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 比容積 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (t/h) (m3/kg) (m/s) (m/s) 

Ｄ１１ 406.4 12.7 400 0.11401 
＊1

1.67330 

Ｄ１０ 318.5 10.3 300 0.06970 
＊2

1.67330 

Ｄ１２ 318.5 17.4 300 0.06321 
＊2

1.67330 

注記＊1：格納容器フィルタベント系の定格流量 

＊2：格納容器フィルタベント系の定格流量の 1／4 

(2) 継手

Ｆ３：303.0mm

伸縮継手接続部の外径。接続先の仕様及び強度を満足する外径とする。 

Ｆ４：409.0mm 

伸縮継手の外径。 
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名 称 

窒素ガス排出ライン分岐部（ヘッダ部） 

～ 

窒素ガス排出口 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.427 ／ 大気圧 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 ／ 66 

外 径 mm 60.5 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス排出ライン分岐部（ヘッダ部）から窒素ガス排出口までを接続する配

管であり，重大事故等対処設備として，重大事故等時に格納容器フィルタベント系を可搬式窒

素供給装置により窒素置換するために設置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，Ｐ４，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ２，

外径の設定根拠をＤ４，Ｄ３として以下に示す。 

格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様を表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主

配管の設計仕様表に示す。 

1. 最高使用圧力の設定根拠

Ｐ３：0.427MPa

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における第１ベン

トフィルタ銀ゼオライト容器の使用圧力に合わせ，0.427MPaとする。

Ｐ４：大気圧 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，本主配管が大気開放であるた

め，大気圧とする。 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：200℃

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 

Ｔ２：66℃ 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における屋外設計

外気条件の最高温度を上回る温度とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，可搬式窒素供給装置から供給され

る気体は窒素ガスであるため，エロージョン，圧力損失・施工性等を考慮し，先行プラント

の配管実績に基づいた標準流速を目安に選定し，60.5mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ４ 60.5 5.5 50 0.00192 
100＊1

〔normal〕 
14.5＊2 

Ｄ３ 60.5 3.9 50 0.00218 
100＊1

〔normal〕 
12.7＊2 

注記＊1：可搬式窒素供給装置の設計流量 

＊2：当該配管は，内部流体がガスの場合の配管内最高流速（音速）を下回るため問題な

い。 
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表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様表（その 1） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系 

弁 MV217-23入口ライ

ン分岐部

～ 

弁 MV217-23 

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 ― 

弁 MV217-23 

～ 

弁 MV217-23 出口ライ

ン合流部

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 

406.4 ― 

406.4 Ｄ１ 

非常用ガス処理系入

口ライン分岐部 

～ 

格納容器フィルタベ

ント系窒素ガス供給

ライン合流部

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 267.4 Ｄ２ 

格納容器フィルタベ

ント系窒素ガス供給

ライン合流部

～ 

耐圧強化ベントライ

ン分岐部

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 

77.0 Ｆ１ 

70.1 Ｆ２ 

267.4 Ｄ２ 

267.4 ― 

267.4 

/－ 

/267.4 

― 

格納容器フィルタベ

ント系窒素ガス供給

用接続口（南） 

～ 

格納容器フィルタベ

ント系窒素ガス供給

用接続口（屋内）ライ

ン合流部

0.93* Ｐ２ 66* Ｔ２ 

60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

60.5 Ｄ４ 

61.1 ― 

60.5 Ｄ４ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様表（その 2） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系 

格納容器フィルタベン

ト系窒素ガス供給用接

続口（屋内）ライン合流

部 

～ 

弁V226-14 

0.93＊ Ｐ２ 66＊ Ｔ２ 

61.1 

/61.1 

/61.1 

― 

60.5 Ｄ４ 

61.1 ― 

弁V226-14 

～ 

格納容器フィルタベン

ト系窒素ガス供給ライ

ン合流部 

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 60.5 Ｄ４ 

格納容器フィルタベン

ト系窒素ガス供給用接

続口（屋内） 

～ 

格納容器フィルタベン

ト系窒素ガス供給用接

続口（屋内）ライン合

流部 

0.93＊ Ｐ２ 66＊ Ｔ２ 

60.5 Ｄ４ 

61.1 ― 

耐圧強化ベントライン

分岐部 

～ 

弁MV226-13 

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 

267.4 Ｄ２ 

267.4 ― 

318.5 

/267.4 
― 

弁 MV226-13 

～ 

第１ベントフィルタス

クラバ容器 

0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 

318.5 Ｄ５ 

318.5 ― 

318.5 Ｄ５ 

318.5 Ｄ６ 

303.0 Ｆ３ 

409.0 Ｆ４ 

318.5 

/318.5 

/216.3 

― 

216.3 Ｄ７ 

216.3 Ｄ７ 

216.3 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値  
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表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様表（その 3） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系 

（前頁からの続き） 
0.853＊ Ｐ１ 200＊ Ｔ１ 

318.5 

/216.3 
― 

第１ベントフィルタス

クラバ容器

～ 

第１ベントフィルタ銀

ゼオライト容器 0.853* Ｐ１ 200* Ｔ１ 

216.3 Ｄ８ 

216.3 ― 

318.5 

/216.3 
― 

318.5 

/318.5 

/216.3 

― 

318.5 Ｄ９ 

318.5 ― 

0.427* Ｐ３ 200* Ｔ１ 318.5 Ｄ１０ 

第１ベントフィルタ銀

ゼオライト容器 

～ 

窒素ガス排出ライン分

岐部 

0.427* Ｐ３ 200* Ｔ１ 

318.5 ― 

318.5 Ｄ１０ 

318.5 Ｄ１０ 

318.5 ― 

318.5 Ｄ１０ 

70.1 Ｆ２ 

77.0 Ｆ１ 

窒素ガス排出ライン分

岐部 

～ 

窒素ガス排出ライン分

岐部（ヘッダ部） 

0.427* Ｐ３ 200* Ｔ１ 

318.5 Ｄ１０ 

318.5 ― 

406.4 

/318.5 
― 

406.4 

/406.4 

/406.4 

― 

406.4 

/406.4 

/318.5 

― 

406.4 Ｄ１１ 

406.4 ― 

70.1 Ｆ２ 

77.0 Ｆ１ 

406.4 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.7.1－1 格納容器フィルタベント系主配管の設計仕様表（その 4） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

窒素ガス排出ライン分

岐部 

～ 

窒素ガス排出口 

0.427* Ｐ３ 200* Ｔ１ 

60.5 Ｄ４ 

61.1 ― 

60.5 Ｄ４ 

60.5 Ｄ３ 

大気圧* Ｐ４ 66* Ｔ２ 
60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

窒素ガス排出ライン分

岐部（ヘッダ部） 

～ 

放出口 

0.427* Ｐ３ 200* Ｔ１ 

406.4 Ｄ１１ 

406.4 ― 

406.4 

/406.4 

/318.5 

― 

406.4 ― 

318.5 Ｄ１０ 

318.5 ― 

318.5 Ｄ１０ 

318.5 Ｄ１２ 

303.0 Ｆ３ 

409.0 Ｆ４ 

318.5 

/－ 

/318.5 

― 

窒素ガス排出ライン分

岐部（ヘッダ部） 

～ 

窒素ガス排出口 

0.427* Ｐ３ 200* Ｔ１ 

60.5 Ｄ４ 

61.1 ― 

60.5 Ｄ４ 

60.5 Ｄ３ 

大気圧* Ｐ４ 66* Ｔ２ 

60.5 Ｄ３ 

61.1 ― 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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名 称 
第１ベントフィルタ 

スクラバ容器 銀ゼオライト容器 

容 量 m3/個 以上（ ） ― 

効 率 ％ 

99.9 以上(粒子状放射性物

質に対して) 

99 以上(無機よう素に対し

て) 

98 以上(有機よう素に対し

て) 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.853 0.427 

最 高 使 用 温 度 ℃ 200 200 

個 数 － 4 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

  重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器フィルタベント系）と

して使用する第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，

以下の機能を有する。 

  第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，設計基準事

故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）

を防止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を抑制しつつ，原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気

へ輸送できる設計とする。 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器フィルタベント系）

として使用する第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

は，以下の機能を有する。 

  第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止するた

め，原子炉格納容器内に滞留する水素ガス及び酸素ガスを大気へ放出するために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を低減しつつ，ジルコニウム―水反応及び水の放射線分解等により発生する原子炉
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格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを大気に放出できる設計とする。 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち圧力逃がし装

置（格納容器フィルタベント系）として使用する第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベ

ントフィルタ銀ゼオライト容器は，以下の機能を有する。

 第１ベントフィルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器は，炉心の著し

い損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納容器内の

圧力を大気中に逃がすために設置する。 

系統構成は，原子炉格納容器内雰囲気ガスを窒素ガス制御系等を経由して，第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器へ導き，放射性物質を低減させた

後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出することで，排気中に含まれる放射性物質の環境

への放出量を低減しつつ，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

1.容量の設定根拠

第１ベントフィルタスクラバ容器を重大事故等時において使用する場合の容量は，スクラ

ビング水の保有水量を基に設定する。 

スクラバ水の保有水量について，Ⅵ-1-8-1「原子炉格納施設の設計条件に関する説明書」

において所定の放射性物質の除去性能が得られるスクラビング水の基準水位をベンチュリノ

ズル上端から mとしているため，第 1ベントフィルタスクラバ容器の容量は基準水位を保

有水量へ換算した値を上回る容量として m3/個以上とする。 

公称値については， m3/個とする。 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器はフィルタであるため，容器としての記載項目であ

る容量は設定しない。 

2. 効率の設定根拠

第 1ベントフィルタスクラバ容器の効率は，放射性物質による環境への汚染の視点も含

め，環境への影響をできるだけ小さくとどめるものとして定められている Cs-137の放出量が

100TBqを下回ることができる性能を有するものとして，粒子状放射性物質に対して 99.9％以

上，ガス状放射性無機よう素に対して 99％以上の除去効率が得られる設計とする。 

第 1ベントフィルタ銀ゼオライト容器の効率は，環境への影響をできるだけ小さくとどめ

るよう，ガス状放射性有機よう素に対して 98％以上の除去効率が得られる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き）

3. 最高使用圧力の設定根拠

第 1ベントフィルタスクラバ容器を重大事故等時に使用する場合の圧力は，重大事故等時に

おける原子炉格納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

また，第 1ベントフィルタ銀ゼオライト容器を重大事故等時に使用する場合の圧力は，

0.427MPaとする。 

格納容器フィルタベント系の圧力勾配図を図 7.4.1－1に示す。 

4. 最高使用温度の設定根拠

第 1ベントフィルタスクラバ容器及び第 1ベントフィルタ銀ゼオライト容器を重大事故等時

に使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格納容器の使用温度に合わせ，200℃と

する。 

5. 個数の設定根拠

第 1ベントフィルタスクラバ容器は，重大事故等対処設備として，原子炉格納容器内雰囲気

ガスを，放射性物質を低減させた後に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出するために必要

な個数である，25％容量のものを 4個設置する。また，第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器

は，重大事故等対処設備として，原子炉格納容器内雰囲気ガスを，放射性物質を低減させた後

に原子炉建物屋上に設ける放出口から放出するために必要な個数である 1個設置する。 




